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令和元年伊豆市議会１２月定例会 

 

議 事 日 程（第１号） 
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             計補正予算（第５回）） 
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日程第１７ 議案第６８号 公の施設の指定管理者の指定について（修善寺温泉駐車場） 

日程第１８ 議案第６９号 公の施設の指定管理者の指定について（湯の国会館） 

日程第１９ 議案第７０号 伊豆市建設計画の変更について 
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本日の会議に付した事件 

 議事日程に同じ 
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出席議員（１６名） 

     １番  波多野 靖 明 君      ２番  山 口   繁 君 
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     ３番  星 谷 和 馬 君      ４番  間 野 みどり 君 
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地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名 
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開会 午前 ９時３０分 

 

◎開会宣告 

○議長（三田忠男君） 皆さん、おはようございます。 

  本日の出席議員は16名であります。定足数に達しておりますので、会議は成立いたしまし

た。 

  ただいまから令和元年伊豆市議会12月定例会を開会いたします。 

 

◎開議宣告 

○議長（三田忠男君） 直ちに本日の会議を開きます。 

 

◎議事日程説明 

○議長（三田忠男君） 議案説明のため、地方自治法第121条の規定により、市長以下、関係

職員の出席を求めましたので、御報告申し上げます。 

  本日の議事日程は、お手元に配付のとおりでありますので、御了承願います。 

 

◎会議録署名議員の指名 

○議長（三田忠男君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議規則第88条の規定により、議長から指名いたします。10番永岡康司議員、11番小長谷

順二議員を指名いたします。 

 

◎会期の決定 

○議長（三田忠男君） 日程第２、会期の決定を議題といたします。 

  お諮りいたします。 

  今定例会の会期は、本日から12月19日までの21日間としたいと思います。これに御異議ご

ざいませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（三田忠男君） 御異議なしと認めます。 

  よって、会期は本日から12月19日までの21日間と決定いたしました。 

  なお、会期中の会議予定につきましては、お手元に配付してあります会期日程表のとおり

でございますので、御了承願います。 

  次に、休会日についてお諮りいたします。 

  本定例会における休会日は、会期日程表に記されたとおりとしたいと思います。これに御

異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 
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○議長（三田忠男君） 御異議なしと認めます。 

  よって、休会日は会期日程表に記されたとおりとすることに決しました。 

 

◎諸般の報告 

○議長（三田忠男君） 日程第３、諸般の報告を行います。 

  監査委員からの法に基づく例月出納検査結果並びに議長等の会議、出張等につきましては、

お手元に配付した資料のとおりであります。 

  続きまして、教育厚生委員会の行政視察報告を行います。 

  教育厚生委員会委員長、木村建一議員。 

〔教育厚生委員会委員長 木村建一君登壇〕 

○教育厚生委員会委員長（木村建一君） おはようございます。 

  教育厚生委員会視察報告を行います。 

  10月８日から９日の２日間、４つの自治体の視察研修を行いました。委員の視察報告書及

び11月８日の総括会議で出された意見を集約しました。視察順に報告いたします。 

  ８日午前の視察先は山梨県道志村です。神奈川県との県境にある村で、東西28キロ、南北

４キロ、総面積80平方キロメートル、人口は約1,700人、620世帯の小さな村であります。 

  視察の目的は、山合い集落における見守りと買い物支援、居場所づくりです。見守りにつ

いては、独居、高齢者世帯、日中独居などがふえています。村が行った住民調査では、閉じ

こもり、うつ傾向の人が多いことがわかりました。地理的に、役場に来て心配や不安事の相

談がしにくい状況である。この対策が見守り、道志村ではこれを「にっこりコール」と言っ

ておりますが、その事業です。 

  平成21年に光ファイバーが整備され、村が設置した告知用端末機（テレビ電話）を活用し

て、ひとり暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯、日中に独居となる高齢者などを対象に、週

１回から２回のオペレーターがテレビ電話で声かけをする。相談内容によって、役場や社会

福祉協議会、民生委員、ケアマネージャー、介護福祉士、医療機関、消防署などと連携をし

て、利用者の見守りや生活全般の相談、話し相手、薬の内服の確認など多岐にわたってサー

ビスを展開していました。 

  視察先で、村役場で利用されている高齢者とテレビ電話をつないで声かけの様子を拝見し

ましたが、お互いの声だけでなく、顔を見合わせることによって、高齢者の笑顔が見られた

ことが非常に印象的だったことは委員全員の一致した感想でした。相手の顔を見て声かけで

きるし、村民は行政の情報も簡単に見ることができる。災害時の情報伝達も可能で、伊豆市

でも採用できるのではないだろうか。 

  買い物支援は、月に１回、主にひとり暮らしの高齢者など利用しています。きっかけは、

路線バスが減り買い物に行けない。出かけることがおっくうになる。車の運転ができなくな

るなどのことからです。メリットとして、金銭管理や買い物の機会ができる、身なりが整い、
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近隣や仲間の状況などへの関心が高まるとのことでした。 

  路線バス、運転免許の問題は、伊豆市でも共通な課題です。移動する手段と移動目的を把

握することが求められているのではないだろうかという感想が出ました。 

  ８日午後の視察は、山梨県早川町です。日本一人口の少ない1,051人の町。面積は370平方

キロメートルですから、伊豆市とほぼ同じ面積です。 

  視察目的は、義務教育の無償化・山村留学です。町の説明によると、過疎化により児童生

徒数は激減。学校のあり方を考えなければならないが、学校は地域のよりどころであり、活

性化の核となるべき施設であるから、何とか学校を存続させたいと、若者の定住促進策とし

て平成12年度から宅地分譲や町営住宅を建設してきたとのことです。「教育には過疎があっ

てはならない」という教育方針に早川町の意気込み、情熱が感じられました。 

  「子どもは地域の宝」と町ぐるみで子供たちを育てていこうと考え、平成24年度から小中

学校に通学する児童や生徒の教材費や給食費、修学旅行費など義務教育にかかる経費を町が

負担することに決定しました。 

  「教育に過疎があってはならない」という教育方針のもと、義務教育にかかる経費の調査

を行い、その後、無償化に向けての検討会を立ち上げ、賛否両論のある中、全国で初めて義

務教育にかかる経費の無償化を現在も実施しています。財源は、特別交付税措置を財源とし

て少子化対策基金に積み立て、現在それを取り崩していますが、基金はあと３年分を残すの

みで、財源が気になるというのが委員全員の共通の感想でした。 

  早川町の山村留学の特徴は、子供だけではなくて、親子で住み通学することです。令和元

年は、児童生徒のうち３分の１が山村留学の子供たちです。山村留学は、義務教育が終わる

までで、移住につなげていません。不登校の児童生徒が明るく登校できるようになったこと

は喜ばしいことです。 

  伊豆市においても、人口減少とともに児童生徒の減少からさらなる「学校の再編成」が進

められようとしているが、子供たちのためのよりよい教育環境とは何か。早川町の教育には

賛否両論はあると思うが、子供たちの未来への投資、教育環境を整える必要がある。また、

土肥地区で小学校から高校まで受け入れる留学制度はどうだろうというのが委員会としての

問題提起です。 

  翌日９日の午前の視察は、長野県松本市です。 

  視察目的は、食品ロス対策を含むごみ減量化の取り組みについてです。 

  松本市は、多岐にわたってごみ減量化を推進していますが、とりわけ、発生抑制、食品ロ

ス削減事業に力を入れています。食品ロスの取り組みは、前職、前の職業が医師であった市

長が、発展途上国や難民救済などの経験から、全世界に広がる貧困で食べるものも食べられ

ない子供たちがいる一方で、大量の食品が捨てられている。廃棄された食品は焼却される。

地球的規模での環境問題にもつながる。これを何とかしなければならないという強い思いか

ら始まったとのことです。市長が職員に、そして職員が市民に働きかける運動として学ぶ必
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要があります。 

  3010運動。まずは、身近にできる職員の宴席で、乾杯後30分は席を立たず料理を食べる。

閉会10分間も自分の席に戻り料理を食べる。家庭では、30日は冷蔵庫でもったいないものを

料理する、冷蔵庫クリーンアップデー。10日はもったいないクッキングデー。今まで食べら

れるのに捨てていた野菜の茎や皮を活用して子供と一緒に料理をする。子供たちの身近な生

活の中から環境教育にも取り組んでいます。伊豆市もまずは行政から取り組みましょう。

3010運動を。 

  ９日の午後の視察は、長野県山梨市です。 

  視察目的は、全国初の公設民営の有床産婦人科医院について。 

  市内唯一の産婦人科医院が山梨県南口再開発事業により移転を余儀なくされたのですが、

行政の責任として、安心して子供を産み育てられる環境にしていくために、産婦人科医院を

残すという思いがありました。施設は市が用意し、運営に精通している民間にという指定管

理者制度を導入する公設民営方式で新たに施設を整備しました。 

  指定管理者は20年間で、利益剰余金の18％を市に納付。市役所での説明の後、産婦人科医

院を視察。妊娠出産包括支援事業として、宿泊型産後ケア事業、訪問型事業、デイサービス

事業など切れ目ない子育て支援にも寄与しています。 

  行政としてどれほど重要視しているのか紹介します。宿泊型産後ケア事業は画期的です。

１回３泊まで利用できますが、基本料金３万4,000円のうち２万8,900円は市が負担する。自

己負担は１泊２食つき5,100円で利用できます。 

  入院する部屋は、大きくゆったりとした気配りを感じる。妊婦にはこの上ない環境でうら

やましいと感想をレポートした議員がいました。 

  院長との懇談では、やりがいと苦労がひしひしと伝わってきました。懇談の席で院長は

「新しい命の誕生のために仕事をし、診療報酬をいただいている。したがって、若者が少な

い、需要のない地域は、産婦人科医師が敬遠するのは当然でしょう。」と話していました。 

  最後に、山梨市から何を教訓としたか、議員の意見を紹介して、教育厚生委員会の視察報

告を終わります。 

  需要のないところに産科医は来ない。伊豆市だけで考えるのでなく、伊豆地域全体で取り

組み考える課題ではないか。産婦人科医を招致するのは難しい。医学部、それも産科を目指

している高校生に補助金を出すぐらいのことをしないと、招致は難しいのではないか。妊娠

から子育てまで切れ目のない支援を考えたい。 

  以上であります。報告を終わります。 

○議長（三田忠男君） 以上で諸般の報告を終わります。 

 

◎行政報告 

○議長（三田忠男君） 日程第４、行政報告を行います。 
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  これを許します。 

  市長。 

〔市長 菊地 豊君登壇〕 

○市長（菊地 豊君） 皆さん、おはようございます。 

  令和元年伊豆市議会12月定例会の冒頭に当たり、行政報告を申し上げます。 

  まず、台風第19号の被害状況について。 

  10月12日、伊豆半島に上陸しました台風第19号の被害状況について報告いたします。 

  まずは、被災された方々に心からお見舞い申し上げます。 

  台風第19号は、予報では狩野川台風に匹敵する記録的な大雨となるおそれもあるとの気象

台からの報道もあり、市では指定避難所及び自主避難所の22カ所を開設し、あわせて地区集

会所24カ所の開設もお願いしました。避難された方は、747世帯、全市民の6.2％に当たる

1,879人となりました。 

  被害の状況につきましては、住宅被害は、全壊２棟、一部損壊５棟、床上浸水４棟、床下

浸水２棟となりました。この全壊２世帯については、被災者生活再建支援法が適用されまし

たので、被災者生活再建支援金が支給されることになります。 

  次に、市道の被害は、崩土78件、倒木46件、路肩の崩壊29件となり、現時点で６路線の市

道が通行止めとなっております。 

  また、林道の崩土及び路肩崩壊が19件、河川や排水路への崩土等の被害が56件、農地及び

農業用施設の被害が86件、漁港施設の破損が３件、上水道水管橋の崩壊が１件、下水道浄化

センター・処理場では、屋根の破損と施設内浸水による機械の故障の２件が発生しておりま

す。 

  農作物被害では、ワサビ被害が面積0.75ヘクタール、対象戸数32戸、被害額約5,400万円。

シイタケ被害が面積0.7ヘクタール、対象戸数２戸。被害額については、現時点では不明と

のことです。 

  そのほか、月ヶ瀬梅組合から、梅林の樹木数の約14％が倒木などの被害を受けたとの報告

がありました。 

  これらの災害復旧に係る事業費につきましては、20億円を超える見込みでございましたが、

現在、調査が進み、若干減る見込みとなっております。今回は、被害箇所が多く、設計作業

に時間を要すため、土木関連において静岡県から「ふじの国災害復旧支援隊」を２名派遣し

ていただきました。農地関連につきましても県の支援をいただきながら、鋭意設計作業を進

めているところです。 

  予算措置としまして、崩土や倒木の除去など、緊急対応が必要な案件や小規模災害の復旧

については、予備費の充用と専決処分により対応し、その他の復旧費に係る予算については、

補正予算の追加上程をお願いする予定です。 

  今回の災害において、被災件数に上がってこなかったものも数多くありますが、各地域に
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おいてお互いに助け合い、早期に復旧をしていただいたものであり、改めて地域力の強さを

痛感したところでございます。 

  また、避難所や情報発信、災害ごみに関する課題なども改めて浮き彫りになりました。市

民生活に大変な御不便をおかけしている市道の通行止め等の早期復旧と今後の災害対応に向

けて、全庁を挙げ取り組んでまいります。 

  次に、道の駅「伊豆月ケ瀬」の供用開始について。 

  月ケ瀬地域振興施設を含む道の駅「伊豆月ケ瀬」が、来月12月14日にオープンすることが

決定しました。当日は、開駅式典の後、一般開放を予定しております。 

  当施設は、平成27年度から地域住民が参加する協議会やワーキングで意見交換を行いなが

ら、道路管理者である国土交通省、静岡県と連携しながら整備してまいりました。 

  開駅後は、この道の駅「伊豆月ケ瀬」が伊豆市の情報発信にとどまらず、伊豆半島の交通

の要衝としての機能を発揮させたいと考えております。伊豆半島全体の広域観光情報の発信、

買い物ができる物販スペース、子供の遊び場となる水際公園、会合などができる多目的スペ

ースの活用などにより、地域の暮らしに貢献するコミュニティ施設となるよう進めてまいり

ます。 

  ３つ目に、移住定住促進事業について。 

  移住定住促進事業につきましては、６月と11月に「移住体験ツアー」を２回に分けて開催

し、計８組19人の参加がありました。６月開催のツアー参加者の中で１組が移住につながっ

ております。 

  また、「ひとり親移住定住促進事業」につきましては、11月に就労、居住、子育て支援情

報等を一元化して提供する「ひとり親コンシェルジュ」を立ち上げました。これまでも、都

内で「ひとり親移住相談会」を２回開催し、10月には「就業体験ツアー」を実施しました。

このツアーは、市内の旅館を見学しながら、実際に旅館業の仕事を体験していただき、子育

てや生活環境についても見ていただく内容で、３組の方に御参加いただきました。 

  今後も、移住定住相談会や移住ツアー、土肥お試し住宅の利用促進などの情報発信を積極

的に行い、人口減少対策に取り組んでまいりたいと考えております。 

  ４つ目として、新こども園及び児童発達支援センターについて。 

  11月８日の全員協議会において報告したところですが、来年４月１日開園を目指しており

ました新こども園及び児童発達支援センターにつきまして、建設工事用のハイテンションボ

ルトの納品のおくれにより、鉄骨工事の組み立てがおくれ、開園時期にも影響が出ることに

なりました。 

  既にハイテンションボルトは納品されておりますが、約２カ月おくれでの完成となる見込

みです。開園日につきましては、鉄骨工事の組み立て状況等により今後決定していきたいと

考えております。 

  また、児童発達支援センターは、当市において初の設置となることから、委員９名とアド
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バイザー１名で構成する「伊豆市児童発達支援センター運営会議」を設置し、事業の企画や

運営方法等の検討を進めております。引き続き、スムーズな開園と安心して利用できる体制

の確立に向けて取り組んでまいります。 

  ５つ目に、伊豆市子育て世代包括支援センター「にじいろ」について。 

  去る10月１日に、妊娠・出産・子育てのワンストップ相談窓口として、伊豆市子育て世代

包括支援センター「にじいろ」を開設しました。 

  妊産婦や育児中の御家族などが気軽に相談できるよう、生きいきプラザ２階に専用の相談

室を整備し、悩みごとやささいな相談にも、こども課の保健師がきめ細かく対応しておりま

す。 

  今後も関係機関と連携し、妊娠から育児への切れ目のないサポートを行い、伊豆市で安心

して子育てができるよう支援の充実に取り組んでまいります。 

  ６つ目に、新ごみ処理施設整備及び運営事業に係る進捗状況について。 

  ９月定例会の諸般の報告において、伊豆市伊豆の国市廃棄物処理施設組合議員の杉山誠議

員から報告がありましたが、伊豆市長として改めて、新ごみ処理施設整備及び運営事業の進

捗状況について報告させていただきます。 

  ９月25日に開催されました伊豆市伊豆の国市廃棄物処理施設組合議会臨時会におきまして、

建設工事請負契約が可決承認され、正式に契約が締結されました。受注者は、荏原環境プラ

ント株式会社東日本営業部、契約期間は、令和元年９月26日から令和４年９月30日まで、契

約金額は、税込みで100億9,800万円です。 

  また、これに合わせた施設の運営業務委託につきましては、受注者が、株式会社伊豆Ｅサ

ービス、業務期間につきましては、令和４年10月１日から令和24年９月30日までの20年間、

契約金額は、税込みで85億5,619万2,000円です。 

  本事業は、長い時間を費やし、多くの関係者の皆様及び議員の皆様方との協議、検討を重

ね、ここまで積み上げてまいりました。 

  ごみ処理行政は、日々の市民生活を支える重要な事業であり、自治体にとって大きな責任

が課せられているものです。日々の生活に必要不可欠な施設を、市民にとって有益な形で整

備することが公益にかなうものと確信しております。 

  今後も、市民の皆様の負担軽減に努めるとともに、周辺地区並びに市民の皆様に対して進

捗状況等を適時に説明し、本事業に対する御理解、御協力をお願いしてまいります。 

  ７つ目として、伊豆市水道事業・簡易水道事業経営戦略について。 

  水道事業は、近年急速に進む少子高齢化による人口減少や節水機器普及などによる給水収

益の減少、施設の老朽化による更新需要の増大など、水道を取り巻く状況が大きく変化して

おります。しかしながら、水道は市民の日常生活に欠くことのできない重要なサービスであ

り、将来にわたりサービスの提供を安定的に継続しなければなりません。 

  水道サービスの水準の維持向上を図るとともに、安定的・継続的な事業経営を推進するた
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め、伊豆市水道事業経営戦略（案）及び伊豆市簡易水道事業経営戦略（案）として取りまと

めいたしました。この計画期間は、令和元年度から令和10年度の10年間で、老朽管の更新30

キロメートル、配水施設の耐震化４施設、監視施設整備４地区を計画しております。 

  また、水道料金の改定につきましては、人口減少や産業構造の変化による料金収入の減少

や、老朽化が進む施設の維持管理、更新・耐震化費用の増加などが見込まれ、営業収支の状

況や保有資金残高、今後の施設整備の進め方などを総合的に勘案して判断すべきものと考え

ております。 

  この計画の詳細は、市のホームページに掲載し、市民に向けたパブリックコメントも来月、

12月９日から実施し、市民に説明するとともに広く意見を伺いたいと考えております。 

  ８つ目に、東京2020大会の準備状況について。 

  去る10月６日、観客を動員しての「マウンテンバイク・テストイベント」が、日本サイク

ルスポーツセンター内の「伊豆マウンテンバイクコース」で実施されました。 

  修善寺駅からの参加者は、一般観客及び市が募集したモニターを合わせて1,300人となり、

修善寺駅からシャトルバス乗降所までの誘導、時間指定によるシャトルバスの運行、会場内

での避難訓練、アンケート調査などを実施しました。 

  今後は、修善寺駅構内や周辺の混雑状況、シャトルバスへの誘導方法や乗降に要する時間、

シャトルバスの発着位置などについて、モニタリング結果やアンケートによるモニターの声

などを検証してまいります。 

  なお、先月の台風第19号の影響により、観戦客の輸送ルートや会場となる日本サイクルス

ポーツセンター内で崩落などの被害が発生しております。サイクルスポーツセンター内での

崩落については、市道に近接する場所でも発生しており、観戦客輸送への影響も懸念される

ことから、早期の復旧に向けて、現在、所有者である日本サイクルスポーツセンターや組織

委員会、県と密に連携を図りながら復旧方法等を検討しております。現在通行止めとなって

いる県道熱海大仁線については、県からは、大会に支障がないよう復旧する予定と伺ってお

ります。今後も組織委員会や静岡県と連携しながら、万全の態勢で大会に備えてまいります。 

  最後に、伊豆市所蔵日本画展について。 

  下田市にあります上原美術館において、10月12日から来年１月13日まで、伊豆市が所蔵す

る近代日本画の共同企画展を開催しております。期間中は前期・後期に分けて、伊豆をめぐ

る名画、横山大観、安田靫彦の作品を中心に約40点の展示を行い、あわせて伊豆市や伊豆半

島ジオパークの魅力紹介も行っております。県内外から多くの方にごらんいただき、一昨日、

27日から後期の展示が始まったところです。 

  また、上原美術館主催による「はじめての日本画体験教室」は、伊豆市内での開催となり、

定員数を超える申し込みがあったと聞いております。 

  今後も伊豆市所有の美術品について、近代日本美術史における特殊性、希少性を多くの方

に紹介し、有効に活用してまいりたいと考えております。 
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  以上でございます。 

○議長（三田忠男君） 以上で行政報告は終わりました。 

 

◎議案第５６号の上程、説明、質疑、委員会付託省略、討論、採決 

○議長（三田忠男君） 日程第５、議案第56号 専決処分の報告及びその承認について（令和

元年度伊豆市一般会計補正予算（第５回））を議題といたします。 

  提出者から提案理由の説明を求めます。 

  市長。 

〔市長 菊地 豊君登壇〕 

○市長（菊地 豊君） 議案第56号について提案理由を申し上げます。 

  本案は、令和元年度の一般会計の補正予算（第５回）を専決処分したので御報告するとと

もに、その承認をお願いするものです。 

  補正予算の理由ですが、去る10月11日から12日にかけ来襲した台風第19号により市内各所

に被害がもたらされ、その応急復旧作業に要する予算措置を緊急に講ずる必要があったため、

地方自治法第179条第１項の規定により、本年10月17日、専決処分したものです。 

  詳細について総務部長に説明させます。 

○議長（三田忠男君） これをもって提案理由の説明を終わります。 

  提案理由の説明に関して補足説明の申し出がありますので、これを許します。 

  総務部長。 

〔総務部長 伊郷伸之君登壇〕 

○総務部長（伊郷伸之君） おはようございます。 

  議案第56号の補足説明をさせていただきます。 

  まず、資料ですが、伊豆市マークの入った10月補正予算資料、こちらに今回の専決により

ます予算の概要を記載してございます。また、その資料の一番最後のページに、今回の台風

第19号被害による専決処分の対象となる箇所等も記載しておりますので、ごらんいただきた

いと思います。 

  今回の専決処分につきましては、先ほど市長申したとおり、台風第19号の被害、これのう

ち緊急を要する業務として専決をいたしました。 

  なお、この専決以外にも、行政報告で申したとおり、予備費を充用しまして一部対応して

ございます。 

  大きく緊急を要する業務としては、主に、資料のほうを見ていただくとおわかりになると

思いますが、本復旧に向けた測量や設計業務の委託費、また土砂等の撤去のための重機の借

り上げ、小規模な市単独の復旧事業などの経費に充てるために専決をさせていただきました。 

  内容ですが、議案書の13ページからお願いします。 

  専決によります補正の主なまず支出でございます。 



－12－ 

  総務費の財産管理費でございますが、１点目が旧橘保育園の大ケヤキが台風により倒れた

ということで、そちらの伐採や伐根の委託料が50万円。あと土肥の鍛冶屋田にあります市有

林、こちらも風倒木がございまして、その伐採に25万円。 

  続いて、７款商工費の観光施設管理費でございます。こちらは工事請負費で、湯の国会館

の看板、こちらも影響がございまして、こちらの撤去に22万円。 

  以降が、11款の災害復旧費となります。 

  まず、農地災害復旧費の委託料ですが、こちら、まず測量委託として、水田が37件、畑が

18件、合計2,800万円。測量設計委託ですが、こちらわさび田が１件で60万円。 

  続いて、農業用施設災害復旧費でございます。こちらも測量設計委託として用水路13カ所

ほかで1,600万円。15節の市単独災害復旧工事、こちらも農道や用水路の復旧に900万円。 

  続いて、林業用施設災害復旧事業では、林道３路線の４カ所の測量委託に240万円。土砂

の撤去等10路線で重機の借上料で500万円。 

  続いて、14、15ページでございます。 

  同じく11款の漁港施設の災害復旧費としまして、八木沢、小下田のそれぞれの漁港の復旧

費として150万円。 

  道路橋梁災害復旧事業ですが、こちらも測量委託で22路線、24カ所、１億2,070万円。道

路橋梁災害復旧工事でございます。こちらが市道野竹原揚櫨ノ段線で工事費として1,000万

円。 

  河川災害でございますが、こちらは中伊豆地区の元村川の測量設計委託として300万円。 

  応急災害復旧費としまして、道路橋梁の小規模な災害復旧工事として、こちら市単独とな

りますが、2,000万円。 

  文教施設の災害復旧工事でございます。こちらが天城中学校の体育館の崩落があったとい

うことで、設計委託料として1,320万円。 

  続きまして、16、17ページになります。 

  社会体育施設の災害復旧費ですが、こちらは中伊豆グラウンドの法面の復旧工事として60

万4,000円。 

  その他の公共施設等の災害復旧関連ですが、公有財産災害復旧事業としまして、こちらは

旧天城湯ヶ島支所の機材倉庫裏側の入洞川の法面の崩落がございまして、こちらの測量設計

に1,000万円。 

  衛生施設災害復旧費としまして、年川の最終処分場の整地工事に130万円。 

  農業振興施設災害復旧事業でございますが、こちらは修善寺農村改善センターの裏山の崩

土があったということで、こちらの測量委託料に50万円。 

  最後に、観光施設の災害復旧事業ですが、こちらは修善寺のもみじ林の駐車場入口ほか５

施設の災害の復旧工事に555万円でございます。 

  歳出に対します歳入でございますが、10ページ、11ページをお願いします。 
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  歳入のうち県支出金につきましては、観光施設のうちの県有施設がございます。こちらの

復旧に係る経費として県支出金が60万円。財源調整としての財政調整基金からの繰り入れを

1,015万3,000円。 

  財源として、平成30年度からの繰越金に8,877万1,000円。 

  そのほかの財源としまして、災害復旧債として起債をお願いし、合計で１億4,880万円で

ございます。 

  議案のほうに戻っていただきまして、申しわけありません。 

  ３ページの専決処分書で、総金額を、すみません、申し上げていなかったものですから、

今回の専決によります一般会計補正予算の第５回でございますが、歳入歳出にそれぞれ２億

4,832万4,000円を追加し、歳入歳出の総額を187億1,777万2,000円とするものでございます。 

  あわせて６ページの第２表で、先ほど歳入で申しました地方債について新たに追加をお願

いするものでございます。 

  補足につきましては以上でございます。 

○議長（三田忠男君） 以上で補足説明を終わります。 

  これより議案第56号について質疑を行います。 

  質疑はございませんか。 

  質疑がありますので、これを許します。 

  15番、森良雄議員。 

〔１５番 森 良雄君登壇〕 

○１５番（森 良雄君） 15番、森良雄です。 

  議員の皆さん、どこで何が起こっているか、今の説明でおわかりですか。 

  私はいつも言っているんだよね。 

  15番、森良雄です。 

  議案第56号 専決処分の報告及びその承認について、質問させていただきます。 

  建設部に対してはいつも言っているんですけれども、どこで何が起こったのか。保留がど

のぐらいあるのか。リストにして出しなさいと言っているんですよ。それが出てこなきゃわ

からないでしょう、どこで何が起こっているのか。市長は地域力だなんて言っているけれど

もね。 

  私はいつも言っているんだけれども、沖ノ原１号線なんて、あんなの地域力じゃないでし

ょう。あなたの設計が悪いから、伊豆市の沖ノ原１号線がぶっ壊れちゃったんだよ。 

  それで、上流側は、これまた設計が悪いから、水路を改修したけれども、まともに水が、

これはまた言いにくいんだけれども、私の駐車場が壊されちゃっているんですよ。市長、１

回見に行きなさいよ。道路がどうなっているのか。私の駐車場がどうなっているのか。見も

しない。 

〔発言する人あり〕 
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○１５番（森 良雄君） 誰だ、人の話をよく聞けよ。いいですか。 

  それで、この中で２つわからないことがある。農村改善センター。 

  １つは、河川災害復旧費、元村という説明がありましたけれども、何川ですか。 

  それから、農村改善センター、修善寺だと思うんだけれども、あそこのところは、建物の

裏のことを言っているのか、それとも修善寺グラウンドのことを言っているのか、この辺に

ついて。もし修善寺グラウンドじゃないんだったら、修善寺グラウンドはどうするのか伺い

たい。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） それでは、２つありましたので、答弁願います。 

  産業部長。 

○産業部長（滝川正樹君） それでは、箇所の御質問のうち、修善寺農村改善センターについ

て御説明いたします。 

  場所につきましては、修善寺農村改善センターの建物の裏、こちらが台風によって崩落し

たということで、グラウンドではなくて、施設の裏側ということでございます。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） もう一つ、川のほうですね。 

  建設部長。 

○建設部長（山田博治君） 河川災害の委託ですけれども、中伊豆地区の元村川です。元村地

区の元村川。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） 再質疑ですか。 

  15番、森良雄議員。 

○１５番（森 良雄君） 元村川がどこにあるのか後でまたお伺いしたいと思いますので、そ

のときは教えてください。 

  修善寺グラウンドの上も崩落していると思うんだけれども、今回の台風以前の崩落だと思

うんだけれども、この辺は承知しておりますか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  教育部長。 

○教育部長（金刺重哉君） 修善寺グラウンドの崩落については、今回の台風第19号直後の崩

落でございます。 

○議長（三田忠男君） 再質疑ありますか。 

  森良雄議員。 

○１５番（森 良雄君） 今のお話だと、今回の補正と同じ時期の崩落だと。なぜ今回、補正

に入らなかったのか伺いたい。 

  それから、今後どうするつもりなのか伺いたい。 
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○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  教育部長。 

○教育部長（金刺重哉君） 修善寺グラウンドの崩落については、当然のことながら復旧すべ

く準備を進めておりますので、必要な予算については、改めて本議会等で補正予算等をお願

いする予定でございます。 

○議長（三田忠男君） ほかにありませんか。 

  16番、木村建一議員。 

〔１６番 木村建一君登壇〕 

○１６番（木村建一君） 16番、木村建一です。 

  議案第56号に対する基本的な考え方お尋ねします。 

  専決処分というのは、それなりの理由があって、本来は議会にかけて、そして審議をして

やるというのが原則なんですけれども、専決処分は法的に当然認められていることは重々承

知しておりますけれども、その専決処分をやらざるを得なかった理由について、全般で結構

ですから、基本的な考え方をお聞かせください。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  総務部長。 

○総務部長（伊郷伸之君） 今回の台風第19号による被害ですが、13日から調査のほうをいろ

いろかけまして、相当数の被害箇所があったということで、本来ですと、議員おっしゃると

おり、臨時会等お願いして、予算ですので、やるべきところなんですが、なかなか全容把握

にすぐには至らないということと、臨時会を招集するにつきましても、いつまでにどの程度

の予算が必要かという、なかなか見通しが立たなかったというものもございました。 

  順次、先ほど申しましたとおり、予備費で対応できるものは、まず予備費で対応して、順

次、現地のほうを建設部のほうで調査して、報告するためのまず測量設計を進めなければな

らないということで、まず測量設計の必要箇所数等を把握し、そこの金額がある程度固まっ

た段階で、それから臨時会をお願いするんだと、なかなかまた時間がかかってしまいますの

で、ある程度把握された段階で専決して、順次、測量会社やコンサルへ発注していくと。こ

れはやはり伊豆の国や函南等でも相当の災害がありまして、測量会社も相当手いっぱいであ

ったという話も聞いておりますので、なるべく早く予算を措置して作業を進めたいと。そう

いう趣旨から、今回はまず予備費で対応して、専決をお願いして、最終的に国の査定等が終

わる、この12月議会に本復旧の予算をお願いするという、そういう３段階でいろいろ検討い

たしました。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） よろしいですか。 

  ほかに質疑ございますか。 

  13番、西島信也議員。 
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〔１３番 西島信也君登壇〕 

○１３番（西島信也君） 13番、西島信也です。 

  今、木村議員からどういうわけで専決処分したかというお話があったわけですけれども、

いろいろ調査とか何かに時間がかかって、議会を招集する暇がなかったと、そういうような

お考え、答弁だったと思うんですけれども、３ページに専決処分書があるんですけれども、

これの専決処分した日が令和元年10月17日なんですよね。たしか19号台風があったのは10月

12日ごろだったと思うんですけれども、５日で専決処分したということなんですよね。 

  それで、私は、よくこんな５日で専決処分できるかなと思うんですけれども、さっき言っ

たようにいろいろ設計とか何かがあって、それでこうやって詳細な金額をはじいて、それで

６ページにあるように地方債を申請して許可がおりたということは、どうも、10月17日じゃ

どうやってできたのかなという気がするんですけれども、これは本当は、専決処分というか、

決まったのはもっと後じゃないんですか。ずっと後、一月ぐらい後で、それで、だから、し

たがって、議会を招集する暇がないというのは、これはちょっと苦しい答弁じゃないかと思

うんですけれども、そこら辺について、10月17日、５日間で専決処分したということですけ

れども、こんな５日間でできるものなのかどうなのかをお伺いいたします。 

○議長（三田忠男君） それでは、答弁願います。 

  建設部長。 

○建設部長（山田博治君） 災害は10月12日ということで、うちのほうの建設部の職員は、13

日から休みだったと思います。３日間ずっと出っ張りで、各地域を回りました。非常に朝か

ら夕方暗くなるまで回って、そういう状況を把握して、その金額につきましては、委託につ

きましては、今まで委託を出しているという中の経験の中で、例えば農業サイドだと、50万

円から60万円ぐらいという数字を持って件数を掛けているというのが実情でございます。道

路災害につきましても、１件につきましては非常に大きいものと小さいものとありますので、

その辺も、通常に出している委託業務とかそういう経験の中から数字を出して、それで出し

ているというのが現状でございますので、ここにつきましては、しっかり今発注をかけてい

ますので、その先については、最終的にはそれで残が出るということはあると思いますけれ

ども、この段階では、そういうところでしっかり金額をつかんで、例えば土砂が崩れたとき

には、ボリュームは大体はかっています。長さと高さと、ボリュームを掛けて大体立米幾ら

だというのが大体の経験値ありますので、そういうものでしっかり出して、ざっくりなんで

すけれども、それを出しながらしっかり17日までに間に合わせて、５時まで来て、それから

残業して夜遅くまでやったというのが実情でございますので、その辺を理解していただきた

いと思います。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） 再質疑ありますか。 

  13番、西島信也議員。 
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○１３番（西島信也君） 建設部の御苦労は、それは大変だと思っているわけですけれども、

問題は、要するに議会を招集しないで、審議しないで、議会で審議をしないで、こんな何億

円もの予算といいますか、予算の専決処分をするというのは、これは私はおかしいんじゃな

いかと。 

  実際上、地方債だって、そんな１日、２日で、だから、10月12日に台風が来て、17日に専

決処分でしょう。５日間しかないわけですよ。そんな中で、どうやって地方債の申請、それ

から決定までできるのかというのは、大変不思議だと。 

  これは建設部が専決処分するとか、そういうものじゃなくて、これは市長がやっているこ

とですからね。建設部に追っつけないでいただきたいと思うんですけれども、要するにここ

で専決処分するということは、議会軽視であると私は思うんですけれども、そこら辺は市長

はどうお考えでしょうか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） 議会軽視ではなくて、私は市民重視だと思っております。やはり主権

者である市民の皆さんが一番望まれているのは、なるべく早い復旧、一日も早い復旧であっ

て、そして専決処分というのは、法律的に許されているわけですね。 

  今回、結果的に建設部が非常に頑張ってくれて、初期段階で設計測量に必要なコンサルさ

んを確保してくれたんですね。これが二、三週間おくれましたら、どこも欲しいわけですか

ら、そんなに多くない、設計、測量ができるコンサルさん、もし確保がおくれたら、それこ

そあと何週間、何カ月もおくれることになり、それはやはり市民の皆さんが全く望んでおら

れないことであろうと。これはやはり法律に基づく専決処分が市民の最も公益にかなうやり

方であると、市長としてはそのように今でも考えております。 

○議長（三田忠男君） 再質疑ありますか。 

  西島信也議員。 

  続けてください。 

○１３番（西島信也君） 市長は、今、法律に基づいた専決処分であるということなんですけ

れども、それでは、専決処分をするには４つ理由が、こういう場合はやっていいよというの

は４つあるんですけれども、そのうちのどれなんですか。 

  だから、本当に、私は本当に、台風ですから、早期の復旧は絶対必要なわけですよ。です

けれども、ですけれどもですよ、私は、用意をするのは非常に重要ですよ。重要ですけれど

も、５日間で専決、こうやって予算を決めて、台風があって５日間で予算を決めて、それで

専決処分をした。どういう理由で、まず私は不思議だと思うのは、５日間で本当に決められ

るのかと。地方債まで申請して、幾ら幾ら載っているわけですよ、地方債だってね。これだ

って、５日間でできるんですかということ。 

  それと、どういう理由で、４つのうちの理由のどれの理由で要するに専決処分したという
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ことですか。 

  ２つお願いします。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  総務部長。 

○総務部長（伊郷伸之君） 今回の専決処分の理由、議員おっしゃるとおり、自治法の第179

条にございます。議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため議会を招集する時間

的余裕がないことが明らかであると認めるときということでございます。 

  緊急性につきましては、先ほど木村議員の御質問にも答えさせていただきました。まず、

公共土木の災害を国のほうで申請するに当たりまして、まず現地のほうの測量をする、それ

と設計をするという、そういう委託が早急に必要であるという、先ほど建設部長の答弁のと

おりです。 

  その金額につきましても、経験値から、この延長だと大体幾らぐらいの測量費という、あ

くまでも予算立てするときには、測量費の詳細な設計というよりも、経験値から１本とか、

そういう何平米とかという、そういうものから概算の予算を出してあります。 

  また、起債につきましても、当然この期間内に県と協議して決定をもらっているものでは

なくて、あくまでも歳入予算の見込みですね、見込みとして財政調整基金とか繰越金とか起

債を見込むということで歳入のほうを計上しているものでございます。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） ほかに質疑ございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○議長（三田忠男君） これで質疑を終結いたします。 

  お諮りいたします。 

  本案につきましては、会議規則第37条第３項の規定により、委員会付託を省略することに

御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（三田忠男君） 御異議なしと認めます。 

  よって、委員会付託を省略いたします。 

  これより議案第56号の討論に入ります。 

  討論はございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○議長（三田忠男君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。 

  採決に入りたいと思いますが、45分まで休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時３３分 

再開 午前１０時４５分 
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○議長（三田忠男君） それでは、休憩を閉じ、会議を再開いたします。 

  これより議案第56号 専決処分の報告及びその承認について（令和元年度伊豆市一般会計

補正予算（第５回））の採決をいたします。 

  本案を承認することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立多数〕 

○議長（三田忠男君） 起立者多数。 

  よって、議案第56号は承認されました。 

 

◎議案第５７号～議案第６１号の上程、説明 

○議長（三田忠男君） 日程第６、議案第57号 令和元年度伊豆市一般会計補正予算（第６回）

から、日程第10、議案第61号 令和元年度伊豆市下水道事業会計補正予算（第２回）までの

５議案を一括して議題といたします。 

  提出者から提案理由の説明を求めます。 

  市長。 

〔市長 菊地 豊君登壇〕 

○市長（菊地 豊君） 議案第57号から議案第61号までの５議案について、一括して提案理由

を申し上げます。 

  議案第57号につきましては、人事院勧告等による職員及び任期付短時間勤務職員等に係る

人件費3,250万円を初め、ふるさと納税返礼品及びシステム使用料5,380万円、台風第15号に

伴う災害復旧費に１億1,360万円などを見込むほか、寄附額が好調なふるさと納税を基金に

積むための積立金に１億5,000万円、９月にお願いしました予備費が台風第19号対応により

不足してしまったため新たに300万円を増額するなど、４億4,319万円を増額し、歳入歳出予

算額を191億6,096万4,000円とするものです。 

  また、あわせて市道越路嵐山線改良工事に係る継続費の変更、台風第15号災害復旧工事や

同報無線操作卓接続工事等に伴う繰越明許費の追加補正、給食センターの調理や配送業務の

債務負担行為設定のほか、災害復旧事業について地方債の補正をお願いするものです。 

  議案第58号は、人事院勧告等による職員及び任期付短時間勤務職員等に係る人件費41万円

や、国の通知によるシステム改修費176万円など、総額467万円を増額し、歳入歳出予算額を

43億772万3,000円とするものです。 

  議案第59号は、保険基盤安定負担金の確定に伴い静岡県後期高齢者医療広域連合への負担

金を89万円増額し、歳入歳出予算額を４億5,359万4,000円とするものです。 

  議案第60号は、人事院勧告等による職員及び任期付短時間勤務職員等に係る人件費110万

円や施設の電気料400万円の総額510万円を増額し、歳入歳出予算額を１億7,989万6,000円と

するものです。 
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  議案第61号は、減価償却費が105万円増額する一方、流域下水道事業維持管理負担金を77

万円減額し、歳入歳出予算額を16億1,507万5,000円とするものです。 

  詳細について、それぞれ担当する部長から説明をさせます。 

○議長（三田忠男君） これをもって提案理由の説明を終わります。 

  提案理由の説明に関して補足説明の申し出がありましたので、これを許します。 

  初めに、議案第57号について、総務部長。 

〔総務部長 伊郷伸之君登壇〕 

○総務部長（伊郷伸之君） それでは、私から議案第57号 一般会計補正予算（第６回）の補

足説明をさせていただきます。 

  先ほどと同じように補正予算資料をお配りしてございますので、その概要について記載し

てございますので、あわせてごらんいただきたいと思います。 

  まず、今回の補正でございます。 

  金額につきましては、先ほど市長申したとおりでございますが、内容について、まず23ペ

ージの第２表、継続費の補正でございます。 

  こちら土木費の市道越路嵐山線の改良工事、いわゆる御幸橋のかけかえの事業でございま

す。３カ年で３億円の継続費をお願いしてございました。今回、下部工の基礎工事の工法の

変更や、また全体的な仮設費の増額などにより、全体として１億4,100万円の増額をお願い

し、総額４億4,100万円に補正をお願いするものございます。 

  年割額につきましては、令和２年度におきまして１億2,000万円を２億6,100万円とするも

のでございます。 

  続いて、24ページの第３表、繰越明許費でございます。こちら、また歳出のほうで詳細申

し上げますが、消防費の同報無線の操作卓の接続工事、これは天城湯ヶ島地区の現在、同報

無線が故障しているということで、1,610万円。そして、同じく消防費の国土強靱化の地域

計画の策定業務、こちらに850万円。それぞれ県の補助金を活用して事業を行うということ

で、繰り越しをお願いするものでございます。 

  災害復旧費につきましては、それぞれ発注が年を越すことで、全額の明許をお願いするも

のでございます。 

  第４表の債務負担行為でございますが、まず、防災機能を備えた公園の調査検討業務とし

まして、今年度発注、来年度までの債務負担。そのほか、給食センターの調理業務、３セン

ターと調理室でございますが、こちらも３件、３年間の債務負担行為、今年度中に業者を決

定するということで、令和２年度から令和４年度までの債務負担。同じく給食センターから

給食の配送業務２件、こちらも同じく３カ年の債務負担。 

  最後、２件の中伊豆室内温水プールの天井部材の落下防止工事でございますが、天井部材

が落下するという事故が発生し、その後、委託費をお願いしてございましたが、今回、工事

のほうの金額をお願いするものでございます。来年度へ720万円。今年度につきましては、
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また後ほど説明させていただきます。 

  それと、プールの工事に伴いまして、現在、指定管理者が管理をしているんですが、そち

ら、一部営業を中止しなければならないということで、その補償金が発生します。これは工

事の債務負担と合わせてセットで令和２年度へそれぞれ債務負担をお願いするものです。 

  第５表の次のページ、地方債でございますが、こちらそれぞれ災害復旧に係る地方債を追

加するものと変更するものを計上させていただいております。 

  続きまして、歳出の詳細について、36、37ページからお願いします。 

  失礼しました。先に申しわけありません。72、73ページをお願いします。 

  今回の補正の一つの理由としまして、人事院勧告に基づく人件費の補正をお願いしてござ

います。内容につきましては、この後、条例改正でまた説明させていただきますが、特別職

につきましては、期末手当の引き上げによりまして11万5,000円、それに伴う共済費、合わ

せて12万6,000円となります。また、一般職につきましては73ページにございます。 

  こちらは、下の（２）の表を見ていただきたいと思います。 

  まず、給料につきまして、人事院勧告で給料表の改定をしてございます。給料につきまし

ては、今年度の４月に遡及適応するということで、248万8,000円をまず増額するものです。

そのほか、減額なんですが、こちらは年度中の育児休業等によりまして、給料を支給しない

職員もいますので、379万7,000円を減額するものでございます。これによりまして、給料に

つきましては130万9,000円の減額。 

  また、手当でございますが、今回の人勧に伴いまして、まず勤勉手当が0.05月引き上げに

なります。また、給料表の遡及適応に伴います６月、12月に支給する期末手当にも反映され

ますので、合わせて603万2,000円の増額。そのほか、時間外手当や早期退職者のための特別

負担金等で、手当としまして2,813万円の増額をお願いするものでございます。それぞれの

手当の内容につきましては、上の表の総括に記載してございます。 

  それでは、戻っていただきまして、36、37ページからお願いいたします。 

  総務管理費の事業の２、庶務一般事務事業の家屋借上料でございますが、こちら令和２年

度に派遣する職員のための家賃をあらかじめ３月中に、敷金、礼金等を支払う予定があると

いうことで209万円。 

  １つ飛んで、企画費のバス路線維持事業、こちらは平成30年度の運行分の補助金の額が今

回確定したということで、777万2,000円の計上。 

  下のふるさと納税促進事業、こちらは令和元年度、ふるさと納税を４億円を見込んで返礼

品等の予算を計上してございました。この11月までの寄附の状況等を勘案しまして、１億

5,000万円の増額を見込み、５億5,000万円を見込んでございます。その増額分の１億5,000

万円の３割、これが返礼品として4,500万円。あと同じくシステム使用料が増額分で879万

5,000円となります。 

  続きまして、42、43ページをお願いします。 
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  ３款１項３目の国民年金事務費のシステム改修費でございます。こちらは年金生活者支援

給付金に対応するためにシステムを改修するもので、49万5,000円。 

  下の国民健康保険事業でございますが、こちらは国民健康保険特別会計への繰出金です。

国保会計で今回の人勧に伴う人件費の増額と、あとシステム改修が予定されております。そ

れらの増額に伴い一般会計からの繰出金をふやすもので、217万4,000円。 

  一番下の後期高齢者医療特別会計繰出でございますが、こちらも後期高齢者保険基盤安定

負担金の増額に伴いまして、後期高齢者の特別会計への繰出金を89万4,000円増額するもの

でございます。 

  続きまして、48、49ページ。 

  こちらも一番下の４款３項の上水道費の簡易水道事業特別会計の繰出金でございます。こ

れは特別会計におきまして人勧や時間外等の人件費の増額と電気料の増額、これに伴いまし

て特別会計の補正がございますので、あわせて一般会計で1,776万4,000円の繰り出しとなり

ます。 

  続きまして、52、53ページをお願いします。 

  こちらも一番下の林道事業でございます。林道殻沢線の改良工事でございます。840万円。

これは市有林のクヌギを来年度売却する予定でございますが、現地までの林道が荒れている

ということで、その前に林道のほうを整備したいということで840万円をお願いするもので

す。 

  続いて、56、57ページをお願いします。 

  ７款１項の観光施設管理費の備品購入費になります。湯の国会館管理事業の揚湯予備ポン

プの購入99万円、これは現在、ポンプが１台稼働しているわけですが、緊急時等に備えまし

て予備のポンプを１台購入するものでございます。 

  続きまして、58、59ページをお願いします。 

  ８－２－２の３、国・県道関連事業の県単独道路橋梁整備事業負担金、それと下の８－４

－１の急傾斜地崩壊対策事業の県営急傾斜地崩壊対策事業負担金、これはいずれも県営事業

の事業費の増額に伴いまして、市の負担金を追加するものでございます。道路橋梁事業につ

きましては144万円、急傾斜地につきましては721万5,000円の増額をお願いするものです。 

  続きまして、60ページ、61ページです。 

  ９款消防費の災害対策費、まず無線通信設備管理事業でございます。こちら繰越明許費の

ところでも話しました。現在、天城湯ヶ島地区の同報無線が故障で使えなくなっております。

これに対応するために、同報無線の操作卓の接続工事を実施したいということで、1,610万

円。次の防災対策事業、国土強靱化地域計画策定業務委託でございます。国土強靱化計画に

つきましては、国からの要請もございます。また、今後、国の補助金や交付金を活用する事

業について、強靱化計画に位置づけることが必要となっていくということが見込まれており

ます。来年度の８月までにこの計画を作成したいということで、今回850万円をお願いする
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ものです。この同報無線と国土強靱化につきましては、いずれも県の補助金を活用する予定

をしておりますので、繰り越しでお願いしたいと考えております。 

  続きまして、66、67ページです。 

  教育費の７項保健体育費の体育施設費、下の表の中段にございます中伊豆室内温水プール

管理事業の天井部材落下防止工事でございますが、先ほど債務負担のところでもお話ししま

した室内温水プールの落下事故に対応するものでございます。令和元年度の予算としまして

480万円。先ほどの債務負担で設定させていただいたのが720万円。合計でこの工事につきま

しては1,200万円の規模で実施を考えております。 

  続きまして、68ページ、69ページでございます。 

  こちらの災害復旧費につきましては、いずれも農地災害、農業用施設、道路橋梁でござい

ますが、いずれも台風第15号の災害に対応するための工事費でございます。19号につきまし

ては、また今後お願いするところでございますが、今回、補正でお願いしているのが15号に

関する復旧費でございます。農地災害復旧事業が1,070万円、農業用施設災害復旧事業が

3,590万円、道路橋梁災害復旧事業で6,700万円をそれぞれお願いするものでございます。 

  最後、70ページ、71ページでございます。 

  先ほど申しましたふるさと納税の基金への積み立てを１億5,000万円追加をお願いするも

のでございます。 

  歳出に対する歳入でございます。ページ戻っていただきまして、30ページ、31ページをお

願いします。 

  主なものとしまして、15款国庫支出金の10災害復旧費補助金でございます。こちら先ほど

台風第15号による災害復旧費の国庫補助金としまして、農地・農業用施設災害復旧に対して

2,868万5,000円、公共土木災害復旧費に対しまして4,468万9,000円を見込みます。 

  また、16款の県支出金のうちの消防費補助金につきましては、同報無線工事に対しまして

工事費の３分の１で535万3,000円。国土強靱化計画の策定、こちら３分の２の補助金566万

6,000円。この２件合わせまして、緊急地震・津波対策交付金として1,101万9,000円を見込

みます。 

  続いて、32、33ページでございます。 

  今回の歳出に伴います歳入の財源調整としまして、財政調整基金からの繰り入れが１億

6,995万4,000円。 

  市債としまして、合計で3,600万円をお願いするものでございます。 

  一般会計の補正につきましては以上です。 

○議長（三田忠男君） 次に、議案第58号及び議案第59号について、市民部長。 

〔市民部長 梅原敏男君登壇〕 

○市民部長（梅原敏男君） それでは、私のほうから、議案第58号及び議案第59号の補足説明

をさせていただきます。 
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  それでは、まず議案第58号 令和元年度伊豆市国民健康保険特別会計補正予算（第３回）

につきまして補足説明をさせていただきます。 

  今回の補正は、先ほど市長が申したとおり人事院勧告に伴います人件費の増と、また国保

事業システムの改修及び一般被保険者療養費の増に伴う補正でございます。 

  議案書につきましては、75ページからになります。 

  まず、歳出から説明をさせていただきます。議案書、予算に関する説明資料の84、85ペー

ジをお開きください。 

  １款総務費、１項総務管理費、１目の一般管理費の２節給料で10万5,000円、３節職員手

当等で16万1,000円、４節共済費で14万8,000円を増額するものでございまして、この部分に

ついては人事院の勧告に伴います人件費の増額でございます。 

  また、同じ款、項、目の13節委託料でございますが、国民健康保険に加入しております外

国人被保険者の在留資格及び在留期日を住基のシステムと連携させるための改修を行うため

に176万円を増額するものでございます。 

  また、２款１項３目一般被保険者療養費の19節でございますが、当初見込んでおりました

療養費を超える申請がございました。その部分、不足する部分を見込みまして、250万円を

増額するものでございます。 

  続きまして、歳入でございますが、戻りまして82、83ページでございます。 

  補正予算の歳出に係ります財源といたしまして、５款の繰入金、１項一般会計からの繰入

金の３節職員給与費等繰入金を41万4,000円、６節のその他一般会計繰入金については、シ

ステム整備費の繰入金ということで176万円、６款の繰越金へ療養費分として250万円を増額

するものでございます。 

  続きまして、議案第59号でございます。令和元年度伊豆市後期高齢者医療特別会計補正予

算（第１回）でございます。 

  議案書につきましては、87ページからになります。 

  今回の補正につきましては、令和元年度静岡県後期高齢者医療広域連合に納めます保険基

盤安定負担金の額が確定したことに伴います補正でございます。 

  歳出の部分でございますが、説明資料は96、97になります。 

  まず、歳出の部分でございますが、２款１項１目の後期高齢者医療広域連合納付金の19節

負担金補助及び交付金について、不足する部分の89万4,000円を増額するものでございます。 

  94、95ページに戻りまして、歳入の部分でございますが、財源といたしまして、一般会計

からの繰入金ということで、保険基盤安定繰入金を89万4,000円増額するものでございます。 

  補足説明は以上でございます。 

○議長（三田忠男君） 次に、議案第60号及び議案第61号について、建設部長。 

〔建設部長 山田博治君登壇〕 

○建設部長（山田博治君） それでは、私から議案第60号と議案第61号につきまして補足説明
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をさせていただきます。 

  まず、議案第60号、議案書では99ページになります。 

  令和元年度伊豆市簡易水道事業特別会計補正予算（第１回）でございます。 

  108、109ページをお願いします。 

  まず、歳出につきまして、職員の給与等109万6,000円を増額、簡易水道事業の11の需用費

の電気料400万円の増額をお願いするものでございます。まず、職員給与費でございますが、

10月の人事院勧告及び施設のふぐあい等対応等によりまして、時間外勤務手当の増によるも

のでございます。11の需用費の400万円でございますが、主なものは土肥地区のかんがい排

水にかかる電気料の負担割合を建設課と協議し、負担割合を変更しました。当初予算に考慮

していなかったため、増額をお願いするものでございます。今後このようなことがないよう

に注意いたします。大変申しわけありませんでした。 

  また、そのほかとしまして、各施設のポンプの稼働時間がふえたことによる電気料の増額

をお願いするものでございます。 

  歳入につきましては、106ページ、107ページをお願いします。 

  歳入でございますが、繰越金を平成30年度の決算によりまして1,266万8,000円の減額補正

をお願いしまして、これとともに、今回補正をお願いする509万6,000円、増額分を合わせま

して1,776万4,000円を一般会計繰入金としてお願いするものでございます。よろしくお願い

します。 

  続きまして、議案第61号、111ページになります。令和元年度伊豆市下水道事業会計補正

予算（第２回）について補足説明をいたします。 

  114ページをお願いします。 

  今回の補正は、平成30年度末時点の固定資産が確定したことに伴い補正をお願いするもの

でございます。 

  収入の補正についてでございますが、固定資産の確定により、長期前受金戻入28万2,000

円の増額をお願いするものでございます。 

  その下の支出の補正についてでございますが、流域下水道の維持管理のための負担金算定

対象水量が当初の見込みを下回ったため、流域下水道費76万6,000円の減額としまして、ま

た固定資産の確定により減価償却費104万8,000円の増額を行い、補正額として28万2,000円

の増額をお願いするものでございます。 

  以上、よろしくお願いします。 

○議長（三田忠男君） 以上で補足説明を終わります。 

 

◎議案第６２号～議案第６６号の上程、説明 

○議長（三田忠男君） 日程第11、議案第62号 伊豆市特別職の職員の給与に関する条例等の

一部改正についてから日程第15、議案第66号 伊豆市災害弔慰金の支給等に関する条例の一
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部改正についての５議案を一括して議題といたします。 

  提出者から提案理由の説明を求めます。 

  市長。 

〔市長 菊地 豊君登壇〕 

○市長（菊地 豊君） 議案第62号から議案第66号までの５議案について、一括して提案理由

を申し上げます。 

  議案第62号は、人事院勧告に基づき、市の特別職と一般職などの給与に関する３条例を改

正するものです。 

  議案第63号は、会計年度任用職員の制度が導入されるため、会計年度任用職員の給与等及

び費用弁償について条例で定めるものでございます。 

  議案第64号は、会計年度任用職員の制度が導入されることにより、関係条例について整理

するものです。 

  議案第65号は、地方税法施行令の一部改正による国民健康保険税の課税限度額を政令に合

わせる改正及び税率の改正を行うものです。 

  議案第66号は、災害弔慰金の支給等に関する法律及び同法施行令が一部改正されたことに

伴い改正をするものです。 

  詳細については、担当する部長から説明をさせていただきます。 

○議長（三田忠男君） これをもって提案理由の説明を終わります。 

  提案理由の説明に関して補足説明の申し出がありますので、これを許します。 

  初めに、議案第62号から議案第64号について、総務部長。 

〔総務部長 伊郷伸之君登壇〕 

○総務部長（伊郷伸之君） それでは、私から議案第62号から議案第64号の３議案について補

足させていただきます。 

  まず、議案第62号でございます。 

  今回、人事院勧告に基づく３条例の改正でございます。条例議案説明資料をお分けしてご

ざいます。今回の人事院勧告に伴う３条例の改正ですが、こちら内容のところに表としてま

とめてございます。 

  まず、特別職の職員の給与に関する条例でございますが、本年度、期末手当の支給率を12

月支給分0.05月の引き上げ。また、来年度以降は、この0.05月を６月と12月にそれぞれ

0.025ずつ振り分けるという改正を行います。 

  続きまして、職員の給与に関する条例につきましては、こちらはまず給料表を改めるとい

うものと、勤勉手当の率を12月に支給するものを0.05引き上げ、来年度からの勤勉手当の率

を、その0.05に対して0.025ずつ振り分けるという改正を行います。 

  ３つ目が、伊豆市一般職の任期付職員の採用等に関する条例でございますが、こちらは一

般職と同じように給料表と期末手当の率を同様に改正するものでございます。 
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  施行期日につきましては、給料表につきましては４月からさかのぼって適用すると。期末

勤勉手当につきましては、この12月分で適用させるということでございます。 

  条例の内容につきましては、133ページ以降の新旧対照表にそれぞれの条例を１条、２条

で改正しております。３本の条例でトータル６条となっております。 

  続きまして、議案第63号の会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定でご

ざいますが、会計年度任用職員につきましては、新しく公務員法で位置づけられております。

現在、短時間の非常勤職員という規定はあるんですが、非常勤職員につきましては、自治法

上、任用の手続等明確な規定がないということと、期末手当の支給ができませんでした。今

回、公務員法の改正によりまして、新しく会計年度任用職員という制度ができました。それ

に伴って、今回、新たに条例を整備するものでございます。この会計年度任用職員につきま

しては、非常勤という職種のくくりになるんですが、常勤職員と同じようなフルタイムで働

く会計年度任用職員、あと短時間で働くパートタイムの会計年度任用職員、２の職種がござ

います。 

  それでは、145ページの条例で説明させていただきます。 

  まず、この条例でございますが、先ほど言いました地方公務員法の規定に基づく会計年度

任用職員の給与と費用弁償を定めます。 

  給与の種類でございますが、第２条で、フルタイムの会計年度任用職員には、給料と通勤

手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当と期末手当を支給しま

す。ただし、パートタイム会計年度任用職員につきましては、報酬と期末手当となります。 

  ３条で、フルタイム会計年度の給料につきましては、一般職の常勤職員に適用される給料

表を適用します。 

  第５条でフルタイム職員の期末手当は、一般職常勤の例によります。 

  146ページでございます。 

  次に、パートタイムの会計年度職員の報酬の基本額につきましては、時間額でこれを定め

ます。 

  また、９条で報酬以外に支給するものとしましては、時間外勤務手当と休日勤務手当に相

当する報酬を合わせて支給する規定でございます。 

  10条で、今回新たにパートタイム会計年度任用職員に期末手当を支給することができるよ

うになりましたので、一般職常勤職員の例に準じて規則で定めるとするものです。これはパ

ートタイム会計年度任用職員につきましては、勤務形態が常勤職員とは勤務時間等変わって

ございますので、一律に条例でつくれないということで規則に委任するものでございます。 

  また、147ページの第13条、パートタイム会計年度任用職員につきましては、通勤手当に

かわるものとして費用弁償を支給するというもので、その額につきましては、２項で一般職

の常勤職員の通勤手当、旅費の例に準じて、こちらも規則で定めるものとするというもので、

この新たな条例につきましては、令和２年度、令和２年４月１日から施行するという規定で



－28－ 

ございます。 

  続きまして、議案第64号の地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴

う関係条例の整理に関する条例の制定についてでございますが、こちらは、この公務員法と

自治法の改正に伴いまして、市の関係条例、それぞれ影響するところが出てまいります。直

接影響のある条例としまして、11条例を本則で、また条例の題名の改正に伴う引用箇所を改

正するものを附則で４つ改正します。 

  155ページからの新旧対照表を見ていただくと、こちらは、今回の改正は、主に先ほどの

会計年度任用職員の制度ができたことに伴いまして、臨時職員や非常勤職員という文言のと

ころの改正や、新たに公務員法の会計年度任用職員について改正をしたものでございます。 

  職員の定数条例から分限に関する手続条例、懲戒の手続条例、勤務時間に関する条例、そ

れぞれ公務員法の改正にあわせて市の条例も改正しております。 

  以上が３議案についての補足説明とさせていただきます。 

○議長（三田忠男君） 次に、議案第65号について、市民部長。 

〔市民部長 梅原敏男君登壇〕 

○市民部長（梅原敏男君） それでは、議案第65号 伊豆市国民健康保険税条例の一部改正に

ついて補足説明をさせていただきます。 

  議案書につきましては、167ページからになります。新旧対照表に基づきまして説明させ

ていただきます。今回の国民健康保険税条例の改正につきましては、２点ほどございます。 

  まず、１点目でございます。新旧対照表170ページでございます。 

  地方税法施行令の一部改正に伴いまして、国民健康保険税の基礎課税額等の限度額の算定

方法を規定しております第２条第２項につきまして、被保険者間の保険税負担の公平性を確

保するため、政令に基づきまして基礎課税限度額を現行の58万円から61万円に引き上げるも

のでございます。 

  続きまして、改正の２点目でございますが、国民健康保険制度が平成30年４月１日に行わ

れておりまして、国保制度が広域化になったことによりまして、市から静岡県に納付いたし

ます国保事業費納付金の財源を確保するとともに、国保財政の収支の均衡化を図る観点から

国民健康保険税条例の一部を改正いたします。 

  内容といたしましては、国民健康保険の被保険者に係る所得割額を規定しております第３

条第１項、医療給付分の所得割税率を0.55引き上げ6.55％に、また被保険者の均等割を規定

しております第４条につきまして、2,900円引き上げ２万5,100円に引き上げるものでござい

ます。 

  新旧対照表171ページに移りますが、第６条に規定しております後期高齢者支援金分等の

課税額の所得割税率を0.27％引き上げ2.27％に、第６条の２で規定しております被保険者の

均等割額を1,300円引き上げ8,900円に、新旧対照表173ページになりますが、介護納付分の

被保険者に係る所得割税率を0.11％引き上げ2.01％とするものでございます。 
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  また、新旧対照表172ページから174ページの第21条につきましては、世帯の所得が一定額

以下の場合に行う保険税の減額について規定しております。第２条第２項の部分で説明いた

しましたが、政令に基づきまして基礎課税限度額を58万円から61万円に引き上げたことに伴

うとともに、保険税の減じる額を改めるものでございます。第21条中の第１号につきまして

は、減額割合が７割の減額対象世帯、第２号につきましては、減額割合が５割の減額対象世

帯、第３号は減額割合が２割の減額対象世帯について、それぞれ保険税から減額する額を改

正しております。 

  補足説明は以上でございます。 

○議長（三田忠男君） 次に、議案第66号について、健康福祉部長。 

〔健康福祉部長 右原千賀子君登壇〕 

○健康福祉部長（右原千賀子君） それでは、私のほうから、議案第66号 伊豆市災害弔慰金

の支給等に関する条例の一部改正について補足説明をさせていただきます。 

  議案書のほうは175ページから179ページとなります。 

  この改正は、災害弔慰金の支給等に関する法律及び同法施行令が一部改正されたことを受

け、伊豆市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正をするものです。 

  178ページの新旧対照表に基づきまして説明させていただきます。 

  改正の主な内容でございますが、第14条の保証人及び利率でございますが、災害援護資金

の貸し付けを受けようとする者は、保証人を付し、年利３％だったものを保証人を付すかど

うかを選択できるようにし、保証人を立てる場合には無利子、保証人を立てない場合には年

1.0％とするものでございます。 

  次に、15条の償還等でございます。現在の条例での償還方法は、年賦償還と半年賦償還で

ございますが、それに月賦償還を追加するものでございます。 

  最後に、第16条の支給審査委員会の設置でございます。災害弔慰金や災害障害見舞金を支

給するに当たりまして、災害によるものであるか否かの判定が困難な場合に、警察や消防等

の各機関の情報などにより、調査、確認の上、医師や弁護士等の有識者による審査を経て判

断することが必要となるため、支給審査委員会を設置するものでございます。 

  以上でございます。よろしくお願いします。 

○議長（三田忠男君） 以上で補足説明を終わります。 

 

◎議案第６７号の上程、説明 

○議長（三田忠男君） 日程第16、議案第67号 普通財産の無償及び減額譲渡についてを議題

といたします。 

  提出者から提案理由の説明を求めます。 

  市長。 

〔市長 菊地 豊君登壇〕 
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○市長（菊地 豊君） 議案第67号について提案理由を申し上げます。 

  本案は、旧土肥教職員住宅について、公募型プロポーザルにより土地及び建物の減額譲渡

を行うこととしましたので、地方自治法第96条第１項第６号の規定により議決をお願いする

ものです。 

  内容については、土肥にあります旧土肥教職員住宅について、平成27年３月に用途廃止し

て以降、普通財産としての利用がなく、今後も利活用が望めないことから売却することとし

たものです。 

  詳細について総務部長に説明させます。 

○議長（三田忠男君） これをもって提案理由の説明を終わります。 

  提案理由の説明に関して補足説明の申し出がありますので、これを許します。 

  総務部長。 

〔総務部長 伊郷伸之君登壇〕 

○総務部長（伊郷伸之君） それでは、議案第67号の補足をさせていただきます。 

  まず、この旧土肥の教職員住宅の今までの売却手続の経緯について説明させていただきま

す。 

  施設内容につきましては、議案に書いてございますとおり、建物と土地でございます。 

  平成26年度末に用途廃止して以降、平成29年１月に第１回目の公売の公告をしてございま

す。このときにやはり参加者がございませんでした。 

  その後、今年度、７月に第２回目の公売の公告をいたしました。このときには、第１回目

の金額に対して再鑑定ということで金額を変えてございますが、７月に第２回の公告をいた

しましたが、このときにもやはり参加者がございませんでした。 

  この旧土肥の教職員住宅につきましては、やはり建物つきということで、そのまま置いて

おいても老朽化するのみですので、今年度９月に公募型のプロポーザルによる公告を実施し

ました。内容につきましては、どのような使い方をするのか、また譲渡する場合の希望価格

を求めました。そのときに１社応募がありまして、今回、契約の相手方とする土肥八木沢に

ございます瀬尾製作所株式会社の応募がありました。相手方の今回の提案につきましては、

やはり会社ということで、社員寮として再利用したいと。特に、現在、伊豆市内の従業員が

多いということですが、やはり近隣市以外にも遠方からも募集をかけたいと。そのためには、

やはり社員寮が必要であるという趣旨。それと、外国人の実習生の受け入れもやっていきた

いと。あわせまして、やはり社員寮として活用したいという提案でございました。 

  また、この場所が海抜20メートルぐらいのところにありますので、地元のためにも非常食

や保存水の備蓄などにも使っていきたいという提案がございまして、市でも庁内の提案の審

査会を開催して、ヒアリング等を行った結果、減額での譲渡にはなりますが、地元の企業の

雇用促進等に活用できるということで、今回お諮りするものでございます。 

  まず、議案書の譲渡する財産の無償譲渡の建物でございます。共同住宅と倉庫がございま
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すが、２階建てで、共同住宅が288.6平方メートル、倉庫が23.46平方メートル、こちら市の

標準価格として267万9,820円で７月には公募いたしました。 

  続いて、土地でございます。こちら２筆ございまして、宅地が１筆が336.56平米、もう１

筆が131.20平米、合わせまして467.76平方メートルとなります。こちらの土地の市の基準価

格としましては491万円。合計で、７月に公募したときの基準価格が758万9,820円で市の基

準価格として公募してございます。 

  まず、建物でございますが、やはりこちら改修する必要があるということで、今回、市の

基準価格を改修費が上回るということで、建物につきましては無償譲渡とさせていただきた

い。また、土地につきましても、491万円に対して、やはり改修費が大幅にかかるというこ

とで、こちらを291万円減額して200万円。総トータルとしまして、市の基準価格758万9,820

円に対しまして、今回200万円で譲渡したいという御提案でございます。 

  譲渡方法につきましては、先ほど申しました公募型のプロポーザルによる随意契約。現在、

この方法により仮契約を締結してございます。 

  説明につきましては以上です。 

○議長（三田忠男君） 以上で補足説明を終わります。 

 

◎議案第６８号及び議案第６９号の上程、説明 

○議長（三田忠男君） 日程第17、議案第68号 公の施設の指定管理者の指定について（修善

寺温泉駐車場）及び日程第18、議案第69号 公の施設の指定管理者の指定について（湯の国

会館）の２議案を議題といたします。 

  提出者から提案理由の説明を求めます。 

  市長。 

〔市長 菊地 豊君登壇〕 

○市長（菊地 豊君） 議案第68号及び議案第69号について一括して提案理由を申し上げます。 

  本件は、来年３月31日をもって指定期間が満了する修善寺温泉駐車場及び湯の国会館の指

定管理者をそれぞれ指定することについて、地方自治法第244条の２第６項の規定により、

議会の議決を求めるものでございます。 

  詳細について産業部長に説明をさせます。 

○議長（三田忠男君） これをもって提案理由の説明を終わります。 

  提案理由の説明に関して補足説明の申し出がありますので、これを許します。 

  産業部長。 

〔産業部長 滝川正樹君登壇〕 

○産業部長（滝川正樹君） それでは、私のほうから議案第68号及び議案第69号について補足

説明をさせていただきます。 

  まず、議案第68号、議案書は183ページでございます。 
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  施設の名称は、修善寺温泉駐車場です。 

  指定管理者となる団体は、一般社団法人伊豆市観光協会。 

  指定の期間は、令和２年４月１日から令和５年３月31日までの３年間でございます。 

  なお、一般社団法人伊豆市観光協会は、当施設が供用開始しました平成26年度から２期に

わたり当施設の指定管理者として管理運営を行っております。 

  指定管理者の候補者選定までの経緯でございますが、施設の設置目的や機能を考慮し、ま

た事業の継続性という観点や、昨年度実施されました指定管理者審査会による業績評価で妥

当としてＡ評価とされた管理運営実績から、一般社団法人伊豆市観光協会を引き続き指定管

理者として指定することが適当であると判断し、伊豆市公の施設の指定管理者の指定の手続

等に関する条例第５条及び第５条の２の規定に基づき、公募によらない候補者として指定管

理者審査会に諮問いたしました。 

  その結果、一般社団法人伊豆市観光協会は、指定管理者の候補者として適格との答申をい

ただきましたので、同協会を指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を求めるもので

す。 

  団体の概要につきましては、185ページのほうに添付した資料のとおりでございます。 

  続きまして、議案第69号、議案書は187ページでございます。 

  施設の名称は湯の国会館です。 

  指定管理者となる団体は、株式会社サンアメニティ。 

  指定の期間、令和２年４月１日から令和７年３月31日までの５カ年間です。 

  なお、株式会社サンアメニティは、当施設が指定管理者制度を導入した平成24年度に公募

により指定管理者として指定し、以降、２期にわたり当施設の指定管理者として管理運営を

行っております。 

  指定管理者の候補者選定までの経緯でございますが、指定管理者の指定の手続等に関する

条例第２条の規定に基づき、本年７月31日から10月11日までの間、指定管理者の募集を行い

ました。公募期間に応募がありましたのは、株式会社サンアメニティ１社であり、その選定

について同条例第５条の２の規定に基づき、指定管理者審査会に諮問いたしました。その結

果、株式会社サンアメニティは、指定管理者の候補者としてふさわしいとの答申をいただき

ましたので、答申の内容を踏まえて、同社を指定管理者の候補者として選定し、議会の議決

を求めるものです。 

  団体の概要につきましては189ページに記載のとおりでございます。 

  補足説明は以上でございます。よろしくお願い申し上げます。 

○議長（三田忠男君） 以上で補足説明を終わります。 

 

◎議案第７０号の上程、説明 

○議長（三田忠男君） 日程第19、議案第70号 伊豆市建設計画の変更についてを議題といた
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します。 

  提出者から提案理由の説明を求めます。 

  市長。 

〔市長 菊地 豊君登壇〕 

○市長（菊地 豊君） 議案第70号 伊豆市建設計画の変更について提案理由を申し上げます。 

  東日本大震災に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律の一部を改正する法律

（平成30年法律第19号）の施行により、合併特例債を起こすことができる期間が５年間延長

されました。 

  この特例を適用するため、伊豆市建設計画の計画期間を延長するとともに、引き続き、効

果的に市の発展を推進するため、所要の変更を行うものであります。 

  計画の変更について県と協議をさせていただき、令和元年10月16日付で「異議のない旨」

の回答をいただきましたことから、市町村の合併の特例に関する法律第５条第７項の規定に

基づき議会の議決をお願いするものでございます。 

  詳細について、総合政策部長に説明をさせます。 

○議長（三田忠男君） これをもって提案理由の説明を終わります。 

  提案理由の説明に関して補足説明の申し出がありますので、これを許します。 

  総合政策部長。 

〔総合政策部長 堀江啓一君登壇〕 

○総合政策部長（堀江啓一君） それでは、議案第70号 伊豆市建設計画の変更についての補

足説明をさせていただきます。 

  議案書は191ページからになります。 

  伊豆市建設計画につきましては、合併当時、市町村の合併の特例に関する法律、いわゆる

旧合併特例法に基づき、平成15年７月に算定しておりまして、その計画期間は、平成16年度

から平成26年度までの11年間となっておりました。その後、東日本大震災の発生後における

合併市町村の実情に鑑み、東日本大震災による被害を受けた合併市町村に係る地方債の特例

に関する法律の一部を改正する法律が平成24年６月27日に施行されました。これに伴い要綱

の改正が行われ、合併特例債の発行期間が５年間延長可能となり、所要の改正をさせていた

だきました。 

  今回は、その後、平成30年４月25日に、東日本大震災に伴う合併市町村に係る地方債の特

例に関する法律の一部を改正する法律が施行され、要綱の改正に伴い、合併特例債の発行の

期間がさらに５年間延長可能となったことによります。 

  合併特例事業につきましては、市町村建設計画に基づく事業とされていることから、今回、

経過期間のさらなる５年間の延長と、その期間中に予定しております地域医療体制の確保、

リサイクル施設の整備等の事業を新たに合併特例事業として位置づけ、所要の変更をお願い

するものでございます。 
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  変更箇所の詳細につきましては、201ページからの新旧対照表のとおりでございますが、

これにつきましては、先日、11月８日に開催されました全員協議会で詳細を説明しておりま

す。同じ内容になりますので、省略させていただきます。 

  よろしくご審議をお願いいたします。 

○議長（三田忠男君） 以上で補足説明を終わります。 

  全ての提案理由の説明が終わりました。 

  ただいま議題となっております議案第57号から議案第70号までの14議案に対する質疑は、

12月９日開催予定の本会議にて行います。 

 

◎伊豆市伊豆の国市廃棄物処理施設組合議会議員の選挙について 

○議長（三田忠男君） 日程第19、伊豆市伊豆の国市廃棄物処理施設組合議会議員の選挙を議

題といたします。 

  本選挙は、現在欠員となっている１名の組合議員の選挙となります。 

  お諮りいたします。 

  選挙の方法については、地方自治法第118条第２項の規定により、指名推選により行いた

いと思います。これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（三田忠男君） 異議なしと認めます。 

  よって、選挙の方法は指名推選で行うことに決定いたしました。 

  お諮りいたします。 

  指名の方法は、議長において指名することで御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（三田忠男君） 異議なしと認めます。 

  よって、議長において指名いたします。 

  それでは、伊豆市伊豆の国市廃棄物処理施設組合議員に間野みどり議員を指名いたします。 

  ただいま指名いたしました間野みどり議員が当選されました。 

  当選されました間野議員が議場におられますので、本席から会議規則第32条第２項の規定

により告知をいたします。 

 

◎散会宣告 

○議長（三田忠男君） 以上で本日の日程は終了いたしました。 

  次の会議は、12月３日午前９時30分から開催し、一般質問を行います。 

  当日は、発言順序１番の波多野靖明議員から発言順序５番の小長谷順二議員まで行います。 

  なお、本日提出されております各議案に対する質疑の通告期限は、12月４日の正午となっ

ておりますので、御承知ください。 
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  本日はこれにて散会いたします。 

  なお、この後、議場において広報委員会を開催いたします。お疲れさまでした。 

 

散会 午前１１時５３分 
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令和元年伊豆市議会１２月定例会 

 

議 事 日 程（第２号） 

 

                   令和元年１２月３日（火曜日）午前９時３０分開議 

 

日程第 １ 一般質問 

───────────────────────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 議事日程に同じ 

───────────────────────────────────────────────── 

出席議員（１６名） 

     １番  波多野 靖 明 君      ２番  山 口   繁 君 

     ３番  星 谷 和 馬 君      ４番  間 野 みどり 君 

     ５番  鈴 木 正 人 君      ６番  下 山 祥 二 君 

     ７番  杉 山 武 司 君      ８番  三 田 忠 男 君 

     ９番  青 木   靖 君     １０番  永 岡 康 司 君 

    １１番  小長谷 順 二 君     １２番  小長谷 朗 夫 君 

    １３番  西 島 信 也 君     １４番  杉 山   誠 君 

    １５番  森   良 雄 君     １６番  木 村 建 一 君 

欠席議員（なし） 

───────────────────────────────────────────────── 

地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名 

市 長 菊 地   豊 君 副 市 長 本 多 伸 治 君 
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健康福祉部長 右 原 千賀子 君 産 業 部 長 滝 川 正 樹 君 

建 設 部 長 山 田 博 治 君 建 設 部 理 事 白 鳥 正 彦 君 

教 育 部 長 金 刺 重 哉 君 会 計 管 理 者 城 所 章 正 君 

───────────────────────────────────────────────── 

職務のため出席した者の職氏名 

事 務 局 長 浅 田 茂 治 次 長 永 沼 健 一 

主 査 鈴 木 恵美子   
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開議 午前 ９時３０分 

 

◎開議宣言 

○議長（三田忠男君） 皆さん、おはようございます。 

  ただいまから令和元年伊豆市議会12月定例会を再開いたします。 

  本日の出席議員は16名であります。定足数に達しておりますので、会議は成立いたしまし

た。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

 

◎議事日程説明 

○議長（三田忠男君） 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

 

◎日程の追加 

○議長（三田忠男君） お諮りいたします。 

  11月29日、市長から提出された議案第63号 伊豆市会計年度任用職員の給与及び費用弁償

に関する条例の制定について、12月２日付をもって訂正したい旨の申し出がありました。 

  この際、議案第63号の訂正の件を日程に追加し、議題とすることに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（三田忠男君） 御異議なしと認めます。 

  よって、議案第63号の訂正の件を日程に追加し、議題とすることに決定いたしました。 

 

◎議案第６３号の訂正の件 

○議長（三田忠男君） 議案第63号の訂正の件を議題といたします。 

  市長から訂正の理由を求めます。 

  市長。 

〔市長 菊地 豊君登壇〕 

○市長（菊地 豊君） 皆さん、おはようございます。 

  総務部長から説明をさせます。 

○議長（三田忠男君） それでは、補足説明。 

  総務部長。 

〔総務部長 伊郷伸之君登壇〕 

○総務部長（伊郷伸之君） おはようございます。 

  それでは、私から今回の議案第63号の訂正について説明させていただきます。 

  議長宛てに12月２日付で訂正申し出の文書を出させていただきました。その文書の中に、

Ａ４横で正誤表をつけてございます。 



－39－ 

  訂正をお願いする箇所でございますが、今回の伊豆市会計年度任用職員の給与及び費用弁

償に関する条例の中で、第８条、パートタイム会計年度任用職員の報酬の基本額、これを時

間額で定めることと規定しております。８条の２項で時間額の求め方を規定しております。

その中で、括弧書きになります１円未満の端数の処理の仕方、これを提出済みの条例案では、

端数を切り上げた額という規定をしておりました。もともとこの条例は、静岡県の条例を参

考にしつくっておりました。端数につきましては、切り上げ、切り捨て、四捨五入、３つの

方法がございます。市の中でこれを検討していく中、今の常勤職員等のバランスを考え、四

捨五入を使うということにしてあったんですが、当初の県の案を参考にした端数の切り上げ

がそのまま残ってしまっていたということで、今回１円未満の端数については、これを四捨

五入して得た額に条例案のほうを訂正させていただきたいと考えます。 

  以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長（三田忠男君） 補足説明が終わりました。 

  お諮りいたします。 

  ただいま議題となっております議案第63号の訂正の件は承認することに御異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（三田忠男君） 御異議なしと認めます。 

  よって、議案第63号の訂正の件は承認することに決定いたしました。 

 

◎一般質問 

○議長（三田忠男君） それでは、日程に基づき一般質問を行います。 

  今回は13名の議員より通告されております。 

  本日は、発言順序１番の波多野靖明議員から発言順序５番の小長谷順二議員までを行いま

す。 

  これより順次質問を許します。 

 

◇ 波多野 靖 明 君 

○議長（三田忠男君） 最初に、１番、波多野靖明議員。 

〔１番 波多野靖明君登壇〕 

○１番（波多野靖明君） 皆様、おはようございます。 

  早速ではありますが、発言通告書に基づき一般質問を始めさせていただきます。 

  件名１、防災情報の伝達方法について。 

  全国に被害をもたらした大型で非常に強い台風19号は、10月11日に気象庁が狩野川台風級

と警告があったため、この台風では避難所1,844名、公民館35名で、計1,879名、市民全体の

約6.2％が避難する結果となりました。また、全国各地では甚大な被害をもたらす結果とな
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りましたが、伊豆市を含め狩野川流域では河川の決壊はなく、他地域で起きているような被

害にならなかったことに大変安堵したとともに、被災した方々には心よりお見舞い申し上げ

ます。 

  今回の台風避難を大きく意識づけたのは、狩野川台風級というキーワードが伝えられたこ

とが１つの要因であったと思います。情報発信の仕方一つで市民の意識が大きく変化するこ

とを実感いたしました。そこで、現在の市民に向けた災害情報の伝達方法の種類と今後の伝

達方法の見通しについて、市長にお聞きいたします。 

  件名２、外国人就労者の日本語講座について。 

  近年、我が国では、人口減少は少子高齢化に伴い、国内の産業全体で労働力人口の深刻な

人手不足に直面しております。伊豆市においても観光業、建設業やその他の産業においても

就労人口は減少の一途をたどっております。現に私が幾つかの事業者と話をしたところ、作

業員、スタッフを募集しても集まらず、外国人就労者を受け入れている、真面目に働いてく

れ頼りにしていると聞いております。ただ、言葉の壁を越えるのが難しいと聞きます。 

  そこで、伊豆市で外国人就労者に対し日本語講座を開くことは、日本語を覚え日本の文化

をよく理解することにつながる、ゆえに外国人就労者と事業者が円滑なコミュニケーション

をとることができれば業務も円滑、効率的になり、市内事業者の有益になると考えますが、

いかがでしょうか。答弁を市長に求めます。 

○議長（三田忠男君） ただいまの波多野靖明議員の質問に対し答弁を求めます。 

  市長。 

〔市長 菊地 豊君登壇〕 

○市長（菊地 豊君） 今回の台風15号と19号を経験し、災害警戒本部の機能や市民への情報

伝達、避難所運営など多くの課題が判明し、この教訓は次に生かしていかなければいけませ

ん。 

  現状の市民に向けた災害情報の伝達方法の種類と今後の見通しについては、総務部長に答

弁をさせます。 

○議長（三田忠男君） 続いて、総務部長。 

○総務部長（伊郷伸之君） 私からは、まず情報の伝達方法でございます。現在、市が災害情

報等の情報発信には、主に５つの方法で伝達しております。 

  １つは、同報無線による放送と、防災ラジオによる受信でございます。２つ目は、同報無

線の内容を伊豆市の情報メールによる配信となっております。３つ目は、ホームページへの

記載、４つ目として、今回は使ってはいないんですが、緊急時における携帯電話やスマート

フォンの利用者に対する緊急速報、いわゆるエリアメール、これも方法としてございます。

最後５つ目としては、やはりＦＭ ＩＳを活用して、同報無線の内容やメールの内容等を的

確に伝えていただく方法、この主に５つの方法が伊豆市では考えられております。 

  今後の伝達方法の見通しでございますが、同報無線の設備が導入から25年から35年ぐらい
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経過しており、機器の故障が絶えなくなっております。今回の補正予算におきましても天城

湯ヶ島地区の同報無線の機器の修繕の予算をお願いしているところでございます。 

  今後はこの同報無線のデジタル化を含めた同報無線にかわる伝達システムについていろい

ろ今調査して研究しているところでございます。市民にとっても最も有効なシステムを導入

することで、現在提供している方法に加え、日々進化しておりますスマートフォンアプリな

ど活用できないかということで、情報伝達の多重化について調査しているところでございま

す。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  波多野靖明議員。 

○１番（波多野靖明君） 今回の台風は多くの避難者が出ておりましたが、その避難された方

たちというものはどの情報源によって避難を決断したのか、また、台風でしたらそのタイミ

ングとは風雨が強くなる前なのか、住宅に浸水や被害が出てからの避難が多かったのか、そ

の辺はアンケートをとっておりますでしょうか。わかりましたら教えてください。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  総務部長。 

○総務部長（伊郷伸之君） まず、避難の開始でございますが、市では、台風が上陸する前の

10月11日の午後３時、15時に、まず避難準備情報として、高齢者やなかなか避難が難しい方

には早く避難をしてくださいと、これは暴風雨がまだ強くなっていない段階です。そのとき

にはやはり通常の台風のときと同じように、それほど多くの方が避難されていなかったわけ

ですが、翌日12日に朝方午前５時に、土砂災害警戒情報が発表されました。あわせて洪水警

報が発令され、市では、この朝６時に避難勧告を全域に発令しております。 

  やはり避難勧告が発令した後、朝早かったわけですが、やはり落ちついたこの日の午前中

は相当の方が避難をされてきている、特に４時過ぎに気象庁から警戒レベル５の情報が出て

おりますので、それ以降、３時以降ぐらいからはやはり500人弱の方が避難をされていると

いうことで、市の避難準備情報はいつも雨風が強くなる前、明るいうちにまず避難をお願い

しますと呼びかけ、今回のように土砂災害が出たとき、まだこのときは明け方明るいときだ

ったものですから、避難勧告を発令したということでございます。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  波多野靖明議員。 

○１番（波多野靖明君） ありがとうございます。皆さん、台風の強い、弱いとか、自分の経

験したことを判断基準にすることが多いかと思います。そうすると、地域で被害が出たとき

の身近の災害をキーワードにあらわすことがやはり大事なのかと思います。台風の大きさを

あらわすときにヘクトパスカルという単位がございますが、今回の台風規模というのは狩野

川台風級という言葉がありまして、それを表現したように、以前のどの台風と同じレベルに
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当たるのか、わかりやすい目安を提示してあげるということが市民個々の危機管理レベルを

上げるんだろうと私は考えております。 

  そこで、伊豆市単独でも台風の大きさをあらわす災害レベルを段階的に市民に伝えること

というのは可能なのか、お聞きいたします。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  総務部長。 

○総務部長（伊郷伸之君） まず、現状、気象庁のほうでは、先ほど申したレベル５が最高、

最高といいますか、一番危険があると。レベル１からレベル５を発表していると。それに加

え、今回は事前準備としてやはり狩野川台風級、匹敵するというのは、議員おっしゃるとお

り相当なインパクトがあったと思います。それに加え、やはり土砂災害警戒情報が出たり、

レベル５になったりすると、最初の認識が狩野川台風級というまず頭があって、それからど

んどん暴風雨が強くなったということで、相当数の方が避難されたと思います。 

  市としましては、災害対策本部が気にするのはレベル３、４、５、それとヘクトパスカル

が940なのか950なのかというその数字を基準にはするんですが、やはり市民の方には、災害

情報のレベル３、４、５がやっと始まったばかりで、まだ浸透し切れていない部分もあろう

かと思いますが、それにあわせて市は避難準備情報であったり避難勧告であったりというも

のも並行して出すというのが今の段階では一番いいのかなと。 

  また単独にいろんな表現をしますと、またいろんな迷うこともあるでしょうし、市民だけ

じゃなくて観光客の方もいらっしゃいますので、ある程度、全国共通的な伝達がいいのでは

ないかというふうに考えております。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  波多野議員。 

○１番（波多野靖明君） よくお話のほうはわかりました。 

  今回の台風も今までの台風もそうなんですけれども、伊豆市のコミュニティラジオ、

ＦＭ ＩＳで災害対策本部が開設されている間は、昼夜を問わず、多くの市民に災害情報を

提供し続けていただきました。それにより被災した方々、また避難した方々に生の情報で安

心感を与え、元気を分けてくれたのではないでしょうか。 

  そこで、今回、登録がたしか500件を超えているという伊豆市の情報メールですが、例え

ばそこにＦＭ ＩＳはここを押してねなどの、例えばＦＭ ＩＳのアプリ取得のリンクをつ

けていただくことというのは今後可能なのか、教えてください。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  総務部長。 

○総務部長（伊郷伸之君） まず、伊豆市の情報メールの登録者数でございますが、議員おっ

しゃられたとおり、今年度に入っては500件を超えた登録、11月末時点で5,500件の方が登録

しており、今年度については500件程度が登録されております。情報メールからＦＭ ＩＳ
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をスマホとかで聞くアプリがございますが、恐らくＦＭ ＩＳのアプリをとりに、インスト

ールにいくアドレスを貼ることはできると思うんですが、情報メールの中からそのまますぐ

聞けるというのはちょっと難しいのではないかなと。情報メールにＦＭ ＩＳのアドレスを

貼って、ここにまず入ってくださいと、その後にＦＭ ＩＳのアプリのインストールの画面

に行くということは可能だとは思いますので、まずはそれも１つの方法かと、今のお話を聞

いて思いましたので、少し職員を使ってテストをして、うまくインストールのところに入れ

るようであれば、１回情報メールで市民の方にお知らせをして、ＦＭ ＩＳのアプリのイン

ストールをお願いしますという方法はできるとは思います。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  波多野靖明議員。 

○１番（波多野靖明君） 私は、台風当日、自宅にいながら避難者とＳＮＳ等を通じて避難所

の状況を常に教えていただくことができました。菊地市長がフェイスブックに投稿した写真

や動画で川の様子がよくわかった、こういうものが大事だよと、その際に市民から意見を聞

くことができました。そして私も、とても忙しかったと思うんですけれども、伊豆市の防災

安全課のほうに連絡をとり、いろいろ対応してもらったということもございます。 

  実は、既に国交省の設置している狩野川のライブカメラは、そのときアクセスが集中して

しまって、見ることができずにいた方もかなり多かったと。その改善要望というのは先月、

自民党の三島田方連絡協議会のときにうちの支部長の青木議員が既に国交省には伝えてはあ

るのですが、このような情報発信があるということはとても大事なんだと思います。そして

そういう情報があることで、例えば市民が氾濫しそうな川をのぞき込みに行くとか不用な外

出を控えることにつながり、悲惨な事故も起こらなくなると私は思っています。 

  市民が求める情報を正確に広く多くの人に伝える迅速な伝達方法というのが必要だと考え

ますと、現在の伊豆市に必要な情報伝達のツールというのは、伊豆市のアプリをつくること

が大事なんじゃないでしょうか。伊豆市全体を総合したアプリです。その中に防災情報を伝

えるメニューを、例えば必ず入れることが効率的だと私は思っています。そうすることでふ

だんの市民生活に必要な市内のイベント、交通情報、行政情報が正確に迅速、そして広く伝

わると思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  総務部長。 

○総務部長（伊郷伸之君） 他の自治体でよくやられている観光と防災を合わせた観光防災の

アプリというのは、導入している自治体もあるように伺っています。市でも実際、昨年度、

観光と防災が合わさったアプリができないかな、導入できないかなということを検討したこ

ともあったんですが、ちょっと実際に導入までは至っておりません。それよりも、アプリよ

りもやはりＷｉ－Ｆｉを整備しようとかということになったんですが、現在静岡県では、防
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災に特化した県の総合防災アプリというのがございます。それには雲の様子からどういう状

況かというのが情報をとれますので、まずは県の防災アプリをまず使っていただくというこ

とと、冒頭申しました観光と防災を合わせた市独自のアプリ、これもやはり一度検討はしま

したので、引き続きどういう使い方ができるか、県のアプリだけでは足りないのかを検討さ

せていただきたいと思います。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  波多野靖明議員。 

○１番（波多野靖明君） 以前私が使っていて、友人から教えてもらったスマートフォンのカ

レンダーアプリというのがございます。そこに地域のイベント情報なんかも出るということ

で、これは個別に産業部のほうにいろいろ相談して前向きに考えていただいているんですけ

れども、その際に、やはりいつも話題に出るのが、高齢者はスマートフォンを使えないんじ

ゃないか、パソコン使えないんじゃないかといういろいろ疑問というか質問がございます。 

  しかし、実は最近、御年輩の夫婦のところに伺って、静岡県の防災アプリ、ありますね。

先ほど総務部長からお話も出ましたけれども、その存在を教えたことがございます。そのお

二人は、70歳半ばぐらい、80歳手前の御夫婦なんですけれども、２人ともスマホをよく使っ

ていると。２人ともお持ちです。そして、最近では病院に行っても、例えば待合室がありま

すよね。昔は年輩の方々が皆さん御歓談されているような様子が思い浮かべられると思うん

ですけれども、最近だと、年輩の方々もスマホを見てゲームをしていると、そのような状況

だということです。そして、その御年輩の御夫婦も課金されない、お金のかからないゲーム

なんかは４つほど入れているということでしたので、高齢者のスマホの普及率、利用率とい

うのもかなりふえてきたんじゃないかなと思います。 

  こちらが先ほど議長のほうに許可をとって持ち込みをさせていただいていますが、ちょっ

とごめんなさい、小さくてわからないんですけれども、ＮＴＴドコモのモバイル社会研究所

からの出典になります。皆さんから見まして、こちら側、左側が60代の携帯電話、いわゆる

昔のガラケーですね。それとスマホの普及率のグラフになります。青がガラケーですね。赤

いのがスマートフォンの普及率になります。そうすると、ガラケーというのはだんだん減っ

てきています。今は29％ぐらいしかガラケーの所持率はないと。だけれども、スマートフォ

ンというのは2015年には33％だった60代が実は45％、56％、そして現在2019年では70％も普

及率があるというデータが出ています。そして、さらにその下には、ガラケーもスマートフ

ォンも持っていないよという方たちは、2015年には14％いたのが、2019年には実は60代でも

４％しかいないんですね。そして、先ほど私が話した70代のほうは、2015年にガラケーのほ

うが68％ありました。そしてスマホが18％しかございませんでした。しかし、今はガラケー

の39％の所持率を上回って、43％まで行ったと。ほとんどの方がスマートフォンを持ってい

るという所持率になっております。 

  そして、70代じゃ持っていないんじゃないかという方もいらっしゃると思いますけれども、
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実は70代でも18％の方がガラケーもスマートフォンも持っていないという調査結果が出てお

りますので、ぜひこういうものを進めるというのは必ず市民の利益にかなうものですので、

お願いしたいなと思っております。 

  市長、このスマートフォンとかのこういう保有率を見て、どのように感じていますか。市

長なんかも多分市内をいろいろ回られるので、やはりこういう高齢者とお話することがある

と思うんですけれども、その辺をどのように感じているのかお答えいただきたいと思います。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） 先日も女性モニターの方からお話を伺ったところ、やはりスマホをお

持ちの方でも入れ方がわからない、ダウンロードの仕方がわからない。ラジオも聞きにくく

て、非常に困ったということがございましたので、そういったことに対しては具体的に市の

職員、それからＦＭ ＩＳのスタッフと一緒に普及に努めていきたい、いくべきものである

と考えております。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  波多野靖明議員。 

○１番（波多野靖明君） 市長、どんどん進めていただきたいと思います。 

  災害情報の伝達方法について、新しい情報システムの活用や、これまでに発生してきた災

害現場での教訓を生かしたり、今後さらに市民に向け、より有効な方法をつくり上げていく

必要があると私は思っております。今回、ほかの議員からも災害関連の質問が多数出ており

ますが、菊地市長は、情報伝達については厳格になされていたであろう自衛隊の出身でござ

います。 

  これまでの市長としての経験とあわせ、さらに次の任期でもそのほかの仕掛け中の新市建

設の事業とともに、市民の安心と安全をより強固にする考えはございますか。先日の新聞報

道では、菊地市長は、来年の市長選挙に出馬の意向を表明する見込みとのことでございまし

た。御本人の口から来期への挑戦の意思をはっきりと伺いたいと思いますが、いかがでしょ

うか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） まず、情報機能については、既に市長が誰であれ、来年の梅雨前まで

に情報伝達機能を強化することと、それから少なくとも１度は訓練をするように指示したと

ころでございます。 

  これに関連して、市長選挙についての御質問ですが、観測記事はどなたに取材されたのか

わかりませんけれども、私は次の市長選挙に出馬させていただき、改めて市民の御判断を仰

ぎたいと考えるに至りました。私が初めて伊豆市長選挙に出馬宣言をしたのは12年前、平成

19年12月のことでした。それは、後援会をつくっていただいて、選挙に向けての体制が整い
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つつあったことと、何よりも主権者である市民の皆さんにしっかりと政策を説明する時間を

考えてのことでした。今この時点で、具体的な政策を掲げ、これからの伊豆市行政の責任を

担うと表明している方がおりません。他方、伊豆市新市建設計画は、いまだ道半ばというよ

りも期限延長に伴って新市建設計画の見直しを本議会に提出しているところであり、その中

には新しい中学校整備や防災機能の強化など、極めて重要な案件が含まれています。 

  このような状況にあって、残り４カ月で市長の職を辞するということは、責任放棄のそし

りを免れないと考えるに至りました。私は、伊豆市が誇る歴史と伝統文化、美しい自然と温

泉、そして何よりも市民の地域力を信じて、伊豆市の未来に向けて具体的な政策をしっかり

説明させていただき、そして、主権者である市民の皆さんの御判断を仰ぎたいと考えており

ます。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  ２問目お願いいたします。 

  答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） 産業部長に答弁をさせます。 

○議長（三田忠男君） 産業部長。 

○産業部長（滝川正樹君） それでは、私のほうから答弁のほうさせていただきます。 

  外国人労働者の雇用に当たっては、議員御指摘のとおり、まずは言語、日本語の壁が大き

く立ちはだかり、文化や慣習の違いから事業者と外国人労働者との円滑なコミュニケーショ

ンがとれないために、お互いの理解にそごが生じ、これにより業務の遂行に支障が出る場合

もあると考えております。また、外国人労働者の受け入れにおいては、こうした言語や文化、

慣習の問題のほかにも、外国人労働者の募集や支援制度の理解、住居や研修施設の確保など、

受け入れ側にもさまざまな課題があると考えております。 

  こうした外国人労働者を受け入れる環境の整備や言語も含めたさまざまな課題解決のため

に、事業者団体である商工会、また支援団体と連携しながら、事業者が安心して雇用でき、

また、外国人労働者が働きやすい環境の整備を行っていきたいと考えております。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  波多野靖明議員。 

○１番（波多野靖明君） 近隣の市町では、伊豆の国市の韮山時代劇場で、伊豆の国市国際交

流協会の皆さんが日本語講座を開いてございます。実際、私も現地で開催しているところを

見学させていただきました。代表の方等にお伺いしますと、日本語をその場で教えるだけで

はなく、市内の観光施設の見学だとか、あとはイチゴ狩りの遠足も企画したとのことでした。

また、日本の文化についても知ってもらうために、時代劇場の中の和室を利用しているとい

うことも伺っております。現在、伊豆市内から韮山まで外国人就労者を通わせている事業者

もあると聞き、市内でもその需要はあると私は考えます。伊豆市の生きいきプラザにも和室
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がございます。生きいきプラザであれば、事業者が車で送り迎えするにも、外国人が例えば

自転車で通うにしても適していると思いますが、もしやるとしたら、いかがでしょうか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  総合政策部長。 

○総合政策部長（堀江啓一君） 現在、伊豆市の交流協会では、市民の皆さんを対象とした国

際的な理解や交流を深めることを目的として英会話教室であるとか中国語教室もやっており

ます。議員がおっしゃいます日本語教室につきましては、以前に在住外国人の居場所づくり

として検討したことがありました。そのときには事業の担い手となる新規委員の確保が課題

となり、日本語教室の実施のための組織はつくれなかったと聞いております。 

  産業部長が今言ったとおり、外国人が働きやすい環境の整備というものが重要であると考

えます。伊豆市交流協会でも外国人雇用をする事業主あるいは商工会等と連携して、今後考

えていく必要があると考えています。その場合には、生きいきプラザ、現在も英会話教室で

あるとか中国語教室で使っておりますので、その場所が最適な場所であると考えております。 

  以上でございます。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  波多野靖明議員。 

○１番（波多野靖明君） やはり最近は伊豆市内を歩いていても、いろんなところに行くと、

外国人の就労者と思われる方を見かけることがとても多くなりました。そうなると、やはり

市役所の窓口にも外国人のそういう方が来られるのではないかなと思っております。例えば、

市役所の窓口に日本語がうまく話せない外国人が来ることというのはありますか。また、そ

のようなときには、どのような対応をしているのかお伺いいたします。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  市民部長。 

○市民部長（梅原敏男君） 議員が指摘されている部分でございますが、伊豆市内に就労等で

居住する場合、市民課の窓口にいらっしゃいます。そういった方々はほとんど事業所さんか

らの通訳ができる方と一緒に来ております。そのようなことがございまして、本人との意思

確認も正確にできまして、事務等に支障は出ておりません。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  波多野靖明議員。 

○１番（波多野靖明君） ありがとうございます。 

  そのようなことでしたら、とても安心をいたしました。市長が日本語以外にも英語もドイ

ツ語もできるので、そのたび市長がおりてくるのかななんて、そんな答えはないとは思いま

したけれども、よく市長なんかもよく事業者でオーナーが外国の方だったりすると、通訳を

買って出るというか通訳をお願いされるなんていうことを聞いたことがありますので、そん

なことはないだろうと思いましたけれども、一応聞いてみました。 
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  今回、なぜ私が日本語講座について質問したかといいますと、最初通告にもございました

が、市内の事業者さんとお話をした中で必要性があると思ったからなんですね。市民から、

例えば外国人が日本語を学ぶのは自己責任じゃないか、またはなぜ自分たちの税金を使って

日本語教育の支援をする必要があるのか、そういう意見も少なからずあると考えましたし、

私も最初はそのような疑問もございましたが、日本における少子高齢化による人口減少がご

ざいます。そして、女性活躍やひきこもりの若者の問題もございます。 

  そして、伊豆市には小規模事業者が多いということが特に顕著であると考えますし、会社

を継ぐ後継者がいなければ労働力になる人もございません。それはほかの地方の町も同じで、

日本の中小企業が仕事があるのに倒産していく会社がふえていると聞いたこともございます。

日本の経済を支えていくためには、定年の延長等も私は考えなければいけないんだと思いま

すけれども、まず外国人に日本で働いてもらわないとならないという現実もあると考えてお

ります。 

  日本の専門学校とか大学の留学生、日本で卒業したらそのまま日本で働きたいという方が

６割ほどいても、実際に働けるのは二、三割だというのも聞いたことがございます。制度の

問題もございますでしょうが、意欲と能力のある人材を海外にとられるのではなく、このす

ばらしい日本で私は活躍していただきたいと、そのような思いが私にあるからなんでござい

ます。 

  市長は日本の経済、世界の経済にとても精通していると私はいろんな話を聞いていると思

っております。伊豆市の今後の経済を支えていくための労働力というのをどのように考えて

いるのか、最後に質問いたします。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） この件は、私は日本の将来にとっても伊豆市も含めて、とても大変難

しい、だけれども、大切な課題だと思っております。今、市長としても政策目的と手段が必

ずしも一致していないのではないかと考えることがあります。例えば姉妹都市のネルソンに

行きましたときに、カナダの方がおっしゃったんですが、カナダは政策的に人口の１％、つ

まり約40万人を毎年入れていると。これはもう移民国家カナダの宿命として、そういう政策

をとっているんだそうです。今ヨーロッパ諸国は、中東からの予期されていない移民がふえ

て大分混乱はしておりますけれども、その前の時代、政策的に移民を受け入れていた時代の

政策というのは、これからの日本にとって１つ参考になるんだろうと思います。 

  私、イギリスとフランスは詳しくありませんけれども、ドイツを含む中・北ヨーロッパで

すね。まず、外国語教育は本人の責任ではなくて、国としてやるわけです。私は自衛隊から

の留学生でしたけれども、向こうの国がドイツで勤務した人に対して語学を提供するわけで

す。日本とかシンガポールは全部自己負担でしたけれども、ある国は教育費を免除、ある国

に対しては、軍人の将校であっても生活費まで支援をして、わざわざドイツに来ていただい
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ているんですね。私はあえて申請しませんでしたけれども、２年間、ケルペンという町では

１年間だったんですが、その短期の留学生に対してでも子ども手当、月１万か２万円を支払

う制度もあって、明らかに自国の国民の国力を上げるため、それから国内の消費を確保する

ためという政策目的と手段が一致しているんです。 

  今、我が国では、何に対して一体地域の活力を、つまり人口を維持するために入れようと

しているのか、経済力の労働力強化のために入れようとしているのか、そのあたりが必ずし

も政策目的と手段がクリアに一致していないように見えるんですね。これから、伊豆市の経

済は決して悪くありませんけれども、労働力不足で経済力が落ちていく危険性がかなりはっ

きりしていますので、それならそこに合ったしっかりした手段をつくっていかなければいけ

ない。いずれにしても、この問題は、日本と静岡県と伊豆市のどこにとっても大切な課題で

すので、しっかり自分の目標をクリアにして、そして国と県に訴えていきたいと思っており

ます。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  波多野靖明議員。 

○１番（波多野靖明君） 外国人を受け入れると治安が悪くなるという話をよく聞いたことが

ございます。私もそう考えたことも正直ございます。ただ、やはり外国人を受け入れる体制

というものもかなり必要なのかなと私は思っております。これは私がパソコン上とかで調べ

ただけの話でございますが、例えば外国人就労者が来た場合、１つの部屋に何人もタコ詰め、

言い方が適切かどうかわかりませんが、タコ詰めにして、その外国人就労者を雇うというや

り方というのは、やはり間違いなのかなと私は思っているんです。 

  最近、私がいろいろ聞いた事業者さんによりますと、やはりほかの事業所でも外国人の労

働者がいるので、そこと同じアパートと間借りしたりしていただいて、１部屋というか、１

ＤＫだったりするんですけれども、１ＤＫに１人、多くても２人ぐらいの生活をさせていた

だいていると。やはりそういうような日常の生活環境というのも整えることがやはり市民の

理解も得られますし、また外国人もしっかりとこの日本で経済活動というのをしていただけ

ることになると思うんです。 

  そして、最近、近隣で聞いた話というか市内の事業者さんですけれども、やはり地域の奉

仕活動だとかそういうものにも出ているということなんです。そうすることによって、やは

り地域の活動に担い手が少なくなっていますので、そういうところにも外国人の就労者を生

かしてというか手伝っていただいて、日本のいろんな文化だとか生活状況を知ってもらうこ

とが必要なのかなと思います。そういうような話というのは、市長、聞いたりしたことあり

ますか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） 労働力に絞って、ちょっと人口対策でなくて、労働力確保という意味
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で外国の方に来ていただくという観点からは、私、２つの課題があると思っているんですが、

１つは、我々の地域社会にどう受け入れていくか、インテグレートしていくか。実はドイツ

の中で一番トルコ人の人口が多いのはベルリンなんですが、完全に別のコミュニティで、彼

らが担う仕事もほぼ決まっている。例えば東京なんかだったらそういう形になることもある

のかなと思うんですが、伊豆市の場合に特定の場所に、実は人口対策の移住受け入れと同じ

なんですが、特定の場所にかたまっていただいて、そこのコミュニティをつくっていただく

というのは多分合わないんじゃないかと思うんですね。 

  やはり我々地域で受け入れて、地域の共同体でインテグレートさせていただいて、しっか

り溶け込ませていただいて、そういう社会のほうが伊豆市で受け入れるあり方としては、そ

れが外国の方であれ、市外から移住される方であれ、多分望ましいんだろうと思います。そ

の中で伊豆市の固有の歴史とか伝統文化を一緒に勉強したり、そういったことのほうが多分

うまくいく可能性が高いのではないかと思います。 

  私自身も５年間、短期を含めて６年間外国にいましたけれども、全くそこだけのコミュニ

ティで生きていけと言われると、どうしてもそことあつれきができるような気がします。私

はずっと、ありがたいことに日本人が交代していく、ローテーションしていく勤務でしたの

で、そこもやりやすかったんですが、やはり特定の社会をつくってください、あなたたちは

そこだけで生活してくださいというのは、伊豆市としては多分合わないのではないかと。し

たがって、逆に言うと、私たちの受け入れの心の持ち方で、その政策も成果も変わっていく

のではないかと考えています。 

○議長（三田忠男君） これで波多野靖明議員の質問を終了いたします。 

  ここで、議事日程の都合により休憩時間を40分までとらせていただきます。 

 

休憩 午前１０時１５分 

再開 午前１０時４０分 

 

○議長（三田忠男君） 休憩を閉じ会議を再開いたします。 

 

◇ 杉 山   誠 君 

○議長（三田忠男君） 次に、14番、杉山誠議員。 

〔１４番 杉山 誠君登壇〕 

○１４番（杉山 誠君） 14番、杉山誠です。通告に従い一般質問をさせていただきます。 

  今回は３件の項目について、市長に質問させていただきます。 

  初めに、防災・減災に大きな役割を果たす地区防災計画策定に向けた取り組みについて伺

います。 

  災害発生時には、自治体や消防などの公的機関が行う公助が行われますが、より減災に大
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きな役割を担うのは、みずからの命を守る自助と、地域住民が助け合う共助とされています。

6,400人以上の死者・行方不明者を出した平成７年１月の阪神・淡路大震災では、地震によ

って倒壊した建物から救出され、生き延びることができた人の約８割が家族や近所の住民等

によって救出されており、消防、警察及び自衛隊によって救出された人は約２割との調査結

果があります。また、同じ阪神・淡路大震災における別の調査では、自力で脱出したり家族、

友人、隣人等によって救出された割合が約９割を超えており、救助隊によって救助されたの

は1.7％であるとの調査結果もあります。大規模広域災害時に、救助隊が直ちに全ての現場

に駆けつけることは不可能です。 

  さらに、１万8,500人以上の死者行方不明者を出した平成23年３月の東日本大震災でも、

岩手県大槌町のように、町長を初め町の多くの幹部や職員が津波によって死亡するなど、行

政機能が麻痺し被災者を支援することができなかったことがあり、これらのことを教訓に、

地域住民が災害時の避難方法などをみずから立案する地区防災計画が平成25年の災害対策基

本法の改正で創設されました。地区防災計画は、自治会や商店街、事業所など、立てる単位

も自由で、その内容も地区の状況に合わせて住民主体で考えるものですが、各地域で地区防

災計画の策定が進むことが市全体の災害対応力の向上につながると思います。 

  そこで、現在、当市では地区防災計画の策定についてどのような取り組みが行われている

のか、今後の普及についていかに考えているのか伺います。また、地区防災計画に大きな役

割を果たす人材育成、防災士の資格取得者増加策とその知識、技能の活用について、またさ

らに、家庭における防災計画やマイタイムラインの普及についての考えを伺います。 

  次に、地域を守る地元建設土木事業所の担い手を育てる取り組みについて伺います。 

  国土交通省によると、広い範囲で大きな被害をもたらした台風19号は、16都県の延べ301

河川で氾濫が発生し、浸水した面積は少なくとも２万5,000ヘクタールと、去年の西日本豪

雨を超える記録的な豪雨災害となり、土砂災害では11月６日時点で20の都県で合わせて821

件確認され、１つの台風で発生した土砂災害としては、記録が残る昭和57年以降最も多くな

ったとのことです。当市でも護岸崩壊や道路損壊、農地、農業施設被害などが数多く発生し、

復旧には多額の費用と長い期間を要するとされています。 

  近年は地球温暖化の影響で大型台風の発生頻度が増し、このような災害は今後も発生する

ことが危惧されています。また、南海トラフ巨大地震の発生も近い将来あるいは直近で発生

するかもしれません。これらの自然災害に対して、住民の安全を確保し、被害を最小限に食

いとめ、被災後の早期復旧復興を図るためには、地域の建設土木事業者の協力が不可欠です。 

  しかし、少子高齢化、人口減少の中で、受注量も減少し、担い手の確保はどこも深刻な課

題であり、技術の承継はおろか事業所の存続のままならない状況であると聞きます。国土交

通省では年間を通じた切れ目のない公共工事の発注は、地域の担い手となる建設業者の経営

の効率化及び安定化、公共事業の品質確保を図る上で重要であり、発注、施工時期の平準化

に向けた取り組みをさらに多くの地方公共団体に広げることが重要であるとしています。当
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市における取り組みはどのように行われているのでしょうか。また、今後、公共工事の発注、

施工時期の平準化にいかに取り組んでいくかについて伺います。 

  最後に、市営食肉加工センター、イズシカ問屋の個体受け入れ状況とその改善策について

伺います。 

  イズシカ問屋については、捕獲個体の買い取りにより、狩猟者の捕獲意欲を増進し、もっ

て深刻な野生鳥獣による農業被害の軽減を図るとともに、品質のすぐれた食肉の販売による

伊豆市ブランドの向上に貢献してきたと確認しています。しかしながら、季節変動はあるが、

その受け入れ能力は十分でなく、せっかく搬入しても受け入れを断られ、搬入意欲、さらに

捕獲意欲も減少しているとの声が複数の市民、狩猟者から寄せられています。現状の課題に

ついてどう認識しているのでしょうか。今後の改善策をいかに考えるのかについてお伺いい

たします。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） ただいまの杉山誠議員の質問に対し答弁を求めます。 

  市長。 

〔市長 菊地 豊君登壇〕 

○市長（菊地 豊君） お答え申し上げます。 

  まず、地区防災計画の現状についてですが、市内では４地区と１団体で地区防災計画が策

定されています。特に、地震・津波被害が想定されている土肥地区での計画策定が進んでお

ります。 

  詳細については総務部長に答弁をさせます。 

○議長（三田忠男君） それでは、続いて、総務部長。 

○総務部長（伊郷伸之君） まず、１点目の地区防災計画の状況でございますが、まず、平成

28年度に修善寺のニュータウン地区で、土砂災害に対応した地区計画の策定を先頭に、平成

30年度に小土肥の浜区、黒根区、八木沢連合区の３地区、それと土肥温泉旅館協同組合の１

団体で策定されております。さらに今年度、土肥の大藪区と観光協会の土肥支部、こちらが

やはり地震・津波に対応した地区計画の策定に向けて、現在、大学の先生をお招きして、年

度内の完成を目指していると伺っております。 

  今後の地区計画の策定の普及でございますが、やはり区長会や防災指導研修会などでその

必要性等を普及啓発してまいりたいと考えております。 

  次に、２点目の人材育成についてでございます。 

  人材育成として、まず議員、防災士の資格のことでございますが、まず県が実施します防

災士の養成講座や災害に関する各種フォーラムなどの御案内を広報等により案内しているん

ですが、残念ながら、現状、申し込みがほとんどないというのが実情です。市としましては、

市民の方の防災意識の高揚を図るために、防災指導員や地域福祉委員、地区の役員等、防災

研修や講話などを年間10回程度実施しておりますが、なかなか思うように進んでいないのが



－53－ 

現状でございます。 

  地域の防災意識の高揚には、やはりそれぞれの地区に防災に関してのリーダー、引っぱっ

ていく方が必要となります。今後もこの防災士につきましては、取得に向けていろいろ啓発

していきたいと考えております。 

  ３点目のマイタイムラインの普及についてですが、防災に関して市民みずからが果たすべ

き役割は極めて大きいものでございます。自分の安全はみずからの手で守るという意識を持

っていただき、災害対策の意識を高めていっていただきたいと考えます。 

  このマイタイムラインにつきましては、現在、国の狩野川直轄流域の地区につきましては、

浸水区域等のハザードマップを作成し、関係各戸へ配布しております。また、県管理の狩野

川流域と修善寺川につきましては、現在市でもハザードマップを作成している最中です。来

年度早々には各戸配布できるものと考えております。また、さらに、大見川と土肥の山川、

これについて、現在、県において洪水浸水の想定区域の区域図の作成をしていると伺ってお

りますので、こちらも来年度中には公表できるものと考えております。 

  また、土砂災害の危険性につきましてもハザードマップで示しておりますので、既に土砂

災害警戒区域や浸水区域に指定されている地域にお住まいの方は、まず自分の住んでいる地

域の災害リスクの周知から始めていただき、最終的には、一人一人のマイタイムラインを御

家庭ごとに防災について話し合って作成していただくことが理想と考えております。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） それでは、再質問ありますか。 

  杉山誠議員。 

○１４番（杉山 誠君） 今、市内でも４地区１団体が地区防災計画を策定しているというこ

とを伺いました。今後、この地区防災計画をより広げていくことが必要かと考えますけれど

も、なかなかそれが広がらないというのはどこの地区でもあると思います。 

  平成26年版の防災白書というのがありまして、この中で地域コミュニティにおける共助に

よる防災活動という項目があります。ここで書かれているのが、内閣府が平成25年に実施し

た東日本大震災の被災者に対する調査結果をもとにして、東日本大震災の前から自治会、町

内会等の地縁活動やＮＰＯ、ボランティア活動等への参加の程度が高い人ほど、大震災時に

も孤立することなく支援したり支援を受けたりすることができる可能性があると言え、この

ような活動が地域コミュニティの防災力の向上に重要な役割を果たすと思われると書かれて

います。 

  そして一方で、平成26年に内閣府が実施したウェブアンケート調査によれば、地域コミュ

ニティにおける防災活動を除く一般的な地域活動と防災活動の関係を見ると、一般的な地域

活動を行っている人のほうが防災活動を実施している割合が高い。一般的な地域活動の活性

化が防災活動の活発化につながり、それが地域防災力の強化にもつながると思われるとも書

かれています。私も以前から地域コミュニティの強いところは防災力も対応力も強いことは
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感じていたんですけれども、このことについてはどういうふうに思われますか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  総務部長。 

○総務部長（伊郷伸之君） 地域コミュニティと防災計画、防災力の関係、今、まさしく議員

おっしゃられたとおりで、当然、地元には防災のリーダーも必要ですが、人のつながりがだ

んだん希薄になっていきますと、現状やはり少子化であったり高齢化であったりすると、コ

ミュニティ自体が希薄になっていきます。日常の活動が希薄になったコミュニティに、やは

りそこに防災力まで求めるのはなかなか難しいのかなと。マンパワーがやはり不足してしま

うというふうに考えます。まさしく防災計画をきっかけに、地元のコミュニティや地元のま

ちづくりにつながっていっていただければと考えております。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  杉山誠議員。 

○１４番（杉山 誠君） まさに、コミュニティと防災力、これは本当に並行して進められる

もので、地区名は忘れてしまいましたけれども、ある地域では、なかなか防災計画が進まな

かった理由に１つに、地区内の仲が悪いということがあったそうです。ただ、必要に迫られ

て防災計画を進めていく中で、地域住民のつながりが強化されて地区がまとまったという事

例もありますので、この防災計画を推進することによってコミュニティ力も強まるという大

きな効果があると思いますので、今後とも進めていただきたいと思います。 

  そして次に、また先ほどの調査ですけれども、自助・共助・公助をそれぞれ１つ目に人、

組織、２つ目にもの、金、３つ目に情報の３つの要素に分類した上で、地域の防災活動のた

めに必要なものはどれかについて行った質問があります。その回答によると、自助・共助・

公助の中では共助が重要だとする回答が最も多く、また共助の要素の中でも人、組織が最も

重要だとする回答が48.1％、次いで情報を必要との回答が37.1％あったということで、この

ことから、国民は地域の防災活動の活性化のためには、地域コミュニティにおける防災に関

する人、組織がしっかりしていることが必要だと考えており、また、同時に関連制度や支援

に関する情報が不十分であることから、公助において、公助というのは行政機関において関

連情報をしっかりと発信することを求めていると考えられると書かれています。 

  今後、行政における地域コミュニティにおける防災活動の体制づくりを支援するとともに、

積極的に関連情報の提供を行う等、地域コミュニティと行政が連携して対応していくことが

重要になるとこの防災白書では結論づけていますけれども、共助が最も重要ということで、

市内でも多くの自主防災組織がつくられています。 

  先ほどの地区防災計画をつくった地区以外にも自主防組織はたくさんあると思います。た

だ、自主防組織もなかなか課題も多いと聞きますけれども、現状の自主防災組織、区単位の

自主防災組織、これを現状、課題とかどういうふうに捉えられているでしょうか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 
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  市長。 

○市長（菊地 豊君） この自主防災の上でとても大切な視点なんですけれども、市の名前は

忘れたんですが、千葉県の東京寄りのある市長さんのところで、マンションがすごく多くて、

そこで災害上ちょっと脅威を感じて、地域コミュニティをつくっていただいたんだそうです。

だから大きなマンションにそれなりに幾つかの単位でコミュニティをつくっていただいたと。

ところが、3.11の後、市域はほとんど８割ぐらい液状化したそうなんですが、そのときに機

能したのは、やはり昔ながらの自治会だったんだそうです。したがって、やっぱり古くから

の地域コミュニティが力があるということと、今、議員御指摘になったように、そういった

新しいコミュニティのところは何か共通の課題、防災なら防災で議論することによって、地

域力がついていくということはあるんだろうと思います。 

  そこで、総務部長からちょっと詳細を説明させる前に、市長として今回痛感したことを１

つだけ、これ、皆さんにどうしてもお話ししたいんですが、それはまず、地域防災の中でい

ろいろあるんですが、まず予防的、自主的に避難している場所での、実は運営なんですね。

今回、指定避難所と自主避難所で22カ所だったと思います。全部で46カ所、地域の集会所も

含めてやったんですが、当然、職員を配置し切れない。例えば22カ所に３人ずつ職員を置い

ただけで66人食われてしまうわけです。全部で三百数十人しかいないのに。これは市がやり

たくないから皆さんにやってくださいということではなくて、そこに職員を張りつけてしま

うと、彼らが本来やるべきということができなくなってしまうんですね。 

  ですから、すみません、この御質問に答える形で市長から議員の皆さんと地域の皆さんに

お願いは、まずは、そういった避難所の運営、ケアについては、少なくとも市民の皆さんで

やっていただかないと、職員が本来やるべき業務ができなくなってしまう。まずこれを痛感

したところでございますので、市長から申し上げたいと思います。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  杉山誠議員。 

○１４番（杉山 誠君） 先ほどからも総務部長も人が大切だ、リーダーとなる人が大切だと

いうことで、また、今、市長も避難所の運営に携わる人ということで答弁がありましたけれ

ども、そこで注目されているのが防災士という役割です。防災士に期待される役割ですけれ

ども、防災・減災に関する知識や技能を生かして自分や家族の身を守ること、２つ目に初期

消火や避難誘導、避難所開設などの発災直後の対応で、発災前でも避難所運営というのはあ

りますけれども、リーダーシップを発揮すること。そして３つ目に関係機関と連携協力して

災害に強いまちづくりを進めるということがあります。 

  阪神・淡路大震災以降に創設されたこの制度なんですけれども、年々その防災士を取得す

る人はふえておりまして、事前に議長の許可を得て配付させていただきました資料、配付さ

せていただきましたけれども、本当に急上昇しております。昨年度は過去最多の２万3,275

人が取得し、ことし11月末時点の累計は18万2,583人、11月の防災士認証登録者は1,934人と
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のことです。 

  静岡県でも4,083人が認証登録されているということですけれども、先ほどなかなか応募

者がいないという話もあったんですけれども、伊豆市民の中で認証取得されている方もおら

れると思うんですけれども、この人数というのは把握されておるでしょうか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  総務部長。 

○総務部長（伊郷伸之君） まず、防災士でございますが、民間資格ということで、日本防災

士機構が認定する防災士、それと静岡県は独自に県のふじのくに防災士というのを県として

も育成しています。この２つは、まさしくＮＰＯ法人の日本防災士機構の認定と静岡県が進

めるふじのくに防災士と、２種類の防災士の方がいらっしゃいます。現在、ちょっと機構の

ほうに、御質問いただいてから確認させてもらいました。日本防災士機構の資格の取得者、

伊豆市では39名の方がいらっしゃると伺っております。男性が34人、女性が５人というふう

に伺っております。また、静岡県のほうで登録されていますふじのくに防災士、こちらが伊

豆市では26人の方が登録されていると。ちょっと男女の内訳まではわからないんですが、合

わせると65人の方が何かしら防災士に登録されているという現状でございます。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  杉山誠議員。 

○１４番（杉山 誠君） 65人の方が県、そして防災機構の防災士ということですけれども、

私もちょっと県のふじのくに防災士養成講座というものを見たんですけれども、静岡県では

防災士の養成講座、これを行って、その後、日本防災士機構の防災士取得の資格試験を受け

る資格を得られるということで、この流れとしては、一応日本防災士機構の資格取得という

ことを目指すということがうたわれているんですけれども、なかなか講習を受けて、それを

実際に生かしていくということになると、いろいろなその後のサポートが必要なんですけれ

ども、国全体でも防災士の取得者がふえているということで、その一因として挙げられてい

るのが、自治体の後押しというのが挙げられています。 

  県のほうは受講料は資料代だけで3,000円と聞いていますけれども、防災士機構の防災士

取得には６万円強の費用がかかります。それは取得費用だけですので、そのほかにも交通費

とか、場合によっては宿泊費もかかりますので、個人負担としては非常に重い金額と思いま

す。また、県の防災士養成講座、これは私の得た資料だけなんですけれども、年に１回だけ、

そして定員も300名ということで、なかなか私の友人も申し込んだんですけれども、定員い

っぱいでやっと滑り込んだという話も伺っています。年に１回ですので、なかなかやろうと

なったときにもう申し込みが過ぎているとか、いろいろ課題もあるそうですので、日本防災

士機構の講習であれば全国ですけれども、年間通じてやっていますし、そういったしっかり

とした資格を取得することができますので、この費用、これを補助している自治体が県内で

も幾つかあります。 
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  そういった市から行政のほうから防災士取得を働きかけるそういう補助制度とか、そうい

うものをやっているところがあるんですけれども、当市としては費用補助の件に関してはど

のように考えますでしょうか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  総務部長。 

○総務部長（伊郷伸之君） 議員御指摘の補助というか助成の関係ですが、県内をちょっと調

べさせていただいたところ、菊川市と河津町が助成をしていると。小山町につきましては、

町のほうで講座を開設しているというような情報でございました。 

  議員おっしゃるとおり、日本防災士機構では、本当の受講料等で約６万2,000円ぐらいか

かると。片や県のほうですと3,000円ということですので、これを受講料等の経費を直接助

成すべきかどうかというのは、なかなか金額も大きいものですから、難しいのかなというふ

うには考えております。 

  そのほか、受講について、例えば消防団の分団長以上は特例により若干受講科目が減ると

か、そういう特例もあるようですので、まず防災に携わった方に積極的にこういう資格の取

得を促していきたいということと、補助制度につきましては、今ちょっと即答は難しいんで

すけれども、やはり個人の資格になるものですから、どこまで補助していいかという問題も

ございますので、そのあたりはちょっと研究させていただきたいと思います。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  杉山誠議員。 

○１４番（杉山 誠君） 個人の資格ということですけれども、個人の資格をうまく協力をい

ただいて、市の防災に役立てるということが目的ですので、今後取得者がふえることを期待

したいんですけれども、防災士はあくまでも民間資格、今、総務部長言われたとおりなんで

すけれども、やっぱり資格をとっても思うように知識や技能を生かせずにいるケースが多い

ということです。全国に先駆けて取得費用を全額助成してきた愛媛県松山市では、地区防災

計画の策定を防災士を中心に行ったということです。資格取得後の知識向上や防災士同士の

交流を目的に研修会を開催したり、防災士だよりを発行しているという自治体もあります。 

  そこで、当市でも防災士の力を生かすこの取り組み、そういった連絡網であるとか、そう

いった取り組みを今、防災士を資格をとられている方、そして今後ふえることを期待して、

そういう取り組みも必要かと思うんですけれども、いかがでしょうか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  総務部長。 

○総務部長（伊郷伸之君） 市独自で防災士の連絡会というような組織はまだしておりません

が、こちら、ちょっと静岡県のほうにでも聞きまして、県としてどういう防災士の横のつな

がりや県として資格を持っている方をどう地元に反映させるかというのは少し相談させてい

ただいて、しっかりここは勉強していきたいと思います。 
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  また、ちょっとその前の御質問にちょっと関連するんですが、当然、地区計画とか地元の

地域の防災計画につきましては防災士などのリーダーが必要であると、当然それは考えます。

ただ、伊豆市の場合、若干少し問題というか、各区の区長さんが自主防災会長を兼ねていら

っしゃるというと、大体任期が１年なんですね。そうしますと、防災士の方がいらっしゃっ

ていろいろやっていこうということでも、そのときの区長さんが終わっちゃうと、今度次の

区長さんになっちゃう。自主防災会長になっちゃうという組織的な問題も若干進んでいかな

いのにはあるのかなというふうに思っています。 

  修善寺のニュータウンにつきましては、国のモデル事業として位置づけられて、三、四十

ページぐらいの膨大な地区計画なんですが、実際に土肥地区の地震・津波の防災計画は、東

大の先生がいろいろ話し合いとか、いろいろ地元に入って、実際Ａ４の１枚表裏が地区計画

なんです。どうしても計画といいますと、私たちもそうなんですが、三、四十ページのニュ

ータウンのようなすごい立派なものが計画というふうに捉えてしまうんですが、やはり今土

肥で取り組んでいらっしゃるＡ４表裏の１枚でも立派な地区計画ですので、そのあたりをし

っかり自主防災会等に啓発していきたいというふうに考えます。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  杉山誠議員。 

○１４番（杉山 誠君） 地区計画を推進することによって、本当に実践的な地区の防災力が

強まると思いますので、お願いしたいと思います。 

  次に、マイタイムラインですけれども、今、先ほど総務部長から答弁いただきましたよう

に、浸水危険区域とか土砂くずれとか、それぞれのリスクに見合った計画、これをそれぞれ

の家庭また地区の場合もあると思いますけれども、これをつくることが必要なんですけれど

も、浜松市では、市民がとるべき防災行動を平常時に記入しておくマイタイムラインを作成

し、これはひな形ですけれども、これを配布しているそうです。配布といっても、ホームペ

ージを通じてだそうですけれども、それをダウンロードして、みずからの地区のリスクをや

はりホームページでハザードマップ等を出して、把握して、それをチェックして自分の今住

んでいるところはどういう状況かということをしっかりと自覚して、避難行動につなげてい

ただくようなことをしているそうですけれども、こういった普及を促進する、このような取

り組み、これはいかがお考えでしょうか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  総務部長。 

○総務部長（伊郷伸之君） 現状このマイタイムラインについて市として特に、必要という認

識のもとなんですが、先ほどのひな形がダウンロードできるとか、そういうところまでは進

んでおりません。やはり先ほどの地区防災計画もそうなんですが、まずはマイタイムライン

で家庭ごとの土砂であったり洪水であったり、家庭ごとの行動をしっかりまずつくっていた

だくと。それが今度各家庭が集まったのが、またそこのコミュニティの地区防災計画になっ
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ていくと思いますので、まず自助、自分の命は自分で守るという一番御家庭の自分の家の災

害リスクをまずしっかり調べていただいて、家族で話し合うことが大事だと考えております

ので、その標準的な様式のダウンロードも少し研究させてください。いろいろ見ていくと、

確かに自治体によっては、本当に簡単にというか、チェックリストみたくやっているところ

もございますので、伊豆市としてできるところはやっていきたいと考えます。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  杉山誠議員。 

○１４番（杉山 誠君） さきの台風19号では、波多野議員の質問にもありましたけれども、

狩野川台風に匹敵すると繰り返し報道され、甚大な被害をこうむった過去の経験から、多く

の市民が事前避難を行いました。しかし、まだ多くの市民が危険な場所で台風を迎えたと思

われます。地震や台風など、今後確実に起こり得る自然災害に備えて、地区防災計画やマイ

タイムラインなど住民みずからが命を守る取り組みを前進させることが市全体の災害対応力

につながるということを言わせていただきましたけれども、平成26年度版防災白書の中で、

国民は防災活動の活性化のために、公助においてつまり行政側から関連情報をしっかり発信

することを求めていると考えられるとありました。 

  さまざまな方策を通じて整理して市民に発信する必要があります。そのためには、今の防

災担当部署の人員では不十分と自分は感じております。時間外もかなり多いということも伺

っていますので、公明党では国において防災・減災を政治の主流にと訴えて、ハード、ソフ

ト両面にわたる施策を強く推進しています。一旦大災害が起きると、その復旧復興には多く

の年月と費用を費やします。まして失われた命は二度と戻ってはきません。福祉や経済、教

育、これらの充実、当然必要ですけれども、いつ来るかわからないと言われて十分な施策が

行われにくいのが防災・減災対策と言われています。 

  市長は先ほど、４期目を目指すことをはっきり表明されましたが、今後、伊豆市行政のあ

り方について人員配置を含めて防災・減災に対する取り組み姿勢をどのようにお持ちでしょ

うか。伺います。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） とても重たい課題です。防災安全課が今職員が足りていないであろう

ということは、私も痛感をしておりまして、いろいろ報告書や書類が多いことと、やはり何

かあるたびに県等からの問い合わせもあるようで、実際に年に数回は台風等で体制をとるわ

けですから、そのたびに忙殺されていることも承知をしております。 

  他方、今オリンピック関連で10人程度の職員が専従となっていて、オリンピック・パラリ

ンピックが終わるまで余り大きな人事を異動させずに、何とかこの１年半を乗り切っていき

たいと思います。その上で、当然、防災の目的は市民の生命と財産を守ること、目標は、何

かあるたびにとにかく死者を出すなということを指示しているんですが、被害の規模は大き
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いんですが、河川洪水と津波はある程度場所が特定できるんですね。伊豆市で避難勧告する

ときに、ほとんどが土砂災害です。そうすると、３万人の避難する場所がありませんから、

実は避難指示を出せない。避難勧告の中で、申しわけないんですが、市民の皆さんが避難勧

告を全域で出した段階で、御自分の周りの環境を判断していただいて、まずはみずから避難

していただくことが現状精いっぱいなんですね。 

  何とかそこまでをしかるべき我々も体制をとる、情報を出す、避難を呼びかける、その上

で、皆さんが確信を持って、自分はここにどういうタイミングで逃げるんだということを判

断していただくところまではしっかり体制をとらせていただくということを短期的な目標に

今置いております。 

  それよりさらに長期的な構造的な問題については、申しわけないんですが、もう少し時間

をいただく必要があろうかと思います。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  ２問目ですね。それでは、２問目の答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） 地域を守る地元建設業者の重要性につきましては、伊豆市が合併して

から地元業者の数が減少していることに大変危機感を感じております。地震、台風、豪雨な

どの災害に対して、この364平方キロという広範囲な市域を守るために、昼夜を問わず災害

復旧対応をいち早くお願いしておるところです。これまでも平成16年、それから19年の台風

による災害、また、平成26年２月の、まだ私たちが覚えております大雪のときの除雪対応、

また、本年度の２回にわたる台風でも大変大きな御負担をおかけしました。今回、台風15号

で被害を受けたわさび沢の土砂を撤去することができないうちに19号を迎えた。その理由を

担当から確認しますと、やはり建設業者さんが足りなかったそうです。 

  このように地域の建設事業者さんのノウハウと資材を活用させていただくことによって、

市民の安全・安心を確保するためにこの事業者さんを守り育てていくことが、ひいては市全

体の公益につながるものと信じております。そのためにも、公共工事の必要性や発注、それ

から施工時期の平準化に向けた取り組みが重要であり、今後の課題として取り組んでまいり

ます。 

  国土交通省からもこの点を重視した新たな政策、指針等が出ておりますので、それに従っ

て着実に進めてまいります。 

  詳細については、さらに建設部長に答弁をさせていただきます。 

○議長（三田忠男君） それでは、続いて、建設部長。 

○建設部長（山田博治君） それでは、答弁させていただきます。 

  地域の担い手となる建設土木事業者の確保にはその経営の効率化や安定化が必要であり、

年間を通じた切れ目のない公共事業の発注や施工時期の平準化などの取り組みをさらに進め

ることが重要視されております。また、新・担い手三法では、働き方改革の推進、生産性の
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向上、災害時の緊急対応の強化の３つを軸に取り組みを推進しております。建設業における

働き方改革の推進としては、適正な工期設定、施工時期の平準化などが示されております。

当市におきましても債務負担行為やゼロ債務負担行為を活用した適正な工期設定、施工時期

の平準化を図りたいと考えており、昨年度におきましては平準化を図った工事の発注を１件、

今年度におきましても数件の発注を予定しております。また、災害時の緊急対応の強化につ

きましては、緊急性に応じた随意契約、指名競争入札等の適切な選択が示されており、伊豆

市における災害復旧工事についても、適切な入札方法を選択することにより、早期工事の完

了に努めたいと思っております。 

  担い手を育てる取り組みにつきましては、伊豆市建設業組合を通し、相互の理解を深める

ための勉強会などを実施を考えていきたいと思っております。また、国や県が実施している

工事現場の見学会などを参考に、建設業者とともに子供たちや学生たちにものをつくる楽し

さ、魅力などを発信し、担い手を育てる取り組みを検討していきたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  杉山誠議員。 

○１４番（杉山 誠君） 建設事業者の労働力不足、これ本当に、労働力不足というのは国を

通じて不足しているんですけれども、特に土木建設業界において労働力が不足して、募集し

ても人が来ない、応募がないという声が聞かれます。地域の守り手として、今答弁ありまし

たように、重要な役割を果たしている地元の建設土木事業所の衰退は、災害時の対応、住民

の安全確保に大きな不安材料になっています。 

  東日本大震災から２年後の平成25年に、私たち伊豆市議会の当時の第１委員会ですけれど

も、被災地の視察を行いました。そのときに、後方支援拠点として大きな役割を果たした遠

野市の本田敏秋市長から聞いたお話なんですけれども、災害がれきを重機でよけるだけでは

緊急支援車両は走れない。作業員が竹ぼうきで丁寧にくぎや金物を取り除いてやっと車両が

通れるようになった。地元の建設事業者があってこそ支援部隊が道路を走れるようになった

もので、非常に感謝しているとの話があったことが印象に残っています。 

  当市においても、台風災害やその他の災害時に、崩土除去や倒木処理に地元の業者の協力

を得ていると思います。今、答弁にもありましたけれども、その中で市役所との連携体制、

そして具体的にどのような作業が行われているか、また、緊急対応や住民の安全確保、これ

ら事例で結構ですので、具体的な事例がわかりましたらお願いしたいと思います。 

○議長（三田忠男君） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（山田博治君） 緊急時の連絡体制ということですけれども、まず、台風が発生す

るときには、その前の１日か２日前に、チェックインシステムというものがありまして、携

帯でメールを送るんですけれども、業者に台風の接近が来るからというところで、これから
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対応をお願いするというメールを送ります。そこで業者にはしっかり重機の確保と人員の手

配ができるような形をとっていただいております。いざそういう災害が来たときには、情報

的には市民とか消防団とか警察とか、いろいろな方から情報をいただきますので、その都度、

その地域を確認して、そこの地域に、もちろん災害協定を結んでいますので、地域の業者に

即座に行って対応していただくようなことが現状であります。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  杉山誠議員。 

○１４番（杉山 誠君） 大切な役割を果たしていただいているとはいっても、建設業は災害

対応だけでは成り立っていきません。公共工事の平準化を行うことにより、年間を通じて安

定的に仕事ができ、労働者にとっても計画的な休日取得をとれるようになったり、また、事

業者の機材の稼働率向上、重機等の保有も促進される、そして地域の建設事業者の災害への

即応能力も向上するということがあります。重機も今リースの時代になっていますので、仕

事がないことには市内に重機がないことになりますので、それから行政にとっても発注職員

等の事務作業が一時期に集中することが回避できると思います。 

  国土交通省から地方公共団体における平準化の取り組み事例についてとの資料が出されて、

地域の担い手となる建設業者の経営の効率化及び安定化、公共工事の品質確保を図る上で重

要であることが示されています。債務負担行為の積極的な活用ですけれども、予算は単一年

度で完結するのが原則ですけれども、大規模な工事などの場合に債務負担行為を設定して、

複数年度で事業が今でも行われております。この債務負担行為を利用して、柔軟に年度をま

たぐように、またあるいは公共工事の平準化を図るためのゼロ市債、ゼロ債務とも言います

けれども、それを活用する自治体もふえております。県でもそのような取り組みを行ってお

ります。 

  今後ともそういった取り組みをさらに進めて、安定した発注、そして工事の平準化を図っ

ていくことが必要ということは今答弁にもありましたけれども、なお一層それを推進してい

ただきたいと思います。今後のそれらに対する方針というか、しっかりとしたそういった取

り組みの方向性というのは確立しているのでしょうか。伺います。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  建設部長。 

○建設部長（山田博治君） 議員御指摘のとおり、重機の保有というものが、非常にリースを

持つ業者が多いものですから、いざというときになかなか確保できない。あとは問題は現場

に重機を置いていると、じゃ、そこでそこにとりにいくまでに被災していたらどうするとか、

そういう問題が個々にあると思います。今言われたように、発注の安定とか平準化につきま

しては、市のほうでちょっと債務負担の確認をしたんですが、平成29年からいきますと、１

件、30年に２件、令和元年に１件という数少ない債務負担をやっている状況でございます。 
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  その辺も踏まえて、建設部としては、現在、昨年も１件やって、ことしも先ほど言いまし

たように数件はそういう債務負担とかゼロ債を活用して、やっぱり平準化、どうしても２月、

３月に工事が集中するということは避けたいものですから、そういうものがしっかり国から

も示されていますので、それをしっかり有効活用して取り組んでいきたいと思っております。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  杉山誠議員。 

○１４番（杉山 誠君） あと、工期設定なんですけれども、工事着手時期とか工事完成時期

等が特定されない工事の発注にあって、落札日の翌日から一定期間内に受注者が工事着手日

を選択できる工事着手日選択可能期間というものを定めて、ゆとりある工事を促すフレック

ス工期契約制度や、工事着手時期が特定される建設工事の発注に当たって、落札日の翌日か

ら工事着手指定日の前日までの間を事前の準備期間として定めることによって計画的な発注

を行い、円滑な施工を促す早期契約制度というのがあるそうです。 

  これらを活用して柔軟な工期設定について取り組むところもありますし、これも必要と言

われていますけれども、このことに関する考えはいかがでしょうか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  建設部長。 

○建設部長（山田博治君） 工期の設定につきましては、今、当市では、国交省監修の工期の

設定の考え方という本がありますので、それに基づいて直接工事に対して計算式があって、

それで設定をしているのが今現状でございます。今、議員言われたように、フレックスとか

いろいろそういう制度につきましては、まだ現在市のほうでは対応しておりませんので、そ

の辺は県とか関係のほかの市町の状況を確認しながら、その制度が本当に有効なのか、うま

くできるのかというのをちょっと研究して、考えていきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  杉山誠議員。 

○１４番（杉山 誠君） 市内の公共インフラを含めてさまざまな工事関係、そういったもの

を建設部が所管しているんですけれども、やはり事業者のそういったことを目的に、市の事

業計画が進められているということは余り考えられませんけれども、やはり市のいろいろな

建設計画を考える上で、そういった今質問をさせていただいたようなことも勘案して、総合

的に行政としてそういった発注方法であるとか工期の設定であるとか、そういうことを地域

を守る土木建設事業者の担い手、就業者も安定した仕事とそれから待遇が得られなければ、

なかなか就業者も得られませんので、そういったことも配慮してやっていくことが今後必要

なことではないかと思うんですけれども、建設部だけではなくて、それは全庁的な取り組み

になると思うんですけれども、その辺のところの考えはいかがでしょうか。 
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○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） 議員御指摘のところは、私も過去、自分が市長として痛感をしており

まして、職員でいえば、建設部ではなくむしろ契約のほうで、６月、７月にかなり集中をし

て問題が生じたこともございますし、また、工期が３月31日である必要がない工期について

も、今度は建設事業者さんのほうが４月、５月に仕事が極めて少なくなるというような構造

的な弊害がございました。 

  今は国土交通省を中心に、政策的に繰り越しや債務負担を使うようにも指針も出ておりま

すので、そこはなるべく１年を通して平準的に事業が行えるように、これはむしろ今の時代

には公益にかなうものと思います。 

  もう一つ、市長の視点で御説明申し上げたいことが、エリアなんです。364平方キロの中

で、あるいは三島田方地区全体で見たときに、私たちは災害対応をいち早く地元の業者さん

にお願いしているわけです。災害協定を結んでいる。ですから、しかるべくエリアの中で地

形とか道路網とか土質とか、そういったものになれていただきたいというのは、私たちが要

求しているにもかかわらず、本復旧のときにはこれまで一般入札でやってきたわけですね。 

  今、担い手三法等の中で新たな政策の中で、随意契約と指名競争と一般競争をうまく組み

合わせられるようになっておりますので、いわゆる応急のときには随契ですぐに近いところ、

あるいは本復旧であっても、これまでの全てほかの一般的な公共事業と同じような一般競争

入札ではなくて、ある程度エリア等を絞った指名競争入札ということもありますし、そこは

私たちの防災の観点からも政策目的に合った発注の仕方というものを考えていきたい、そう

いう時代なんだろうと考えております。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  では、３番目の食肉加工センターですね。 

  答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） イズシカ問屋の状況について答弁申し上げます。 

  個体受け入れに関して、施設の加工能力、特に熟成のための冷蔵庫の規模などから、搬入

いただいた個体の全てを受け入れることができず、やむを得ずお断りしているという状況は

開設当初からございました。このため、減容化施設を整備した平成30年度からは受け入れ方

法を改善するなど、市としても捕獲者の意欲が減退しないように努めてきたところではあり

ますが、残念ながら、施設規模やあるいは処理職員の限界もあり、１日の受け入れ可能頭数

を超えて搬入された場合は、現時点においても受け入れをお断りしていることがございます。 

  詳細については産業部長に答弁をさせます。 

○議長（三田忠男君） 続いて、産業部長。 

○産業部長（滝川正樹君） それでは、私のほうから答弁させていただきます。 
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  議員御指摘のとおり、イズシカ問屋の設置目的の１つは、有害鳥獣対策の一環として、狩

猟者の皆様の捕獲意欲の向上、個体処理の負担軽減にあります。このため、搬入いただいた

個体は全て受け入れることが望ましいのですが、市内での捕獲頭数の増加に連動しまして、

イズシカ問屋への搬入頭数も年々増加しており、年間800頭を処理できる現在の施設に対し

て、近年は1,000頭を超える処理を行ってもなお、やむを得ず受け入れをお断りすることも

ございました。 

  こうした中で、捕獲者の捕獲意欲の向上、処理負担の軽減等受け入れの公平性を極力維持

するため、昨年度受け入れができずに持ち帰りをお願いしておりました個体を引き取って処

理をする減容化施設の導入と、狩猟者の皆様の御理解をいただきまして、従前の先着順から

一定の時間までに持ち込まれた個体の中で当日の処理頭数を超えた場合は、より状態のよい

個体を選別して受け入れる方法に変更しました。こうした見直しによりまして、狩猟者の皆

様の捕獲意欲の向上や公平性の維持につながっていると考えております。 

  施設の規模から大変厳しい面もございますが、今後も処理工程の工夫など、さらなる施設

の効率的な運用により、少しでも多くの個体を受け入れ、処理ができるように努めてまいり

たいと考えております。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  杉山誠議員。 

○１４番（杉山 誠君） 800頭のところを1,000頭以上が搬入されているということで、処理

能力の限界ということですけれども、なかなか受け入れがかなわないということが、お話が

聞こえてきます。今現状、搬入規模で持ち込まれた頭数と実際に受け入れた頭数、あるいは

受け入れできなかった頭数というような、そういうデータはとられておいででしょうか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  産業部長。 

○産業部長（滝川正樹君） 今、議員御質問のとおり、受け取りをした後の頭数については当

然データを持っているんですが、今御質問いただいたように、その時点で搬入をお断りせざ

るを得ないという頭数については、これまでは特にデータとりというのはしておりませんで

した。そういったこともありまして、今、議員からも御指摘があったとおりでございますの

で、今後といいますか、今月に入りまして、昨日からなんですけれども、そういったもしお

持ち帰りといいますか、受け入れをお断りするようなケースについて、これから全てデータ

をとるようにしていくということでございます。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  杉山誠議員。 

○１４番（杉山 誠君） 受け入れがかなわないということが、なかなか狩猟者の間で今それ

が広まって、最初からもう持ち込みは行わないよと、どうせ受け入れてくれないんだからと

いう声が何人かから聞かれます。やはり本来の目的は、狩猟者の捕獲意欲の増進であります
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ので、できるだけ受け入れが、イズシカ問屋は持っていっても受け入れがなかなかかなわな

いということが広まってしまいますと、非常にダメージがありますので、それはまずいこと

だと思います。今これから実態というものを把握していくという答弁でありました。それを

ぜひ進めていただいて、実態をしっかりと把握していただきたいと思います。 

  今、受け付けが９時に終了ということで聞いておりますけれども、やはりなかなか狩猟専

業者でないと、早朝にわなにかかったものをしとめてということはなかなか難しいというこ

とで、９時ではとても間に合わないという声も聞かれるんですけれども、そういった方々の

意見とかそういうものを聞いた上で、９時の時間を延ばすとかそういったことも可能なんで

しょうか。９時を９時半にするとか10時にするとかということは可能なんでしょうか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  産業部長。 

○産業部長（滝川正樹君） 今、議員からお話のございました９時で終了といいますか、先ほ

ど私がお答えさせていただいたとおり、一定時間までに持ち込まれた場合は、先着ではなく

て選別をさせていただくというものの目安として、９時までに搬入した個体にということで

すので、当然その時間までにもし１頭も例えばその日なければ、９時以降お断りするという

ことではございませんので、そこは御理解いただきたいと思います。 

  その上で、議員から今お話あったとおり、実際には銃猟というよりは加工センターに搬入

されるものはほとんどもうわな猟でございます。わなですので、当然、夜中に基本的にはか

かって、朝の見回りによって捕獲できていたかどうかを確認した上で、捕獲できている場合

はセンターに持ち込むというような流れになっておりますので、余りこれを遅い時間にしま

すと、やはり個体の暴れとかによって内出血等、肉の状態も悪くなるということもあります

ので、今の時点では、一応９時ということが適正な時間ではないかというふうには考えてお

りますが、やはり１年間の中で四季があります。日の出、日の入りの時間もずっとずれます

ので、そういったところで夏と冬に多少の目安の時間を変更するということにつきましては、

また狩猟者の皆様からの御意見等も伺いながら考えさせていただきたいというふうに思って

おります。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  杉山誠議員。 

○１４番（杉山 誠君） ここに総務省の関東管区行政評価局というところから出された報道

資料があるんですけれども、その中で、鳥獣による被害及びその防止の取り組みの実態調査

の結果という中で、これまで一般に明らかになっていなかった鳥獣の捕獲において狩猟者が

負担している手間やコストの実態について初めて把握、整理しましたということが書かれて

います。私たちは身近に狩猟している方がいるので、お話として聞くんですけれども、改め

て国として、そういった狩猟者の負担、そういったものが把握されたということです。 

  これは平成29年ですので、実際に狩猟をしている方、仕事のかたわら、農家の依頼を受け
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てわなの設置や見回り、そして捕獲した個体、とめ刺し、そして血抜きを行って車まで運ん

で積み込んで、イズシカ問屋に搬入して、そういう手順を踏んでおりますけれども、それも

なかなかの重労働です。せっかく搬入しても、そこで受け入れがかなわなければ、また持ち

帰って埋設処理しなくてはなりません。これ本当に体にもきついとともに、やっぱり落胆、

がっかり感というのは強いと思います。 

  また、近所の農家の人の話ですと、依頼してあったわなにイノシシがかかったので、見に

いったところ、すごい勢いで突進してきて非常に怖かったというお話です。実際に狩猟を行

っている方の中にはワイヤーが切れて、イノシシに襲われて大けがをしたという話も聞きま

す。まさに命がけの作業です。ですので、その上で狩猟者の高齢化も進んで、きめ細かく地

域の農家の被害防止のために捕獲作業を受けてくれる狩猟者の減少が危惧されます。そんな

中で、やはり捕獲意欲の増進維持のために、今後とも改善が必要ですので、ぜひよろしくお

願いしたいと思います。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） 答弁は求めますか。 

  産業部長。 

○産業部長（滝川正樹君） 今、議員お話しいただいたとおり、まさに捕獲は狩猟者の皆様に

頼らざるを得ないというところが現状でございます。そういった皆様の負担が少しでも軽減

できるように、私どもはそのために、今、有害鳥獣捕獲隊、実施隊というもので定期的に会

議等も行って御意見も伺っておりますので、より捕獲の環境を整えるように努めてまいりた

いと思います。 

  それから１点、すみません、先ほどお断りした個体については持ち帰ってという御発言い

ただいたんですけれども、先ほど来御説明しているとおり、減容化施設が稼働したことによ

りまして、仮に受け入れができない場合でも、とった個体は私どものほうで引き取って、減

容化施設で処理をしていますので、そこについては負担の軽減というところはしているとい

うことで、御理解いただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） これで杉山誠議員の質問を終了いたします。 

  ここで議事の都合により昼の休憩にいたします。 

  再開は午後１時からといたします。 

 

休憩 午前１１時４３分 

再開 午後 １時００分 

 

○議長（三田忠男君） それでは、休憩を閉じ会議を再開いたします。 
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◇ 鈴 木 正 人 君 

○議長（三田忠男君） 次に、５番、鈴木正人議員。 

〔５番 鈴木正人君登壇〕 

○５番（鈴木正人君） ５番、市民第一クラブ、鈴木正人です。 

  まず初めに、去る10月12日、台風19号が伊豆半島に上陸し、伊豆半島を初め東日本に甚大

な被害をもたらし、この伊豆市においても、今定例会の補正予算に災害復旧費が提案されて

おりますとおり、家屋の損壊や浸水、農林水産被害、生活道路の崩落など市民の皆様の生活

に大変大きな影響を来す事態となりました。ここに改めまして、被災された市民の方々に心

よりお見舞いを申し上げますとともに、被災された皆様の１日も早い復旧と早期に平穏な生

活を取り戻していただけるよう、我々議会も行政とともにしっかりと取り組んでいかなけれ

ばと考えております。 

  それでは、議長に発言の許可を得ましたので、通告に基づき一般質問をさせていただきま

す。 

  今回は、平成30年度決算から「３期12年」の菊地市政をみると題しまして、市長に伺って

まいります。 

  なお、通告した事業内容が教育部の所管の部分もございますので、あわせて教育長にも答

弁を求めます。 

  本年、令和元年９月定例会において、山口繁議員が「菊地市政３期12年の総括を」と題し

て、市長の市政運営に対する一般質問が行われました。 

  また、菊地市長３期目最後の決算審査となる平成30年度一般会計歳入歳出決算及びその他

特別会計・公営企業会計決算については、審査の結果、いずれも賛成多数にて承認されたと

ころであります。 

  一方で、「広報伊豆」11月号にて、４ページの紙面を割いて、市民に向けて「平成30年度

決算 まちづくり成果報告」と題して、平成30年度に取り組んだ主な事業、伊豆市の財政状

況、伊豆市まち・ひと・しごと創生総合戦略の進捗状況についての概要が掲載され、市民の

皆さんに納めていただいた税金がどのように使われたのか、市民に向けて一定の周知が行わ

れたところでもあります。 

  平成30年度諸会計の決算については９月定例会にて大いに議論を重ねたところであります

が、市長の３期目最後の決算審査の観点から、改めて市長の自己評価並びに所見を以下伺い

ます。 

  １つ目。まず、平成30年度に取り組んだ主な事業のうち、以下の事業について、改めてそ

れぞれの事業内容とその成果について伺います。 

  ①総合計画、基本計画の１、まちづくり重点目標の２、「安全で心地よい生活環境の創出」

から「定住促進事業補助金」について。 

  ②まちづくり重点目標３、「産業力の強化」から「伊豆市産業振興協議会委託事業」につ
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いて。 

  ③まちづくり重点目標４、「まちへの誇りの醸成とブランド力の向上」から「文学の郷構

想策定支援業務」について。 

  ２つ目。続いて、それぞれの事業の成果を伊豆市まち・ひと・しごと創生総合戦略の進捗

状況との兼ね合いで改めて説明願います。 

  ３つ目。最後に、これらを踏まえて、市長みずからがこの３期目を「ホップ・ステップ・

ジャンプ」のうちの最後の「飛躍の期」と位置づけて、これまで市政に取り組まれてきたと

いう前提で、改めてこの平成30年度決算をどのように総括し、評価されているのか伺います。 

  以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（三田忠男君） ただいまの鈴木正人議員の質問に対し、答弁を求めます。 

  市長。 

〔市長 菊地 豊君登壇〕 

○市長（菊地 豊君） 鈴木議員の御質問にお答え申し上げます。 

  まず、質問の御趣旨の中で、３期目の最後の決算審査ということで市長の評価並びに所見

ということでございますが、この点についてまず総括して申し上げます。 

  私が大城前市長から市長職を引き継いだときに、市長事務の引き継ぎを行いました。そこ

には25事業書いてございまして、そのうち、道路整備については４項目、行財政改革につい

て３項目ありましたので、全部で29項目ございました。そのうち未着手のもの、または道半

ばのもの、もちろん全部できたわけではないんですけれども、未着手もしくは未完成が大き

く残っているものがまず学校、次に伊豆医療センターと病院問題、そして、道路整備のうち

横瀬交差点、それから新エネルギー、それから新庁舎の建設、そして防災行政無線のデジタ

ル化となっていて、防災行政のほうはデジタル化しているんですが、同報無線のほうがデジ

タル化しておりませんので、25事業29項目のうち、この６項目についてはいまだ完成されて

いないという状況でございまして、これをどう見るかというのはなかなか苦労が要ったとい

うことを今感じているところです。 

  そして、私が市長に就任しました平成20年から直近のデータがわかるところまでを顧みま

すと、人口については御承知のとおり減少の一方で、これは大きな課題として残っておりま

す。あわせて、これまで申し上げてまいりました人口減少に伴って経済力が落ちないように、

行政サービスを維持し、地域活力を維持するためにということで経済政策を申し上げてまい

りましたが、これは直近のデータが平成28年になります。平成20年に人口３万6,400人で経

済総生産が1,009億円でした。平成28年に人口３万2,000人で、経済総生産は同じ1,009億円

です。経済の総生産は平成24年が底となっておりまして、約950億円、60億円ほど下がった

時期がございます。１人当たりの経済総生産にしますと、平成20年に約280万円ぐらいでし

ょうか。平成28年は315万円ぐらいということで、１人当たりで見るとかなり頑張っている

というところです。基礎となるベースが違いますので、これを人口に割って１人当たりの所
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得が出るわけではございません。１人当たりの市民所得で見ますと、平成20年が240万円、

平成28年が250万円で、同じように１人当たり市民所得の底は平成24年の230万円というデー

タがございます。人口減少が厳しい中で経済については何とか横ばいで頑張っているけれど

も、この人口減少が経済に影響を与えないように、これからかなり厳しい状況に直面すると

いう認識でございます。 

  その他、格別に御質問の点についてはそれぞれ担当する部長から答弁をさせていただきま

す。 

○議長（三田忠男君） 続いて、教育長。 

〔教育長 西井伸美君登壇〕 

○教育長（西井伸美君） それでは、私から③の文学の郷構想策定支援業務についてお答えい

たします。 

  本業務は、湯ヶ島地区のにぎわい創出、地域の活性化を推進するため、文学をキーワード

とした湯ヶ島地区文学の郷構想を策定しました。この構想は、市関係部局がそれぞれの視点

でかかわり、地元の皆様とともに協議を重ねながら、湯ヶ島地区のにぎわいづくりの創出に

ついて、10年先の将来を見据え、地元が積極的にかかわる体制づくりを視野に策定したもの

でございます。 

  湯ヶ島地区は、文学に関連した多くの歴史文化資源がございます。今回は文学という資源

を軸に地域振興拠点として位置づけ、地域のにぎわいが創出に向け、構想策定を機に地域住

民主体の特色あるまちづくり、地域づくりに取り組んでまいりたいと考えております。 

○議長（三田忠男君） 続いて、総合政策部長。 

○総合政策部長（堀江啓一君） それでは、私のほうから１番の①、②、２番について説明さ

せていただきます。 

  まず、①でございますが、総合計画の重点施策２、「安全で心地よい生活環境の創出」の

中の定住促進事業補助金についてでございますが、事業内容としては２種類あります。１つ

は、住宅補助事業としまして、夫婦いずれかが満40歳以下の若者夫婦世帯を対象に、住宅を

新築または購入し、土地を取得した場合、100万円の補助金を交付しております。また、小

学生以下の子供がいる場合は、１人につき10万円を加算して交付している状況でございます。 

  ２つ目は賃貸補助事業で、民間賃貸住宅に居住する婚姻届の提出者から１年以内の若者夫

婦世帯を対象に、24カ月間、月額２万円の補助金を交付しております。 

  成果といたしますと、住宅補助事業においては、制度開始の平成22年から本年11月末まで、

延べ320件の申請があり、市外からの移住者376人、市内定住者816人、合わせて1,192人の移

住・定住につながっております。また賃貸補助事業においては、制度開始の平成28年から本

年11月末までに延べ17件の申請があり、市外からの移住者16人、市内定住者18人、合わせて

34人の実績となっております。 

  ②総合計画の重点施策３、「産業力の強化」の中の産業振興協議会委託事業についてでご



－71－ 

ざいますが、伊豆市産業振興協議会委託事業は、伊豆市全体の観光による地域づくりや、商

品の販路拡大と伊豆市のブランド力向上に係る業務について、一般社団法人伊豆市産業振興

協議会に委託しました。 

  委託事業の主な内容としましては、観光誘客プロモーション事業とブランド力向上事業に

なります。 

  観光誘客プロモーション事業は、伊豆市を知ってもらうこと、興味を持ってもらうことを

目的として、主要マーケットである首都圏を中心に、認知度アップのため、首都圏の主要駅

への情報冊子の配架やポスター掲示を行いました。また、メディアを活用したプロモーショ

ンとして、観光シーズン前に紹介番組を２本制作放送いたしました。 

  観光誘客プロモーション事業は、着実に継続していくことにより今後の観光入り込み客数

に反映されるものと考えております。 

  次に、ブランド力向上事業についてですが、市内業者の取り扱う商品を新たにアマギフト

として認定し、商品を贈答品として売り出すためのパッケージ補助や展示会への出展を支援

するなど、販路拡大に向けて取り組みました。アマギフトについては、本年度４月から６月

に実施された静岡県観光デスティネーションキャンペーンに合わせ、新宿駅での販売につな

げております。 

  続きまして、（２）、まち・ひと・しごと創生総合戦略の進捗状況との兼ね合いでござい

ます。 

  まず、定住促進事業補助金事業についてでございますが、総合戦略においては、戦略２、

ひと、全ての世代が生き生きと暮らし続けられるまちの中の「豊かなくらし移住促進プロジ

ェクト」として、若者の定住促進に向けた支援制度の充実に取り組んでおります。 

  ８月27日に開催されました全員協議会で進捗状況等を報告させていただいたとおりでござ

いますが、これからの第２期総合戦略でも人口減少へのチャレンジを進めてまいりますので、

引き続き定住促進事業補助金を初めとした移住・定住施策を効果的に取り組むことができる

よう検討していきたいと考えております。 

  次に、伊豆市産業振興協議会委託事業でございますが、総合戦略では、戦略１、しごと、

地域の特性を生かしてしごとを生み出すまちの中の観光ブランド創生プロジェクト、商品価

値・販売力向上プロジェクトとして観光ブランド化の推進や販路拡大事業の推進等に取り組

んでおります。 

  最後に、文学の郷構想策定事業についてでございますが、総合戦略では、戦略３、まち、

自然環境と調和した持続可能なまちの中の邑のにぎわい創出プロジェクトとして取り組んで

おり、湯ヶ島地区の地域資源である文学を軸とした地域のにぎわいの創出に向けて、平成30

年度に文学の郷構想を策定したところでございます。 

  今後はこうした取り組み等をもとに、住民主体の特色あるまちづくり、地域づくりを進め

ながら、市民にとって住み続けたいと思えるまちを目指していきたいと考えております。 
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  以上でございます。 

○議長（三田忠男君） 続いて、会計管理者。 

○会計管理者（城所章正君） それでは、平成30年度決算についての総括評価ということでご

ざいましたので、単年度ということでございますので、私のほうからこちらのほうは御説明

させていただきます。 

  平成30年度一般会計の歳入総額は204億7,801万5,000円、財源不足に対応するための財政

調整基金から繰入金が増加したことや、地域振興基金の財源とするための合併特例債の借り

入れが22億8,000万円と高額になったことから、前年度より36億5,116万円の大幅な増額とな

りました。 

  歳出総額につきましては195億6,297万7,000円で、こちらのほうは新こども園の建設、道

の駅の整備等の大型事業のほか、先ほど、合併特例債の借り入れのお話をしましたが、そこ

の部分で24億を地域振興基金として積み立てたことなどにより、こちらのほうも前年度より

37億463万円の大幅な増額となりました。 

  結果、歳入歳出差引額は９億1,504万円で、このうち繰越明許費などの財源として１億

7,300万を令和元年度に繰り越しましたので、実質収支額は７億4,204万円となりました。 

  歳入全体に占める地方税や使用料及び手数料等自主的な収入割合である自主財源比率は

36.5％で、前年度比4.9ポイント下がりました。一方、国や県からの割り当てや市債等の依

存財源は63.6％で、前年度比4.9ポイント上がりました。標準的な行政活動を行うのに必要

な財源をどのくらい自力で調達できるかをあらわしました財政力指数では、これは３カ年の

平均になりますけれども、0.514で、普通交付税の交付等により財政が運営されている構造

でございます。 

  他方、過去の適切な財政運営や経費節減の努力により、地方債の元利償還金に充てた一般

財源がその総額に対する割合である公債費比率は4.6％となっています。 

  地方交付税については、段階的に減額される激変緩和期間の４年目となり、健全財政の維

持と持続可能な財政運営が必須となっております。 

  第２次伊豆市総合計画が改正され、前期計画の３年目になります。地域拠点づくりの推進

として天城インターチェンジ周辺の整備や子育て、教育環境の充実策として修善寺東こども

園建設工事などが行われています。さらに、地方創生総合戦略まち・ひと・しごと創生総合

戦略の最重要施策である人口減少対策事案が実施されてもいます。一方で、公共施設総合管

理計画に基づく公共施設適正配置は避けることのできない課題であり、その計画策定が進め

られております。 

  今後も財政需要の拡大が予想され、経常経費を含めた歳出の効率的な運営が求められます。

財政の健全化判断比率を注視しつつ、市民が期待し、持続成長できる伊豆市の将来像を具体

的に明示しながら効果的施策の実施が求められております。 

  以上でございます。 
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○議長（三田忠男君） それでは、再質問はありますか。 

  鈴木正人議員。 

○５番（鈴木正人君） それぞれ市長並びに担当部長、御答弁ありがとうございました。会計

管理者のほうにも丁寧に財政面からということで決算の総括を述べていただきまして、あり

がとうございました。 

  ９月の定例会でまさに決算審査、私ども議会、審査しまして、通告書に書いたとおり、賛

成多数で可決したというところであります。承認したということでありますので、財政の面

については今後も持続可能な財政運営ができるようにということで、財政指数注視しつつ、

しっかりと健全な財政に努めていただくということで了解をしたところであります。 

  また市長のほうには、先ほど大城市長からのいわゆる平成20年就任される前に引き継ぐ事

業のことについて触れられまして、16年に合併をしていろんな課題が山積する中で、本当に

大変な時期に市長は就任されたんだなということが改めてよくわかりました。全部で29事業

あったんですけれども、うち６事業ということで、学校の再編の問題であるとか、病院であ

るとか、そういったことがまだまだ道半ばということがよくわかりました。 

  その中で、やはり前回の山口繁議員の一般質問初め、前回の議会でもさまざまな議員が人

口減少対策ということでいろいろと伺ってきたわけですけれども、実際その人口減少自体が

とまることができないという中でいろいろと施策を打っているということはわかるわけなん

ですが、今回は平成30年度の決算を引き出して、その中からどういった市政に対してのどう

いう総括をされるのかというのを伺っていきたいと思います。 

  それでは、１番目の平成30年度に取り組んだ主な事業のうちの①の定住促進事業補助金に

ついて、改めて伺います。 

  ９月議会で配付されました平成30年度の決算成果説明資料というのがあるんですけれども、

それによりますと、定住促進事業補助金のうち、これは利用者のことなんですけれども、住

宅補助の利用者が市内が29件で105人、市外が12件で35人、また家賃補助の利用者は市外が

２件で４人と、いずれも平成29年度、前年を上回る数となっているようですが、平成30年度

伊豆市決算概要報告書というのが同じ冊子にあるんですけれども、そこの市民課のほうで取

りまとめている戸籍住民基本台帳事務関係の資料というのがありまして、それを拝見します

と、各年度末現在の年齢階層別人口の状況というのがあります。ゼロ歳から14歳のいわゆる

年少人口、これが平成28年度が2,830人で構成比が8.95％、平成29年度が2,731人で構成比

8.78％、平成30年度は2,631人で構成比8.5％となっておりまして、さらに、15歳から64歳の

生産年齢人口、これが平成28年度が１万6,807人で構成比が53.14％、平成29年度が１万

6,287人で構成比52.39％、平成30年度は１万5,893人で構成比が51.80％と、細かい数字今い

ろいろ申し上げましたが、結果として人数、構成比ともに減少に歯どめがかかっていないよ

うな、そういうような統計になっております。 

  この事業によって見込まれる効果というのが見られていないように思いますが、市長も再
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三人口減少対策やる上でいかにその人口流出というその出血をとめるかのばんそうこうの事

業に過ぎないということはおっしゃっておりますけれども、今のようなデータの中でもう一

回改めて評価のほうをお願いいたします。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  総合政策部長。 

○総合政策部長（堀江啓一君） 今、議員のほうからいろんな年代別の人口をおっしゃってい

ただきました。平成30年度だけを見てみますと、いろんな形の人口の増減はございますが、

例えばゼロ歳から４歳につきましては、伊豆市内は11人の増、５歳から９歳につきましては

３人の増、また30歳から34歳につきましては41人の増という形で、当然毎年毎年出入りはあ

るわけではございますが、やはりそれなりに人口の減少にはある程度歯どめがかかって、そ

れを目的に、伊豆市の若者定住補助金を目的に、他の市町から伊豆市に来ていただけるとい

う状況はあるのかなと考えております。その近隣の市町にやはり出ていかれる方も多いわけ

でございますが、伊豆市のデータで、窓口でその出ていかれるという状況を調べますと、伊

豆の国市なんかに出ていく場合にはやっぱり結婚とか、そういう機に出ていかれる方が多い

というのを聞いております。その中で最終的にある程度子供が生まれた段階でその定住補助

金を利用して帰ってくるという効果があると見られているのではないかと考えているところ

でございます。 

○議長（三田忠男君） 再質問はありますか。 

  鈴木正人議員。 

○５番（鈴木正人君） 今の御説明だと、そう悲観はしていませんよと、全体的な流れからす

れば、今後の傾向からすれば恐らく歯どめがかかりつつあるのか、それとも減少幅が小さく

なる傾向で推移していくのかという、そういうような、楽観的なそういう観測というような

御答弁に受け取られました。 

  今言ったその年代というのは、この後の産業振興協議会であるとか、あとはその文学の郷

であるとか、いわゆる先ほど市長もおっしゃいましたけれども、人口は減っても経済力は落

とさないと、維持するという中で、産業の担い手であったり、地域の担い手であったりとい

うところで、非常にこれから大切な年代の人口だと思います。そういったところで、今後、

これからの施策を進めていく中にもこの事業を継続していきたいというふうな、そういうお

考えだと思うんですけれども、さまざま利用の仕方であるとか、また周知であるとか、いわ

ゆるまだ課題がいろいろあると思います。その辺を精査していただきたいんですけれども、

何かそういったところでございますか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  総合政策部長。 

○総合政策部長（堀江啓一君） 人口減少に関しまして、楽観的に考えているということはご

ざいません。今現在も社会減は続いておりますし、そういう形で伊豆市の人口が減っている
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のは御承知のとおりだと思いますんで、やはりこれからその辺の社会減、確かに、今この平

成30年度につきましては以前よりも社会減が減少しているのは事実でございまして、少しず

つやっぱり成果が出ているのかなと思いますんで、その辺を糧にしまして、これからやはり

ますますその人口減少が減らないような形で施策を打っていきたいなという形で考えており

ます。 

  当然、今も言いました定住補助金等につきましては今後も継続していきたいと考えていま

すし、やはりなかなかプロモーションの仕方というんですかね、伊豆市のそのいろんな形の

施策をなかなか周知するのが以前から余りうまくないということを言われておりますので、

その辺のプロモーションにつきましては来年度以降力を入れていきたいということを考えて

いるところでございます。 

○議長（三田忠男君） 再質問はありますか。 

  鈴木正人議員。 

○５番（鈴木正人君） この移住・定住というのはいわゆるここに移住してきたい、またはこ

こに住んで定住したいと、そういう方々がいわゆる住む場所とのマッチングというのが非常

に大切であって、その辺が苦労されているところであろうと思いますが、その中で、ちょっ

と今回杉山武司議員も通告出してあるんでそんなに深くは触りませんけれども、いわゆる空

き家の活用というところがあります。この空き家の活用というのは、市長がいろいろ地区懇

談会とか、そういう場で市民の皆様に提供してくださいというようなことを再三おっしゃっ

ている中なんですけれども、平成30年度につきましてそういったところで進捗があったのか、

その辺の成果をお聞きしたいのと、これまで継続してやってきたこと、それについても総括

をしていただきたいと思います。総合政策部長でもいいし、市長でも結構です。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  総合政策部長。 

○総合政策部長（堀江啓一君） 空き家につきましては今回杉山議員のほうからも質問出てお

りますけれども、たしか平成22年ごろからですかね、空き家の登録バンク事業というのをや

ってきたと思います。それにつきまして、今回も今年度につきましては空き家調査という形

で区長さんたちに協力していただきながら、調査を進めた段階でございます。現在までも何

件かの方がその空き家バンクを利用しまして伊豆市に住んでいただいているという状況では

ございますが、なかなか件数のほうは、当初のころはある程度はあったんですけれども、昨

年度あたりはあんまりちょっと利用されていないということを聞いております。今年度その

調査させていただきまして、今、年度内に全部の空き家ですね、その辺を、ある程度利用可

能である空き家につきましては職員が出向いて実際に使えるかどうかというのを調査してい

る状況でございますので、それを踏まえましてこれから空き家バンク等の活性化に向けてや

っていきたいと考えているところでございます。 

○議長（三田忠男君） 再質問はありますか。 
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  鈴木正人議員。 

○５番（鈴木正人君） 今の部長の答弁に絡んでなんですけれども、後ほどまち・ひと・しご

と創生総合戦略区についてお聞きするわけですが、ことしの８月26日に第１回の検討会議が

開かれまして、その席上、市長もおいでになっているわけなんですが、ここにちょっと議事

録を私持っているんですけれども、その空き家について市長が最後に述べられているんです

けれども、3,000件ある空き家を１件も貸していただけない状況であり、成功するかどうか

の確信はないけれども、市長としてトライしてみたいことは地域づくり協議会で空き家を提

案していただけないかということでありますと。例えば長泉町は小学校、こども園、病院が

どこにあるか全部言えます、伊豆市は住む家だけでないことが課題であると、行政だけで対

応することは難しいので、人口をふやしたい、活力を維持したいということを地域の皆さん

で話し合い、使える空き家を紹介していただけないか、地域づくり協議会で、あるいは地域

で探していくことを何とかやっていこうと考えているというふうに述べられています。 

  市長、この辺の御意見なんですけれども、何かもう少し具体的に頭の中でイメージしてい

るものがあったら、お答えください。 

○議長（三田忠男君） 答弁を願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） つい最近、ある実業家から聞いた話では、その空き家対策の投資ファ

ンドが今できつつあるというんですね。したがって、その貸し主の方、空き家を持っている

方が中を片づけて、改修して貸し出すというのはとても大きな負担がかかりますので、ある

ところがお金を出して借り上げて、あるいは買い上げて、改修して再利用する。ところが大

体１エリア、市ぐらいで50件欲しいというわけです。そのまとまったもの今１件もないのに、

まとまった数をはい、ぜひ来てくださいという状況に全くないんですね。そこで、これまで

10年間訴え続けてきたところが、本当に別荘地で一、二件いつも空き家リストに上がってく

るだけで、なかなかぜひ移住対策に使ってくださいということは出てこないので、そこで、

先ほどの御質問にもお答えしましたけれども、ただ家を提供して、来てくださいだけではそ

の後がうまくいきませんから、その地域で受け入れていただかなければ移住政策というのは

うまくいかないので、したがって地域づくり協議会くらいの、前から申し上げておりますと

おり昭和中期ころまでの村くらいのエリアで、地域の中で皆さんが話し合って、この家を使

ったらどうだ、誰が貸し主さんで、みんなで受け入れて、そして畑はどこを借りて、畑仕事

は誰が教えてと、多分そこまでのシステムができないと、ただ来てくださいだけでは進まな

いだろうということで申し上げました。ただ、そのためにことしはおおむね、１カ所例外が

あったかどうか今記憶ないんですが、地域づくり協議会のエリア分けでタウンミーティング

をやらせていただきましたけれども、残念ながら現時点でぜひうちがやってみようという感

触はまだございませんで、ここは引き続き粘り強く提言をさせていただきたいと考えており

ます。 
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○議長（三田忠男君） 再質問はありますか。 

  鈴木正人議員。 

○５番（鈴木正人君） どちらかといえば、それがうちのまちにやっぱり合っている気が私も

します。地域づくり協議会等々についてはあしたの小長谷朗夫議員がやられますので、でき

ればこれに関連しても質問があろうかと思いますんで、ここでやめます。 

  続いて、その移住・定住、定住促進事業補助金の絡みなんですけれども、いわゆるその住

まいの今上物の話をしましたけれども、いわゆるその土地のほうの土地利用の件です。これ

は建設部の関係になろうかと思いますが、都市計画区域の拡大というのは菊地市長がこの３

期12年の中でも実績として挙げた事業じゃないかなというふうに思います。それが平成29年

の４月ですか、都市計画区域が一部、旧修善寺町部分が線引きが廃止されて、市街化調整区

域と市街化区域の境がなくなったということで土地利用が進むという中で政策をやっている

わけなんですけれども、平成30年度の決算ということで、いま一度、もし数字があれば建設

部のほうでその辺の成果というか、お願いしたいんですけれども、なければ感触でも結構で

す。いわゆるその土地利用が進んでいるとか、していないとか、その辺を御説明願います。 

○議長（三田忠男君） 建設部理事。 

○建設部理事（白鳥正彦君） 建設部理事の白鳥です。 

  成果の正式な数字はちょっと今把握していないんですが、牧之郷は計画を立て、地区計画

を立てていますので、住宅が以前より当然進んでおります。土地利用に関しましては、線引

きを廃止した修善寺地区におきましては、地区計画のような計画を立てたところに関して、

農業と調整を行いながらさまざまな施策が打てると、また事業も実施できるということで、

牧之郷がそれの一番政策を打てるところと考えております。 

  それで、今後拡大するところについては、同様に今まで農振等、林業の施策が打たれてい

る計画でございますので、拡大した暁には同時的に都市マスタープランを作成し、その農業、

農振上の除外の調整をして土地利用の転換を図っていきたいと、そのためにも地域に入って、

どこでそれらをやりたいのかという住民の合意形成を図っているところでございます。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  鈴木正人議員。 

○５番（鈴木正人君） それでは、次の伊豆市産業振興協議会のところについて再質問させて

いただきます。 

  同じく平成30年度の決算成果説明資料ということで、事業成果についてはこういう事業の

内容だよというようなことを中心に総合政策部長が先ほどお答えになったと思うんですけれ

ども、事業の成果として、観光プロモーション事業については伊豆市のメーンターゲットで

ある首都圏居住者を中心に、宿泊へつながるプロモーションと実際に旅行商品を造成しても

らい、伊豆市への誘客を行った。アマギフトブランド力向上事業については、新規に市内業
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者の７品を認定し、統一したパッケージデザインを作成したと。ここからです、産業振興協

議会が設立して３年が経過し、今後の課題として、各種プロモーション活動の結果からさら

に伊豆市の強みを生かした事業展開が必要である。またブランド力向上事業については、早

急に販売できる体制の確立が必要であるとされております。産業力の強化、また雇用所得の

増大、これは再三市長のほうがおっしゃっていますけれども、そういった観点からもう一回

この事業をどういうふうに総括するのかお答えいただきたいと思います。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  産業部長。 

○産業部長（滝川正樹君） ただいまの鈴木議員がおっしゃっていただいた成果説明資料の言

葉がまさにそのとおりでございます。この産業振興協議会、私ども市は委託をして、さまざ

まな事業を展開しているわけですけれども、この産業振興協議会の目的というのは、基本的

には市内にある観光資源を初めとしたさまざまな資源、食、文化、観光資源、そういったも

のを合わせて各関連団体が密に連携をして、伊豆市にお金を落としていただける、そういっ

た仕組みをつくり出す、これをサポートする団体が産業振興協議会の仕事というふうに考え

ております。そういった意味では、観光客の増も目的でございますし、市内にお金を落とし

ていただけるということで、市内消費の金額の増加、またブランド力、伊豆市を全国、もし

くは世界に知ってもらうという意味で、特産品や特徴的な商品の開発、販売促進と、これを、

産業振興協議会が平成28年に設立し、平成29年から一般社団法人、法人化となり、今３年目

ということでございますけれども、着実にこの事業を進めることによって、先ほど成果のと

ころで議員おっしゃいましたとおり、まずは伊豆市を知ってもらって、伊豆市に来ていただ

いて、伊豆市でお金を使っていただいて、そして私ども伊豆市にはお金が落ちていただける

と、こういった仕組みづくりをすることを今後も引き続きやっていきたいというふうに考え

ております。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  鈴木正人議員。 

○５番（鈴木正人君） それでは、また産業部長になるのかわからないですけれども、監査委

員の歳入の市税に対する審査の個別意見という審査意見書があるんですけれども、その中の

審査個別意見として、基幹産業である観光事業に対する手厚い投資が実施されていますと。

市税収入が増収となるために業界の革新を促す選択と集中による投資が重要と考えます。ま

た、商工業、農業、林業の連携による伊豆市独自の産業力の集積を強化し、就業者の所得増

収を図る明確な政策を実施していただきたいというふうに指摘をされております。今部長も

おっしゃっておりましたが、こういったことを進めていくことによってこの事業の行き先と

いうのを将来的にどういうふうに捉えているのか、もう一度その辺をお伺いいたします。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  産業部長。 
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○産業部長（滝川正樹君） まさに今お言葉の中にありました産業力の集積ということでの商、

それから観光と、確かに伊豆市は観光を基幹産業としております。先ほども、繰り返しにな

りますけれども、まずは伊豆市に来ていただく、もうこれしかないのかなと。ここでお金を

使っていただく。そのためにはやはり伊豆市の魅力を十分に外に向けて発信をしていかなけ

ればならないと思っておりますので、そこはこの産業振興協議会を中心としまして、構成団

体にはＪＡさん、観光協会、商工会と、あと市と、行政ということでこの産業振興協議会を

構成しておりますので、ここは常にこの連携を図りながら進めていきたいというふうに考え

ております。 

○議長（三田忠男君） 再質問はありますか。 

  鈴木正人議員。 

○５番（鈴木正人君） それでは、続いて文学の郷構想の策定支援業務について再質問をいた

します。 

  同じく決算の成果説明資料からです。事業成果として、通常行っている井上靖コンクール

に加え、湯ヶ島地区を文学の郷にするロードマップづくりを地元、行政関係課で行い、文学

の郷構想を整備しましたと。協議を進める中、地元との連携がとりやすくなり、ソフト事業

を中心に積極的に事業を進めるようになったとされております。先ほどこれは教育長も初め

の答弁でおっしゃったとおりのことであります。この事業の目的である地元が持つ潜在的な

魅力について市内外に再認識をさせる一助とするということに寄与することができていると

いうことの認識でよろしいでしょうか、お願いします。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  教育部長。 

○教育部長（金刺重哉君） それでは、お答えいたします。 

  今鈴木議員御指摘のとおり、成果については御案内のとおりでございます。今回の事業が

始まったそもそもの種まきは平成24年でございました。文学フェスティバルという県の事業

を湯ヶ島地区で開催したということがそもそものきっかけでございます。少しずつですけれ

ども、文学まつりというようなイベントも実施しておりました。そういったものを踏まえて

昨年度湯ヶ島小学校が新たにリニューアルいたしまして、井上靖資料館が開所されました。

まずこういったことが背景にあるということと、それを受けて地元でも３年かけて皆様方に

グランドデザインの提案をしていただきました。湯ヶ島地区の活性化のためにはどういうよ

うなエリアが必要かというものでございます。これを受けて我々は入りましたけれども、当

初入ったときに、やはり行政がばらばらにその地区に行くのではなく、やはり行政の中でも

ある程度調整をして、地域のこれからのあり方をどうしようかということをこの事業の中で

注意して進めてまいりました。今回の策定に当たりましても地域の方のアンケートをとりま

したり、地域の方が主体となって管理・運営ができるという体制づくりを視野に進めてまい

ったつもりでございます。具体的な数字はございませんけれども、そういった体制づくり、
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地域との信頼関係づくりという意味では、文学の郷構想、こういったものについては効果が

あったものというふうに考えております。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  鈴木正人議員。 

○５番（鈴木正人君） 初めの教育長の答弁の言葉の中にもありましたが、この構想自体は、

こちらに湯ヶ島地区文学の郷構想策定支援業務委託の仕様書があるんですけれども、仕様書

の中にもその業務概要という中で、この構想は地域住民、関係団体、行政が一体となり、三

者が共有できる10年後のビジョンとなり得る文学の郷構想を策定するというふうに書かれて

おります。ここで10年後のビジョンというふうな言葉が出てくるわけなんですが、この事業

自体まだ途中なんじゃないかなと思います、実際整備自体が。旧営林署の跡地の活用であっ

たりとか、その辺があるわけなんですが、その辺も含めて10年後のビジョンというのは教育

部所管でもよろしいですし、市長のほうでもよろしいですし、その辺をできれば具体的にこ

うなるんだ、湯ヶ島地区というのはこういうふうな地域になるんだという、その辺をちょっ

と御説明いただけますか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  教育部長。 

○教育部長（金刺重哉君） 御案内のとおりにこのビジョンにつきましては、これから10年後、

20年後の先を見据えてこの湯ヶ島地区をどうしようかという、本当に地域の振興のための計

画でございます。 

  今回の支援業務の中でこの目標という理念が示されました。申し上げます。文学の郷の誇

りを育み、文人の愛した自然、街並み、人の交流を受け継ぐというものでございます。当然

のことながら街並みについては、都市計画やら景観、これは当然のことながら定住促進にも

寄与いたします。それから人の交流ということで、かねてから要望のありました公園整備、

こういったものについても現在整備に向けて準備を進めておるという状況でございます。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  鈴木正人議員。 

○５番（鈴木正人君） 今、部長のほうは、この文学の構想の概要版を私は持っているんです

けれども、そこの基本方針というところを恐らく読まれたんじゃないかなと思います。 

  それで、ちょっとお聞きしたいんですが、以前、ちょっと全員協議会で新市建設計画の見

直しについて説明があった際に、その新市建設計画の見直しに伴う財政シミュレーションの

中の大型事業というのが幾つかありまして、その中に文学の郷（しろばんばの里）整備事業

ということで令和の１年から４年の間に、あと概算事業費1.3億円、１億3,000万円という数

字が概算で載っているんですけれども、これはどういった事業の予算に充てられるんでしょ

うか。もしわかったら教えてください。 
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○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  教育部長。 

○教育部長（金刺重哉君） 御指摘の新市建設計画のこの事業費の積算がちょっと今手元にご

ざいませんが、いずれにしましても、来年度、今年度実施設計をしております公園整備を中

心に事業を進めるというような現状認識でございます。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  鈴木正人議員。 

○５番（鈴木正人君） それでは、市長にもう一度その湯ヶ島地区の将来像といいますか、今

の文学の郷づくり、それを中心にしてだと思うんですが、どういった地域になったらいいの

かという、その辺の市長の思いがあればお伺いします。 

○議長（三田忠男君） 答弁を願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） これは私が市長に就任以来、本当にもったいない、これだけの文学資

源をどうして活用し切っていないんだろうということを、当時も思い出しましたし、今も考

えています。皆さんも今もう一人ノーベル文学賞の日本人の受賞者、にわかに思い出せます

でしょうか。いろんなところで私は伺っているんですが、大変失礼かもしれませんけれども、

大江健三郎さんの名前が出ることはほとんどございません。それから、去年のラフォーレ修

善寺での狩野川朗読会で実は専門の先生から私直接伺ったんですけれども、川端康成のノー

ベル文学賞受賞対象作が「雪国」を初めとする三部作というように報道されたのは、あれは

誤報であって、ある新聞社の。実際に受賞の過程においては「伊豆の踊子」が非常に高い評

価を受けている。それはちゃんとあるんだそうです、証拠が。ただある新聞社がその新聞記

事に載せるときに、「雪国」等の三部作、「古都」とかですね、あの三部作を書いてしまっ

たので、それが対象作のように思われているけれども、実は「伊豆の踊子」がちゃんと受賞

対象作になっているということなんですね。で、読まれていますよ、実際に。これだけの文

学の資源をどうして湯ヶ島の人たちは使わないんだろうか。で、何度かお話をさせていただ

くと、文学なんかじゃ人が来ないやと。今、一生懸命修善寺と河津がお客様が来るからやっ

ていただいていて、まだ井上靖は白壁荘、川端康成は湯本館という、その経緯は私は存じて

いないんですが、昔何らかのこの観光が物すごくいいときにちょっとすみ分けをというよう

なこともあったやに耳にはしましたけれども、いずれにしても、これだけの文学資源を使わ

ないというのは幾ら何でももったいなさ過ぎるということを、ずっと今でも感じたままでご

ざいます。やはりこれからＡＩが進む社会になればなるほど、人の心、文学であり、絵画で

あり、音楽であり、芸術を活用した人の心を育む教育をしない社会というのはとても怖いと

思っておりますので、私たちの貴重な文学の資源というものは今まで以上活用させていただ

きたいと、12年前同様に考えております。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 
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  鈴木正人議員。 

○５番（鈴木正人君） これはまちへの誇りの醸成とブランド力の向上という、そういう重点

目標の中の事業であります。まちへの誇りということになりますと、これは教育部の所管に

なるかもしれませんけれども、やはりそのふるさとを愛する郷土愛というのは学校教育現場

の中でもやられております。私事でありますが、ことし一番下の小学校６年の娘が東京に修

学旅行へ行ったときに、毎年やっているようなんですが、「しろばんばの里」ということで、

手づくりのパンフレットをそれぞれ持ちまして、東京の道行く人にどうぞどうぞと配ってや

ったということなんですけれども、そういったことも子供のときからそういった郷土のこと

を思うというのは非常に大事な教育だと思いますんで、ぜひ続けていただきたいと思います。 

  それでは、総合戦略のほうに移ります。 

  さきの９月定例会の市長の行政報告においてのこの伊豆市まち・ひと・しごと創生総合戦

略について触れられまして、平成27年度に策定した総合戦略の計画期間が今年度に最終年度

を迎え、令和２年度から５年間の第２期総合戦略の策定を進めるに当たり、今年度は先ほど

申し上げましたが、去る８月26日の総合戦略検討会議を皮切りに、通常年１回の検討会議を

計３回の会議で第２期総合戦略の内容を取りまとめる旨の報告がされたところであります。 

  第１回の会議では主に平成30年度を含めた第１期総合戦略の進捗状況と評価をし、第２期

に向けた皮切りの会議とされたようでありますが、具体的にその総括の議論の中で委員の皆

様のどのような意見があったのかお伺いいたしたいと思います。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  総合政策部長。 

○総合政策部長（堀江啓一君） 先般、第２回目という形で議論させていただきました。今回

の第２期総合戦略につきましては、当然第１期の中のものを引き継ぐということが主なもの

になっておりますし、第１期にできなかったものについてある程度第２期も引き継いでやっ

ていくということになっています。その中で戦略体系につきましては、「しごと」につきま

しては地域の特性を生かして、産業の担い手と稼ぐ力を強化する。戦略「ひと」としまして、

全ての世代がしあわせに暮す、戦略「まち」としまして、魅力にあふれ、ずっと住み続けた

いと思えるまちをつくるということになっています。 

  その中で、いろんな方の意見が出ましたが、取り組み内容などはちょっと具体的に欠ける

んではないかという意見がありました。ただ、今回のものにつきましてはある程度大まかな

ものということでありますので、今後その取り組み内容については第３回である程度提示さ

せていただくという形の答弁をさせていただいております。 

  また、まちづくりというか、子育て世代なんかのいろんな意見も出ましたけれども、子育

て世代の中で当然伊豆市の今健康福祉部のほうでいろんな取り組みをやっているわけでござ

いますが、例えばお母さんたち、例えば伊豆の国市のお母さんたちと話をする中でも、伊豆

市はなかなかいい取り組みをやっているねという声も聞くそうです。そうしたこともありま
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すので、そんな意見も今回の意見で出ております。そういった意見を参考にしながら第２期

の総合戦略をつくっていきたいと考えているところでございます。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  鈴木正人議員。 

○５番（鈴木正人君） 先ほども申し上げましたが、私、第１回の議事録があるんですけれど

も、ちょっとずっと拝見してみましたけれども、具体的な事業内容がないというような御指

摘もあったそうなんですけれども、この第１回では目につくのがまち・ひと・しごとの「し

ごと」の部分が非常に委員の皆さんから多く出ていたように感じます。委員の一人の方が市

内にあるその伊豆総合の本校と土肥分校の高校生の卒業後の進路ということで、全体の50％

が就職、50％が進学であり、工業科においては70％の生徒が就職しますと、そういう上で、

地元の就職が多いのはありがたいことであると。ただ、その辺が継続できるのかどうかとい

うこともやはりちょっと疑問だという意見もありますし、あとはその目につくところで、い

わゆるその「しごと」の雇用の創出というところで、企業誘致に関してのＩＴ企業誘致とい

うのが、当初は国内でもトップランナーとして早目に取り組んできたわけなんですけれども、

その辺のスピード感が全くないというような厳しい御意見もあったようです。その辺のいわ

ゆるその「しごと」は雇用の創出という部分でどういうふうな総括をされ、今後どういうふ

うに進めていくのかということを伺いたいと思います。 

○議長（三田忠男君） 再質問答弁願います。 

  産業部長。 

○産業部長（滝川正樹君） 今議員に御指摘をいただきました８月26日の第１回につきまして

は、私も出席をしておりました。その中の委員の御意見の中で、まさにまち・ひと・しごと

のうちのこの「しごと」の部分、こちらについての御意見が非常に多かったということは、

私もそのように感じております。企業誘致につきまして、特にスピード感という御指摘でご

ざいます。まさに、企業を誘致するというのはやはりこちらの都合だけではなく、当然企業

側の事情というものもあるので、受ける我々としても、また誘致するこちらの行政としても

やはりスピード感を持たなければならないということは十分に認識をしているところでござ

いますが、第１回の目標値については、この「しごと」の部分が非常に達成率というか、目

標値に達していないのが「しごと」が非常に多かったということは、私ども十分これは反省

し、またこのままではなく第２期に通じてここの部分は十分に強化をしていかなければなら

ないというふうに感じております。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  鈴木正人議員。 

○５番（鈴木正人君） それでは、ちょっと個別のことに確認したいんですけれども、ＩＴ企

業誘致といえば旧狩野幼稚園の活用なんです。あそこは改装工事がいつ終わって、今現在ど

ういう状況なのかというのを一応確認のため伺います。 
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○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  産業部長。 

○産業部長（滝川正樹君） 狩野ベースにつきましては９月の一般質問、また議案質疑におい

ても、他の議員の皆様から御質問をいただきました。そのときの私どもとしては、改装とい

いますか、改修はもう昨年度で終了しているということはお伝えさせて。じゃことし４月以

降はどうなっているかということで９月に御質問をいただいたところでございます。そのと

きには、秋を目途に公募して早々に企業に来ていただくということを私のほうから答弁をさ

せていただきましたが、今現在、細部といいますか、最終的なところでどのように来ていた

だく企業と管理・運営について条件をどうしていくかというところ、余りハードルを上げ過

ぎますと来ていただかない、ハードルを下げますと、ハードルといいますか、その管理・運

営に関するいろんな諸条件ですね、細かいところでは清掃をどうするのか、ごみをどうする

のかというところ。そういったことも含めて、今現在どこのところでこう募集をかけるのが

一番お互いにいいのかというところを今詰めているところで、現時点でまだ公募に至ってい

ないというのが実態のところでございます。ですので、そこのところはもう早急にそこを詰

めた上で公募をしていきたいというふうに考えております。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  鈴木正人議員。 

○５番（鈴木正人君） 余り言うと個別の要望みたいになってしまうんでやめますけれども、

少なくとも血税を投入して改装されて、間もなくこのままでいくと１年がたってしまいます。

また、夏場になると草が生えて、何とかしてもらいたいなんていう意見がすぐに出るような、

そんな気もしますので、しっかりと取り組んでいただきたいと思います。 

  あと、働く場の創出という意味で、いわゆるその市内の産業ということでね、企業誘致だ

けではなくて、既存の企業の事業所の市外への流出防止、いわゆる留置というところについ

てもしっかりと取り組んでいかなければいけないと思います。過去にも、たくさん従業員を

抱えられた製造業が市外へ流出してしまったりということがありましたけれども、そういっ

たことがないようにぜひしていただきたいんですが、その辺はいかがでしょうか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  産業部長。 

○産業部長（滝川正樹君） まさに議員御指摘のとおりで、企業誘致だけが私どもの目的では

なく、当然に既存の企業、こちらの皆様に今後も将来に向けて事業を継続的にやっていただ

く、そこに雇用が生まれるということはもちろんでございます。企業留置というのは企業誘

致と相当と、両方というふうに考えておりますので、その企業留置についてもどういった支

援ができるのか、そこについても行政として携わっていきたいというふうに考えております。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  鈴木正人議員。 
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○５番（鈴木正人君） それでは、最後の３番のところ、市長に初めお答えいただいたところ

なんですけれども、今いろいろと大きい１番とか２番のところで、平成30年度決算をベース

にしてそれぞれの事業成果であるとか、今後の見通しであるとか、その辺のことをずっとお

聞きしてきたわけでありますが、今回通告してありますように、市長３期12年、実際はあと

４カ月で12年になるわけなんですけれども、そういったことで今まで市政に取り組んでこら

れた。その中で、先ほどもおっしゃいましたけれども、引き継いだ事業をしっかりとやり遂

げることもできた一方で、まだやり残したことがあると。また、人口減少対策についてはま

だ一定の効果が出ていないという中で、きょう午前中の議員の一般質問の中で、正式に４月

への市長選への出馬を表明されたわけなんですが、その表明される理由について、まだやり

残していることがあると、このままやめたんでは責任放棄と言われてもしようがないという

ふうにおっしゃっていましたが、これまでの中でもいろいろとまだまだその道半ばの事業と

いうのは大変多いんじゃないかなというふうに私は思っております。その中で、市長、何か

ございましたらおっしゃっていただければと思います。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） 私は、伊豆市を含む伊豆半島はやはり意識が変わればかなり変ってい

くというこう感覚を今持っております。先ほど産業振興協議会の話が産業部長からありまし

たけれども、これが目的がどこにあるかということなんですね。商工会と観光協会と市も関

与して新しい組織をつくったのは、マーケットを広げたい、商品マーケットを広げたいから

やろうとしているわけです。つまり、３万人の消費地ではできないことを、今だったら350

万人、宿泊が約90万人、こういうマーケットを、商品マーケットを広げることによって経済

をしっかり確保していこうと思っているわけですね。ほかの観光協会を拝見すると、観光協

会の中に公共交通機関とか商工会とかが会員として入っているところがかなりあるんです。

うちはとても強い観光地でしたから、今、観光協会ニアリーイコール旅館というところが大

きいわけですね。旅館さんは旅館さんで大変重要な観光事業ですけれども、そもそもマーケ

ットを広げたいという仕事と来たお客様をもてなす仕事は目的が違うので、今私たちは改め

て観光のお客様により多く来ていただいて、より長く来ていただいて、より多く支出してい

ただいて、マーケットを大きくしようとしているわけです。これが今伊豆市の観光協会にそ

れぞれ入って、主役として商工会とか伊豆箱根鉄道とか東海バスとかにやっていただく体制

になっていないので、暫定的に産業振興協議会というものを市の職員も張りつけて今体制を

変えようとしているわけですね。これあくまで一例ですけれども先ほどの移住政策も、よそ

の方に家を貸したくないとか、この地域の中にほかから入ってほしくないとか、そういった

意識を変えていかないと、やはり伊豆市、伊豆半島の将来はないと私は思っているんです。 

  先ほど申し上げましたように、こういった意識改革を含む将来のあり方について、今から

４カ月間しっかり議論をしていきたいわけです。私はこの新市建設計画と第２次総合をつく
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っております現職の市長ですから、少なくとも私は一つの選択肢を示せる。それによって市

民の皆さんに説明をできる。そして、どなたかおいでになれば議論ができる。このまま何も

しないと、まさに市民には何も説明がないまま、政策が提示されないまま、選択肢がないま

まというのは、現職の市長として無責任であろうということを先ほど申し上げたわけでござ

います。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  鈴木正人議員。 

○５番（鈴木正人君） それでは、最後になります。本当に最後になりますけれども、市民の

皆さんに選挙の際に、争点とするところをやっぱりつくらないとというお話もありましたけ

れども、今一通り伺ってまいりました、市長も含めてお聞きしてきましたが、感想としまし

ては、３期12年ですから相当長い期間だと僕は思います。先ほどお話しした僕の一番下の子

供が生まれて６年生になるまでの年ですから、それを考えると相当長い間市長、市政に携わ

ってこられたんだなというふうに思います。その中で今回は総括をということでやったんで

すけれども、まだまだそういった意味ではしっかりとこれまでの実績を振り返っていただい

て、その上で今後また市政を担うという、そういう覚悟であれば、その反省、反省なりそう

いった振り返りを踏まえて、しっかりと市政に反映できるような姿勢を示していただきたい

と思います。 

  私ども会派はきょう私が初めで、あした２日目、小長谷朗夫議員、そして最終日の３日目

に山口繁議員が、３人でやるわけなんですが、いずれもタイトルは違いますけれども、菊地

市政の総括をということでしっかりとまた伺わせていただきますので、あした、あさってと

引き続きよろしくお願いします。私の一般質問を終わります。 

〔「議長」と言う人あり〕 

○議長（三田忠男君） 何でしょうか。何の発言ですか。 

○建設部理事（白鳥正彦君） 鈴木正人議員の…… 

〔「都市計画の関係」と言う人あり〕 

○建設部理事（白鳥正彦君） 土地利用によって線引きを廃止したことによってどれだけ伸び

たのかということに対して数値がありましたので、お答えしたいと思います。 

○議長（三田忠男君） それでは、建設部理事。 

○建設部理事（白鳥正彦君） 建設部理事の白鳥です。 

  鈴木正人議員には、９月にどれだけ住宅が伸びたかということで100件から127件というこ

とで数値をお示ししています。そのうち、今回の廃止によってどれだけ伸びているかという

ことについて、先ほど牧之郷という地区計画をかけたところが伸びているということについ

てですが、牧之郷の正確な数値は出てこないんですが、修善寺から１キロ圏内の住宅件数が

平成29年は７件、それが平成30年22件になっております。また、今年度４月からにおいても、

４件からの10件程度の住宅の開発等が起こっておりますので、着実に線引き廃止の効果はあ
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らわれていると考えております。 

○議長（三田忠男君） これで鈴木正人議員の質問を終了いたします。 

  ここで、２時20分まで休憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時０８分 

再開 午後 ２時２０分 

 

○議長（三田忠男君） それでは、休憩を閉じ、再開をいたします。 

 

◇ 西 島 信 也 君 

○議長（三田忠男君） 次に、13番、西島信也議員。 

〔１３番 西島信也君登壇〕 

○１３番（西島信也君） 13番、西島信也です。 

  私は市長に対し、２点質問をいたしたいと思います。 

  まず、最初の質問ですけれども、市長の住所地はどこかということでありますが、これは

前回に引き続いております。前回、９月定例会で私は市長の住所について一般質問を行いま

したが、明確な答弁がなかったので、また再びちょっと視点を変えまして、次のとおりお尋

ねをいたします。 

  １番目、菊地市長が過去市長選へ立候補したときの住所地はどこであったでしょうか。市

長選には３回出ていると思いますが、３回分お答えいただきたいと思います。 

  それから２番目、市長は通勤手当を支給されていると思うが、これは私が思うだけであり

まして、確かめたわけではありません。その区間は市役所からどこまでかお伺いをいたした

いと思います。 

  次、２番目、人口減少対策。 

  伊豆市まち・ひと・しごと創生人口ビジョンによると伊豆市の人口動向は、伊豆の国市を

中心とした近隣市町への若年層の転出超過が顕著であり、子育て世代の減少が出生数の低下

につながっているとしております。 

  この若年層の転出超過の原因と、その対策として今までどのような施策を実施してきたか

をお尋ねいたします。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） ただいまの西島信也議員の質問に対し、答弁を求めます。 

  市長。 

〔市長 菊地 豊君登壇〕 

○市長（菊地 豊君） お答え申し上げます。 

  公職の候補者の事務に関する執行機関は市長ではなくて選挙管理委員会ですので、選挙管
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理委員会のほうでお尋ねいただければと思います。 

  通勤手当については、総務部長に答弁をさせます。 

○議長（三田忠男君） 続いて、総務部長。 

○総務部長（伊郷伸之君） ２点目の通勤手当の関連の御質問ですが、職員の通勤手当、これ

は給与の一部となります。支給の有無を含めて職員の個人の人事に関する情報ですので、こ

の場でお答えすることはできません。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  西島信也議員。 

○１３番（西島信也君） それでは、最初の質問、市長の住所地はどこかの①ですね。市長選

へ立候補したときの住所地はどこかということですけれども、選管へ聞けということですの

で、選管の職員をじゃここへ呼んでください。 

○議長（三田忠男君） 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時２３分 

再開 午後 ２時３３分 

 

○議長（三田忠男君） 休憩を閉じ、再開をいたします。 

  西島信也議員。 

○１３番（西島信也君） 再質問ね。 

○議長（三田忠男君） はい。 

○１３番（西島信也君） 今、市長は、これは市長の事務じゃなくて、市長執行機関の市長部

局の事務じゃなくて、選管の事務だから答えないよと言ったわけですね。それは確かにそう

かもしれませんよ。だけれども、選管というのはこの総務課内にあるわけでしょう。総務課

内にあって、選管委員長は鈴木さんという方ですけれども、選管事務局長は総務課長なんで

すよね。だからその人を呼んで、私は呼んでいただいたってよかったかなと思うんですけれ

ども、呼ばないと、そういうわけですからね。呼ばないというか、みずから呼んでくれない

ということですからね、まあいいですけれども。 

  ところで、私が今質問出したのは、菊地市長が過去伊豆市長選へ立候補したときの住所地

はどこかということなんですね。だけれども、この住所地は公表されているんですよね、立

候補したときの住所地は。知っていますか、それ。公表されているかどうか知っているかど

うか聞いてください。知っているかどうかお尋ねします。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） 市長として、公職の候補者の事務管理に関することを、今の御質問で
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すと、私が公表されたことを知っているかということですので、それは公表されております

とお答えするにとどめるしかないですね。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  西島信也議員。 

○１３番（西島信也君） それは知っているでしょう、当然、自分が書いたんでしょうからね。

私は情報開示請求で、立候補したときの届出書、持っていますよ。情報開示とったんですよ。

これをとったんですよ。これは告示されて、前に副市長さんもおっしゃいましたよね。立候

補したとき、立候補届出書、それから当選人の当選人は告示をしているというわけですよ。

告示をしているんですよ。告示をしているというのは公表しているということなんですよね。

それをあえて言わないとかいうのはおかしいじゃないですか。ここで告示していますからね、

告示して情報開示でとりましたから、私は。これはしゃべれますよ。皆さんに公表されてい

るもんだからね。いいですか。 

〔「違うよ、それは」と言う人あり〕 

○１３番（西島信也君） いや、違くはないよ。だって、公表されているんだから、これは。 

〔発言する人あり〕 

○１３番（西島信也君） 公表されているんですよ、いいですか。伊豆市長選挙立候補者届出

書…… 

○議長（三田忠男君） 西島議員、公表されていることとここで言うことはまた私は別だと理

解したんですが、前回の議論で。ここでは個人の私的にわたることは言っちゃいけないとな

っていると。公表されて、どこかで外で西島議員が外で言ったら別に私たちは何にも関係な

いことなんですけれども、ここではいけないというのは…… 

○１３番（西島信也君） ちょっと待ってください。 

○議長（三田忠男君） 言ったような気がしたんですけれども…… 

○１３番（西島信也君） 私が言って…… 

○議長（三田忠男君） それを踏まえると、前にみたいに言ったからまたとめるような手続が

前に繰り返すような気がするんです…… 

○１３番（西島信也君） そんなことはないでしょう。 

○議長（三田忠男君） いや、そういう確認を前回の議運で確認されていると思っているもん

ですから…… 

○１３番（西島信也君） じゃ、少しあれを変えますけれども……こんな…… 

○議長（三田忠男君） 休憩していない。 

○１３番（西島信也君） 今のは消しといてくださいよ…… 

○議長（三田忠男君） いえ…… 

○１３番（西島信也君） 今のは私が差っ引いといてくださいよ。差っ引いといてよ。差っ引

いてよ、あれから。 
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○議長（三田忠男君） いや、オープンになっちゃっています。 

〔「公開されちゃったんで」と言う人あり〕 

○１３番（西島信也君） まあ、いいよ、いいよ。 

  それで、いいですか。それで、これについて前に議長は、プライバシーの問題だからね、

議会に言うのはふさわしくないということをおっしゃいましたよね。で、皆さん、市長もそ

う言ったわけですけれども、もう一回その根拠を言ってください、何でふさわしくないのか

ということを。いや、それは市長に聞いているんですよ。 

○議長（三田忠男君） じゃ、事務局のほうに答弁させます。 

〔「事務局が答弁するの」と言う人あり〕 

○事務局長（浅田茂治君） はい。こちらは議会運営上の話でしたので、自治法132条の規定

によって、議員さんは「他人の私生活にわたる言動をしてはならない」という、ここが根拠

になります。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） そういう答弁をさせてもらいます。 

  西島信也議員。 

○１３番（西島信也君） 132条を言ってください。言ってください、それを。何ていうのか。 

○議長（三田忠男君） 事務局、答えてください。 

○事務局長（浅田茂治君） はい。全文を読みます。 

  132条。「普通地方公共団体の議会の会議又は委員会においては、議員は、無礼の言葉を

使用し、又は他人の私生活にわたる言論をしてはならない」。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） 西島信也議員。 

○１３番（西島信也君） それで、私が聞いたのは、これは議会運営委員会で何度も呼ばれて、

いいよということを、こういう質問をしていいよと、これは前回の話ですよ。いいよ、今回

もそうですけれども、いいよということになったわけですけれども、市長はこの132条があ

るから私はしゃべりませんというふうに言ったわけですけれども、これは、いいですか、自

治法第132条は、「議員は、無礼の言葉を使用し、又は他人の私生活にわたる言論をしては

ならない」、議員はなんですよ。議員なんですよ。市長は幾らしゃべったっていいんですよ。

市長は幾らしゃべってもいいの。議員はと書いてあるじゃないですか。これはどう…… 

〔「市長がどうやるかはお前、お前……」と言う人あり〕 

○１３番（西島信也君） これは地方自治法逐条解説に載っていますよ。議員だけなんですよ

ということが載っているんですよ。市長は言ったっていいんです、市長とかほかの人は言っ

たっていいんですよ。何だねそれはこれに対してそれはどう考えているの、市長。市長に聞

いている、市長に。 

〔「当たり前じゃない」と言う人あり〕 
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○議長（三田忠男君） 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時４１分 

再開 午後 ３時０８分 

 

○議長（三田忠男君） 休憩を閉じ、再開をいたします。 

  議会運営委員会委員長、小長谷順二議員。 

○議会運営委員会委員長（小長谷順二君） 11番、小長谷順二です。 

  今し方、議会運営委員会を開催させていただきました。 

  地方自治法132条、ここに書いてあるんですけれども、「他人の私生活にわたる言論をし

てはならない」としているのは、「議員は議事に関係のない個人の問題を取り上げて議論し

てはならない」、この部分において、ただいまの一般質問はふさわしくないという議会運営

委員会の判断が出ましたので、報告させていただきます。 

○議長（三田忠男君） それでは、西島議員、質問を続けてください。 

  西島信也議員。 

○１３番（西島信也君） 今、議運の委員長さんから、そういう質問としてふさわしくないと

いうお話があったんですけれども、私はこの議会が始まる前にやった議会運営委員会に私が

呼ばれて、この質問についてお前の考えを言えと。皆さんはよろしいと了承したはずなのに、

ここへ来てだめですよというのは、どうもおかしいと思うわけです。議長さんも一般質問を

受けつけているということでありますから。それがおかしいと、こういうことを。全くおか

しいと思います。 

  それでは、菊地市長が前９月定例会で言ったことをちょっと復唱しますと、市長が言った

言葉、市長は、「市長としての一般事務に基づいてお答えしているとおり、危機管理上は当

然職員は知っていますし」、何を知っているかというと住所です。「危機管理上、当然職員

は知ってありますし、それからスマホで、公用の携帯で連絡をとりますから、危機管理上の

問題はありませんし、それから公務は、官邸に当たるのは市役所ですから、ですからそこで

公務をこなしているのであって、一般事務の観点から、私はもう既に十分に市民に対して必

要性のあることは明らかになっていると思っております」と、こういうことを言っているわ

けです。ちょっと言っていることが私にはよくわからないところがあるわけですけれども、

危機管理上は当然職員は知っているわけですか、市長の住所地は。それはどうですか。職員

は知っているんですか、知っていないんですか。どちらですか。お答えください。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  総合政策部長。 

○総合政策部長（堀江啓一君） 知っている、知っていないと言われても。 

  ただ、自宅につきましては、市長個人のことなのですから、私の口から議場で言うことは
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差し控えさせていただきます。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  西島議員。 

○１３番（西島信也君） 私が聞いているのは、知っているか、知っていないかということを

聞いているんです。どっちですか。 

○議長（三田忠男君） 危機管理上、知っているかということですので、その関係部署等でお

答えください。 

  総務部長。 

○総務部長（伊郷伸之君） 公務上、緊急性がある場合は、秘書等を通じてまず携帯で居場所

を確認して、どこにいらっしゃるのか、そういうことは確認しております。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  西島議員。 

○１３番（西島信也君） そうではなくて、住所はどこかということを知っているかというこ

とです。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  総務部長。 

○総務部長（伊郷伸之君） 市長個人の住所になりますので、この場での答弁は控えさせてい

ただきます。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  西島議員。 

○１３番（西島信也君） いや、知っているか、知っていないかで、言う、言わないは別です

よ。知っているか、知っていないかだけ答えてください。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  総務部長。 

○総務部長（伊郷伸之君） 知っているか、知っていないかも含めて、必ず緊急時には市長と

は連絡がとれるような状況ですので、この場で知っている、知っていないということも答弁

を控えさせていただきます。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  西島議員。 

○１３番（西島信也君） 皆さん、それでいいんですか。そんな簡単なことを答えられないな

んて。 

  例えば、災害が起こって、市長のうちへ車で迎えに行くという場合だって当然あるでしょ

う。そのときにどこへ行ったらいいのかわからないんですか。どこへ行けばいいんですか。

知っていないのに行けるんですか。それはどうですか。お答えください。市長のうちに迎え

に行くとき、緊急時に迎えに行くときに、どこへ迎えに行ったらいいのか、わかっているの
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か、わかっていないのか、どっち。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  総務部長。 

○総務部長（伊郷伸之君） 緊急時には必ず、仮に運転手が迎えに行く場合にしても、どこに

いらっしゃるのか、それは三島なのか、沼津なのか、どこなのか、いろんなところになるか

と思いますけれども、場所を確認して、電車で来られるのか、迎えに行くのかという手法を

とります。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  西島議員。 

○１３番（西島信也君） どうしても市長、それから職員は、市長の住んでいるところ、住所

地を答えたくないようなんです。これは全くもって珍しいことだと私は思うんですけれども。

ここに書いてありますけれども、市長が言っているのは、「危機管理上、当然職員は住所を

知っていますし」と言っているんです。だから知っているんでしょう。知っていると市長は

言っているんです。市長は教えているんですか、教えていないんですか、職員に。例えば運

転手に。市長車の運転手がいるでしょう。市長のうちまで行くときとか、あるいは迎えに行

くときだってあるでしょう。帰るときとか、迎えに行くときとか。それはいつもは自家用車

で通っているか知らないけれども。そういうときに、いちいち言うんですか。何番地に来て

くださいと言うんですか。いつも違っているんですか。市長、それをお伺いします。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。危機管理上の話で結構です。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） この辺が今答弁で困っているのは、さっきからこちらで説明している

ように、地方自治法132条で、他人の私生活にわたる発言はしてはならない、つまり質問は

してはならないと条文にあるわけです。こちらは公務の観点で答えていますから、危機管理

上、市長の居場所というのは連絡がとれるし、しかるべきところで、公用車が必要であれば

動きますと答えているわけです。その先で、一体どういう公益性、公務の観点、行政執行の

観点からの質問かわからないから、こちらでは今の御質問では答えようがなくて困っている

わけです。 

○議長（三田忠男君） 西島議員。 

○１３番（西島信也君） 答えようがないではなくて、何とかして隠そう、隠そうと思ってい

るんじゃないですか。全くひどいです、これは。全くひどさもひどしというところです。 

  職員が知っているんだか、知っていないんだかよくわからないのでは、市民だってわから

ないですよ、知っているか、知っていないか。ほとんど知らないでしょう、それでは。市民

は知っている。そうか、市民は知っていると。知っている人は知っている。 

○議長（三田忠男君） 西島議員。 
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  危機管理上と市民は、ちょっと私も理解ができないです。市長が危機管理上の居場所は市

側が答えられましたけれども。 

○１３番（西島信也君） プライバシーのことと言っているけれども、私はプライバシーとは

思っていないんだから、市長の住所は。公人だから市長は。 

○議長（三田忠男君） 公人といえども他人ですので、ここではふさわしくないというのが

132条の「わたる言論をしてはならない」ということがあるから、それで言っている。それ

は先ほど議運で確認したことですので。 

○１３番（西島信也君） そんなことをあなた、議長さんが言っていいんですか。 

  じゃ、いいです。とにかく質問しますから。 

  とにかく、市長はどうしても、何としてでも答えないと。部下の職員も何としてでも市長

を守って、ぼろの出ないようにすると。そういうふうに終始しているわけですけれども。 

  そのときに市長が、この前のときにこうも言っているんです。「議員も既に情報開示請求

で入手されているとおり、私は実家のほうを相続しておりまして、そちらを管理し、また生

活拠点として地域での活動を行い、住所地も当然１カ所でございます」とこうなっているわ

けです。どっちなんですか、住所地は。管理しているほうですか。 

〔発言する人あり〕 

○１３番（西島信也君） 公のことを言っているんだ。ちょっとあなた黙ってて。青木議員、

黙っていろ。 

  「当然１カ所でございます」と。 

〔「129条適用だよ」と言う人あり〕 

○議長（三田忠男君） 西島議員。 

  132条の「他人の生活にわたる言論をしてはならない」、今の質問はここに該当すると私

は理解しているんですけれども、その後がわからないんです。 

○１３番（西島信也君） いやいや、しかしこれは市長がしゃべっていることです。 

○議長（三田忠男君） 市長がしゃべったことといえども、それは言論してはならないと。そ

れを何とかしゃべらせようとやっているように私はとっているんですけれども。 

○１３番（西島信也君） いや、そうですよ。 

○議長（三田忠男君） 一般事務の関係で、危機管理だから発言を認めましたので。 

○１３番（西島信也君） ちょっと待ってください。私が質問しているんだから。 

  あの手この手で質問を阻止しようとしていると思うわけです。 

  ちょっとお伺いします。私が言っているのは、市長は公人だよと。だから選挙に立候補し

たときも当選したときも、告示されているんですよと。 

〔発言する人あり〕 

○１３番（西島信也君） 立候補したときは私人かもしれないね。当選したときはあれでしょ

う。当選したら公人ですよね。 
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  「住所地も当然１カ所でございます」と、こう言っているわけです。これはそうですか。

何か２カ所あるように私はこの前の答弁では聞こえたけれども。どっちですか。 

○議長（三田忠男君） 西島議員。どうも私は他人の私生活にわたる言論をしているように感

じるんですが、そうじゃないわけですか。事務の形が見えないんですけれども。 

○１３番（西島信也君） 公人だと言っているじゃないですか、私は。 

○議長（三田忠男君） 公人であろうとも…… 

〔「住民票の関係で質問したというから」と言う人あり〕 

○議長（三田忠男君） 市民部長。 

○市民部長（梅原敏男君） ９月の定例会でも法令上のお話を私のほうからさせていただきま

したが、繰り返しますが、住民基本台帳法に基づいて、もう一度説明をさせていただきます。 

  第４条で、住民の住所に関する法令の規定の解釈という部分につきましては、「地方自治

法第10条の第１項に規定する住民の住所と異なる意義の住所を定めるものと解釈してはなら

ない」ということで、住所につきましては、住民１人１カ所という規定になっております。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  西島議員。 

○１３番（西島信也君） ですから、今市民部長が言ったように、市長の住所は１カ所ですか

ということを改めて確認します。 

○議長（三田忠男君） 答えられる範囲で答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） 私が公職であれ私人であれ、法律にのっとって処置していることであ

って。すみません。質問の趣旨が全く理解できないんですが。 

  議場において、公益について語る議論と、伊豆市議会、全く別の論調となっていると思う

んですけれども。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  西島議員。 

○１３番（西島信也君） だから、住所は１カ所ですか、それとも２カ所あるんですかという

ことを聞いているんです。どっちですかということを。答えてください。 

○議長（三田忠男君） 先ほど答えたと思いますけれども。 

○１３番（西島信也君） 思わない。答えていない。市長に答えさせて。市民部長はそう言っ

たけれども、市長はそうなのか。 

○議長（三田忠男君） 改めて、同じことを答えて下さい。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） 先ほど答弁申し上げたとおりです。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  西島議員。 
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○１３番（西島信也君） だから、私何回も言っているでしょう。住所は１カ所ですか、２カ

所ですか、３カ所ですかということを聞いている。１、２、３、どれですかということを聞

いているんです。何も答えていないじゃないですか。 

○議長（三田忠男君） どうも私も理解があれですけれども、法に基づいてということですか。

普通は１カ所しかありませんので、そうとれないですか。 

○１３番（西島信也君） それは議長から私に質問なわけ。 

○議長（三田忠男君） はい、そうです。反問権みたいなところで今捉えていますけれども。 

○１３番（西島信也君） だから、それを法律上では１カ所じゃなければなりませんよという

ことを言っているわけでしょう、市民部長が。だから市長は守っていますか、守っていませ

んかということを聞いているんです。 

○議長（三田忠男君） 先ほど、守っていると答えたような気がしますけれども。 

○１３番（西島信也君） いや、私は聞かなかった。もう一回言って。 

○議長（三田忠男君） 守っていると答弁で。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） 先ほど申し上げたとおりでございます。 

〔発言する人あり〕 

○議長（三田忠男君） 再質問してください。 

○１３番（西島信也君） 先ほどと同じ答弁だとそれを繰り返していますけれども、言わない

ということは、何かやましいことがあるんじゃないですか。そうとしか思えません、これは。

大体会話が成り立っていないじゃないの。１カ所か、２カ所か、３カ所か、それともまだほ

かにあるのか。それをお伺いしているんです。聞いているんです。それを答えてください。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） 先ほどから繰り返しているとおり、住所に伴う事務処理は法律どおり

やっているわけです。ですから、私がお願いしているのは、議場で公益について、公務につ

いて議論しているわけですから、ぜひそちらのほうに議論を戻していただけませんか。今

我々は何のためにここにいるのか、全くわからないんですけれども。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  西島議員。 

○１３番（西島信也君） 私が聞いているのは、市長は市民の代表ですよ。代表がどうなって

いるのかと。みんな住所は１カ所にしなさいと。住民登録するところは１カ所で、住んでい

るところ、実際に生活しているところを住民登録しなさいよというのが法の精神でしょう。

市長はどうなんですかと。市長は代表じゃないですか。市民にそれを指導して守らせる義務

があるわけです。それで市長はどうなんですかということを聞いているわけ。そうですか、

そうでないんですかということを聞いているんです。どうですか。答えさせてください。 
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○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） 先ほど来、答弁申し上げているとおりです。 

○議長（三田忠男君） 再質問してください。 

  西島議員。堂々めぐりになっていますけれども。他人の私生活にわたる言論をしてはなら

ないということに抵触すると思いますので、これ以上やりますと、129条の適用になるかと

思いますので、注意はしておきます。議場の秩序の維持という項目があります。何か堂々め

ぐりになっていますので、実のある議事進行をお願いします。 

  西島議員。 

○１３番（西島信也君） 議場の秩序の維持を守るのは、それは議長さんなんですよ。 

○議長（三田忠男君） 守るように、西島議員も協力願います。お願いします。 

○１３番（西島信也君） それは議長の指導が悪いんじゃないですか。 

  ひた隠しに、市長が自分の住所を隠しているわけですけれども…… 

〔発言する人あり〕 

○１３番（西島信也君） じゃ、何。全隠しと言えばいいですか。そんなことはないね。 

○議長（三田忠男君） 続けてください。 

○１３番（西島信也君） だから、ひた隠しにしているんです。何もひた隠しが悪いわけじゃ

ない。辞書にだって載っています、そういうのは。 

  これ以上言っても、これを会議録なりインターネットの配信で、言っておきますけれども、

私の前回のインターネットの配信ではほとんど消されていますから、消さないようにお願い

します、今回は。 

〔発言する人あり〕 

○１３番（西島信也君） だから、時機を失するじゃないですか、すぐにやっていただかない

と。 

  とにかく、市長さんはお答えにならないということで、それがわかったということでござ

います。答えられないということで、どちらにお住まいなのかわからないと。市役所の職員

もよくわからないと。市民で知っている人も中にはいるかもしれないけれども、大方の人は

知らない。議員さんも知っている人はいるかもしれないけれども、わからない人はわからな

いと、こういうことですね。 

  今まで非常に時間をとって、議会運営委員会まで開いていただいてやったけれども、何の

実りもない答弁だったです。これはぜひ反省していただきたいと思いますけれども。当局側

には、特に市長には。 

  それでは、次の質問に行きます。 

  次の質問に行ってください。 

○議長（三田忠男君） ２番目の人口減対策ですね。 
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  答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） すみません。ちょっと最後の言葉は看過できないので。 

  先ほど、議運の委員長がこちらに来て、議運をかけて、132条を守って答弁しろというこ

とに対して、それに従った市長が、あるいは行政部局が、あたかも隠しているごとく発言は

全く事実と反することは、ここにおられる皆さんは承知しているわけですから、そういった

発言は、議場においては重々お気をつけいただきたいと思います。 

  次の御質問には総合政策部長から答弁をさせます。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  総合政策部長。 

○総合政策部長（堀江啓一君） それでは、私のほうから、人口減少対策について答弁いたし

ます。 

  ８月27日の議会全員協議会でも説明させていただきましたが、地方の人口減少については、

国の地方創生の分析においても、東京一極集中の是正が進んでおらず、就業に係る国の施策

とも連携し、Ｕターンの促進と人材確保の視点とを合わせて取り組んでいく必要があると考

えております。 

  伊豆市の社会移動の傾向としては、首都圏より県内への転出が多く、その中でも伊豆の国

市を中心とした近隣市町への転出のウエイトが大きくなっていましたが、最近では改善傾向

も見られております。また年齢階層別に見ると、進学等で転出した若年層が、なかなかＵタ

ーンに結びつかず、30歳代から40歳代のいわゆる子育て世代についても転出超過となってお

りました。これにつきましても改善傾向が見られております。 

  移住・定住に関する市民アンケートによりますと、子育て世代を中心に、子育て施策や教

育環境の充実、住環境の整備が重要との回答をいただいておりますので、ハード、ソフトを

含めたこうした環境整備が、移住者等の選択肢の中で大切な項目になっていると考えており

ます。 

  これまでもアンケート結果等を踏まえ、伊豆市では人口減少対策として、こども医療費制

度や放課後児童クラブの充実、子育て世代の情報効果の場をつくるといった子育て環境の充

実や、高校生の通学補助などの教育環境の整備にも取り組んでまいりました。 

  ただ、その内容がうまく伝わっていなかったとの御指摘もいただいておりますので、今後

はこれまでの施策に加えて、情報発信にもさらに力を入れていきたいと考えているところで

ございます。 

  以上でございます。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  西島議員。 

○１３番（西島信也君） それでは、再質問させていただきます。 
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  これにつきましても、ちゃんと私の質問に対して答えるようにお願いしたいと思います。 

  今はそういう改善がされているというお話がありましたけれども、どういうふうに改善さ

れているんですか。お伺いします。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  総合政策部長。 

○総合政策部長（堀江啓一君） なかなか改善というのは難しいことだと思いますけれども、

ただ社会移動の傾向としまして、例えば平成27年度の転出が1,237人、転入が990人というこ

とで、マイナスが247人ということがありました。これにつきまして、平成30年度につきま

しては、転出が1,121人、転入は1,083人ということで、社会移動とするとマイナス38人とい

う形で、247人いたものが38人という形で改善が見られております。また年齢別につきまし

ても、例えば2008年から2013年までの６年間と、2013年から2018年の直近の６年間で比べた

場合の、30代、40代の子育て世代の人口でございますが、30代におきましては、前期の６年

間がマイナス214人であったものが、153人に改善。また40代につきましては、マイナス93人

だったものが、マイナス43人に改善ということで、合計111人が減少していないということ

になると思います。 

  そのような形で、多少の改善方向が見られているということで考えております。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  西島議員。 

○１３番（西島信也君） 伊豆市の人口は、平成16年４月１日に３万8,055人、これは住民登

録数です。国勢調査とはまた別ですけれども。それで昨年、平成30年４月１日、幾らかとい

うと、３万1,089人。7,000人減っているわけです。ことしの４月１日、平成31年４月１日は

幾らかというと、３万678人。前年より410人減っているわけです。余り改善したとは全然思

わない。同じように大体400人から600人、毎年毎年減っているわけです。 

  ただし、現市長の菊地市長が就任する以前は、そんなには減っていないです。１年間で

300人程度。500人、600人は減っていないということです。ここに来て、菊地市長には悪い

ですけれども、菊地市長が来て急に減ってきたということです。 

  それで、１つお伺いしますけれども、若年層が転出超過していると。この原因は何だとお

考えでしょうか。主に伊豆の国市へ転出しているということですけれども、要するに原因が

わからなければ対策の打ちようがないと、こういうことですから、若者の転出超過、要する

に若者というと何歳かというと、15歳から30歳までと、こういうことになるわけです。これ

が顕著になっているということは、伊豆市まち・ひと・しごと創生ビジョンの概要版という

のが書いてあるわけですけれども、ここには理由は書いてないですね。どういう理由で、例

えば伊豆市の公共料金が高いとか、そういうことなんでしょうか。どうなんでしょうか。お

伺いします。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 
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  総合政策部長。 

○総合政策部長（堀江啓一君） なかなか皆さんの転出理由というのは難しいと思いますけれ

ども、市のほうでは市民課の窓口のところでアンケート調査等をしております。そのときに

全員の方が回答してくれているわけではございませんが、何人かの方から回答をいただいて

ます。 

  その中で、転出の一番の理由というのは、やっぱり就職であるとか、転職、そういうもの

が一番多いという形で統計では出ております。その中で、やはり近隣の伊豆の国市であると

か、函南町、そういうところにつきましては、就職であるとか、転職であるという理由より

も、ちょうど結婚であるとか、離婚という言い方は変なんですけれども、そういう人生の転

機、そういうときに伊豆の国市とか近隣に出ているという統計が出ております。 

  以上でございます。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  西島議員。 

○１３番（西島信也君） 今の御説明で、結婚のときに多いと、こういうことですね。結婚の

ときに多い、就職や転職じゃないよと、近隣は。それはそうでしょう。みんな車とか持って

いますから。そんなに遠くに勤めるわけでもなかったら少ないよと。だけれども、結婚とい

うことはこれは大事なんです。結婚ということになりますと、これから先何十年、50年も60

年も先までずっとそこに住もうとそういうことで結婚して住所を定めるというわけなんです。

何で結婚したときにあれなのかと、そういう理由まで把握していませんか。市長さん、そこ

ら辺どうお考えですか。何で結婚のときにみんな伊豆市を離れるんでしょうかということを

市長はどう考えているのか、そこら辺は。お伺いします。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  総合政策部長。 

○総合政策部長（堀江啓一君） なかなかそこら辺までの調査等はできておりませんけれども、

やはり一つ、結婚という時期に、やはり若い人たちというのは、例えばアパートであるとか、

賃貸借住宅という形で、伊豆市の親元を一度離れて、そういう形で外の空気を吸いながら勤

めをするという形のものはあるのかなという形では考えております。 

  その中で、例えば結婚を機に出たとしましても、例えば、鈴木議員の答弁でも答えさせて

いただきましたが、定住補助金等もありますので、伊豆市のほうにある程度子育ての時期に

帰っていただくという形のものがあるのかなと思います。例えば、先ほど定住補助金につき

ましては、市外の方が113件で376人の方が利用しているということを答えさせていただきま

したが、そのうち、例えば伊豆の国市につきましては、41件、128人の方が利用していると。

函南町につきましても、13件、49人の方が利用しているという形で、一旦は出た中で、ある

程度子供が生まれた段階、学校に通う段階では伊豆市に帰っているような形で今分析してい

るところでございます。 
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○議長（三田忠男君） 再質問はありますか。 

  西島議員。 

○１３番（西島信也君） 今のお話ですけれども、若い人は結婚するのが多いんでしょうけれ

ども、15歳から30歳までの転出超過が非常に多いと。何歳が多いか、市長わかってますか、

お答えください。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  総合政策部長。 

○総合政策部長（堀江啓一君） 平成30年度のデータでいきますと、一番多いのはやっぱり20

歳から24歳、その年代が一番多くなっております。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  西島議員。 

○１３番（西島信也君） ピークは20歳ですけれども、18歳というのも多いんです。18歳の転

出超過が大体110人くらい、20歳が140人くらいと。この伊豆市まち・ひと・しごと創生人口

ビジョンに載っているんです。市長さん、よく見てください。何にも見ないで来ているよう

ではしょうがないじゃないですか。 

  １つ、ここの中に書いてありますけれども、合計特殊出生率を向上させるよと。2012年が

1.25だと、2020年に1.69が目標ですよと。2020年って来年ですよ、もうすぐです。今幾つな

んですか、お伺いします。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  総合政策部長。 

○総合政策部長（堀江啓一君） 正式なデータは出ておりませんけれども、聞くところにより

ますと、1.40ぐらいだということで聞いております。 

○議長（三田忠男君） 再質問。 

  西島議員。 

○１３番（西島信也君） 1.40じゃ多少伸びているかもしれないけれども、1.69には遠く及ば

ないと、こういうことのわけです。これ平成30年に出したやつです。 

  それで、若い人の流出が激しいと。特に結婚ということになりますと、これからの将来が

そこにかかっているわけですよ、結婚生活にかかって。もう伊豆市は見放されてるというこ

とになると思うんですけれども。結婚するときに出て行かないためにどうしたらいいかとい

うことをどのように考えておりますか。市長、どのように考えておりますか。これ一応、市

長が平成21年当時ですか、市長が初当選された当時、人口減少対策危機宣言というようなも

のを出したわけです。全ての政策を人口減少対策に修練させると言っておるんですけれども、

今でもそうですか。お伺いします。これは市長が言ったことですから、市長さん、どう考え

ていますか。全ての政策を人口減少対策に修練させると言っているんです。議会で、議場で、

ここで。それどうお考えになりますか、お伺いします。 
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○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） 平成21年６月に人口減少危機宣言を出しております。それ以来、その

趣旨については何度も議場でも申し上げておりますけれども、全ての部課が、出生対策とか

移住対策をやれということではなく、あるいは特定のそれだけの課をつくるということでは

なく、それぞれの部課の所掌において、住みやすいような施策をとれということなんです。 

  一例を申し上げますと、私はよく職員に話をするのですが、市民課の窓口に座っている新

卒の職員が、純粋に機能だけ果たそうと思ったら、挨拶もいらないし、笑顔もいらないわけ

です。正しく300円をいただいて、正しく住民票を出せばいいわけです。しかし、そこでこ

こちよい市役所にしようと思ったら、挨拶もするし、笑顔もあったほうがいいですよね。そ

ういうことの各部課ごとの機能をしっかり目的意識を持ってやるということで、ちゃんと職

員にも説明しておりますし、議会でもそのように何度か申し上げているわけであって、その

ときの自分の考え方というのは変わっておりません。 

○議長（三田忠男君） 再質問。 

  西島議員。 

○１３番（西島信也君） 今、市民課は笑顔で接しなさいよと。それはそういうことは大事だ

けれども、それが人口減少対策につながりますか。全然つながっていないじゃないですか。

結果を見てください。何も人口減少対策につながっていないじゃないですか。菊地市政の中

で、何人減っているんですか。恐らく五、六千人は減っています。今まで減ってきた7,000

人のうちの五、六千人は減っているということになるわけです。何も結果が出ていないと。 

  私が思うに、その原因は何か。まずごみ袋が高い、健診が有料だと、無理な学校統合を進

めていると、あるいは水道料も値上げして高いと。みんな高い、不便になっている。それで

は伊豆市民がみんな逃げ出しますよ。何も好き好んで、それは移住・定住をやって来る人は

わずかながらいるかもしれないけれども、ほとんど、伊豆市に住んでいる人間はみんな逃げ

出しちゃいますよ。それでいいんですか。 

  例えば、ごみ袋が高いとか。あれは菊地市長のときに高くしたんです。今まで45リットル

で１枚10円ぐらいのやつを30円幾らにもしたとか、あるいは健診だって、伊豆の国市は健診

は無料です。伊豆市は取っているじゃないですか。水道料だって伊豆市は高いんです。水道

の分担金だって高い。無理な学校統合。この辺はどう考えていますか、市長。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） 第１次総合計画を前市長のもとでつくったときには、その製作者名簿

の中に西島議員も課長職で入っておられましたから、環境衛生施策については、当初から御

存じだと思うんですけれども、その環境衛生施策の中で、ごみ焼却については、ごみ袋を高

くしたのではなくて、回収経費をそれぞれ出す量に応じて適正にいただくという制度に変え
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たのであって、よく今でも、市民の皆さんからときどきごみ袋が高いと言われるんですが、

ごみ袋の製作費は同じであって、回収費用を出す量に応じていただくか、あるいは一生懸命

抑えている方も、全員から別のまとまった経費として出すかの違いであって、これは実は議

員もよく御存じのはずなんですけれども、シンボリックにごみ袋が高いということで御批判

されているんだろうと思います。 

  そのほかの典型的な公共料金である水道料金も、大体、全国800の市区の中で、正直言う

と真ん中くらいで、なかなか苦しいんですが、やはり水の使用量の多い、大きなお酒の蔵元

があった大仁とか、あるいは製紙工場のある富士とか、あるいは沼津とかが、全国の中でも

一番安いレベルにランクアップされているものですから、やはり近くを見ると伊豆市の水道

料金が高く感じるのは、それは現実として承知をしております。 

  ただ、価格を抑えるために巨額な費用を割くことが、残念ながら、今の伊豆市を考えたと

きには、全体バランスを考えるといかがなものかと。このような考え方に基づいて、公共料

金、その他の施策を講じているわけです。 

  今、最後の学校については、小学校が12あったころ、そこの小学校周辺の人口がふえてい

れば、当然こんなことは必要ないわけです。残念なことに、いろんな理由があって、残念な

ことにある場所においては、それが必ずしも人口の定住策につながってこなかった。そして

親御さんの意向を見ると、これは学校の統廃合については、教育委員会が平成20年に教育振

興審議会を開いて、第１次総合計画の趣旨に基づいて検討していただき、そしてその答申を

受けて、市長としてやってきたわけです。そこで私が２期目のときに、中学校の統合が改め

てまた教育委員会から出てきたものですから、皆さんの御意見も参考にして、アンケート等

をとらせていただき、そのときには文教ガーデンシティ事業だったから賛成が約７割でした

けれども、中学校統合だけに絞れば、保護者の９割は賛成なんだという声をＰＴＡの皆さん

からたくさんいただきました。 

  そういった政策は、私が私の個人の思いに基づいてつくっているのではなくて、いろいろ

な観点から、市民の皆さんの御意見、要望、ニーズを伺った上で、私は政策として整理をさ

せていただき、議案にまとめて提出しているわけですので、その背景には、やはり市民の皆

さんの声があるということは重ねて申し上げたいと思います。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  西島議員。 

○１３番（西島信也君） 今、市長さんがいろんなことを、言いわけじみたことを言っている

わけですけれども、ごみ袋だって、取られるより取られないほうがいいに決まっているわけ

です。そういうこと一つ一つが、みんな人口減少につながっていったんです。そうは思いま

せんか。 

  とにかく、今までやってきた菊地市政では、人口減少はストップできなかった。先ほど市

長選出馬宣言がありましたけれども、幾ら出馬宣言したって、そして仮に受かっても、菊地
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市長では人口減少はストップできないと。それは全ての政策を人口減少対策を目標にやって

いるということですから、とりもなおさず、菊地市長のやっていることは、全て失敗策だと、

こういうことを言わざるを得ません。 

  さっさとここで、任期はもう４カ月しかありませんから、店じまいをして、あとはほかの

人に託すという姿勢でいっていただきたいと思います。 

  以上、終わります。 

○議長（三田忠男君） これで西島信也議員の質問を終了いたします。 

  ４時５分まで休憩いたします。 

 

休憩 午後 ３時５３分 

再開 午後 ４時０５分 

 

○議長（三田忠男君） 休憩を閉じ、会議を再開いたします。 

 

◎会議時間の延長 

○議長（三田忠男君） 本日の会議時間は、小長谷順二議員の一般質問が終了するまで、あら

かじめこれを延長をいたします。 

 

◇ 小長谷 順 二 君 

○議長（三田忠男君） それでは、本日最後の質問になります。 

  11番、小長谷順二議員。 

〔１１番 小長谷順二君登壇〕 

○１１番（小長谷順二君） 11番、小長谷順二です。 

  通告してある２件について質問をいたします。答弁を市長、教育長に求めます。 

  １件目、台風19号被害検証と今後の防災・減災対策。 

  台風19号は、10月６日３時に南鳥島近海で発生し北上、12日17時過ぎには伊豆半島の西南

西の海上で、中心の気圧は945ヘクトパスカルの大型で強い台風となりました。12日19時前

に大型で強い勢力で伊豆半島に上陸した後、関東地方を通過し、13日未明に東北地方の東海

上に抜けました。この台風により98名の方の死亡が確認され、３名の方が現在行方不明、71

の河川で決壊が報告されております。こちらは11月18日の消防庁の情報です。 

  政府は、台風19号による被害を激甚災害と大規模災害復興法に基づく非常災害に指定する

ことを決定したので、自治体が管理する道路などの災害復旧計画の作成や工事の発注を国や

都道府県が代行できるようになりました。 

  今回、狩野川台風を上回る総降水量778ミリの大雨で、市内外で起こった台風被害を検証

し、今後の防災・減災対策に結びつけていくために、以下の質問をいたします。 
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  １、台風接近の注意喚起に伴う避難の推進と大雨特別警報発令後の避難状況、そして避難

所運営の課題。 

  ２、高潮による防潮堤閉門における内水被害の可能性と対策。 

  ３、河川の氾濫を防ぐ樹木伐採と河床掘削の現状。 

  ４、バックウォーター現象の現状と対策。 

  ５、浸水被害軽減のための土嚢の活用状況。 

  ６、支援物資受け入れ体制の課題と対策。 

  ７、近隣市町の災害ごみの処理状況と協力体制。 

  ８、他市町の災害における職員派遣。 

  ２件目、がん検診の現状と対策。 

  がん検診は、がんを早期発見し適切な治療を行い、がんによる死亡率を減らすことを目的

として実施されていますが、平成10年に老人保健法の保険事業から除外され市町村事業とな

り、平成20年には健康増進法第19条２に基づく健康増進事業として位置づけられ、継続して

市町村が実施されることとされ、現在に至っています。 

  毎年、健康支援課から送付される健康診査のお知らせの封筒の中に、おとなの検診まるわ

かりガイドが同封をされています。表紙の「正しく知ろう！がん検診」には、現在、我が国

のがんによる死亡者数は年間30万人を超え、死亡原因の第１位を占めるようになりました。

しかし、診断と治療の進歩により、一部のがんでは早期発見、そして早期治療が可能となり、

がん検診はこうした医療技術に基づき、がん死亡率を減少させることができる確実な方法な

ので、正しい知識を持って継続的にがん検診を受診するように呼びかけています。 

  検診は自覚症状がない時点で行われることから、がんが進行していない状態で発見するこ

とができます。がんが不治の病と言われたのは昔のことで、現在では早期発見、早期治療で

がんはその多くが完治すると言われているので、がん検診事業の現状と対策について以下の

質問をいたします。 

  １、当市の各種がん検診受診率の推移と現状。 

  ２、当市のがん検診受診後のがん罹患者の発見率。 

  ３、受診率向上の取り組み。 

  ４、スマートフォンアプリ「がん検診のススメ」の導入。 

  ５、人間ドック助成制度の現状。 

  ６、中学生の胃がんリスク検診の導入。 

  ７、小・中学校でのがん教育の現状と今後の取り組み。 

  以上です。お願いします。 

○議長（三田忠男君） ただいまの小長谷順二議員の質問に対し、答弁を求めます。 

  市長。 

〔市長 菊地 豊君登壇〕 
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○市長（菊地 豊君） 今回の台風19号では幸いにも人的被害が発生しなかったことは、市民

の皆様の日ごろの防災意識の高揚によるものと考えますが、行政としてさまざまな課題があ

ったことも教訓として残りました。 

  避難所のあり方や情報発信手段、災害警戒本部の体制など、みずから見直さなければなら

ない点や、また、伊豆の国市、函南町などで大変苦慮された災害廃棄物の受け入れ場所の確

保など、多くの課題を再認識したところです。今後は、これら課題を一挙には直せませんけ

れども、一つ一つクリアしていく必要があります。 

  御質問の詳細については、それぞれ担当する部長から答弁をさせます。 

○議長（三田忠男君） それでは、続いて、総務部長。 

○総務部長（伊郷伸之君） それでは、私からは、１番、５番、６番と８番について答弁をさ

せていただきます。 

  まず、１番目の避難の推進と避難所運営の課題についてでございます。 

  市では、台風上陸の前日10月11日の14時ごろから台風接近に伴う注意喚起と、同日の15時

に避難所開設のお知らせをいたしました。避難準備を促し、この時点では約70名の方が避難

されました。また、その翌12日の朝５時に土砂災害警戒情報と洪水警報が発表されましたの

で、６時に市内全域に避難勧告を発令し、15時ごろまでに約1,390名の方が避難しておりま

す。その後、12日の15時30分に大雨特別警報が発令され、これ以降に避難された方が約450

名、最終的に1,840名の方が避難されました。 

  次に、避難所運営についてですが、市では各指定避難所、今回は指定避難所にあわせて土

肥と中伊豆は支所を開き、天城湯ヶ島につきましてはふらっと月ヶ瀬をお願いして、指定避

難所プラス自主避難所という位置づけで開設しております。各避難所に職員を２名から３名

派遣しまして、避難者の把握、受け付けをしたり、毛布の配布などを行いましたけれども、

やはり1,840人、今まで経験したことがない方の避難ということで、それぞれの避難される

方への対応も行き届かなかった点があったのではないかと思っております。 

  ５点目の浸水被害軽減のための土のうについてですが、特に今回、台風19号につきまして

は、浸水被害が発生した土肥地区の状況についてお答えさせていただきます。 

  まずは高潮対策として、八木沢地区の一部ではありますが、ここ数年、高潮による浸水が

繰り返されておりましたので、今回の台風では浸水を防ぐために、消防団が土のうを積み、

対策を施しております。また、浸水が繰り返し発生しているお宅におきましては、土のうを

常備する等の対策がとられていると伺っております。 

  次に、河川や道路からの浸水対策として、同じく八木沢地区でございますが、河川の氾濫

のおそれがあった周辺家屋では、道路面からの浸水を防ぐために、こちらも消防団が土のう

によって対策を施しております。 

  市では、土のうを消防団詰所や、土肥地区は土肥支所に備えておりますが、区や自主防災

組織におきましても、市の資機材整備等補助金を活用しまして、メニューに土のう袋や砂も
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ございますので、活用していただきたいと考えます。 

  ６点目の物資受け入れ態勢等についてでございます。 

  今回の台風では、実際に物資の受け入れはなかったわけでございますが、想定される課題

と対策では、まず、地域防災計画上の話でございますが、物資の集積場を現在５カ所指定し

ております。しかし、そのうち２カ所は指定避難所であり、また１カ所は救護所と重複して

おります。さらに、この物資の集積場が体育館などを指定しておりますので、実際に支援物

資が届いた際、フォークリフトなどの機械が使えません。これらは通常ですとフォークリフ

トを使ってパレットでそのまま移動するんですが、機械が入らないということで人海戦術を

とらざるを得ません。結果、多くの人出が必要になり、一つ一つ箱を運ぶような、そのよう

な状況になろうかと思います。 

  現在の計画では、復旧支援のための施設は機能や場所も各地区等に分散しており、拠点と

呼べる施設は正直なところございません。住民生活の安全・安心のためには、防災活動の拠

点を確保することが非常に重要であるとともに、想定される災害応急活動の内容に応じた機

能を複合的に有する防災拠点として整備することが喫緊の課題ではないかと考えております。 

  最後、８番目の災害における職員派遣でございますが、まず、過去の災害時における他市

町への市の職員の派遣につきましては、全国市長会等からの要請に応じ、今までは東日本大

震災や熊本地震などの際に、災害支援として職員を派遣しております。こちらは避難所の運

営であったり、やはり罹災証明の現場の調査とか、そういうもののお手伝いをしております。

また、今回の19号被害に対する派遣でございますが、伊豆の国市からの要請に応じまして、

10月23日から25日までの３日間、延べ６人の職員を派遣し、罹災証明の発行のお手伝いをさ

せていただきました。 

  なお、今回は伊豆市でも土木災害等が多く発生しておりました。静岡県から、ふじの国災

害復旧支援隊として10月末から２名の職員の方を約１カ月間派遣していただき、災害箇所の

復旧のための設計等の支援をいただいております。また、農地災害等につきましても、随時

アドバイスをいただくために派遣をしていただいております。 

  私からは以上でございます。 

○議長（三田忠男君） 続いて、建設部長。 

○建設部長（山田博治君） それでは、私から、２と３と４についてお答えいたします。 

  まず、２番です。まず、河川の河口部にある水門などの施設も高潮等で外水域の水位が高

くなった場合には、閉門により内水域の水位上昇を防ぐ役割を果たすことが通常の機能とな

りますが、陸地での降雨が非常に多く内水の水位が上昇する場合には、閉門によりその水が

はけないため、内水被害の可能性が指摘されております。 

  現施設での内水被害の対策としては、河川河口部に設置する水門の調整が挙げられます。

水門の開閉の調整により、高潮による水位の上昇と内水での水位上昇を調整し、対応を図る

ことなどが考えられます。伊豆市におきましては、八木沢大川と松原川に津波対策の水門が
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設置されており、沼津土木事務所で遠隔操作により開閉を行っております。 

  また、陸こうにおきましては、防潮堤が道路や通路を横断するところに設置する陸上のゲ

ートですので、通常は閉め切りの対応となりますが、河川の氾濫等により、陸こうなどの開

門の必要性を想定した対策もしておかなければならないかと思われます。 

  いずれにしましても、台風19号災にて起きた全国の事案については、伊豆市においてもそ

の可能性を想定しまして、その対策を考えておかなければならないと思われます。 

  続きまして、３番の河川の氾濫を防ぐ樹木伐採と河床掘削の現状であります。 

  河川の氾濫を防ぐ対策として、川幅を広げることや川底を掘り下げること、堤防を築くな

ど、川の断面積を大きくすることで対応することが挙げられますが、短期間的にはその効果

が発揮されるのが、樹木の伐採や河川のしゅんせつなどの対策になります。伊豆市におきま

しても、国・県が管理する河川が大半となり、現在お願いしているところでございます。 

  河川の氾濫を防ぐ河川のしゅんせつの現状としまして、管理する県の実績では、昨年で狩

野川で１件、大見川で３件、小土肥大川で１件、土肥山川で２件、野尻川で１件の実績があ

ります。本年度は狩野川で２件、大見川で３件、小土肥大川で１件、土肥山川で１件の施工

を予定していると伺っております。 

  市におきましても、河川の支川の河川のしゅんせつを実施しており、昨年度は６件、今年

度は４件、１件は実施済みですけれども、あと３件を予定しております。 

  台風19号の影響により、河川内の堆積した土砂等の対応としましては、次年度以降も国・

県に対応していただけるようお願いしていきたいと考えております。 

  続きまして、４番のバックウォーターの現象の状況と対策についてです。 

  バックウォーター現象は、大量の雨で本流の水位が上昇し、河川や用水路などの支川の水

が本流へ流れ込めず逆流氾濫するというもので、堤防の決壊を引き起こされることもありま

す。 

  日本列島の広範囲に激しい雨を降らせた台風19号においても、各地で河川の氾濫を引き起

こし、その原因にこの現象もあったのではないかという専門家の意見も多くネット上では確

認することができます。 

  バックウォーター現象の対策としては、一般的に、堤防の強化や河道の掘削や河川内の樹

木の伐採など、水の流れる量をふやすことにより本流の水位を下げる対策が考えられます。

また、大規模化する最近の水害では、過去経験したことのない想定以上の雨量が甚大な被害

を招いており、バックウォーターや想定外の浸水への対策は、今後、各自治体にとって急務

とされておりますが、費用や時間の限界があります。水害から命を守るためには、基本的な

ことではありますが、日ごろからハザードマップで自宅周辺の危険な箇所をチェックし、み

ずから早目に避難する必要があると言われております。 

  伊豆市においても、本流と呼ばれる狩野川や土肥山川やその支流の大半が国・県により管

理されておりますが、今までにバックウォーター現象についての報告はないものの、心配さ
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れる箇所や地域については、今後、要望等の地域の声をもとに把握しまして、関係機関と協

議していきたいと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（三田忠男君） 続いて、市民部長。 

○市民部長（梅原敏男君） それでは、７の部分で近隣市町の災害ごみの処理状況と協力体制

ということで、近隣ということで、伊豆の国市さんと函南町さんに災害ごみについてちょっ

とお伺いをさせていただきました。 

  確認させていただいたところ、伊豆の国市さんでは、一般可燃物、布団、畳、木質系廃棄

物、廃家電等、約1,000トンの災害ごみが発生したというふうに伺っております。 

  処理の状況ですが、仮置き場を長岡体育館北側の空き地、市有地でございますが、そこに

開設をしまして、10品目に分別して、市民の方々の災害ごみの受け入れを行っておりました。

また、みずから搬入できない方に対しましては、地区の公民館やコミュニティ広場を地区住

民用の一次集積所として一時仮置きをし、そこから仮置き場までの運搬を行ったというふう

に聞いております。この運搬につきましては、静岡県と社団法人静岡県産業廃棄物協会との

協定に基づきまして、市内の業者に委託されたというふうに伺っております。 

  その他の協力体制という部分については、たまたま長岡の焼却場が修繕工事期間中であっ

たということで、日常の収集ごみの焼却を沼津市、三島市さんに要請したというふうに聞い

ております。伊豆市におきましても、伊豆の国市さんの要請に基づきまして、大仁地区の収

集ごみの一部を受け入れを行い、伊豆市の清掃センターにおいて焼却を行っております。 

  次に、函南町さんの状況でございますが、災害ごみにつきましては約530トン発生してい

るというふうに伺っております。 

  処理につきましては、函南小学校の第２グラウンドを仮置き場として開設をし、分別作業

後、可燃ごみ、木くず、畳は自前の処理施設、それ以外の災害ごみについては、町の一般廃

棄物収集許可業者に搬出処理を依頼したというふうに伺っております。 

  以上でございます。 

○議長（三田忠男君） それでは、再質問ありますか。 

  小長谷順二議員。 

○１１番（小長谷順二君） それでは、再質問をさせていただきます。 

  非常に詳細に御答弁をいただいたので、少し私の確認したいところを質問させていただき

ます。 

  5,500件登録しているという伊豆市情報メールにおいても、頻繁に避難を促すメール等が

入ってきましたし、レベル４の避難勧告が出てから、修善寺中学校で新たな避難所を開設し

たよとか、その30分後に大雨特別警報が発令されたということで、警報が解除されるまでの

災害本部は非常に慌ただしかったと思います。 

  先ほどの答弁で、やはり前日から避難した方も70名ほどいるということでしたけれども、
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やはり雨がひどくなってから避難された方、要するに、そういう方は多かったと思いますの

で、避難の最中に被害に遭わないようにしなければならないと思いますけれども、これ非常

に難しいと思います。私も土肥小学校の避難所へ行って自分の知り合いに電話して、山沿い

にいる人は開設しているからと言ったんだけれども、ほとんどの方がやはり避難をしなかっ

たという現状がある中で、この辺について、どのように思っていますか。 

  多分、考えていることは一緒だと思うんですけれども、先ほどの波多野議員の質問のとき

のように、過去の経験値から大丈夫だよとかという方が多いと思うんですけれども、この抜

本的な問題を解決しないと、なかなか大きな被害が、災害があったときに、犠牲者がうんと

出るような気がするんですけれども、そこについてはどうでしょうか。ちょっと難しい質問

になると思うんですけれども。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  総務部長。 

○総務部長（伊郷伸之君） 波多野議員と杉山議員のときにも質問に対してお答えさせていた

だいた、まずは御自分の家の状況、地区の状況、どこに危険があるのか。確かに避難勧告や

避難の情報を出しても、それぞれの家によって状況違うと思います。川の近くなのか、裏山

の近くなのか、いや、全くグラウンドのような平らなところにいるのかによっても状況違い

ますので、まずは御自分の自宅がどのような状況なのか。そのためにハザードマップ等もお

配りをさせていただいておりますので、まずそのあたりの情報を収集していただきたいとい

うことと、市では、先ほど申しました16時20分に警戒レベル５が発令されました。このとき

に本部の中でもいろいろ議論したんですが、この警戒レベル５のときには、議員おっしゃる

とおり、相当もう雨風がひどかったです。当然、小水路等は多分恐らく氾濫し、道路等にも

出水されていたかと思うんですが、このときには、やはり市として呼びかけたことは、まず

警戒レベル５が発令されましたよということと、土砂崩れなどが発生しやすいと。あと、や

はり避難所への避難が危険な場合、要は歩いて避難所まで行ったりとかそういうものが危険

な場合は、近くの安全な場所に避難するか、屋内の家の中の高いところへ避難してください

と。このときには何が何でも避難しろと言うことは控えて、まずは自分の身は自分で守って

いただく。近くの避難するべきところか、もしくは家の中の高いところにいてくださいと。

余り外に出て避難するということは、余り情報としては出さなかったというのが現状です。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  小長谷順二議員。 

○１１番（小長谷順二君） あと、避難所運営についてですけれども、先ほど市長の答弁でも、

職員だけでは間に合わないので地域の方もというようなことだったんですけれども、今回、

現場の担当者からの意見を、今後どういうふうに検証して、どこが課題かという整理を行っ

ていかなければならないと思うんですけれども、そんな中で、飲料水とか食べ物、寝具は、

基本的には持ち込むことが原則だったんですけれども、この辺、現場の状況というのはどう
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だったでしょうか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  総務部長。 

○総務部長（伊郷伸之君） 寝具といいますか毛布につきましては、受け付けと同時にお配り

しておりました。原則、飲料水や非常食的なものは、一晩ですので各自御用意してください

というふうにはお願いしております。やはり要望としては、電気ポットがもっと何台も欲し

かったとか、いろいろ要望あるんですが、先ほど申したとおり、一避難所に３名程度、そう

すると、受け付けして毛布を渡して、今回の避難は、やはり40時間ぐらい避難所がある中で

少しずつ少しずつ避難されてくる人が多かったものですから、最初から例えば100人、200人

を区画割りしてここに避難してくださいじゃなくて、やはり最初行った方々が少しずつスペ

ースが広くなると、あとから来た人がだんだん狭くなってしまうということも実際ございま

した。 

  実際に避難所職員も、40時間近かったものですから交代をさせました。交代して２交代で

運営をさせたんですが、やはり１カ所、多いところでは500人近くの方が避難されてきまし

たので、とてもマンパワー不足というのが正直なところでした。中長期的な避難所になれば

当然なんですが、やはり地元の方であったり、余りお願いしてはいけないのかもしれないん

ですが、自主防の方であったりが、中の旗振りとかをやっていただけると、職員は本当に助

かるという感じは受けました。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  小長谷順二議員。 

○１１番（小長谷順二君） 今回は台風が上陸してから急に雨風がおさまった状態だったんで

すけれども、当初、市長もＦＭ ＩＳで、高潮の注意だとか、今までに経験したことがない

ということでかなり強い口調で避難を促していたんですけれども、避難所が停電とか断水に

なるという想定をしていたんでしょうか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  総務部長。 

○総務部長（伊郷伸之君） 避難所につきましては、万が一、停電のときには発電機をそれぞ

れ用意してございます。 

  今回の報告では、幸い停電されたところがないということと、断水につきましても、避難

所ではなかったというふうに記憶しています。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） 断水について、建設部長、何か情報ありますか。ないですか。いいで

すか。 

  再質問ありますか。 
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  小長谷順二議員。 

○１１番（小長谷順二君） 本当に狩野川台風に匹敵するということで、仮にそうなったとき

って多分、避難所もすごく混乱をしたと思うんですけれども、今回はそういうことはなかっ

たようですが、これからについてはそういう対応も考えていかなければならないという中で、

これ静岡新聞の記事なんですけれども、静岡市の葵小学校で、避難所運営の課題確認をする

ために、20市町の職員や地域住民が参加して１泊２日の宿泊訓練を実施したという記事が載

っていましたけれども、この訓練に伊豆市の職員というのは参加したんでしょうか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  総務部長。 

○総務部長（伊郷伸之君） 伊豆市の職員は参加をしていないと思われます。ちょっと報告を

受けていないものですから、ちょっと把握はしていないんですが。 

  あと、避難所の今回の問題は、やはり体育館とか古いところもありますので、雨漏りがし

ているという状況もありました。また、今回の台風ですと雨風強いものですから、ふだん雨

漏りなくても、どういう風向きかによっても若干吹きかけてくるようなことも聞いておりま

す。 

  この避難所の施設については、相当市としても難しい問題で、学校の体育館であったり、

既に閉校した体育館を避難所として使っている、また社会体育館等々ありますので、こちら

については相当今後考えていかなければならないなと、大きな問題だとは思っております。 

○議長（三田忠男君） 他の部長さんで、部下が行った部はありますか。ありませんか。ない

ようですね。 

  再質問ありますか。 

  小長谷順二議員。 

○１１番（小長谷順二君） 近年の環境の悪化でこのような災害が非常に起きやすい状況の中、

今後、当市においても、そういう１泊２日程度の訓練もやっていかないとならないと思うん

ですけれども、やはり職員だけではなくて地域の自主防であるとか消防団を交えて、実際に

どういうことが起こるかということを行っていただきたいと思うんですけれども、この辺に

ついても検討していってほしいと思いますが、お考えをお聞かせください。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  総務部長。 

○総務部長（伊郷伸之君） 今までは避難所運営ということは、どうしても中長期的な避難生

活を想定しておりました。当然、地震、津波のときに１週間から１カ月程度、そういう事例

も多くありましたので、避難所運営ボランティアとかそういう運営にはどうしても中長期を

視野に入れていたんですが、今回のように１泊なりの避難所運営についてまで、こんなに正

直、人手が足りないとは想定はしておりませんでしたので、今議員おっしゃるとおり、今回

の静岡市の訓練なども参考にさせてもらいながら、やはり訓練をすることで地域の人への啓
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発にもなりますので、今後、自主防災組織等とちょっと相談させていただきながら、市だけ

の運営じゃなくて、やはり地元の方にも運営に携わっていただけないかということも考えさ

せていただきたいと思います。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  小長谷順二議員。 

○１１番（小長谷順二君） ぜひ進めていっていただきたいと思います。 

  ２番目なんですけれども、岩手県の山田町で、東日本大震災の後に整備をされた堤防が台

風の雨水をせきとめたために、およそ50棟の住宅で浸水被害があったということで、大きな

問題になっているということです。 

  土肥地区も、山川の右岸の中浜、大藪地区には、御存じのとおり5.5メートルの高さの防

潮堤が整備をされています。昔の我々の先輩に聞くと、昭和36年の集中豪雨では大泉寺川が

まず氾濫して、その後、土肥港付近の堤防が決壊して山川の右岸にどっと水が流れてきたと

いうことで、非常に心配をしている方もいるんですけれども、防潮堤というのは、基本的に

台風接近時は高潮の危険があるので閉めるようになっているんですよね。４つある防潮堤の

うち２つは常に閉まっているんですけれども、２つはあいていますので、閉めるということ

が原則になって、今回も閉まっていました。 

  ただし、もし大雨が続いて堤防が決壊した場合というのは、今度逆に水が抜けなくなるわ

けですよ。恐らく土肥支所あたりから海まではもう水たまりの状態になって水が抜けないと

いうことになると、１階は完全に水没します。２階の半分ぐらいまでは水が抜けないおうち

も出てくるんではないかということで、現場で土木事務所に確認をしたところ、遠隔操作は

可能なんですが、電源部が水没した場合というのは操作不能になると。つまり、あかなくな

ってしまうと。 

  現在、門扉の横に電源部があるんですけれども、そこを上に移すようなことも今後検討を

していかなければならないというふうに思っているんですけれども、この辺についてぜひ検

討していただきたいと思うんですけれども、そういうような事例みたいなことというのはあ

るんでしょうか、電源部を上に載せかえたというような。もし情報があったら教えていただ

きたいです。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  建設部長。 

○建設部長（山田博治君） 電源部を上にかけた、やったという情報は、ちょっと自分は把握

していないんですけれども、現にそういうことで考えられれば、やはりいざというときに機

能しなければ意味ないものですから、やはりその辺はしっかり地元の声を、県のほうへ働き

かけまして、その辺の要望はしっかりしていきたいと思います。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  小長谷順二議員。 
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○１１番（小長谷順二君） その辺もぜひ課題として検討していただきたいと思います。 

  河床掘削なんですが、議会報告会であるとか各区長さんから、河川のしゅんせつの要望と

いうのはもう毎年のようにあります。先ほどの答弁のとおり、県の管理河川が多いものです

から、当然市としてみれば県に要望をしていくわけですけれども、県の除草やしゅんせつの

要望については、県の見解ですが、現場を確認して治水の緊急度を判断した上で優先順位を

つけて対応をするということです。 

  しゅんせつはもとよりなんですが、樹木が生い茂っている場所では、大雨のときに流れて

きた流木が引っかかっちゃって洪水になるということを非常に川の周りの住民は心配をして

います。もうこれは何らかの対策をとらなければいけないと感じているんですけれども、大

きくなる前に地元で伐採することも可能なんですけれども、やはり切りっ放しになると海に

流れてしまうので、その後処理については行政のお力をいただかなければならないと思って

おりますが、この辺についてはどのように考えているでしょうか。 

○議長（三田忠男君） 建設部長。 

○建設部長（山田博治君） 今、議員御指摘のとおり、しゅんせつは平成30年、平成31年と、

非常に県のほうも予算を多く確保いたしまして市内のしゅんせつはやっているところですけ

れども、伐採につきましては、緊急度があって県がやるときには、そこの伐採していると思

いますけれども、それ以外のところというのが今言われたと思いますけれども、その辺で地

元が伐採しました、そしてそれを片づけるのはというときに、例えば市の管理する河川なら、

例えばそういう協働みたいな形で地元で切っていただいて、重機の借り上げとかそういうも

ので市が対応することは可能かと思いますけれども、今言われたのは多分、県の河川なもの

ですから、その辺は、切ることは多分県に許可をとれば大丈夫と思いますけれども、後処理

というのは、ちょっとそこは県とのを確認しまして、いい方法を探っていきたいと思います。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  小長谷順二議員。 

○１１番（小長谷順二君） 県管理河川だから伊豆市は一切手を出してはいけないよというこ

とではないと思いますので、地元が切って、このぐらいの木でしたら１メートルぐらいに切

って、それを重機を使って処理する、あるいはその切った木材を処分しなきゃならないわけ

じゃないですか。その辺もぜひ県と協議をしていただきたいと思っております。 

  バックウォーター現象なんですけれども、部長のほうで説明をしてくれたんですけれども、

まず、伊豆市内でバックウォーターによって水害が起きる可能性のある箇所については、ど

のぐらい把握をしているんでしょうか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  建設部長。 

○建設部長（山田博治君） バックウォーターという現象というところで正式には聞いている

ところは、修善寺の野尻川のところ、狩野川との合流のところで、やはりバックウォーター
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が発生するんじゃないかということは聞いております。ほかのところにつきましては、把握

はしておりません。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  小長谷順二議員。 

○１１番（小長谷順二君） 以前、私が議員になったばかりのときでしたか、この質問をした

ときに、通常、勾配がある川というのは吸い込むので問題ないんだけれども、要するに海辺、

伊豆市の場合は土肥地区がそのおそれがあると。要するに大泉寺川であるとか水口川とか、

あるいは温川なんかは、流れが本当に海の近くになると緩くなるものですから、そこで起こ

るよということだったんです。 

  今回の台風被害を受け、政府は河川水位上昇防止の補助金の検討に入るということで、本

流と支流の合流地点の水底の土砂を取り除き、水位を下げる工事を加速する方針ということ

ですので、ぜひこの危険箇所の把握をしていただいて、対策をとっていただきたいと思いま

す。 

  あと、バックウォーターも支流の堤防を上げるというのも１つの対策になるというふうに

伺っているので、その辺についても一度現地調査を行っていただきたいと思っているんです

けれども、いかがでしょうか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  建設部長。 

○建設部長（山田博治君） まず、バックウォーターという考え方が、議員さん言われたよう

に、本流があって勾配があればそこに行きます。本流の水位が上がったときに、支川が出な

いときに、逆に流れてきたというのがバックウォーター。というのと、あとは水位が上がっ

て、支川も水位が上がって出ない、一番河口部分についてもあふれる場合はバックウォータ

ーという話なんですけれども、この海のところが、海の水位と河川の水位というのが考え方

が違って、海の水位が上がって河川が来たから、それがバックウォーターという、そういう

名称じゃないらしいんですよ。ただ、現実的にはそういうところがありますので、そこは先

ほど言ったようにしっかりその辺の現地を、その地区のところへちゃんと要望をいただけれ

ば現地確認して、どういう対策ができるかというのは、市も県も含めて関係機関と協議して

いきたいと思います。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  小長谷順二議員。 

○１１番（小長谷順二君） 土のうの関係なんですけれども、浸水対策には土のうが効果的だ

ということは言われております。最初から土のうを準備しておくことが望ましいんですけれ

ども、置きっ放しにするとプラスチックが劣化してきたりするものですから、なかなか準備

をしておくというのは難しい中で、今、勝手に川とか海の砂をとってきて土のうに詰めると

いうのもある意味違法だと言われている中で、昔は消防団なんかでも詰所の横に置いておい
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たりしたんですけれども、今そういうことがないんですよね。 

  浜松市なんですけれども、浜松市では、市民の自助、共助のために土のうステーションと

いうのを設置して、これちゃんと屋根をつけておいて、何かあったときには自由に持ってい

ってくださいというのを設置しているんですけれども、設置場所をふやすだとか、パンフレ

ットを作成して市民に呼びかけているそうですけれども、このような取り組みというのもぜ

ひ考えていただきたいと思っております。 

  やはりひとり暮らしや高齢者が多いと、なかなか遠くから車を積んで持ってくるというの

も難しいので、近所の人等にお願いしながらやらなきゃならないんですけれども、必ず氾濫

する川ってあるんですよね。そういうところには事前に土のうをというふうに思っているん

ですけれども、その辺について見解を伺いたいと思います。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  総務部長。 

○総務部長（伊郷伸之君） 土のうにつきましては、実際に土肥地区で何カ所か、消防団のい

ろいろ土のうによって防いでいただいたという実績もございます。先ほど土のうステーショ

ンがいいのか、現状、消防団の詰所などにストックをしていただいているんですが、砂につ

きましては、先ほど申しました自主防の資機材補助金を使っていただいて、購入していただ

くのがいいのかなというふうに考えております。ちょっと土のうステーションまでは考えて

はいないんですが、あと土肥支所には若干あるんですが、中伊豆、天城の支所にもそういう

土のうをストックする場所がないのか、検討はさせていただきたいと思います。 

  消防団につきましても、毎年６月に水防訓練をやっております。そのときに土のうづくり

等も訓練をしていますので、そこでつくったものを詰所等に配備しておくというのが現状で

ございますので、実際、今回の土肥地区でも、ふだんからというのはおかしいんですが、そ

ういう浸水が繰り返されているところとか、やはり河川の氾濫のおそれがあるところについ

ては、地元の方も把握されていると思いますので、やはり消防団の協力、自主防の協力をい

ただきながら、高齢者のお宅等にも対応していただきたいと考えます。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  小長谷順二議員。 

○１１番（小長谷順二君） 支援物資の受け入れ態勢の課題というのは、先ほどの答弁で課題

が非常に多いということを確認できましたので、ちょっとここはパスをさせていただきまし

て、災害ごみの処理の協力体制なんですけれども、今回、土肥地区でもふじみ荘跡に災害ご

みの仮置き場をつくっていただいたようですけれども、数軒しか床上浸水がなかったもので

すから、それでも結構畳とか出たんじゃないかなと思っているんですけれども、災害の大き

さによって当然その対応が異なってきます。高齢者であるとかひとり暮らしの方は、水を吸

っちゃった畳なんかは絶対自分では無理だと思いますので、それをまたさらに仮置き場まで

持っていくというのは非常に困難だったんですけれども、伊豆の国市とか函南町のさっきの
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話もありましたので、特に伊豆の国市は、これから廃棄物の施設が一緒になるわけじゃない

ですか。そうすると、今回も要請があって運んだようですが、人的、物的応援体制について、

もう少し組合で協議をしてもらったりしながら、お互いに助け合っていかないとなかなかい

けないなというふうに思っておりますけれども、今回は要請があったから行ったということ

でよかったわけですか。要請がなければ行かなかったという判断でよろしいんでしょうか、

こちらから応援に行くよと言ったわけではなくて。その辺について確認させてください。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  市民部長。 

○市民部長（梅原敏男君） 今回の伊豆の国市への協力という部分については、被害の状況、

伊豆市には被害の状況等も確認等してからでないとお答えはできなかったんですが、伊豆の

国市さんのほうから要請を受けております。その要請に基づいて、うちである程度処理でき

る量等を現場と相談をさせていただいた上で回答をさせていただいております。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  小長谷順二議員。 

○１１番（小長谷順二君） この件については最後の質問ですけれども、今の要請も含めて、

他市町の災害への職員の派遣ということで、過去には地震とか大きな災害で出ているという

んですけれども、平成25年７月に隣町の西伊豆町で集中豪雨があって、私と永岡議員と２人

でボランティアに行ったんですけれども、そのときには南伊豆とか松崎とかということで町

の名前の入ったトラックとかワゴン車に職員が乗ってきたんですけれども、伊豆市はそのと

きは行かなかったらしいんですよね。行かないということは、伊豆市の災害のときにも来て

もらえないということで、そういうふうに感じたのを覚えています。 

  それで、ボランティア活動に市の職員が公務として参加することは、被災した自治体に対

しては当然応援になりますし、災害対応のスキルアップにもつながると考えていますけれど

も、今後そういうような基準みたいなものを取り決めていったほうがいいんじゃないかなと

感じているんですけれども、その辺についての見解を伺いたいと思います。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  総務部長。 

○総務部長（伊郷伸之君） 職員が自発的に災害ボランティアで行く場合、ちょっと詳細は調

べなければわからないんですが、可能であるんじゃないかと考えます。 

  ただ、伊豆市として行政としてお手伝いに行く場合、派遣する場合は、どうしても個別に

やりとりをして、何人欲しい、何人行きますじゃなくて、やっぱり市長会とか町村会を通じ

てやらないと、そちらも把握できないということで、なるべく窓口を一本化して、そこから、

じゃ、伊豆市は例えば派遣できますか、その調べに対して３人までできますとかと回答して、

じゃ、お願いしますという、ちょっと手続的にそんな今状況になります。 

  実際、今回の伊豆の国市への派遣も、担当者同士では、どうですかと直接聞くと、できれ
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ば欲しいですよとお互いに言っているんですが、ちょっとあるところからすると、勝手にや

らないでくれと。やはり通してくれというようなちょっとお話も伺いましたので、一応今回

は伊豆の国市さんに逆に、一応もう出すから依頼文書出してくださいというこっちからお願

いして、ちょっと行政的な手続になってしまうんですが、実際にはちょっとそういう窓口を

通すという今やり方になっておりますので。函南町さんもそうだったんです。できれば函南

町さんにもと思っていたんですが、実際に担当者同士だと、できればお願いしたいよと言う

んですけれども、実際のところは伊豆の国市さんに派遣をしたというのが事実です。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  じゃ、２番目ですね、がん検診の現状と対策。 

  それでは、市長、答弁願います。 

○市長（菊地 豊君） 早期発見、早期治療の時代に入りました。そのためにも、市民の皆さ

んには、がん検診を必ず受診していただきたいと考えております。 

  今後とも受診率向上の取り組みを強化して、そして今、男性は多分県内で５番ぐらいだっ

たと思うんですが、健康寿命の延伸に向けて進めてまいります。さっきの県で５番目ぐらい

というのは、たしか男性の健康寿命の順位がそれぐらいだったと思うんです。 

  詳細については、健康福祉部長に説明をさせます。 

○議長（三田忠男君） 続いて、教育長。 

〔教育長 西井伸美君登壇〕 

○教育長（西井伸美君） それでは、私のほうから６番、７番を先に答弁させていただきます。 

  ６番の中学生の胃がんリスク検診の導入につきましてお答えいたします。 

  現在、伊豆市内の小中学校、義務教育学校では、身体計測や視力聴力検査のほか内科検診、

尿検査等を、小１、小４、中学１年では心電図検査等を実施しておりますが、議員御指摘の

胃がんリスク検診は実施しておりません。全国的には、県単位や市町単位で、胃がんの原因

とも言われるピロリ菌検査を導入している自治体もあります。 

  ピロリ菌につきましては、特に感染しやすいのが５歳以下の乳幼児期と言われており、ま

た、感染は家庭内感染による事例も報告されております。 

  教育委員会では、現時点では中学生へのピロリ菌検査を実施しておりませんが、ピロリ菌

検査は尿検査で可能であるとも伺っておりますので、学校の養護教諭や健康福祉部局と連携

し、検討してまいりたいと考えております。 

  次に、７番目の小・中学校でのがん教育の現状と今後の取り組みについてお答えします。 

  市内の小学校では、昨年度から、がんについての正しい知識、予防できること、早期発見

によって治癒する可能性が高いことを理解する、自分や大切な人のためにできることを主体

的に考え、人の思いや命の大切さについて考えることができるを狙いとした学習に取り組ん

でいる小学校があります。 

  また、中学校と土肥小中一貫校の後期課程では、現在の学習指導要領において、生活習慣
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病の予防、個人の健康を守る社会の取り組みとして、保健の授業で取り扱っております。 

  今後の取り組みですが、令和２年度から完全実施される新学習指導要領において、市内全

小学校と土肥小中一貫校の前期課程の五、六年生が、保健の授業について、生活習慣病の予

防としてがんについて、喫煙を長い間続けるとがんや心臓病などの病気にかかりやすくなる

などの影響があることを学習していくことになります。 

  また、中学校、土肥小中一貫校の後期課程において、令和３年度から、がんの予防をより

詳しく学習していきます。 

  学習指導要領には、「がんは、異常な細胞であるがん細胞が増殖する疾病であり、その要

因には不適切な生活習慣をはじめ様々なものがあることを理解できるようにする。また、が

んの予防には、生活習慣病の予防と同様に、適切な生活習慣を身に付けることなどが有効で

あることを理解できるようにする」と記されており、がん予防の大切さを学ぶことになりま

す。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） 続いて、健康福祉部長。 

○健康福祉部長（右原千賀子君） 私のほうから、１番から５番について説明させていただき

ます。 

  まず初めに、がん検診受診率の推移と現状でございますが、受診率は過去３年間の推移は

ほぼ横ばいの状況です。 

  率の算出は、国の受診率の算出基準で、対象者が国民健康保険の加入者に社会保険加入者

等、会社員などが加入しています社会保険加入者等も含まれているのに対しまして、社会保

険等の加入者の受診者の把握ができないために、伊豆市で実施しているがん検診の数しか把

握できていないので、低い率となっております。 

  平成30年度の胃がん、肺がん、大腸がんにつきましては、男性と女性とでは差はございま

すが、約10％、子宮がん検診は約21％、肺がん検診は約29％でございました。 

  次の２番の受診後のがん罹患者の発見率でございます。 

  平成30年度の発見率は、各がん検診約0.07％から0.055％で、静岡県や全国の平均並みと

なっております。発見者数では、胃がん、肺がんが各２名ずつ、大腸がん検診でがん発見者

が４名、乳がん検診が６名、子宮がん検診の罹患者はおりませんでしたので、合計で14名の

方のがんが発見されました。 

  次に、受診率向上の取り組みでございますが、１つ目は、受診しやすい環境整備として、

特定健診と同時にがん検診が受けられるような環境づくりや土日の実施、また、買い物のつ

いでに受診できるようスーパーを会場に設定しております。 

  ２つ目は、市民にわかりやすい御案内として、年度当初にはその年に受けられる検診の内

容と説明冊子「検診まるわかりガイド」を送付し、その後は受診時期に合わせた通知書の送

付や広報紙などによる受診勧奨を行っております。 
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  ３つ目といたしましては、金融機関とがん検診普及啓発及び受診率向上に関する協定を締

結し、がん検診の受診勧奨ポスターの掲示やチラシの配布などを行っております。また、こ

とし８月には企業と健康づくりに関する協定を締結し、がん検診を受けた人が検診の領収書

や検診結果表などを店舗で提示することにより金券がもらえるキャンペーンなどを、今年度

は12月末を期限として実施しております。 

  次に、スマホアプリの導入でございますが、議員がお示しされたスマホアプリ「平塚市が

ん検診のすすめ」は、平塚市のホームページを確認させていただき、アップストア等から無

料でダウンロードして利用することができました。パソコンによりインターネット上で簡単

なチェックによるリスク判定が行えるアプリでした。今後、伊豆市の検診事業に効果的なも

のであるか、また経費等を検証いたしまして、導入について考えていきたいと思います。 

  次の５番、人間ドック助成制度の現状でございます。 

  国民健康保険と後期高齢者医療保険の加入者の人間ドックに係る経費のうち、事前申請に

より２万5,000円を上限に助成しております。 

  平成30年度の国保加入者の人間ドック受診者は231人で今まで横ばいでしたが、ことしは

既に240人の申請がございまして、昨年度を大きく上回ると想定される見込み状況でござい

ます。 

  以上でございます。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  小長谷順二議員。 

○１１番（小長谷順二君） 昨年から胃カメラ検査を実施していると思うんですけれども、あ

と、四、五年前になるんですか、胃がんのリスク検査、この辺の数字というのはどうなんで

しょうか。それを教えてください。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  健康福祉部長。 

○健康福祉部長（右原千賀子君） 胃がんリスクは平成26年から実施しまして、実施当初は

221人、だんだん減少傾向にありまして、平成30年度では105人の方がリスク検査を実施して

おります。 

  胃カメラの検診ですけれども、バリウム検査と並行して行える、どちらかを選択して行え

る胃カメラの検査は、平成30年度から実施が始まりまして、昨年度、平成30年度は80名の方

が実施しております。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  小長谷順二議員。 

○１１番（小長谷順二君） がんについては、がん対策基本法が成立して、現在、医療技術が

進んでがんは長くつき合う病気になる一方で、治療のために会社をやめざるを得ないといっ
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たような離職の事態に遭うことに対応するため、もう一つは、予防できるがんを確実に予防

するということで、感染症対策が盛り込まれました。胃がんの場合は、原因となるピロリ菌

の除菌への健康保険の適用がさらに拡大されたことで、死亡率が減少する効果も見えてきて

いるということで、まずリスク検査なんですけれども、これ１回だけしか受けられないんで

すよね。 

  あと、まるわかりガイドにもあるんですけれども、バリウム検査を実施した方が対象とい

うことなんですけれども、ちょっとその辺について、胃がんリスクについて、もしわかった

ら教えていただきたいんですが。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  健康福祉部長。 

○健康福祉部長（右原千賀子君） 胃のリスク検査のみの受診もできますが、リスク検査です

ので、がんを発見するに至るよりも、やはりリスクの高低を検査するものになります。その

ために、胃のバリウム検査や胃カメラ等のあわせての検診を勧めております。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  小長谷順二議員。 

○１１番（小長谷順二君） 一般的にはバリウム検査が多いわけですけれども、発泡薬を飲ま

されて、げっぷしちゃだめとかということになると、非常にもう無理難題で敬遠される方も

多いんではないかと思います。このバリウムで引っかかった場合には胃カメラに移行するわ

けですので、最初から胃カメラ検診がいいんじゃないかなと思ったんですけれども、やはり

集団検診でできないということで、どうしても集団検診でバリウムを飲む方、でも、高齢者

なんか飲めなくて苦しんでいる方もいらっしゃるんですよね。ですので、今の取り組みとし

ては、非常にもう胃カメラも対象になったということで、これからふえてくるんではないの

かなというふうに思っております。 

  発見率が今回14人あったということなんですけれども、これが検診する受診者が多ければ、

掛ける何倍という形で多分なってくると思いますので、ぜひ検診を勧めていただきたいと思

います。まるわかりガイドにも書いてあるんですけれども、例えば胃がんの場合は、５年生

存率というのが87.8％に対して、外来で見つかった場合というのは53％ですので、30％の差

があるということです。受診率の向上で、がん検診でもっと早くがんが見つかっていればと

後悔する方を減らすためにと、あと治療後の生活の質を低下させないために、がん検診の目

的化をしっかりと、目的のための必要なんだよということを勧めていただきたいと思います。 

  それで、ちょっとわからないところがあるんですけれども、健康保険とか後期高齢者とか、

会社員が加入する協会けんぽであるとか、公務員等が加入する共済組合とか、いろんなとこ

ろでこういう検査を行っていると思うんですけれども、例えば血液と肺は会社でやるけれど

も、ほかのものについては伊豆市の住民健診でやってみたいなところがあって、なかなか何

人受診したかという確認ができないということだったんですけれども、これを改善すること
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というのはなかなかやはり難しいんでしょうか。情報を得るという。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  健康福祉部長。 

○健康福祉部長（右原千賀子君） 現在、一般健診や特定健診、また後期高齢者の高齢者健診

は加入者のみですが、がん検診については、国民健康保険加入者や後期高齢者医療の加入者

以外の保険加入者でも、市と契約している病院や集団検診を受診された人は把握できており

ますが、人間ドックは、結果は来るんですけれども、それが受診率にはつながらないように

なっておりますので、なかなか数を確認する、把握するのが難しい状態です。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  小長谷順二議員。 

○１１番（小長谷順二君） 伊豆市の受診率向上の取り組みということでも、先ほどの答弁の

とおり、雄大グループさんと連携をしたり、金融機関、ポスター等があるんですけれども、

どこかへ行ったときに、電車のデコレーションみたいのに、10月はがん検診のキャンペーン

をやっていますみたいな、そういうので市民に対してＰＲをしているところなんかもあるん

ですけれども、修善寺から三島まで電車があるわけですから、三島田方と連携をしながら、

伊豆市だけではなかなか厳しいとは思うんですけれども、そんな取り組みもできたらななん

て思っております。 

  あと、受診率を効果的に向上させる対策として、郵送や電話などでその人個人に向けて受

診を勧める個別受診勧奨と、それでも受診しない未受診者に向けての再受診を働きかける再

勧奨の状況について、まずは伺いたいと思います。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  健康福祉部長。 

○健康福祉部長（右原千賀子君） 国保加入者で40歳から74歳の特定健診の未受診者の家に、

生活習慣疾患で保険医療の病院を受診していない方3,798人に、胃がん、肺がん、大腸がん

の再勧奨通知を送付しております。また、子宮がん、乳がんにつきましては、30歳から68歳

までの偶数年の年齢で未受診者3,461人に通知をしたところでございます。 

  具体的に再勧奨によって受診へつながるかどうかの件数の把握まではできていませんが、

発送後、申し込みがふえていると感じているところでございます。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  小長谷順二議員。 

○１１番（小長谷順二君） 何か以前、電話をもらったよなんて方もいらっしゃったんですけ

れども、今は電話による再勧奨は行っていないんですか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  健康福祉部長。 

○健康福祉部長（右原千賀子君） すみません、通知を出しているという報告を受けておりま
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すので、ちょっと電話のほうは聞いておりませんでした。すみません。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  小長谷順二議員。 

○１１番（小長谷順二君） 伊豆市は乳がんとか子宮頸がんについては、国のガイドラインは

２年に１回ということを推進しているそうですけれども、ことしから奇数学年にも希望に応

じて受診を可能にするなど、手厚い取り組みを行っていると思いますので、さらにいろんな

ＰＲやキャンペーンを行っていただいて、受診率の向上に努めていただけたらと思っており

ます。 

  スマートフォンアプリには、平塚市が行っているのをちょっと私もインストールしたんで

すけれども、ただ問診だけじゃなくて、その次にどうしたらいいか、要するにスケジュール

であるとか日程とか、相談機関につながっていくことによって、がんの受診率向上につなが

ると思っています。田方医師会がありますので、お医者さんにアプリの監修なんかを行って

いただいて、伊豆市や田方郡と連携をしながら、当然お金もかかるわけですから、費用対効

果も含めた有効性を検証していただければと思っております。 

  人間ドックについては、240人と言いましたっけ、の２万5,000円というと、かなりの金額

を負担しているわけですけれども、これずっとずっとＰＲしてふえていったときに、その予

算って確保できるんですか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  健康福祉部長。 

○健康福祉部長（右原千賀子君） ほかの市町では人数に制限を加えている近隣の市町もござ

いますが、伊豆市の場合には人数制限を現在しておりませんので、何らかの方法で財政部局

に相談しながら、皆さんに補助できるような体制をとりたいと思っております。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  小長谷順二議員。 

○１１番（小長谷順二君） そうですね、人間ドックというのはＣＴとかマーカーをとるので、

例えば発見しにくい臓器のがんであるとかということも発見しやすいと思いますので、５年

生存率が低い病気に対しても対応できるので、ふえた場合には財政のほうに交渉していただ

いて、あなただめよと線を引かないでいっていただけたらと思っております。 

  続いて、ピロリ菌の胃がんのリスク検診なんですけれども、先ほど教育長の答弁にあった

ように、乳幼児期に親から食べ物の口移しが原因と言われております。ある一説によると、

中学生などの若年期に感染の有無を確認して早期にピロリ菌を除菌することで、胃がんの予

防効果が高まるというふうに言われているそうです。それはどういうことにつながるのかと

いいますと、次世代へのピロリ菌感染を防ぎ、子育て支援としての大きな効果や、将来に向

けて医療費の削減に確実につながるんではないかと思っております。 

  答弁のとおり、全国的に見ても、例えば佐賀県なんかは2016年から全学校を対象に行って
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いる。これは尿検査の残りを使って行っているということで負担がないということで、ある

いは、貧血検査とか生活予防検査のときの血液の採血を使って行っているところもあるとい

うことです。中学生が感染している場合というのは、その家族もほとんどが感染しているん

じゃないかなということもあると思いますので、ぜひこの辺も他市町の事例をよく確認しな

がら施策を進めていっていただければと思うんですけれども、すぐには胃がんリスク検診の

導入については考えていないということで、しつこいようですけれども、今の状況はそうい

うことでしょうか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  教育長。 

○教育長（西井伸美君） 今、議員がおっしゃったように、中学生の段階でピロリ菌の検査を

やっているところは幾つかあるということは聞いております。その場合において、早期にや

ることで効果があるという一面、もう一方で、危険な副作用があるというような話も聞いて

いるところです、医学的に。どちらが正しいというか、その辺がどうなっているかというも

のは、もう少し私たちも検証していかなきゃいけないと思っているものですから、有効性、

それと副作用、その辺のところを見ながら、専門家の意見聞かなければとても私が判断でき

る段階ではございませんので、そんなことをしながら前向きには検討していきたいなという

ふうには考えております。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  小長谷順二議員。 

○１１番（小長谷順二君） １つ確認なんですけれども、その子がピロリ菌を持っているか、

持っていないかはわかるわけじゃないですか。その後、除菌をするのに対して副作用みたい

なことも考えられるということなんでしょうか。そうですか。わかりました。 

  最後のところ、がん教育の現状ということで、文部科学省が平成27年３月に公表したがん

教育報告書では、国民の健康に関する基礎的な教養として必要不可欠なものとして、国の方

針や通知を踏まえ、学校教育全体の中でがん教育を推進していきたいということで、令和２

年とか令和３年からがんの教育も行っていくということですが、よくライオンズクラブなん

かで薬物依存について、薬物乱用防止教育みたいなものを外部から行っていることがあるん

ですけれども、がんに特化したそういう出前授業みたいなものというのはやったことはない

んですか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  教育長。 

○教育長（西井伸美君） 県の健康福祉部からそういうような出前出張授業というものがござ

いまして、ただし、これもがんに特化ではなくて、生活習慣病の予防ということ、その中に

含まれるがんという形なんですが、本市におきましても、幾つかの小学校が希望し出前授業

をしているという実際はございます。 
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○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  小長谷順二議員。 

○１１番（小長谷順二君） もう一つ、がん教育の中で重要なことがあると思っています。小

中学生の病気による死亡原因の第１位は小児がんだと伺っております。化学療法の進歩によ

り、５年生存率というのが70％を超えてきているということですが、退院後の療養生活と復

学の問題が新たな課題として浮上をしているようです。このために、周囲の正しい知識と理

解を整備していくことが望まれると思っております。医療機関だけではなく行政や学校と連

携をしなければというふうに思っていますが、学校教育で子供たちががんの正しい知識を習

得することは意義が本当に大きいと思いますので、この辺についてはどうでしょうか。見解

を伺いたいと思います。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  教育長。 

○教育長（西井伸美君） 議員おっしゃるとおり、非常に大事な視点だと思います。先ほど言

いました今度新しい学習指導要領におきましても、まさに生活習慣病の中の一つとして、が

んについてもどういう状態で起こるか、ただ恐ろしさを教えるだけじゃなくて、早期発見、

早期治療によって治るんだよというようなことを踏まえ、そして小児がんの子供を踏まえて、

がんの実態がわかって、みんなで受け入れていくという体制づくりも大事なことと考えてお

ります。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  小長谷順二議員。 

○１１番（小長谷順二君） 最後、政府は地域の健康努力徹底の予算案で1,500億円程度を計

上する方向で検討をしているというのを新聞で読みました。また、東芝と東京医科大や国立

がんセンターとの共同開発で、血液１滴で13種類の初期のがんを発見できるということで実

証実験を始めるということで、これ注目していきたいと思います。 

  先ほど答弁でも市長が答えた、多分お達者度なんですよね。静岡県は2016年のお達者度を

公表して、男女とも伊豆地域の沿岸部というのは低かったわけですけれども、伊豆市は比較

的長い水準を維持したということですので、今までの取り組みが成果があらわれ始めている

んではないかなと思っております。 

  ぜひ、がん検診の受診率も、県でもトップを目指すような形で、健康のまち伊豆市をアピ

ールしていただきたいと思いますけれども、最後に市長に、今のやりとりを多分聞いていた

と思いますので、伊豆市民のがん検診であるとか健康増進、そして健康寿命の延伸、最終的

には医療費の削減を含めた中で、どのように考えているのか、総括的にお答えできればと思

います。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  市長。 
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○市長（菊地 豊君） 県内の状況を見ますと、職員の受診率100％の市もございますし、や

はり健康管理は自分の責任でもございますので、私を含め職員も、そして市民の皆さんもし

っかり自分の体を管理する、そして、この美しい自然と本物の食材がある中で、しっかり健

康になっていくということのまちづくりを目指していきたいと思います。 

○議長（三田忠男君） これで小長谷順二議員の質問を終了いたします。 

 

◎散会宣告 

○議長（三田忠男君） 以上で本日の日程は全て終了いたしました。 

  一般質問２日目については、明日12月４日の午前９時30分から行います。 

  本日はこれにて散会いたします。 

  どうもお疲れさまでございました。 

 

散会 午後 ５時２４分 



－127－ 

令和元年伊豆市議会１２月定例会 

 

議 事 日 程（第３号） 

 

                   令和元年１２月４日（水曜日）午前９時３０分開議 

 

日程第 １ 一般質問 

───────────────────────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 議事日程に同じ 

───────────────────────────────────────────────── 

出席議員（１６名） 

     １番  波多野 靖 明 君      ２番  山 口   繁 君 

     ３番  星 谷 和 馬 君      ４番  間 野 みどり 君 

     ５番  鈴 木 正 人 君      ６番  下 山 祥 二 君 

     ７番  杉 山 武 司 君      ８番  三 田 忠 男 君 

     ９番  青 木   靖 君     １０番  永 岡 康 司 君 

    １１番  小長谷 順 二 君     １２番  小長谷 朗 夫 君 

    １３番  西 島 信 也 君     １４番  杉 山   誠 君 

    １５番  森   良 雄 君     １６番  木 村 建 一 君 

欠席議員（なし） 

───────────────────────────────────────────────── 

地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名 

市 長 菊 地   豊 君 副 市 長 本 多 伸 治 君 

教 育 長 西 井 伸 美 君 総合政策部長 堀 江 啓 一 君 

総 務 部 長 伊 郷 伸 之 君 市 民 部 長 梅 原 敏 男 君 

健康福祉部長 右 原 千賀子 君 産 業 部 長 滝 川 正 樹 君 

建 設 部 長 山 田 博 治 君 建 設 部 理 事 白 鳥 正 彦 君 

教 育 部 長 金 刺 重 哉 君 会 計 管 理 者 城 所 章 正 君 

───────────────────────────────────────────────── 

職務のため出席した者の職氏名 

事 務 局 長 浅 田 茂 治 次 長 永 沼 健 一 

主 査 鈴 木 恵美子   

 



－128－ 

開議 午前 ９時３０分 

 

◎開議宣告 

○議長（三田忠男君） 皆さん、おはようございます。 

  ただいまから令和元年伊豆市議会12月定例会を再開いたします。 

  本日の出席議員は16名であります。定足数に達しておりますので、会議は成立いたしまし

た。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程はお手元に配付のとおりであります。 

 

◎一般質問 

○議長（三田忠男君） 日程に基づき一般質問を行います。 

  本日は、発言順序６番の杉山武司議員から発言順序10番の間野みどり議員まで行います。 

  これより順次質問を許します。 

 

◇ 杉 山 武 司 君 

○議長（三田忠男君） 最初に、７番、杉山武司議員。 

〔７番 杉山武司君登壇〕 

○７番（杉山武司君） 皆様おはようございます。７番、杉山武司です。 

  通告に従いまして、３点の質問をいたします。いずれも市長に答弁を求めます。 

  １点目、伊豆市の災害避難施設の現状について。 

  夢と希望に満ちた令和の時代に入り、多くの人々が安心・安全な生活を願っていたものと

思います。 

  しかし、その願いを無残にも打ち砕く惨事がおきました。15号、19号、さらには21号の３

つの台風が東日本に大きな被害を及ぼしました。多くの尊い命が失われましたことに謹んで

哀悼の意を表しますとともに、被災されました方々に心よりお見舞いを申し上げます。 

  伊豆市においては、市道を初めとし、県道や国道にも崩落が発生し、田畑の畦畔等にも多

くの被害が生じましたが、昭和34年から60年にわたり整備が続く狩野川水系の砂防ダムが功

を奏し、人災に至らなかったことは幸いでした。 

  その中にあって、特に台風19号では全市民の約６％に当たる1,800人を超える人々が市内

の避難所に避難をしました。10月11日の気象庁の発表による昭和33年の狩野川台風に匹敵す

る記録的な大雨になるおそれがあるという報道が、狩野川台風の被害を熟知している伊豆市

の人々の心を動かし、避難をしたものと思われます。 

  しかしながら、その避難所は必ずしも満足と言えるものではありません。雨漏りの施設も

あり、避難所によっては想定を超えた多くの人々が避難をしたのではないでしょうか。さら
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に設備面においても課題が顕在化したものもあったと思います。 

  それを踏まえ、次のことをお尋ねいたします。 

  １、大きな災害発生が予想される場合の避難者の収容数の全体計画はできていますか。 

  ２番目、今回の台風避難による各指定避難所の収容能力と避難者数は想定の範囲でしたか。 

  ３番目、指定避難所の雨漏りの改修はもちろんですが、今後トイレや空調などの整備によ

る快適な避難環境に向けた対応をお尋ねいたします。 

  ４番目、教訓として残った顕在化した課題はどのようなものがありましたか。 

  ２点目です。空き家バンクの現状と今後の取り組みについて。 

  伊豆市では、平成21年６月に人口減少危機宣言を発し、さまざまな移住・定住施策を講じ

てきました。市内では、少子高齢化による人口減少に伴い、空き家の件数はふえ続けていま

す。ことしの９月時点の空き家バンクは中伊豆のパールタウン内の２件の売り物件のみで、

賃貸の物件は皆無と記憶しています。 

  また、平成27年以来４年ぶりに本年空き家の実態調査を実施したことと思います。そのこ

とを踏まえ、空き家バンクについて、次のことをお尋ねいたします。 

  人口減少危機宣言を発してからの空き家バンク施策の実態を伺います。 

  今回の空き家の実態調査結果に基づいた現在の現状と今後の施策を伺います。 

  ３番目、林業再生の新局面を迎えて。 

  外国産の木材に押され、長い間低迷を続けていた日本の林業・木材産業が新たな局面を迎

えています。 

  戦後造林した人工林の杉やヒノキが伐期を迎えていますが、山間部の人口減少や高齢化の

進展により、放置林が増加している現状を踏まえ、国は2019年４月より林業の成長産業化と

森林管理の適正化を図るため新たな取り組みをスタートし、森林経営管理制度を創設、森林

環境税、森林環境譲与税の創設、森林台帳の整備を推進、さらには2020年４月からは国有林

樹木採取権制度を創設します。これは「伐って使って植える」という森林資源の循環利用サ

イクルの実現を目標に掲げています。 

  しかし、この制度を活用し地方創生の主体的役割担い運営するのは、地元の市町村の役割

とされています。 

  そこでお尋ねいたします。 

  新制度の運営に関して、多くの自治体が専門知識を有する人材とノウハウが不足している

とされています。かつ実施主体が未整備されています。市の総面積の80％を占める豊富な森

林資源を有効活用し、林業の成長産業化を目的として産業力の底上げを目指す伊豆市の新制

度に関しての方針を伺います。 

  以上です。よろしくお願いします。 

○議長（三田忠男君） ただいまの杉山武司議員の質問に対し、答弁を求めます。 

  市長。 
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〔市長 菊地 豊君登壇〕 

○市長（菊地 豊君） 皆様おはようございます。 

  行政報告と一般質問の質疑の中でもお答えしましたが、いろいろな課題が教訓として残り

ました。 

  特に、避難所については、収容人数やペットを含む避難生活の環境の問題、要支援者の

方々の誘導支援など、今後解決しなくてはならない課題が多く判明いたしました。 

  修善寺南小学校では、避難された方が現実入りきれなかったわけですが、計画上は収容可

能な人数でございましたけれども、避難所運営に携わる職員数や誘導の方法などの課題が残

ったと考えております。 

  御質問の詳細について、総務部長に答弁をさせます。 

○議長（三田忠男君） それでは続いて、総務部長。 

○総務部長（伊郷伸之君） それでは、私からまず１点目と２点目、大きく避難所の収容能力

の御質問ですので、あわせて答弁させていただきます。 

  まず、大規模な災害が発生した場合の収容者数の全体計画ということでございますが、実

際、計画というものは作成してございません。ただ、大規模地震などで想定される避難者数

というのは示されておりますので、市全体の避難所の収容者数、この収容能力というのは把

握してございます。 

  今回の台風避難に関する各避難所における避難者数、こちらは狩野川台風に匹敵するとの

気象庁からの報道もありましたので、ある程度の方は避難されるとは思っていましたが、ま

あ全体で1,840名を超える方が避難されておりまして、過去の例からしても、思ったより多

くの方が避難されたというのが実態でございます。 

  また、避難所の収容能力と避難者数との関係でございますが、先ほど市長申しました修善

寺南小の体育館では、実際収容しきれない状況とのことで、急遽隣接する修善寺中学校の体

育館を避難所としてさらに開設いたしました。 

  このことについてでございますが、修善寺南小に避難された方が298名で、修善寺中学校

に避難された方が114名、合計で412名の方でございました。修善寺南小学校の一時的な避難

場所としての市が把握している収容能力の人数でございますが、こちらは県の指針に基づき

まして594人を想定しております。この想定する収容人数を勘案いたしますと、本来ですと、

修善寺南小学校の体育館で収容できたのではないかと思っておりますが、実際には避難して

くる方の時間もばらばらであったり、１人当たりの占有面積も順番に入ってきますので、比

較的広く取られたということで、実際収容しきれなかったという状況が生まれております。 

  また、仮に修善寺南小学校がいっぱいになった場合は、修善寺中学校を開設するというの

が市の計画としてはあるんですが、そこで迅速に南小学校から修善寺中学校への移行が派遣

職員の人数等の問題もありまして、実際はうまくスムーズにできなかったという問題はござ

います。 
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  次に、避難環境についてでございますが、市が避難所として指定している施設のほとんど

が学校や地域の体育館となっております。学校は教育施設ということで日常生活を送るため

の機能というのは備わっているとは言えないのが現状でございます。 

  暑さや寒さ対策など、避難所生活に課題があるとは認識してございますが、実際に体育館

などへの空調の整備、これは困難ではないかと考えております。 

  また、台風の接近に伴う一時的な避難から大規模地震の発災後等の中長期的な避難生活な

ど、状況によってその避難生活は変わっていきます。特に、大規模災害の発災後における高

齢者の方や要支援を要する方の生活環境を維持するためには、避難所の環境というのは大変

重要になっていきます。当然施設のバリアフリー化や、トイレの多目的化、洋式化など、施

設の改修が必要と思われますが、先ほど申しました主に学校施設等が多くございますので、

それはしっかり検討していかなければならないと考えております。 

  また、４点目の教訓としての課題でございます。台風19号では1,840名を超える方が避難

され、市の災害体制だけでなく、数々の課題が残りました。 

  市の体制に関する課題は、市の職員だけでの避難所運営ではやはり支援が必要な方などへ

の対応、また本来ですと収容できるのではないかと思われる人数も収容しきれないような状

況が発生しております。 

  大規模災害発災時の収容人数を考慮した避難所のあり方や、高齢者の方などへの情報発信

の手段、避難所での誘導方法、災害警戒本部の情報収集のあり方など、体制も含めて見直し

ていかなければならない課題が多くあると再認識いたしました。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） 再質問はありますか。 

  杉山武司議員。 

○７番（杉山武司君） 今回の台風による避難というのは、本当に短期間の、たった１日とい

うぐらいの期間でしたけれども、今後要するにそれを上回る被害が予想された場合について

は、もっと長い避難期間というものを要する場合もあろうかと思います。 

  そういった場合に、各避難所の備品、それから施設面というものは、もっともっと充実し

ていかなければならないと思うんですけれども、その辺のところはどういうふうに考えてい

るのかお伺いします。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  総務部長。 

○総務部長（伊郷伸之君） 避難所の備品でございますが、飲料水や非常食等も含めて、まず

非常食等については備えをしてございますので、まだ100％そろえているわけではございま

せんが、それについては順次補充していく予定でございます。 

  また、備品でございます。中にはテレビが欲しかったとか、いろいろな御意見がございま

した。ただ、現在学校の体育館のほとんどのところにはテレビを備えてございます。ただ、
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まあ１カ所のテレビですので、皆さんが見られるかどうかというのは、そのあたりはまだ若

干課題はあろうかと思いますが、あとトイレの問題は先ほど申しましたとおり、高齢者の方

などの長期の避難生活には、最低でも洋式化等の必要があると考えております。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  杉山武司議員。 

○７番（杉山武司君） いろんな課題が残ったと思うんですけれども、ぜひとも短期ではなく

長期にわたる場合もありますから、そこのところを踏まえた中で対応をお願いいたします。 

  ちょっと視点を変えますけれども、2011年の東日本大震災では、身障手帳を持つ人の死亡

率が全住民の死亡率の約２倍を超えたというふうにＮＨＫの調べでは報道されております。 

  2016年の熊本地震でも多くの障害者や高齢者が必要な支援が受けられずに孤立をいたしま

した。今後も南海トラフ地震など大規模な震災、災害が予想される可能性があり、障害者や

高齢者が再び取り残されることのないよう、社会全体で考えていく必要があります。 

  障害者を含むあらゆる人の命を守る、誰も取り残さない防災をインクルーシブ防災といい

ます。2015年３月に仙台市で開かれた国連防災世界会議で用いられた言葉で、新たな防災の

考え方として注目されました。 

  インクルーシブ防災実現のためには、防災に障害者自身の視点を入れ障害者みずからが主

体的役割を果たすことや、地域や社会全体で障害者を包含し支えていく仕組みづくりが必要

とされています。 

  災害時、自力での避難が通常の者より難しく、避難行動に支援を要する人々の要配慮者の

対応として、国は2014年に災害対策基本法を改正し、市町村が要配慮者を事前に把握して、

避難行動要支援者名簿に登録することが義務づけられました。 

  今回の災害には、市町村からその名簿を自主的に自主防災や民生委員などに提供すること

になっていますが、今回の台風では、その辺のところはどうなっていたんでしょうか。お聞

きします。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  健康福祉部長。 

○健康福祉部長（右原千賀子君） 要配慮者名簿につきましては、民生委員さんから提出して

いただきまして、要支援が必要な方の把握は自主的に、私は災害のときに支援をお願いした

いということの申し出がある方についての名簿は作成してございます。 

  今回の災害につきましても、10月10日木曜日のまだ本部会議が開かれる前、まだ１日前に

なりますが、高齢者で介護が必要な方は包括支援センターを通じて声かけをしていただきま

した。早目にショートステイ等のサービスが必要な方については手配していただくようなこ

とで声かけをしていただきました。 

  あわせて民生委員さんにもできる限りの声かけ、高齢者のひとり暮らしですとか、先ほど

の障害者ですとかに声かけのほうをお願いしました。 
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  そして、10月11日の11時に本部会議が開催されまして、そこで避難所が３時に開設される

ということになりましたので、再度民生委員様には声かけをさせていただいて、３時に開設

するので、明るいうちに避難の声かけ、それから支援をお願いしたところでございます。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  杉山武司議員。 

○７番（杉山武司君） どうも情報の共有がなされてなかったような感じがいたします。地元

の民生委員に聞きましたら、そういった情報は入ってこなかったと。避難行動要支援者名簿

というのは４月の時点のものがあるだけで、今回の台風についてそういったものに対しての

要請の連絡はなかったというふうに伺っています。だから、情報の共有がなされてなかった

ということが露見したわけですけれども、そういうことがないように今後気をつけていただ

きたいなというふうに思っております。 

  次の質問に移りますけれども、今回避難した1,800人を超える人々の中には、知らず知ら

ずのうちに自分で快適なマイタイムラインをみずから設定して避難した人がいたのではない

かと思われます。19号台風では、近所を流れる小川でふだん聞かないごとんごとんという石

の流れる音がしたということで避難をしたという知人もおります。 

  そのマイタイムラインですけれども、台風や大雨の水害等にこれから起こるかもしれない

災害に対して、一人一人の家族構成や生活環境に合わせて、いつ誰が何をするのかをあらか

じめ時系列で整理した自分自身の防災行動計画のことで、災害時の防災行動チェックリスト

で対応のおくれの防止や災害時の判断のサポートとなり、逃げおくれを防止することにつな

がります。 

  2015年９月９日から11日にかけて、鬼怒川、小貝川が氾濫した関東・東北豪雨が発生いた

しました。その災害を教訓に、国土交通省関東地方整備局下館河川事務所の鬼怒川・小貝川

上下流域大規模氾濫に関する減災対策協議会が策定したユーチューブの「みんなでタイムラ

インプロジェクト」というのがあります。これをぜひ見ていただきたい。非常によくできて

います。そして、小学生向けにマイタイムライン教材「逃げキッド」というものも参考にな

ります。 

  これを参考にして、マイタイムラインの広報活動をしてはいかがでしょうか。お伺いしま

す。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  総務部長。 

○総務部長（伊郷伸之君） マイタイムラインにつきましては、昨日の杉山誠議員の御質問に

もお答えさせていただきました。それぞれ御家庭ごとに河川浸水が危ないのか、土砂災害が

危ないのか、状況はそれぞれ違っております。市でも土砂災害のハザードマップや国・県等

から示されている河川の浸水エリアにつきましては、ハザードマップを既に作成し、また今
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年度作成しておりますので、議員おっしゃられるとおり、それぞれの御家庭の危険度をまず

知っていただき、そして家族でどのような行動をとるべきかというのは、マイタイムライン

として防災について話し合って作成していただきたいと考えております。 

  また、その作成に当たりましての指導、啓発につきまして、先ほど国からの御紹介もあり

ましたので、各家庭で本当にＡ４紙１枚のタイムラインでいいと思いますので、作成に向け

て取り組んでいただけるように、市としても啓発していきたいと考えます。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  杉山武司議員。 

○７番（杉山武司君） 各御家庭では、どういうふうにつくっていいかわからないというのが

実情だと思うんです。ですから、そこのところをきめ細かく指導して、そして周知をしてい

ただきたいなというふうに思っております。 

  そういった体制づくりというものはいかがでしょうか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  総務部長。 

○総務部長（伊郷伸之君） 市としての体制というよりも、やはり自主防災会等の役員さんを

通じて、まず市民にそういう啓発をしていくと。今、議員がおっしゃられたとおり、では具

体的にどういうものなのかというときには、いろいろダウンロードを仕掛けるような自治体

もあると聞いておりますので、市民にとってわかりやすい、つくりやすいサンプルを探して、

先ほど言いましたように、そんな細かいものではなくて、Ａ４一枚で流れをつくっていただ

くというのが趣旨だと思われますので、そのあたりはしっかりとお知らせしていきたいと考

えます。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  杉山武司議員。 

○７番（杉山武司君） 先ほど言いましたけれども、下館河川事務所がつくりましたみんなで

タイムラインプロジェクトというのをぜひ見ていただきたい。これは市の幹部職員の方々、

それから議員さんもぜひ見ていただきたいなというふうに思っております。 

  平成29年９月定例会で、市の管理する準用河川のタイムライン策定について質問いたしま

した。時の防災監の回答をまとめますと、タイムラインの導入効果として、防災関係機関の

不測の事態に対応した防災活動の意思決定に専念できる体制ができ、防災関係機関の責任の

明確化等、防災行動の抜け落ちの防止にもつながり、避難勧告に着目したタイムラインは市

民の早目の行動を促し、市民自主防災会との密接な連携が期待されている、こういったこと

を認めつつも、準用河川のタイムラインの策定は現時点では計画していないとお答えになっ

ています。 

  あえていま一度質問します。今もその考えを変えるつもりはないのか伺います。 

○議長（三田忠男君） 河川の話でしたね。 
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  建設部長。 

○建設部長（山田博治君） 準用河川と普通河川につきましては市が管理しているところで、

今、議員がおっしゃる準用河川ですけれども、タイムラインにつきましては、まだ現在そう

いうことについては検討しておりません。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  杉山武司議員。 

○７番（杉山武司君） 多分その答えが返ってくると思っていましたけれども、では、質問を

変えます。 

  避難所運営マニュアルについて伺います。 

  三島市においては、平成26年に制定し、毎年改定をしています。伊東市や東伊豆町でも制

定しています。伊豆市では避難所運営マニュアルやガイドラインといったものの制定状況は

いかがでしょうか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  総務部長。 

○総務部長（伊郷伸之君） まず避難所の運営につきましては、大きなくくりで地域防災計画

の中で定めております。この地域防災計画も毎年毎年見直してはいるんですが、冒頭、今回

の教訓ということで、避難所の運営に正直職員も足らなかったのではないかということと、

職員の対応も統一されていなかった、これはしっかりマニュアル等で示していなかったとい

うのも一つの原因です。 

  このマニュアルにつきましても、今回のような短期間の一時避難につきましては、そう難

しいマニュアルというよりも、全ての派遣職員が同じ対応できるように示すべきものと考え

ておりますので、ここは今回の19号の本当に課題として検討してまいりたいと思います。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  杉山武司議員。 

○７番（杉山武司君） 今答弁ありましたけれども、地域防災計画の中の避難所運営計画とい

うのがありますけれども、この中に載っているのは、避難者の管理体制、それから避難所の

連絡員の行動、それから警察官の配置等々なんですけれども、避難された方に対することに

関しては余りここのところには詳しく載っていない。 

  実は、静岡県が平成９年に制定しています。そして平成19年と平成30年に改定をしていま

す。平成30年の改定では、東日本大震災や熊本地震では避難所に想定を超える避難者が殺到

し混乱し、要配慮者の対応が不十分だという課題が顕在化したとのことで、平成28年に実施

した県内の自主防災組織のアンケートの結果、避難所運営に不安があるが71.2％、避難所の

運営方法がわからないが42.6％の実態が明らかになっています。 

  避難生活の留意点や住まいの再建までの流れを示した避難生活の手引等、実際に避難所を
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運営する際の実務書として、運営上のルールづくりや留意点をまとめた避難所運営マニュア

ルの２冊を県は取りまとめました。静岡県ホームページで公開されていますが、昨年度、平

成30年度中に県内の市町村に配付されたとしています。県から届いていますが、それについ

て議論はなされましたでしょうか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  総務部長。 

○総務部長（伊郷伸之君） 実際には、市でいいますと防災安全課が担当ということで、実際

に細かいところがどこまで議論されたかというのは、申しわけありません、ちょっと私のほ

うでは把握はしてございません。 

  ただ、昨日も小長谷順二議員からも避難所運営の１泊２日の訓練等の事例も紹介していた

だきました。今回、各職員からのアンケートの意見でも、対応がばらばらになるとか、これ

がわからなかったという御指摘もいただいておりますので、しっかり今回の教訓を踏まえて

全職員に通知といいますか、意思疎通できるように検討してまいります。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  杉山武司議員。 

○７番（杉山武司君） 市長は昨日、杉山誠議員の答弁にこう答えています。「避難所の運営

は市民に委ねたい」というふうに申されました。まさにそのとおりで、避難所の運営主体は

地域や避難所の利用者とされています。 

  その主体者が運営方法を知らない、混乱するのは当たり前ですよね。その運営方法の周知、

県からの避難生活の手引等、避難所運営マニュアルの活用は考えているんでしょうか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） さまざまな大切な議論を今、御指摘いただきましたので、少し整理を

して私のほうから申し上げます。 

  今回、伊豆市の市民の約６％が避難したということですが、ほかの被災地の例を見ますと、

やはり大きな災害を受けたところは、20から30％ぐらいの市民人口が避難をされたところが

あるようですので、実際に伊豆市が大きな脅威に直面すれば、今回の３から５倍ぐらいの避

難者が出る、当然可能性があるわけです。 

  その中で、今までの避難所運営マニュアルとか、避難所運営訓練、伊豆市でも避難所運営

訓練を何回かやってきたんですが、大規模災害が起こって実際に長期間体育館で生活するよ

うな場合、そこまでを時間は飛んで、段ボールを使ってみたり、いろんなことをやってみた

りということの状況の中なのです。 

  伊豆市の場合には、まず短期的には今起こっているような予防的自主的避難をしていただ

き、長期的には仮設住宅をつくることもあるんだと思うんですが、その間のところがどの程

度旅館でカバーしていただけるのか、お客様が来ていないときには、当然協定を結んでいる
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旅館さんには収容していただきますので、ただ、全避難者がそこに入れるわけでは多分ない

と思いますから、そこの中期的なところをどうカバーするかという問題があります。 

  それから、今回起こったことについていいますと、非常に多かったのがペットと一緒に避

難したいということと、それからもっとミクロで避難所運営マニュアルにも入っていないよ

うな、お湯があったのでカップラーメン食べたけれども、どこに捨てるんだというような、

どんどん学校のトイレや体育館の流しに流されると、当然それが詰まってしまうわけですね。

そういったことで困ったという職員のミクロの話から、避難した車の誘導まで、さまざまな、

本当に細かい課題があって、それはどの運営マニュアルにも入っていないようなことで苦労

したわけです。 

  あるいは、今回もまさに要支援者を避難していただきたい、病院はそういう制度がないの

で、特養でカバーしていただきたいとなったら、かつてショートステイとかデイで使ったこ

とがある人は受け入れます、そうすると、市民の皆さんにまず近傍の特養でショートステイ

とかデイを経験していただかなければいけない、これは平時から市民にお願いをしなければ

いけないというような、さまざまなディメンジョンで、さまざまなカテゴリーの課題が起こ

ったというのが今現実です。これはこういう現実があったということです。 

  その中で、今、議員から御質問のありました市民がみずから自主避難所とか、地区の集会

所を運営できるようなマニュアル等訓練については、正直言って今までできておりませんで

した、そこまで具体的なことは。 

  したがって、今回まさにそういった現実を直視をして、私どものほうである程度のモデル

をつくって、各区にお示しをしてやっていただきたいと思うのですが、きのう総務部長から

発言がありましたとおり、自主防災会等が区長さんを中心にやっぱり単年度でかわる方が多

くて、なかなか３年、５年、防災を区の中で担当していただける方が多くないという現実の

中で、どういう手続でそれを進めていくかについては、今議論を確認させていただいた市長

として、また一つの課題として浮き彫りとなったという状況でございます。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  杉山武司議員。 

○７番（杉山武司君） 県のつくっている避難所運営マニュアルの中には、避難所の仕事とし

て、今大きく27項目が上げられています。この中には、細かいことですけれども、ごみの問

題、お風呂の問題、トイレ、掃除、衛生管理、ペットの問題、こういったものまできめ細か

く網羅されていますけれども、ぜひ参考にしていただきたいというふうに思っています。 

  前に熊本地震のときに益城町へ視察に行きましたときに、全く今回と同じような状況で、

避難所へと市の職員が対応したんですけれども、ノイローゼになるぐらい過酷な状況だった

というふうに市の担当者、それから議長からも説明を受けております。 

  そういったことで、避難所というのは、要するにもう戦争状態なんですね。対応が悪いと

か、どうなっているのかとかということが、かなり強烈な言葉で返ってくるような、申され
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るようなこともあったというふうに聞いております。 

  そういうことで、しっかりとこういったことで地域の方々が運営できるようなマニュアル

というものをつくっていただきたいというふうに思っています。 

  「仏つくって魂入れず」のことわざがあります。防災公園の整備確保を進めている伊豆市

としましても、肝心なことが抜け落ちないような防災減災行政をお願いしたいというふうに

思っています。 

  次にいきます。 

○議長（三田忠男君） ２番目の空き家バンク。それでは答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） 総合政策部長から答弁させます。 

○議長（三田忠男君） それでは総合政策部長。 

○総合政策部長（堀江啓一君） それでは、私から答弁させていただきます。 

  空き家バンクの施策の状況としまして、平成20年度の制度開始当初は、固定資産税の納税

通知に合わせた制度のお知らせや、広報紙を通じたお知らせ等を行い、年間10件ほどの登録

物件がありました。 

  しかし、ここ数年は区長様方を通じた情報提供等のお願いを行ってまいりましたが、登録

件数が延びず、現在、空き家バンクとしての登録は売り物件２件、11月に登録された賃貸物

件１件の計３件となっております。 

  なお、登録された賃貸物件については購入希望があり、現在所有者と調整しているところ

でございます。 

  これまでの実績としまして、登録物件数が延べ40件、制度を活用し移住した世帯数が25件、

転入者数が55人となっております。 

  現在、移住希望者にとって住宅情報は大切な項目であり、現在も市内の宅建業者と連携し

て情報提供しておりますが、ホームページ上からの空き家バンクを初めとした住宅情報提供

の充実に今後も力を入れたいと考えております。 

  次に、今回の空き家の実態調査につきましては、８月から９月にかけて各区長様の御協力

をいただき、調査を行い、合計373件の情報提供がございました。 

  現在、防災安全課や支所と連携しまして、まず職員が外観からの調査で危険空き家か活用

可能な空き家かの調査の確認を行っております。今後は活用可能な空き家と判断した物件に

つきましては、区長様や地域の方に御協力いただきながら、連絡先等の調査を行い、連絡が

取れた場合には、空き家バンク制度の御案内をし、所有者の意向が確認できた物件から、順

次、登録に向けた手続につなげていきたいと考えているところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（三田忠男君） それでは、再質問ありますか。 

  杉山武司議員。 
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○７番（杉山武司君） 空き家の調査をしたということなんですけれども、373件ということ

なんですけれども、調査結果の全体像、旧４町別に373件の内訳をお尋ねいたします。 

  それと、112行政区に調査を依頼したのですけれども、回答があった状況も合わせてお願

いいたします。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  総合政策部長。 

○総合政策部長（堀江啓一君） 373件の内訳でございますが、修善寺地区が167件、中伊豆地

区が51件、天城湯ヶ島地区が57件、土肥地区が98件となっております。 

  調査対象地区の回答率でございますが、修善寺地区が76.9％、中伊豆地区が80.6％、天城

湯ヶ島地区が76.2％、土肥地区が80.6％、合計いたしますと78.7％ということになっており

ます。 

  以上でございます。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  杉山武司議員。 

○７番（杉山武司君） 調査書を配付しただけで区長の協力を得るのは非常に難しいと私は思

います。空き家の住所や所有者の連絡場所を調べるのは大変なことです。それと調査する側

と依頼する側の温度差があるのではないかというふうに思っています。 

  熱意を持って依頼する、そこが私は不足しているのではないかと思いますが、いかがでし

ょうか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  総務部長。 

○総務部長（伊郷伸之君） 今回の空き家に関する調査の依頼は、防災安全課のほうでお願い

してございます。区長会のときに、前回平成27年に調査していただきまして、そのときはな

るべく危険な空き家を中心にということで調査をいただきました。それから４年たっている

ということで、来年度に向けて今回は危険も含めてなるべく活用できるような空き家も調べ

ていただきたいということでお願いしてございました。一方的に文書でお願いしたというこ

とも反省するんですが、区長会で一応御理解を求めたという流れもございます。 

  所在地につきましても、記載例のところで何番地までいかなくても、ある目標物の隣とか、

東側とか西側とか、そういうアバウトなことでもよろしいのでお願いしたいということで記

載例にも記載してございます。 

  中でもやはり区長さんからすると、通常の１年間の区長の業務プラス加わったということ

で、大分お叱りまではいかないんですが、なかなか区長みずから空き家かどうか、使えるか

どうかの判断はできないという御意見もあったようでございます。 

  ただ、やはり空き家については、地元の区、自治会の方が空き家かどうかというのは把握

されているのが一番情報としては正しいのかなというふうに考えましたので、今回調査のほ
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うを依頼した経緯がございます。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  杉山武司議員。 

○７番（杉山武司君） 実は、この問題を重要事項と捉えて一生懸命動き回った区長さんもい

ることではないかと思います。そういった熱意に応えるためにもスピード感を持ってやって

いただきたいというのが私のお願いです。 

  というのは、私の住んでいる区に12月20日、土肥から御夫婦が引っ越ししてきます。実は

空き家バンクにその方が登録をお願いしたということなんですけれども、まだ市のほうから

何もないということで、私、今、区長をやっていますものですから、どういうわけだという

ことで話をしたところ、すぐに動きましたね。そしてある不動産屋を介してすぐに来ました。

そしてすぐに成立をしました。金山という超限界集落のところに40代の御夫婦が来るという

ことはまれなことです。 

  そういったことで、スピード感を持ってやれば、そういったこともあり得るんです。です

から、ぜひともその辺のところを区長さんの熱意を感じて動いていただきたいというのが私

のお願いです。 

  移住・定住促進課、あるいは定住促進課という組織を新設する自治体がふえております。

県では秋田県や富山県、市町では山口市、京都の舞鶴市、徳島県の阿南町、富山県の南栃市

ですけれども、その名もずばり南栃で暮らしません課という課です。そして、甲府市では

2015年８月から民間に移住コンシェルジュを登用しています。 

  佐賀県の基山町、福井県の越前町、北海道の東川町、それから島根県の邑南町にもそうい

った組織がありまして、奈良県の川上村、面積269.26平方キロ、世帯数788、人口1,326人、

村税が３億7,400万円、歳入予算が33億2,200万円という小さな村です。そこでも定住促進課

という組織があります。 

  ただ、組織をつくればという問題ではありませんけれども、市は伊豆市ですけれども、第

２次総合計画戦略の中長期展望の目指すべき将来の方向として、人口減少に特化した施策を

最優先とするとしています。国全体が人口減少に向かう中、国内でパイが限られている人口

の争奪戦が始まっています。そのまっただ中です。それに打ちかっていく自治体も多くあり

ません。 

  伊豆市は何としても勝ち組になければなりません。待ったなしで後がないんですね。その

ためには、事業創造や新商品開発の高い創造意識を持ち、リスクに対しても積極的に挑戦し

ていく姿勢や発想、能力などを示す企業家精神を意味するアントレプレナーシップにあふれ

た人材を登用し、新しい組織を立ち上げる考えはございませんか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） ３月31日から４月１日までは私が市長ですので、その組織の改編につ
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いて、私の考え方を申し上げたいのですが、あと１年半はちょっと組織の改編は控えたいと

思っております。 

  と申しますのは、オリンピック・パラリンピックで10人、これから10人を超えるかもしれ

ませんが、人材を純粋にそちらに割かれています。それから、これから発注する災害復旧で

公共土木で20億円というのは、土木だけ見れば多分２年間ぐらいになりますので、そこの職

員も含めて組織を改編する余裕は多分ないと思います。 

  今、議員の御発言を伺っていて、確かにこちらの市役所の動き方によって即効性がある、

あるいは我々の動き方は遅かった側面もあるだろうということは、真摯に受けとめさせてい

ただいております。それはもう区長としても議員に御活動いただいたことも本当に感謝申し

上げますが、組織の改編については、これから１年半だけは何とか今の組織で大きな波を超

えてから、そちらには入らせていただきたい、これがもう本当に私どもの抱えている現状で

すので、そこについては御理解をいただければと思います。 

〔発言する人あり〕 

○議長（三田忠男君） お静かに願います。 

  再質問ありますか。 

  杉山武司議員。 

○７番（杉山武司君） そういった事情もあるかと思いますけれども、まあ、最優先という課

題があるわけですね。そういったところを踏まえながらぜひとも考えていただきたいという

ふうに思っています。 

  今の総合政策部の中の１課だけではこの移住・定住施策というのは、荷が重過ぎると思う

んですね。その総合政策の１課の中の仕事量というのはかなり多いと思うんです。その中で

この移住・定住施策というものは、では正しく機能して、正しくと言うとおかしいんですけ

れども、スピード感をもって機能していくかというと、なかなかそこも疑問が残ります。ぜ

ひともそこのところに対応を考えていく必要があろうというふうに思っています。 

  次にいきます。 

○議長（三田忠男君） ３番、林業再生。 

  それでは、答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） 森林の公的機能の維持と林業の成長産業化については、全国的に造成

された人工林の多くが伐期を迎えた一方、森林所有者の高齢化や林業の担い手不足により、

適切な管理がされずに放置された森林が増加しているため、伊豆市においても喫緊の課題と

考えております。 

  こうした現状の中で、森林資源の適切な管理を推進するため、本年度森林経営管理制度や、

森林環境税・森林環境譲与税が創設され、ことしから配分されているところです。 

  森林面積が80％を超える伊豆市としましても、これらの制度を活用し、林業活性化の推進、
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森林の公益的機能を維持するため、全体の推進工程を含めて、現在その準備に取りかかって

おります。今後、着実に進めてまいります。 

  詳細について、産業部長から説明をさせます。 

○議長（三田忠男君） それでは、補足説明。 

  産業部長。 

○産業部長（滝川正樹君） それでは、私のほうからお答えさせていただきます。 

  本年度から創設をされました森林経営管理制度は、経営管理が行われていない森林につい

て、市町村が森林所有者の委託を受け経営管理することや、林業経営者に再委託することに

より、林業経営の効率化と森林管理の適正化を推進するものです。 

  後継者不足や高齢化などで放置された森林を適切に管理して、森林の持つ公益的機能を維

持し、また林業経営を促進していくため、伊豆市においても森林環境譲与税の一部を活用し

て、森林経営管理制度の導入を推進していきたいというふうに考えております。 

  まずは、来年度森林経営管理制度を推進していくために、全体計画の策定、隣地に係る所

有者、位置、状況などの森林情報をまとめた林地台帳の整備を実施していく予定でございま

す。 

  あわせて、この事業を推進していくためには、林業全般の専門的知識が必要であり、森林

林業に関して知識と経験を有する地域林政アドバイザーが在籍する団体などとも連携して推

進していきたいというふうに考えております。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  杉山武司議員。 

○７番（杉山武司君） この制度は、林業政策に対して行政の積極的な介入を可能とする制度

なんです。補助金依存主義で産業の自立を阻害するという意見もありますけれども、伊豆市

として今後専門知識を有する人材を市の専門職として育成するのか、加えて自前の実施主体

の整備を整えるのか、いわば自前でやりますか、よく市がやる委託に全部特化するのか。 

  市の森林面積、市の広大な364平方キロの80％の森林面積を有する市ですので、私はその

辺のところはどうするのかなということがちょっと疑問になったものですから伺います。 

○議長（三田忠男君） 答弁求めます。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） 実は、つい最近極めて新しく、そして貴重な情報があったものですか

ら、私からお答えしたいんですが、森林の整備、林業の活性化については、速やかに市の職

員と、それから主体となっている、市内で幾つかの林業生産の組織があるんですけれども、

主体となっている田方森林組合の職員をしかるべきところに速やかに派遣をして勉強させた

いと考えるに至っております。 

  山村振興連盟という全国組織の総会で研修会があったんですけれども、そこはスウェーデ

ンとニュージーランドの例がありまして、何と日本の生産性の７倍なんです。その林業機械
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は何と日本製が使われていて、そして傾斜60度まで機械が使えていて、そして林業というの

は、建設業よりも実は事故の多い産業なんですけれども、何とニュージーランドではチェー

ンソーで切っている木は１本もないそうです。その傾斜地、45度、50度の中で全て機械で、

それを作業道をつくらずにワイヤーで運び出していて、全体として生産性が７倍になってい

る。 

  これを熊本の方からの情報提供でしたので、この実態の調査に速やかにまず職員を向かわ

せて、その上でその研修会を、もとは山村振興連盟やあるいは私が属しております全国市長

会の経済委員会等々を通じて、これはもう本当に喫緊の課題だと思いました。 

  これだけ大きな森林を抱えている日本が、これだけ生産性が低く、しかもその機械に日本

製が使われているというのは、まさにちょっと私が今まで認識していたことを越えておりま

して、大変反省しておりましたけれども、そういったことの研修には速やかに職員を当たら

せたいと考えております。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  杉山武司議員。 

○７番（杉山武司君） 市長の今の答弁で、市内に林業に関する事業者がいると言ったんです

けれども、その中に専門職、専門的知識を有するかというと、余り持ってないんですよね。

というのは、実態としては要するに境がよくわからないんだけれども、切ってしまったと。

後になってから、これは盗伐だと言われて問題になっている事例もあります。 

  そういったことで、市としてやっぱり専門職、長いスパンになりますけれども、そういっ

たものを育成していっていただきたいなというふうに思っておりますけれども、そういった

ことをするには、非常に長いスパンと、それから労力、時間がかかりますけれども、ぜひと

もその辺のところはお願いしたいなというふうに思っておりますけれども、そこのところの

考えというのはいかがでしょうか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） 極めて適切な御意見で、実はやっています。一度県の林業の専門家を

２年間来ていただいたことがあって、そのときに少し人材育成も考えたんですが、皮肉なこ

とにそこがちょうどシイタケの放射線の問題とかぶってしまいまして、２年間森林林業の御

指導をいただくよりも、完全にシイタケ対応で２年間を、それはそれで大変役に立ったんで

すが、そこで今度、ことしから配分される森林環境譲与税は、県にも配分されますが、県は

事業をやることが許されずに、今、議員から御指摘あったような人材育成とかアドバイスと

か、そういったことに特化しておりますので、まさにこのタイミングで再度県としっかり話

をさせていただいて、伊豆市内の林業の専門家育成のために県の御支援をお願いしたいと考

えております。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 
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  杉山武司議員。 

○７番（杉山武司君） 実は、すごくいい事例があるんですけれども、大分県の日田市という

林業の、日田林業という高校があるようなところなんですけれども、ここのところは、森林

の地籍調査が100％、もう終わっているんですね。そして、森林計画の策定率というのも

76％という高い数値を示しています。 

  こういうところは、森林環境譲与税というものが違うものに使えるんですね。森林整備の

関連ができていますから、そっちのほうにお金を投入する必要がない。ですから、山の中に

網の目のように集材路もつくれるし、そういったところの基金として積み立てていくという

ような話も聞いております。伊豆市全体でかなりおくれている部分もあります。 

  この日田市というのは、３万8,000ヘクタールという広大な面積の森林を有しています。

これは伊豆市、伊豆の国市、それから函南町、熱海市、伊東市、これ全部匹敵する森林面積

と全く同じです。こういったところでほかの国調が済んでいるというのはすばらしいことだ

と思いますけれども、いろんなことがありまして、伊豆市というのはそれがおくれていた。 

  しかしながら、今回はそれを進めていかなければならないというふうにこの制度はなって

いるわけですけれども、まず新制度を実施するのに対象森林の選定をしなければならないと

いうことですけれども、私が平成29年９月の定例会で質問した所有者の確認のための林地台

帳の整備ですけれども、そのときの答弁では、平成31年度から運用開始になる林地台帳は、

県と連携し整備を進めるという答弁がありました。そして、平成31年度の運用開始に向け、

平成30年度から試験運用を開始する予定ですとしていますが、現在はどうなっているか伺い

ます。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  産業部長。 

○産業部長（滝川正樹君） 林地台帳につきましては、今、議員おっしゃられたとおりで、今

年度、平成31年４月に林地台帳のシステムは導入しております。ただし、この台帳を作成す

るときには、ちょっと古いといいますか、平成24年度時点の登記簿状況等を活用して、相当

タイムラグはあるということもありますので、先ほど申し上げたとおり、この林地台帳も所

有者情報を的確に把握するというのは、これからこの森林経営管理制度を推進していくため

の一丁目一番地といいますか、まずはそこを把握したいということでございますので、こち

らの台帳を来年度以降、整備をしていきたいというふうに考えております。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  杉山武司議員。 

○７番（杉山武司君） 森林所有者の責務の明確化と、放置森林に対する自治体による公的な

関与と介入の制度化ですね、これは。今までは個人所有の放置林等の管理や整備に関しては、

指導や要請等でとどまっていて、関与や介入ができなかった。俺のものだから勝手にしても

いいだろうということを言わせないためにこの制度ができたわけでして、努力規定ではあり
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ますが、市町村の責務を明確にした、明文化したと、法的根拠を与えたというふうにされて

おります。 

  しかしこの制度を実行する自治体の温度差により、そのハードルは高くもなったり、低く

もなったりします。経営管理集積計画のフローは、対象森林の選定に始まり、所有者の認定、

意向調査対象森林と実施時期の決定リストの策定、地区説明会等の開催、森林所有者の意向

調査、経営管理集積計画の作成、森林所有者及び権利者の同意取得、森林境界の明確化を図

って初めて経営管理権の設定と言われる経営管理集積計画の公告ができます。 

  非常に多くの労力と長い時間を要する事業であります。事業を完成するためには、何が必

要なのか伺います。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  産業部長。 

○産業部長（滝川正樹君） 先ほどの答弁と重なるところがございますが、まずは的確に今の

現在の所有者情報を含めた私有林の状況を把握するというのが、まずは一番の課題かという

ふうに思っております。 

  森林経営管理制度の今の流れについては、議員御指摘のとおりでございます。これから実

施に向けては、まずは所有者の意向というものも当然に把握しなければなりません。そうい

ったところを含めて、まずは地元の所有者の方々、地元の方々、林業事業体、現状を把握し

つつ全工程をまずは私ども土台としてつくった後、個々の事業、今のスケジュール、非常に

長いスパンにはなりますけれども、この経営管理制度を推進していきたいというふうに思っ

ております。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  杉山武司議員。 

○７番（杉山武司君） 今、地権者の意向というお話がありますけれども、その意向とそれか

ら理解を求めるということが非常に大切なことではなかろうかというふうに思っています。

そのためには何が必要かと思いますか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  産業部長。 

○産業部長（滝川正樹君） この経営森林管理制度のそもそもの目的というのは、大きくは２

つあるというふうに認識をしております。 

  １つは、林業という産業、これを経済的に伸ばしていく。地元の生業としてまずは伸ばし

ていくというのが１つ。 

  それから、森林の持つ公益的機能、特に防災等の森林の機能を発揮する、このためにこの

制度が創設されたというふうに考えておりますので、この制度の趣旨は必ず所有者の方には

お伝えしなければならないと思っております。 

  実際に今、議員から御指摘いただいたとおり、私有林の中には、やはり高齢化や人手不足
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によって自分の山が今どこにあるかもわからない。なかなか昔のように枝打ちとか間伐も実

施されていない山が多く残っておりますので、この制度を進めるための趣旨をまずは御理解

いただくというところから始めていきたいと思っております。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  杉山武司議員。 

○７番（杉山武司君） そのとおりですよね。丁寧な説明というものが非常に大切なことだと

思います。境界を策定するについても、地権者には出ていただかなければならない部分もあ

りますし、時間を費やすこともお願いしなきゃならない。ですから、丁寧な説明をして、何

でこれをする必要があるのかということを地権者の方々に丁寧な説明をして、理解を得るよ

うな努力をしていただきたいというふうにお願いをして、質問を終わります。 

○議長（三田忠男君） これで杉山武司議員の質問を終了いたします。 

  ここで45分まで休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時３４分 

再開 午前１０時４５分 

 

○議長（三田忠男君） それでは、休憩を閉じ、会議を再開いたします。 

 

◇ 青 木   靖 君 

○議長（三田忠男君） 次に、９番、青木靖議員。 

〔９番 青木 靖君登壇〕 

○９番（青木 靖君） ９番、青木靖です。通告書に従いまして、一般質問をさせていただき

ます。 

  １件目は、私も自然災害についての内容になります。今回被災された方々には心からお見

舞いを申し上げます。 

  また、今回の台風関連、自然災害、防災関連５人目になります。重複している項目多数あ

ります。重複しているものについては、簡潔な回答で結構です。 

  １番、自然災害の発災時の対応。 

  近年、さまざまな要因から自然災害の激甚化が指摘されることが多くなりました。地球温

暖化に伴う海水温の上昇による雨量の増加、それに追いつかない社会インフラの整備や老朽

化対応に課題があり、また、大規模地震の発生を想定した被害予測に対しても、十分な対応

ができているとは言えない現状にあると思います。 

  そこで、現時点で伊豆市において被害が想定される自然災害に対して、どの程度の備えが

できているのか確認するために伺います。 

  ①番、当市での国・県の防災施策、直轄の事業という意味ですが、これらが伊豆市の防災
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の基礎の部分になると思いますので、その現状を伺います。 

  ②、伊豆市の立ち上げるであろう災害対策本部というのは、いかに機能すると考えればよ

いのか伺います。災害時の情報の収集・伝達はどのようになると想定すればよいのでしょう

か、伺います。 

  ③、市内の避難所施設の課題はどのように捉えていらっしゃいますか。また、避難所の運

営についてはどのように捉えられていますか。 

  ④、発災後の復旧支援の拠点をどのようにするのでしょうか、伺います。その際、支援物

資の集積や分配のシミュレーションはできているのでしょうか、伺います。 

  ⑤、災害ごみの処理についてどうするのか、現時点での決まっていることを伺いたいと思

います。 

  件名の２番です。学校施設の現状。 

  市内小中学校の諸問題については、数年来、検討が重ねられているところです。教育環境

としての学校施設について、今回特に２度の台風の後、各学校の施設の被害状況の確認、点

検を行ったと思います。その結果、どのようなことがわかっているのか、教育環境としての

学校施設の現状について伺います。 

  ①、風雨が強かった今回の台風の後、校舎・体育館・その他の施設の状況はどうだったで

しょうか、伺います。 

  ②、校庭、学校周辺において、出水等の影響で、学校内での活動及び登下校等に際してど

のような支障があったのかを確認のため伺います。 

  以上、市長と教育長に答弁を求めます。 

○議長（三田忠男君） ただいまの青木靖議員の質問に対し、答弁を求めます。 

  市長。 

〔市長 菊地 豊君登壇〕 

○市長（菊地 豊君） 災害対応については、これまでも幾つか答弁申し上げてきましたので、

私からは特に④の点について申し上げたいと思います。 

  特に大規模地震の発災時には、支援物資の受け入れ拠点をどこにするのか、自衛隊などの

支援の受け入れ体制をどうするのか、廃棄物の集積場をどこにするのかなど、地域防災計画

上はある程度決めてはおりますが、実際に機能するのかどうか大変疑義も持っているところ

でございます。市内には、防災の拠点となるべき施設がなく、各種機能を分散せざるを得な

い状況ですので、ここが大きな課題であろうと思います。 

  これまで12年間、幸いなことに市民が長期間避難するような災害を受けておりませんので、

支援部隊、支援物資の受け入れということを経験しておりません。しかし、被災地の状況を

見ますと、特に市民、国民がなれていないころは、１つの段ボールにいろいろなものを送っ

て、むしろ支援していただいたほうが大変苦労したというような話の中で、やはり運輸業の

業界の方に伺うと、大きなトラックが入って、フォークリフトでそれを下ろすことができて、
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そして小分けして市内に配送できるような運輸業界の意見を入れていただいた施設がほとん

どないというような御指摘をいただいたこともあります。 

  そういったこれまで経験したことがないけれども、予期できる状況に対応するような施策

について、速やかに検討する必要性を感じているところです。 

  それ以外の詳細については、それぞれ担当する部長から答弁をさせます。 

○議長（三田忠男君） それでは、続いて総務部長。 

○総務部長（伊郷伸之君） 私からは、①、②、③についてお答えさせていただきます。 

  まず１点目でございます。国・県の防災減災施策についてでございますが、まずソフト対

策としましては、国・県等が企画する防災訓練や津波の避難訓練などに積極的に地域の方と

参加して、市民と一体となった訓練を行っております。 

  また、県では土砂災害のおそれがある区域について危険の周知や避難体制の整備を推進す

るため、土砂災害警戒区域の指定を進めており、今年度中には市内全ての危険箇所の調査が

終わると伺っております。 

  さらに、河川の浸水想定区域でございますが、国直轄管理区間の狩野川、そして県管理の

修善寺橋上流の狩野川と修善寺川については、それぞれ想定最大規模の洪水浸水区域が指定

されております。国直轄管理の区間については、ハザードマップは既に関係地域へ各戸配布

済みで、県管理の河川のハザードマップについては、今年度作成しております。 

  それ以外にも、県管理河川のうち大見川と土肥の山川、こちらの洪水浸水想定区域につい

て県のほうで現在検討していただいております。こちらもエリア等が指定された場合は、ハ

ザードマップで各地域における浸水等の可能性を周知し、防災減災に役立ててまいります。 

  ハード面でございますが、こちらも県による急傾斜地崩壊対策事業や国直轄の砂防堰堤工

事などを実施していただいており、防災減災対策の効果が発揮されていると考えております。 

  市におきましても、国・県の補助金・交付金等を活用し、津波対策として避難タワーの建

設や避難路の整備などを進めております。 

  次に、２点目の災害対策本部の機能でございます。 

  市では、危険な状態が予測されるときには、災害対応を迅速にかつ強力に進めるために災

害対策本部を設置します。対策本部を設置し、組織体制を災害対応体制へと切りかえること

で、組織一丸となり全庁的に災害対応することができます。さらに災害情報を対策本部に一

元的に集約することで、迅速な意思決定を行うことができるようになります。 

  次に、災害時の情報の収集ですが、災害情報の収集は自治会や市民からの通報、消防団の

巡回、消防・警察からの情報提供が最も重要になってくると考えております。 

  また、情報伝達には災害の種類や状況により異なっていくと思われますが、まずは通行止

めなどの道路状況、停電や断水などの生活にかかわる情報などは、迅速な情報提供が必要と

考えますので、市では同報無線や情報メール、またそれに加えＦＭ ＩＳを活用してまいり

ます。 
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  ３点目、避難所でございますが、避難所につきましては、今までも各議員の御質問にいろ

いろお答えさせていただいております。一番大きな問題としましては、施設自体が老朽化に

より雨漏りをした施設、また体育館が多いことで発災時期によっては高齢者や支援が必要な

方にとっては環境的には中長期的生活するには適さない施設が多くなっているのではないか

と考えます。 

  また、避難所運営でございますが、今回の台風19号では、避難所派遣職員を長時間にわた

ったために、交代させながら対応してきましたが、やはり相当多くの方が避難されたという

ことで、その対応にも行き届かなかった点がありました。中長期的な避難所運営をする場合

は、職員数にも限りがございます。地域のボランティアやそこに避難している方を含めて、

避難所運営のあり方について検討してまいります。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） 続いて、市民部長。 

○市民部長（梅原敏男君） それでは、災害時のごみの処理の対応という部分について、お答

えをさせていただきます。 

  基本的には、伊豆市災害廃棄物処理計画に基づきまして処理することとなります。具体的

なごみの処理について、被害の状況やエリア等を速やかに把握いたしまして、計画の中に盛

り込んでおります災害廃棄物仮置き場候補地の中から適当な場所を選定いたしまして、１次

仮置き場、２次仮置き場を経まして、災害ごみを処理していくこととなります。 

  南海トラフや想定される地震でございますが、大規模災害が発生した場合、１次仮置き場

におきましては、可燃ごみ及び不燃混合物、コンクリート殻等を大まかに分けまして、その

後、２次仮置き場に移動し、２次仮置き場においてさらに選別、破砕等を行いまして、基本

的に本市の施設等で焼却処理を行うこととなります。 

  また、ごみの種類や発生量によりましては、民間の処理施設に依頼しなくてはならない部

分もございますので、民間の処理施設、処理能力に応じて、適時ごみを搬出して処理をして

いくということになります。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  青木靖議員。 

○９番（青木 靖君） 今回、台風が２つ続きまして被害が発生し、避難所にも多くの方が避

難をされたということがありまして、今回の質問をした趣旨といいますか、それは今回はこ

の程度で済んだんだけれども、今、本当に心配されている大規模な災害が起きたら、一体伊

豆市はどうなるんだろうと思ったので、今回質問させていただいております。 

  今までのほかの議員の一般質問の中で、施設についてであるとか、マニュアルについてで

あるとか、いろんなことについてはかなり出ていますので、今回、自分のほうは運営の人の

面というか、市役所の対応の面というか、現実的にもっと大規模化したときにどうなるのか
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というところを最終的に確認したいと思います。 

  まず、最初のところなんですけれども、順番にいきますが、これ、国・県でいろんなこと

をやっていただいていて、先日も直轄砂防の60周年の事業があったんですけれども、狩野川

台風以降、国が直接やってくれている事業と、あと県が直接やっている事業とかがあって、

それがこの伊豆市地域にとっては本当に防災の基礎の部分になって、ベースになっていて、

その上に我々が伊豆市としてできることをやっていくということになっていくと思っている

んですね。 

  もう１回市長には、国がやっている、特に直轄砂防等がいかに効いているかということの

認識、機能しているかということの認識を伺いたいということと、今後、今予定されている

もの、あるいは期待したいもの、そのあたりの国の直轄事業についてのことについて、もう

少し伺いたいと思います。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） 国の事業について、私から全体像を申し上げたいんですが、議員御指

摘のとおり、今回は、明らかに狩野川の放水路、それから河川改修、これは国管理は修善寺

橋から下流になりますけれども、それから直轄砂防事業、そして森林整備と、それぞれの効

果が相まって何とかこれで済んだということがほぼ確認できただろうと思います。 

  そこで１つには、ことし御存じのとおり、国土強靱化の事業の中で、国も県もかなり顕著

に防災事業の予算がつきました。これは全国市長会でも、あるいは政党の中の活動でもある

ようですけれども、やはり３年で終わるのは無理がある、３年で全部安全化するのは無理が

あるだろうということで、同じ金額を確保できるかどうかわかりませんけれども、この国土

強靱化事業については、３年に限定せずにしっかりやっていただきたいと、強い要望がござ

います。 

  伊豆半島北部において、その事業の中身を見ますと、やはり河川改修をしっかり着実に進

めるべきということと、それから一番予算規模が小さかったころに比べると、今３倍ぐらい

ついているんですが、直轄砂防についても、私たちの伊豆市の中の事業に連携して、非常に

機能的にやっていただいておりますので、これについては事業規模の拡大というよりも、今

の規模をしっかり維持していただきたい、そして市民の生活と経済への安全化をしっかり図

っていただきたいということが、現下の国への要望でございます。 

  ただ、もう一つ市長としてできるかどうかわからないんですが、先ほどもありましたけれ

ども、やはり伊豆市には専門技術の職員が余りおりませんので、非常に不安な土肥の海岸に

ついて、今、管理は県がしているんですけれども、どのような形で国にも入っていただける

か、それはこれからの大きな課題の一つとして考えてまいりたいと思います。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  青木靖議員。 
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○９番（青木 靖君） たまたまというか、過去に狩野川台風という大きい災害があったため

に、直轄砂防とか、そういう事業がされているということは思っているんですけれども、今、

市長が言ったように、今の規模をぜひ維持していただいて、まだやらなきゃいけないところ

というか、やりたいところというのは、当然何カ所もあるわけで、これからも上に対して、

国・県に対して要望を引き続きしていただきたいというお願いをしておきたいと思います。 

  また、国・県との連携については、また最後にちょっと戻って触れますが、次にいきたい

と思います。 

  議員にならせていただいてから、ほかの議員の皆さんと遠野市に行ったときのことがどう

しても記憶の中にありまして、それで自分も災害の広域の後方支援設備みたいなものを伊豆

市につくったらどうかみたいなことをずっと言ったこともあったんですけれども、よく考え

てみれば、そういう広域的なものは県がやるべきことであって、伊豆市としては海岸線を抱

えている伊豆市でもありますので、そういった地震とか津波に対しては後方支援的なものを

この修善寺を中心とした地区でするとか、水害に対する対策をしっかりするとか、そういう

こともやっぱり必要なんだろうとは思っております。 

  なんですけれども、やっぱり現実に返ってみたときに、伊豆市の災害が起きたときの司令

塔になる災害対策本部というのが機能しないと、これだけ広域な広い伊豆市ですので、やっ

ぱり本部がしっかりしないと困る。 

  一番今気になることは、もし仮にこの本庁舎が被災した場合にどうするのかということが、

ある程度今から事前に対策しているのかどうかということを今伺います。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） ここが被害を受けた場合には、より安全な中伊豆支所を使うというこ

とになるんですが、実は県の危機管理部にコントローラーになっていただき、市の職員が市

長を含む職員がプレイヤーとなることのできたシミュレーション、去年だったかな、やって

いただいたんですが、そこで場所を使ったのは中伊豆支所で、大きな会議室を使った図上演

習をやったものですから、機能するように見えるんですね。 

  ところが、今、災害対策室が１階にあって、防災通信機器全部２階です。今の防災課のと

ころ。ですから、今回台風15号、19号のときも、その平時の体制でやったものですから、情

報は防災課に殺到する、そしてそのほかの職員はそれぞれ待機をしている、情報は防災課か

ら下におりるまでにまたいろいろ状況の錯綜が起こる。 

  ですから、きれいに大きな会議場を使った場合と全く違う状況が起こっていて、訓練のス

キルの練習にはなりますけれども、実際に伊豆市の現有施設、現有機器を使った訓練になっ

ていなかったわけです。 

  そこの課題が１つと、それからここが使えないときに中伊豆支所にどの程度の機能を今、

全部つけてありませんので、どの程度の機能をつけるのか。それからそれは、市役所を将来
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どうするかという長期構想の中でどこまで投資できるのか、これをやはりしっかり検討する

必要を今感じているところです。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  青木靖議員。 

○９番（青木 靖君） さっきの遠野市の話に戻るんですけれども、東日本大震災のときは海

岸線が大きな被害に遭ったんですけれども、内陸部の遠野も地震で被害を受けて、市役所の

庁舎の１階部分がつぶれてしまったということで、遠野市は最終的には後方支援で活躍する

んですけれども、自分のところの市役所が機能しなくなったのに、どうやってよその支援ま

でしたかというと、発災直後はもう外にテントを張って、テントの中が災害対策本部だった

んですよね。災害対策会議の１回目、２回目はテントの中だったと。 

  そのテントを寄せ集めて張った下で、最初の議会の全員協議会も開かれて、みんな防災服

来たり、消防のはっぴを着たりして集まって、議員も会議をやったと。やはりその辺の経験

値というのを見る必要があるのかなと思います。 

  中伊豆支所が多分使えるとは思うんですけれども、中伊豆までの道が寸断されるというこ

とだって発災直後はあり得るわけですから、その辺まで含めて、ぜひ災害対策本部の運営は

どうなるんだろうということを見直していただきたいなと思います。 

  それと、次に、情報の収集と伝達の分配のことも実は職員の方に負担が集中し過ぎてしま

って、うまくいかないんじゃないかというのが一番心配するところなんですね。さっきも言

いましたけれども、伊豆市は広いですから、もし大規模に地震とかで被害が出た場合には、

相当の箇所で同時多発的に被害やそういう状況が起きるわけで、絶対に職員だけではできな

いんじゃないかなと思うんです。その話でその後にもつながってくるんですが、やっぱりそ

の辺は今回何度も問題があったというふうに伺っていますので、現状、ではどうするのかと

いう部分はどういうふうに考えているのか。 

  こっちで手が挙がっています。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  建設部理事。 

○建設部理事（白鳥正彦君） 今の青木議員の大規模な災害に対する備えということで、ちょ

っと包括的に答えさせていただきますと、確かに中伊豆庁舎は市のレベルの中の災害に対策

することで組み立てております。ただ、その行くまでの道路が発災したりだとか、外からの

支援を受け入れて拠点になるのかというと、その限りではないと考えています。 

  県のほうでは、南海トラフの大地震を想定したそういった拠点については、静岡県防災ま

ちづくりの施策として内陸ふじのくにフロンティアの中で定めている中では、これから国や

県が進める一時避難路となる伊豆縦貫道路、そういったところに面したところに大きな拠点

をつくりたいと考えているわけです。 

  今現在は、東部、中部、西部にそれぞれ東海道沿線のところに愛鷹運動公園や小笠山運動
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公園のように大規模な公園等に定めていますが、伊豆の中においては、本当の広域の中でど

こになるのかということについては、まだこれからで、まさにそういったところについて防

災減災のまちづくりの支援をして、内陸フロンティアにして支援していきたいと。また、直

轄のほうも今回河川沿いに大きな敷地があるんですが、やっぱり今回の水害でそういったと

ころが使われたとか、いろんな事象が発生しましたので、津波だけではなく、そうした水害

にも対応できるような場所として、新たに現在の場所を強化する、または新しい場所を設定

する等の予算がついておりますので、そういったところと連携を図りながら、伊豆市も調査

をして、予算要望していきたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  青木靖議員。 

○９番（青木 靖君） 拠点づくりについては、今、大規模な話を前提にしていますので、県

との協力とかが必須だと思います。ぜひ県と協力して進めていただきたいと思います。 

  それで、避難所運営、避難所の施設の課題とか、避難所運営の課題、さっきも出てきまし

たので、これは余り深く触れませんが、これは提案というか、多分今後こういう方向に行く

んだろうなということでの話なんですが、この台風の被害、その後の自治体の対応とか、そ

の課題とかがもう既に情報誌とかでまとめられていて、皆様多分見ていると思うんですが、

自分も最新のものを見てお話をするんですが、広域化、激甚化する、今回もしたんですが、

今後そういうこれまでに経験のしたことない災害が起こり続けるよというふうに言われてい

ますね。そういうまとめをされています。 

  そうすると、まさに今回そういう経験をされた箇所があったわけですが、たまたまという

か、台風の大きさの加減だったりとかで、我々のところはそこまでの今回の大規模な被害に

はなかったんだけれども、結局、経験をしたところから聞くしかないよねという話だと。経

験や教訓を学び、共有化する責任がありますよね。経験しなかったからできなかったという

ことではなくて、経験されたところから学ぶ必要がある、それを積極的にやらないといけな

いよね、自治体としてもという、そういうことです。 

  それとともに問題なのは、本当に大きな災害のときには、職員自体も被災者になるし、庁

舎も被害を受ける。そうすると、人手不足になりますよね。物資が足りないのと同時にマン

パワーですよね。それをどうやって補うかというと、やっぱりよそから助けてもらうしかな

いでしょうということになっているようです。 

  そこで、遠方の自治体とパートナー協定みたいなものを結んで、お互いに助け合いましょ

うというのがそもそもあったと思うんですけれども、その辺の現状というのは今どうなって

いるのでしょうか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  総務部長。 
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○総務部長（伊郷伸之君） 自治体同士の協定というのは、今正直、何自治体かというのはち

ょっとあれなんですが、実際に飯田市とか協定を結んで、相互援助というのは結んでいるん

ですが、きのうの職員派遣のときにも答弁させていただいたんですが、やはり知事会とか市

長会である程度の派遣要請、要望を受けて、それを静岡県が静岡県全自治体にどれぐらい派

遣することが可能かというのを調べて、それから派遣していく。 

  特に、熊本地震の場合は、やはり静岡県の担当するエリアが決まって、静岡県が中心にな

って第１陣から９陣、10陣までスケジュールを組んで、それで各市町で派遣できる人数を教

えてくださいと。県が取りまとめて、伊豆市も益城町のほうへ相当数派遣をしております。 

  個々にある協定と、あと今言ったような市長会とか、都道府県を取りまとめの頭として支

援の要請をする。現状は今、言われた協定よりも都道府県レベルとか、市長会レベルでの取

りまとめが多くなっております。 

○議長（三田忠男君） 再質問。 

  青木靖議員。 

○９番（青木 靖君） 熊本のときにもそういうことがあったということで承知しております

が、今回、情報誌とかでもまとめられているところの受け売りで申しわけないんですけれど

も、「対口支援」というのが今言葉として出てきているんですね。遠くの自治体とパートナ

ー協定を結んで、近くの自治体は当然一緒に被災している可能性があるので、離れたところ

と事前にパートナー協定を結んで、職員のやりとりを負担しなさいというような意味だと思

います。 

  結局、災害が発生したときに、職員が足りなくなってできなくなるよね。それとともに、

さっき言った経験したことのない災害になった場合に、当然経験値がないわけですから、ス

キルがないよね。そこで、大規模な災害が起きたときに、災害が起きた後どういう順番で対

応したのかという、計画じゃなくて実際にこうやりましたというタイムラインですよね。こ

うでしたというのを、経験した人、それに対応してその業務に精通した人を呼んでこようよ、

派遣してもらおうよという、そういうことをやりませんかという多分提案だと思うんです。 

  結局、大規模な災害が発災した後には、さっき言った物流をどうするかとか、避難所のニ

ーズをどういうふうに把握して、それで来た物資をどういうふうに分けるかとか、あと災害

救助法とかの対応をどうするのか、実際に被災された方の住宅をどうするのかとか、あと仮

設住宅をどうするのかとか、どうやって建てるのかとか、あるいはみなし仮設をどうするの

かとか、やったことがないとわからないことは多いので、そういうことを、こういうことを

やったんだけれどもうまくできなくて、結局こういうふうにフォローしてもらってできたと

か、その辺の経験を共有しようという話だと思うんですね。 

  そういう話は、多分これからの話だと思うので、かつて東北のときには静岡県が岩手県の

ほうに行ったとかという、そういう流れもあるので、やろうと思えばできることだと思うん

ですが、そういう取り組みというのは今後進めていく、僕は進めていくべきだし、そうしな
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いとできないと思うんですけれども、どのようにお考えになりますか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） 東日本の３．11が起こった以降、いろんな防災のシンポジウムとかが

ありました。その中で、静岡県内を見ますと静岡市とか浜松市は、やっぱり対口支援で自分

たちが直接支援に行くんだという姿勢が強かったわけですね。伊豆市とか、余り人口10万ぐ

らいから下のところは、県がまとめてくれたことが非常によかったというような発言がやっ

ぱり多かったと思いますし、私もそう感じました。 

  したがって、その対口支援と県広域での組み合わせの中で、ちょっと伊豆市がつらいのは、

実は東北でも今でも来てくださいと言われているんですが、うちが出せないんですね。東松

島市に２年出したんでしょうか。それ以降、例えばいろんな市町から我々が行くと、あるい

は話をすると、やっぱり人が足りないから欲しいとは言われるんですが、現状、継続的に職

員を出せる余裕がない中で、対口支援を一体どういうところでどういう形でお願いできるん

だろうかと。 

  相互防災協定は平塚市とか飯田市とか結んでいるんですが、今、議員御指摘の観点からい

くと、それでカバーできるのはどこまであるかなという気がして、現状、県で取りまとめて

いただいて、エリアごとに支援をする、支援をいただくことのほうが可能性として高いよう

な気がしております。 

  それから、経験した職員で相互に派遣し合うというのは、今回も隣にはそういった形でう

ちの職員も、お隣ですけれども、出させていただきましたし、必要な機能を補うためのスキ

ルを、知識を持った、経験を持った職員の相互支援というのは、これはいろんな次元であり

得ると、それは考えております。 

○議長（三田忠男君） 再質問。 

  青木靖議員。 

○９番（青木 靖君） 対口支援、こちらから出せないので、向こうから来てくださいだけ言

えないということですね。それはわかりました。 

  結局、災害が起きたときの対応で必要なのは、やっぱり量と質と速さだと言われています。

その質の部分で経験値を入れるというのもどうかなと思ったんですけれども、そういうこと

だとすると、さっきも出ていましたけれども、やっぱり人手が足りないのなら、いる人に頼

むしかないので、まず市役所のＯＢの皆さんに災害地に入っていただくルールがあるのかと

か、ルールをつくればＯＢの皆さんにも市の業務に入っていただける可能性があるのかとか、

あるいはさっきちょっと出ていましたけれども、今、非正規というか、正職員でない方に多

く働いていただいているというふうにも理解していますので、非正規の方にも災害時に市の

業務に携わっていただくようなルールづくりをすれば、災害時にも戦力になってもらえるの

かというあたりはどうですか。 
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○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  総務部長。 

○総務部長（伊郷伸之君） まず、市のＯＢの職員、今、議員御提案のとおり、相当、もし参

加していただければ活躍していただけるものと。我々が持っていない知識も当然公務員長い

わけですから、すごく助かると思います。 

  現在、そのルール化はございませんので、実際そのＯＢの方々が発災時に御協力いただけ

るのか等については、ちょっとまた防災のほうと検討させてください。本当にマンパワーと

しては非常に助かるものと思います。 

  また、非正規職員でございますが、恐らく現在通常の業務で任用している非正規職員をそ

のまま災害時に充てられるかどうかというのは、ちょっとまだ検討する余地があろうかと思

います。 

  それから、災害時に限って非常勤の職として人を任用する、これも一つの方法ではないか

と思いますので、先ほどのＯＢとあわせて制度上、非正規職員が可能かどうか、ちょっと検

討させていただきたいと思います。 

○議長（三田忠男君） 再質問。 

  青木靖議員。 

○９番（青木 靖君） あと、大規模災害を乗り越えるには、やっぱり行政支援が必須だとい

うふうに言われているということで、今のような話になっているんですが、後はやっぱり住

民の力を借りるということに最終的になると思います。 

  東北のときもそうだったというふうに記録されているんですが、避難所は当初市役所のほ

うで、役所のほうで立ち上げるんだけれども、いずれかの時点で住民のほうに避難所の運営

を移行しているようです。必然的にというか、自然とそうなるんですね。市役所の職員、ず

っと張りついてられなくて、ほかにやることがいっぱいあるのでそうなるんですが、本当に

これは大規模なときだけとは思います。大規模な災害のときに限られるとは思うんですが、

やっぱり市民の方が本当の大災害のときに、避難所の運営をする必要があるということです

ので、その場合の市民でも、大規模の災害のときには避難所はこんな状態になるよというよ

うなことを想定して、避難所のリーダーになってもらえるような方を育てるような取り組み

というのがやっぱり必要になるのかなと思います。 

  多分それはこれからの話だということになると思うんですけれども、今、急に言ってどう

かと思いますけれども、仮に例えば、きのう出ていた防災士だとか、そういう資格がないに

しても、避難所を運営していっていただける、市と一緒に避難所運営に携わっていただける

住民の方に、こういう資質というか、こういうことをしていただきたいというのが今あった

ら言っていただきたいんですけれども。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  総務部長。 
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○総務部長（伊郷伸之君） 今、各地区自主防災会には、防災指導員という方をお願いしてい

るんですが、どうしてもお願いする方も区の選出で充て職的に来られるということで、研修

会、勉強会等をお知らせしても、当然お仕事がありますので、なかなか参加しきれていない

のが現状です。 

  避難所運営の当然ボランティアですが、こちら職員が熊本の益城町に行って、避難所運営

のお手伝いをしたときに、そこの地元では避難所運営すら経験したことも、想定したことが

なくて、町の職員も当然どうしていいかわからない。避難された方は当然変な言い方、お客

様的にみずから動かないということがあって、職員も避難所運営を見たときに、これじゃい

けないなということは、後から話を伺っております。 

  特に、避難所運営のボランティアの方に特別な資質というのは、私はそこまでは必要じゃ

ない、求めなくても物資がどこにあって、非常食がどこにあって、ベッドのつくり方がどう

でという、あとは細かいルールを知っていただければいいのかなと。 

  ですので、今回の台風のように一時的に一晩避難するのと、１週間、１カ月避難するのと

では、避難所の運営というのは全く違うと思われますので、まず中長期的になったときには、

本当、ボランティアや地元の方のお手伝いをお願いするしかないかなと考えております。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  青木靖議員。 

○９番（青木 靖君） 狩野川台風から年数がたっているんですけれども、大規模な水害も可

能性がありますし、地震、津波も想定されているところですので、ぜひそういった時に備え

て、避難所の運営を市民がするというようなことをどこかで啓発するというか、そういうこ

ともぜひお願いをしたほうがいいだろうなというふうに思いますので、お願いをします。 

  ごみの処理については、場所、候補地も選定されていて、その後のことも計画されていま

すので、実際のどの程度の規模で災害が起きるかもちろんわからないわけですが、ぜひその

とおりに進めていただければなと思います。 

  場所についてとか、今後さらに進めていく部分もあると思いますので、計画については進

化をしていただきたいと思います。 

  それで、そもそも大規模な災害が起こったら困るよねということで、今回質問させてもら

ったんですが、事前に準備できることも当然あるだろうということで、これはやっぱり伊豆

市だけでもできないし、国・県の方針に沿ってある程度やるという意味もあるんですけれど

も、そもそもまちづくりの時点で、例えば洪水の対策などについては、まちづくりをすると

きから洪水対策を取り込みなさいというような流れにもなっていると思うんですね。 

  静岡県として、まちづくりの段階で防災とか、特に洪水対策とか、どういうふうに取り組

んでいるのかということと、その中で伊豆市のまちづくり、これからのまちづくりの中に、

まちづくりの段階で防災対策みたいものを入れるということについては、どうなっているの

かというのは、できれば県の立場もありますので、建設部理事から答弁いただければと思い
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ますが、どうでしょう。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  建設部理事。 

○建設部理事（白鳥正彦君） 都市計画の立場でお答えいたします。 

  本来、都市計画で想定するまちづくり、修善寺でいきますと用途地域の市街地になります。

そういったところについては、もう津波、浸水、湛水、溢水のところに危険の区域は入れな

いというふうになっております。ただ、現在、もう昔から住んでいて危険な区域というのは

現実にあるわけで、今回国は、そういったところについて立地適正化計画を定めて、もっと

コンパクトに誘導しよう、これがコンパクトの都市づくりの考え方になっています。 

  安全な中心市街地に危険な区域、当然土砂災害の危険な区域や浸水区域がありますが、そ

うした住民をコンパクトのまちに誘導して、そちらが居住調整と、過激な言葉でいきますと、

そちらに制限をかけて誘導するという考え方になっておりまして、本来、市街化調整区域と

いう線引きされたところについては、それを柔軟に運用するとなっております。 

  それが難しい、なぜかというと、地方の都市については、そういった都市計画事業を人口

の割合で来るものですから、潤沢にできてどんどん安全なまちにできないものですから、そ

ういった中で今回未線引きを選択し、みずから拡大するところと、安全でまだやれるところ

は拡大するし、危険なところについては縮小するということを選択する、これが未線引きの

都市で、みずからそれをできるというふうになっていますので、今回の新しい都市計画はそ

れを積極的にやり、拡大するところについてはそういった危険な区域は入れないという形に

なっております。 

  そういった流れの中で、やっぱり10万ぐらいの都市について、何でもかんでも市役所でや

るのは、今までのお話のように無理がありましたので、そういったものは県の支援をそうい

ったマニュアル等もありますので、積極的に受け入れ、まずは大きな、広域なそういった避

難地みたいなものをつくれば、そこに自衛隊にしても何にしても来て、それぞれ助けていた

だける、そういった知見を反映して運営ができると、こういう考え方で組み立てております。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） 再質問。 

  青木靖議員。 

○９番（青木 靖君） そうしたお立場からも、ぜひ伊豆市のほうの安全・安心に結びつけて

いっていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

  これで大体終わりますけれども、先日来から、災害に対応するマニュアルはまだこれから

ですというような、市の職員の対応とかもこれからですということもありました。ですけれ

ども、さっきお話ししたように、実際に発災するとやっぱり人手不足にもなりますし、役場

そのものが大変になりますので、マニュアルの中にこれも過去の被災地の例にありましたけ

れども、休めるときにはしっかり休むということもマニュアルにしっかり入れていただいて、



－159－ 

継続していかなければ、最後まで続けていかなきゃいけないものですから、非常に長丁場に

なるということも含めて、マニュアルもつくっていただきたいと思います。 

  遠野市の市長も支援の振り返りの中で、何ができるかを考えて、できることを精いっぱい

最後までやり抜くしかないんだと、そういう覚悟でやりましたということですので、本当に

災害が起きたときは、人手不足と言っても、自分がその人手になるというか、人材不足だっ

たら、自分が人材になるという気持ちでやるしかないと思いますので、そういったところま

でみんなで気持ちが共有できるような防災対策をぜひしていっていただきたいと思います。 

  次、お願いします。 

○議長（三田忠男君） 補足ですか。 

  総務部長。 

○総務部長（伊郷伸之君） すみません、先ほど青木議員の災害協定を締結している御質問が

ありました。ちょっと即答できなくて申しわけありませんでした。 

  現在、市で災害の相互応援、相互に応援するということで協定を結んでおりますのが、ま

ず東部の18市町、それと岐阜県恵那市、長野県飯田市、神奈川県平塚市、そのほか民間企業

との物資等の協定は結んでおります。 

  それと、伊豆市が全国梅サミットという団体に所属しております。こちらの12市町とも協

定を結んでおると。合わせて、富士箱根伊豆交流圏市町村ネットワーク、こちらも県内の20

の自治体と神奈川県10、山梨県で８の団体としての協定を結んでいるということと、あと一

般廃棄物の処理につきましても、県内の各市町組合等と協定を結んでいるという状況でござ

います。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） よろしいですか、質問。いいですか。 

〔「いいです」と言う人あり〕 

○議長（三田忠男君） それでは２番目、学校施設の現状について答弁を求めます。 

  教育長。 

〔教育長 西井伸美君登壇〕 

○教育長（西井伸美君） まず、①の台風後の施設の状況についてですが、台風15号のときは

数校で強風のときに見られる雨漏りが数カ所確認できたほか、校庭などで倒木が数本あった

以外、施設には大きな被害はありませんでした。 

  次に、台風19号ですが、最も大きな被害が天城中体育館の裏の山肌が崩れ、体育館の基礎

が露出してしまったという被害ですが、基礎くいがしっかり打ち込んであったため、幸いに

も体育館本体が破損するには至りませんでした。 

  また、熊坂小では、あふれた水路の水が流れ込み、混入した土砂などで排水が詰まり、体

育館下の駐車場が冠水したほか、中伊豆小の校庭で倒木２本、中伊豆中で技術科棟の軒下天

板３枚のはがれ、天城中で体育館の窓グラスが５枚破損などの被害が出ました。 
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  長時間にわたる暴風の影響のため、小学校６校で33カ所、中学校３校で20数カ所、土肥小

中一貫校でも２カ所の雨漏りが確認されましたが、いずれの学校でも授業に支障は出ません

でした。 

  次に②ですが、今回の台風による校内の活動・登下校に際しての支障についてですが、先

ほども報告いたしましたが、天城中学校の体育館ののり面の崩土が発生しました。体育館の

建物に破損等の被害はありませんでしたが、基礎部分が一部露出してしまったということか

ら、安全性が確認できるまで使用禁止としました。 

  このため、学校行事の一部について場所を変えて開催したり、体育館での部活動が屋外の

活動となったりなど、学校運営に一部支障が生じました。 

  また、学校の近辺ではありませんが、修善寺の大野地区、中伊豆の原保地区で幹線道路が

崩土等により不通となり、通学に使用している路線バスが通行できず、登下校に支障が生じ

ております。 

  その他、直接学校運営の支障となる事案の報告は受けておりません。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  青木靖議員。 

○９番（青木 靖君） 学校については、老朽化が進んでいるということはよくよく承知して

いたものですから、殊さら今回の台風でどうだったのかということを確認させていただいて、

かつこの後どうするのかという話を一般質問ですが、ちょっと未来に向かってもさせていた

だきたくて取り上げさせていただきました。 

  とりあえず今回一番大きいのは、今もお話に出ていた天城中学校の体育館ということかな

と思うんですが、使用中止のままということですか、今現在も。この後、どうなりそうなん

でしょうか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  教育長。 

○教育長（西井伸美君） 天城中の体育館ですが、被災後の調査の結果、体育館本体には被害

がないということが確認でき、建物基礎を支える基礎くいも主要な基礎部分の大部分で施工

されていることも判明したため、地盤の変化が見られなければ使用しても問題はないだろう

との一応の答えが得られました。 

  露出したくいにつきましても、30メートルまで支柱が長く、その先はきちんとしたところ

に支柱くいがなされているということ、それからあの体育館全体は34本のくいで保たれてい

て、そのうちの２本が露出したということ、それから一級建築士等にも現場検証等、ボーリ

ング等も踏まえてやっていただきましたが、割と本体には影響はないのではないかということ。 

  それらまた、11月の半ばから週に２回、定期的に光波測量、要するに体育館の１点を決め

てそれが沈下しているか、移動しているか等を何回か、週２回を含めて観測をしてまいりま
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した。また、先生方にもチェックポイントを決めて、それの変化があるかどうか、また建物

の中のものでひび等が発生しているかどうかなど、さまざまなチェックを現在までしており

ました。 

  現在の見通しとしては、それらを総合的に考えて、今週末あたりから使用ということを考

えております。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  青木議員。 

○９番（青木 靖君） 天城中の状況についてはわかりました。 

  雨漏りも思ったとおりで、相当箇所あったという報告だったんですが、とりあえず授業に

は支障はないということのようなんですが、そうは言っても相当の雨漏りがあって、台風だ

ったから雨漏りしたということもあるのかもしれませんけれども、雨漏りの今後の対応、対

策は今の時点でどのようにお考えなのか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  教育長。 

○教育長（西井伸美君） 雨漏りをした箇所につきましては、それぞれの学校でチェックして

おりますので、教育委員会としても、それら一つ一つに原因のわからない場合も含めて、と

もかく調査をして、そしてその雨漏りの原因がわかったり、またはここではないかという部

分については、修繕等を含め、また今年度及び来年度の予算等も踏まえて修繕をできるだけ

していきたいというふうには考えております。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  青木議員。 

○９番（青木 靖君） 授業等、その他の学校生活に支障のないようにぜひ修理のほうは当然

していただきたいなと思っております。 

  それから、状況については大体わかりましたので、通学に関してということで、学校施設

そのものではないんですが、学校で教育を受けるその大前提で、学校に来られなければ始ま

らないという話なので、今言った大野と八岳地区で道が通れないために通学に使っているバ

スが通れなくて、通学バスに乗れない子たちが出てきているという現状が実際ありますよね。 

  それが今、いろんな方が動いてくれて、対応していただいているというのも承知している

んですけれども、きょうの時点で、通学バスどうなりそうなのか、一応報告をしてください。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  教育部長。 

○教育部長（金刺重哉君） それでは、今回の台風等で県道が崩土によりまして通学バスが一

部通行できないところが２カ所ございます。１カ所が修善寺の大野地区です。道路の陥没等

によりまして、修善寺南小学校に通う児童、それから修善寺中学校に通う生徒、20名が現在

大野橋まで親御さんが送迎等で来ていただいて、御負担かけているという状況でございます。 
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  こちらは、御負担はかけているということもございますが、県のほうでも復旧に向けて、

市の建設部も一生懸命頑張っていただいておりますが、しばらくの間はこちらの通学につい

てはバスが通れませんので、代替手段としましての通学補助の検討等をしている状況でござ

います。 

  それからもう１カ所、中伊豆の原保地区の陥没でございますが、こちらについても崩土に

よりまして、現在路線バスが一部通れません。地元からも実は先般、緊急要望書ということ

で、できるだけ早い工事の復旧、それから路線バスの復旧ということで要望書が出ております。 

  こちらも建設部、県も含めて一生懸命早期復旧に頑張っていただいておりますが、安全が

確認でき次第、路線バス、片側交互通行になれば路線バスの復旧が可能だというふうに聞い

ておりますので、そちらについても教育委員会としても、それにかわるサポートとしまして、

例えばこちらもやっぱりバス停まで500メートル以上の子供さんたちに対する助成制度であ

りますとか、そういったものとか、代替の通行手段の検討も含めて現在検討しているところ

でございます。 

  こちらについては、該当児童が全部で中伊豆小学校が８名、中伊豆中学校が５名の13名が

対象でございます。 

  以上でございます。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  青木議員。 

○９番（青木 靖君） 多分バスが行かないので、保護者の方が車で送迎している、バスが行

っているところまで、それから学校までなのか、それか特に帰りなどはバス停から家まで歩

いている子がいるなんていう話も正直聞いています。通学補助とか助成はしてくれるという

ことなんですけれども、現実的には特に中伊豆の場合は、別なルートを通れば行けるという

のもあるので、そっちで対応を練ってもらっているという話も聞いているんですけれども、

路線バスですから、届けてあるルート以外は通れないないよという話なのかもしれないです

けれども、これは緊急災害ですので、片側通行を解消するのは来年と聞いていますから、今

学期中はそれが続くということではなくて、何とか通れる道を通って、通学ですので、対応

できないのかなということなんですけれども、どうなんでしょうか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  教育部長。 

○教育部長（金刺重哉君） 御指摘のとおり、通学路の確保については、通学バスに乗れるよ

うな環境はできるだけ早く整備したいというのが基本でございます。 

  今般も路線バスの変更等で大分大野地区の皆様には大変御迷惑をおかけしましたので、代

替手段の検討も含めて、できるだけ早く保護者の、先ほどの要望書も踏まえて市役所の関係

各課とも協議をしながら、できるだけ早く保護者の負担軽減に努めてまいりたいというふう

に考えております。 
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○議長（三田忠男君） 総合政策部長。 

○総合政策部長（堀江啓一君） 路線バスにつきましては、総合戦略課のほうでいろいろな形

でバス会社のほうと話をしております。実は、あしたも伊豆箱根バスへ行ってその辺の地区

の要望が出ていることにつきまして、ちょっとお願いすることで行って来るつもりでいます

ので、どうなるかちょっとわかりませんけれども、そんな状況で動いております。 

  以上でございます。 

○議長（三田忠男君） 再質問。 

  青木靖議員。 

○９番（青木 靖君） 幸い、校舎等の大きなダメージは思ったよりは少なかったということ

なんですが、ここへ来て通学の足を奪われている子供たちがいるということですので、これ

については早急に対応していただきたいのですが、ここ、教育長に求めちゃっているんです

けれども、全体的に今、総合戦略部長からも話があったんですが、何とか関係企業とか、い

ろいろ官庁とかの対応ということだと思うんですけれども、１日も早くということでお願い

したいと思いますけれども、もう１回その点でやっていただけるかどうか答えを聞いて終わ

りにします。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  教育部長。 

○教育部長（金刺重哉君） 議員の言うとおり、この案件については、災害とはいえ、子供た

ちの安全確保、ただ、先ほどの復旧も含めて安全確保が最優先でございますので、安全確保

ができる交通手段の代替手段のことも含めて、明日、総合戦略のほうでバス事業者との交渉

も含めて、そちらのほうとしても期待しておりますので、できるだけ早く復旧に向けて取り

組んでいきたいと考えております。 

○議長（三田忠男君） これで青木靖議員の質問を終了いたします。 

  ここで議事の都合により昼の休憩にいたします。 

  再開は午後１時からといたします。 

 

休憩 午前１１時４６分 

再開 午後 １時００分 

 

○議長（三田忠男君） それでは、休憩を閉じ、会議を再開いたします。 

 

◇ 木 村 建 一 君 

○議長（三田忠男君） 次に、16番、木村建一議員。 

〔１６番 木村建一君登壇〕 

○１６番（木村建一君） 16番、木村建一です。２点にわたって一般質問をいたします。 
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  第１に、農村環境改善センター及び温泉プール敷地の公募に係る一連の課題について質問

いたします。 

  市は、旧天城湯ヶ島支所の土地と建物は、株式会社ＤＡＩＫＩＣＨＩに売却するという覚

書を交わしていますが、ことしの９月議会で農村改善センターと温泉プール建物を解体する

費用が提案され、可決されました。土地については公募して売却、もしくは賃貸借契約を検

討するという説明がありました。 

  そこで、４点にわたってお尋ねします。 

  １点目、覚書はそれぞれの建物の賃貸借契約だけではなくて、土地についても覚書にそれ

が書いてあります。覚書の内容を変更して「更地にして公募する」とした経緯を説明してく

ださい。 

  ２つ目、市長は、９月議会での私の一般質問に「東京ラスクに商業施設として発展するこ

とを期待し、引き続き経営者とはしっかり前に向けて話を進めていきたい」と答弁しました。

公募するとなると、この発言はどうなるのですか。 

  ３点目、市民に対して天城湯ヶ島支所庁舎及び保健センターを商業施設、東京ラスクにす

ることにより、さまざまな利点が生まれると考えていますと、３つのメリットを宣伝してい

ました。公募によってこのメリットをどう見ているのか答えてください。 

  ４点目、総じて公共施設の統廃合は、現有施設に課題が投げかけられてきます。今回、こ

の件をきっかけに行政の必要最小限の意思決定過程が市民と共有できる文書を残すようにし

ませんか。 

  大きな２点目です。子育て支援の一つとして、国民健康保険税の均等割の軽減の具体的な

取り組みを求めます。 

  国民健康保険税の子供への均等割軽減を求めるのは、３回連続の質問になります。賦課方

式は制度によるものですが、賦課割合及び内容については自治権があります。自治権の範疇

の判断を求めていますので、国保担当の見解は求めません。市長の判断を求めます。 

  具体的に３点お尋ねします。 

  第１に、市長は「制度として国で足並みをそろえるべきであり、国保税は自治体競争は望

ましくない。一般論として裕福なところが勝つ」と述べていますが、市民の福祉向上のため

には自治体間競争は必要ありません。均等割の軽減がなぜ自治体間の競争になると位置づけ

るのでしょうか、お答えください。 

  ２点目、国民健康保険の世帯に赤ちゃんが生まれると国保税が約３万円上がります。２人

生まれると約６万円上がります。子育て支援につながりますか、つながりませんか、見解を

求めます。 

  ３点目です。通学費の補助制度は「不公平の観点から実施している」と市長は答弁されま

した。これは伊豆市ならでは制度として私は高く評価しております。国保加入の子供は均等

割を払い、他の医療保険加入の子供にはそれはありません。子育て世代の所得がこの30年間
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下がっていると市長は述べていましたが、子育て支援の一つの政策として、均等割軽減策の

具体化を求めます。 

  以上であります。 

○議長（三田忠男君） ただいまの木村建一議員の質問に対し、答弁を求めます。 

  市長。 

〔市長 菊地 豊君登壇〕 

○市長（菊地 豊君） お答え申し上げます。 

  私からは②の私の発言についての答弁をさせていただきます。 

  農村環境改善センターと温泉プールの跡地についてですが、現在、東京ラスクには旧天城

湯ヶ島支所と旧天城保健センターを一体的に活用していただいております。今後も商業施設

として、この地域のために発展することを期待しているところです。 

  なお、ここで私は「公募を考えている」と言ったようですが、公募も選択肢として今検討

しているということで、当時は市民の皆さんとの会話の中でこういう言い方をしたかもしれ

ませんけれども、公募も選択肢の一つとして跡地活用については検討しているということで

ございます。 

  そのほかについては、総務部長に答弁をさせます。 

○議長（三田忠男君） それでは総務部長。 

○総務部長（伊郷伸之君） まず、１点目の御質問、公募する経緯ということですが、まず覚

書にはそれぞれの建物の使用について、市が使用するまでの期間と、それ以降について記載

してございます。それぞれ双方で協議することとなっております。 

  この覚書に基づいて建物の状況などを踏まえて双方で協議した結果、相手方がこの両建物

を使用しないということが確認されましたので、市は建物を解体することとして９月議会に

予算をお願いしたものでございます。 

  その後の更地の売却につきましても、市が処分の方針を決定後、再度双方で協議すること

としております。公募を考えていることも伝えてありますが、最終決定ではございません。 

  ３点目の天城湯ヶ島支所の移転に関する説明資料でございます。天城湯ヶ島支所庁舎及び

保健センターを商業施設にすることのメリットとして、雇用の創出や貸付料の収入確保、新

たな販売戦略など３つのメリットを説明いたしております。 

  このときの説明資料でございますが、現在、東京ラスクが使用している旧支所庁舎と旧保

健センターを活用した場合のメリットを示したものでございます。今回の跡地利用は公募を

考えていると説明したこととは矛盾するものではないと考えます。 

  ４点目の文書についてでございます。旧保健センターの民間活用や農村改善センターとプ

ールの施設解体に関する経緯や意思決定に関する記録は残してございますが、記載方法や内

容など、公文書としての統一したルールづくりがされておりません。以前の議会の一般質問

でも答弁させていただきましたが、まず市の公文書としてのあり方にルールづくりが必要で
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ございますので、今後検討している最中でございます。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  木村建一議員。 

○１６番（木村建一君） ちょっと確認、２つ目のことについて聞きます。 

  私が、市長はこういうふうにお答えされましたねと言ったこの２つ目の一般質問に対して、

市長はこの時点では、このときには公募を検討しているということは一言も述べていないん

です。ここに書いてある、概略しか書いてないんだけれども、商業施設として発展すること

を期待する。引き続き経営者としっかり前に向けて話を進めていきたいということだったか

ら、１番目と２番目が狂いませんかという、公募することと狂ってませんかということで、

この発言はどうなんですかという質問をしたわけですから、まず最初にこれについて答えて

ください。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） すみません、私の聞き違いだったかもしれません。私は、「市長が公

募をすると言った」という御指摘だったと思ったものですから、私がもしそう言ったとした

ら、そういう趣旨だったということで先ほど申し上げて、すみません、私は質問を勘違いし

たかもしれません。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  木村建一議員。 

○１６番（木村建一君） すみません、じゃ、勘違いをしていたというから、私はそういうふ

うに書いているものですからね、ここの文章には。そうすると、ここでは公募するものでは

なくて、引き続き経営者とはしっかり前に向けて話を進めていきたいという話だったんです

よ。そうすると、後で総務部長と若干やりとりがあるんだけれども、公募も検討しますよと

なると、東京ラスクとは商業施設としてやってほしいというその見解は、公募すれば、でも

やっぱり東京ラスクに来るのかと、こういうことになっちゃうんですよね。 

  公募しなければ、当然今までずっと相当長い間にわたって、この支所の活用について東京

ラスクのいろんな経営方針などについても論議してきた大切な課題ですから、ちょっと矛盾

しませんかという質問ですから、もう一度答えていただけますか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） この件は、議会でも、あるいは市民の皆さんにも何度か御説明申し上

げているんですが、そもそも以前に私が市長になる前に、東京ラスクは伊豆市内で事業地を

探していたんだそうです。当時の伊豆市では、適地がないということでお断りしたというこ

とで、別の県に工場を整備されたということでした。 
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  その後、当時の議員の皆さん方が、先方さんの事業所まで出向いて、ぜひ伊豆市に来てい

ただきたいということで働きかけていただき、そして私も社長にお目にかかって、そして議

会で天城湯ヶ島支所の一部を減額貸付で御理解、御承認いただいたわけです。 

  ただその後、東京ラスクに対する減額賃借に関するいろんな議論が起こった中で、先方は

やはりブランドイメージのある会社ですから、私は常識的には事業の拡大で随意契約でも法

的にはクリアできると思いますけれども、市民の皆さんと、それからブランドイメージを大

切にする企業の方にとって、最も議会と市民から理解されるやり方を検討することもふさわ

しいのではないかということで、公募ありき、随契ありきではなくて、両方含めて選択肢を

含めて検討すべきものではないかと考えております。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  木村建一議員。 

○１６番（木村建一君） 大前提ちょっとお尋ねしますね。この経過。別に私は東京ラスクが

支所跡地を大きく使ってやるということについても、そっちの方向にいっているから、だめ

だということ、見解じゃありません。何を今回確認したいかというと、今までの東京ラスク

に支所跡地、それから改善センター、温泉も含めて、覚書を交わしましょうねと言ったとこ

ろから出発しているんだから、その点をきちんと確認していきたいと思っているんです。 

  覚書には、何て書いてあるか。１番目に、省略しながら言いますけれども、伊豆市とＤＡ

ＩＫＩＣＨＩが伊豆市が所有する土地及び建物について、ＤＡＩＫＩＣＨＩに売却すること

を前提として次のとおり覚書を締結しますということですよね。その途中で建物がどことな

ったら、平たく言えば番地名に分かれていたり、それから建物の名称がずっとあるんですけ

れども、いわゆる支所跡地も含めて保健センター、農村環境改善センター、温泉プール、あ

そこの昔の旧天城湯ヶ島町庁舎だった周辺も含めて全部建物と土地をＤＡＩＫＩＣＨＩに売

却することを前提として覚書を交わすということになっているから、なぜ公募になるんです

かとお聞きしているんです。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） 公募しますという話ではなくて、先ほどから申し上げておりますとお

り、本件については、当時伊豆市から結果としては、一部の議員ではなくて、伊豆市行政も、

当時の議会も、そしてその合意のもとに来ていただいて、そして地域のために振興してくだ

さいということで進んだわけですね。そこの事業の拡大は望ましいと私は今でも思っており

ます。そして、そのような前提で覚書は締結をさせていただきました。 

  しかしその後、一部議員の方から大分強い批判が起こり、そして何年前だったでしょうか、

私はみずから訴訟を起こしてまで自分の正当性を、それから議会の手続の正当性を法廷にお

いて証明しなければいけないほど非常に強い批判が残ったわけです。その批判は私はもう終

わりましたからいいんですが、今心配なのは、企業はブランドイメージがありますので、よ
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もや企業さん、せっかく来ていただいた市有施設の跡地利用としては、全国のモデルとなり

得るくらい専門家からも評価をいただいている案件について、事業者さんの批判にならない

ような手続は何が望ましいのかということをもう一度検討し直していることであって、今公

募するとか、随契であるとか、決めているものではございません。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  木村建一議員。 

○１６番（木村建一君） 公募するか、賃貸借するかは決まってないということで、前の議会

でも総務部長がお答えになっておりますけれども、そうするとちょっとお尋ねします。 

  決まってないんだけれども、覚書に売却することを前提としてということはどう理解すれ

ばいいんですか、そうすると。わからない。そこのところがわからない。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  総務部長。 

○総務部長（伊郷伸之君） この覚書につきましては、議員おっしゃるとおり、まず最初の２

行のところで前提として、売却することを前提として覚書を締結しております。その中で、

土地・建物の物件の表示や使用期間について協議する等ございます。その後、最終的にこの

覚書に疑義が生じたときに、いわゆるちょっと変更のようなことが生じた場合は､協議して

定めるということでございます。 

  今回、この建物については、当然売却を前提とした覚書でございましたが、相手方でやは

り老朽化や用途変更等難しいものがあるということで、改善センターとプールについては相

手方としては利用することはない、利用しないということが確認されました。これについて

も一応文書で確認ということで交わしてございます。その結果、当初の覚書とは若干前提が

ずれております。ただその都度協議して、しっかり文書で残してございます。 

  先ほど申しましたとおり、また土地等につきましても今後協議するという確認書も交わし

てございます。ですので、覚書とは若干変わっておりますが、その都度協議して変更等が生

じた場合や、疑義が生じた場合はしっかり協議してまいりますということでございますので、

今回協議をいたしました。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  木村建一議員。 

○１６番（木村建一君） 確認しますね。そうすると、売却することを前提として覚書を締結

します。それでそれぞれの土地及び建物、いわゆる土地等についてはそれぞれ各建物番号順

にいろんなところで協議によって定めますと、それ以降はね。それ以降は協議によって定め

ると言っているんだけれども、定める、よく文教で大前提、大前提と市長は言われていたわ

け。大前提は、あ、大と言ってないね。前提は売却するということですよね。公募を検討す

るということはどこにもない。 

  そうすると、じゃあＤＡＩＫＩＣＨＩ、すいませんね、言葉を東京ラスクと言ったほうが
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統一しやすいですから東京ラスクとお呼びしましょう。東京ラスクとその土地・建物につい

て話し合ったら、使う状況ではありませんと言ったのは、それはいつやったんですか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  総務部長。 

○総務部長（伊郷伸之君） ９月議会に取り壊しの予算をお願いする前の５月に協議をいたし

ました。その後、５月30日にその協議の結果の確認書ということで、相互文書を交わしてご

ざいます。 

○議長（三田忠男君） 再質問。 

  木村建一議員。 

○１６番（木村建一君） それでは、ちょっと時系列的にずっと追っていきますね。 

  ９月４日の議会で私の一般質問に対して、市長は冒頭質問したように、この９月４日の時

点では、東京ラスクに商業施設として発展することを期待したいという答弁をなされました。 

  それからその後、その後に４日後に委員会が開かれたんですが、そのときに総務部長が答

弁したのは、お聞きしたところ、東京ラスクには、いわゆる今回２つの解体の費用はもう既

に決定されたところについては、使う予定はないという話をされたんですよ。たった４日間

で、使いますよと、東京ラスクに今後引き続き経営者としっかりと前に向けて話を進めてい

きたいと言った４日後の委員会で、東京ラスクは使う予定はありませんと言いましたとなる

と、どうなっているのということで、意思統一はあなた方はされているんですかということ

になるんですよ。どうですか。 

○議長（三田忠男君） 答弁求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（伊郷伸之君） 当然９月議会に解体の予算をお願いする以上、先ほど申したとお

り、事前に５月に双方の意思確認をしてございます。市長の答弁の中で、今回解体した後の

更地について、個々具体的に御答弁している箇所は私もちょっと見つからなかったものです

から、あくまでも予算のときにも申しましたとおり、建物は使わないと。市長も当然所有者

である市の責任があるので、取り壊しますということを申しました。 

  私も、今後の処分についてはまだ賃貸、売却、最終的には決まっていないこともある、ま

たあそこの面積も4,000平米、今の保健センター等の敷地等も水路等で公図上、分断されて

いるということで、一つには公募も考えるべきかなということで公募を考えておりますとい

う発言をさせていただいたところです。 

○議長（三田忠男君） 再質問。 

  木村建一議員。 

○１６番（木村建一君） ４日間でこんなに変わるのと、東京ラスクに期待しますよと、経営

者にも引き続き話したいと言ったら、その後になって、公募も含めて、決定ではないんだけ

れども、検討しますという話ですよね。よくわからない、市の姿勢が。 
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  具体的にずっと追っかけていきますね、今回の件。 

  平成28年度に入って、東京ラスクから早急に工場の拡張をしたいという要望があった。地

域のにぎわいを創出したい市の意向とタイミングが一致した。こういう文書が市民に向けに

も、当然議会にもプリントされたんですけれども、これは平成28年９月21日の第３回検討会

の中でこういうことをやられたよという話が出てきている。 

  平成28年12月議会、12月19日、支所移転の問題が出てきましたね。このとき否決されまし

た、御存じのように。そしてそのちょっと前、この議会中に12月12日に東京ラスクが説明会

を行いました。社長みずからが市民に向け。そして議員の皆さんも来てくださいと私も行っ

たんだけれども、このときに東京ラスクの事業拡張の意思は、この時点では東京ラスクもあ

りましたね。 

  それから、その次の年になって平成29年３月議会で支所移転が可決されました。 

  そしてこのやりとりが、平成30年６月議会で市長と私、いろんな論議をしたんですけれど

も、市長は否決から可決になった。なぜなったのか。その間、東京ラスクが事業構想説明会

をしたから、ここは若干違うんだけれども、まあ、いいでしょう、今回は。議会でもその方

向で合意形成がなされたものと判断しましたということなんですね。 

  そして、６月の時点から平成30年２月４日に覚書を締結しました。こういう流れです。 

  そして、東京ラスクにどれだけ期待しているかというところで、新たな雇用が生まれます

よというところが話されました。平成28年12月議会で、いろんなここもやりとりを僕とやっ

たんだけれども、市長はこのように述べました。仮に東京ラスクが今の事業規模だけで十分

で、かつ必要かつ十分であるということであれば、残りの場所はまたほかに、残りの場所と

は今使っているところではなくて、改善センター等々も含めて建物の、公募することもあっ

たかもしれません。この地域、通過交通が大きなマーケットとして商業地として栄えている

ことは、もう既に何回も話しているんだよという話をして、２年後には月ヶ瀬インターがで

きるわけですから、このチャンスに商業施設を拡大しないという選択肢は、私は一般的に

は行政のあり方としてはないだろうと、こういうふうに思っていますということなんです

ね。 

  さらにちょっと続けて言っていきましょう。今の伊豆市内の優先課題は、雇用の創出と世

帯所得の向上ということで、そこに寄与しないのかと。ここからですよ、東京ラスクに期待

をしていた。こちらの中にも賛成する議員の方もいらっしゃった。まあ、結果的には議会が

支所移転の関係でなったんですけれども、散々東京ラスクがどうのこうのという話が、大い

に論議があったんだけれども、企業誘致だけではなくて、今市内にある産業の振興というも

の、雇用の創出、所得の向上につながるわけです。それで東京ラスクのほうの話をずっと言

って、この事業所は正社員、パートを含めて、倍程度に雇用をふやしたいという御意向が地

域の利益にかなっているんですよということで市長が言いました。 

  その時点で、平成28年の時点で年末、今でも基本的には変わらないのか変わるのかわかり
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ませんが、現時点で70名、今後の事業展開で100名から150名程度に雇用をふやして、さらに

地域の皆さんがもっと働く場所をもっとつくりたいという事業方向が、地域の皆さんの利益

にかなっていると私どもは考えておりますということを言いました。これが東京ラスクが来

る１つ目のメリットです。 

  ２つ目、施設の貸し出しや貸付や売却後の収入の確保、売れますよ、土地と施設を売れば

賃貸ではなくて収入が市に入るんです。その売却益は、市長、このときにこう申しました。

しろばんばの里の景観づくりには、既に湯ヶ島地区は入っておりますと言っているんです。

この売却益、東京ラスクから入った収益は、しろばんばの里につくっていきたいんだと。 

  それから３つ目、新たな販売戦略によるメリットということで、こうにもっともっと天城

地場産品を活用した食堂やテナントの展開、これは東京ラスクが提案してきたものですから、

そうだよねとなって、平成30年度に完成する、繰り返しになりますけれども、天城北道路の

効果を最大限に発揮するチャンスですという話をされたというところで、ああ、そうか、東

京ラスクが来るんだな、なかなか来ないからどうしたんですかと言って、６月議会ごろにお

尋ねしたら、いや、違いますと、わからないけれども、売却します。公募するのかどうする

のかわかりませんよということですから、そうすると、東京ラスクとの覚書は基本的にはも

うなくなったということですね。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） 正確を期すために、今、私は９月の私の答弁を確認しますと、引き続

き東京ラスクには期待しているし、経営者さんと話をしていきたい、今、議員御指摘なんで

すが、その前に私が「ただ、いずれにせよ」と申し上げているんですね。なぜ「ただ、いず

れにせよ」と申し上げているかというと、その前段階で計画とかタイミングは想定したとこ

ろと合っていない。つまり改善センターとかプールを当時どのように東京ラスクさんのほう

で考えていたか、私定かに認識しているわけではございませんけれども、施設の使い方とか、

あるいは投資のタイミングとか、当初私どもが想定していたところは違っているけれども、

いずれにせよ、東京ラスクには期待したいと発言をしているわけです。 

  したがって、今、私が経営者ではないので、どういう選択肢があるかわかりませんけれど

も、一般的には、施設を使わなければ、老朽化した施設を使わないのであれば、ああいった

施設ですから、駐車場に使うとか、別の事業をやるとか、あるいはパートナーと別の事業を

考えるとかいう選択肢も当然あり得るわけです。 

  ただ、いずれにせよ、東京ラスクがこの道路の分岐点として商業施設として発展すること

を期待しておるという発言と何ら矛盾しないと私は思います。 

  しかも、この時点では湯ヶ島温泉が非常にネガティブにインスタ映えしている、非常に厳

しい状況でした。できれば、やっぱり億というオーダーに行く景観整備費用が欲しかったと

いうのが当時の状況です。 
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  その後、民間のほうでざっと見積もっても１億5,000万円ぐらいはみずから廃墟の解体を

していただいているんですね。この後、状況は大きく変わりました。今はだからきれいなん

ですが、このころは、売却益をそういったことに充てたいと考えたこと、それは事実でござ

います。 

  ただ、議員の本質的な御質問に答えるのであれば、引き続き私は期待しておりますし、こ

の用地を使うお考えはまずあると、私は期待しておりますが、ただ、施設そのものをどう使

うかということは、計画変更があってもこの趣旨からは別に外れるものではないと思いま

す。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  木村建一議員。 

○１６番（木村建一君） ちょっと年をちゃんと確認したいから、すいません総務部長、ここ

は今のところ使わないと言ったらいいのかな、正確には。それでラスクと協議したのは、こ

とし、令和元年の５月でよろしいですか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  総務部長。 

○総務部長（伊郷伸之君） この２つの建物について、相手方、契約上はＤＡＩＫＩＣＨＩで

すが、使用しないことを双方確認したという確認書を令和元年５月30日付で締結しておりま

す。 

  それと、先ほどの補足というか、議員おっしゃられた３つのメリットに関することでござ

います。時系列で議員おっしゃられたとおり、そもそもここの支所の東京ラスクの有効活用

については、旧湯ヶ島小学校と旧幼稚園、そして湯ヶ島支所、この３つの施設のあり方をど

うするかということで、公共施設の再配置ということもございまして、湯ヶ島支所は当初は

小学校、その後、検討した結果は幼稚園がいいだろうということで幼稚園、その後、あいた

支所については、ここを一体的に商業施設として活用していきたいということで、市民説明

のほうもさせていただき、また平成29年２月ですか、東京ラスクの社長が見えて、市民の説

明会をさせていただいたときも、旧支所の庁舎と旧天城保健福祉センターの活用について、

今の工場プラスチョコレート工場とかマルシェとか、いろんなものを発展させてやっていき

たいと、それが議員おっしゃられた雇用とか、いろんな創出につなげていきますよという説

明で、このとき改善センターとプールについて、市のほうも具体的にラスクから何に使うと

いう情報はもらっておりませんでした。 

  この覚書締結のときには、全体をまずどうするかということで、意思確認のために売却を

前提に覚書を締結しましょうということで締結をしてございます。ですので、その公募の一

つの方法というのは、では今後仮に公募するにしても、市が一方的に公募するのではなくて、

今後のこちらの処分方針を決定する前に再度しっかり協議をして、公募がいいのか、非公募

がいいのか、今後の事業展開にどう使うのかは協議してまいります。 
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  以上です。 

○議長（三田忠男君） 再質問。 

  木村建一議員。 

○１６番（木村建一君） 公募も検討するということだから、確認です。そうすると、東京ラ

スクにまだ期待をしているんだけれども、公募をするということなのか。ひょっとしたら公

募したら東京ラスクよりも、さらに提案の中身のいいものがひょっとしたら来るかもしれな

いということです。 

  そうすると、東京ラスク、本当に社長がこういう事業展開をしたいと、私、いまだに持っ

ているんだけれども、雇用人数、工場に50人、おかあちゃん食堂20人、団体対応型レストラ

ン30人ということで110名の雇用をぜひつくっていきたいんですということで、市民にも説

明する。それを受けて、市長以下市の職員といっても全部じゃないです、市長は、これだっ

たらば市民もいいよと、東京ラスクに来てもらってもいいじゃないかと、本当に地域の活性

化になるじゃないかということを述べたんだけれども、ちょっとわからないの。公募するか

しないかもわからないんだけれども、今度あそこに土地・建物を外して１億6,000万円かけ

て更地にすることがもう決まったんだけれども、どうなんですか。 

  東京ラスクにまだ来てほしいと、ちゃんとこういう計画をつくったんだし、せっかくここ

までつくったのに実を結んでほしいと賛成した、別に悪いわけじゃない、議員の方々もこれ

に期待したんですよ。それを期待されないんだったらば、あなた方は何をやっていたんだと

なりますよね。どうですか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  総務部長。 

○総務部長（伊郷伸之君） 平成29年当初の計画と事業展開について、当然当初の計画がさら

に展開されていくことを我々市のほうは期待しておりますし、できる限り協力をすることに

は間違いございません。 

  ただ、今回の土地の売却につきましては、一度建物・土地の売却前提に結んだ覚書と若干

様子が変わってきているということで、市のほうで解体しております。 

  ただ、じゃ解体した後の土地をそのまままた非公募で随意契約で売却するのか、またそこ

でいろいろ説明が難しいんじゃないかというような、いろいろ御批判があるのではないかと

いうことも考えております。 

  ただ、当初の事業計画にあそこの土地が必要であれば、当然どういう使い方をするのか、

そういうことは当然相手方には求めますし、今後まだ協議していくというのは、そういうと

ころにございます。 

  今の事業で終わりじゃなくて、今の事業を計画どおりにより展開していくためには、当然

市のほうも協力していく、そういう趣旨でございます。 

○議長（三田忠男君） 再質問。 
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  木村建一議員。 

○１６番（木村建一君） あのですね、聞いているとやはり覚書をあのまま素直に読むと、あ

あ、すごいよな、東京ラスクは土地・建物あそこ全部買って、バスが何十台来るっていう話

も承ったんだけれども、平成28年12月に。そういうことをやるんだなと思って、誰しもこの

覚書を見たら思いますよ。 

  それでことしの５月に協議したら、いや、今のところ使いません、今後使うか使わないか

もどうもわからないんだけれども、一番大事な、一番最後にいきますね。平成30年２月８日

の覚書締結から９月議会での施設の解体の提案があるまで、市長は市民に対しても、議会に

対しても何にも説明していないんですよ。ほかのいろんな事業については全員協議会を開い

て進捗状況とか、いろんな何ていうかな、情報を協議する場をつくっているじゃないですか。

この件については、言ったように、もう一回繰り返す。平成30年２月８日からことしの９月

まで、提案されるまで、提案されてびっくりしたと、何、売るんじゃなくて、建物は市が解

体するのかと、初めて聞くわけじゃないですか。 

  だから、今言った、何ていうかな、文書を交わします、公文書じゃないんだけれども、本

当に市民のために一緒になるような市政運営をしようとするならば、一番大事なのは、プロ

セスをちゃんと大事にすることじゃないですか。聞かれて初めて答えるんじゃない、本当に

ね、何をやっているのかとなりますよ。 

  だから、最後にちゃんとこれを教訓にして、変化があるならば、公文書も今、総務部長は

検討していると言っているんだけれども、そこに至るまでだってやっぱり市民の皆さんに、

今、市は何をしているのか、ちゃんと文書というのは、一般的に文書というのは住民と行政

の共有財産としてきちんと提示していくという姿勢を持っていかないと、何やっているのと

なるじゃないですか。そして市民に協力してくださいと言ったって、それはできないですよ。

やはりきちっと報告するべきものは報告するということをすべきじゃないですか。 

  ここから教訓を学ぶべきじゃないですか。東京ラスクはいまだにわからないんだけれども、

どうするんだかよくわからない。それはもう置いておきましょう。次のテーマがあるから。 

  最後に、その点はどういうふうにお考えですか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  総務部長。 

○総務部長（伊郷伸之君） 議員おっしゃるとおり、どの時点でどの程度の情報を出すかとい

うのは非常に難しくて、今回双方の確認がとれた段階で、９月議会に補正をお願いする前に

全員協議会のほうで報告をさせていただきました。 

  ５月の協議によって確認書を締結するまで、突然出てきた話かというと、そうではなくて、

相手方もプールとか改善センターをどう使えるのか、何に使えるのかというのは協議してい

ただいておりました。市と協議というよりも社内でいろいろ検討していただいた結果が、５

月の最終的に使わないという回答を得たものでありまして、覚書をしてからこの取り壊しの
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９月議会まで、何も隠したとか、そういうものではございません。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） 再質問。 

  木村建一議員。 

○１６番（木村建一君） あのね、隠したとか、隠さないではなくて、知らないんだから、う

ちらは。９月議会に提案されて、えっ何と思ったんです。多分全議員もそうでしょう。市民

もそうですよ。 

  だから、庁舎内で話し合っていることがタイミングが難しいということは当然あるでしょ

うけれども、でも、情報を全く流さないで急遽解体しますということがあり得るのかという

ことを言っているんです。その点は、ちょっと違うんですね。自分たちが協議しているから、

何となく進んでいるなと思うんだけれども、その中身が全然外に出ていかない限りは、市民

も議会も知らないということですよ。その点は、今後の教訓にしてください。 

  すいません、次に移ってください。 

○議長（三田忠男君） 国保のことですね。子育て支援です。答弁求めます。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） できるかどうかということですが、制度の問題ですので、市民部長か

ら答弁をさせます。 

○議長（三田忠男君） 市民部長。 

○市民部長（梅原敏男君） それでは、議員の御質問に対してお答えをさせていただきます。 

  現在、子供の均等割減免を行っている市町は、全国的に見ても数は少なく自治体により実

施制度はさまざまであるというふうに認識しております。 

  減免を実施している市町を総じて国保財政等、財政的に余裕がある自治体であると思われ

ます。全国的に見て、やはり国保制度での自治体間での政策的競争を呈しているように感じ

ております。 

  そのような中、全国市長会といたしましては、国保制度は足並みをそろえて実施していこ

うという方向性にございます。やはり全国で足並みをそろえて一律の制度にすることのほう

が適正であるというふうに考えております。 

  全国市長会等、効果のある団体を通じまして、国に制度改正を要望していく立場であると

考えておりますし、平成30年度からは県内、静岡県の国保の広域化も始まっております。構

成市町ごとに制度が異なるというのは望ましくない方向であると思いますし、静岡県の国保

運営基本方針にそぐわないものであるというふうに考えております。 

  続きまして、②の部分に当たりますかね。減免をする率や対象とする子供の年齢などは、

自治体ごとさまざまで、県内においては現時点で子育て支援を目的に均等割を減免している

自治体はございません。 

  現行制度のもとで子供の均等割減免を導入するに当たっては、その財源を国保加入者に求



－176－ 

めるのか、もしくは広く市民の皆さんからの税収に求めるのか、財源の確保等が問題になっ

てまいります。 

  本来、このような趣旨の子育ての施策につきましては、どこの市町に住んでいても加入者、

住民が同じ恩恵を受けられるべきと考えております。個別の市町が財源の問題を抱えながら

導入するものではなくて、医療保険全体のあり方、まさに税と社会保障の一体改革を検討す

る中で、国において議論されるべきものであるというふうに考えております。 

  ③の部分に移りますけれども、国保税の算定におきましては、所得金額の多少にかかわら

ず、加入者１人当たりで負担していただく均等割、１世帯当たりで定額で負担していただく

平等割等がございます。均等割と平等割を合わせた応益部分が国保税のおおむね50％となる

ように設定をしております。 

  このようなことから、加入世帯が多くなるほど負担していただく国保税が多くなる仕組み

にはなっておりますが、所得の少ない世帯に対しましては、所得に応じて７割、５割、２割

の減免制度が設けられております。 

  この軽減制度につきましては、加入者がふえるごとにそれぞれ軽減対象となる所得が拡大

する制度となっております。このように加入者がふえるごとに応じて、その世帯の軽減対象

所得が拡大しまして、均等割及び平等割の軽減制度にて対応しております。 

  静岡県は今のところございませんので、伊豆市が先行して子育て支援策として国保の均等

割減免を行う考えは今のところございません。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  木村建一議員。 

○１６番（木村建一君） どうしたって部長が答える、市長が答えない。全く残念ですよね。

後でまた市長、聞きますけどね。 

  １つ聞きます。１つだけ。市長会は全国足並みをそろえましょうと言いました。いつやり

ましたか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  市民部長。 

○市民部長（梅原敏男君） 全国市長会を通じて国保の全国大会がございます。その中で全国

市長会、その他各種団体等の連名において要望書を提出しているということでございます。 

○議長（三田忠男君） 再質問。 

  木村建一議員。 

○１６番（木村建一君） すいません、要望書を聞いているんじゃない。全国一律にやらない

とまずいよねと言ったのは、全国市長会でちゃんとそういう文書を残しているわけですね。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  市民部長。 

○市民部長（梅原敏男君） 全国市長会、またその要望等を上げる前に、静岡県等でも市町の
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首長がそろいまして、その提言について検討を重ねて全国に上げているものというふうに思

います。 

〔「だめですよ。全国一律、みんなで足並みをそろえてやりましょうね

ということをやったんですか、いつやったんですかということを聞い

ているんです。全国市長会に上げましょうということは、前にも聞い

ているから。確かにそれはいいことですねと、全国市議会でも市長会

でもやっていることはいい。ただ、今問題なのは、足並みをそろえな

いとだめだよと言ったのは、本当にそういう文書を交わしたんですね、

市長は。市長しかわからないことだよ」と言う人あり〕 

○議長（三田忠男君） わかれば答えてください。 

  市民部長。 

○市民部長（梅原敏男君） 毎年のことだと思いますが、国保制度改善強化全国大会が行われ

ております。そういった中で、要望書として全国市長会の名前も入っております。 

  足並みをそろえてという部分については、この全国大会で要望書を上げるということ自体

で足並みをそろえていくということに認識しております。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  木村建一議員。 

○１６番（木村建一君） 足並みをそろえて国に要望しましょうねとわかるの、そこは。聞い

ているのは、個々に自分のところはできるなと思ったら、それすらだめだよと確認をしたの

かということですよ。 

  本当に確認しているの、市長会で。文書あったら出してくださいよ。市長でしょう、答え

るのは。部長がかわいそうですよ。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  市民部長。 

○市民部長（梅原敏男君） 「足並みをそろえて」という言い方の議事録等は私は確認をして

おりませんが、県での市長会、また全国での市長会の検討協議をされる中で、全国大会に上

げる部分を協議されておりますので、その部分について先行してどうのこうのというのでは

なく、やはり国の制度におきまして、全国足並みをそろえてやりましょうということを要望

しているわけでございます。 

○議長（三田忠男君） 市長。 

○市長（菊地 豊君） 全国市長会の手続なんですけれども、全国市長会というのは分科会、

委員会に分かれているわけですね。私は経済委員会ですから、今月も委員長と私とで担当す

る国交省とか農水省とか要望に回るわけです。ですから、これは厚労関係の委員会が全国市

長会の代表として要望に回るわけですね。あるいは大会に出る。 

  そのときに、全国市長会の総会で採決されていないものは出ないんです。委員会で審議を
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して、物によっては分科会でも審議することもあるんですけれども、それが上がって、そし

て委員長報告、分科会報告があって、全国市長会で総会として採決されたもの以外を代表と

して言うことはできませんので、したがって今、市民部長からありましたように、そういっ

たところでその要望するときには、全国市長会で採決されたということでいくわけですね。 

  ただ、一般的にはあることをやるときに、個別に列挙して、これはだめです、これはだめ

です、これはやらせませんというような採決は一般的にありませんので、全国で合意のもと

に要望する際に、何かを列挙してこれについては禁止しますというようなことは、一般的に

はそういった採決はなされておりません。 

○議長（三田忠男君） 再質問。 

  木村建一議員。 

○１６番（木村建一君） お尋ねします。 

  ３月議会で市長はこのように述べた。医療費とかこういったものでも、競争するのは可能

な限りもうやめましょうという声のほうが市長会の中では多いんですということを言ってい

る。 

  だから、足並みそろえてはわかりますよ。みんなで一致して国に対して均等割軽減してい

きましょうねということは、私も賛成する。 

  ただ、今ここで何で問題にするかというと、次にいく時間がなくなっちゃうな。あのです

ね、今、伊豆市の状況はどうなっていると思いますか。子育て。私は子育て支援という立場

でこの問題をもう３回聞いているんです。 

  昨日も今の伊豆市の状況というのは、ずっといろんな論議になっているんですけれども、

ちょっとごめんなさいね。出生率の問題が出ましたけれども、今35自治体あるんですけれど

も、合計特殊出生率。35自治体の中で今出生率が伊豆市は今何番目だと思いますか。わから

なかったらわからないでいいです。 

○議長（三田忠男君） 答弁求めます。 

  市民部長。 

○市民部長（梅原敏男君） 申しわけありません。私、市民部では出生率の正確なデータは持

っておりません。 

〔「誰か答えられる人」と言う人あり〕 

○議長（三田忠男君） 総合政策部長。 

○総合政策部長（堀江啓一君） まだ新しい数字が出てませんけれども、前回の数字でいきま

すと、34番目ではないかと思います。 

○議長（三田忠男君） 再質問。 

  木村議員。 

○１６番（木村建一君） 総合政策部長、そのとおりなんですよ。 

  35静岡県下の中で、合計特殊出生率ブービー賞ですよ。あと下に１つしかない。これが市
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だけじゃないですよ、町も含めてそういうのが今、伊豆市の実態なんです。そして少子化、

何とかやりたいね、今後も、今度の新しい政策だってそうですよね。引き続き人口減少に特

化した施策を最優先しますと、宣言しているじゃないですか、まだこれは決定はしていない

んだけれども。そうすると、一体全体何なのと。 

  だから、もう１個いきましょう。そういう状況なんですよ、今。とりわけ少子化が大変で

すよとずっと言っているじゃないですか。その中の１つとして、この均等割をただにして、

全部ただにしろということは私は述べてないの。第２子以降でもいいから、少しでも軽減し

ませんか、なぜ軽減しなくちゃならないのか。 

  市長は、前の議会でいわゆる不公平じゃないかという、通学費の問題、不公平感の問題を

取り上げて、不公平、学校から自宅の間の通学距離が長くなれば通学費をいっぱい払わなく

ちゃならないから、その不公平感をなくすために、これはやりましたと言いました。 

  そうすると、同じ医療制度の中でも国保の場合は一定の基準があるんですけれども、前、

夫の収入350万円、妻の収入90万円のときに、夫婦子供２人のときには、国保の年額は26万

4,000円になりますよね。これは市民部長が前、調べていたように。 

  協会けんぽ、国保と違う制度だと20万6,000円、ここに差が出てくるんですよと、国保に

入ったら、どんと子供の均等割を取られて、それ以外のところはいいですよという、これ何

とかしませんかという話をしている。 

  さらに、国保のどんな状況だか正確に今、市長御存じですか。国保総世帯に対する所得な

しから家族全部に、家族全員の所得が350万円までの加入者の割合は、平成28年度、国保み

んなの中で93.8％を占めているんですよ。これだんだん、令和元年が94.6％、少しずつゼロ

所得から350万円がふえてきているんですよ。350万円の所得がある方は、どのくらいの手取

りが月々あると思っていますか。 

〔「考えてもいないじゃないの」と言う人あり〕 

○１６番（木村建一君） 幅があるから何とも言えないけれども、わからないか、わからなけ

ば。 

○議長（三田忠男君） 答弁を求めます。 

  市民部長。 

○市民部長（梅原敏男君） 先ほど議員がおっしゃった数字の根拠となる部分について、私は

把握しておりません。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  木村建一議員。 

○１６番（木村建一君） 市長、１カ月、当然ボーナスなどあるんだけれども、いろんな差し

引かれる分が、手取りが20万円か23万円ですよ。夫婦そろって350万円。手取り20万円から

23万円の人、その家庭を一生懸命に２万数千円の１人生まれると、世帯割の、子供がいるだ

けで国保税を年額で払っているんですよ。それに痛みを感じませんか。子育て支援じゃない
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んですか、これは。最後に答えてください。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） 世帯所得の向上というのは、もちろん市の政策でもありますし、国・

県と一緒に若い現役世代の所得向上というのは大きな課題であると、当然私もその考えは共

有しております。 

  ただ、これまで正直言って、この国保税均等割軽減という12年間いろんなタウンミーティ

ングとか、いろんな会合に出てきて、正直言って違うんですね。 

  今、市民の皆さんは小児科の確保、例えば今、中島病院に行っているんですけれども、一

時期日赤がやっていた２時間の小児科を戻してくださいとか、あるいは土肥の先生から提言

いただいた５歳児健診がとても役に立っているとか、そういう話題はありますけれども、今

の市民の皆さんの優先順位は、恐らく、これは耳にしたことがないものですから、私は議場

以外で。やはり小児科、なし得れば産婦人科という声もありますけれども、これはもう不可

能に近いぐらいきついので、実際その世代の皆さんが求められている市民サービスというの

は、私にはむしろ別のところにあるように感じてなりません。 

  市としてやるべきことはあると思いますけれども、優先順位の中で、これを一番最初に出

てきているという感じは、市民の皆さんの声からは残念ながら感じないのです。 

○議長（三田忠男君） これで木村建一議員の質問を終了いたします。 

  ここで２時10分まで休憩いたします。 

 

休憩 午後 １時４９分 

再開 午後 ２時１０分 

 

○議長（三田忠男君） それでは、休憩を閉じ、会議を再開いたします。 

 

◇ 小長谷 朗 夫 君 

○議長（三田忠男君） 次に、12番、小長谷朗夫議員。 

〔１２番 小長谷朗夫君登壇〕 

○１２番（小長谷朗夫君） 12番、小長谷朗夫です。 

  通告書に従いまして、２点について市長にお伺いいたします。きょうはみんななんか喉が

あれだね。 

  １つ目ですが、合併以来、維持してきた112の行政区のあり方について、御質問いたしま

す。 

  議員の一般質問は、日常の議員活動の結晶であって、個人が何を考え、何をどうしたいの

か確認や提案・主張などをする大切な場である。したがって、毎回緊張の連続です。 
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  さらに、自分の質問に責任を持つためには、質問内容のその後をたどることも大切なこと

だと思います。その意味で、前回の９月議会では、５つについてその後を質問しました。そ

こで、今回もその後ということで質問します。 

  平成29年９月議会において、市内に存在する112の行政区（地域自治組織）のあり方を地

域づくり協議会の要綱見直し等、または４町時代に組織されていたもう少しコンパクト化さ

れた区割りはどうですかと質問しました。今回も前回同様、ただし今回は少しだけ視点を変

えて、持続可能な行政区のあり方について幾つか質問したいと思います。 

  その１つ目でございます。行政区数112という数を市長はどう捉えていますか。 

  その上で、②として行政区の再編は可能か。 

  さらには、③として平成25年から６年を経過する伊豆市地域づくり協議会支援要綱の弾力

化または112の行政区の環境、生活等諸条件を考慮した上で、もう少しコンパクト化に再編

することは考えられないか。 

  大きな２つ目にいきます。令和10年までの大型事業について。 

  11月８日の全員協議会の中で、財政シミュレーションの説明がありました。シミュレーシ

ョンに計上された令和10年までの主な大型事業として、27の事業が挙げられました。 

  そこで、来年４月に予定されている市長選挙と関係づけて幾つか質問をします。 

  議員になって丸７年が過ぎ、８年目を迎えます。この間、幾度となく市長を初め執行部か

ら「新市建設計画」または「新市建設に向かって」などの発言を耳にしてきました。 

  そこで、最初に伺います。 

  新市建設の終了はいつですか。何をもって終了を判断するのか。 

  ②、27の大型事業の中には、既に進行中の事業もある。また挙げられた事業は全てを優先

しなければならないが、実施していく順位性がありますか。 

  挙げられた事業内容について１つだけ伺います。 

  ③として、牧之郷駅周辺整備事業の整備内容と、実施することによって市としてどのよう

なまちづくりを構想していますか。 

  次に、平成30年度に取り組んだ主な事業をまちづくり成果報告として広報に紹介されてい

ました。成果として捉えられる事業もあるが、今後も継続して推進する事業も幾つかありま

す。また、今回示された財政シミュレーションには、新たに７事業が加わり、大型事業が27

となっております。 

  そこでお尋ねします。 

  ④として、どなたが市長に、その次の「付いて」のこれ誤字でございます。「就」という

字に直していただければ幸いです。就いても次の任期４年間で新市建設のための事業を終了

させることはできないと考えますが、どこまで実現可能にできるかを伺います。 

  以上でございます。よろしくお願いします。 

○議長（三田忠男君） ただいまの小長谷朗夫議員の質問に対し、答弁を求めます。 
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  市長。 

〔市長 菊地 豊君登壇〕 

○市長（菊地 豊君） お答え申し上げます。 

  伊豆市内の自治組織の数については、人口３万人比で考えますと、ほかの市町と比べてあ

くまでも比較の問題ですが、多いというようには感じております。 

  しかし、４町合併ですし、市の面積もとても広いものですから、これを多い、少ないとど

う評価するかというのはいろんな御意見があるかもしれません。 

  そこで、行政区の再編ですが、実際人口が減って役員さん等のなり手がない、あるいは何

回も何回も繰り返し区長につくということが、そういった事象が起こっていることは承知し

ております。 

  しかし、平成の大合併にもまだその成果について賛否いろいろ議論がある中で、行政が主

導して区の合併や連合区への統合などはやはりできないでしょうし、また適切ではないので

はないだろうかと考えております。 

  地域にはそれぞれ異なった生活環境や伝統、文化の継承などもあり、同じような生活圏を

持つ地区の皆さんで話し合っていただいて、連携していくことはより必要だと思いますけれ

ども、やっぱり行政主導での区の再編成というのは難しいのではないかと考えております。 

  その各区ごとにお互いの協力や連携を話し合っていただいた結果として、将来もし再編成

ができるのであれば、それはその一つの道であろうと考えております。 

  ③については、総合政策部長に答弁をさせます。 

○議長（三田忠男君） 続いて総合政策部長。 

○総合政策部長（堀江啓一君） ③についてでございますが、地域づくり協議会については、

現在の制度において６年が経過しようとしています。今までのところ７団体の設立があり、

それぞれ創意工夫のある活動を進めていただいております。また、昨年度から今年度にかけ

て新たに３小学校区で勉強会の開催や、設立準備会の立ち上げに向けた動きがございます。 

  この制度の目的はさまざまありますが、そのうちの一つは高齢化等により地域全体が弱体

化する等により、新たな課題に対応するため、また地域と地域の連携を密にするための取り

組みや、現在の行政区の範囲では解決が難しい取り組みなど、新たな広域的な枠組み、よく

言われる顔の見える旧小学校区程度の枠組みの中で生まれるコミュニティの可能性を目指し

ているところでございます。 

  現行制度を維持しながら、伊豆市のコミュニティのあり方について検討したいと考えてい

るところでございます。 

○議長（三田忠男君） 再質問はありますか。 

  小長谷朗夫議員。 

○１２番（小長谷朗夫君） 112という数については、市長述べられたように、多いような気

がいたしますという見解なんですが、その後述べていただいた理由は、私も全く同感でござ
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います。というのは、何かというと、行政が積極的に主導することではないんですね、これ

は。再編いかがですかとか、そういう問題ではないということは重々承知なんです。その上

で、幾つか質問させていただきます。 

  それからもう一つは、来年までやってくださいとか、５年先で決着つけてくださいとか、

そういう問題ではなくて、今後持続可能、そういう行政区運営を模索することをやっぱり課

題として捉えて始めていったらいかがですかというのが、私の質問の趣旨なんです。その上

で質問させていただきます。 

  112というのは確かに多いと思います。なぜこんな質問したかというと、私先ほど申し上

げましたように、議員になって２期目の８年目なんですが、地区要望だとか、行政区とのか

かわり合いの一般質問と、この会議のこの場で出てくるときに、必ずいろんな意見が出てく

るんだけれども、行政側の立場としては、非常に各地域から５つずつ要望が来て、自分の机

のところに何百という要望が集まるわけじゃないですか。その事務処理というのは大変です

というお話を聞くもので、それは大変でしょうねと、600も。ただし、各町内会が出してい

く要望もそれぞれの区の事情に応じて出していくけれども、結構大変なんです。大変だ、大

変だと言うから、それはやっぱり考えていかなきゃいけないでしょうと、ずっと考えており

ました。 

  それからもう一つは、市長もお話ししてくれましたが、要するに組織体として組織できな

くなる、今後人口減少、それも高齢化が進む中での人口減少なんです。こういう中で、本当

にこの先、行政区が運営できますかという、そういう問題があるからお尋ねするわけです。 

  そこでまず一つお尋ねします。合併して10年過ぎたときに、ちょうど地域づくり協議会の

支援要綱というのができて、今のことを推進しているわけですよね。平成25年５月でしたっ

け。そのときに、地域づくり協議会を立ち上げるときに、もう既に合併して10年なんです。

10年一昔なんです。そのときにこういう話は出てこなかったんでしょうか。ちょっとそれを

最初にお尋ねします。 

○議長（三田忠男君） 答弁求めます。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） 私の市長の任期中に自治区ですね、区もしくは自治会の再編成という

ことを市民の皆さんから聞いたことは記憶にございません。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  小長谷朗夫議員。 

○１２番（小長谷朗夫君） 新しい市になって10年過ぎているわけですから、１年ずつの積み

重ねが10年間分あるわけですよね。そうしますと、当然そういうところの課題というのが浮

かび上がってくるような私は気がするんです。ですから、それがなかったと言えば、そうな

んですかということになります。 

  それで、すごく乱暴な言い方をいたします。要するに地域づくり協議会は地域づくり協議
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会をここへ今７つまでいったんですか、立ち上げて、その要綱に従ってやってほしいんです

が、その枠組みを使って、行政区をその枠組みに当てはめるということはできないでしょう

か。 

○議長（三田忠男君） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） 現在の地域づくり協議会の枠組みの中では、そこまでは想定はしてお

りません。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  小長谷朗夫議員。 

○１２番（小長谷朗夫君） 質問する前に、一つちょっとお尋ねしたいんですが、合併まちづ

くり計画というのがありますよね。この前見せていただいた、説明のとき。その第６章に新

市の施策の６に地域が主体のまちづくりというのがあるんですね。そしてそれは、その中に

（１）として市民が主体のまちづくり（地域運営）。（２）効率的、効果的な行財政運営の

実現（地域運営）。これとの今、私が申し上げている質問との何かかかわり合いというのは

ないんでしょうか。そこだけちょっと確認でお願いいたします。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  総合政策部長。 

○総合政策部長（堀江啓一君） 新市まちづくり計画につきましては、合併する前に一度つく

られております。今の新市の施策の第６章についても、多分そのときにつくったものでござ

いますので、今、10年後とか、そういうときに考えて、そことの関係というのはないと考え

ています。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  小長谷朗夫議員。 

○１２番（小長谷朗夫君） くどいようですが、第６章というのは新市の施策ということで、

１番から６番まであるわけですが、新市建設に当たっては、こういうことをやっていかなき

ゃいけませんねということだと私は理解しているもので、こういうことがあるならば、今後

考えていったほうがいいんじゃないですかという裏づけになっているんじゃないですかとい

うつもりで質問しました。 

  そこで、もう一つちょっと確認のつもりで質問させていただきます。 

  地域づくり協議会と各行政区という立ち位置の違い、別ものなのかどうなのか、その辺ち

ょっと教えていただきますか。 

○議長（三田忠男君） 総合政策部長。 

○総合政策部長（堀江啓一君） すみません、もう一度質問していただけますか。 

○議長（三田忠男君） 小長谷朗夫議員。 

○１２番（小長谷朗夫君） すみません、言い方が悪かった。 
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  地域づくり協議会と今現在伊豆市にある112の行政区の立ち位置は違うと思うんですよね。

もし違うのであれば、何が違うのか教えていただけませんかと、そういうことです。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  総合政策部長。 

○総合政策部長（堀江啓一君） なかなかちょっと質問が難しくて、答えが難しいんですけれ

ども、112の行政区は当然今までその中で行政区の活動をしてきたと思いますけれども、地

域づくり協議会というのは、その行政区と行政区を越えたもの、例えば牧之郷区で言えば隣

接する駅前区であるとか、柏久保区であるとか、古川区とかありますけれども、そういうと

ころのつながりの中で、例えば小学校区、中学校区の通学路とかあると思いますし、そうい

った同じような課題を解決するためのものがやはり地域づくり協議会ではないかと考えてお

ります。 

○議長（三田忠男君） 再質問。 

  小長谷朗夫議員。 

○１２番（小長谷朗夫君） イコールではないんですよね。地域づくり協議会と行政区の組織

というのは。それはもう支援要綱と伊豆市行政の連絡組織に関する規則を読めば、もう明ら

かなんです、これ。だから、私はイコールでないということを確認したかったんです。 

  要するにどういうことかというと、地域づくり協議会というのは自主的に自分の住まいが

ある地域課題に向かって、まちづくりという大きな範疇でいろんなことを考えていってくだ

さいね、そのために500万円あげますよというのが地域づくり協議会であって、それから行

政区というのは、これ見てそのものずばりです。連絡組織と書いてある。だから、行政のサ

ービス向上のための連絡組織なんです。だから、言いかえると、出先機関なんです。だから

お隣の伊豆の国市では、各区長に出先機関ですから、報酬を出しているんです。年間12万円。

６万円ずつ前期、後期で出しているんです。だって、職員に準ずるんですから、出先機関で

すから。だから、違うんだということ。 

  だから、私が今から申し上げることは、地域づくり協議会を行政区にしてくださいという

のではなくて、その組織があるからそれをちょっとおかりして、もう少しふやした中で考え

ていったらいかがですかというのが、私の一案なんです。 

  例えば、例を挙げます。白岩小学校が平成16年４月１日現在の小学校区でないにもかかわ

らず、地域福祉委員会の数に合わせることと顔が見えるということで、それが13番目か何番

目かわかりませんけど、学区になったわけじゃないですか。 

  ところが、考えてみてください。じゃ、船原小学校があったところはどうなんですかとか、

持越小学校があったじゃないですかと、昭和までですよ。それから土肥でいけば、小下田小

学校があったんですよ。そういうところも勘定に入れてふやしていけば、20や25にすぐなっ

ちゃうんですよ。そういうことは今後、今後ですよ、僕が言うのは。考えて考えられないの

かなというのが私の質問なんですが、いかがですか。 
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○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） つくったときの経緯は部長は承知していないので、まあ、旧12の小学

校区で考えていたわけですね。ところが、白岩には今、御指摘あった地域福祉委員会があっ

て、つまり今ある制度を市長が提案によって変えることを避けたということだけであって、

そこは１カ所特殊事情であって、それによってほかのところの何ていうんでしょう、地域づ

くり協議会のエリア分けをいろいろ柔軟に考えていく発想は、この制度発足当時には考えて

おりませんでした。あくまであの１カ所だけ例外があったということです。 

○議長（三田忠男君） 再質問。 

  小長谷朗夫議員。 

○１２番（小長谷朗夫君） そうすると、今提案したんですが、１つ目の提案は、まず無理だ

と。そうすると、行政区をこういうふうに今後考えていったらいいかという２つ目の提案を

したいんですが、これも平成29年９月議会でのちょっとさわりの話をさせていただいたんで

すが、かつて４町時代には、旧町ですね。４町時代には、例えば修善寺地区でいけば体育協

会の支部というのは12支部あったんですね。要するに顔の見える範囲で12に絞ったんです。

それは前にもお話をさせていただきました。 

  例えば熊坂地区でいけば、瓜生野、熊坂、「瓜熊」という言葉がずっと長い間修善寺町で

はあったわけです。「大堀山」というと、ああ、大沢・堀切・山田ですねとすぐに言えるわ

けですよ。それは地域づくり協議会と全く同じで顔の見える範囲だから、すっと住民が出て

くるわけです。そういうのをがーっと合わせていくと、修善寺が12ぐらいに分かれるんです

ね。 

  それから例えば、ではそれ以外はどうなのかということになるわけですよ。でも、区長会

の組織図を見させていただくと、例えば土肥地区では土肥地区、小土肥地区、八木沢地区、

小下田地区と４つに分かれているわけです。例えばこの中でいきますと、土肥地区というの

が一番広いんです。要するに区がたくさんあるから。ところが、私が子供のころからずっと

つい最近まで、馬場上、馬場下という言葉があったんです。要するに土肥地区を２つに分け

ちゃう。馬場という地区で上、新田まで、それからこっち屋形まで、そういう分け方があっ

たんですね。 

  だから、そういう分け方でいきますと、この組織図の要するに連合区ということで押さえ

られている地区をもう少し細かく割ってあげれば、全体的に30、40になると思うんですね。

こういう案はいかがでしょうか。答えられないか。 

○議長（三田忠男君） 総合政策部長。 

○総合政策部長（堀江啓一君） なかなか難しい問題だと思います。 

  例えば、私の住んでいる狩野地区につきましても、例えば消防団は狩野地区全体でなくて

両船原と青羽根、それと別に両柿木と佐野、雲金、月ヶ瀬という形で分かれてましたので、
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小学校区としてもそういう分け方はあるのかなと思います。 

  ただ、現状のいろいろな形で先ほど言いました行政区の中で、やはり小学校区であるとか、

中学校区であるとか、小学校区になると思いますけれども、そういうところでの課題という

のはいろいろなところで多分あると思うんですよね。そういう地域、例えばお祭りにしても、

子供たちがいるという中で、１つの輪というのは小学校区というのがあると思うんですね。

そこの中でのやはり課題を見つけてもらいたい。顔の見える範囲の小学校区の課題を見つけ

てもらいたいというのが一番最初の地域づくり協議会であったと思います。 

  ですから、その進めていく中で、いろんなところでさっき言ったもう少し小さなものがい

いのかなというのもあるかもしれませんが、今現状では司令塔として小学校区で一番最初の

地域づくりを考えていただければありがたいかなと思っているところでございます。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  小長谷朗夫議員。 

○１２番（小長谷朗夫君） もう一度確認します。冒頭申し上げましたように、来年までだと

か、５年先までじゃなくて、合併して10年のときに何も考えなかったと。今、16年たってい

るわけですね。16年たったんだから、きっとこの先、各行政区は地盤沈下を起こして行きど

まりになりますよ。これは明らかなんですよ。人口減少とか高齢化を見ていけば。 

  だから、そういうためにもそのときに直面したときに動き出すんじゃなくて、今からそう

いうことの課題に向かってちょっと知恵を使って、皆さんやってくれればいいのになという

願いです。ぜひそういうことで、もしコメントがあったら話をしてみてください。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  総合政策部長。 

○総合政策部長（堀江啓一君） やはり人口というのは、伊豆市は現在総合戦略という形で、

2040年に２万3,000人になるという形で目標を定めております。そういった形で、それにつ

きましても、現状からかなりの人数が減っていくということで、議員おっしゃるとおり、こ

れから本当にそれぞれの行政区であるとか、地域づくり協議会自体もかなり減っているとこ

ろもありますので、それはやはり人口の減少等を考えながら、ある程度先を見つめながら、

いろんな意味で検討していく必要があるということは感じております。 

〔「では次に」と言う人あり〕 

○議長（三田忠男君） 大型事業ですね。それでは答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） まず私から、御質問の１番目と４番目について答弁申し上げます。 

  新市建設計画の終了はいつかということですが、新市建設計画のうち、まちづくりの趣旨

は伊豆市総合計画に引き継がれて、総合計画の中で第１期・第２期と計画されております。 

  また、この12月議会で新市建設計画については、これは国の合併特例に関する法律に基づ

いて、合併特例債の関係から５年間の延長をお願いしておりますが、まちづくりについては、
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現在第２期総合計画の前期基本計画４年目を迎え、その中で実施をされております。 

  今後もいわゆるまちづくり計画については、時代の流れに応じ、ニーズもまた変化してい

くと思われますので、終了ということはなく、時代を経て脈々と引き継がれて完成されてい

くものであろうと考えております。 

  また、新市建設事業が４年間で終わるということは当然ないと思いますが、どこまで実現

するかについては、新市建設計画や、財政シミュレーションで想定している大型事業につい

て、現在実施している事業もありますが、今後具体的な進め方を検討しなければいけない事

業もありますので、そのときの社会的変動や市民の皆さんのニーズの変化等に対応していく

事業もあるのだろうと思います。 

  新市建設のための大型事業は、シミュレーション上、令和10年度までに実施が見込まれる

ものとなっておりますので、これから４年間では全ての事業を終了させることはできません。

実施年度、それから財源をしっかり精査しながら、事業は進めてまいりたいと思います。 

  そのほかの点については、総合政策部長から答弁をさせます。 

○議長（三田忠男君） 続いて、総合政策部長。 

○総合政策部長（堀江啓一君） それでは、私から②につきまして、財政シミュレーションに

掲載された27の大型事業については、いずれも伊豆市にとって必要な事業と考えています。

特に、順位づけなどはしておりません。 

  事業の中には、先ほど市長が説明したとおり、既に継続的に取り組んでいる事業もありま

すし、新規の事業もあります。それぞれの事業については、国・県からの補助金の見込みや、

合併特例債を含む起債の活用など、事業の特性を考慮し、実施年度と財源をしっかり精査し

ながら、事業を進めてまいりたいと考えております。 

○議長（三田忠男君） 続いて、建設部長。 

○建設部長（山田博治君） それでは、私から③についてお答えします。 

  牧之郷駅周辺整備につきましては、地域住民や駅利用者の利便性や安全性の向上、移住・

定住に資する土地利用を具体化するため、牧之郷駅西口に駅前広場や連絡道路を地区計画に

位置づけた上で整備について事業化しているところでございます。 

  整備内容につきましては、ロータリーや待合スペース、歩行環境を整備する交通広場のほ

か、コミュニティや防災機能を有する緑地広場、安全性を高めるため駅へ進入する市道の拡

幅、利便性や安全性の向上、適正な土地利用増進に向けた新設道路の整備などを予定してお

ります。 

  駅周辺整備によって、どのようなまちづくりを構想しているかにつきましてですが、議員

も御承知のとおり、地元の皆さんと市が協働してまとめた牧之郷地区まちづくり構想にも掲

げられていますように、官民連携による地域の風土に合った多世代共生のまちづくりを目指

していきたいと考えております。 

  以上です。 
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○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  小長谷朗夫議員。 

○１２番（小長谷朗夫君） この大きな２番の質問は、市民目線に立ってということでいろい

ろ質問させていただきます。要するに、市民がどう思っているかというところなんですね。

この新市建設の１つ目に僕は終了はいつですか、これは議案の70号を参考にしたり、何か総

合計画だとそういう関係を見ていけば、これはわかることなんです、本当はね。 

  だけれども、この質問をつくった後に、今議会の中に70号として延長、変更ということで

出てきた関係で、そのまま入れてあるわけですが、いずれにしても本当にずっと言われ続け

てきたことなんですね。 

  だから多分合併から16年間ずっと新市建設、新市建設で来たわけですね。それは来たのは

いいんです。私自身もそれこそ８年間それずっと聞かされてきたんですが、市民目線という

のは、さっき冒頭言いましたように、そういうふうに皆さん、行政の方が考えているように

は見ないと思うんです。 

  例えば、「新」というものがついた名前は結構あるじゃないですか。例えば新製品、新で

すよね。それから新車、新しい車ですよ。それから家を建てて新築。でも、新車だって１年、

２年たてば中古車になるんですよ。 

  要するに、新築の家だって、それはもう中古住宅になってしまうわけじゃないですか。そ

れと行政のこの大事なこれと、ぱっと合わせて比較するというつもりはないけど、市民目線

ではそうなんです。「新」という字はそういう感覚なんです。だから、16年も過ぎていてま

だ「新」なんですかというのは、多くの一般市民の考えだと私は理解しております。 

  ただ、そんなことを言ったときに、新幹線は何なんだと言う方がいらしたんですね。新幹

線は54年間新幹線だったんです。それで私、調べてみました。なぜ新幹線と言うのかな。こ

れは、在来線に対しての新幹線という対比の言葉なんです。だから、今も新幹線を使ってい

るんです。これはちょっと特別なんですね。 

  いずれにしても、なるべく早く新市建設という冠の言葉が終了するように市民も、もちろ

ん私も願っているんですが、いかがでしょうか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） なるべく早く進めて新市を建設したいと思っておりますが、むしろい

やあ、時間がかかると痛感しているところであって、私は貴重な合併特例の財源が伊豆市の

事情ではなくて、大変申しわけないんですが、東日本や九州の相次いだ災害によって５年間、

つまり合わせて10年間延びたわけであって、その方々には申しわけないんですが、伊豆市と

してはこれをしっかり使わせていただいて、将来にとってどうしても必要な事業をこの財源

を使わせていただきたい。 

  ただ、御承知のとおり、急ぐとまた失敗しますので、それは慎重に、慎重に進めさせてい
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ただきたいと思います。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  小長谷朗夫議員。 

○１２番（小長谷朗夫君） 過日、財政シミュレーションで示された大型事業というのが27あ

るわけですが、ほかにも幾つか聞きたい事業があるんですが、特に１つだけ時間の関係で選

んだのが、自分の地元であるということもあるんですが、牧之郷駅周辺整備事業ということ

で、ここに特化してちょっとお尋ねいたします。 

  御承知のとおり、この整備事業は、２本の生活道路と、それから駅前のそれを交通公園と

呼んでいるのかどうかわからない、ロータリーをつくることと、芝生の緑地をつくりますよ、

それからあと伊豆箱根さんとの関係があるから、伊豆箱根さんが今駐車場で貸している分ぐ

らいを補償しますよということで、その工事がこの中に入っているんです。 

  私が聞きたいのは、それをやっただけで整備事業は終わりなんですかということなんです。

私はむしろその後のまちづくりという観点で考えていただけないかなと思っているんですが、

いかがでしょうか。 

○議長（三田忠男君） 建設部理事。 

○建設部理事（白鳥正彦君） 今、現在整備を進めている駅周辺や交通広場、緑地について、

まちづくりの観点ということでお答えしますと、防災公園の説明会のときにちょっとお話し

させてもらったように、今、緑の基本計画、これは公園緑地のまちづくり計画になりますが、

それに牧之郷を位置づけようと思っております。これは計画としてですが。 

  といいますのは、その上ものの整備として防災施設をそこの広場等に設置したいからです。

１つは、今後そういったものに必ず都市計画決定が伴うわけですが、この駅については地区

計画の地区施設としてもう計画決定されている。もう１つは、地域の住民たちの意見の中か

ら、防災機能がほしいよねという話が出ている。したがって、それを受けて、なるべくただ

の広場、原っぱ、土地の確保だけではなく、今後防災機能を進めていきたい。 

  ただ、これに関しては計画に乗せて、全体としてある程度の市街地の防災機能ということ

で、市街地の中の残りの公園といいますか、そういったものもまだ防災避難地になってない

んですが、そういったリンケージを図った上で、牧之郷だけに設置するというわけにはいか

ないものですから、計画としてそれを含めているということで、整備につなげたいと考えて

おります。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  小長谷朗夫議員。 

○１２番（小長谷朗夫君） 多分今の白鳥理事がそういう説明をするだろうなと思って、この

前レクチャーを受けたこれを私ここに用意して、もう待ち構えていたんですね。 

  何を言いたいかといいますと、この前レクチャーを受けたときに、緑の基本計画の重点施



－191－ 

策に４つありますと。それで、４つのうちの①の豊かな暮らしを演出する身近な公園づくり

ということで、５カ所挙げているんです。その最後の５カ所目が、修善寺地区、牧之郷駅前

に交通広場と緑地広場を整備します。今、設計中ですというお話があるんですね。 

  それで、一つまず何を言いたいかと言ったら、牧之郷の住民が地区計画を決定していくま

でのその過程の中で、緑の基本計画だとか、そういうことは頓着なかったんです。だから、

牧之郷の住民にしてみれば、ああ、そういうところに位置づけられているのかということで、

これを説明を受ければ、はあ、そうなのということになるんですね。 

  だから、知らないんだから、知らせてあげるというのが一つ必要ですよね、広報してあげ

る。だって、整備計画だから、これとこれとこれができます、ああ、そうですかということ

で納得していって、あの地区計画が最終的には決定していったわけですから、だから大変大

事なことですからね、これ。だからぜひそれを今後やっぱり行政としても牧之郷の住民に情

報提供していかなきゃいけないんだろうなというのが一つなんです。 

  そして、私もう一つ、まちづくりという観点からお話をさせていただいたんですが、これ

も突拍子もない構想なんですが、要するに市が今後収用していく田畑でいろんなものがつく

られるんだけれども、今、牧之郷では公民館建設という話も出ているわけですよね。一つは、

拠点という意味合いで言ったら、人が寄ってくるということでいけば、にぎわいを見せると

いうことで言えば、その中に公民館をつくるというような、つくったらいかがですかという

ような提案も、本来は市からあればまことによかったなと思うけれども、ないから、今のと

ころで考えているわけですが、そんなことはどうなんでしょうね。それで当然公園の管理も

牧之郷の住民がやっていく、そうすればいろんな意味で連携して、一つのまちづくりの核が

できるような気がするんですが、いかがでしょうか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） そこは例だけ申し上げて、それからは理事に答弁させますが、何度も

私申し上げてきたんですよ。 

  牧之郷の駅前なのだから、住民が使って、いわゆる収益を上げない事業はもったいなさ過

ぎませんかと。何かと一緒にやったら、駅の周りに土地もあるし、そしてもし地主さんとの

交渉が難しいようであれば、私も出向いて地権者の皆さんとお話をしますからと何度も申し

上げたんですが、結局それはできない、もしくはやらないということで、今の場所に建てか

えたいということで落ち着いて。 

  私は正直言って今でも、まだそちらに着手、着工してないのであれば、あの一等地に純粋

に地区集会所だけを建てることについては、もし再考いただければもう少し別の形にできな

いだろうかと、今でも考えているところです。 

  今後のあり方については、理事のほうからさらに説明させます。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 
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  建設部理事。 

○建設部理事（白鳥正彦君） まず最初の緑の基本計画という内容も含めて、牧之郷のほうに

住民に丁寧な説明をすべきかどうかということについてなんですが、緑の基本計画の目指す

ところは、最終的には区域マスタープランという、県のマスタープランになるんですが、そ

こにしっかり位置づけて補助事業をもらうと。県の施策としてしっかり位置づけるというこ

とでございます。 

  この中に位置づけるのは、当然防災公園という補助なんですが、今現在、防災公園として

身近な公園づくりにおきましては、市が行うということになっていて、それを何個か組み合

わせて４ヘクタールとかある程度緑地で結んで、全体の市街地の安全性が図れるということ

であれば、その上ものの補助ができるということでございます。 

  だものですから、計画においては、今回の見直しの間というのはそこにありまして、住民

に具体に示さなければならないわからないだろうということで、具体に示せるように考えて

おりますが、しかしながら、住民に見せたときにそれができるのかというのに関しては、今

後当然国の制度、要望においてそれが本当に市街地の安全性を図るとなったときに、補助が

来ますので、簡単なことは言えないということで、今は計画の段階ですから、計画、行政の

中でそれをつくって、住民にも計画として図って、まさにこういうのがいいねということで

あれば、実現に向けて進みたいと考えております。 

  ただし、今、市長のほうが話したように、もともとは交通広場だとか、地域のコミュニテ

ィのある程度の広場ということで、目的、常時の使い方の公園というのが限定されています

ので、建物を建てるというのは非常に困難となっております。防災拠点はもともとそういう

説明したように、そういった大きな拠点機能として建物や倉庫とかできるんですが、せいぜ

い公園というのは常時の使い方が大事ですので、防災倉庫と小さな地区の町内会しか置けな

い、占用できないとなってまして、したがって、今、検討しているのを先に申し上げると、

通常のベンチだとか、もう認められている中をかまどベンチにするとか、マンホールトイレ

にするとかということの中で、現在認められているような占用公園の使い方に合致したもの

で考えているのが現状です。 

  それもまだ市の事業として単独でやるとなると財源も必要ですので、それらについて協議

をしている最中です。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  小長谷朗夫議員。 

○１２番（小長谷朗夫君） 先ほどお話ししたのは、私どもの勝手な考えで、今、理事から話

を聞いて、建物が建てられないんだ、そういうもう絶対的な言葉じゃないですか。だから、

そうすると、今後私たちがまちづくりということで考えていくときに、別の方法を考えなき

ゃならないわけですよ。 



－193－ 

  でも、そういうことがきょう初めてわかったわけですよ。きょう。その地域、エリアには

例えば公民館みたいな、そういうものはできませんよという、そういうお話ですので、まあ

それはそれでわかりました。理解しました。 

  というように、牧之郷の駅周辺整備のことでさえ、たくさんの課題があるということです

よ。だからここに並べられました27の大型事業というのは、達成していくというのは、なか

なかそう簡単にいかないものばかりの難題であるという、そんなふうに私自身は押さえられ

ました。 

  そして、来年４月に実施される市長選挙に昨日市長は正式に表明いたしました。そうしま

すと、先ほどもちょこっとその話が出たんですが、来年の４月、仮に市長が当選しましたと、

そういう仮定の中でお話をさせていただきます。そうすると、平成６年４月までの４年間で

すよね、その任期というのは。あ、平成じゃない、ごめんなさい。まだ平成で生きてました。

昭和でなくってよかったよ。令和、すいません、失礼いたしました。 

  そういう中で、27なんですよ。この辺をもう一度市長、せっかく昨日表明したわけですか

ら、この27の事業をどういうふうに押さえているか、ちょっとお話ししてみてくれませんか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） もちろん４年間仮に次、また市民から委ねられたにせよ、全部終わる

とは思っておりません。ただ、例えばオリンピック・パラリンピックでしたら、もうやるべ

きことはアクセス道路の予算措置はしておりますし、ボランティアは県で統一してやってお

りますし、最後のおもてなしは、あとは実行だけですから、サイクルスポーツセンター内の

台風の後処理はあるにせよ、こういう状況がもう後戻りできないほど進んだということなん

だろうなと。ここまで出て、こういった状況にさえ何事業できるかというところはあります。 

  ただ、それから他方、ごみ焼却場のように大体どこでも場所が決まるとほぼそれでスムー

ズにいくんですが、半年おくれただけで今、大変厳しい状況になっておりますので、そこま

で進んでもまだなかなか進捗しなかったような事業もあったわけです。 

  そうすると、27事業の中で、何がより優先順位が高くて、何を絶対にやらなければいけな

いかというのは、それぞれ軽重はあると思います。ただ、やはり私が個人的にこれは今の伊

豆市長というよりも、菊地である伊豆市長としてやはり思いがあるのは、私が市長になった

瞬間から始めてまいりました教育ですね。これは中学校だけではなしに、私は今でも利便性

では勝てない。 

  伊豆市は残念ながら三島、伊豆の国市周辺の高次都市機能があり、伊豆箱根鉄道の駅が５

つも６つもあり、新幹線の駅がありというところと比べて、利便性で勝負しても勝ち目はな

いと思いますが、伊豆市ならではの暮らしのあり方と、それから教育の充実こそが今でも伊

豆市の魅力づくりの優先事項のことだと思っておりますので、そういった観点からの事業に

ついては、やはり何とか実現のめどはつけたいと考えております。 
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○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  小長谷朗夫議員。 

○１２番（小長谷朗夫君） 今聞いた質問というのは、菊地市長ばかりではなくて、どなたが

市長になっても同じことだと思うんですね。やはりよっぽどの覚悟がない限りは。 

  特に、菊地市長の場合は、僕も２期８年間見させていただきましたので、ちょっとほかの

方とは違う、どなたが市長になっても、どなたとは違うんだよということで、３期12年やっ

てきたわけですが、その中で評価したり、総括したりした上で今聞いているんですが、なか

なか難題だなという、そういう気がいたします。 

  特に、これは私なんか単純な人間が思うことですから、先へ行って、先のことまで考える

必要はないわけですけれども、人って自分が提案して、できてきた事業というのは、やっぱ

り見たい、達成するときまで見たいという気持ちが、何かにつけてあるんですよね。この市

長職というのはそうじゃないよと言われればそうかもしれませんが、だけれども、ここの流

れでいくと、来年の４月からの選挙であとまたその次に出ないと、これ全部見届けることは

できないような気がするんです。その辺のもし覚悟があっての出馬だったら結構なんですが、

コメントは要りません。これ私の感想ですから。勝手な感想ですが。 

  ぜひそんなことも心にして、いるとは思いますけれども、今後邁進なさったらいいんじゃ

ないかなと、そんなふうに思います。 

  以上で終わります。 

○議長（三田忠男君） これで小長谷朗夫議員の質問を終了いたします。 

  ここで３時10分まで休憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時５９分 

再開 午後 ３時１０分 

 

○議長（三田忠男君） それでは、休憩を閉じ、会議を再開いたします。 

 

◇ 間 野 みどり 君 

○議長（三田忠男君） 本日最後の質問者です。４番、間野みどり議員。 

〔４番 間野みどり君登壇〕 

○４番（間野みどり君） ４番、間野みどりです。発言通告書に基づき、きょう５番目で最後

ですので、簡潔で同じようなことを何回も聞かずに、皆さんがストレスを感じないように、

心遣いしながらやりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

  １、こども食堂について。 

  平成30年12月５日に一般質問でこども食堂について質問をしました。その時点で、市は勉

強会等を今後計画していると聞き、前向きな対処を感じました。 
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  そして、ことしの７月20日土曜日に生きいきプラザにて、社会福祉協議会主催の勉強会が

あり、三島のこども食堂の代表の方の身近な話を聞く機会があり、その折、伊豆市の春風会

の北狩野ケアセンターがこども食堂を立ち上げて、10月５日にプレオープン。10月12日より

第２、第４土曜日の月２回ペースで実施する報告がありました。 

  私も10月５日のプレオープンに参加し、おいしいカレーをいただき、地域の子供たちの居

場所づくりに大きく貢献していく予感を感じました。 

  そこで質問いたします。 

  １、そのこども食堂の様子を承知していますか。 

  ２、利用者数などの状況のデータを把握していますか。 

  ３、市としては、今後どのようなかかわりを必要と考えていますか。 

  ２番、巧妙な振り込め詐欺などの対策は。 

  振り込め詐欺、架空請求詐欺は年々日々巧妙な手段を考え出し、多くの人をだます手口は

複雑化していると思います。 

  統計は、平成22年から平成29年まで、７年連続増加し、平成30年は１万6,496件、前年比

マイナス1,716件、マイナス9.4％と減少はしています。被害額も363億9,000万円、前年比マ

イナス30億8,000万円、マイナス7.8％減少と、平成26年以降４年連続して減少していますが、

昨今の現状では一時、80歳以上のお年寄りをターゲットにしていましたが、近年50代から70

代と比較的若い年齢が狙われているように思います。 

  そこで質問いたします。 

  １、市民の安全のためにできる対策どう考えていますか。 

  ２、市民が相談するとしたら、どのようにしたらよいでしょうか。 

  ３番、ヤングケアラーについて。 

  前回、8050問題を一般質問し、市のほうも民生委員に協力を仰ぎながら、人数や状況を把

握する方向へ動き始めたと聞き、少しずつ前へ進んでいる様子に喜んでいます。しかし、ヤ

ングケアラーという新しい問題が出てきた現状です。 

  ヤングケアラーとは、家族の介護を行う18歳未満の子供を指します。主に精神的な疾患を

持った親や、病気の親を持つ子供が多いんですが、介護を担う若い層もふえていて、その影

響は学業や日常生活にも及んでいます。 

  そこで、市はヤングケアラーについて把握しているでしょうか。一番わかりやすく把握す

るには、中学校や高等学校だと思いますが、教育委員会はどのように思いますか。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） ただいまの間野みどり議員の質問に対し、答弁を求めます。 

  市長。 

〔市長 菊地 豊君登壇〕 

○市長（菊地 豊君） こども食堂は、困難を抱える子供たちへの支援を中心に、民間団体の
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活動で全国的に広がり、伊豆市において初めて牧之郷地区の北狩野ケアセンターで開設され、

さまざまな子供たちに対して地域における居場所となり、今後は地域の人々が生きがいをと

もにつくり、高め合うことができる地域共生社会の実現を図れるよう期待しているところで

ございます。 

  大変残念ながら、私は公務の都合でまだ伺っていないのですが、うちの部長等が一緒に参

加をしておりますので、詳細について健康福祉部長に答弁をさせます。 

○議長（三田忠男君） それでは健康福祉部長、答弁願います。 

○健康福祉部長（右原千賀子君） 議員の説明のとおり、７月に社会福祉課が静岡県の社会福

祉協議会のこどもの居場所づくり応援事業として、こども食堂についての勉強会を開催いた

しました。勉強会には、立ち上げに興味、関心をお持ちの35人の方の参加がありました。そ

のときに、春風会から北狩野ケアセンターでこども食堂を10月からオープンするという説明

がございました。 

  議員の質問の１番でございますが、北狩野こども食堂の様子につきましては、私と社会福

祉課長で10月５日のプレオープンに参加させていただきまして、開設の経緯や施設の説明を

受け、私もおいしいカレーを試食させていただきました。 

  日ごろは北狩野ケアセンターの入所、通所の利用者が活動する小規模多機能デイルームと

いう場所を利用して実施しております。 

  ２番の利用者数の状況でございますが、利用者数の状況については、初回の10月12日は台

風で中止となりましたが、10月26日、11月９日、23日と既に３回開催され、いずれも大人が

15人前後、子供が35人前後の参加があり、午後４時にオープンし、１時間ほどで用意した50

食が終了してまったという報告を受けております。 

  ３の市として今後どのようなかかわりが必要と考えていますかということに対しまして、

今後市としてのかかわりですが、今回のオープンしました北狩野こども食堂は、もともと北

狩野ケアセンターで子供達との交流、今までも流しそうめん大会や敬老感謝祭、焼き芋大会

などを実施していた中で、働く親御さんを応援し、子供たちが気軽に参加でき、みんなで楽

しく食事ができる場所を提供し、食事を通じて地域の子供たちを見守ることを目的に開設さ

れたと聞いております。 

  市といたしましても、このような活動が伊豆市全域で行われるよう、こども食堂の活動に

興味、関心のある市民の方や、立ち上げようとする団体が気軽に参加できる勉強会などを行

いながら、こども食堂の活動を後押しする仕組みや、地域での支え合いの機運を高める方策

について研究していきたいと考えています。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） それでは、再質問ありますか。 

  間野みどり議員。 

○４番（間野みどり君） ありがとうございます。今の現状と様子は私も２回行っております
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ので、大体わかりました。 

  部長が言ったとおり、食事を通して地域の子供たちを見守ることができるということは、

本当に大事なことだと思います。また、この活動が伊豆市全域で行われるよう、関心のある

市民、団体にも気軽に参加できる勉強会など考えていてくれるということがわかりましたの

で、ぜひこのまま進めていっていただきたいと思います。 

  私もプレオープンの後、友人が個人的ですが、ちょっと興味があって自宅でもできるのか

なと、そういうふうに相談を受けましたので、その友人と２人で11月９日に行ってまいりま

した。４時ごろでしたが、親子連れがもう早々に３組来ていました。ボランティアスタッフ

も配置や盛りつけなど、まだ少しなれていない感じが、それがかえって一生懸命で伝わって、

とても微笑ましかったです。この近くに住む親たちはとても安心・安全の場所ができて本当

によかったなと思いました。 

  先日の青少年育成大会でも、ＰＴＡの役員さんが子供たちの様子を言う中で、学校から帰

って友達と遊ぼうとしても、親が送っていかなければ遊びに行けないし、安心して集まれる

場所がないと、そんな多くの意見がありました。そんな中、このように歩いてこられて交流

できて、いろいろな人と交流できるということは本当に貴重だと思いました。 

  また、ボランティアの方がちょうど年齢が同じくらいなので、どんな感じですかと聞きま

したら、無理しないで来られるときだけ来ればいいのよ。だから結構おもしろいと言ってま

したので、楽しそうにとても自分たちも楽しくてやっているという感じが、そしてそのボラ

ンティアの方たちにも刺激になっているというのが微笑ましく見ました。 

  そこで再質問になりますが、この施設は春風会さんの主導のもと、調理は春風会さんの栄

養士さん、調理師さんがつくっていて、手伝いだけがボランティアさんということですが、

市としては今後このようなこども食堂をふやす考えはありますか。もしふやすとしたら、こ

のような法人のやっているような形態、それとも他の方法とか考えているでしょうか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  健康福祉部長。 

○健康福祉部長（右原千賀子君） このこども食堂は、善意で提供される食材やボランティア

団体からの寄附によって、ほとんどの団体がこども食堂を運営しているようでございます。

社会福祉法人などの場合ですと、地域への還元活動の一つとして行われる場合もあるようで

す。 

  そういうこともありますので、市としては、善意でやられる方、ボランティアとして活動

される方を支援していきたいと思っております。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

○４番（間野みどり君） 支援していきたいという、どういう支援かちょっとまた後で聞きま

すけれども、牧之郷地区は今、子供たちが最も多い場所ですよね。そこにあるというのがす

ごくベストな状態だと思います。 
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  でも、法人でも個人でも我が家をちょっと開放してやりたいなというようなことを思って

いる人がいるかもしれませんが、そんなときはどちらのほうに相談したらいいでしょうか。

社協でしょうか、市役所でしょうか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  健康福祉部長。 

○健康福祉部長（右原千賀子君） すみません、先ほどの支援の方法ですけれども、立ち上げ

に向かってまた勉強会をする中で、できればもし協力を得られれば、北狩野のこども食堂な

どの見学ですとか、厚労省からオープンに向けてのマニュアルですとか、重要点を出したも

のがございますので、やはり問題となるのが食の安全管理、それから食中毒やノロウィルス、

今子供たちが多い食物アレルギーなどが問題になっているので、その辺が課題になろうかと

思います。その辺について、アドバイスをしていけるのではないかと思っております。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  間野みどり議員。 

○４番（間野みどり君） では、一応相談は市役所のほうでよろしいでしょうか。社協とかど

っち。 

〔「市役所のほうです」と言う人あり〕 

○４番（間野みどり君） 市役所のほうへ、はい、わかりました。 

  そういうことで、私の友達もちょっと前向きなので、中学の給食をやっている方なので、

そういうことにも食は大事だと言っているものですから、そんなことを教えていきたいと思

いますが、もう１点、牧之郷で仕事をしている方で、住まいが南小学校区でない方に、共稼

ぎして忙しそうなので、こういうところがあるんですよとお伝えしたら、全然知らなかった

んですね。何か周知の仕方というのが、もしかしてできてないんじゃないかと思いましたけ

れども、その点はどうでしょうか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  健康福祉部長。 

○健康福祉部長（右原千賀子君） 今回の北狩野のこども食堂につきましては、社会福祉法人

の春風会さんが開設したということもございましたので、広報についてお手伝いできたとこ

ろが少し足りなかったのかなというふうには思っております。 

  北狩野ケアセンターのところにこども食堂がオープンしているとのぼり旗を出すようにな

っているそうなんです。第２土曜日と第４土曜日、４時以降がのぼり旗が上がって、それで

オープンしていることが皆様にお知らせし、50食がなくなるとのぼり旗が下がるというよう

な方法で、今まで参加した子供たちの地域はどんなところからいらしているのかなというこ

とで伺ったところ、やはり牧之郷地区、柏久保地区の親子さん、子供さんが多かったという

ふうに聞いております。 
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  以上です。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  間野みどり議員。 

○４番（間野みどり君） ここでちょっと質問しようとしましたのが、すごく１日行ってみて、

地域の方たちの支えを感じたんですね。古米であるけれどももらってくれるかとか言っても

らったとか、それから野菜も持ってきてくれて使っているという、地域の方たちの協力体制

がすごいなと思ったんですけれども、その点は先ほどの部長のお話でわかりましたので、や

はり大事にしてもらいたいと思います。 

  どの組織が立ち上げるか、法人、社協、市とか、まだまだ検討の課題もあり、なかなかふ

やすというのは難しいと思います。地域性もありますし、田舎のほうではどうなんだろう、

建物はどうなんだろう、それからノロウィルスに関してはどうなんだろうとか、いろいろあ

ると思います。 

  でも、春風会さんが立ち上げてくださったことが何かきっかけになって、まちづくりとか

市の政策に還元されればいいなとあります。 

  一番喜んでいるのは子供たちですが、あそこを見ている感じでは、それを見守る親たちも

喜んでいます。そしてそれを手伝うボランティアの皆さんも和気あいあいと喜んでいて、生

きがいみたいな希望にもつながり、もっと言えばそこを利用する老人たちの方も目に見えて

子供たちが遊びに来るというのが、すごく刺激になるんですね。だから、本当にいいことづ

くめなので、これを大事に進めてほしいと思います。 

  でも今のところ、一番こども食堂の課題というのが、貧困の救済とか、ひとり食の救済、

それから偏食の救済ということから、都会のほうでは始まっているんですけれども、まだ伊

豆市はそれほどそういうことには直面していないと思うんですが、その点は市のほうはどう

考えているでしょうか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  健康福祉部長。 

○健康福祉部長（右原千賀子君） こども食堂は、2014年に貧困対策法が施行されたことをき

っかけに、全国に広がったというふうな経緯がございます。こども食堂は、子供に食を提供

するだけでなく、食を通じて地域の人とのつながり、子供の心のよりどころとなる子供の居

場所としての役割、機能、そして多世代の交流が行われ、地域の絆を深める場となるという

効果の取り組みが上がっていると聞いておりますが、最初、貧困の子供に限定せずに門戸を

広げたことにより、困っている子供さんも親子さんも来やすいような状況をつくったという

ことだそうです。その中で、支援が必要な家庭を見つける、子供を見つける、そしてこども

課にございます家庭児童相談所につなげるですとか、社会福祉課にございます生活困窮者の

自立支援制度につなげるですとかということで、支援ができていくのかなというふうに考え

ています。 
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  以上です。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  間野みどり議員。 

○４番（間野みどり君） いろいろ聞いてきましたが、やはりこういう施設ができて、これを

利用することによって今のボランティアの方、それからスタッフの方たちが今のいじめとか、

今一番問題のＳＮＳ問題とか、そういうもので、もしかして子供たちがＳＯＳを出している

こと、顔色や様子から受けとってくれて、それが救済につながればいいなと思います。 

  まだ２カ月なので、本当に「初めの一歩」という感じで、これからが問題だと思いますけ

れども、協力体制をしたいという人も多いですから、ぜひこれを進めていってもらいたいと

思います。 

  じゃ、次の質問をお願いします。 

○議長（三田忠男君） ２番目ですね。詐欺の対策。 

  それでは、答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） ２つ目の質問、特殊詐欺、大変悲惨なつらい、巧妙な犯罪が減らずに、

大変痛々しい状況でございます。 

  大仁警察署の資料によりますと、平成31年１月１日から本年10月末までに伊豆市における

振り込め詐欺のオレオレ詐欺と架空請求詐欺に分類される２件で、被害額が526万円となっ

ております。 

  多少減少しているようですが、依然としてオレオレ詐欺や架空請求詐欺などの振り込め詐

欺が増加しており、内容は巧妙かつ複雑になってきていると聞いております。 

  本件の詳細については、市民部長に説明をさせます。 

○議長（三田忠男君） 続いて、市民部長。 

○市民部長（梅原敏男君） それでは、①の対策という部分についてお答えをさせていただき

ます。 

  まずはやはり振り込め詐欺等の特殊詐欺に遭わないように、市民の皆様に情報提供、啓発

活動を十分にしていくことが必要であると考えております。 

  その一つとして、若年層である小・中・義務教育学校児童生徒の方々にも消費者被害防止

教育という部分について必要であると考えております。社会を明るくする運動の一環として、

保護司の方々の御協力を得まして、あいさつ運動でリーフレット等の配布を行っております。 

  また、５月の消費者月間、また年末、もうじきでございますが、消費者被害防止月間に合

わせまして、静岡県また大仁警察署等の防災関係機関と連携を図りまして、街頭キャンペー

ンを行いまして、市民の皆様に注意を呼びかけるとともに、昨年度、平成30年度開設しまし

た伊豆市消費生活センターの周知を行っております。 

  また、防災安全課等と大仁警察署との連携においては、迷惑・悪質電話防止装置の無料貸
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し出しを行っており、この装置につきましては、自宅の固定電話に接続して、詐欺電話を未

然に防止する装置でございます。50台のうち40台を今貸し出しているというふうに伺ってお

ります。 

  また、健康福祉部サイドとの連携におきましては、やはり高齢者の皆様の支援ということ

で、ふれあいサロン等を通じまして、今の詐欺防止装置の周知等を行って、土肥地区の皆様

には６件の設置にもつながっているというふうに伺っております。また、貸し出した市民の

皆さんから、警察への情報提供もあり、徐々にその成果があらわれております。 

  そのほかにも、当然同報無線や情報メール、ＦＭ ＩＳ等を通じまして、被害防止の情報

発信に努めております。 

  今後も各部局や防犯関係機関と連携を図り、市民の皆様が安心・安全に生活できるよう努

めていきたいというふうに考えております。 

  ②、相談するとしたらどのようにという部分の②でございますが、平成30年度から伊豆市

消費生活センターが設置されて、毎週火曜、水曜、木曜の午前９時から午後５時まで消費生

活相談員が常駐しまして、相談を受け付けております。また、月曜日、金曜日につきまして

は、伊豆の国市との相互乗り入れ協定に基づきまして、消費生活相談業務を受けられる体制

をとっております。伊豆市、伊豆の国市の市民の皆様は、どちらに相談しても平日は相談で

きる体制をとっております。 

  今後も市民の皆さんに相談しやすい体制づくりを心がけてまいりたいと思っております。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  間野みどり議員。 

○４番（間野みどり君） 質問したり、相談するところまで言っていただきまして、私もこれ

をもらいまして、伊豆市消費生活センターといって、去年４月２日にオープンしたというの

がありますので、こういうのがあるんだと思ったわけですけれども、これは平日だけで土日

というのはやっていないわけですね。市役所が休みだから。そういう場合は月曜日にまた行

くと、どうなんでしょうか。すいません。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  市民部長。 

○市民部長（梅原敏男君） 市役所の閉庁日、土曜、日曜、祭日等につきましては、消費生活

センターでの対応は相談員がいませんので、対応が取れておりませんが、日直等がおります。

職員がおりますので、内容等をお伺いさせていただいた上で、センターが開設している日に

相談員にお伝えをし、折り返せるような体制をとっております。 

  また、早急な対応が必要と思われることもありますので、そういう案件につきましては、

大仁警察署に連絡していただく等の措置をとっております。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  間野みどり議員。 
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○４番（間野みどり君） 実は、何でこのような詐欺を一般質問しようかといいますと、やは

りこの間、私がこの一般質問をしようとしたときから、11月21日木曜日、伊豆日日新聞です

けれども、キャッシュカードをだまし取られる、三島の84歳の男性というのがありました。

カード２枚を取られています。同じ日の11月21日木曜日、静岡新聞の夕刊ですけれども、こ

れが元警察官が1,110万円の詐欺の判決が出たということ、そして翌11月22日には、またカ

ードを取られ59万円の被害、三島の女性、それからこれは詐欺ではないんですが、ＳＮＳで

女性を脅かしたという12月１日とか、もう毎日のようにこういうふうに新聞、地方紙でこう

ですから、本当に多いということがわかると思います。 

  こんなに報道されているのに、何でこんなことでだまされちゃうんだろう、何でこんなこ

とわかるはずなのにとみんな思っていると思うんですが、実は、私がかかりそうになったの

で、ちょっとここで８月半ばですけれども、携帯に「メールアドレスが変わりました。変え

てください」と来たんですね。そしてそれがアップル何とかというので、私もこの仕事につ

いてから名刺とかを配っているので、もしかして大事な人からと思いまして、答えてしまっ

たんですね。お名前がわかりません、どなたですかと言ったら、何々です。 

  でも、全然知らない方だったので、知らない方ですので削除をお願いしますと言うと、親

切な方ですね、また連絡しますということがあったので、あ、これは危ないと思って、そこ

でやめていたんですけれども、また２週間ぐらいしたら、その前のメールアドレスとちょっ

と違うんです。番号が。それで違って、また同じメールが来て、ちょっとこれはおかしいと

思ったから、ちょっとやってみようかなと思って、やったら同じ「何々です。メールアドレ

スを変えてください」、こちらは「どなたですか」と同じように返したら、ちょっと２回、

３回やっているうちに、「僕は」と言うから、男の方を装っているんだと思いますけれども、

僕は20歳の俳優志望です。今、オーディションを受けています。今度秋に始まるキムタクの

「グランメゾン東京」に受かりそうです。出たときにわからないと困るので、僕の顔写真を

送りますと言って送ってきました。それが韓流ドラマに出るようなすてきな、ジャニーズの

ような写真だったので、あれとちょっと思ったんですけれども、これは変だと思って、その

次に、あなたは何の仕事をしていますかと入ってきたんです。 

  それで、こっちを引き出そうとしているのがわかったので、そのときに前のメールをとっ

といたので、何月何日に来たメールとこの間来たメールとなぜ違うんですかと言ったら、ば

たっと来なくなってしまって、やはりこういうことで私はそういう変なメールには出ないと

思いながら、ちょっとついつい出てしまったというのもあって、皆さんもこういう経験があ

るんじゃないかなと、すごくそのときに思いました。 

  自分が乗ってしまった自分も反省していますけれども、その後すぐに携帯のところに行っ

て削除してもらったということがあるんですが、その中でまたちょっと調べてみて、特殊詐

欺とはと調べてみたんですが、「特殊詐欺とは、面識のない不特定多数の者に対し、電話そ

の他通信手段を用いて対面することなく被害者をだまし、不正に入手した架空または他人名
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義の預貯金口座に振り込みなどの方法により被害者などに交付させたりする」とありまし

た。 

  詐欺の種類はオレオレ詐欺、それから貯金請求詐欺、融資保証金詐欺、還付金等の詐欺、

金融商品の詐欺、異性との交際あっせん詐欺、ギャンブル必勝法詐欺ということがありまし

た。 

  また、11月25日の朝のテレビで国際ワン切り詐欺といって、電話が来て、それに出てしま

うと電話料がかかってしまうという詐欺もあります。そんなこと、いろいろな詐欺があるこ

とを市のほうでは把握しているでしょうか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  市民部長。 

○市民部長（梅原敏男君） 議員おっしゃるとおり、この特殊詐欺、総称でございますが、特

殊詐欺には振り込め詐欺、それ以外の詐欺ということで、類型的に警察署等の資料によりま

すと８類型に分けられているというふうには認識しております。 

  ただ、特殊詐欺、先ほどから言われていますように、内容もすごく巧妙になっておりまし

て、その対策についてはやはり一つ一つの案件に対してどういう手口なのかという部分を分

析した上で対策を練っていくのかなというふうには考えております。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  間野みどり議員。 

○４番（間野みどり君） それで、けさ方なんですけれども、やはり友達から電話がありまし

て、はがきで電話料の請求が来たということと、ＳＮＳでも電話料の請求が来たと、私たち

の知らないところでそういうことが動いていることも確かなんですね。 

  それで、この取材をする中で、電話番号１８８（イヤヤ）に電話するように国のほうでは

言っているようですが、その件はどんな機関で、どこに通じるものでしょうか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  市民部長。 

○市民部長（梅原敏男君） 議員がおっしゃるダイヤルで１８８（イヤヤ）という部分をダイ

ヤルしていただきますと、音声ガイダンスに従って手続をしていくんですが、伊豆市の消費

生活センターにつながるようになっております。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  間野みどり議員。 

○４番（間野みどり君） わかりました。じゃ、何かあったら１８８にすると、市民課のほう

に通じるということですね。 

  ちょっともし市民課と離れてしまった質問になったらすみませんが、詐欺の初めの部分は

使われやすいのは、電話や携帯なんですね。ＳＮＳの問題は今、大変な事件になっています。

大阪の女児誘拐もＳＮＳでしたし、きょうお昼にみんなでテレビを見てましたら、韓国の女
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性シンガーがＳＮＳ上の中傷、悪質のコメントに疲れてみずから命を絶ってしまった事件。 

  こういうことを聞きますと、市としてはこれは市民課だけじゃなくて、いろいろな部署が

連携しなくてはいけないと思うんですが、その点はほかの部署に言ってなかったんですが、

どのように考えているでしょうか。 

○議長（三田忠男君） 被害を防ぐ形の連携という形で答えてください。 

  市民部長。 

○市民部長（梅原敏男君） 市民の皆さんからの行政に対する相談業務等は、市民部局で対応

しておりますが、そのほかの児童生徒に対するＳＮＳとか、先ほど言われた事件等の部分、

それについてはやはり行政的には防災部局、健康福祉部局、それぞれやはり相談する項目に

よって違いはあろうかと思いますが、やはりその相談内容に基づいて各部が連携とれるよう

な体制づくりが必要かと思います。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  間野みどり議員。 

○４番（間野みどり君） じゃ、最後ですけれども、あるテレビのコメンテーターが今の世の

中、詐欺の防ぎ方を考えるのではなくて、詐欺であることを知って、かからないように勉強

し、認識する心を育てることが大切だと言いました。私もそのとおりかな、どうしたら防げ

るだろうとか、そんなことばっかり考えてないで、詐欺ということがあるんだよということ

をちゃんとしたほうがいいなと思いました。 

  そういう観点から、市民課だけではなく、警察や防災、または民生委員や教育委員会、そ

れからそれぞれが協力し合うことが大切だと思います。 

  それを市で進める居場所づくりなども気軽にこんなことがあったんだよ、こんなことがあ

ったんだよ、おばあちゃんたちはそういうことから情報を得て、やはりいろいろ勉強してい

くのがいいんじゃないかなと思います。 

  ことし教育厚生委員会で研修してきたタブレットを使った見守りの地域のことを勉強して

きましたけれども、そのタブレットでいろいろ市との情報をやるというのも一つなんじゃな

いかなと思います。 

  要するに、相互に協力体制でいつでも相談に乗ってくださるところをつくってもらいたい

と思ってこの質問を終わります。 

○議長（三田忠男君） ３問目、ヤングケアラーについて。 

  まず初めに、市長に答弁を求めます。 

○市長（菊地 豊君） ヤングケアラーについてお答え申し上げます。 

  伊豆市において、ヤングケアラーである子供はいないとの報告を受けております。児童福

祉関係機関や教育機関と連携をとり、早期にこういった問題が生じたら、関係機関と連携を

とって早期に対応していくことが必要だと考えております。 

  詳細について、健康福祉部長に答弁をさせます。 
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○議長（三田忠男君） 続いて、教育長。 

〔教育長 西井伸美君登壇〕 

○教育長（西井伸美君） ヤングケアラーの把握状況についてお答えいたします。 

  議員御指摘のとおり、近年実施されましたヤングケアラーの実態に関する調査研究報告書

におきましても、小中学校の先生方がヤングケアラーを把握する事案が多い傾向にあるとの

報告があります。 

  伊豆市の小中義務教育学校の児童生徒の状況でございますが、各学校に確認しましたとこ

ろ、ヤングケアラーとして学業に影響が出ている児童生徒はおりませんでした。議員の御指

摘を踏まえ、今後は市内小中義務教育学校においても、児童生徒が家庭での相談事を気軽に

相談できるよう心がけるとともに、スクールソーシャルワーカーや市の家庭児童相談室等の

関係部署とも情報共有し、早期発見と早期対応に努めてまいりたいと考えております。 

○議長（三田忠男君） 続いて、健康福祉部長。 

○健康福祉部長（右原千賀子君） ヤングケアラーとして学業に影響が出ている子供は、家庭

児童相談室で把握しているいろいろなケースの要保護児童の中には存在しないというふうに

認識しております。 

  現在、児童福祉関係、保健医療関係、教育関係などで構成される伊豆市要保護児童対策地

域協議会というものがございますので、必要に応じて会議や個別会議検討会を開催し、早期

発見、早期対応のため連携を図っていきたいと思っています。 

  また、保護者の認識、意識を変え、子供や保護者が相談しやすい体制づくりを進めていき

たいと考えています。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  間野みどり議員。 

○４番（間野みどり君） ありがとうございます。 

  これも8050問題と同じに、前から少しずつあった案件なのかもしれないなと思います。現

に、私は修善寺の温泉場育ちで、新婚旅行者や修学旅行者がとってもにぎわっていたころに、

マッサージをする目の見えないお母さん、お父さんの手を引いて夜は旅館に行ってマッサー

ジをするのを待っている子供さんとか、結構いたように思うんですね。 

  今考えれば、ああいうのがもしかして、その方は別に寂しそうでも何でもなかったので、

もうそういう時代だったのかもしれないんですけれども、今、そういうものが出てきて、そ

ういうことを言うのかなと思った次第です。 

  実は、このヤングケアラーは18歳までなんですけれども、実は、18歳未満だけじゃなくて、

実は私の娘の友達も東京で仕事をしていたんですが、両親がぐあいが悪くなって仕事をやめ

て、帰ってきて介護をしているという人もいます。また、私たちのこの年齢ですと、年老い

た父と母が、お母様が亡くなったりすると、お父さんが一人鬱病になってしまって、家も娘
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として出られないというような体制もあるような気がします。 

  ヤングケアラーというのではないんですが、これも先ほどから言っていますいろいろな方

面から協力体制で見守ってほしいなと思うんですけれども、市のほうもお話を聞いたら、そ

のほうになっているので、協力体制もちゃんとやってくださるというので、この点は全然安

心していますけれども、これからやはり出てくるというか、わかってくることも多いのだと

思いますので、情報を密にしてやっていただきたいと思います。 

  今、先ほど述べたように、今は次々にいろんな問題が起こります。8050問題もそうですけ

れども、今私が言ったヤングケアラー問題、それから前回、小長谷順二さんが言ったゲーム

脳の障害のこと、それからＳＮＳ問題、きりがないほど次々に新しい問題が起こりますね。

市のほうももっともっと起こるかなとちょっと思っているでしょうか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  健康福祉部長。 

○健康福祉部長（右原千賀子君） 間野議員の６月の8050問題、そして今回のヤングケアラー

問題も、私も初めて耳にした言葉でございました。ヤングケアラーは確かに18歳までの子供

のことを指していて、家庭内でのことで問題が表に出にくかったり、それから家族がヤング

ケアラーという問題を認識していなかったり、そしてヤングケアラー当事者、子供自身が問

題を認識していないということもあって、周りに相談ができなかったりということで見つか

りにくいことなのかなというふうに考えています。 

  こういう福祉問題は、なかなか外に出てこないということが一番の難問なのかなというこ

とでございますので、地域の民生委員さんなども協力を得まして、また警察や教育委員会、

関係機関と連携をとった中で、できる限り支援に結びつけられるような対策をとっていきた

いと考えています。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  間野みどり議員。 

○４番（間野みどり君） どれもこれも、この新しい時代の中で出てきたものですが、放って

おけないものがあります。ぜひ市政の中でも皆さんの協力体制の中で、いろいろ考えていっ

てもらいたいと思いますし、私たちに何かできることがあったらいつでも言ってもらいたい

と思います。 

  昨日、市長の話の中で、人の心を育むという言葉を言ってくださったんですけれども、や

はり人と人、心を本当に今大事な時代になったと思いますので、そういうことを大変いろい

ろな問題点はありますけれども、子供の問題、老人の問題、親の問題とかありますので、真

摯に受けとめていろいろ考えていきたいと思って、一般質問を終わります。 

○議長（三田忠男君） これで間野みどり議員の質問を終了いたします。 
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◎散会宣告 

○議長（三田忠男君） 以上で本日の日程は全て終了いたしました。 

  一般質問３日目につきましては、明日12月５日の午前９時30分から行います。 

  本日はこれにて散会いたします。 

  お疲れさまでした。 

 

散会 午後 ３時５５分 
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開議 午前 ９時３０分 

 

◎開議宣告 

○議長（三田忠男君） 皆さん、おはようございます。 

  ただいまから、令和元年伊豆市議会12月定例会を再開いたします。 

  本日の出席議員は16名であります。定足数に達しておりますので、会議は成立いたしまし

た。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程はお手元に配付のとおりであります。 

 

◎一般質問 

○議長（三田忠男君） 日程に基づき一般質問を行います。 

  本日は、発言順序11番の下山祥二議員から発言順序13番の森良雄議員まで行います。 

  これより順次質問を許します。 

 

◇ 下 山 祥 二 君 

○議長（三田忠男君） 最初に、６番、下山祥二議員。 

〔６番 下山祥二君登壇〕 

○６番（下山祥二君） 皆さん、おはようございます。６番、下山祥二です。 

  発言通告書のとおり一般質問をさせていただきます。 

  件名、公共施設の適正管理と再配置の取り組みについて。 

  伊豆市は今後の人口減少、少子高齢化の進行が避けられない中、安全で持続的な公共サー

ビスを提供していくために、社会情勢の変化に対応しながら効率的、効果的な公共施設等の

整備及び管理運営に努めることを目的とし、平成28年度には伊豆市公共施設等総合管理計画

が策定され、その後、平成30年度には施設の老朽化、少子高齢化、将来の財政状況、大規模

災害への対応など多くの課題を抱える中、将来にわたって公共サービスを持続させ、中長期

的な視点に立った計画的な建物系公共施設の再編、再配置を推進するための基本方針、伊豆

市公共施設再配置基本計画が策定されました。 

  私は平成29年３月議会と平成30年９月議会で公共施設の適正管理と今後の取り組みについ

て一般質問いたしましたが、言いっ放しではなく、執行部の答弁をもとにその後の取り組み

について、追跡質問として現状の取り組みについて質問いたします。 

  ①平成30年度に策定され、伊豆市公共施設再配置基本方針による総体的な取り組みは、そ

の状況はどのように進んでいるか、その進捗をお聞きします。 

  ②来年４月開園予定だった修善寺東こども園は、鉄骨資材の不足が原因で開園が２カ月程

度おくれる予定であると説明されました。建設当初から開園までの経過についてお聞きいた
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します。 

  ③本年９月にリニューアルオープンした修善寺虹の郷の管理運営状況は適正にされていま

すかお伺いします。 

  ④本年９月の台風15号、さらには10月の19号の教訓をもとに、防災、減災、そして大災害

時の災害復旧のために、伊豆市の公共施設の再配置はどうあるべきだと考えますか。 

  以上、市長に質問いたします。 

○議長（三田忠男君） ただいまの下山祥二議員の質問に対し、答弁を求めます。 

  市長。 

〔市長 菊地 豊君登壇〕 

○市長（菊地 豊君） 皆さん、おはようございます。 

  公共施設の再編につきましては、伊豆市の今後の公共施設の管理に関する基本的な方針を

示した伊豆市公共施設等総合管理計画と、中長期的な視点に立った計画的な公共施設の再編、

再配置を推進するための伊豆市公共施設再配置基本方針を策定しております。 

  今後は、方針で示した各施設の存続や廃止など、具体的なアクションプランである公共施

設再配置計画を今年度と来年度の２年をかけて策定してまいります。 

  詳細について、それぞれ担当する部長に説明をさせます。 

○議長（三田忠男君） それでは、続いて総務部長。 

○総務部長（伊郷伸之君） それでは、私からは①の取り組み状況と④番の防災についてにお

答えいたします。 

  まず、①の具体的なアクションプランとしての公共施設再配置計画では、主に各施設の再

配置のための実行計画として施設の更新、廃止、売却等のプロセスを明示したロードマップ

を施設ごとに作成いたします。 

  現在の取り組み状況ですが、再配置計画を作成するに当たりまして、ことしの９月から10

月に各支所と生きいきプラザで市民懇談サロンを実施し、公共施設の再配置の取り組みの説

明や意見をお聞きする場を設けました。 

  今後、今年度中に実施しました市民サロンの意見や施設所管課の意見をもとに再配置計画

の素案を作成し、来年度、市民の皆様の御意見をいただきながら再配置計画を策定してまい

りたいと考えております。 

  続いて、④番の防災、減災と再配置についてでございますが、公共施設の再配置の基本方

針は、第一に施設の老朽化や施設の改修、更新の時期が近い将来到来し、財政的にも厳しい

状況を背景に策定しております。用途廃止した施設の中には、避難所として利用している施

設もございます。再配置によって用途廃止したからといっても、防災上の観点から施設その

ものをすぐに廃止できる状況ではございません。 

  特に防災施設としての指定避難所につきましては、閉校した学校体育館などを活用してお

り、老朽化を考えますと、今後の指定避難所自体のあり方が問題となってきております。特
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に避難所で申しますと、今後の避難所のあり方については、施設の状態や旧町の学区単位の

バランスなど４項目について、基本的な方針のもと検討してまいりたいと思います。 

  今回の台風19号の状況を見ましても、災害警戒時や災害時における避難所としての公共施

設は非常に重要なものとなっております。しかしながら、今ある公共施設を全て存続してい

くことは大変難しいと考えておりますので、今後、防災施設としての重要性を考慮し、公共

施設のあり方については、ふだん使いや災害時の役割など慎重に検討してまいります。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） 続いて健康福祉部長。 

○健康福祉部長（右原千賀子君） 私からは２番のこども園の再配置の取り組みについてお答

えします。 

  公共施設の適正管理と再配置の取り組みとしましては、平成24年に柏久保保育園と牧之郷

幼稚園を統合し、認定こども園あゆのさとを民営化したことを皮切りに、幼稚園と保育園を

統合しこども園化を進めてきており、またこども園の民営化も進んできました。 

  東こども園と他の園を統合して再配置するという計画はありませんでしたが、東こども園

は昭和51年に建設され老朽化が進んでおり、また３歳未満児の保育需要が急激に増加してい

ることや、発達支援が必要な児童がふえているにもかかわらず、伊豆市に支援施設がないこ

と、そして平成29年９月に伊豆市議会から修善寺東こども園の早期建てかえによる新こども

園整備を求める決議書が提出されたことを踏まえ、現在の東こども園に発達支援センターを

併設する形で建てかえる計画が進められてきました。 

  市長の行政報告にもございましたが、現在、建設中の新こども園の開園がハイテンション

ボルトの納入のおくれにより２カ月ほどおくれる見込みとなっておりますが、工事を着々と

進めている状況です。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） 続いて産業部長。 

○産業部長（滝川正樹君） それでは、私から③番、修善寺虹の郷の管理運営状況についてお

答えをさせていただきます。 

  本年４月１日から修善寺虹の郷の指定管理者が、一般財団法人伊豆市振興公社からシダッ

クス大新東ヒューマンサービス株式会社に変更となり、４月のプレオープンに続き、９月に

グランドオープンをいたしました。 

  施設の管理状況でございますが、広大な敷地を有する施設の特性や指定管理を始めて間も

ない中で、施設内の草刈り等の管理が間に合わず、市民の皆様や利用者の皆様から御意見を

いただいたこともございました。こうした状況につきましては、月例会議などを通じて指定

管理者に指示、また協議をしており、現在は草刈り作業も完了し、管理において改善をされ

ているというふうに考えております。 

  また、運営の状況につきましては、インターネットやＳＮＳを通じた情報発信、また新た
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なイベントの企画により集客アップに努めている状況でございます。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） それでは、再質問はありますか。 

  下山祥二議員。 

○６番（下山祥二君） それでは、再質問させていただきます。 

  全国の自治体と同様に、伊豆市でも公共施設は施設の老朽化や改修、更新時期を迎え、現

状のまま推移すると人口減少による税収の伸び悩みに加え、社会保障費の増加により、将来

の財政は将来の市民に対して、大変な圧迫になるということは疑う余地もありません。 

  そこで、国からの要請で公共施設等総合管理計画が作成されたことと思いますけれども、

何といってもその管理計画が40年間という非常に長いスパンでございます。40年というと、

恐らくこの議場にいるほとんどの方は平均寿命を超えて、きっとこの総合管理計画に携わっ

ていることはないと思われます。 

  昨年の９月議会で、行政だけの都合で一方的に再編、廃止を進めることは困難であると市

長は答弁されました。そこは全く同感であります。とはいえ、簡単に進められないことは十

分に理解した上で、公共施設の再編、統合に30年、40年も長い時間をかけているということ

は、確実にその財政負担は未来の伊豆市民に強いられることになるわけでございます。今後

の伊豆市の財政健全化のために、スピード感を持って進めるべきであると強く思っています。 

  冒頭申し上げましたとおり、公共施設の再編についての質問は今回で３回目になりますが、

追跡質問として身近な疑問をお聞きいたします。 

  先日、新聞に伊豆市は今年度具体的な実行計画としてアクションプランの素案を策定する

予定で、10月には市民懇談サロンを実施したとの記事がありました。先ほど総務部長の答弁

でありましたが、その市民サロンですか、市民懇談サロンですか、その中で何か具体的な御

意見は聴取できましたでしょうか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  総務部長。 

○総務部長（伊郷伸之君） 各支所等で実施したサロンにおきまして御意見を伺いました。 

  総論としては、やはり老朽化した施設や利用見込みのない施設は廃止して、公共施設のス

リム化を図っていくべきだという、総論ではそういう前向きな御意見。それと、個別の施設

として、特に温泉入浴施設の利活用についての御提案、存続を求める意見がございました。

実際のところ、数としてはそう多く意見がいただけなかったわけですが、そういう総論とし

て進めるべきだということと、御自身がふだん使っている温泉施設などはぜひ残してほしい

という個別、具体的な意見、両方ございました。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  下山祥二議員。 

○６番（下山祥二君） 恐らく多くの意見は聴取できていないんじゃないかなと想像できまし
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た。 

  今年度の三島市議会の議会報告会のテーマは「みんなで考えよう、将来の公共施設」とい

うテーマでした。三島市の市役所本庁舎は築59年と老朽化が進んでおりまして、その他の市

内の公共施設は現在と同じ面積を更新していくと、今後30年間で約830億円を必要とすると

予想され、中でも市民は市役所の建てかえに関心が集まり、多くの建設的な意見が出たと聞

いております。 

  そこで、昨年９月の私の一般質問で、総務部長は本庁舎の問題についてはまだ担当者レベ

ルだが、今年度早急に整備する方向であると答弁ありました。昨日の青木議員の質問と重複

しますが、その後の進捗状況を本庁舎に限ってお伺いいたします。 

○議長（三田忠男君） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（伊郷伸之君） 本庁舎、特にこの修善寺の本庁舎につきましては議員御指摘のと

おり、２年前に耐震診断を実施して、昭和58年に耐震補強をやっているので安心はしていた

んですが、やはりコンクリートの劣化等がございまして、耐震診断を実施したところ２とい

う結果で、２といいますと本来の耐震性がないという結果でございました。その中で、災害

対策本部のあり方などを日常的な業務を継続するためにということで、中伊豆支所を仮に緊

急の場合は使うような想定をしております。 

  新庁舎の関係とこの庁舎の耐震問題ですが、方法としてはやはりこの庁舎のさらなる耐震

化、耐震補強という方法、また、新たに新庁舎を建てかえるという方法がございます。まだ

選択としてはどちらかということが決まっていないんですが、担当する課におきましては、

建てかえの場合の場所や手法、あと耐震補強する場合の手法などを、多角的にいろんな面か

ら検討するように、今言っております。今年度どちらにするかという方向性が出るわけでは

ないんですが、まずは庁内のいろんな話し合う、議論する場としていろんな資料を出すよう

に、それを今作成するように指示をしております。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  下山議員。 

○６番（下山祥二君） そうですね。本庁舎は大災害時には災害対策本部となるわけです。仮

に本庁舎が機能不全となった場合には、被災された市民は混乱を来し、その後の災害復旧は

ままならず、長い時間を要することは明らかであります。今の答弁にもありましたが、本庁

舎がもし被災して使えなくなったら、中伊豆支所を災害対策本部とするという答弁が昨日も

ありましたけれども、それでも現状では多くの課題を残しているということを確認しており

ます。 

  本庁舎の建てかえについては、当然財源の問題も含めて幾つかの選択肢の中から、市民に

対して具体的な方向性を早急に示していただき、そして市民からも具体的に、かつ建設的な
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意見を聴取していくべきあると思いますが、その辺はどのようにお考えでしょうか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） 市庁舎については少し経緯がございまして、私が市長に就任しました

平成20年の時点でそちらの県の出張所だったでしょうか、当初。あそこを取得して５階建て

を建てるということに、おおむね決まっていたようです。私がそれを実は取りやめたんです。 

  それは、きのう、牧之郷の公民館の件でもこういう提案を申し上げているということで、

実は同じ理由で、一番いい立地のところに収益を生まない単独の公益施設だけをつくるとい

うのは、やはりこれは将来を考えたときに適正ではないということで、今買い取って改修し

て別館として使っているんですけれども、やはり伊豆市の立地を考えたときには修善寺駅が

どうしても中心ですから、そこからの距離感と立地感の中で、単独で建てるべきものなのか、

ある程度収益性のあるものと複合的に考えるべきなのかというのは、まだ結論を出しており

ません。 

  豊島区が有名なんですけれども、複合ビルの中に区役所が入っていますし、先日、中伊豆

中学校の女子生徒が英語の弁論大会で中央大会へ行かれたんですが、あの赤坂の港区民ホー

ルというのも高層マンションの中に、２フロアか３フロアを区民ホールとして使っているん

ですね。 

  どういう形ができるかわかりませんけれども、もし立地の、交通利便性の非常に高いとこ

ろに移るのであれば、やっぱり単独では建てない。何らかの手法はないだろうかということ

の中で、そこまで視野を広げて考えているものですから、今、総務部のところで単独でどこ

に、こういうふうに建てかえるという計画にはまだ指示をしておりません。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  下山議員。 

○６番（下山祥二君） 豊島区役所は私たちのセミナーで行った会場のすぐ近くだったもので、

私も見てきましたけれども、本当にどこが区役所なのかわからないくらい複合施設となって

いて、いいな、便利だなというふうに思いました。そんな幾つかの選択肢を、市民に見える

形で示していただいて、市民からの意見も聞いてほしいなというふうに、いつまでも検討し

ていることなく進めてほしいなというふうに思います。 

  市民の意見といえば、当市の公共施設のうちスポーツ施設ですが、多くの市民から使用料

が高くて市外のチームを呼んで思うような試合が組めないという声を聞きます。今年度の議

会報告会でもこのような意見が出ていました。そのような意見というのは当局には届いてお

りますでしょうか。 

  通告していないから、政策的にそういうお考えがあれば。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  市長。 
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○市長（菊地 豊君） 市民の皆さんからスポーツ施設の使用料が高いという声は時々伺いま

す。それは承知しております。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  下山議員。 

○６番（下山祥二君） 静岡市では市の方針として来年度から、市内の体育館や運動場などス

ポーツ施設の使用料を現行の1.5倍以内の範囲で引き上げるそうです。総務課の担当者は、

受益者負担の観点から見直しを実施すると。近隣市町とのバランスを考え詳細を決める。そ

のようなコメントがされておりました。もちろん公共施設の維持管理費の負担を考慮した上

での方針だと推察いたしますけれども、スポーツ施設の料金について、これは教育部ですけ

れども、政策的な公共施設の適正管理という観点からお聞きします。 

  このような静岡市の方針についてどのように考えますか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） ちょっと教育部長に回すわけにいきませんので、現時点で私が考えて

いることを申しますと、何とか市民の使用料だけで施設の運営の大半を賄うような、公共料

金をいただかなくて済むような施策がとれないかと、今でも難しさを承知の上で考えていま

す。 

  議場で申し上げたかどうかわかりませんけれども、湯の国会館が観光客の利用がそんなに

減らずに、今でも430円で維持できているわけですね。半数を観光客から860円でいただいて

いる。逆にいうと、それによって430円が維持されている。 

  一番大きな施設、天城ふるさと広場なんですが、先般ジョイフルスローピッチというとこ

ろがあって、ここ幾らと聞かれたら、私がお答えしたら、安いと言われたんですよ。安いと

言われたんですね、その方々から。ですから、ほかの都市では、あれだけの天城ドームを１

日使って10万円というのは十分いける金額だと思ったんですが、それが市民だと当然高いわ

けですから、そうすると月ヶ瀬まで道路ができてそこから10分になった。例えば天城、一例

として申し上げれば、そこはもっとしっかり、申しわけないんですが市外の方に利用いただ

いて、それによって何とか、例えば中学生以下の料金を下げるとか、そういったことができ

ないかと、今でも考えております。 

  ただ、通常市民が使っている狩野川記念公園とか、狩野グラウンドとか、そういった市民

が純粋に使われるところについては、ある程度は市民に御負担いただくことは考えざるを得

ない。このように思います。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  下山議員。 

○６番（下山祥二君） おおむね理解しました。私も時間があるときには狩野グラウンドの外

周を歩いたりして、健康のために歩くんですけれども、恐らく平日の昼間はほとんど利用さ
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れていません。大会やイベントもまずやっていません。昔、そこの中学校の跡地で我々が最

後の中学校だったんですが、そこでグラウンドを駆けずり回っていたことを思い出すと、ち

ょっと寂しく思います。 

  そういったこともありますけれども、市長が今できるだけ市外の人たちに使っていただき

たいという答弁がありましたけれども、スポーツ合宿を誘致する、そのような考え、交流人

口の増加につながるような考えはございますでしょうか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） その目的をもって魅力プロジェクトというものをつくり体育協会を中

心にやっているんですが、その発端は以前に神奈川大学のあるスポーツの先生が伊豆に来ら

れて、とてもいいスポーツ施設が、しかも数が多い。多分人口当たりでいくとスポーツ施設

の数は全国で一番多いのではないかということで、いろんなアドバイスをいただき、魅力プ

ロジェクトも立ち上げ進めてはいるんですが、どうしても春休み、５月の連休、それから夏

に集中するんですね。５月の連休なんかにあるチームが確保すると、１週間１個チームでや

るんですね。 

  そこで私が地元の連休合宿を中心に、そこが２チーム、３チーム呼んできて、合同合宿に

したらどうかというような話もしたんですが、そうすると組織力が足りないんだそうです。

三、四チームで大会と練習を組むだけでも、その運営企画ができるだけのマンパワーが現時

点でないようなんです。ですから、今、議員御指摘の立地もよくて食材も温泉もあるこのス

ポーツ施設は活用したい、しかしマンパワーが足りない。 

  そこで、今までは魅力プロジェクトでやらせてきたんですが、改めて産業振興協議会とも

連携をとりながら、結局は営業ですから、どうやって営業力を強化するかというところには、

これからさらに尽力をさせていただきたい。難しいからといってギブアップするのではなく

て、もう少し営業について尽力をさせていただきたいと思います。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  下山議員。 

○６番（下山祥二君） 先月１日から５日まで、多くの議員もかかわって応援しましたが、全

国中学校都道府県対抗野球ⅰｎ伊豆が伊豆市を中心に開催されました。これは全国から48チ

ーム、約3,000人もの人がこの伊豆に集い、伊豆・志太スタジアムをメーン球場として盛大

に開催されました。これは選手のレベルも高くて、中学生の甲子園大会とも称され、これは

今後の展開に、伊豆市の観光振興に多くの可能性を秘めていると思いますが、市長、この大

会についてはどのような考えでしょうか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） もうあれはシダックス創始者である志太勤大先輩の情熱によってなさ
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れた、しかもボールまでみずから軟式ボールの製造会社と組んで、そして何十年もかけて開

発をされ、それを今、軟式野球連盟がそのまま採用し、でも名前もとらずに、実態だけ進め

ばいいんだということで、もう本当に個人の情熱によってボールが改良され、ここまで大会

が広がってきて、中学生の全国大会、それも夏は難しいということで10月にかえてまで進め

られてきました。 

  伊豆半島北部に広げていただいたことは、私はむしろありがたいと思っておりました。そ

れによって、熱海、三島、沼津を含む伊豆半島北部の広域の大会になっております。その中

でさらに今までは天城グラウンドだけだったものが、今回、丸山球場まで使っていただいて、

実際大会の後、経済効果もいただいているんですね。去年であれば延べ何千人が泊まって、

どの市、町に宿泊料だけで幾ら落ちたかという、実は実績までいただいております。 

  あのような形でスポーツツーリズムを振興していただいたことに、私も中に役員で入って

いるんですが、大変ありがたく、また伊豆半島のあり方として大きな可能性を秘めていると

思います。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  下山議員。 

○６番（下山祥二君） ことしはラグビーのワールドカップで、ジャパンがベスト８、それか

らプレミア12の侍ジャパンも優勝。もうちょっと前にスマイリングシンデレラの渋野日向子

が全英で優勝したと。スポーツというのは盛り上がると何か日本中が元気になるんですよね。 

  当市も来年はオリンピックを控えている状況で、静岡県市町対抗駅伝の選手強化対策も含

めて、静岡県や島田市がやっているスポーツ合宿誘致に負けずに、伊豆市において野球のみ

ならず、場合によったらラグビーも十分可能性があると思います。ぜひ、公共施設を有効に

活用する、そんな施策を積極的に考えてほしいなというふうに思っております。 

  伊豆市を本拠地に活動している伊豆市リトルシニアというチームがあるんですが、ここは

いつも練習はとんぼがけから始めます。体力づくりも兼ねて、長いときは１時間ぐらいグラ

ウンド整備をしております。公共施設を大切に利用して、スポーツに親しんでいる市民を思

い、ふだんから市民の利用頻度の高い公共施設などは今後最大限の減免措置を考え、市民に

とってより使いやすいこともぜひ検討していただきたいと、そんなふうに思っております。 

  平成30年度の９月議会で、総務部長は既に大東小学校のナチュラルキッチン、八幡グラウ

ンドの生協、木太刀荘の売却、中伊豆荘の廃止、ふじみ幼稚園の土地を売却。それらが再編、

有効活用されており、特に地元の方から反対の声や用途を変更したことで苦情もいただいて

いないという答弁がありました。 

  その後、再編、用途が進んだ公共施設があって、そのような苦情があるというような例は

ありませんでしょうか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  総務部長。 
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○総務部長（伊郷伸之君） 前の御質問からの経過で、あの後やはり天城の温泉プールと天城

の改善センターの廃止をしてございますが、直接担当していないものですから直接の苦情と

いうのは聞いていないんですが、特に天城の温泉プールにつきましても、中伊豆の温水プー

ルの指定管理者が送迎をやったりとか、そちらで御尽力いただいているということで、大き

な苦情というのはいただいておりません。 

  また、中伊豆交流センターも今休館状態ですが、こちらの交流センターにつきましては、

やはり当初、代替の施設はどこかないかと、紹介してくれというような話はあったそうです

が、その後は特に聞いておりません。 

  また、先ほどの市民サロンでの意見と同じに、中伊豆交流センター、お風呂がありますの

で、ただお風呂に併設している休憩室、こちらも今休止させてもらっています。これについ

てはぜひ休憩室がほしいよというような意見はあったようですが、総体として特に休止した、

また廃止した施設についての苦情というのはいただいておりません。聞こえていないという

のが実態です。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  下山議員。 

○６番（下山祥二君） 苦情がなければ今後も粛々と進めてほしいなというふうに思います。

今議会にも議案提出がありますが、今や無償譲渡とか減額譲渡も当たり前の時代でありまし

て、少しずつ前へ進めてほしいなと思います。 

  元月ヶ瀬幼稚園は、今どうなっているかわかりますでしょうか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  総務部長。 

○総務部長（伊郷伸之君） 元の月ヶ瀬幼稚園につきましては、平成22年３月末をもって幼稚

園のほうを閉園しております。その後一部市で使ってはいたんですが、最終的にあの幼稚園

を何に使うかという市の方針も出ない中で、ことしの９月に地元の区長さん等にも説明して、

月ヶ瀬幼稚園を売却したいということで、９月に入札の公告を実施をしました。その後応募

された方がいませんでしたので、今後、今回の議会で提案させていただいております土肥の

旧教職員住宅もそうでしたが、なかなか民間の方の今の価格と、行政が鑑定等で出した価格

と、なかなか折り合いがつかないのかなというのが実感でございます。 

  ただ、幼稚園もそのまま置いておけませんので、今後再度の入札か、もしくは公募でどう

いう使い方ができるか、その辺の売却の方法については再度検討させていただきたいと思い

ます。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  下山議員。 

○６番（下山祥二君） 私は企業の民間活力に期待しておりました。ここに興味を持っていた

ある企業さんがいたんですが、聞くところによるとその企業さんはそこをあきらめて、沼津
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市の戸田にある、あるホテルを買収して事業の拡大を図っているということを後で聞きまし

た。公共施設の売却と同時に、今後の経済効果を本当に期待していたんですが、本当にもっ

たいないなというふうに思っております。このような情報は御存じでしょうか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  総務部長。 

○総務部長（伊郷伸之君） その話はちょっと情報が入っておりません。すみません。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  下山議員。 

○６番（下山祥二君） ぜひアンテナを高く情報を収集してください。 

  固定資産評価もありますけれども、法律の許される範囲で固定観念を打ち破って、思い切

った施策に打って出てほしいなと、そんなふうに思っております。 

  次に、修善寺こども園についてお伺いいたします。 

  私は文教ガーデンシティ事業が否決され、当時の東こども園の父母の会会長さんから、こ

ども園の建設も延期されるのではないかと心配されて、平成29年３月16日付で陳情書の提出

に、それをサポートいたしました。その会長さんは障害を持ったお子さんがいて、二人いる

んですけれども一人は修善寺こども園、もう一人は毎日沼津市の施設まで送迎していたよう

です。陳情項目の１つには、新こども園の児童発達支援事業にはとても期待しているとあり

ました。 

  そのような関係で、私自身が建設から開園まで強い思い入れがあったんですが、先日東小

学校の学区のある住民の方から、ついに鉄骨も建ち上がって随分立派な園ができるようだね、

本当に楽しみにしているよというようなお話を聞きました。ところが、実は開園が２カ月程

度おくれるそうですという話をしますと、その情報は知らなかったと驚いて、非常に残念が

っていました。 

  建設のおくれの原因は、ハイテンションボルトの納入の関係だけでしょうか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  健康福祉部長。 

○健康福祉部長（右原千賀子君） 現在、主管課はこども課でございますが、建設課で工事の

ほうを進めております。御近所の方々、保護者の方にも含めまして、ほこりですとか騒音で

すとか、あと歩道が通りにくいですとか、大変御迷惑をおかけしながら、現在進めていると

ころでございます。当初の予定では９月に鉄骨工事の組み立てが終了する予定でございまし

たが、ハイテンションボルトの納入のおくれによって、このハイテンションボルトは既に11

月８日に納入されましたので、鉄骨の組み立ても始まっておりますが、ハイテンションボル

トの納入のおくれによる２カ月ほどのおくれとなっております。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  下山議員。 
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○６番（下山祥二君） では、ハイテンションボルトは８日に納入されたということですね、

15日じゃなくて。 

○健康福祉部長（右原千賀子君） はい。 

○６番（下山祥二君） 開園がおくれることに、入園を予定していた保護者に対して具体的に

どのように説明されておりますか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  健康福祉部長。 

○健康福祉部長（右原千賀子君） 今度の４月に新しく園ができて、そこに入園するというこ

とで、本当に楽しみにしていた子供さんたちに大変申しわけなく思っています。 

  現在、11月11日から29日まで、ほかの園も含めまして来年度の入園募集が始まり、今、ほ

ぼ終了したところでございますが、東こども園の保護者の方々には、一人一人にお手紙をお

渡しさせていただきまして、おくれそうだということはお知らせさせていただいております。 

  また、新しく入園を希望される保護者の方には、園に伺った方には園のほうで、そしてこ

ども課の窓口に来られた保護者の方には窓口のほうで説明させていただいております。 

  また、児童発達支援センターの入園募集も同じ時期にしておりますが、入園、通園の相談

を保護者様とする中で、個々に説明をさせていただいております。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  下山議員。 

○６番（下山祥二君） その開園がおくれることによって、どのような影響が考えられますで

しょうか。その対応はどうしますか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  健康福祉部長。 

○健康福祉部長（右原千賀子君） 現在、東こども園で保育を実施しておりますので、新入園

児、在園児は現在の東こども園で保育を引き続き実施させていただこうと思っています。新

しいこども園に、完成した段階で引っ越しを考えております。それが２カ月程度おくれてし

まうような形になりますので、その間は現在の東こども園で保育を実施していこうと思って

います。 

  また、新設される児童発達支援センターは今現在ないものですから、開設されるまでの期

間は保護者の方と話し合いをさせていただいた中で個々に対応させていただくんですが、現

在ほかの園に在園している子供さんにつきましては、センターの職員が園に向かって、園に

伺う形で保育を実施する、療育指導を実施していくという形をとらせていただこうと考えて

います。 

  子供さんや保護者の皆様には、開園がおくれたことによる影響を最小限にとどめるように

努めていきたいと考えています。 
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  以上です。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  下山議員。 

○６番（下山祥二君） 私は修善寺こども園の建設に関して、ある住民の方から相談、そして

意見を伺いました。ここでは詳しい内容については述べませんが、建設に関しては専門家で

はないので、複数の建設業者や不動産業者、設計業者に確認をいたしました。結果的に全て

の業者さんが建設に関するこの事業内容については問題ないとの回答でしたので、静観して

おりました。 

  ただ、今、鉄骨が建ち上がって、シートに覆われた状態を見ると、近隣の住民の方々にと

っては景観の悪化、それから目の前の建物が、これはなれるまでは相当な時間を要するので

はないかなと同情するようなところもあります。時に住民の要求は無理なことがあっても、

しっかりと住民の声を聞いて、住民に寄り添った丁寧な対応が必要だと思いますし、同じ説

明一つにしても、言い方一つによっては、住民の方も理解してくれるのではないかなという

ふうに思います。その辺いかがでしょうか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  健康福祉部長。 

○健康福祉部長（右原千賀子君） 議員がおっしゃるように、建設につきましてもこども園の

運営につきましても、保護者の方や地域の方々の御理解や御協力があってこその安全な保育

園の運営だと考えております。今後とも皆様から応援していただけるような園運営ができる

ように、丁寧な説明等をしてまいりたいと思っております。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  下山議員。 

○６番（下山祥二君） ぜひよろしくお願いいたします。 

  次に、修善寺虹の郷について質問いたします。 

  私は議会の初日の29日の夜に、もみじのライトアップを見学してきました。夜間は大変冷

え込みまして、それでも多くの来場者があって、幻想的で昼間とはまた違った魅力を感じま

した。さすがに伊豆市を代表する観光スポットだなと改めて見直ししまして、場合によった

らこれは有料でもいけるかなというふうにも感じました。 

  リニューアルオープンしてまだ間もないですが、虹の郷の管理運営に関して、もう一度総

体的にどのような評価がされているのかお伺いします。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  産業部長。 

○産業部長（滝川正樹君） 先ほどの御答弁の繰り返しになります。またちょっとつけ加えさ

せていただきますが、開園当初、やはり一番の問題は草刈りが追いつかなかったということ

は、先ほど申し上げたとおり、やはり市民の方、また来られた方からそういった御意見をい
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ただきました。そこは早急に是正ということで今は直っているという状況でございます。 

  また、運営状況というと一番は入場者数というか入込数ということですが、９月のリニュ

ーアルオープンから約３カ月経過をしておりますが、入場者数で申し上げますと９月は前年

を上回りましたが、今議員がお話しいただいたもみじのライトアップも含めた10月、11月は

残念ながら前年を下回ったというような状況でございます。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  下山議員。 

○６番（下山祥二君） 具体的な数字はつかんでいますか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  産業部長。 

○産業部長（滝川正樹君） 毎月一度、指定管理者との会議を通じて運営状況と一緒に入場数

についても報告をいただいております。今、資料ですと、実際にはプレオープンと称しまし

て４月末、ゴールデンウイークから営業を再開をしておりますけれども、５月から11月まで

７カ月の合計で言いますと、平成30年度、昨年度につきましては約11万9,000人。こちらが

今年度につきましては８万人ということで、大変残念な結果ではありますが、前年対比では

下回っているという状況でございます。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  下山議員。 

○６番（下山祥二君） 現段階で入場者数を一概に評価すべきではないと思いますけれども、

台風の影響などもあると思いますので。 

  リニューアルオープン後のユニバーサルデザイン、バリアフリー対応についてはどのよう

に考えていますか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  産業部長。 

○産業部長（滝川正樹君） リニューアルオープン後、ユニバーサルデザイン、またバリアフ

リーの対応というのは、設置者である市もまた指定管理者においても、特に特別なことを行

っているという状況ではございません。ただ、現在、虹の郷の中には７カ所のトイレがあり

ますが、そのうち４カ所については多目的トイレがもう既に設置しておりますし、当然洋式

化が済んでおります。また、園内、やはり高低差がありますけれども、段差なく徒歩で園内

を一周できるような迂回路は整備をしております。ただ場所によっては、やはり車椅子であ

るとか、高齢の方でちょっと足腰の弱い方が周遊が難しいということはあるのかなというふ

うに考えております。このため、一周ではございませんが、車椅子でも乗車可能な園内バス

を運行して、そういった方々になるべく快適に過ごしていただくような配慮はしているとこ

ろでございます。 

  いずれにしましてもこの虹の郷に限らず観光施設については、やはりバリアフリーという
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のは重要なところでございますので、虹の郷に限らず観光施設全般として、今後対応は考え

ていきたいというふうに思っております。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  下山議員。 

○６番（下山祥二君） 先ほど申し上げましたもみじのライトアップに、ちょっと足が不自由

というか困難な人と一緒に同行したんですが、ちょっと残念なことに階段の脇にあるスロー

プが暗くて、通行止めになっていたんですね。行きはどうにか行ったんですけれども、行き

はよいよい帰りは怖いで、帰りは長い階段を痛々しくやっと入り口まで登って帰ってきたと

いう、そんなようなことがありました。 

  産業部長がしっかり認識されているとおり、旅館や観光施設はバリアフリー観光について

その重要性をしっかりと認識して、さらに指摘していただきたいなというふうに思います。 

  虹の郷はいずれにしましても、伊豆市を代表するリピーターも多い観光施設であります。

障害のある方にも十分配慮し、今後も順調に多くの観光客を呼べる施設となるように期待し

ておりますので、行政としての本当に運営の指導管理をしっかりとお願いいたします。 

  昨年の８月の全員協議会において、修善寺自然公園内の登記簿謄本上の面積と借地面積に

相違があったという報告を受けました。私は９月の一般質問で、調査した結果、不用な土地

があるならば返却し、必要な土地については購入するなり、迅速な取り組みを提案したんで

すけれども、その後の取り組みはどうなっているでしょうか。お聞きいたします。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  産業部長。 

○産業部長（滝川正樹君） 今御指摘いただきました登記面積と借地面積の相違につきまして

は、これを解決するために昨年度の予算において債務負担行為を設定させていただき、境界

確定の測量業務、こちらの作業を現在実施をしております。具体的には借地に係る約6.7ヘ

クタール、こちらにつきまして、まずは公図を参考に、暫定的な求積図を作成し、地権者の

皆様に御確認をいただいた後、現地での立ち会いを既に実施をしております。 

  現在は、地権者の皆様に最終的な境界について承諾をいただく、この手続を進めていると

ころでございます。この境界画定作業、御承認をいただいた後に、借地解消のために用地買

収、この交渉に順次入っていきたいというふうに考えております。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  下山議員。 

○６番（下山祥二君） いろいろな事情があるでしょうけれども、借地の面積に乖離があると

いうことは、ある意味税金の無駄遣いで、いまだに高額な不要な借地料を支払っていること

になります。一刻も早く解決をして、市民に言いわけができるように、そのように考えます

ので、再度取り組みの強化をお願いいたします。 
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  それでは、最後④ですけれども、一昨日から多くの議員により台風15号、19号の災害対策、

伝達そして復旧についての質問がありました。個別詳細な質問は重複しますので避けますけ

れども、今回の２つの台風は幸い伊豆市内において人的な被害もなく、どうにか甚大な被害

は避けることができました。それでも多くの爪跡を残し、結果として多くの教訓を残したと

思います。 

  その教訓をもとに、公共施設の再配置の変更、あるいは防災対策を強化し、ハザードマッ

プの、今作成しているということですが、見直し、または今後予定している大型事業の変更、

その必要性は感じていますでしょうか。 

○議長（三田忠男君） 答弁求めます。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） 公共施設を防災の観点から、市長として答弁申し上げますと、まず一

つはさっき申し上げたセンターとなる市役所本庁そのものをどうするかという課題。これは

先ほど申し上げたような今状況です。 

  次に、避難。避難を考えたときには、今回ほど古い施設がたくさんあっても役に立たない

ところがいっぱいあると痛感をいたしました。したがって、指定している広域避難所、それ

から自主的に避難していただく支所の機能、それから地区の集会所も４分の１ぐらいを使わ

せていただいているんですけれども、特に地区の集会所を今あるまま建てかえるのではなく

て、きのう区の再編成の話もございましたけれども、その区の再編成とか地区の集約を強制

するのではなくて、あるエリアで防災にも使っていただける集会所には補助率をかさ上げす

るような、何らかの誘導策で一定のエリアの中で安全に避難できる施設を、全体としてバラ

ンスよく配置する必要性を感じています。 

  もう一つは、市の受け入れのほうですね。一つはボランティアの受け入れ、もう一つは物

資の受け入れ。今、ボランティアセンターは社会福祉協議会が窓口になっていますので、中

伊豆のふれあいプラザになっていると思いますが、必ずしも、あそこで訓練もやったことは

あるんですけれども、必ずしもいい立地でないような気はします。 

  他方、物資の集積場候補地というのは今ありませんので、そことの関連の中で本庁のあり

方、避難所のあり方、支援受け入れ施設のあり方について、相当抜本的に見直すべき時期だ

と思います。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  下山議員。 

○６番（下山祥二君） 11月27日の静岡新聞の朝刊の１面に、まちの中心部に住宅や公共施設

などを集約するコンパクトシティを目指した７県14市町の自治体が設定した居住誘導区域で、

浸水被害があったと、その報道がありました。県内でも伊豆の国や函南町において多くの浸

水被害が発生し、区域の変更など対策が急務であるとコメントされておりましたが、この記

事の内容について、当市はどのように捉えますか。 
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  例えば、新中学校の建設予定地や新ごみ処理場、先ほど来お聞きしている本庁舎について、

その安全性をどのように考えますでしょうか。 

○議長（三田忠男君） 答弁求めます。 

  建設部理事。 

○建設部理事（白鳥正彦君） 静岡新聞のその記事は承知しております。市街地の中で大規模

な避難地となるとどうしても今まで未活用だったそういった湛水地のような公園、河川公園

を利用することが多くて、今回の災害においては図らずもそういったところについて浸水を

するという箇所がたくさんあったと。ただ、大きな広域避難地はもともと地震だとか津波を

想定していたものですから、それと豪雨災害が重なるようなこれだけの大規模な災害がある

とは承知していなかったものですから、それぞれ災害ごとにおいては、地震だ、火災だとい

うことについては機能していると。 

  今回、国土交通省のほうでも来年度以降の国土強靭化の中では、そういった浸水した地域

を補強して安全にするような事業を拡充すると聞いております。したがいまして、伊豆市に

おいてもそういった防災公園を定める際には、そういった事業を活用し、安全な整備を行っ

た避難地とするように事業要望してまいりたいと思います。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  下山議員。 

○６番（下山祥二君） よくわかりました。 

  昨年９月の議会の市長答弁で、合併特例債が再延長になったが、新ごみ処理場と新中学校

の２つの事業が決まらないと今後の大きな事業は進まないと答弁されました。同時に公共施

設の再編成の理解は、市民にとって必要な財政シミュレーションとセットで説明することに

よってわかりやすくなるのかなというようにも答えております。 

  先日の８日の全員協議会で、平成30年度に示した財政シミュレーションを見直し、新たな

今後10年間の伊豆市財政シミュレーションが議会に示されました。 

  そこで、お聞きします。昨日、他の議員さんからも一般質問がありましたけれども、新た

な伊豆市財政シミュレーションの中に、今後見込まれる大型事業の一覧があります。市民生

活にとって必要かつ市民の安全安心のために時間をかけずに早期に事業着手しなければなら

ない大型事業、その優先順位はどのように考えていますか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  総務部長。 

○総務部長（伊郷伸之君） 大型事業につきましては、30弱の事業を挙げさせていただいてお

ります。その中には、平成30年度に示したシミュレーションのときにも示し継続している事

業、また今回のシミュレーションで新たに事業立てしているもの等がございます。 

  その中で優先としましては、既に予算化をお願いして動き始めているもの、動きつつある
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もの。それらについては事業を迅速に、特に合併特例債を使う場合は令和６年までしかあり

ませんので、既に事業着手または事業の調査費等をお願いしているものについては迅速に進

めていきたいと考えております。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  下山議員。 

○６番（下山祥二君） 台風15号、19号の教訓として、防災の関連の大型事業は、合併特例債

の活用がそれはベストではございますけれども、特例債とは関係なく、待ったなしの喫緊の

事業であると思います。今年度、青少年健全育成大会の会場でも参加者の方々から、子供た

ちが安心して遊べる場所、公園がほしいと切実な意見が出ていました。伊豆市内の各地でそ

れぞれの家の近くに公園を配置することは、それは無理であろうと思います。ただ、市内の

中心にその憩いの場、コミュニケーションの場を兼ねた子供たちにとって魅力のある公園は、

市民の安心安全対策だけではなく、今後の伊豆市の人口減少対策としても重要な事業である

と改めて思いました。 

  市長に再度確認します。私は防災対策を兼ねた公園整備は、今回の台風の教訓としてまさ

しく喫緊の課題であるとそういうふうに思うんですが、市長はどのようにお考えですか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） 防災機能を独立して、それだけで持つのはやっぱり非常に不効率です

ので、一般的には総合公園あるいは運動公園、愛鷹もそうですし、そういった使い方をする

わけですね。ちょっと、愛鷹は山の上ですけれども、ある程度立地がいいところにつくる。

それで、伊豆市の場合にも、それを無理くりこじつけているわけではなくて、子育て世代か

ら非常に要望の強い拠点的な公園、それから、先ほど申し上げましたように欠けている物資

の集配等を含む防災機能を備えた、かなり広い空間が必要、これを考えれば、やはり市民の

公益を考えると合理的にはそれをあわせ持たせる空間をつくることが、極めて望ましいんだ

ろうと思います。 

  そこで、今回ほかの議案にも載せさせていただいているんですが、やはり新しい中学校は

防災機能をつけるということで基本方針に入っているものですから、現状では独立的に考え

ざるを得ないわけです。つまり、今決議が通っているのは中学校ですので、そうすると中学

校を設計するときに、独立、単体として防災機能を考える。それは後で設計の変更とか地権

者さんとの話し合いのやり直しとか、そういったものはなるべく避けさせていただきたいの

で、今私が思っているのは、こういうものをつくらせてくださいというのではなくて、こう

いう調査をさせてくださいと今考えているわけです。 

  それはやはり、人口重心を考えたときに、それから病院配置を考えたときに、やっぱり修

善寺駅から余り５キロ、６キロ離れていないところで、新しい投資をするところで総合的に

考えることが一番合理的、効果的ですから、まずはその調査はさせていただきたい。その上
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でどこまでできるのか、何が足らないのか。それについて一つずつ検討をする余裕をいただ

きたいと考えています。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  下山議員。 

○６番（下山祥二君） 今後は南海トラフの地震を初め、地球温暖化によって大型台風、豪雨

災害のリスクは年々高くなり、今まで想定していた基準をはるかに超える災害対策をすべき

であると思います。行政として市民の命を守り、発災後の迅速な災害復旧対策に向けて、今

後の公共施設のあり方を考え、再配置の取り組みに進めるべきことを強くお願いして、私の

一般質問を終わります。 

○議長（三田忠男君） これで下山祥二議員の質問を終了いたします。 

  ここで、10時45分まで休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時３３分 

再開 午前１０時４５分 

 

○議長（三田忠男君） それでは、休憩を閉じ、会議を再開いたします。 

 

◇ 山 口   繁 君 

○議長（三田忠男君） 次に、２番、山口繁議員。 

〔２番 山口 繁君登壇〕 

○２番（山口 繁君） 皆さん、こんにちは。議席番号２番、市民第一クラブの山口繁でござ

います。 

  議長より発言の許可をいただきましたので、通告書に基づいて一般質問させていただきま

す。 

  ２つほど用意いたしまして、いずれも市長に答弁を求めます。 

  １つ目、総合計画と各部門における政策を実行するための計画、戦略などとの連携、整合

性について。 

  市の最上位計画と位置づけられている総合計画は、現在第２次計画が進められています。

期間は平成28年度から平成37年度、令和７年度になりますが、までの10年間で、現在は前期

計画の５年間の４年目に入っております。また、各部門には、その重要な政策を実行するた

めの中期、あるいは長期にわたる計画や戦略などがあります。その一部について列挙してみ

ることにします。 

  ちょっと小さな字で書いてありますが、１から11まで、そしてこれはほんの一部でありま

すが、１番目は伊豆市建設計画であり、２つ目は伊豆市まち・ひと・しごと創生総合戦略、

このように四角囲みで11個用意し、その後ろに期限、期間を記載しておりますので、御一読
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いただければありがたいと思います。等々ありますということです。 

  そこで、市の最上位計画である総合計画と各部門の計画等についての連携や整合性につい

て質問いたします。 

  ①一部挙げさせていただいた各部門の計画等においては、総合計画との関係を意識した記

述のあるものやないもの、計画期間、年数を合致させようとするものやそうでないものがあ

ります。最上位計画との統一感がとれていないように思いますが、これをどのように考えま

すか。 

  ②伊豆市の最重要の課題は、人口減少に歯どめをかけることであることは、再三、市長が

表明してきたとおりです。 

  第２次総合計画では、最終期限である平成37年度、令和７年度になりますが、その人口を

２万8,500人としています。そして人口減少対策に取り組むための方向性を整理するものと

して位置づけられている、まち・ひと・しごと創生総合戦略では、それに沿った人口ビジョ

ンを示しています。それによると、平成30年のビジョン目標で３万1,060人ですが、実際人

口、国調ベースの推計でありますけれども２万9,879人と、既に1,100人を超えるマイナスギ

ャップがあります。 

  まち・ひと・しごと創生総合戦略は、令和２年度からは新たな５年間計画となります。そ

こで示す人口減少対策は、最上位計画である総合計画の令和７年度の設定人口２万8,500人

を無視することはできないと思いますが、その点についての見解を伺いたい。 

  ③４町が合併をし、伊豆市になって15年余が経過しました。この間、行政改革については

５カ年計画で実施してきており、明年３月末には第３次計画の期末を迎えます。 

  １）おさらいの意味を込めて、まずは第１次及び第２次の計画について、その主な狙い、

その得られた成果等について説明願います。特に合併からの経時変化により、１次、２次の

計画の論点、視点が異なっていると思いますので、そのあたりを含めての解説をお願いした

い。 

  ２）その継続で策定された第３次計画は、いまだ中途ではありますが、来年３月の計画期

末までの最終盤に入っております。この計画のポイントと現時点での成果評価について説明

願いたい。 

  ３）行政改革は今後も引き続いていくものと思われます。これまでの計画の成果を土台と

して進展をさせようとするはずですが、次期計画の骨格となる部分をどのように設定しよう

としているのか、現時点での見解を示していただきたい。特に、合併から15年余を経過して

いますので、財政に着目した定量的な改革から庁内組織の機能や職員力の向上といった質の

改革を目指すべきと思いますし、第２次総合計画の後期計画より１年先行することになりま

すので、そのあたりの関係性を含めた見解を伺いたい。 

  大きな２番、改めて、市長に３期12年の市政総括をお願いしたいというタイトルでありま

す。 
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  ９月定例会でも取り上げましたが、人口減少問題を最大の課題としてきた菊地市政３期12

年についての総括が、私個人の理解力の問題なのか必ずしも満足のいくものではなかったた

め、改めて問います。 

  ①人口減少危機宣言を発するなど、伊豆市の最大の課題は人口減少問題をどのように解決

していくかであると思います。危機宣言を発して以降、これまでの10年余における具体的施

策を挙げていただき、その経過と結果、評価について説明願いたい。特に、政策の３本柱と

して掲げていた雇用の創出、所得の向上、定住の促進がどのように進展したのかという点に

ついて。また、人口減少問題を担当する特別な部署をつくることなく、全ての部、課がこの

問題に取り組むように指示をしたとのことでしたが、それぞれの部、課は日常業務に加えど

のような特徴的な取り組みをしてきたのか。 

  ②人口減少対策に資するといわれた文教ガーデンシティ構想が中止となりました。市長の

政策公約の大黒柱というべきものが、議会において同構想を進めるための関連予算が否定、

いわゆる関連予算を除く修正予算が可決されたということにより、市長権限である議会可決

に対する拒否権の発動、再議権の行使でありますが、をされましたが否決されました。この

瞬間が菊地市政の一つの分岐点であったと思います。 

  さらに、見逃すことのできないのは、その文教ガーデンシティ構想の失敗の本質について、

今なお模索し続けているところだとのことでした。これでは、一般的に多選批判が始まると

言われている４期目の続投について、多くの市民の理解を得ることは難しいのではないかと

思います。 

  来春の市長選への対応については、９月定例会の私の質問に対し、何も考えていないとし、

市民の皆さんの声によって決めたいとのことでした。この定例会で表明をされておりますけ

れども、この３カ月間、市民の声についてどのような場でどのような意見をお聞きになった

のでしょうか。これを伺いたい。 

  ③総括の範疇に入るものと思いますが、唯一、市長からいただいた答弁の中に反省すべき

点として、議員との共通の価値基準を持ちながら議論することができなかったというのがあ

りました。その議論のテーマとして「伊豆市の将来像」を挙げられましたが、そのことにつ

いて市長が描いているのはどのようなものなのか。そして、そのイメージした姿への到達度

合いは、現時点でどの程度のものであるのかということを改めて伺いたい。 

  以上であります。よろしくお願いいたします。 

○議長（三田忠男君） ただいまの山口繁議員の質問に対し、答弁を求めます。 

  市長。 

〔市長 菊地 豊君登壇〕 

○市長（菊地 豊君） 総合計画と各部門との関係について、まず答弁申し上げます。 

  総合計画においては、基本構想において伊豆市の将来像を初めとした、まちづくりの方向

性を示した上で重点的に取り組むテーマを示し、そうしたまちづくりの基本方針を受け、具
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体的な施策等を盛り込んだ基本計画を策定しています。 

  一方で、各部門で策定している計画については、当然のことながらまちづくりという視点

で総合計画と関連性を持って動いておりますが、関係法令によりその策定や主要な項目、計

画期間等が位置づけられているものも多く、それぞれの目的や目標達成のために必要な計画

としてまとめられておりますので、直接的に総合計画との関係性が見えにくくなる場合もあ

るかもしれません。 

  年数についても議員の御指摘のとおり、統一させることが望ましいとは思いますが、例え

ば伊豆市まち・ひと・しごと総合戦略は、国の法施行、国の総合戦略の趣旨に合わせて、平

成27年度に短期間で策定し、期間についても国と同様に平成27年度からの５年間にすること

が効果的であることから、総合計画の期間とずれる形となることは、やむを得ないことであ

ると考えています。 

  詳細については、それぞれ担当する部長から答弁をさせます。 

○議長（三田忠男君） それでは、続いて総合政策部長。 

○総合政策部長（堀江啓一君） それでは、私のほうから②について説明をさせていただきま

す。 

  総合計画や総合戦略における目標人口についてでございますが、総合計画における令和７

年度の２万8,500人という人口目標は、平成27年度に策定しました第１期総合戦略の人口ビ

ジョンとあわせる形で設定したものになります。人口ビジョンにつきましては、年度ごと、

振り返りながら分析することは大切であると考えておりますが、計画としては最終目標であ

ります2040年の人口を市民の皆様とも共有しながら取り組むことが大切と考えております。 

  第１期の人口ビジョンについては、その2040年の最終目標を２万3,000人としたわけでご

ざいますが、実績として議員がおっしゃるとおり、平成30年度において計画を若干下回る差

が生じております。今回策定する第２期人口ビジョンでは、国勢調査結果や転入転出による

社会増減、出生死亡による自然増減をしっかりと確認し、また、引き続き真に人口減少に必

要な施策を検討していくなどした上で、2040年の目標を第１期人口ビジョンと同じく約２万

3,000人とする方向で調整しているところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（三田忠男君） 続いて、総務部長。 

○総務部長（伊郷伸之君） 次に③でございます。 

  まず、１点目の第１次と第２次の行政改革の狙いと成果ということですが、第１次計画を

策定した時期は合併した直後であり、職員数が多過ぎると言われる一方で、旧４町の事務を

一まとめにまとめる作業で苦労していた時期でございました。このため、定員管理の適正化

が特に重点を置いておりました。その結果、平成17年度から21年度までの５年間で職員削減

数は76人、事務事業の見直しによる経費削減などの取り組みを含めた全体では約11億9,000

万円の効果がございました。 
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  また、第２次計画を策定した時期は世界的にも経済不況を迎えておりました。税収の削減

や交付金の減額が予想され、限られた財源の中で行政サービスを継続していくには、事業評

価による大胆な見直しや不用市有財産の処分を進めていかなければなりませんでした。その

結果、旧中伊豆荘や旧ふじみ幼稚園の売却により、約１億4,000万円の収入、また第１次計

画と同様に定員管理適正化により職員削減数を39人、その他の取り組みを含めた全体では13

億5,000万円の効果がございました。 

  ２つ目の第３次計画についてですが、第３次の計画策定時期は合併特例による地方交付税

の優遇措置が段階的に削減され始める時期でもあり、財政状況がより厳しくなっていくため、

それまで以上に事業の必要性や効果を十分に検証し、市が担うべき事業を選択していくよう

当時は考えておりました。 

  特に、合併により近隣市町より公共施設が多く配置され、その多くの施設の老朽化が進み、

人口減少の影響で施設の利用需要も変化している中、適正な供給量と配置を検討する必要が

ありました。また、事業を選択していく中で、地域にできることは地域でやってもらい、そ

ういった地域に行政は惜しみなく協力をしていく考えがございました。新たな自主財源を創

出する必要もあり、ふるさと納税のさらなる増収を目指しておりました。その結果、平成27

年度から30年度までの４年間でございますが、ふるさと納税による寄附収入が約９億1,600

万円、また人件費につきましても職員削減数が14名となっております。 

  続いて３点目の第４次計画の大綱でございますが、これまでの行政改革により職員の削減

や歳出の削減では一定の効果が上げられておりましたが、これ以上の量的削減による効果と

いうのはなかなか難しいと考えております。第４次では、これまでも効果のある量的改革は

継続しつつも、職員の意識改革や能力向上に向け、新たな手法を用いた質的改革にも挑戦し

ていきたいと考えております。また、市民が地域のまちづくりを自主的に行える、そして市

民が行政に自発的に参加していただける環境づくりも、引き続き行っていきたいと考えてお

ります。 

  今までの５年ごと見直しをしていた行政改革大綱ですが、総合計画よりも１年先行してお

ります。このため次の第４次の計画期間を６年間とし、次期計画では総合計画と同じ時期と

する、そのように考えております。これによって、総合計画とより連携がとれた行政改革に

つながっていくものと考えております。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） 再質問はありますか。 

  山口議員。 

○２番（山口 繁君） どうもありがとうございました。 

  １番目の整合性といいますか、当然総合戦略とそれから各部門計画、分野別計画との整合

性はあるという答えだし、それから法令とかいろんなことに基づいて若干の計画期間のずれ

とか、最終年限のずれとかいうことがあって、なかなか総合計画に合わせるのがいいんだけ
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れども、合わせることができないよということに関しては、多分そういうことだろうなとい

うふうに思っていました。 

  たまたま挙げさせてもらった11の計画に関してでありますが、既にそういうことはありな

がらも、例えば総合政策部がやっている生活交通ネットワークの計画というのは９年間とい

う、いかにも中途半端な年数なんだけれども、これはなぜかというと総合計画の最後に合わ

せるからなんですね。そういうことをされている。総合政策部は総合計画の主管部でありま

すから、そういうことを合わせようということを結構意識してやられているのかなという思

いがあるんですが、総合計画を主管する総合政策部として、ほかの部門に対して部門計画な

り分野別計画をつくるときに、なるべく総合計画に合わせてやってくれと。ただし、法律の

どうしても縛りがあるというのは無理なんだけれども、縛りがなければ可能な限り、合わせ

てくれよというような指示みたいなものを出しているのでしょうか、いないのでしょうか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  総合政策部長。 

○総合政策部長（堀江啓一君） 議員がおっしゃいましたとおり、当然、総合戦略課における

ものにつきまして総合政策部になりますけれども、それにつきましては交通ネットワーク限

りという形で９年間ということですけれども、前期が４年間、後期が５年間という形で我々

がやるものに対しては当然考えてやっています。 

  もともと総合計画というのがありますので、多分直接的な指示は出しておりませんけれど

も、当然総合計画に基づいて各部、連携しながらやっているところがありますので、当然そ

れを考慮しながらやってくれると思います。最終的にはまち全体が同じ方向を向いていくと

いう形で進んでいると思います。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  山口議員。 

○２番（山口 繁君） 法律の制約があったらどうにも仕方がないことなんですが、やはり各

部門には総合計画を主管している総合政策部として、やっぱりきちっと合わせられるものは

合わせてよということをやってもらったほうがいいんじゃないかなというふうに思います。 

  というのは、計画というのはある年限で、総合計画のもとで最上位計画のもとにやって、

部門計画をやるわけですけれども、それをきちっと総括をして、そして次の計画をつくると

いうことのいわゆる材料にしていくということの繰り返しをやっていくわけですね。そうい

う意味では総合計画と期間が整合しているということは物すごく大事なことだと思うので、

その辺は十分意識してやっていただけるとありがたいなというふうに。ただ、法律上どうし

てもそれができないということであるならば、それは仕方のないことです。 

  その上で、総合政策部が今、手がけている、これは計画という名前ではないんですけれど

も、まち・ひと・しごと創生総合戦略というのがありますね。これは市長の先ほどの答弁で、

これについてはお金をもらうということもあるんだろうけれども、国の何かに合わせている
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と。１年ずれているやつね。ということだったんですが、これは地方版総合戦略等のＱ＆Ａ

というのが国から出ているんですけれども、それを見ますと、やはり同じようにこの総合戦

略と総合計画をつくっている市が１年ずれているというのがあるんですよね。これを合わせ

ることはできないかという質問をしているんですね。それに対して合わせることはできます

と言っているんです。合わせることはできます、ただし、いろんな条件があります。交付金

をもらうというようなこともあるんで、その辺の計画をきちっと入れた上で合わせる。 

  やはりその市も総合計画と合わせたほうがいいという考え方があると思うんですよね。そ

ういう意味ですから、その辺を研究をしていただいて、来年令和２年度からスタートするの

は、５年間計画ではなくて６年間にして。先ほどどこかありましたよね。総務部長の６年間

に合わせるという、そういう答弁をいただきましたけれども、同じように年数は一緒ですか

ら総合戦略もそれに合わせるという研究ができないかどうか。ちょっとその辺を確認をして

いただきたいなというふうに思いますが、その点に関してはいかがでしょうか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  総合政策部長。 

○総合政策部長（堀江啓一君） 今、議員おっしゃいましたＱ＆Ａにつきましては、私のほう

も承知しております。ただ、伊豆市としますとやはり国、県とのつながりがありましたので、

当然県とのつながりが強かったものでございますから、今回につきましては、国のほうでは

計画期間に合わせていただきたいと考えていますという形で答弁しております。その後にや

むを得ない場合とありますけれども、その形で伊豆市としては平成27年度から５年間という

形で考えました。 

  次の期間、６年間ということでございますが、これにつきましては最終的に国のほうにも

聞いてみましたけれども、まだその先がなかなか読めないというところがありますので、伊

豆市としても６年間というのを考えるべきだというところもあったんですが、現在のところ

は国の意向というか考えもありますので、今は考えておりません。 

○議長（三田忠男君） 再質問。 

  山口議員。 

○２番（山口 繁君） 今の１点ですけれども、その先が読めなかったら総合戦略の最上位計

画だから合わせたらいかがですかと、合わしたいんですけれどもということは言えないんで

しょうか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  総合政策部長。 

○総合政策部長（堀江啓一君） まだその辺で合わせることも可能なのかもしれませんけれど

も、伊豆市としますと今のところちょっと国のほうの意見も聞いた上で、そういう形の判断

をしたところでございます。 

○議長（三田忠男君） 再質問。 
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  山口議員。 

○２番（山口 繁君） わかりました。 

  それから、伊豆市建設計画というのがありますが、これは新市建設計画ということで昨日

も小長谷朗夫議員からの質問でも取り上げられました。いつまでが新市かというような議論

があったんですけれども、私はそれもあるんですけれども、それ以外に計画期間がこれ延び

ているんですよね。合併したときに10年間計画でつくった。合併特例債ですか、影響があっ

たのは。それで延びた。延びた、延びた君でまた延びた君ですよね。計画というのは、何か

の影響でどんどん尻が延びていくというのは、どうも考えられない。やっぱり計画というの

は期限を区切って、その中で何ができて何ができなかったかということをきちっと総括して、

それで次の計画をつくる。 

  伊豆市建設計画であるならば新市建設計画であるならば、10年間というのがまずあったん

だから、その10年間をやり、そこで一度閉じて、そして今までできたことは何だ、できなか

ったことは何だ。そして第２次伊豆市建設計画なら、もっと違う名前がいいのかもしれませ

んけれども、そういうのをつくるというようなやり方をするべきじゃないかなというふうに

思うんですけれども、その辺の見解を伺いたいと思います。 

○議長（三田忠男君） 総合政策部長。 

○総合政策部長（堀江啓一君） 当然、合併前に伊豆市建設計画つくりましたけれども、それ

は伊豆市の総合計画に引き継がれているということで、全員協議会等でも答弁させていただ

いています。ですから、当然新しくなれば総合計画を今回、第２期のをつくりましたし、次

はまた第３期という形で受け継がれていくものと考えています。 

  ただ、このまちづくりにつきましては合併特例債の関係で、使える期間が延びているとい

うことがありますので、この計画自体はどんどん延びているというのがありますけれども、

このもともとの精神につきましては総合計画のほうに引き継がれていると考えているところ

でございます。 

○議長（三田忠男君） 再質問。 

  山口議員。 

○２番（山口 繁君） 総合計画に引き継がれているということであるならば、この総合戦略

は１年早いんですね。１年早いんですよね。だから今度つくるときには、令和２年度から５

年間だから６で終わる。だけれども、総合計画は令和７年度なんですよね。その７年に合わ

せるということはできないんですか。合併特例債は６年までだけれども。建設計画はもう40

年か。じゃなくて、とりあえず令和６年までですよね。それを７年までとすることはできな

いんですか。総合計画に合わせて。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  総合政策部長。 

○総合政策部長（堀江啓一君） 建設計画は国のほうで５年間という形の制限がありますので、
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５年間という形で述べさせていただきます。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  山口議員。 

○２番（山口 繁君） はい、わかりました。やっぱり国のほうが上位ですよね。幾ら市の中

で最上位計画が総合計画だといっても、合併特例債を企画する国のほうが上位だということ

ですね。わかりました。 

  それから、そうしたら、伊豆市の公共施設等総合管理計画、これは40年という区切りだっ

たかな。余りにも長いんで、これは総合計画が逆に10年ごと、ずっと仮にいったとして、１

年ずれるんですよね、最後に。でもこれは無理やり合わせるということじゃなくて、40年と

いう長期のラウンドナンバーで区切った区切りの年数を優先させたということで、理解をし

ます。 

  それから、その次は第１次伊豆市いのち支える自殺対策行動計画、これは健康福祉部です

が、これは最上位の計画は総合計画ですときちっとうたっています。健康いず21計画の分野

別計画とするとしています。健康いず21計画の最終年度は令和４年なんだけれども、いのち

支える自殺とはまたちょっとずれている。総合計画にも合っていないし、分野計画だという

健康いず計画にも合っていないし、これはどういうことですかということを尋ねたい。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  健康福祉部長。 

○健康福祉部長（右原千賀子君） すみません、今のところは私のほうではまだ確認をしてお

りませんでしたので、確認をして報告させていただきます。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  山口議員。 

○２番（山口 繁君） これはやっぱり国の何かお金をもらう何かのやつだそうですよ。ちょ

っと調べておいてください。そういうことだそうですから、どうも合わなくても仕方ないの

かなということのようです。いわゆる国の健康日本21という計画の最終評価の年度に合わせ

てあるということのようですから、ちょっとその辺は見ておいていただきたいなと思います。 

  それから、あとは、そんなところですね。まだほかにもいろんな計画があって、いずれに

してもこれ、全体を見ますと総合計画に準拠をして、代表的な整合性は必ずとれますと。そ

れからできる得る限り年度も合わせるんだけれども、法律や交付金とか補助金の関係で合わ

ないようなところもあるのでということを整理をさせていただくということで、よろしいで

すね。はい、わかりました。 

  そうしたら、将来の人口設定についてというところでいきますが、2040年の目標の２万

3,000人に合わせるということで、これをつくっているということなんですが、今度のこの

１年ずれもずれを合わせないですよね。合わせるかどうかというのは、さっき言ったか。ち

ょっと研究してくださいということなんだけれども。今、考えている令和７年度の２万
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8,500人に対してはやはり1,000人以上ちょっとギャップがあるんでしたっけ。あるんですね。

わかりました。それはそれでしようがないのか。最上位の計画だけれども。それからいくと、

総合計画よりもひと戦略のほうが上位の計画みたいになっちゃうんだけれども、それはそれ

でいいですか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  総合政策部長。 

○総合政策部長（堀江啓一君） もともと第１期総合戦略につきましては平成27年度につくり

まして、それをもとに総合計画の２万8,500というのを出していますので、もともとがそち

らがありましたものですから、2040年を２万3,000人という数字は変えていないということ

でございます。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  山口議員。 

○２番（山口 繁君） 第１次でつくったので、第１次の総合戦略でつくったので、総合計画

の２万8,500人ははじき出されましたということですね。それで、では今度は第２次でやっ

たらば、２万8,500人を下回っちゃって、結局、だからどうなるんだ、どっちが最上位にな

るんですか。やっぱり総合計画が最上位という見方でいいんでしょうか。ちょっとよくわか

らなくなっちゃった。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  総合政策部長。 

○総合政策部長（堀江啓一君） 当然まちの計画につきましては、総合計画が最上位であると

思いますけれども、人口減少対策という形で国が示されたビジョンに基づきまして、人口は

算出しております。そのときの第１期が先ほど言いました2040年に２万3,000人という形で、

今回見直しの時期に来ているわけですけれども、第２期におきましてもその目標は変えずに、

頑張っていこうという形で2040年の２万3,000人を変えていないということでございます。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  山口議員。 

○２番（山口 繁君） わかりました。もう２万8,500人はこだわりませんが、やはりいずれ

にしても人口が減少していることをどうやって食いとめるかということの政策です。もう一

つ別に総合計画には合計特殊出生率の1.25から1.69に上げるというようなこととか、同世代

人口は200人でしたっけ。それにするというのがありますよね。それに対するやっぱり具体

的な施策、一体今まで何してきたのかというのが、ちょっと見えてこないんですよ。そこら

をちょっと何か解説するようなことがありましたら教えてください。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  総合政策部長。 

○総合政策部長（堀江啓一君） 2040年に２万3,000人という目標につきましては、最終的に
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出生率につきましては2035年に1.69にしたいということで考えています。これにつきまして

は、県のほうが2.07という目標を立てておりますので、その2.07に基づいて伊豆市の場合は

1.69という数字が出ております。それを2035年に達成しまして、ある程度2030年につきまし

ては、社会減少、これを流出流入をゼロにするという形で２万3,000人という目標をたてて

おります。今までも人口定住のための補助金であるとか、子育てのいろんな形での支援とい

う形でやってきましたので、それを引き続き、継承しながら、今、人口ビジョンの検討委員

会もやっておりますので、その中で新たな政策については考えていきたいと考えております。 

○議長（三田忠男君） 再質問。 

  山口議員。 

○２番（山口 繁君） 県の2.07というのは多分その人口を維持するための2.07。2.07を特殊

出生率にすれば、人口は減らずにいけるというところが2.07というところだと思うんですね。

それに対して、県が2.07だから1.69にしましたということは、要は子供は少なくなり続けま

すよということを宣言したに等しいんですが、さらに実態は今はまだ下ですよね。きのうか

おとといの話では1.30かなということだったと思うんです。私が聞きたいのは、だからその

1.30が1.69になるかどうかわからないけれども、少しでも上げていくということに関して、

どういう政策を打つんですか。年次200人ということに関してどういう政策を打つんですか

ということを聞きたい。打っていましたかということも含め、これからこういう政策を打っ

ていきますということも含めて。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  総合政策部長。 

○総合政策部長（堀江啓一君） 政策につきましては、今までも議会の中で何遍も答弁させて

いただいていますし、人口がある程度社会減も少なくなってきているという状況があります

ので、今までの政策について特に間違っていたとか、そういうことはないと思いますし、こ

れからはそれは維持していくと思います。ただ、これからやはり実際は減っているというこ

とがありますので、今、先ほど言いました人口ビジョンのための委員会も開かれております。

その中である程度お示しをして考えていきたいと思います。 

○議長（三田忠男君） 再質問。 

  山口議員。 

○２番（山口 繁君） 特殊出生率だけ考えてみますと、やっぱりこれの計算方法の構造をや

っぱり理解するべきだと思うんです。これは、15歳から49歳までの女性の産んだ数の平均の

云々という、５歳刻みで計算したと、そういう計算方法があるんですけれども、要は子供の

数が分子で下が15歳から49歳の女性の数なんですよ、伊豆市の。子供の数が減ったとしても、

それ以上にここが減っていれば、逆に出生率高くなるんです。 

  だから、何をしたいかといえば、やっぱり子供を産む人、子供の数をふやすにはやっぱり

子供を産む人たちをふやす。だからなるべく伊豆市にいてよということと、そういう世代の
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人たちにぜひ来てよという政策を、きちっと具体的に打たないと、この数字を上げていくと

いうことはなかなかできないということですので、その点は御理解いただきたいと思います。 

  わかりました。それで、行政改革のほうに行きますが、総務部長のほうから丁寧に１次、

２次の計画のいろんな成果、それから金額的な成果ですね。特に１次、２次は財政的なもの

を追っかけていたということがあり、３次もそういうことなんですけれども、いろんな経済

背景があった中で頑張ってきたということの総括だろうというふうに思います。 

  ３次計画、今進んでいて来年３月に切るやつなんですけれども、ここで４本柱を立てたん

ですね。選択と集中、質の改革みたいなものとか、職員の意識改革と行政組織の見直し、そ

れから持続可能な財政運営。それから市民との協働ということなんです。やっぱり一番大事

なのは、これからやっていかなきゃいけないのは職員の意識改革、それから行政組織の見直

しのところだろうと思うんです。これをやることによって、１、２も３もしっかりしないと、

１も３を進める上で、２がそれがしっかりしていないとうまくいかないということだと思う

んです。 

  第３次計画でこの４つの柱を進めてきたということに関して、これをさらに４次計画に結

びつけていくというのはやっぱり総務部長が言われたように意識のところ、いわゆる金目の

量的なものではなくて質的なものを入れていくという理解でもう一回、質問なんですけれど

も、それでよろしいですね。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  総務部長。 

○総務部長（伊郷伸之君） 最初の答弁でも申しましたとおり、まず量的な改革、これはやは

り継続していかなきゃならないというふうには考えております。特に１次、２次につきまし

てはもう職員の数をとにかく減らして、それは全国的に公務員の削減というものが叫ばれて

おりました。特に合併した４町が一緒だったものですから、１自治体としては相当数が多い

ということで、まず職員の削減を目指し、それによって財政的経費の削減。それを１次、２

次にはある程度実施をしてきたと。 

  それが一つあるんですが、やはりまず職員の量的削減には正直ちょっと限界に来ていると

いうのは実感でございます。それにも増して、いろんな今、議員最初に示していただいたよ

うに計画づくりとか、いろんなものが国、県からも求められております。それにはやはり職

員の質的、ちょっと能力というと語弊があるんですが、質的なものというのはどんどん改革

していかなければならないと。職員はもう減らせられない、ふやせられない。仕事はふえて

いく。そうするとやはり一人一人のマンパワーというのは大事になっていくなと。このあた

りはやっぱり取り組んでいかなきゃならないと考えております。 

○議長（三田忠男君） 再質問。 

  山口議員。 

○２番（山口 繁君） これからの行政改革は量的なものも追い求めるけれども、プラスして
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質的なほうにウエイトを多くしてやっていくということの御発言だろうと思います。やっぱ

り機能的な庁内組織のあり方であるとか職員力のアップ、そういうことが注目されると思う

んですけれども、自治法が改正されまして、内部統制の仕組みをつくりなさいということが

あります。ただ、これは県とか政令指定都市とかというところに義務づけられたということ

で、伊豆市の場合は義務づけられてはいませんが、努力義務でやるということは間違いない

ことだと思うし、将来に向かって必ずこれは努力義務から義務規定になっていくんだろうと

思うんです。そういう意味では、まさにこの行政改革のところに関連するところであります

ので、その内部統制の仕組みをきちっとやっていく。コンプライアンスを意識したというよ

うなことも含めてやっていかなきゃいけないと思うんですが、その点に関してはどのように

考えますか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  総務部長。 

○総務部長（伊郷伸之君） 以前の山口議員の御質問で監査委員事務局の問題がございました。

市としての監査委員事務局のあり方の御指摘をいただいた時に、私も市町村にも内部統制が

努力義務が課されていると。それは監査委員事務局の御指摘とあわせて内部統制を今後どう

制度化していくかと、あわせて考えさせていただきたいという答弁をさせていただいたとお

り、当然人口３万人ぐらいの市ですので、やはりまずは近隣、東部の市町の動向を見ながら、

市としても今、総務課のほうが担当するように組織的にはなっておりますので、これはしっ

かり進めていきたいと考えております。 

○議長（三田忠男君） 再質問。 

  山口議員。 

○２番（山口 繁君） やはり内部統制の仕組みは検討にぜひ入ってもらいたいなと思います。

やっぱりこれは組織的な取り組みを徹底することによって、市長にとってもメリットは絶対

的に出てくるわけです。マネジメントの強化ができるということであるとか、政策課題に関

して重点的な資源投入というようなことも考えられる。職員にとっては業務の効率化である

とか、それから安心して働ける、今働き方改革なんて言っていますけれども、そういう魅力

的な職場環境をつくるということができますし、市民にとってもいわゆる信頼に足る行政サ

ービスを享受するといいますか、受けるというか、そういうことができるということです。 

  大変重要な問題です。やはりもうその典型的なのは議会事務局と監査委員事務局のやつは

ぜひぜひ、ここのところはもう一丁目一番地のコンプライアンス、いわゆる内部統制の世界

だ。何たって監査される側が監査をする事務局をやるなんて、こんなおかしな話はないわけ

で、ここのところはぜひよろしくお願いしたいなというふうに思いまして、まだほかにもあ

るのですが、次にいっていただきます。 

○議長（三田忠男君） ２番目ですね。改めて３期12年の市の総括。 

  答弁を求めます。 
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  市長。 

○市長（菊地 豊君） では、２つ目の御質問にお答えを申し上げます。 

  まず、人口減少危機宣言の中の雇用、所得、定住なんですが、これは個別具体的に幾つか

の事業あるんですが、数字だけきょうは申し上げたいと思います。 

  実は２日前に鈴木議員にお答えした数字を１つ、私訂正しなければいけないんですが、伊

豆市の経済活動別総生産、これ県のデータのほうが修正をされていて数字が別の表に上書き

されていましたものですから、平成20年、私が市長になったときの経済総生産、伊豆市の、

1,009億円と申し上げましたけれども999、平成20年は999億円で、直近のデータが開示され

ている平成28年の伊豆市経済総生産が1,009億円。これを、人口が減っていますから１人当

たりにすると、平成20年が274万円で、平成28年は１人当たり315万円という経済規模になり

ます。 

  問題は市民所得のほうでして、市民所得と経済総生産は違いますので、市民所得は著しく

減っています。平成20年が約850億円、平成28年が約770億円ぐらいで、市民所得の総数は大

分減っています。その中で一番深刻な数字が雇用者報酬。雇用者報酬の総額が平成20年約

670億円で、平成28年約570億円。ただ１人当たりは人口が激減していますので、１人当たり

は240万円から250万円に伸びているわけです。 

  この間、伊豆市内の大きな雇用を抱えている観光でありますとか、医療介護の雇用者報酬

が激減したようには思えませんので、これからは推測になりますけれども、やはりサラリー

マン世代、雇用者である現役世代が激減しているんだろうということは、これは推測をされ

て、それが人口問題につながっているということも推測をされるわけです。 

  雇用と所得のこれまで講じてきた個々の具体的な施策は、過去何度も答弁申し上げており

ますので、ここでは申し上げませんが、そういったことが数字ではやはり確認できるのでは

ないかと思います。 

  それから、２つ目のところで、文教ガーデンシティが否決により頓挫したのが大きな分岐

点ではないかということでは、まさにそのとおりです。そこで大きく私の政策は進まなくな

り、時間を大きく停滞させていることはまさにそのとおりでございます。 

  ９月の上旬だったでしょうか。議員から次の選挙に御質問いただいたときは、市民から見

ると市長は引き続きいろんな業務をやっていたように多分見えるんだと思いますが、９月い

っぱいまで私の脳みその99％はごみ焼却場。ひたすら新しいごみ焼却場を成立させることが

思考のほぼ全部を占めていて、とても次の市長選挙のことを考える、相談する時間はゼロ時

間でございました。 

  それ以降、現実問題として先日申し上げましたとおり、残り３カ月、４カ月となりますと、

今度は次の市長選挙のための政策の議論を、やはり市民に提示申し上げなければいけない。

そういった時間的制約の中で、いろんな方と御相談をさせていただきました。 

  ただ、そのときに私は市民の皆さん、後援会と相談したいということを申し上げましたけ
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れども、市民の皆さんに一人一人に、来年どうしたらいいでしょうかという質問は当然いた

しません。私は現職の市長ですから、タウンミーティングを含めていろんな方と意見を伺い

ます。その中で自分がやってきたこと、やろうとしていることの政策が市民ニーズに合って

いるか合っていないかの確認をしてきたわけです。その中で今進めつつある、新たにやろう

としている、既に議会でも提示をしている政策については多くの市民の理解と支援をいただ

いているんだろうというようなことを考えた次第です。 

  最後に、議員との共通の価値基準を持ちながら云々というところで、ついては将来のイメ

ージだということですが、これも３年前には議会にお示ししましたけれども、伊豆市の形と

して、やっぱり中心地である修善寺が、修善寺区域の３％としか市街化区域がなかったわけ

です。駅周辺の点、温泉場の点、修善寺ニュータウンという別荘地の点。駅前、観光地、別

荘地という３つの点だけが市街化区域であったわけです。それを牧之郷の沖ノ原を、あれは

大仁から伸びる市街化区域ですから、都市計画を見直しつつ、日向、加殿を開発し、そして

都市機能であるごみ焼却場が佐野にできることによって、皆さんに図をお示ししました。牧

之郷からベルト状に瓜生野、横瀬、牧之郷を通って日向を通って佐野に至るまで、こういう

おおむね七、八キロのベルト状に新しい地域ができますということを申し上げました。それ

が当時私が描いていたイメージです。 

  ただ、これはこのとおり進みませんし、中伊豆温泉病院が駅から３キロほどの白岩になり

ましたので、そういったいわゆる私が想定したあくまで市の形ですよ、ベルト状ではなくて、

このベルトがどうなるかわからないところ、まだあるんですが、やはりあれだけ大きな病院

が、中伊豆町と修善寺町の接点、町という言い方はおかしいんですけれども、あの白岩地区

にできると、それは当然、その先を何か考えなければいけないです。何か考えなければいけ

ないけれども、そこは農地は病院だけで今手続していますから。かなり大きな病院ができる。

そこは農地に囲まれている。そこをどのように考えるか。 

  そして、今開発計画まで行っていない日向、加殿をどう考えるか。これはとても大きな課

題であって、今、次に進めていない、まだ今年度いっぱいで新中学校の基本計画ができるよ

うですから、なかなか次の大きな構想を皆さんにポンチ絵で、スケッチでお示しできない状

況でございます。 

  その中で私が価値基準を共有しているのかどうか不安があるということを申し上げたのは、

より端的にいえば判断基準ですね。私は市長ですから、市民から行政権を預かっていますの

で、したがって市民の皆さんにいろんな場面で、きょうの夕方もある会合がありますけれど

も、いろんな場面で市民の幅広い意見を伺います。そのとおりは残念ながらできませんので、

その優先順位、効果、財源等を考えながら、その政策として整理するわけです。したがって

市長の責務は、判断基準は市民の意向であり、そしてそれを政策に整理して議案で出すとい

う、これが市長の責任です。 

  それで、議員の皆さんはここで採決されるわけですね。その採決される場合の判断基準が、
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例えば山口議員とは何度か個別にお話し申し上げましたけれども、山口議員は中学校にも賛

成だし、新中学校のことには反対はされないとおっしゃっていましたし、住宅地開発も、そ

の後、公園については個別に話していませんのでよくわかりませんが。文教ガーデンシティ

が反対されたときに、８人の皆さんが同じ反対理由だったようには思えないということ、こ

れ過去にも申し上げました。そうすると、それぞれの方々が何を判断基準に、どういう判断

で採決されるかがわからなかったし、今でも違うように見受けられるので、私が申し上げて

いるのは、採決という議員の権限行使のときに、どういう価値基準、どういう判断基準でさ

れているか、まだ私が十分に理解、意見交換が情報交換ができないので、非常に苦慮してい

るということを、これ現実として、どうしたらいいかではなくて現実として申し上げたこと

でございます。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  山口議員。 

○２番（山口 繁君） まず、そうしたら①のところの人口減少危機のところなんですが、一

つだけまだ聞いていないというか、きのう、おとといの中でちょっと出たような気もするん

ですが、人口減少問題に対するいわゆる庁内組織、組織的な対応についてというところであ

ります。 

  専門的な部署をつくらず、それぞれの部課で日常業務に加えてどういう取り組みをしたの

かなという、そういうことを指示したというのがありましたよね。ただ、一昨日のやり取り

で、窓口で笑顔で対応みたいなことを言っておられたので、ちょっと違うなというふうに思

ったんですが。いわゆる特別な人口減少のための対策の戦略的な部署をつくるのではなくて、

既存の部に対して人口減少に対してそれぞれの考えでやりなさいという指示を出したという

ことなんですが、では、それぞれの部は何をしたんですかということを聞きたいんですけれ

ども。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） これは恐らく、推測になりますけれども、私と山口議員のキャリアの

違いで、目標等を、目標に向かう実施要領の進め方で、少し経験と考え方に違いがあるので

はないかと思います。ですから、申しわけないんですが、私が説明していることが議員の皆

さん、市民の皆さんに、私が考えているのと同じように理解されるかどうか、自信がないと

ころもあるんですが。私が考えておりますのは、あるシンボリックな目標をつくったら、そ

れにみんな向かっていく、その過程においてそれぞれが役割を果たしていくということなん

ですね。 

  この間、市民窓口の心構えのことを申し上げましたけれども、例えば人口減少対策の課を

つくったらそこが都市計画もやるのか。移住政策もやるのか。あるいは健康管理もやるかと

いうことは、私の理解の中ではないのであって、健康管理を担当している健康支援課がいい
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政策をとれば、それは市民の幸福度につながって人口減少につながるというのが私の理解な

んです。ですから、私はシンボリックに、今、伊豆市の最大課題は人口減少ですよ。人口減

少対策という目標に向かって、それぞれ施策を編むことによって、全体として心地よいまち

づくりが進むという考え方をしているわけです。 

  ですから、人口減少対策の課をつくって、そこに集約するという考え方が、担当課、今で

あれば移住定住は戦略課に指示しているわけですけれども、それをもって人口減少対策をや

って、ほかはそれぞれ法律に基づいた政策を粛々とやりなさいという考え方は、私はとって

いないものですから、そこで、ひょっとしたら基本的に考え方に差異があるのかもしれませ

ん。 

○議長（三田忠男君） 再質問。 

  山口議員。 

○２番（山口 繁君） ということで、提案したかもしれませんが、特別な部署をつくりなさ

いというようなことがあったので、それはしていないわけですね、現実に。それで、日常の

業務をしながらそれぞれの部が市の大方針である人口減少対策に取り組んでいくときに、で

は、例えば健康福祉部だったら何をしていますか。総務部は何をしていますか。総合政策部

は何をしていますかという、ワンアイテムでいいから何か１つずつ、そういうのはあるんじ

ゃないですかということを知りたいということを言っているんです。 

○議長（三田忠男君） 市長ですか。市長に求める…… 

○市長（菊地 豊君） では、私から。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

○市長（菊地 豊君） まだ誤解があるようですので。 

  私が申し上げているのは、目的は、伊豆市の目的は市民にとって住みやすいまちをつくる

ことですよね。その目標として、人口減少という今、伊豆市が抱えている大きな課題を目標

設定することによって、そこに向かっていくことに、そのプロセスにおいて各部各課がそれ

ぞれにふさわしい事業をやるということなんです。 

  ですから、全部が移住者を考えているわけではないし、健康支援課で移住定住を考えてい

るわけでもないし、しかし、どこに行っても心地よい対応窓口であれば、それは伊豆市役所

としていい市役所になるわけですから。都市計画課がいい公園整備をしてくれれば、それは

市民にとって心地いいまちになるわけです。産業政策を頑張ってくれれば、それはいい働き

口が多いわけですね。それが結果として、目的である暮らしやすい伊豆市になる。その目標

設定として人口減少というものを掲げてあったので、どこかに一個集約して、そこだけで人

口減少を考えろとか、あるいは全ての課において移住政策を考えなさいということではない

ということで、すみません、私はそれ以上に説明することはありませんので、もし部長から

あれば、すみません、補足をさせます。 

○議長（三田忠男君） 各部で何をやったかということで、関係部長、よろしくお願いします。 
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  総合政策部長。 

○総合政策部長（堀江啓一君） 各部ということではないんですが、私のほうで少しまとめさ

せていだきますと、例えば健康福祉部においては、子育て環境で人口減少対策で、ふじのく

に少子化突破事業に取り組みまして、子育てママスタッフを組織し、子育て情報誌を発行、

父親教室の開催、子育てのイメージプロモーションビデオを撮影したり、配信しているとい

うことをやっております。 

  また、教育関係におきましては、ＡＬＴの活用によりまして英語教育の充実、ＩＣＴ教育

の充実を進めております。また、建設部におきましては、都市計画の見直しという形で線引

きが廃止されたということで、それぞれの各部においていろんな取り組みをしているという

ことであります。 

○議長（三田忠男君） 再質問。 

  山口議員。 

○２番（山口 繁君） まあ頑張っていると思うんですけれども、では結果的にどうだったん

ですかと。全然思った以上に減少していますよねということなんです。 

  これを市民の側から見たときに、市民の側というのは伊豆市に在住している市民が、もう

この伊豆市にずっといいまちだから、居続けたいと思うのか。それから、伊豆市以外のとこ

ろが伊豆市に行って暮らしたいと思うのか。そういうアピールというのは、誰がどこでどう

いうふうにするんですか。 

○議長（三田忠男君） 答弁求めます。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） 広報広聴は、事務分掌の中で総合政策部秘書課に広報スタッフがおり

ます。したがって、そこで広報紙とＦＭ ＩＳの担当はしているんですが、やっぱり一人一

人の職員がここはいい職場だと思い、自分はいい仕事をしていると思って、そういう思いが

顔に出ないとそれが出てこないですよね。 

  幸いなことに私が少し下がったと感じていることと合っていればいいんですが、タウンミ

ーティングをやって、以前すごくいやだったのが、集まってくる市民の皆さんが、いやあこ

こはだめだ、もうここはだめだ、だから若い人はまちに行けという発言がすごく多かったん

です。それでは、やっぱり……今回は13回でそういった発言は、私はなかったように思うん

です。 

  ですから、我々職員も頑張るし、市民の皆さんもここはいいところだし、外からも来てく

れたら受け入れてくれるという、その情報という観点からです。情報という観点からいえば、

そういう地域でないとなかなか。例えば、５人の課をつくってそこが頑張ればということと

は、私は違うような気がするんです。 

○議長（三田忠男君） 再質問。 

  山口議員。 
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○２番（山口 繁君） 市長の言われることもよくわかるんですけれども、結果的にはですよ。

結果的には予想以上に減っているという現実があるわけですよ。この十何年間、市長になら

れてからずっと減っているわけじゃないですか。 

  ほかの市町の成功例というか、ほかの市町でそういうことをやっているところがあるんで

すよね。ワンストップ窓口を使って。それを簡単にまねれば、伊豆市がすぐできるかといっ

たら、そんなことはなかなかないとは思うんだけれども。だから、全ての部が何かをやって

いると言ったって、にこにこ笑顔でやっていますと言ったって、現実的にこの十何年間ふえ

ていないというよりも、減り方が激しいということが結果として出ているわけで、そこは少

しちょっと考えていただけませんかということで、この議論はもうこれでやめます。 

  そして、文教ガーデンシティに関しては、やはりこの構想の失敗の本質ということをやっ

ぱり明らかにしておいたほうがいいとは思うんですけれども、これ多分議論はかみ合わない

と思うんですけれども。僕はやっぱり、計画というか構想、そういうものの重みをやっぱり

少し考えてもらいたかったなというふうに思います。 

  それぞれ反対した議論の中でいろんな思いがあるかもしれませんけれども、やはりあれだ

けの大型事業で、市民への周知がほとんどできていなかったという実態はあるんですよね、

現実に。否決された年の１月か２月号の広報紙を見てくださいよ。市長のミーティングでい

ろいろやったけれども、全然知りませんでしたということを平気で書いてあるわけですね。

平気でという言い方はおかしいな。広報の中に書いてあるくらい、あの事業計画が住民の中

に、100％浸透させるとは言わないけれども、それが丁寧にできていなかったということが

あるんです。そういうやり遂げた形跡が見当たらないということが一つ。 

  それから、計画を簡単に市長がお変えになったということが、これは大きな問題だと思い

ますよ。並行検討ということだけれども病院を持ち込んだということは。病院を持ち込むこ

とが悪いということではなくて、病院は絶対的に必要なんです、地域医療として。それは地

域医療の議論としてきちっとやればいい話で、どこにも見当たらないからあそこに持ってく

るんだと。現実にあるじゃないですか。今やっているわけでしょう。というようなことがあ

って、そういう意味では、この文教ガーデンシティの失敗の本質というのは、やっぱりトッ

プのぶれですよ。僕はそういうふうに思うんですけれども、いかがでしょうか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） 市民の大半が反対の声が強かったことは、当然承知しております。た

だ、市民の大半が反対であったかどうかというと、実はその後私も３年間ですから、去年、

ことしだけではなくて、いろんなタウンミーティング、いろんな集会、いろんな人と会いま

したけれども、やあよかった、もう絶対あんなことはやるなという声は、私はそういった声

は一人も聞いておりませんし、実際にボイスレコーダーでも全部とっておりますけれども、

タウンミーティングに行けばより多い声はやはり何とか中学校を進めてくださいということ
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です。 

  そして、こども園は皆さんに御理解を得ていち早くできた。病院については、あのとき一

番怖かったことはやはり市外に出ることです。今結果として白岩で移転計画が進んでいます

けれども、あの時点の状況全体を冷静に見れば、もし伊豆市が２ヘクタールを提供できなけ

れば、伊豆市より三島方向に出る危険性が非常に高かった。そう判断するのは、私は余り非

合理ではないと思うんです。 

  そういった環境の中で、あの事業が白紙に戻ったから全部やらないほうが、市長、このま

ま絶対進めないでくださいという声が、私は聞いておりませんので、やはりいずれも必要な

事業なんだろうと、今でも考えております。 

○議長（三田忠男君） 再質問。 

  山口議員。 

○２番（山口 繁君） 個別の事業がどうのこうのじゃなくて、あの文教ガーデンシティがど

うだったのかという。あのエリアの中にああいう立地。いわゆるコンパクトタウン＆ネット

ワークで、修善寺駅をコンパスの針にしてこうと見立てたときに、あそこにあれをつくると

いうことが本当によかったんですか、どうですかということなんだろうと思うんです。 

  では、ちょっと話を進めますが、修善寺の拠点、コンパクトタウンの。それから、伊豆市

の完全な玄関口。あそこの再開発みたいなこと、いわゆるあのエリアのということに関して

はどういう構想をお持ちなんですか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） さっき申し上げましたように、文教ガーデンシティは独立してそれだ

けでではなくて、都市計画の線引きの見直しとセットだったんです。これは何度も申し上げ

ておりますとおり。そこで、今、沖ノ原はもとより牧之郷の駅周辺、それから瓜生野、それ

から今、修善寺東小学校の前でも５戸区画くらいですか、３軒は家が建っているようですけ

れども。あるいは加殿でも、今、橋の近くに３区画分譲されておりますし、鹿島田公園の横

も５区画ですか、分譲されていて、都市計画の線引きを見直した効果というのはやっぱりは

っきり出ているんだろうと思うんです。これ今までできなかったわけですから。法律で禁止

していたわけですから。熊坂の大きなカーブの廃墟もそうですけれども。 

  ただ、前から申し上げているとおり、それだけでは足りないんですよ。線引きを廃止した

だけでは、伊豆市の住むところとしての環境整備できませんので、したがって、改めてやは

り住むんだったらこういったエリア、こういった都市機能、こういった環境だよねというと

ころは、やはり私は今でも、私の地元も含めてですけれども、そちらを無視するのではなく

て、そういった拠点をつくるのは、修善寺駅からやっぱり遠いところにつくる勝ち目という

のは、比べて見れば、税金を使わせていただくという観点から見れば、やっぱり勝算のある

修善寺駅から近傍なんだろうということは変わらないのではないかと考えております。 
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○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  山口議員。 

○２番（山口 繁君） 何かもう時間がなくなってきてあれなんですけれども、今まで言って

ないんですが、文教ガーデンシティはいわゆるコンパスの１キロの一番端だったんですよね。 

  致命的な計画の中でやっぱりこれ、白鳥さんにもお聞きしたいんだけれども、川があると

いうことは、相当厳しいものがあるんですね。川というのは完全に文化を寸断したり、何を

寸断したり、風景が全然変わってくるという。スケールは違うんですけれども、私がずっと

住んでいた宮崎県は延岡市であり、宮崎市であり、福岡の博多のあの辺、全部川で寸断され

ちゃって、こっちとこっちは全然文化が違うというのがあるんです。これを合わせた一つの

エリアをつくるということに関しては、物すごく至難の業。 

  全然それとはスケールが小さいけれども、しかし、あの文教ガーデンシティが仮にできた

としても、一つのエリアとして形成軸ではちょっと問題があったんじゃないかなというふう

に思うんですけれども、その辺はいかがでしょうか。 

○議長（三田忠男君） 建設部理事。 

○建設部理事（白鳥正彦君） 議会に否決された文教ガーデンシティですが、県の都市計画課

長のときに調整した立場からいきますと、修善寺駅から半径１キロの中で修善寺の発展を考

えたとき、もう修善寺のまちにしてもどちらにしても川の右岸と分かれているわけです。 

  そういった中で、修善寺温泉だとかそういったのに、今、伊豆縦貫の橋となる高速道路が

できていて、やっぱり修善寺駅との連携を図る上では、そういった市街地を橋で分かれてい

るからこっちだというわけではなく、修善寺駅の周りにそれだけの適地がないものですから、

やっぱり一挙に確保するために、どこが一番いいのかということで考えたときに、新しいイ

ンターとも近く市役所とも近く、それぞれのところからの連携を図れる場所としてあそこが

適地だと。 

  それで、防災の観点でございますが、修善寺橋というんですか、あの赤い橋より下のとこ

ろは築堤の護岸で直轄がやる形で、そこから上は県管理で掘割でございます。だから、掘割

というものに関しては、基本的に破堤ということがないものですから、護岸が守られている

と。もともとこういった調整をしっかりやらなければ、国からの防災、安全な都市づくりと

いう一覧地の指定の協議に入れなかったわけで、その中で十分に説明をしています。 

  つまり、堀割で今の修善寺橋より上のほう、上流側については川が蛇行している、その蛇

行がずっと何年来変わっていない中において、やっぱりその河岸流といいますか、護岸の岸

が出たところでこう蛇行していて、比較的それは安全になっている。実際に削られていない

わけです。今回の雨でも、それだけたまって、すごい勢いなんだけれども、削られていない

から、そこからだあーっと濁流のように流れて放水路のほうまで向かうというように。築堤

のところについては、築堤の修善寺橋より下は削られたり、そういう可能性があっても、上

のほうの河床というのは余り変わらないという構造だとか、そういうのを踏まえた上で、あ
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そこのところでは昔から日が当たって安全なところですので。 

  確かに最大浸水深ではちょっと浸かるけれども、それは下のほうの川の軌跡といいますか、

川の部分がしっかりしていれば、何も護岸がなくてもできているわけで、そういった上のと

ころを盛るなり何なり安全にすれば、安全な市街地になりますという形の中で調整を図って、

10ヘクタール以上の土地を確保したと考えております。 

  今回の雨でも、あの10ヘクタールの土地というのは、当然伊豆の国市やそういうのでもた

くさんありますが、現に浸かっているわけで、やっぱり内水の問題がいろいろあって、防災

上の観点からいくと十分安全な土地として、当時の補助要綱、いろんな調整も超えた上で認

められて調査費がついたという土地でございます。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  山口議員。 

○２番（山口 繁君） ありがとうございました。またちょっといずれ機会を改めて御意見を

伺う機会をいただきたいと。 

  時間がなくなってしまいましたので、最後のほうで市民の声をというのは、まあ市長が言

われたようなことで、それでどんな意見をお聞きになったのかと聞いていますけれども、そ

れに関連して、やはり出馬ということに関しても、９月定例会でまだ何も考えていないとい

うことが、今回考えてはっきり表明をされたわけです。 

  実はその件に関しては、もう少し正々堂々とやってほしかったなという。質問の内容を見

ても、それに該当するものは何もないんだけれども、朝から報道が入っていて、報道も大変

だなと。いつ出てくるのかわからないのに３日間も居続けるのかなというふうに思ったんで

すけれども、波多野靖明議員が機転をきかして、最後にああいう形で通告外質問みたいな格

好でやったので、報道にいたずらに時間をかけずに、働き方改革が進んだなというふうに思

っております。 

  市長もあんな形で波多野議員からの踏み込み方をされるとは思っていなかったというふう

に思いますけれども、その辺はいかがでしょうか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） 御承知のとおり、マスコミを入れる権限は市長にはありませんので、

議長がどういう判断でどういうマスコミ対応をしたかは承知しておりませんけれども、今回

は、質問も出ていましたので、どなたかからどう出てもいいように準備していたことは事実

です。 

  ただ、本当に仕組んでいれば、正直言えば、市長というのは真ん中でしゃべりたいんです

よ。そういうことは。だから、どなたからどのタイミングかなとは思いましたけれども、し

かし、正直言って、12月３日以降の一般質問で聞かれたら、こういう答え方をしようという

準備はしておりました。 
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○議長（三田忠男君） 再質問。 

  山口議員。 

○２番（山口 繁君） そんたくではないんだけれども、やはり市長を支える議員たちもいる

んで、やはり出馬したらこういう政策で行くんだということを、正々堂々と市長が言えるよ

うなそういう環境を、質問項目に一つ入れて、やっていただくというのが正々堂々の世界だ

ろうなというふうに思うんですが、これは市長に言うことじゃないんですけれども、という

ことであります。 

  小長谷朗夫議員が、事業計画のことで４年ばかりではなくてもっとやってよというような

言い方をされたように思うんですけれども、僕はもっとやってもらったっていいと。公共施

設の管理計画は40年ですよね。あれ全部見届けるまでやられたらいかがですか。そうすれば、

伊豆市が大体どういうふうになるかわかりますよ。これで、伊豆市がよくなったら市長のお

手柄。悪かったら責任。こういうことになると思うんですけれども、これはまあちょっと戯

言で、大変申しわけないと思っています。 

  もう最後になりますけれども、まだいろいろ用意したんですけれどもとても時間が足りな

くて、ほかに余った人のをもらいたいくらいなんですけれども、それはできないようですか

ら、議会改革でちょっと進めようかなとは思っていますけれども。そんなこと言うからどん

どん時間がなくなるんですけれども。 

  私自身、実は市長の３期目の半年おくれで議員になって、短い期間からの経験しかないん

ですけれども、文教ガーデンシティがああいうことになったという、極めて濃いところを経

験させてもらっています。しかし、それ以降、市長は変わってしまったなと思って、これを

心配しているんです。かなり臆病になったような感じがするもんだから、もっと堂々と自信

を持って、きちっと提案してくるということをぜひやってほしいです。その提案によって

我々いろいろ議論をしていくというようなことになると思うものだから、その辺をしっかり

やってほしいなというふうに思います。 

  それから、もう一つ言いたいのは、大城前市長の引き継ぎでまだできないことが６つある

とかいう話をされましたよね。引き継ぎなんていうのは、市長になってすぐそこで終わりで

すよ。その後は、その引き継ぎを受けて、市長の政策としてきちっと自分の政策として出し

ていく。大城市長の引き継ぎが今できていないと、そんなことを言うのは、僕は余りよくな

いと思います。やっぱり自分の政策としてやっていくんだということで、ぜひ自信を持って

進んでもらいたいなというふうにお願いをして終わります。 

○議長（三田忠男君） これで、山口繁議員の質問を終了いたします。 

 

◎発言訂正について 

○議長（三田忠男君） お諮りいたします。 

  先ほどの下山祥二議員の発言の中に、「修善寺東こども園」と言うべきところを「修善寺
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こども園」と言ってしまったということで、訂正の申し出がありましたので、これを許可し

てよろしいか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（三田忠男君） よろしいということですので、訂正することにいたします。 

  ここで議事の都合によりまして昼の休憩にいたします。 

  再開は午後１時からといたします。 

 

休憩 午前１１時５５分 

再開 午後 １時００分 

 

○議長（三田忠男君） それでは、休憩を閉じ、会議を再開いたします。 

 

◇ 森   良 雄 君 

○議長（三田忠男君） 最後の一般質問者になります。 

  15番、森良雄議員。 

〔１５番 森 良雄君登壇〕 

○１５番（森 良雄君） 15番、森良雄です。 

  一般質問を始める前に、もうこれが一般質問入っているわけですけれども、ここの議会は

何なんですか。我々議員の一般質問よりもタウンミーティングのほうが優先するんですか、

市長さん。何ですか。これから８月のオリンピックまではオリンピックのほうが優先だとか、

きのうのスウェーデンの森林問題はうそ八百じゃないですか、あれ。ぜひ訂正してください

よ。本当の議論をここでしましょう。 

  防犯カメラ。 

  防犯カメラについては毎回質問しています。防犯カメラは９月議会からでも大きく変化し

ています。防犯カメラは日々進歩しています。９月の質問からでも防犯カメラの一層の進化

が、変化がうかがえます。 

  きのう、皆さんテレビで相棒というのをやっていましたけれども、御覧になりましたか。

最終的な防犯カメラのあり方をやっていましたね。人が通ったら誰がというのもわかっちゃ

うし、どんなことをやっている人間かもわかっちゃうと。警視庁の防犯カメラのあり方があ

そこにあったんじゃないかと思いますけれども。市長さん、進歩していますよ。 

  市長は防犯カメラの導入には消極的なようですが、防犯カメラには犯罪の抑止力に大きな

効果があります。犯罪抑止力に大きな効果があることについて、その抑止力は半端ではあり

ません。市長はどう考えますか、お聞きしたい。 

  総務部長は防犯カメラを市が設置することはないと言っています。それは今でも、市長の

考え方も同じですか、伺いたい。 
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  防犯カメラなくしては犯罪捜査も成り立たなくなっています。11月に入っても防犯カメラ

の活躍が報じられています。９月未明には、大阪府で護送中の被告が逃走しましたが、防犯

カメラにより姿を確認、その後身柄が確保されています。この間の自動小銃の事件も、やっ

ぱり京都へ行くというのは防犯カメラで確認されていたようですね。そういう時代なんです

よ、市長さん。 

  12月に青森県八戸市で女児切りつけ事件が発生しました。この事件も防犯カメラで早期に

犯人の逮捕ができました。現場近くには７日夕にも不審者によるつきまとい事案がありまし

た。 

  伊豆市には不審者は出ないんですか、市長さん。私のところへは警察からも不審者が出て

いるという話は来ているんですよ。市長さんは何ですか、タウンミーティングでそういう話

が出ないと不審者は出ないと思っていますか。これからオリンピックが始まるとして、伊豆

市の安心安全は大丈夫ですか。伊豆市には不審者がいないんですか。 

  市長も総務部長もかたくなに防犯カメラの導入を否定しています。その理由は伊豆市の地

域力と言っています。伊豆市の地域力とはどんなものですか。防犯カメラ以上の効果がある

伊豆市の地域力について説明してください。防犯カメラは24時間365日、文句も言わずに作

動しているんですよ。それにまさる地域力があるんだったら、ぜひここで説明していただき

たい。 

  働き方改革。 

  令和に入り、世は働き方改革の世になっています。改革なくして伊豆市の発展はありませ

ん。伊豆市の人口減少はとどまるところを知りません。当然市の職員の定数も削減されるで

しょう。しかし、仕事量がふえることはあっても減ることはありません。市の業務はふえこ

そあれ、少なくなることはありません。いや、少なくなると言うんだったら、ぜひ市長さん、

答えてください。 

  福祉社会がそうすることを求めています。福祉や教育はより高度な仕事を求めています。

量的な拡大を求めています。市長はどう考えていますか。仕事量が減ると思いますか。市長

の考えを聞かせてください。働き方改革をどのように進めようと思っているのか。ぜひ４選

出馬を決意した今こそ、ここで働き方改革をどうするんだと表明してください。 

  コンピューターの世界はサーバーからクラウドへと進化しています。我々の見えないとこ

ろでクラウド化が進んでいます。伊豆市ではクラウド化はどのぐらい進んでいますか。市の

業務の何割ぐらいがクラウド化しましたか。まだクラウド化の進んでいないものもあります

か。どんな業務ですか伺いたい。 

  クラウド化の予定はありますか。クラウド化で経費の削減はできていますか。経費の削減

ができているようでしたら伺いたい。業務の改善ができているようでしたら伺いたい。 

  ９月議会では、三島市、伊豆市、伊豆の国市電算センターの68業務のうち、15業務が３市

の電算センター業務に加わっていないことを質問しました。今回はそのうちの１業務につい
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て質問します。 

  戸籍業務は３市の電算センターの戸籍業務に参加していますか。参加していない場合はそ

の理由を伺います。参加していないことは明白なんです。ぜひここで、３市の電算センター

の業務に参加してもらいたいですよ。前回も言いましたけれども、伊豆市の電算業務の費用

は１億円です。３市の電算センターに出資しているのは約１億円です。しかし、伊豆市の電

算業務の経費はそれを含めて１億5,000万近いものがあるんですね。ということは、私はお

よそ5,000万円は３市に統合することによって経費削減ができると思っていますので、ぜひ

市長さん、そこまで踏み込んだ答えを出してください。参加していない場合はその理由をし

っかり言ってください。 

  伊豆市独自の戸籍業務を処理している場合は、どのくらいの経費をかけていますか。戸籍

業務を３市の電算センターで処理することはできませんか。予算書からは戸籍業務だけ幾ら

かかっているかということはわからない。そうですね、市民部長。ぜひその辺はっきりさせ

て。私は次回から一つでも、15業務のうち一つでも経費削減のために電算センターへ参加し

てもらいたいと思っていますので、よろしくお願いします。 

  次、関野川。 

  ９月議会の一般質問で建設部長の答弁について確認しました。関野川に投棄された砕石の

山は伊豆市とはかかわりがありませんね。この砕石の山は何も問題ないですね。この砕石投

棄は、関野川の流路の断面積を小さくするものです。不法投棄ではありませんか。砕石を伊

豆市に無断で投棄したのではありませんか。問題ないと言う建設部長の発言は理解できませ

ん。問題ないと言う根拠を示してください。 

  続いて、官製談合。 

  今、近所の沼津市の官製談合が問題になっていますね。あれ、落札率95％ですよ。伊豆市

は中には100％ごろごろ。随意契約が山のようにあると、森よしおニュースでは報じていま

すね。沼津市の官製談合は話題になっています。官製談合防止法違反で職員が逮捕されまし

た。これ書いて、きのうまたニュースですよ。もっと大きくなっちゃっているんですね。伊

豆市議会の皆さん、沼津議会はもう何とかしろということをやっていますよ。伊豆市議会も

ぜひ取り上げてください。 

  官製談合防止法違反で職員が逮捕されましたと。これから、きのうまたテレビで大騒ぎし

ているじゃないですか。沼津市役所は大騒ぎだと。沼津市は職員の逮捕を受けて幹部職員の

再教育を始めましたと。これはきのうのニュースの前ですよね。職員が官製談合防止法違反

で３名逮捕されました。これはきのうのニュース以前の話じゃないですが、これを受けて職

員の再教育です。これもきのうのニュース以前の話ですよ。 

  この談合は最低制限価格2,289万円に対し、応札価格は2,292万円です。落札率は95％でし

たね。このニュースは、最低制限価格が漏えいしたものと思われます。伊豆市の入札では、

落札率100％がたくさんあります。東こども園の建設では、ＪＶの入札では落札率が97.4％
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です。100％も珍しくありません。 

  設計価格イコール予定価格、およそ入札価格。市長はこの数式についていかが考えますか。

森良雄が勝手につくった数式だと言いますか。設計価格と予定価格が公表されているんです

か。沼津市は予定価格が漏れているということを問題にしているわけでしょう。現実はどの

ようになっているのか、知っていますか。 

  続いて、学力テスト。 

  今春の学力テストについて伺います。各小中学校とも県下の平均以上と伺っています。学

力テストの結果と分析結果を知りたい。 

  次に、パソコン教育。 

  この一般質問の原稿を書いた後に、国の政策が発表されています。だから大きく進歩して

いると思いますんで、ぜひ。恐らく時間切れでここまで来られないと思いますんで、教育長

さん、ぜひいい御答弁をいただきたいと思います。 

  この後のニュースだとＰＩＳＡ、経済協力開発機構の国際学習到達度調査というのが発表

されています。恐らくこの学力テストについての問題点を今、日本では問題にしていると思

いますので、ぜひ教育委員会のほうでも頑張って、子供たちの教育をどうするのか。 

  私は伊豆市の再建ですよね、ここまで来たら。来年は確実に歴史的な年になりますから。

伊豆市の人口は市長さん、３万人を名実ともに３万人を割ります、来年は。恐らくオリンピ

ックのころに３万人を割るんでしょう。今までは推計人口が３万人と言わせていたけれども。

これからは推計人口じゃない、本当の人口が３万人を割るんです。それに対する対策は何も

していない。私は教育と福祉が伊豆市の発展のためには絶対必要だと思っていますから。 

  パソコン教育。 

  パソコン教育といってもいろいろなものがあります。ＡＩ教育、プログラミング教育とさ

まざまな教育があります。ＡＩ教育はどちらかというと難しい大学だと思いますけれども、

もし伊豆市でもＡＩ教育を進めるようでしたら、どんな教育をするのか教えてください。 

  パソコン教育についてはパソコンは必需品です。パソコンの配備状況はいかがでしょうか。

児童一人一人に行き渡っていますか。何でこんなことを言うかといったら、例えば30人いて、

５人の方にパソコンが行き渡らなかったら、その５人は何をしているかですよ。はっきり言

わせてもらえば、遊んでいるほかないんです。議員の皆さん、そう思いませんか。私はそう

思いますよ。 

  パソコンの配備状況はいかがでしょうか。児童一人一人に行き渡っていますか。パソコン

教育はパソコンが必需品です。一人一人に行き渡っていないようでしたら、いつまでに整備

する予定か知りたい。ここなんですね。私の今回の質問の重点項目は。既に、国は１人１台

にすると言っているんですから。ぜひもう来年、市長さん。伊豆市の子供たちを、これから

の子供たちに育てたいと思ったら、１教室児童30人か35人いたら、一人一人にパソコンが行

き渡るように予算書打ち取ってやってくださいよ。今パソコンなんてそんな高いものじゃな
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い。ねえ、下山さん。いつまでに整備するか、する予定か知りたい。パソコンなくしてパソ

コン教育はできません。パソコンも安くなりました。速やかな整備をお願いします。 

  プログラミング教育も話題に上がっています。プログラミング教育は今、お父さん、お母

さんが必死になって子供に、学習のためのパソコンを与えているというようなのが今の社会

現象になっています。プログラミング教育も話題に上がっています。プログラミング教育は

指導者の数も必要なんですね。できるだけ多くの指導者や支援員が必要です。伊豆市のプロ

グラミング教育の考え方をお聞きしたい。 

  新しく始まる教育です。子供たちがつまずかないように注意してやりたいものです。ここ

でつまずくと、この方は一生つまずいちゃうんですよ。皆さん経験があると思いますけれど

も。高校で数学につまずいたらもうだめですね。言い過ぎますか、私は。ぜひ、つまずかな

いように、教育してもらいたいと思います。新しく始まる教育です。子供たちがつまずかな

いように注意してやりたいものです。市長、ぜひ予算書打ち取ってやってくださいよ。 

  最初が肝心です。つまずきは一生の問題となります。プログラミングが好きになるような

教育をしてもらいたいものです。つまずいて嫌いにならないよう指導していただきたい。こ

れからの教育だと思います。指導について考えをお伺いしたいと思います。 

  再質問はここまでは来ないと思いますので、教育長さん、よろしくお願いします。 

○議長（三田忠男君） ただいまの森良雄議員の質問に対し、答弁を求めます。 

  市長。 

〔市長 菊地 豊君登壇〕 

○市長（菊地 豊君） 防犯カメラについて総務部長から答弁をさせます。 

○議長（三田忠男君） 続いて、総務部長。 

○総務部長（伊郷伸之君） まず、御質問の防犯カメラについてでございますが、この防犯カ

メラにつきましても、議員もおっしゃっているんですが、以前にも何回か答弁させていただ

いております。特に、今回、地域力ということに関する御質問ですが、市では子供たちの下

校時間には地域の方々や保護者の方が見守りをいただいております。また、市の同報無線で

も下校時間、午後２時45分ごろになるんですが、この時間帯に子供たちの下校をお知らせし、

地域の皆さんの見守りをお願いしているところでもございます。地域の人の連帯感が、地域

防犯の大きな力になっていると考えております。 

  また、過日の新聞で熊坂小学校区におきまして、交通安全協会の支部と地元の地域づくり

協議会が連携して児童見守り隊というものを発足したと伺っております。この児童見守り隊

によりまして、子供たちの見守りを行っていただいているという報道もございました。まさ

しくこのように地元で活動していただくことが地域の力というふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） それでは、再質問ありますか。 

  森良雄議員。 
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○１５番（森 良雄君） その話はもう何度も聞いているんですよ。見守り隊、これらしき組

織は以前からあったんですよ。見守り隊、どこで見守っているんですか。学校の前で見守っ

ているだけじゃないんですか。だって、後は瓜生野まで来るとか、ニュータウンまでついて

いってやるとか。大堀山まで、大堀山はわかりますか。この間説明があったけれども、大堀

山まで見守り隊がついていくとか、そこまでやっていますか。 

  私が必要としているのは24時間365日、例えば子供の下校時間に瓜生野では、子供が１人

か２人歩いているだけだと。見守り隊なんかついていませんよ。それでいいんですか、市長。 

  さっきも言ったように、相棒というテレビでは、もう未来の防犯カメラ、どうあるかと。

もう誰が、通っている人が誰だかわかっちゃうんですよ、今。現在の防犯カメラは。お金を

かければの話ですけれども。こんな本当に見守り隊がいるかいないか、放送しても人っ子一

人いませんよ。あの県道沿い。学校の近くにはいるんでしょう。何度も言うけれども。大堀

山に行く道だって、ニュータウンへ行く道だって、瓜生野へ来る道だって、人っ子一人いま

せん。子供が歩いているだけです。そういう状況、現状を知っていますか。市長、答えなさ

いよ、あなたが。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  総務部長。 

○総務部長（伊郷伸之君） たまたま11月28日の新聞の記事をまだ読んだ限りですが、やはり

自発的に地元の方がこういう見守りの組織を発足して、記事の中では無理をせずに長続きす

るような取り組みをしていきたいと、そういうふうな活動でございますので、市としてはこ

ういう地元の組織なり活動が、非常に子供たちの安全のためにも今後、非常に役に立ってい

くと、市としても期待するものでございます。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） 再質問。 

  森良雄議員。 

○１５番（森 良雄君） 全然機能していないから、私は何度も何度も言っているんです。こ

この県道だけじゃないですよ。ほかだってあるでしょう。例えば、対岸の牧之郷側にしたっ

てそうですね。今もう真っ暗ですよ、４時半過ぎると。天気が悪けりゃ４時過ぎるともう真

っ暗です。女子中学生が一人で歩いていますよ。牧之郷の方が頑張って、街灯だけはつけて

くれたけれども。しかし、現実には一人で歩いているんです。中伊豆だって、天城だって同

じじゃないですか。土肥は恐らくバスで通っているんでしょうけれども。 

  そういう現実を何で見ないのか。区長になり手がない、なり手がないと、区長に負担をか

け過ぎるからなり手がいないんですよ。何度も言いますけれども、瓜生野の区長さんは軽ト

ラで走り回っている。とうとう１年で息切れしちゃっている。それが現実なんです。 

  オリンピックで世界中から伊豆市へ人が来るんでしょう。どうやって、伊豆市民の安心安

全を確保するんですか、市長さん。オリンピックでオリンピック音頭を踊ってりゃいいとい
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うものじゃないんですよ。市民の安心安全を確保してくださいよ。2020年は伊豆市の人口は

確実に、オリンピックの前後で３万人を割るんだ。安心安全を確保しないでどうするんです

か、市長さん。答えてください、あなたが。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  総務部長。 

○総務部長（伊郷伸之君） 以前にもお答えさせていただきました。全く防犯カメラの効力、

組織力を否定するものではございません。当然、抑止力というのはあろうかと思います。た

だ、防犯カメラ、イコール設置されている近隣の方々の生活も見張ると言いますか、監視す

るようなことになりますので、前も言いましたが、地元とか自治会、また広域な地元の方か

ら、ぜひ防犯カメラについて市のほうで応援してくれと、管理はしっかりやるからプライバ

シーが少しぐらい映ってもいいよとか、そういうものがあって初めて市としても設置につい

ては前向きに検討していきたいということは申しております。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） 再質問。 

  森良雄議員。 

○１５番（森 良雄君） ９月議会の後、各地区には言ってあるわけですね。防犯カメラを設

置しなさいと。後の面倒は見ますからということを言ってあるんですか。確認したい。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  総務部長。 

○総務部長（伊郷伸之君） 地元からそういう御要望があれば、市としては市が設置するのか、

補助金制度をつくって対応するのか、対処しますということで、こちらから要望を上げなさ

いとか、そういうことは伝えてはございません。 

○議長（三田忠男君） 再質問。 

  森良雄議員。 

○１５番（森 良雄君） まず地区でつけてくださいと言うんだったら、地区に言ってくださ

いよ。地区ではどういうことが起こっているかといったら、ここで何度も言っていると思う

んだけれども、地区要望は１件ぐらいしか通過しないでしょう。みんな区長さんのところで

シャットアウト食らうんですよ。 

  あと、金の面倒は見ます、防犯カメラの仕様をこういうのにしましょうと。私のドラレコ

は4,980円で前と後ろにカメラがついていますよ。だから、そういうのから、恐らく１台設

置費も含めて10万円ぐらいかかるんだろうと思いますけれども、あの相棒の世界だと何百万

とかかりますね。あの修善寺橋の下にある国交省のカメラなどというのは、あれは設置費入

れると幾らかかっているかわからないぐらいかかっていますね。しかし、全部集中管理でき

ているんだと思います。 

  どういう仕様のものを伊豆市は設置したいのか、そういうのを考えませんか。答えてくだ
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さい。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  総務部長。 

○総務部長（伊郷伸之君） 具体的な要望等も上がっていない段階で、市としてどのような仕

様のものを設置するかという検討はまだしておりません。 

  当然、国交省等の河川の水位の見張るといいますか、見ているもの、当然赤外線で夜でも

見えるもの。通常の街灯にあるような防犯カメラ、いろんな精度があろうかと思いますけれ

ども、まだ市としてそういう仕様について検討したことはございません。 

○議長（三田忠男君） 再質問。 

  森良雄議員。 

○１５番（森 良雄君） ぜひ市から市民に、防犯カメラを設置したいなら金は出しますよ、

仕様はこんなのがいいでしょうと、そういう情報を提供してやってくださいよ。また、３月

議会で質問しますから。かけ声だけでもかけてやっていただきたい。 

  オリンピックはもう８月に始まるんですよ。伊豆市は市民の安心安全、全然考えていない。

プライバシーしか考えていない。プライバシーは防犯カメラに装着ないしは誰かが持ってい

る記憶装置の中で、市民に渡さなきゃ確保できるんだから。外へ漏らすというのは、誰か市

の幹部が漏らさない限り漏れませんよ。プライバシーなどは。ぜひ、再質問しますので、３

月議会までに市民に知らせてください。お金はかかりません、地域づくり協議会で持ちます

よと、伊豆市から出しますよと。市民の安心安全はぜひ防犯カメラで確保しましょうよとい

うような話を、ぜひ、してやってもらいたい。少なくとも金は出すよと、仕様はこんなのが

いいだろうというようなものぐらい言っていだだきたい。また、３月議会で質問しますので、

よろしく頼みます。 

  次お願いします。 

○議長（三田忠男君） 働き方改革ですね。 

  それでは、答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） 働き方改革について、総務部長に答弁をさせます。 

○議長（三田忠男君） 続いて、総務部長。 

○総務部長（伊郷伸之君） 続きまして、働き方改革ということで、市の電算システムのクラ

ウド化についての御質問ですが、現在３市で組織しております電算センター協議会業務68業

務のうち、40業務をクラウド化し、その割合は59％となっております。 

  クラウド化を進めるに当たりましては、各メーカーから当該業務システムのクラウド版が

提供されている必要がございます。各メーカーで対応ができ次第、３市でそのクラウド化に

ついては協議を進めてまいりたいと思っております。 

  また、今年度37業務を新たにクラウド化したことにより、その経費ということでございま
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すが、市単独でサーバーを管理する費用や回線の使用料、これらを含めて、経費の削減はで

きていると思っております。 

  また、戸籍業務でございますが、これは市の単独業務15業務のうちの一つでございますが、

まず市が使い勝手等を考慮して市が選択したシステムを導入しております。この単独運用と

なっている経費につきましては、電算のほうの予算ではなくて、市民課のほうの予算で計上

してございます。戸籍業務につきましては、1,354万円となっております。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  森良雄議員。 

○１５番（森 良雄君） 約１億円を電算センターで負担しているわけですね。ことしの８月

ごろまでには３市のセンターはクラウド化が完了するんだろうと私は思っているんですけれ

ども、総務部長はどう思っていますか。 

○議長（三田忠男君） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（伊郷伸之君） 先ほど申しましたとおり、今年度新たにクラウド化したのが37業

務あります。それで現時点で合計40業務がクラウド化されていると。 

  また、来年度につきましても、今のところ医療費助成と児童扶養手当、こちらのクラウド

化のほうを電算センターのほうで協議をしております。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） 再質問。 

  森良雄議員。 

○１５番（森 良雄君） 戸籍業務が1,354万円、費用がかかっていると。私はこれを電算セ

ンターに移管する考えはないかということを聞きたいんですよ。システムが違うとおっしゃ

っていますけれども、システムの違いは僕はクリアできると思っているんです。ということ

は、コンピューターがより高度化するわけです。システムの違いを乗り越えて運用すること

は僕は可能だと思っているんですけれども、その辺どう思いますか。 

○議長（三田忠男君） 総務部長。 

○総務部長（伊郷伸之君） 市独自の運用15業務につきましては、前の議会でも申しましたが、

市が独自で使いやすさや対象の人口といいますか対象者数などを考慮して、それぞれの市が

導入しているものでございます。経費につきましても、現在のところ、市が独自に導入した

業務を電算センターに移行しても、電算センターでは伊豆市分の経費として、はね返ってき

ますから、実質、市が今、単独で負担しているものは電算センターの負担金に入ってくると

いうことで、特段今、単独の15業務を電算センターへ移行しても経費はそれほど変わらない

というふうに考えています。 

  今、戸籍業務につきまして、詳細は市民課のほうで担当しているんですが、電算という意
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味で申しますと、今年度から新たに戸籍業務は業者をかえまして運用しております。今、伊

豆の国市と伊豆市が同じメーカー、業者になりました。今後また三島市が更新の時期が来た

ときに、どのメーカーを採択するかによって、これが３市ともに同じ業者になれば、更新の

時期がありますのでいきなりとはなかなか難しいとは思いますが、クラウド化の可能性とい

うのはあると思います。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  森良雄議員。 

○１５番（森 良雄君） メーカーの違いだとか、ソフトの違いだとか、違いに抵抗を感じる

人もいるでしょうけれども、私は全く感じないんですよ。どこに違いがあるんですか。ほと

んど違いはないんですよ。一番いい例が我々が一般に使っている表計算ソフトです。メーカ

ーがかわったからといって、みんな互換性あるんです。互換性もないようなメーカーを使う

なと私は言いたいです。 

  それで、三島市は何度も言いますけれども、三島市の市民１人当たりの負担金額というの

は我々と全然違うんです。安いんです。それに合わせてくれと言えばいいだけのことで、そ

の負担金がふえますとか。その負担金がふえるという考えが三島の市長にあるんだったら、

それは確認します。 

  それから、それぞれの業務はどういうふうに違うのか。どうも話を聞いている範囲では、

業務はみんな同じなんでしょう。それを確認します。まず、業務は同じでしょう。三島市の

戸籍業務も伊豆市も伊豆の国市も、戸籍業務は同じじゃないですか。それを確認します。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  市民部長。 

○市民部長（梅原敏男君） 戸籍法という法律に基づいて行っている事務でございますので、

同じことでございます。 

  先ほど総務部長が言ったように、このシステムが違うと、伊豆市と伊豆の国市は違う、そ

の部分についてシステムを選ぶ際には、やはり職員の操作性、またサポート体制、また将来

性、そういったものをいろいろな角度から限定して調査して、システムを選定しております。

ですので、伊豆の国市とは同様でございますが、三島市とは違うということで、メーカーが

違いますので、クラウド化は今のところできないというような状況でございます。 

  やはり、職員の負担、そういった部分、操作性とかサポート体制、そういった部分を考え

ますと、働き方業務の削減、そういった部分では今のメーカーが最適であるというふうに考

えております。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  森良雄議員。 

○１５番（森 良雄君） 伊豆市のシステムは一番だと、それは今言うように誰でもやってい

る人はそう思うはずです。しかし、我々、私ぐらいの年になるとパソコンは変わるは、ソフ
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トは変わるは、そういうのを乗り越えてきょうまで来ているわけです。大分苦労はしますけ

れども、今はそれを乗り越えてより能率を上げていかないと伊豆市は生き残れません。働き

方改革については、また、これも一つずつ僕はやっていくつもりです。三島市へも足を運ぶ

つもりです。ぜひ、同じメーカーじゃないですからとか、同じソフトじゃないですからとか、

要はなれだけじゃないですかと。今は読み取り装置も自動的で読んじゃいますよね。 

  この間……もう時間ねえな。 

  次、お願いします。 

○議長（三田忠男君） 関野川。 

  答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） 関野川の件については建設部長から答弁をさせます。 

○議長（三田忠男君） 建設部長。 

○建設部長（山田博治君） 御指摘いただきました準用河川関野川について確認させていただ

きましたが、河川へ投棄されている砕石の山は見当たりませんでした。 

  天神橋の下流右岸側に一部砕石が見受けられましたが、確認したところ、この砕石は河川

区域外の民地部分に敷かれておりました。この砕石につきましては、民地側の石積みの補修

の際に機材搬入などのために、通行路とするために砕石を敷き詰めたものと推測されますの

で、環境衛生課にも確認しましたが、市としては違法投棄には当たらないものと判断してお

ります。 

  また、この砕石は民地に敷かれており、準用河川関野川の流路断面積を小さくするもので

もありませんので、問題ないと考えております。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  森良雄議員。 

○１５番（森 良雄君） 問題ないと今、言いましたけれども、一つだけ聞きますけれども、

この件については建設部長は知らなかったんですね、工事が行われるまでは。それを確認し

ます。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  建設部長。 

○建設部長（山田博治君） 森議員がいつの質問かわからないんですけれども、関野川のここ

の工事についてという質問がありましたけれども、これにつきましては、市では関与しない

ものですから、自分は承知しておりません。 

〔「していないのか」と言う人あり〕 

○建設部長（山田博治君） していないです。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 
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  森良雄議員。 

○１５番（森 良雄君） この質問はこんなものだけぶつぶつやっていってもしようがないか

らあれだけれども、今度の台風で狩野川の流れは大きく変わっていることは承知しています

ね。この前見たら、この間までは泥があったのに泥なんか一つもない。きれいになっちゃっ

ているんです。私は市民部長に狩野川の汚れを再三質問していたけれども、きれいになっち

ゃった。そのぐらい流れ変わっているんですから。それは承知していてください。 

  では、次、官製談合お願いします。 

○議長（三田忠男君） 官製談合。 

  答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） この表題は非常に問題だと思いますが、入札の状況については総務部

長に答弁をさせます。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  総務部長。 

○総務部長（伊郷伸之君） まず、伊豆市の競争入札の状況でございます。 

  平成28年度から30年度の３カ年、こちらの３カ年の競争入札のまず平均落札率は87.6％で

ございます。そのうち落札率100％の入札は平成29年度と平成30年度に各１件ございました。

議員御指摘されている「入札では落札率100％がたくさんある」との御指摘でございますが、

現状は違っております。 

  もう一つは数式もお示ししていただいているんですが、よって、平均87.6％ですので、こ

の数式がそのまま伊豆市に当てはまるとは思っておりません。 

  したがいまして、市の競走入札は適正に執行されており、また設計価格と予定価格の公表

につきましては、入札終了後、市のホームページで公表しております。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  森良雄議員。 

○１５番（森 良雄君） １件だという、各年度１件しかないということだけれども、それで

も平均は87.6％あるんですね。問題だと思いませんか。 

  それと、市長が最初に言った言葉がよくわからなかったので、もう一度言ってください。 

○議長（三田忠男君） 最初に言ったことですか。 

○１５番（森 良雄君） 冒頭に言った言葉。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） これは議長へのお願いになるかもしれませんけれども、こういったそ

もそも事実として立証されていない案件を一般質問の表題に書かれることは、私ども行政の



－263－ 

立場としてはやはりしっかりここは御注意いただきたいと思います。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  森良雄議員。 

○１５番（森 良雄君） この１点だって、100％が１点あるじゃないか。何で100％が１点あ

るんですか。答えてください。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  総務部長。 

○総務部長（伊郷伸之君） 原因というか理由と言われましても、年間150件以上の競争入札

をする中で、ある意味今いろんな積算方法もいろんな価格も公表されている部分もございま

す。それは、業者によって、例えば1,000万円なのか900万円なのか1,100万円なのか、それ

はわかりませんけれども、そこで予定価格と落札価格が一致した100％というのが150件以上

の入札のうちに１件あったということでございます。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  森良雄議員。 

○１５番（森 良雄君） なぜ100％になったかということは何も考えていないんですか、あ

なた方は。私は、１件だと言っているけれども、１件じゃないことをこれから証明しますけ

れども。問題あったんじゃないのかということを何も考えていないのかどうか聞きたい。大

体、市長、答えなさい、あなた。 

○議長（三田忠男君） 反問権使ってください。 

  総務部長。 

○総務部長（伊郷伸之君） この最初の御質問を見ますと、近くの市の事件の話題を言われて

いるようです。 

  市におきましては、先ほど言ったとおり適正に入札執行をしております。その中の160件

近い中の100％というのが１件あったと。それに対してまして市で何か問題を持っているか

というと、私は全く問題なく適正に執行されていると思います。 

  それで、事件があった市のような状況もございませんので、逆に議員は何をもとに問題が

あると、伊豆市の入札があると言っているのかがよくわからない。 

○議長（三田忠男君） 再質問。 

  森良雄議員。 

○１５番（森 良雄君） あなた方に問題意識がないことが問題なんだ。問題意識を持ってや

りなさいよ。100％がなくても99.9％があるでしょう。99.9％はないんですか。答えてくだ

さい。 

  時間がないから、次、やらせて。答えたら。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 



－264－ 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） 御承知のとおり、定価を出しているわけですね、買い物をするときに。

1,000円の物を買います。1,000円の定価です。1,000円で買います。これは通常の経済活動

の中でおかしくないわけであって、私どもは公共事業をやるときに、いわゆる定価である入

札価格をやる。競争していただく。いろんな競争の中で、中にはどういう経過か私たちはわ

かりませんけれども、100になったことも１件あったという事実であって、これは職員が流

して誰かと組んで、100で取らせたということならもちろんそれは犯罪ですけれども、そう

いったことはございませんので。 

○議長（三田忠男君） 使いますか。 

  総務部長。 

○総務部長（伊郷伸之君） 99.9％の御質問ですけれども、平成30年度の入札におきましては、

99.9％の案件はございません。 

〔「議長、質問お願いします」と言う人あり〕 

○議長（三田忠男君） いいですか。 

  それでは、８秒しかありませんので、学力テスト、パソコン教室、各々教育長答えてくだ

さい。 

〔教育長 西井伸美君登壇〕 

○教育長（西井伸美君） それでは、まず最初に本年度の伊豆市の学力・学習状況調査ですが、

４月18日に行われました結果です。 

  学力を問う問題は、国語と算数に加え、中学校・義務教育学校の後期課程では英語が実施

されました。昨年までと違って、今までは国語のＡ、Ｂ、算数のＡ、ＢとかいうふうにＡＢ

区別がありましたが、本年度からはＡＢの区別がなく、同じ問題の中に両方の内容が含まれ

ております。 

  テストの結果ですが、伊豆市では全ての教科で全国平均、静岡県平均を上回る結果となり

ました。特に中学校・義務教育学校後期課程では、ここ数年安定した成績を残しており、子

供たちの学力は良好な状況にあると言えます。 

  教育委員会では本調査の結果を、毎年リーフレットにまとめ、全児童生徒の保護者に配布

しています。また、ホームページでも公開しております。 

  次に、パソコン教育についてですが、プログラミング教育についてですが、伊豆市として

も次代を担う子供たちがこれから社会で活躍できるよう、新学習指導要領に基づき、プログ

ラミング教育を通して論理的思考力の育成を行うことが重要だと考えております。 

  ＡＩ教育については現在実施されていませんが、社会のあらゆる分野でＡＩの導入が進ん

でおりますので、例えば、将来の職業観を養うキャリア教育と関連させて、総合的な学習な

どでＡＩに関する研究や開発をしている企業の技術者を講師に招き、ＡＩについて学ぶ機会

等も検討できればと考えております。 
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  また、パソコン整備状況について御回答します。 

  当年度から各学校から要望の多い大型液晶モニターと実物投影機を計画的に導入しており

ます。また、本年度は全校のパソコン教室のパソコンをタブレットとしても使用できるよう

入れかえを行い、学年や授業の形態に応じた取り扱いができるようになりました。ＩＣＴ機

器はあくまでも授業を効率的に進めるツールとして認識しておりますので、導入が先生方の

過度の負担につながらないよう、学校現場とも十分に研究、検討し、導入を計画的に進めて

まいります。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） これで、森良雄議員の質問を終了いたします。 

  ここで14時まで休憩いたします。 

 

休憩 午後 １時５０分 

再開 午後 ２時００分 

 

○議長（三田忠男君） それでは、休憩を閉じ、会議を再開いたします。 

 

◎日程の追加 

○議長（三田忠男君） お諮りいたします。 

  お配りしてあります追加日程表のとおり、１件を日程に追加し、議題にしたいと思います。

御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（三田忠男君） 御異議なしと認め、１件を日程に追加することに決定いたしました。 

  なお、本件は聴覚障害者にかかわる内容であるため、議案の審議状況を議場にて通訳する

手話通訳者さんをお願いすることが、議会運営委員会にて了承されています。 

  手話通訳者さんは所定の位置にお願いいたします。 

 

◎発議第３号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（三田忠男君） 追加日程第１、発議第３号 伊豆市民が共にあゆむ手話言語条例の制

定についてを議題といたします。 

  提出者から提案理由の説明を求めますが、提案者が私のため、会議規則第54条の規定によ

り副議長と交代いたします。 

○副議長（小長谷朗夫君） それでは、議長にかわりまして、私、副議長が議事を進めます。 

  それでは、発議第３号について、提出者から提案理由の説明を求めます。 

  ８番、三田忠男議員。 

〔８番 三田忠男君登壇〕 
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○８番（三田忠男君） よろしくお願いします。 

  ８番、三田忠男です。 

  手話は言語である。全ての手話を使うろうあ者の長年の切なる願いです。その願いを実現

するため、伊豆市民が共にあゆむ手話言語条例の議員発議に当たり、発議者賛同者14名を代

表いたしまして、私より条例について提案理由を申し上げます。 

  なお、議会運営委員会に諮り傍聴者のろうあ者はもとより、議会中継を御覧のろうあ者の

方にも情報が行き届きますよう、議場演壇席横に手話通訳者を配置していただきました。 

  早速、経緯と経過から説明いたします。 

  伊豆市議会は平成26年６月議会において、手話言語法制定を求める意見書の提出を求める

伊豆市聴覚障害者協会からの請願を全会一致で採択し、内閣総理大臣ほか２大臣に意見書を

提出しております。 

  令和に入り、７月８日、伊豆市内の手話を言語として使う聴覚障害者などから、手話言語

条例制定の相談が議長の私にありました。以下、提案理由では聴覚障害者等の皆様方を当事

者と言わせていただきます。 

  当事者の相談を受け、７月17日会派代表者会議に諮り、参加者任意として８月５日手話言

語条例に関する議員勉強会を開催し、当事者から作成した条例案の説明及び伊豆市議会議員

との意見交換を行いました。その結果として、伊豆市手話言語条例制定準備会を議員有志で

立ち上げ、９月５日準備会を開催し、他県市の条例についての検討、議員提案条例の作成が

決まり、検討委員を６名選出し、手話言語条例制定検討委員会として、10月１日、議員提案

条例素案の意見交換を行いました。 

  10月７日、検討委員会提案条例を当事者、行政担当者を交えて協議し、その結果を踏まえ、

10月23日、検討委員会以外の議員を交えて意見交換し、当日傍聴にいらした当事者の皆様方

の意見を尊重した条例案を11月８日の議員全員協議会に提案したところ、御賛同いただいた

14名の連名で本日発議したものです。 

  静岡県内には、９の市町の当局提案条例はありますが、議員発議は県内初とのことでござ

います。 

  次に、条例検討内容について説明いたします。 

  国連は1981年、昭和56年、「完全参加と平等」をテーマとした国際障害者年と定め、2006

年、平成18年に障害者の権利に関する条約を採択、2014年、平成26年、日本政府はこの条約

を批准しています。条例制定準備会では、条約の「私たちのことを私たち抜きに決めないで」

の精神を基本に置き、当事者の思いを尊重し、当事者作成の伊豆市手話言語条例案をもとに、

他の障害者との関係、憲法、法律、条例等との整合性を図りながら検討を重ねました。 

  議論の中心は、協議の場を設けるについて、当事者の考えを明確化することで、当事者の

強い思いから、第６条に含めずに第７条として規定しました。 

  伊豆市には、障害者総合支援法に基づく、伊豆市における障害者福祉に関する関係者の連
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携及び支援の体制に関する協議を行うための組織として、伊豆市障害者地域自立支援協議会

が設置されています。しかし、当事者からは手話という言語に特化した独自の協議会を設置

してほしいとの強い意見がありましたが、協議の中で他の障害分野の方の理解を深めること

の大切さ、伊豆市全体での協議を行う必要性等が合意され、自立支援協議会に当事者の代表

者を入れること、従来どおり必要に応じて行政、議会、社会福祉関係者等の協議の場は別途

持てることが確認されました。 

  次に、本条例の成立の意義について説明いたします。 

  手話を言語として使う当事者の皆様方とともに協働で作成し、真に「私たちのことを私た

ち抜きに決めないで」の障害者福祉の理念を具現化した条例が成立することにより、障害者

分野の福祉向上はもとより、伊豆市全体の福祉向上、思いやり精神の高揚等に寄与するもの

と確信いたします。また、来年開催のオリンピック・パラリンピックのレガシーとして残る

ものと思います。 

  最後に、条例名称について説明いたします。 

  今、日本中に求められているのは、地域共生社会の進展、実現であります。そのため、条

例名は「伊豆市民が共にあゆむ手話言語条例」といたしました。ろうあ者だけの条例でなく、

他の障害を抱え、さまざまな分野で困難に直面している市民や生活困窮者、懸命に生活して

いる方々等、伊豆市民全員がともに考え推進していく条例でありたいとのことから「伊豆市

民が共にあゆむ」とつけました。 

  本12月議会は、法律で定められた障害者週間の期間中の開催であります。本来ならば、手

話の教育分野での普及、手話通訳者の養成、待遇改善、市民理解促進施策の項目等、権利と

義務がはっきりわかる条例にするほうがよくないかとの議論もありましたが、今後さらなる

努力を重ねることとして、今できることから始めていくことが大切であるとの認識で一致い

たしました。 

  本条例を障害者週間、毎年12月３日から９日ですが、のある12月この議会で、議員各位の

御賛同を賜り、全会一致での成立いたしますようお願いいたしまして、説明を終わります。 

  結びに当たりまして、個人ごとではありますが、福祉向上を訴え議員活動をさせていただ

いておりますが、この条例に御賛同の皆さん各位の御配慮を賜り、この場で代表して発議さ

せていただきましたこと、この上ない喜びでございます。感謝いたします。ありがとうござ

いました。 

○副議長（小長谷朗夫君） これをもって、提案理由の説明を終わります。 

  これより、質疑に入ります。 

  質疑はありませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○副議長（小長谷朗夫君） 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

  お諮りいたします。 
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  本案につきましては、会議規則第37条第３項の規定により委員会付託を省略することに御

異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○副議長（小長谷朗夫君） 御異議なしと認めます。 

  よって、本案につきましては、委員会付託を省略することを決定いたしました。 

  これより討論に入ります。 

  討論はございませんか。 

  討論がありますので、これより暫時休憩いたします。 

  この休憩中に討論のある議員は、通告書を議長に速やかに提出願います。 

 

休憩 午後 ２時１０分 

再開 午後 ２時１２分 

 

○副議長（小長谷朗夫君） それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

  発議第３号について討論を行います。 

  反対討論がありませんので、賛成討論を行います。 

  最初に、２番、山口繁議員。 

〔２番 山口 繁君登壇〕 

○２番（山口 繁君） ２番、山口繁でございます。 

  発議第３号 伊豆市民が共にあゆむ手話言語条例の制定についてに対する賛成討論を行い

ます。 

  手話言語条例の制定を働きかけてこられた関係する皆さんからのお話を聞いた時、まず最

初に手話が言語であるということに新鮮な印象を受けました。同時に手話に対するみずから

の意識レベルが高くないということに恥ずかしさを覚えました。幾度かの話し合いの機会の

中で、改めて認識したのは、手話はろう者のコミュニケーションを図り、意思伝達の手段と

して、喜びや悲しみを分かち合うツールとして、まさに正々堂々のなくてはならない高度な

言語の一つだということです。 

  時をさかのぼれば10年以上も前の国連総会において、障害者の権利条約が採択され、手話

が言語として定義されたわけです。それを受けて、日本では世界の国々にはややおくれ気味

ではありましたが、手話は言語であるということに関して、国内法、障害者基本法だったで

しょうか、の整備がなされ、国連条約への批准もなされて、言語としての手話がしっかりと

位置づけられたわけです。 

  静岡県内においても、昨年末までに富士宮市を皮切りに８つの市、１つの町、それから静

岡県そのものが条例をつくっております。最近では沼津市が、この伊豆市と同じように議員

発議を目指して今、パブリックコメントで市民に意見を問うているところでございます。多
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分、３月議会でしょうか、ということのようであります。 

  伊豆市としても議員発議として条例制定ができるようにこの12月定例会に照準を合わせ、

勉強会を含めて議論を重ねてまいりました。福祉の分野では第一人者である三田忠男議員、

現在の議長でありますが、その三田忠男議員のリーダーシップで、議員発議による条例とし

て今、ここに提案をされております。 

  条例案の第１条の目的にもありますように、手話への理解を促進すること、そして一部の

人のものではなく広く市民に普及させていくこと。そのことによって、市民が共に生きる地

域社会を実現しようとしているものです。この条例の最終案を作成するまでの中で、手話に

ついての市民の意識を高め、理解を深めてもらうための施策や、教育分野での普及努力、手

話通訳者の養成、待遇改善などの具体的な事項を、この条例に条文案の中にはっきり明記す

べきだという議論がありました。 

  しかし、それは載せてございませんが、条例はここでつくって終わりということではあり

ません。これが始まりでございます。こうした手話を世の中に広めていくという具体的な施

策については、今後努力をしていく中でしっかりと積み上げ、必要に応じて条例改正もしな

ければなりません。まずは、今、できることから始めようということで、この条例をしっか

りと制定し、その趣旨を定着させ、着実に育てていこうということの確認をしたところです。 

  本条例は、先ほどの提案者の説明にもありましたが、伊豆市民全員のための条例でありた

いということから、伊豆市民が共にあゆむ手話言語条例という名称にしました。先ほど申し

ましたように、既にでき上がっている県の条例とか、各市町の条例、その名前は圧倒的に、

何々市手話言語条例、何々市手話言語の推進に関する条例、こういう決まり切ったような感

じの内容ですが、先ほど言いましたように伊豆市民全体のものであるという思いを込めて、

特に条例の名前に工夫を加えたところであります。 

  この条例の趣旨に全会一致での御賛同をいただくことを念願して、本条例の賛成討論とい

たします。どうもありがとうございました。 

○副議長（小長谷朗夫君） 次に、16番、木村建一議員。 

〔１６番 木村建一君登壇〕 

○１６番（木村建一君） 16番、木村建一です。 

  発議第３号 伊豆市民が共にあゆむ手話言語条例の制定について、賛成討論を行います。 

  今回の条例の内容については、提案者である三田議長、そして今、賛同された山口議員が

詳細にわたって説明されましたので、私は重複を避けます。 

  私がこの手話にかかわったのは、もう20年以上前ですか。きょうもその手話言語条例を私

に教えてくれたまでは行きません。私は得意じゃなかったから、そのときはああ、そうか、

手話言語条例というのはこうやってやるんだなと言って、何回かその教室に出たことを今思

い出しておりますが。そしてこの手話言語条例はどうだと言ったときに、そのことを思い出

しながら、山口議員も言われておりましたけれども、本当に自分は狭い、いわゆる普通の人
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たちとの集まりの中で生活しているんだなということを、つくづく思ったし、反省をしまし

た。 

  私が議員になって、たくさんの住民の方から教えられたことがあるんですけれども、いつ

も大事にしていることは日本国憲法、最高法規である日本国憲法であります。その中に「人

は個人としてとうとばれる」という一文があります。人としてじゃないんです。個人として

です。ここは極めて大事なところ。人というのは何人か集まると人になるんだけれども、個

人は個人です。だから、全て一人一人が個人として尊重される日本社会を、この日本国憲法

最高法規は国民に呼びかけております。残念ながら、なかなかそこのところがスムーズにい

かない。 

  でも、きょう、手話言語条例が全会一致で、私も可決されることを望んでおりますけれど

も、今、少し角度を変えて見ると、小学校、中学校。とりわけ小学校では来年から英語教育

は必修科目になります。なぜか。グローバル化の中で、やっぱり外国語は子供たちが大きく

なったときに必要だということで、さまざまな課題は感じながらもいわゆる外国語教育、英

語教育を日本国民の中に、学んでいきましょうという状況が今、生まれておりますけれども、

英語だって言語であります。そうであるならば、この手話だって言語でしょうと言ったとき

に、すぐにはできないんだけれども、学校教育の中で手話教室をもっと授業をつくってやっ

てもいいんじゃないだろうかなというふうに私は思いました。 

〔発言する人あり〕 

○１６番（木村建一君） すみません、静かにしていただけませんか。 

  個人として、少数者が本当に全て大切にされて、そしてお互いに健常者と一緒になって、

ともにこの伊豆市を未来ある社会にしていこうねということで、手を取り合っていく、一つ

の機会を私は伊豆市議会として発信することに、その一員として参画することを誇りにする

し、ある方から、すみません、どちらか忘れたんですけれども、勉強会やるときに、通訳で、

議会でもぜひこの手話教室に参加してくださいと言われました。相当な覚悟が要ります。私

は考えるとなかなかうまく理解できなかったんだけれども、本当に条例が成立したら、我々

自身もそこに参画していく。そのくらいの覚悟でない限りは、この条例が本当に伊豆市の中

に浸透しないのではないのかなと、相当な覚悟を持って私もその教室が開かれたらば、時間

をとって参画していきたいというふうに思います。 

  以上で、賛成討論終わります。 

○副議長（小長谷朗夫君） 以上で、通告による討論は終了しますが、私も討論に加わりたい

と思いますので、会議規則第54条の規定により、議長と交代いたします。 

○議長（三田忠男君） それでは、議事を進めます。 

  小長谷朗夫議員の討論を許可します。 

〔１２番 小長谷朗夫君登壇〕 

○１２番（小長谷朗夫君） 12番、小長谷朗夫です。 
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  お二人の賛成討論に重複するところがあるかもしれませんが、よろしくお願いいたします。 

  最初に、私ごとで大変恐縮ですが、賛成討論を行うことの経緯について御説明させていた

だきます。私にとって、賛成討論は障害に関する長い時間の経過の結果です。それは、今も

傍聴席にいらっしゃいますが、60年ほど昔の話ですが、私が小学校五、六年生だったと思い

ます。生まれて初めて、言葉を発することができない少年に出会いました。その少年に60年

の時を経て、この件の勉強会で再会をしました。私にとっては、その時の出会いが全ての障

害を考えるときの原点だったのです。したがいまして、その結果が今なのです。 

  さて、それでは本題に入ります。 

  条例を読んでいただくとおわかりになりますように、本条例は前文から始まっています。

その冒頭に「手話はろう者の言語である」とあります。この言葉こそがろう者が長い間求め

続けてきた願いなのです。手話は言語、しかし長い間、そのとおりと理解しつつも、私を初

め多くの国民に浸透することがなかったことは事実です。歴史をひもときますと、それはた

った一言から始まりました。1933年、昭和８年、全国盲啞学校校長会の会議の中で、当時の

文部大臣が「手話は言語にあらず」と発言して以来、長い間、手話を言語として使用するこ

とができる環境が十分に整えられることがありませんでした。 

  しかし、近年、平成18年に採択された国連での障害者権利条約、または平成23年に改正さ

れた障害者基本法では、手話が言語であると定義され、今日に至っております。現在、この

ような法整備の後押しもあり、平成30年４月現在、静岡県を初め、22の道府県で条例が制定

されました。一方、県内の市町に目を移せば、平成27年に制定された富士宮市を初め、以下、

浜松市、掛川市、御殿場市、菊川市、焼津市と続いております。 

  今こそ、私たちも手話を言語として明確に位置づけるとともに、手話の普及を促進するこ

とにより、ろう者を含む誰もが地域の一員として生活できる社会の実現を目指すため、どう

しても本条例を制定する必要があると考えます。 

  なお、条文の内容については、数回の勉強会をとおして、既に条例を制定している市町に

はない条文を起こしたり、伊豆市聴覚障害者協会の皆さん並びに伊豆市に在住するろう者の

皆さんに、寄り添った内容にしたためてあります。 

  ぜひ、議員の皆さん、御理解いただき、でき得れば全会一致で可決されますことを、切に、

切に望みます。よろしくお願いいたします。 

  終わります。 

○議長（三田忠男君） 以上で討論を終結いたします。 

  これより発議第３号について採決いたします。 

  原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立全員〕 

○議長（三田忠男君） 起立者全員。 

  よって、発議第３号は原案のとおり可決されました。 
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◎散会宣告 

○議長（三田忠男君） 以上で本日の日程は全て終了いたしました。 

  次の本会議は12月９日午前９時30分から行います。 

  本日はこれにて散会いたします。 

  お疲れさまでした。 

 

散会 午後 ２時３０分 
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令和元年伊豆市議会１２月定例会 

 

議 事 日 程（第５号） 

 

                   令和元年１２月９日（月曜日）午前９時３０分開議 

 

日程第 １ 議案第５７号 令和元年度伊豆市一般会計補正予算（第６回） 

日程第 ２ 議案第５８号 令和元年度伊豆市国民健康保険特別会計補正予算（第３回） 

日程第 ３ 議案第５９号 令和元年度伊豆市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１回） 

日程第 ４ 議案第６０号 令和元年度伊豆市簡易水道事業特別会計補正予算（第１回） 
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             関係条例の整理に関する条例の制定について 
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───────────────────────────────────────────────── 
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    １１番  小長谷 順 二 君     １２番  小長谷 朗 夫 君 
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───────────────────────────────────────────────── 

地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名 
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開議 午前 ９時３０分 

 

◎開議宣告 

○議長（三田忠男君） 皆さん、おはようございます。 

  本日の出席議員は16名であります。出席議員が定足数に達しておりますので、会議は成立

いたしました。 

  これより令和元年伊豆市議会12月定例会５日目の会議を開きます。 

 

◎議事日程説明 

○議長（三田忠男君） 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

 

◎議案第５７号の質疑、委員会付託 

○議長（三田忠男君） それでは、日程第１、議案第57号 令和元年度伊豆市一般会計補正予

算（第６回）についてを議題といたします。 

  これより質疑に入ります。 

  質疑の通告がありますので、これを許します。 

  13番、西島信也議員。 

〔１３番 西島信也君登壇〕 

○１３番（西島信也君） 皆さん、おはようございます。 

  それでは、議案第57号 令和元年度伊豆市一般会計補正予算（第６回）につきまして質疑

をさせていただきます。 

  最初に、議案書の25ページ、ここに債務負担行為補正ということで、第４表債務負担行為

補正があります。この一番上、防災機能を備えた公園調査検討業務委託、期間が令和元年度

から令和２年度、限度額が410万円と書いてありますが、これにつきまして質疑をさせてい

ただきます。 

  この件につきましては議員の勉強会等もやっていらっしゃるようなんですけれども、12月

定例会の本会議におきましてはこの提案理由の説明がなかったということでございますので、

お伺いをするわけでございます。提案理由の説明がないものですから、提案理由の説明をこ

の件についてやっていただきたいと思います。 

  それから、ページでいきますと35ページ、２款の総務費ですけれども、35ページの下の段

の真ん中のちょっと下、03の50、退職手当特別負担金1,133万6,000円ということですが、こ

れにつきましても定例会の提案理由では説明が何もなかったということでございますので、

この２点について説明を求めます。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） ただいまの質疑に答弁願います。 
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  市長。 

〔市長 菊地 豊君登壇〕 

○市長（菊地 豊君） 皆さん、おはようございます。 

  建設部理事、次いで総務部長に答弁させます。 

○議長（三田忠男君） それでは、建設部理事。 

○建設部理事（白鳥正彦君） 私のほうから、防災機能を備えた公園調査検討業務の提案理由

について説明いたします。 

  近年の激甚化する災害に対しまして、市では防災拠点機能を備えた施設整備が喫緊の課題

となっております。国におきましても、国土強靭化に向けた防災関連予算の拡充が進められ

ている今、防災拠点機能を有する施設整備のための調査に着手したいと考えております。 

  業務内容としましては、防災機能を備えた公園について、前回の都市計画定期見直しで定

めた事項について、現在の国土強靭化で求められる適正な規模や必要な機能について調査し、

その後、最適なエリアにおいて機能的な配置を検討したいと考えております。 

○議長（三田忠男君） 次に、総務部長。 

○総務部長（伊郷伸之君） 私からは、退職手当特別負担金についてでございますが、こちら

につきましては、定年前早期退職者２人分の特別負担金となります。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） 再質疑ありますか。 

  西島議員。 

○１３番（西島信也君） これは１つずつやってよろしいですね。款ごとにということですよ

ね。款ごとにですから、25ページ、第４表と35ページ、別にやりますから、別にやっていい

ですね。 

○議長（三田忠男君） ４表から３回ありますので。 

○１３番（西島信也君） 防災機能を備えた公園調査業務委託ということですけれども、何点

か言いますけれども、第１にお伺いしたいのは、今、建設部の理事からお話があったわけで

すけれども、これは建設部でやるんでしょうかということが１つであります。普通、考えれ

ば、防災機能ということですから、総務部の防災関係あたりがやるんじゃないかと思ったん

ですけれども、今、白鳥理事のお話ですので、建設部でこれを計画してやるのかということ

です。それが１点目。 

  ２点目ですけれども、防災機能を備えた公園調査ということなんですけれども、いわゆる

防災公園と、前からこう言っているわけですけれども、防災公園というのは、さっきから都

市の防災公園てありますけれども、主に全国では大都市中心に防災公園てつくられているわ

けですね。それで、例えば東京都では、都立公園が58カ所ありますけれども、58カ所全部が

防災公園になっているわけですね。伊豆市においては、何カ所くらい設置するというのをや

るんでしょうか。それをひとつ、何カ所に設置するんでしょうか。東京都23区では、面積が、
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私、何平方キロかわかりませんけれども、恐らく600平方キロとかそれくらいじゃないかと

思うんですけれども、要するに、伊豆市の倍近くあるわけですけれども、その中に58カ所あ

るわけですね。それに対して伊豆市ではどれぐらいをつくるというふうに予定しているのか。 

  それから２点目、どのような防災機能を備えたものをつくるというか、予定して、どのよ

うな防災機能。防災公園の定義からすると、避難地、避難路、防災拠点と３つあると言われ

ておりますが、どれを目的にしているんでしょうか。避難地、避難路、防災拠点、この３つ

のうちどれかをお伺いいたします。 

  それで、防災拠点も当然考えていると。先ほどもお話があったんですけれども。さっき、

何カ所つくるかという話も関連するんですけれども、広域防災拠点なのか、それとも地域防

災拠点を目指しているのか。 

  それから、避難地というのはどういうものを、これは避難地は入っているかわかりません

よ、わかりませんけれども、どういうものが、広域、あるいは広域的避難地なのか、一時的

避難地なのか、そこら辺の計画している、計画というか、構想に入っているかどうかをお伺

いいたします。 

  ３点くらい言いましたかね。以上、お願いします。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  建設部理事。 

○建設部理事（白鳥正彦君） まず１点目の、これはなぜ建設部のほうで調査するのか、防災

関係ではないのかという質問でございますが、今回、国土強靭化等、防災機能等の施設整備

を担って要綱をつくり、来年度の予算をやっているのが国土交通省でございます。国土交通

省は、既存の施設と関連して、そういったハード整備を補うところでございまして、建設部

のほうがそれについては情報等も入ってきますので、特に都市計画の分野の都市計画課のほ

うでそれらを調査するということでございます。 

  ２点目、防災公園は市として何カ所位置づけているのかということでございますが、確か

に東京都に関しては、ある程度広い公園がございますので、その広い公園が広域避難地とな

り、地域防災計画に明示されております。伊豆市の場合は、通常の避難に関して、学校だと

か体育館とか、そういった建屋があって避難できるところを重視しているため、公園が今回

のような風雨災害において指定されていることはありません。ただ、大規模な地震等があっ

たものについては、一時避難地としてある程度の地域の公園は役立つと考えております。 

  今後、今回の都市計画では、市街地の中心部、特に、拡大する中伊豆、土肥、天城湯ヶ島

につきましては、その中心のところにそれぞれ防災機能を持った公園を設置したいと思って

います。また、それとあわせて、もともと都市計画区域であった修善寺については、市街地

の用途、用途内ですね、市街地の中にそういった大きな空地、施設がないものですから、市

街地に近接した場所に広域的な防災拠点を設置したいと考えております。 

  ３点目、どんな機能かということで、避難路、避難地と申しましたが、拠点なのかという
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ことにつきましては、当然、そういった広域防災拠点を目指した防災公園ですので、ある程

度、避難地が主となります。ただ、常時はやっぱり公園として使いますので、その中で、常

時の公園と防災の機能が合致するところ、広場が主となります。専用的に防災施設倉庫とか

そういったものに関しては、防災拠点として別のところに位置づけて、全体を防災拠点とし

て考えていかないと難しいとは考えています。 

  したがって、今、公園のほうで見直そうとしているものは、公園の補助をもらって、常時

公園として使う中で、なるべく公園が有事の際に防災機能を持てるように規模を考えてまい

りたいと思っております。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） 広域なのか地域なのか、ずばり質問がありましたけれども、どういう

ように。 

○建設部理事（白鳥正彦君） 地域防災、地域という意味は、すみません、広域避難地である

防災拠点には間違いありません。ただ、防災拠点といいますのは、それに、さっき言った防

災倉庫だとか、大きな防災拠点として、機能、学校だとかそういうのも含んだエリアとなり

ますので、もともとの日向地区、都市計画で明記されているところは、防災拠点だった中に

一部公園があったわけで、なるべくその公園の機能を今回の国土交通省の強靭化にあわせて

拡大をしていきたいと思っていますが、全てが防災公園でできるものではございません。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  西島信也議員。 

○１３番（西島信也君） それでは、この件について最後の質問ということなんですけれども、

私、先ほど、何カ所つくるかということを、何カ所予定しているかということを聞いたわけ

ですけれども、そのお答えがなかったからね。どうも今聞いていると、中心に１つつくるだ

けというようなこと言って、あと中伊豆とか何とかおっしゃっていましたけれども、中伊豆

に何カ所、修善寺、天城、土肥に何カ所つくるかということ、そういう構想はあるのかない

のか。１つだけつくればいいというものじゃないと思いますから、それを１つお伺いいたし

ます。 

  それから、防災拠点というお話ですけれども、これは防災拠点といっても、広域と地域と、

これ、おのずと違ってくるわけなんですよ。例えば広域でしたら、いろんな物資を入れてそ

れを分配するとか、地域もそうなんですけれども、救援救護活動の前線基地と、こういうふ

うになっているわけですよね、救援救護活動前線基地。だからその内容を、どういうものを

イメージしているのかということなんですよ。救援救護活動前線基地、どういうことなのかと。 

  だからそこで医療活動も行うとか、あるいは例えば、避難ですから、仮設住宅とは言わな

いまでも、何日間の間、寝泊まりできるあれをつくるのとか、そういうこととか、あるいは、

よく東京都のほうで、さっきちょっと言いましたけれども、都立公園には、下水道のマンホ
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ールに仮設トイレみたいのをつくるとか、そういうこともあるわけですけれども、どういう

ようなものをその救護救援活動の前線基地ということでイメージしているのかということな

んですけれどもね。これは建設部じゃちょっと無理なのもかもしれないですけれども、そこ

ら辺は建設部で全部やっちゃおうということなんですか。そこら辺もお伺いいたします。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  建設部理事。 

○建設部理事（白鳥正彦君） 先ほどの質問に答えたつもりだったんですが、すみません。誤

解を招かないようにお話しいたしますと、今回、都市計画区域定期見直しにおいては、都市

計画区域を拡大いたします。それについては、土肥地区、天城湯ヶ島地区、中伊豆地区を拡

大します。それぞれの都市、地域に、地区と申しますが、そのそれぞれの地区については、

中心地にコンパクトなまちづくりをするという中において、中心地の中に最低１カ所の防災

機能を持った公園、もともと公園というのは防災機能を持っているんですが、それは必要と

考えております。それぞれについては、その地区のコンパクトなまちに合った常時的に必要

な機能、または防災機能の中で、必要な面積を設置したいと考えております。 

  一方、もともと都計区域であった修善寺地区については、もともと前回の定期見直しのと

きに、日向地区に防災機能を持った公園ということで近隣公園が位置づけられております。

それについて、当然、防災機能を持った公園としてまず見直すわけですが、まずそれについ

てもう一度調査をして、国土強靭化にあわせた拡充がどの程度可能なのかどうかを検討しな

ければならないと考えております。 

  防災機能のその内容ということだと思えるのですが、当然、大規模災害時に広域避難地と

して機能するオープンスペース、また、そういった救護介護施設、拠点として機能するオー

プンスペース確保と、そうしたものに関しては、前、勉強会でもお話ししたように、一時避

難地として人々が避難した後、その人たちがまた新たなそういったところに着いたときに、

次はそういった人々の命を守るための活動拠点になると考えています。それがまたひと段落

した時期において、当然、１カ月とかそうなったについて、今度、仮設住宅用地としても使

われるだろうと、そう考えています。 

  もちろん、国土強靭化の中でその必要性が認められればですが、その公園の大きさもどん

どん広がるでしょうし、また、そこについて、これまでお話ししたような、トイレにかわる

マンホールだとか貯水槽、または遊具、そういった機能はつけることが可能となっておりま

す。 

  また、広域化ということにちょっとこだわっておられるんですが、当然、伊豆市全体の広

域になって設置できれば、それはもう物すごくうれしいことですね。伊豆市の近いところに

それだけの施設ができるわけですから、地域の人に対する恩恵は計り知れないものと考えて

おりますが、それはもう県、国との、当然、地域防災計画との調整もありますし、そこまで

の予算が認められるかどうかはわかりませんし、１回手をおろした事業でございますので、
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今度は真剣にまたもう一度取り組んで、もう一度、広域防災拠点の一部を持った公園として

調査し、要望していかなきゃならないと思っております。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） それでは次に、退職金のほうに入ります。 

  西島議員。 

○１３番（西島信也君） 防災公園については、どうも今まで真剣にやってきていないようだ

ったので、ぜひ真剣にやってもらいたいと思うわけですけれども、その是非は別にしまして

ね。 

  それでは次に、退職手当特別負担金なんですけれども、先ほどの説明で、要するに、早期

退職者２名の分だというわけですね。２名というから、大体これは1,100万円ですから、お

一人さん500万円とか600万円ですけれどもね。この早期退職者というのはどういう人のこと

をいうんでしょうか。 

  要するに、定年退職をすれば、定年退職まで勤めれば退職金は割増しになるよと、そうい

う制度があるわけですよね。その分について、定年退職したものとみなすと。みなすという

か、その分の割り増し分だと思うんですけれども、早期退職をすればいいんでしょう。要す

るに、普通退職という考え方もありますよね。普通退職と定年退職と。普通退職というのは

途中でやめる人、定年退職というのは定年まで勤めた人、60歳まで勤めた人ということなん

でしょうけれども、昔、勧奨退職という制度があったですよね。勧奨退職をした人には、勧

奨退職、要するに肩たたきですね、肩たたきをした人でやめてもらった人にはこの退職手当

特別負担金でやっていただくと、こういうことがあったわけですけれども、そういうことで、

皆さん、18とか二十歳からお勤めになった方は、58歳とか59歳でやめる方も多いんですけれ

ども、これは要するに、肩たたきというのは今現在あるんでしょうか。 

  それと、早期退職といったって、何年くらい早期退職でいいんですか。あと５年も10年も

残して、早期退職だから退職手当特別負担金やるよ、退職手当を割り増しするよというのも

おかしいと思うんですけれども、そこら辺の説明をしていただきたいと思います。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  総務部長。 

○総務部長（伊郷伸之君） １点目のまず旧の制度でありました勧奨退職、こちらから御本人

に勧奨するという制度があったわけですが、今の定年前早期退職につきましては、募集をか

けます。職員に、一定要件、伊豆市の場合、現在、勤続20年以上で退職時の年齢が45歳以上

という条件のもと、この制度に応募するかどうかの募集をかけます。そして、そこで応募し

てきた職員を対象としております。早期の要件は、先ほど言いました、勤続20年以上で退職

時の年齢が45歳以上ということでございます。ですので、行政側から昔のような勧奨という

ことはございません。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 



－281－ 

  以上で西島信也議員の質疑を終わります。 

  次に、16番、木村建一議員。 

〔１６番 木村建一君登壇〕 

○１６番（木村建一君） おはようございます。16番、木村建一です。 

  引き続き、議案第57号、債務負担行為補正の中の防災機能を備えた公園調査検討委託につ

いて質疑をいたします。 

  １つ目、調査委託ではなく、調査を検討することを委託するということが何だかよくわか

りませんので、説明をしてください。 

  ２つ目です。何を委託するのかわかりませんが、委託しないでできない理由についてお尋

ねします。 

  ３つ目です。文教ガーデンシティ構想の公園予定地としていた農地もこの委託に該当する

というふうに判断して委託しようとしているのか、お願いします。 

  これに該当する土地というのは、平成29年、県が作成した、伊豆市都市計画 都市計画区

域の整備、開発及び保全の方針にうたっている土地でしょうか。 

  文教ガーデンのときの防災公園等々というのは、加殿地区だったんですね。ただし、今言

った平成29年度の県作成の方針には日向地区とありますので、よくわかりませんので、御説

明をお願いいたします。 

○議長（三田忠男君） ただいまの質疑に答弁願います。 

  市長。 

〔市長 菊地 豊君登壇〕 

○市長（菊地 豊君） 建設部理事に答弁させます。 

○議長（三田忠男君） それでは、建設部理事。 

○建設部理事（白鳥正彦君） ただいまの質問にお答えいたします。 

  まず委託名でございますが、わかりにくい表現になってしまって申しわけございません。

調査を検討するということではなくて、防災機能を備えた公園について必要な規模や機能を

調査し、整理分析し、その後、機能的な施設の配置を検討したいということです。 

  もちろん、調査委託にはある程度検討分析も入っているんですが、今回は、当然、その検

討の意味合いが強いものですから、検討という名称をつけさせてもらいましたが、発注のと

きには、それがまた調査委託とか検討委託とかはっきり分けるような形をとりたいと思って

おります。 

  次に、委託の必要性ですが、今回の業務につきましては、国の令和３年度事業費要望とし

て、令和２年６月に概算要望するレベルまで資料を作成することを目的としています。令和

３年事業費の防災施設の要綱はまだ正式に示されていませんが、計画エリアや配置について

図面等を作成しなければなりませんので、技術を擁する業者へ委託する必要があると考えて

おります。 
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  ３の予定地について、どこなのか、また、区域マスタープランに位置づけたところについ

て、農地、または加殿ではなかったのかという質問についてお答えします。 

  前回の都市計画区域マスタープランの見直しにおいて定められている公園というのは、日

向公園、近隣公園でございまして、これはですね、文教ガーデンだった農地の位置に位置づ

けられてございます。これについて、当然、８ヘクタールの優良農地でございました。しか

も、今現在青地でございますので、国、県との調整においては、それ全体を必要性がある区

域として除外の調整をしていましたので、その位置として公園が含まれていたということで

ございます。 

  ただ、その過程において、当然、それを一挙にその８ヘクタールについてやるためには、

やっぱり中学校とか一体となってやらなければならない中で、文教ガーデンとして否決され

たということでございますので、その途中の過程においては、防災機能を持った公園という

のは、白地の農地で可能な、多分、加殿のところに位置づけたりすることもあったのではな

いかと思っておりますが、調整においては、当然、国、県で預かって調整するのは、市街地

の中で、当時、優良農地として土地利用が、転換、調整が必要な日向地区であったと認識し

ております。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  木村建一議員。 

○１６番（木村建一君） なぜ検討へ入ったのかということは、ほぼほぼわかりました。すご

くわかりづらかった。通常は調査委託なんですね。検討するって、あ、調査をお願いして、

またそれをこっちに持ってきて検討するのかと思ったんですけれども、それをも若干含めて

いるだろうということで、これは１点目については結構でございますが、いわゆるこの防災

公園をつくるに当たっては、国が一生懸命、今推し進めている国土強靭化対策の一環だと、

その中の一つ、重要視していますよ、だから国土交通省が担当しているから、西島議員の質

問を聞いていて、あ、そうか、だから建設課かなと、理事が担当している、専門職を発揮し

ていただいているのかなと思ったんですが、伊豆市として、国土強靭化、国が言っているん

だけれども、本当に伊豆市においても、当然伊豆市を強靭化させなくちゃならない。そうい

うふうに、こう観点から見たときに、いわゆる強靭化って何かというと、いわゆる市民の生

活とか命を守る、そのためにどうしようかということだと思うんですね、今回のその提案に

ついても。そうしますと、ちょっとここのところがわからない。 

  そうすると、前、一般質問の中で杉山武司議員が、避難所の課題について幾つか課題を提

起したんですけれども、この辺をちょっと整理させてください、私の頭の中に整理できるよ

うにお答え願いたいのが、避難所のいろんなソフト面等々、運営等々についての課題は、ま

だ未解決問題がたくさんあるとわかったんですが、これについては防災安全課がやるわけで

すね。そうするとハード面、ハード面と言ったらあれですね、イコール、ソフト面にもかか
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わるんですけれども、それは建設課のほうでやるとなると、この今回提案している国土強靭

化、いわゆる市民をちゃんと守っていく、命、生活を守っていく立場から見たときに、どう

いうふうに、今回この委託をするに当たって位置づけられているのか、お願いしたいんです。

いわゆる避難所の課題というのは別なんだけれども、連携というのも当然あるでしょうとい

うことです。 

  委託しないとできない理由が何となくわかったんですが、勉強会等で理事が出向いて、１

時間以上にわたってずっと都市計画から含めて講義を受けまして、あ、相当学ぶところがた

くさんあるなと思いながら聞きました。そうすると、ある程度のこの骨子を、理事が加わっ

た建設課のほうでやって、方針をきちんとその中で出して、委託の方向性をきちっと決めて

いくということができないのかなと思いながら、今回のこの提案についてお尋ねしたんです

けれども、ちょっとその点をどのようにお考えなのかお願いしたい。専門的な立場、相当お

詳しい方だなと、僕、とてもじゃないけれども及ばないような知識と経験を持っているなと

思ったんですけれども、お願いしたい。 

  それから、まあいいでしょう、加殿地区か日向地区かということは別に構わないんだけれ

ども、これは市長にお尋ねしないと。市長がお答えになっているから。 

  広報伊豆６月号に「市長の今これ」って、今、月、市長の思いを広報に載せているんです

けれども、今言った広報６月号に、狩野川本流と大見川と修善寺川が合流する場所、ここが、

防災拠点を兼ねた公園をつくると、ここが、いわゆるこの３つの川が合流する地点より南側

ということになるでしょうと、防災拠点が。そういうふうに主張なされて、文教ガーデンの

ときもそんな話をされていました。そうすると、今回の提案は、もう既にその方向性のここ

だよということはある程度お決めになりながら委託するのか、提案するのかお願いしたい。 

  それともう一つ、聞いていて、あ、なるほどなと思ったのが、各地区にも置きますよと。

だから修善寺はそこになるかどうかはまだ不確定要素はあるでしょうけれども、修善寺に１

つ、そして、あと残った土肥、天城、中伊豆にまた防災拠点をつくりたいというのはわかっ

ているんですが、これは、都市計画のこの、何ていうの、ここまで余り入ると失礼に当たる

から、さわる程度で結構です。伊豆市の財政シミュレーションの中に、新規事業として都市

防災公園整備事業、令和３年から令和６年まで、概算事業費13億円ということが、こう、一

応、多分この中に、財政シミュレーションの中にこの分も入っているんだろうな、どこかに。

どこかに入っているなと思うんですけれども、そうすると、今回提案するに当たって、これ

は、今回これで考えているというのは、ごめんなさい、防災機能を備えた公園の委託という

のは、13億円の範疇の中においての、アバウトですよね、まだ決まっていなんだから、そう

いうことなのか。それとも、ほかの地区もひっくるめた委託になっているのかがわからない

もので、お答えください。お願いします。 

○議長（三田忠男君） まず、建設部理事。 

○建設部理事（白鳥正彦君） たくさんあった中で、こちらの説明がちょっと不十分なもので
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すから、改めて御説明いたしますと、国土強靭化に関しては、命を守るハード整備を主に担

っております。したがいまして、それぞれの、今、避難所等の、どっちかというとサービス、

サービスにあるような内容については、これは市町村が行うということにおいて、国土強靭

化で補助をつけて国がやらなければならないのは、とにかくまず命を守る。そのために、広

域的な避難地であったり道路、その避難路である一時避難路、実践的に整備するだとか、崩

れているという場合、土砂災害を防止する事業だとか、または津波に対する防潮堤とか、そ

ういったものに対して国土強靭化で整備していくと。 

  したがいまして、今回、当然、その中で拡充される項目、今回は河川なんか災害が多かっ

たものですから、そういったものが拡充されます。そういった要綱はまだまだ決まっていな

いわけですが、おおむねそういったものに関しては、当然、県、国がまずやるべきものとし

て、ある程度情報は出てきて、概算要望に間に合うように来ていますので、それに伊豆市も

提案をしたいということでございます。 

  あと、今回の委託について、ほかのところも入っているのかということにおきましては、

実は委託調査としては、みどりの基本計画の中で、当然、みどりの基本計画というのは公園

の計画なんですが、国との調整をする、今回の都市計画拡大においての計画づくりでしたの

で、その中で当然検討されています。 

  ただ、問題があったのは、やっぱり都計区域拡大で今、各地域に入ってその説明をしてい

るわけですが、どこどこにというのは住民にしっかり示さないと、そこの土地、その土地は

当然農地だったり地権者さんが使っている土地ですので、回答が来ないという中で不十分と

考えていますので、今回、それぞれの拠点の中で、ここならどうでしょうかというのをつく

って提案し、おおむね地区の中でそうだよねと言われたときに要望していくという流れにな

っております。 

  したがいまして、今、都計区域拡大もしていないものですから、それぞれの公園について

は、国の補助要望とかそういったようなものができる段階ではないものですから、みどりの

基本計画の中で行っています。 

  一方、今回の出した委託というのは、これまで都計区域だった修善寺においては、さきの

防災機能を持った公園というのは位置づけておりますので、今回、それについてもう一度再

整理をして、要望にかけていきたい。 

  ただ、当然、国のほうも、将来伊豆市は都計区域拡大をするんだよねということにおいて、

全体の地域について防災はどうなの、その中でここはどう機能するのということは、当たり

前のようにそれは、要綱ですので、当然、みどりの基本計画の中で、その全体の中で、やっ

ぱりここが拠点だよねというような、広く、中伊豆、天城湯ヶ島、土肥地区の防災拠点とな

る、広域といいますが、伊豆市の中の広域防災拠点として機能をしっかり説明していく上で

は、そういった区域も含めて検討したいとは思っております。 

  以上です。 
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○議長（三田忠男君） 市長。 

○市長（菊地 豊君） 御質問にお答えします。 

  ３つの川が合流している狩野川本流と、それから大見川と修善寺川の南側が地形的に安全

ということは、当然想定しておりましたし、今でも、３河川が合流する修善寺橋の下流と上

流では危険度が圧倒的に違うわけですね。都市の中心部付近に、先ほども理事から、防災機

能のついた公園というのは、要するに空間が欲しいわけです。空間が必要なんですね。空間

を確保するために、一般的には、そこはやっぱり公園として、そこに防災機能をつける。自

然の脅威から免れる安全な空間をつくるためにどういう事業を組むかということなんですね。 

  そこで、３年前は、御指摘の加殿は、サッカー場と、サッカー場の横に防災倉庫を想定し

ていたわけであって、公園は、予定していたエリアの東南のエリア、中学校の校舎と、それ

からこども園に囲まれたエリアを公園として整備し、そして市の道路を挟んで反対側、北側

にサッカー場と防災倉庫を想定したわけですね。 

  当時も申し上げたとおり、私も、防府、東日本、北海道、いろんな被災地を視察しました

けれども、教育を早く始めたいんです。学校は一時的に使いますけれども、早く教育を再開

したいんです。これは厚真町でも、勇気を持って学校を早く始めたことが物すごくやっぱり

地域の明るさにつながっているんですね。したがって、あえてあのときは加殿につくったの

は、そちらのサッカー場を使うことによって、校舎、校庭を早く開放したかったということ

も、何度も御説明したとおり。 

  したがって、加殿のサッカー場、防災施設と公園で、あわせて防災に使うエリア。もちろ

ん校舎も一時的には使いますけれども、そういったことを想定したわけであって、公園その

ものはやっぱり日向に予定をしていたわけなんです。 

  それから、やはりいろんな被災地で伺うと、何が必要ですかとやっぱり確認するんですね。

もう必ず計画と準備。計画していたこと、準備していたことは確実に役に立つし、計画して

いないこと、準備していないことは、やはり奇襲を受けてしまう。今、私たちはもうたくさ

んの課題を持っているし、実際いろいろ積み上げてきたわけですね。ところが、さっき理事

からもありましたけれども、国と県と調整していたことは白紙に戻っているわけです。今、

計画がない状態まで戻ってしまっているわけですね。 

  そこで、実は、こういったことに詳しい国会議員の先生方、それから学識の先生方から、

伊豆市も国土強靭化計画をしっかりつくれと。つくることが今制度としてある中で、つくっ

ていない。つくっていないと事業化できないわけですね。そこで、ことしの３月から、県の

都市計画マスタープランに残っている、日向の防災機能を備えた公園についてはいかがでし

ょうかと、３月議会と６月議会と２回、議会の御意思を確認させていただきたいということ

だったんですが、全員ではありませんけれども、一部の議員さんからは、議案として出せと、

そうしなければ検討できないということで、もうぎりぎりのスケジュールで、来年の６月ご

ろに国に報告すべき資料を作成するためにはもうぎりぎり最後の段階ということで、あえて
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議案として調査費を計上させていただき、半年程度をかけてこの計画をつくらせていただい

た。 

  これは１つは、こういったことをやりたいという行政の意思と、それから議会の御意思を

確認させていただきたいという、そういった目的も持った議案でございまして、ぜひ議員の

皆さんには、物すごく大切な、大変に将来にとって、伊豆市の市民にとって大切な議案です

ので、それぞれしっかり御検討、御吟味をいただきたいと思います。 

  さらに、いろんな、本事業にかかわることであれば、また委員会で十分時間があると思い

ますので、慎重に正確に吟味、御検討いただきたいと思います。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  木村建一議員。 

○１６番（木村建一君） 大体の何をしようとしているのかということが見えてきました。こ

こだけじゃない、ここと言ったよね。修善寺だけじゃない、ほかもあるんだけれども、まだ、

理事の話は、都計外だから、何も決まっていないから、それを国に出すわけにいかない、だ

からそのギャップについてはこちらでちゃんと位置づけて、当然、国のほうとしては、ここ

だけでいいのとなりますよね。ほかはどうするのよって、これで全部伊豆市が賄えるのかと

いうことは当然聞かれると思うから、それは多分、今の話、そうじゃないだろうなというこ

とで、ほかも検討するということは、流れは、うんうんということでうなずきながら聞きま

したが、市長にちょっとお尋ねしたい。 

  その前に、ごめんなさい、これは考え方の問題だから、これは市長にお尋ねしたい、１つ

目は。この議会、この今、市長が言われたように、何人かの議員が出してくれという要望が

あった。それは自由ですから、別にそれはけしからんと、僕は何も思わないんだけれども、

私に対しては市長は、今、県との信頼関係がないんですと。議会が決議してくれないとこれ

は出せません、どうですかって私にこう呼びかけられたので、いや、まだその時点ではこち

らのほうで、議会は議会として勉強会をやっていますと言ったら、だから市の勉強をしても

らいたいがために議会に投げかけたいんだけれども、いかがかということで、こうやりとり

をやったんですけれども、結論はつかなかったんだけれども、決議はまだしていないですよ

ね。だけれども、今回提案されたことについてどういうふうに捉えられたのかなという、心

の内がちょっとわかればいいのかなと思っています。 

  それからもう一点は、これは理事のほうがいいのかなと思うんですが、先ほどは、県がつ

くった都市計画区域の整備、開発の方針の、これについて、これが提案されたときに私は、

市民の声を聞きたいということで口述をいたしました。この中で考え方だけちょっと聞かせ

てください。これは、ただ単に、理事は当然、専門職で御存じでしょうけれども、都市づく

り全体の計画をこれは指し示しているんですね、方針をつくっている県は。だから、防災公

園だけじゃない。余り言うと一般質問、これはよしますけれどもね。優良の農地との健全な

調和に関する方針もこの中に掲げられているんですよね、御存じのように。今、やるかやら
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ないかまだはっきりしていないんだけれども、どうも考えているのは、優良農地を農地転用

して防災公園をつくりたいとなると、このときに僕が言ったのは、矛盾していませんかとい

うふうな話をしました。優良農地を片方は県はつくろうよと、整備しましょうよと言ってい

るんだけれども、それを防災公園のためになくしたほうがいいということに、多分、県のほ

うは結論づけて、これは多分、市の意向のもとでそうやったんでしょうけれども、そのあた

りの考え方を聞かせてください。 

  あとはいいです。いろんな課題はあるなと思いながらも。お願いします。 

○議長（三田忠男君） まず、市長、答弁願います。 

○市長（菊地 豊君） これもかつて申し上げたことですが、もちろん、文教ガーデンシティ

事業のときも、１回で議案だけ出したわけではありませんので、幾度も幾度も予算案等を出

させていただいて、承認いただいた上でやってきたわけですけれども、要するに、議会構成

が変わって、議会の意思が伊豆市の意思だということで、そこは否決されたわけですね。そ

のときに議会では申し上げましたけれども、国、県と全て調整してやってきましたから、こ

れ以降、もし否決されると、今度はやり方を変えざるを得ませんということも、申し上げた

とおりです。 

  ですから、今、制度の、例えば農地の転用問題とか、あるいは都市計画にかかわる開発の

補助金でありますとか、あるいは地権者の皆さんと話をするときに議会の担保がないのは進

めることはできないわけです。これも何度も申し上げたとおりです。そこで今回は、先ほど

も申し上げましたけれども、国がこれだけ強力に国土強靭化の施策等予算化を進めている中

で、このタイミングを逃して、やるべきことを今やらない、そして、とれるべき補助金を今

とれないと、これは市民の公益にとって極めてマイナスが大きいということで、ぎりぎりの

タイミングで議案として出させていただきました。 

  もしこの議案を可決していただければ、先ほど提案趣旨を改めて理事から説明しましたけ

れども、来年６月ごろを目途に作成をし、国に提出し、そして国の補助金を確保した上で、

防災機能を備えた公園をつくるということの議会の意思ということが確認をできますので、

ですから、今は推進する決議案をいただきたいのではなくて、議案として御承認いただけれ

ばそちらの手続に入りたい、入ることができるということでございます。 

○議長（三田忠男君） 建設部理事。 

○建設部理事（白鳥正彦君） 都市計画区域拡大について、市民の声をどう捉えて、なおかつ、

都市全体づくりの中でどう位置づけていくかという御質問だと思うんですが、まことにその

とおりでございまして、伊豆市全体の中を考えたときに、新しく伊豆都計区域に前回なった

ときに、やっぱり今の用途地域の中は結構人口密度も高く、全部を賄うのは難しいだろうと

いう結論に達し、当然、ほかの都市計画と一緒なんですが、コンパクトな話の中なんだけれ

ども、必要な機能に関しては市街地の中で確保することは困難だから、住宅地とか今後の発

展のために最低必要なエリアについて、伊豆市の、当然、都市マスと連携を図り、調整して
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きた。その中で一番やってきたのが、当然、牧之郷地区のほうと日向、加殿地区でございま

す。それでその中で、当然、牧之郷地区は優良農地というのが明確じゃなかったもので、比

較的簡単に地区計画を定めることができたし、地域の人の思いもはっきり示されていたけれ

ども、当然、日向地区については、優良農地で整備していたところでございますので、当然、

アンケート等をとった中で、それが確実に市街地として土地利用転換していいのかどうかと

いうことについて、今後慎重に諮ると。その中において、まず地権者の意向としては、そん

なに農業の優良農地として今後存続していくより、そういった中心の拠点として、当時は教

育的なものだとか、そういった住宅も主だったと思いますが、していこうという意向があっ

たわけですから、それらについて、国の補助金をもらうために防災拠点という位置づけをし

たと、たしかそういう形で認識していると思います。 

  ただ、これについては、定期見直しが５年ごとにあるわけで、国の調整を図る中において、

当然、猶予期間がございますので、その５年の中において計画が定まれば、この優良農地の

必要性よりも、防災やそういったまちづくりの中のほうがまさるということの中において、

計画を策定することを許していただいた。それでその計画が、国から補助金をもらって、た

しか3,000万円ぐらいだと、すみません、つくってきたと思います。 

  ただ、これについては、今後の流れとしては、住民の意見が最も大事ですので、農業を続

けている。だからその計画をもって住民に示すときには、必ず事業の確実性がないと、広大

な農地をつぎはぎのようにちょっとずつやることは困難ですので、その事業の確実性を高め

た中で住民の意見をとって、それで都市計画決定をして、それで事業認可をとると、こうい

う流れになっています。 

  事業認可をとるということは、事実上、おおむねこの事業に対して国に承認してもらえて

予算がもらえるよねというのがないと、とても都市計画決定などはできませんので、そうい

った中において、今回については、１回手をおろしたものですけれども、公園ですけれども、

今度の国土強靭化の中で事業化が可能なのかどうかを改めて調査していただいて、可能とな

ったら、自信を持って地権者の皆様に都市計画決定の手続に入り、当然、地権者、農地の使

い方よりもいいよというふうになれば、都市計画決定された後、今後、事業認可というふう

になりますので、まずは、当然、１回、５年前にそういった、伊豆市としては土地利用転換

をするという、こういうまちづくりをすると手を挙げたところですので、もう一度その整理

をしないと先へ進めないと考えております。したがいまして、今回、その調査をさせていた

だきたいということでございます。 

○議長（三田忠男君） 以上で木村建一議員の質疑を終わります。 

  次に、15番、森良雄議員。 

〔１５番 森 良雄君登壇〕 

○１５番（森 良雄君） 15番、森良雄です。 

  今までの質疑を聞いていて、一体何をやっているのかなと思って、僕はあきれていると。
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まず、議員の皆さん、質問に参加する人はこの３人に限られちゃっているんだよね。大体、

この回数、何ですか、これ。ぜひ議会改革で取り上げてくださいよ。回数なんて必要なんで

すか。 

  議案第57号 令和元年度伊豆市一般会計補正予算（第６回）についてお聞きしたいことが

本当はいっぱいあるんですけれどもね。災害の被災箇所に漏れはありませんかと。全部ちゃ

んと調査しているんですかね。端的に言ったら、私はよく大洞と最近言っているわけだけれ

ども、大洞は、あれはあれですからね、建設部長、あなた方の設計ミスですよ。指摘してお

く。市長、あなた方の計画ミスだ。それでもって、対象者が私なんだけれども、森良雄の駐

車場が壊されちゃった。まず一番に飛んでいって見るのが常識じゃないかと私は思うんだけ

れどもね。ね、波多野さん。設計ミスで物をぶっ壊しちゃったんですよ。そうしたら、見に

行って、どう対処するか考えなさいよ。それで、これだけ言われていて、最終日には建設部

長は出てきてくれるのかな。見てきて。 

  このほかにだって、災害の被災箇所に漏れはありませんかと僕は言っているわけだけれど

も、私の近所には今、屋根瓦の補修なんかやっている人もいますよ。そういう被災状況を本

当に把握しているのかどうなのか。市としてどうやって対処するのか。いや、40万円以下は

面倒を見ませんよと。そういうのがちゃんと決まっているのかどうなのか。それとも、一応

届けだけは出しておいてくれと。見舞金ぐらい出るかもしれないというお話をするのかどう

なのか。 

  ただ、最近、私のところに届いた話では、矢熊筏場線で何かやっているんですか。何かや

っているらしいね。通行止めになっているときとなっていないときが、区別がつかないと。

ちゃんと業者に指導してくださいよ。本日、工事中で通行止めですと。それも、中伊豆側と

天城側両方にちゃんとしておいてやらないとね。途中まで行ったら通行止めで通れなかった

よでは困りますよね。あそこで工事をやっていたらまず通れませんからね。 

○議長（三田忠男君） 災害の関係での質疑をお願いします。 

○１５番（森 良雄君） 災害で言っているんです、あなた。矢熊筏場線。 

○議長（三田忠男君） 災害があったんですか。 

〔「災害じゃないから」と言う人あり〕 

○１５番（森 良雄君） じゃ、災害じゃないと言いなさいよ。 

○議長（三田忠男君） だから森さんがということを示してください。 

○１５番（森 良雄君） いいですか。私が言いたいのは、大洞も関係するんだ。伊豆市の工

事というのは、非常にでたらめなんだ。建設業者の技術がない。 

○議長（三田忠男君） 工事のことじゃなくて、災害についてのここは質問をしてください。 

○１５番（森 良雄君） ちゃんと次の行に書いてあるでしょう。災害の被災箇所をわかりや

すく、発生箇所、状況、ボリュームを表にしませんかと。市民はわかりませんよ、矢熊筏場

線、何であそこで工事をやっているんだと。やっていない日もあると。 
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  復旧工事の対象となるにはどんな条件がありますかと。この辺もはっきりさせてください

よ。ここで説明してくださいよ。できたら、口で言われたってすぐわからなくなっちゃうか

ら、書面にして出してもらいたいですね。 

〔発言する人あり〕 

○１５番（森 良雄君） 何か意見あるの。言いたいことがあったらはっきり言いなさいよ、

出てきて。 

  債務負担行為補正についても、今までもいろいろ意見が出てきた。まあ、何かどうも公園

をつくりたいらしいね。私、いつも言うのは、目的は何なんだと。これは目的が出てきてい

ないんだね。公園をつくることが目的になっちゃっているんだね。これを手段の目的化とい

うんです。まず目的がはっきりしない。 

  大体ね、地震のための災害拠点にしたいのか、災害対策拠点にしたいのか、水害のための

拠点にしたいのか、その辺もはっきりしない。僕は、地震だったら、田んぼを持っている人

は田んぼに逃げればいいんですよ。そういう指導をしたいですね、僕は。田んぼや畑を持っ

ている人だったら、田んぼや畑に逃げなさいと。水害だったら、伊豆市の場合、水害はどこ

に逃げるのかよく知らないけれどもね。僕は、じっとしているのが一番かなと思っています。 

  皆さん、今、ほら、きのうあたりまでＮＨＫのテレビでやっていたのは…… 

〔「議事進行」と言う人あり〕 

○議長（三田忠男君） 債務負担行為について質問してください。 

〔発言する人あり〕 

○１５番（森 良雄君） 目的がはっきりしていない。何言っているんだ、君は。静かにしろ。 

○議長（三田忠男君） 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時３０分 

再開 午前１０時３１分 

 

○議長（三田忠男君） 休憩を閉じ、会議を再開いたします。 

  続きを森議員、お願いします。 

〔１５番 森 良雄君登壇〕 

○１５番（森 良雄君） 債務負担行為補正について、それぞれの事業について説明をしてく

ださい。この辺が一番大事なんですよ。目的がどこにあって、こういうことを始めようとし

ているのか。目的がさっぱりわからない。 

  伊豆市の業務委託は、一度決まったらもうずっと永久でしょう、伊豆市が続く限り。私は

言っておきたいけれども、伊豆市の人口は今３万人、25年後には１万5,000人になるだろう

と。空き地はどんどんふえていくんですよ。そういうこともやっぱり皆さんね、議員の皆さ

ん、考えてくださいよ。伊豆市はお金が幾らあったって足りない。今度、この債務負担行為
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だけだと、恐らく、債務負担ってどういうことだと皆さん理解していますか。借金です。借

金の一種ですよ、これ。そうでしょう。後払いだよ。先付でまた払うようなものだよ。 

○議長（三田忠男君） 森議員、これは当局に対する質問ですので、議員の皆さんの意見は結

構です。 

○１５番（森 良雄君） 市長はどう考えているかですよ、債務負担行為を。 

○議長（三田忠男君） だからそれで結構ですけれども、議員には呼びかけは結構です。 

○１５番（森 良雄君） あなたね、三田さんね、市長は、議員の承認を得たいからこういう

ことをやっているわけでしょう。この公園をつくりたいことを。 

○議長（三田忠男君） 議員の賛同は討論のほうに入りますので、そのときにお願いします。 

○１５番（森 良雄君） 討論をやるとき、議員出てくるの、皆さん。 

○議長（三田忠男君） 議員です。討論は議員に向けて。 

  森さん、続けましょう、お願いします。 

○１５番（森 良雄君） 聞いてくださいよ。 

  じゃ、ぜひ債務負担というのは借金だということを理解していただきたいと思います。 

  以上、終わります。 

○議長（三田忠男君） ここでは災害と負担行為で２つに分けておのおの質問をやりますので、

よろしくお願いします。 

  それでは、森議員の質疑に対し答弁を求めます。 

  市長。 

〔市長 菊地 豊君登壇〕 

○市長（菊地 豊君） 建設部長及び理事に答弁をさせます。 

○議長（三田忠男君） それでは、建設部長。 

○建設部長（山田博治君） それでは、森議員の災害の関係についてお答えします。 

  まず、災害の箇所に漏れはありませんかですけれども、被災箇所の確認は、地域から情報、

職員のパトロール等により把握しております。情報の提供があったものについての確認は全

て行っておりますので、漏れはございません。 

  また、次のボリューム、表にしませんかという質問ですけれども、森議員の災害の被災箇

所がわかりやすい資料の要望にお応えすることができるかわかりませんが、委員会で資料は

提出いたします。 

  次の復旧工事の対象と条件ですけれども、まず、災害復旧事業の根拠法令となるものが、

公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法と、あと農林水産業施設災害復旧費国庫補助の暫定

措置に関する法律に基づく採択基準を満たさなければなりません。基本的には、降雨で言え

ば、最大24時間80ミリ以上、時間雨量が40ミリ以上の雨量での被災が対象となります。あと

被災規模で言えば、公共土木施設災害が１カ所60万円以上、農林水産施設災害で１カ所40万

円以上の工事が基本的な採択基準になります。 
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  以上です。 

○議長（三田忠男君） 次に、建設部理事。 

○建設部理事（白鳥正彦君） まず、業務の目的を明らかにする説明ということでございます

が、当然、これまで説明したように、近年の激甚化する災害、これは当然台風による土砂災

害や水害も含みます。こういった災害に対応するため、防災機能を備えた公園について行う

ものです。国土強靭化で求められる、当然、その拡充される機能というのは、現在、そうい

った河川整備やそういったところも含んだものとなっておりますので、そういったものにつ

いて適正な規模や必要な機能について調査し、行うものでございます。 

  債務負担行為についてということなんですが、これにつきましては、債務負担行為の中の

同じ業者等へ委託するのかということにつきましては、現在、当然、前回に行った調査、こ

れは文教ガーデンのときに公園の調査でボーリング等、測量等していますが、昔、そのとき

よりはこども園の位置も変わり、全て変わっておりますので、そのときの資料をもとにつく

りたいと考えています。全体につきましては、当然、今、都市計画課のほうで職員が、なる

だけみどりの基本計画等を使って自分たちの中で作成しておりますが、どうしても１回調査

して修正をしなければならない事項につきましては、業者等の手をかりて作成しないと、要

望調書にならないと考えておりますので、その分の最低限のお金を今回要望するものでござ

います。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） それでは、他の負担行為について、教育部長。 

○教育部長（金刺重哉君） それでは、私のほうからは、25ページの債務負担行為補正のうち、

教育部所管の事業の概要について御回答を申し上げます。 

  教育部所管につきましては、表でございます、給食業務に関する債務負担行為補正の５業

務、それから、先般８月の下旬ですが、天井部材が落下いたしました中伊豆室内温水プール

に関連する２件、２事案でございます。それぞれ年度内に事業者を決めまして、新年度早々

に事業を円滑に行うために債務負担行為を設定いたすものでございます。 

  まず、天城給食センターの給食調理業務と、それから配送業務、それから中伊豆給食セン

ターの調理業務と配送業務、修善寺中学校につきましては、自校式でございますので、給食

調理業務のみということでございます。それぞれ来年３月で現事業者との契約期間が満了と

なります。今回の債務負担行為の設定の御承認をいただいた後に、来年早々でございますが、

入札によりまして業者を決めさせていただき、令和２年度からその業者によります業務を行

っていただく補正のお願いをするものでございます。 

  今回は、令和２年から３カ年の設定をさせていただきたいと思っておりまして、複数年契

約でございますが、調理員でありますとか人材の確保、継続的かつ安定した給食を提供する

ためということで、前議会に引き続きまして、こういった形でお願いするものでございます。 

  同じ業者に委託するかどうかという御質問でございますが、前回同様、指名競争入札によ
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り決定をいたしますので、同じ業者になるかどうかはわかりません。 

  また、中伊豆室内温水プールにつきましては、９月定例議会で、８月下旬に、天井部材の

落下事故の報告とあわせまして、現在、工事の工法検討と設計料、委託料50万円を追加補正

で御承認いただきましたので、工事の発注に向けて準備をしております。 

  落下防止の実施でございますが、指定管理者との協議の結果、事前の周知やらということ

もございまして、来年の４月１カ月で集中的に行いたいということで考えております。 

  全体工事費は1,200万円、本補正予算を受けまして、本年度中にこちらも入札をいたしま

して、残る720万円を債務負担としてお願いするものでございます。 

  また、これもさきの総務部長からも説明いたしましたけれども、４月の１カ月間のいわゆ

る休暇になります指定管理者との営業補償金といたしまして、１カ月間分の人件費相当でご

ざいますが、142万5,000円をあわせてお願いするものでございます。 

  説明は以上でございます。 

○議長（三田忠男君） それでは、再質疑があるようでしたら、災害、債務負担に分けて、お

のおのあと２回ずつお願いします。 

  それでは、再質問ありますか。 

  森良雄議員。 

○１５番（森 良雄君） 今度の最後に、補正予算第５回、第６回、きょう、ここに来たら第

７回まである。一体いつになったら全体の把握ができるのかどうなのか。その辺をどう考え

ていますか。ちゃんと市内を回りなさいよ。私は、私のところを出しているのは、あなた方

はちゃんと見ていないんじゃないかというようなことをひとつ言いたいんですよ。小さいと

ころは見ていないと。大洞、大洞と言っているけれども、これはうそじゃないんですからね。

大洞という固有名詞ですからね。ここの洞は奥が深いんですよ。堰堤は２カ所あるんです。

普通、その辺にある洞は堰堤１カ所しかつくっていないでしょう。いわゆる機能障害を起こ

しているような堰堤だってあるわけですよ。そういうのはちゃんと見ているのかどうなのか。

多分見ていないと思うけれども。大洞は本当に見なさいよ。設計ミスなんですよ。自分らの

やった仕事をね…… 

○議長（三田忠男君） 森議員、質疑ですので、自分の意見は結構ですから。 

○１５番（森 良雄君） 一応そういうことで、ちゃんと見てくれるかどうかお答え願いたい。 

○議長（三田忠男君） 災害箇所をよく見ているのかという質問です。 

  建設部長。 

○建設部長（山田博治君） 先ほども申しましたように、地域とか職員が確認したものについ

ては全て確認しておりますけれども、伊豆市全体が広いものですから、災害の箇所は全てす

ぐにわかるとは思いませんので、これからそういう情報が地域とか区長さんを通じてとか来

れば、うちのほうはまた再度確認をしまして、対応できるものはしていきたいと思います。 

  以上です。 
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○議長（三田忠男君） 最後の質問ですか。 

  森良雄議員。 

○１５番（森 良雄君） それと、矢熊筏場線はどうも災害じゃないというようなお話だけれ

ども、市民にとってはどっちだかわかりませんから。ただ、私がさっき言ったように、工事

をやるんだったら、やっているよと、通れませんよというような、工事のやり方、やはりし

っかり対応していただきたい。 

  この部分だけで３回終わりということに理解していいですか。 

○議長（三田忠男君） そうです。 

○１５番（森 良雄君） じゃ、お願いします。 

○議長（三田忠男君） 説明してください。ちゃんと看板等が表示されているかということで

すけれども。 

  建設部長。 

○建設部長（山田博治君） 矢熊筏場線につきましては、災害ではなくて、通常の予算をしっ

かりいただいて今やっているところです。看板につきましては、しっかり矢熊側と筏場側に

は出してありまして、作業したときには「規制あり」、作業していないときは「規制なし」

というのを張ってあります。あとはＦＭ ＩＳ等、しっかり情報を流していますので、その

辺の情報は徹底していると思いますけれども、そういうことまでは、再度もう一回確認して、

しっかり対応していきたいと思います。 

○議長（三田忠男君） 債務負担行為の質問です。 

  森良雄議員。 

○１５番（森 良雄君） 私、さっきテレビのことを出しましたけれども、考え方というのは

どんどん状況に合わせて変えるべきだと思うんですよ。例えば東京都の話だけれども、全員

避難させていいのかどうなのかという問題も出てくるわけですよね。どこへ避難させていい

のか。特に伊豆市のような場合、4,000キロ平米近い土地を持っていて、そこに人口３万人

しかいないような場合、極論を言えば、どこへ行ったって空き地なんですよ。 

  それから、理事は、市街地というような言葉を使っているようだけれども、例えば国土地

理院で出している地図の市街地というのはどういうところかといったら、恐らく伊豆市は駅

周辺と土肥の一部ぐらいしか市街地と言わないと思うんです。牧之郷や柏久保でも市街地と

は言わないんじゃないかと。人口が多い地域とは言えるかもしれませんけれどもね。だから

やはり３万人、恐らく10年後は２万5,000人ぐらいになっちゃうと思うんです。そういう人

口減少が続いているときに、広大な避難、防災拠点だとおっしゃっておるようだけれども、

本当に必要なのかどうなのか、その辺、いわゆる目的から僕はもっと検討してもらいたいと

思うんですけれども、その辺どうですか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  建設部理事。 
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○建設部理事（白鳥正彦君） 目的、市街地で周りに空地があるものですから、そんなに必要

じゃないのかということでございますが、一般的に、都市の、大都市でもいいです、避難の

ところで、全て避難をするという形ではございません。その人数の中で、密集の市街地や火

災のおそれのある区域や、地震等で壊れた、その災害ごとに、どの程度避難するかと、避難

する人数を割り出して策定していくものです。当然それは、一時避難地であれば１人当たり

２平米という間隔なんですが、実際のところは、伊豆市の場合においてはそれを当てはめる

ことは困難と考えております。なぜかといいますと、今回の災害のように、皆さん、車で移

動する場合もございますし、とても１人２平米という立ったままのような面積では無理だと

思いますし、高齢者のぐあいによっては多数の方が避難するという中ですから、適切にそれ

は判断しなければならないと思っています。 

  また、確かに地震等で夜間にあったときに、農地だとか比較的そこに避難して様子を見る

ということはあるんですが、今度、復旧復興のときには、当然、それらの方々、当然、高齢

者等には、安全で、なおかつ行政サービスを受けられるところに避難をしていただきたい。

なおかつ、仮設住宅やそういったものについても考えていかなきゃならない。それらをトー

タルしたときに、やっぱりそういった防災拠点についてはちゃんと設定すべきだろうと考え

ております。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  森良雄議員。 

○１５番（森 良雄君） 同じことを言いますけれども、債務負担行為では、教育部は入札を

やってくれると。当然ですよね。ということですから、ぜひやっていただきたい。 

  今、防災拠点についてだけれども、やはり目的をしっかり決めてくださいよ。だって、き

のうテレビで「ポツンと一軒家」ってやっていましたね。ポツンと一軒家の人に、防災拠点

はあっちにありますよと、そんなこと言ったって何も役に立ちませんよね。それと同じだと

思うんです、伊豆市の場合。地震の場合はどうだ、水害の場合はどうだと、津波の場合はど

うだと、それぞれの災害に応じた防災拠点をつくりたいんだったらつくるべきだし、私は、

必要ないんじゃないかと思っていますけれどもね。これで質問を終わります。 

○議長（三田忠男君） 以上で森良雄議員の質疑を終わります。 

  以上で通告による質疑を終わります。 

  ただいま議題となっております議案第57号については、議案付託表のとおり所管の委員会

に付託いたします。 

  ここで11時まで休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時５０分 

再開 午前１１時００分 
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○議長（三田忠男君） それでは、休憩を閉じ、会議を再開いたします。 

 

◎議案第５８号～議案第６０号の質疑、委員会付託 

○議長（三田忠男君） 日程第２、議案第58号 令和元年度伊豆市国民健康保険特別会計補正

予算（第３回）についてから日程第４、議案第60号 令和元年度伊豆市簡易水道事業特別会

計補正予算（第１回）についてまでの３議案を一括して議題といたします。 

  これより質疑に入ります。 

  質疑の通告がありませんので、ただいま議題となっております議案第58号から議案第60号

までの３議案につきましては、議案付託表のとおり所管の委員会に付託いたします。 

 

◎議案第６１号の質疑、委員会付託 

○議長（三田忠男君） 日程第５、議案第61号 令和元年度伊豆市下水道事業会計補正予算

（第２回）を議題といたします。 

  これより質疑に入ります。 

  質疑の通告がありますので、これを許します。 

  15番、森良雄議員。 

〔１５番 森 良雄君登壇〕 

○１５番（森 良雄君） 15番、森良雄です。 

  議案第61号 令和元年度伊豆市下水道事業会計補正予算（第２回）について。 

  どこでどんな補正が必要なのか説明をしていただきたい。報告書と注記表との関係をわか

りやすく説明してください。簡単で結構です。詳しくは委員会でぜひお願いしたいと思いま

す。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） ただいまの質疑に答弁願います。 

  市長。 

〔市長 菊地 豊君登壇〕 

○市長（菊地 豊君） 建設部長に答弁をさせます。 

○議長（三田忠男君） それでは、建設部長。 

○建設部長（山田博治君） 今回の補正予算ですが、115ページから117ページの開始貸借対照

表の修正に伴いまして、増額の補正が必要となりました。当初予算時点では、平成30年度末

の資産、負債等を予定として作成しておりましたが、数値が確定したため、固定資産におけ

る減価償却費104万8,000円及び繰延収益における長期前受金戻入28万2,000円が増額となり

ました。これは、予定貸借対照表の118ページの固定資産及び119ページの繰延収益のそれぞ

れのマイナス額の合計が、114ページの減価償却費及び長期前受金戻入の額となります。 
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  次に、114ページの流域下水道維持管理負担金は、修善寺地区の下水道区域で発生した汚

水量に応じて負担金を静岡県に支払うものですが、負担金算定汚水量が確定し、当初の見込

みを下回ったため、76万6,000円を減額するものでございます。 

  112ページの注記表は、複式簿記方式における会計処理の基準及び手続を示したもので、

123ページは、伊豆市下水道会計は、公共下水道事業と農業集落排水事業を統合した会計と

なりますので、セグメントとして各事業の各項目を税抜き額で記載しております。 

  以上でございます。 

○議長（三田忠男君） それでは、再質疑ありますか。 

  森良雄議員。 

○１５番（森 良雄君） きょうはいいです。 

○議長（三田忠男君） 以上で森良雄議員の質疑を終わります。 

  ただいま議題となっております議案第61号につきましては、議案付託表のとおり所管の委

員会に付託いたします。 

 

◎議案第６２号の質疑、委員会付託 

○議長（三田忠男君） 日程第６、議案第62号 伊豆市特別職の職員の給与に関する条例等の

一部改正についてを議題といたします。 

  これより質疑に入ります。 

  質疑の通告がありますので、これを許します。 

  16番、木村建一議員。 

〔１６番 木村建一君登壇〕 

○１６番（木村建一君） 16番、木村建一です。 

  議案第62号 伊豆市特別職の職員の給与に関する条例等の一部改正について質疑を行いま

す。 

  この議案第62号の提案理由で、人事院勧告に基づく３つの条例の改正とのことでしたが、

特別職の期末手当について、該当する人事院勧告の説明を求めます。 

○議長（三田忠男君） ただいまの質疑に答弁願います。 

  市長。 

〔市長 菊地 豊君登壇〕 

○市長（菊地 豊君） 総務部長に答弁させます。 

○議長（三田忠男君） それでは、総務部長。 

○総務部長（伊郷伸之君） まず、今回の給与改定に伴う特別職についての考えでございます。

私が提案理由補足説明で、総じて、３条例を人事院勧告に基づくということで提案理由の補

足をさせていただきましたが、特別職につきましては、国家公務員もそうなんですが、あく

までも人事院勧告が、一般職の公務員に対する国の職員への勧告です。それに基づいて市の
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一般職も人勧に基づく改定を行っているんですが、国におきましても、国家公務員の特別職

につきましては、一般職の国家公務員の給与改定に準じて改定を行っております。市におき

ましても、今回、一般職につきましては、人事院勧告に基づいて給与改定を行っております

ので、人事院勧告そのものではございません。人事院勧告に基づく一般職の給与改定に準じ

て、特別職についても改定を行うというものでございます。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） 再質疑ありますか。 

  木村建一議員。 

○１６番（木村建一君） お尋ねします。国における国家公務員は、一般職の国家公務員と特

別職の国家公務員に分けられておりますけれども、お尋ねします。国における特別職という、

その特別職の範囲と、今回提案されている特別職の範囲というのは同一ですか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  総務部長。 

○総務部長（伊郷伸之君） 当然、国の特別職と地方自治体の特別職は、一般職に対する分類

としては同じ考えだと思いますけれども、職自体は、当然、国は大臣等になりますので、同

じものではございません。 

○議長（三田忠男君） 再質疑ありますか。 

  木村建一議員。 

○１６番（木村建一君） あ、そういうことなんですか。特別職の国家公務員には、国家公務

員法が適用されませんということで、別に構いません、法律論をやっているわけじゃないけ

れども、いわゆる人事院勧告、給与勧告の対象となるのが、一般職の職員の給与に関する法

律です、給与法による。それに準じて、国家公務員の特別職はこれに準じるから、地方自治

体においてもこの特別職に準じるんですよということで、もうちょっと広く見て、人事院勧

告に基づいて何ら問題はないと、伊豆市の三役の期末手当も問題ないという理解でよろしい

ですか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  総務部長。 

○総務部長（伊郷伸之君） 一般職に基づくから問題ないということではなくて、そもそも特

別職の期末手当等についても、一般職に準じた規定となっております。先ほど申しましたと

おり、国におきましても、当然、国家公務員法で一般職と特別職に分かれております。地方

自治体も、公務員法で一般職と特別職に分かれている。一般職につきましては、国家公務員

の一般職に準じて、準じてというか、国の一般職に対する勧告ですね、人事院勧告、当然、

自治体も国公準拠ということがありますので、国の一般職が変われば、その人事院勧告に基

づいて、通例、同様の改定をしております。 

  伊豆市の特別職につきましても、期末手当等は、一般職にもともと準じた形での規定とな
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っておりますので、国もそうなんですが、市の一般職の給与改定に準じて、市の特別職につ

いても同様に変える。これは、国の内閣総理大臣や各大臣、国務大臣等も、国の一般職の給

与改定に準じて、国の特別職の給与についても改定しているという、国に合わせてといいま

すか、そういう考えでございます。 

○議長（三田忠男君） 次の質問者、15番、森良雄議員。 

〔１５番 森 良雄君登壇〕 

○１５番（森 良雄君） 15番、森良雄です。 

  今の議論の範囲になると、どうも議員は管轄外だと、こっちへ置かれちゃっているなと、

我々議員はね。しかし、我々議員は、日当が廃止されて、少なからず数万円、今年度の収入

が減るんだね。減るのは確実だよね。そういう中で、議案第62号 伊豆市特別職の職員の給

与に関する条例等の一部改正について質問させていただきます。 

  職員の給与に関する条例変更と思いますが、いつからどのくらい給与アップするのか、説

明を求めます。その理由も説明してください。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） ただいまの質疑に答弁願います。 

  市長。 

〔市長 菊地 豊君登壇〕 

○市長（菊地 豊君） 総務部長に答弁をさせます。 

○議長（三田忠男君） それでは、総務部長。 

○総務部長（伊郷伸之君） まず、今回の給与改定、３本の条例で改定しております。提案理

由の補足説明のときに、資料に基づきまして説明させていただきました。 

  まず、一般職の給与につきましては、給料表の改定、それと12月分の支給の勤勉手当の

0.05月の引き上げ。この理由につきましては、人事院勧告による官民の給与格差の調査、そ

の結果、人事院勧告のほうで、その給料月額については、初任給とか30代半ばぐらいの若年

層、これを中心に引き上げてございます。全体では約0.1％程度の給料月額の引き上げ。細

かくは、135ページ以降の新旧対照表に給料表が載っておりますので、そこで金額を確認し

ていただきたいということ。 

  この給料月額につきましては、この平成31年度の４月にさかのぼって１年分引き上げる、

新しい給料表を適用します。ただ、勤勉手当につきましては、６月と12月は支給になってし

まいますが、この条例が可決していただければ、12月１日のボーナスの基準日から適用させ

ていただきますので、この12月に支給すべき勤勉手当、ここに0.05月分引き上げをします。

来年度以降は、この0.05月を６月と12月に、それぞれ0.025ずつに振り分けるということで

ございます。 

  あわせて特別職につきましては、先ほどの木村議員の御質問にもありましたが、特別職に

つきましても、一般職に準じて、特別職については期末手当を、この12月の期末手当を0.05



－300－ 

月引き上げます。４月以降、来年度以降はそれぞれ６月と12月に0.025ずつ振り分けるとい

うものが改正となります。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） 再質疑ありますか。 

  森良雄議員。 

○１５番（森 良雄君） できるだけ再質問しないようにしたいと思っているんですけれども、

じゃ、答えは後からでいいから、後からって、委員会のときでもいいから、一体幾らぐらい

アップされるのかなと。0.1％、例えば100万円の人が0.1％だったら１万円、違うか、1,000

円ぐらいしか上がらないということになりますけれども、今年度どのぐらい給与やボーナス

がアップするのか、金額で、表から見ろと言われてもちょっと難しいもので、わかったら、

後でいいから教えていただきたい。 

  以上です。終わります、質問。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  総務部長。 

○総務部長（伊郷伸之君） 個々にいろいろ細かい、若年層が重点ですので、議案書の73ペー

ジの一般会計の補正予算の給与費明細がございます。その給与費明細の下の表、（２）の表

に、まず給料について、給与改定に伴う増減分、人事院勧告に伴う増ということで248万

8,000円、全体ですね、一般職の。その下の職員手当で、こちらも人事院勧告に伴う期末勤

勉手当の増603万2,000円。 

  今回の勤勉率のアップは0.05月なんですが、４月にさかのぼって給料が若干上がりますの

で、既に支給している６月の期末・勤勉とかにも、若干基礎額の給料がちょっと上がるが、

さかのぼってそれは同じく引き上げになりますので、この603万2,000円は、12月の勤勉手当

だけじゃなくて、６月にさかのぼる分も含まれているということで御理解いただきたいと思

います。 

○議長（三田忠男君） よろしいですか。 

  以上で森良雄議員の質疑を終わります。 

  以上で通告による質疑を終わります。 

  ただいま議題となっております議案第62号については、議案付託表のとおり所管の委員会

に付託いたします。 

 

◎議案第６３号の質疑、委員会付託 

○議長（三田忠男君） 日程第７、議案第63号 伊豆市会計年度任用職員の給与及び費用弁償

に関する条例の制定についてを議題といたします。 

  これより質疑に入ります。 

  質疑の通告がありますので、これを許します。 
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  15番、森良雄議員。 

〔１５番 森 良雄君登壇〕 

○１５番（森 良雄君） 15番、森良雄です。 

  議案第63号 伊豆市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定について。 

  それぞれの職員の任用制度について、これは制度があるんですよね、いろんな職員がいら

っしゃるようですからね。それぞれの職員の任用制度の違い、採用制度、待遇、任期につい

て、わかりやすく説明してください。わからないことがいっぱい出てくると思いますので、

これも委員会のときで結構ですから、できたら、こういう任用制度でこのぐらいの人がいま

すよと、正規職員は何人ぐらいいますよと、できれば、平均給与は幾らぐらいですよぐらい

はわかるような説明をしていただきたいと思います。今回は簡単でいいです。これで質問を

終わります。 

○議長（三田忠男君） 本当に答弁を求めないんですか。 

○１５番（森 良雄君） いや、用意しているのならそのぐらいは。 

○議長（三田忠男君） そうですよね。すみません、失礼いたしました。 

  それでは、答弁を求めます。 

  市長。 

〔市長 菊地 豊君登壇〕 

○市長（菊地 豊君） 総務部長に答弁をさせます。 

○議長（三田忠男君） それでは、総務部長。 

○総務部長（伊郷伸之君） 今回、議案第63号で提案させていただいております会計年度任用

職員でございますが、これは、来年４月から新しく公務員法が変わりますので、適用になる

というものです。 

  現在、非正規と言われる職員の中には、主に臨時的任用職員と非常勤の職員と、大きく２

種類の職員がいるんですが、そのうちのその非常勤の職員という規定が、今まで自治法であ

ったり公務員法であったり明確な規定がなかったわけでございます。特に非常勤職員につい

ては、今、働き方改革の中で、同一労働同一賃金という中で、非常勤職員については期末手

当が支給ができませんでした。今回、一番大きいのは、やはり会計年度任用職員という新し

いくくりの中で、条例にも書いてありますフルタイム、私たちと同じフルタイムで働く会計

年度任用職員と、短時間、パートタイムで働くパートタイムの会計年度任用職員と、大きく

２つの種類があります。やはり大きいのが、条例でも書いてございますが、やっぱり期末手

当の支給ができるようになったということが、一つの大きな点です。 

  それと、フルタイムとパートタイムが明らかに違うのは、勤務時間が全く違うということ

と、少しややこしいのが、フルタイムの会計年度任用職員には給料を払うと、パートタイム

の会計年度の任用職員については報酬、同じ給与なんですが、若干ニュアンスが違う。フル

タイムは給料の月額ですが、パートタイムですので、市では、その時間額、いわゆる時間給
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で払うという条例の規定になっています。 

  大きくはそのくらいで、あと任用の任期につきましては、会計年度任用ですので、あくま

でも１会計年度が任期になります。４月から始まって翌年の３月31日、年度の途中で任用し

ても任期の末は、会計年度の終わる３月31日という制度でございます。 

  簡単ですけれども、以上です。 

○議長（三田忠男君） よろしいですか。 

  以上で森良雄議員の質疑を終わります。 

  ただいま議題となっております議案第63号につきましては、議案付託表のとおり所管の委

員会に付託いたします。 

 

◎議案第６４号の質疑、委員会付託 

○議長（三田忠男君） 日程第８、議案第64号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正す

る法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定についてを議題といたします。 

  これより質疑に入ります。 

  質疑の通告がありませんので、質疑はないものと認め、質疑を終結いたします。 

  ただいま議題となっております議案第64号は、議案付託表のとおり所管の委員会に付託い

たします。 

 

◎議案第６５号の質疑、委員会付託 

○議長（三田忠男君） 日程第９、議案第65号 伊豆市国民健康保険税条例の一部改正につい

てを議題といたします。 

  これより質疑に入ります。 

  質疑の通告がありますので、これを許します。 

  16番、木村建一議員。 

〔１６番 木村建一君登壇〕 

○１６番（木村建一君） 16番、木村建一です。 

  議案第65号 伊豆市国民健康保険税条例の一部改正について質疑をいたします。３点です。 

  １つ目です。それぞれの所得割税率、それぞれの均等割を値上げすると、全体としてで結

構です、幾ら保険税がふえますか。 

  ２つ目です。所得によらない均等割を値上げするについてお答えください。 

  ３点目です。医療費の財源を確保するために幾つかの選択肢がありますが、当然、この選

択肢というのは、一般会計から入れた、基金から繰り入れたという選択肢なんですが、当然

その中には国保税もあります。それらの財源、国保運営審議会でどんな提案を市当局はやっ

て、そして、それに基づいて審議会でどのような審議がなされて今回の提案になったのか、

その経過についての説明を求めます。 
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  以上です。 

○議長（三田忠男君） ただいまの質疑に答弁願います。 

  市長。 

〔市長 菊地 豊君登壇〕 

○市長（菊地 豊君） 市民部長に答弁をさせます。 

○議長（三田忠男君） それでは、市民部長。 

○市民部長（梅原敏男君） それでは、木村議員の質問に対しまして、まず１点目でございま

すが、今年度と比較いたしますと8,000万円ほど増額になると見込んでおります。 

  ２点目でございますが、今回の部分の税率の改正という部分につきましては、平成30年度

から国保制度が広域化されております。それに伴いまして、静岡県が定めております運営方

針、その運営方針の中に、静岡県から各市町に対しまして標準税率が示されております。今

回は、その標準税率に基づいて改正するものでございます。 

  ３点目でございますが、国保運営協議会、今年度については７月と10月の２回開催してお

ります。来年度からの国民健康保険税賦課限度額の引き上げ、それと国民健康保険税の税率、

その２点の案件につきまして御審議をいただいております。 

  １点目の国民健康保険税賦課限度額、この部分につきましては、地方税法の施行令の改正

に基づくものでございまして、諮問どおり、58万円を61万円に引き上げるということで、そ

れは妥当であるという答申をいただいております。 

  ２点目の税率等の引き上げにつきましては、国民健康保険特別会計の健全な財政運営を図

るために、静岡県から、先ほど申しました、示されました標準保険税率、平成30年の保険税

率と平成31年、もう本年示されている部分の標準保険税率、その中間点の標準保険税率、そ

の３つの案をお示しさせていただいた上で審議をいただいております。 

  審議の過程では、平成31年度の標準保険税率まで１回で引き上げたらどうかという御意見

もございました。ただ、急激な保険税の上昇は被保険者の負担増ということとなることから、

まずは、平成30年度に示されております標準保険税率まで引き上げ、段階的に静岡県が今後

も示す標準保険税率に合わせていくという意見で一致しております。 

  また、今後の県下の保険税率の統一を見据えまして、税率を見直す適当な時期であるとい

うふうにも判断をいただいておりまして、令和２年度につきましては、平成30年度の標準保

険税率に基づく引き上げという諮問をしておりましたので、その諮問どおり答申をいただい

ております。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  木村建一議員。 

○１６番（木村建一君） 運営協議会が、ここに提案するに当たって、法律的にも極めて重要

な役割を果たしているということは認識しておりますが、いわゆる国保の市民負担を求める
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ことには変わりはない。 

  １つ目、お尋ねします。審議していないなら、審議していないで結構です。今、これは一

概に国保税だけで判断できない。なぜかと。いわゆる医療費のかかわる部分があるから、当

然、そっちの医療費を先に見て税率を決めるのは、当然、部長は御存じだと思うんですけれ

ども、だからそういう意味で、税率が絶対だとは私は思わないんですけれども、決算、平成

26年度から平成27年度、平成28年度、平成29年度、人数も違うし、一概に比較検討できない

んだけれども、国民健康保険税率が、平成26年度９億4,000万円から平成29年度は８億6,000

万円に下がっているんですよ。あ、大変だなと思いながらも、生活をやる上でない。それを

どういうふうに審議会で話されたのかどうかお願いします。 

  ２つ目です。国保を全部県でまとめるということが国の方針として出てきて、今、それを

着実に実行しているという意味に受け取っているんですけれども、県が指し示している標準

税率というのは、これはあくまでも指し示しているだけであって、それに従うか従わないか

はそれぞれの自治体の権限に基づくということでよろしいですか。でも、やっぱり県に従っ

たほうがよろしいだろうという判断でしょうか。法的な関係を求めます。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  市民部長。 

○市民部長（梅原敏男君） まず１点目の部分でございますが、国保の財政状況、それにつき

ましては、審議会にお示しをさせていただいております。まず、平成30年度の部分について

もお示しをさせていただいた上で、広域化になった平成30年度の部分についてお示しした上

で、国保財政の運営状況、過年度の部分から状況を説明させていただいた上で、今後の部分

で国庫からの部分が市町には入ってこない、県のほうにいくという部分、そういった部分を

含めて、伊豆市として今後の運営については、まずは、県からいただく部分、それが減って

おりますので、まず繰入金、一般会計からの繰入金、また繰越金等で賄っていくしかないだ

ろうということで審議はさせていただいております。 

  ２点目、県の主体、県が示している部分、それに伊豆市としてという部分でございますが、

国保の広域化、この部分については、今後、静岡県に住んで、どの市町に住んでいても同じ

ようなサービス等が受けられる、そのために、今後統一した税率に示していくという部分で、

段階的に、伊豆市からすると上がっていくような形になろうかと思います。ですので、今後

の部分を見据えまして伊豆市として判断をさせていただいて、国保運営協議会のほうにお諮

りをさせていただいております。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  木村建一議員。 

○１６番（木村建一君） １つ目、お尋ねしたいのは、当然、国保の収入と支出の関係は審議

していると思う。当然のことだから。そうしないとこれは出てこない。わかるんですけれど

も、いわゆる提案されたのは、単年度でこのくらいの税率が入りますよと、でも、これだと
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一般会計から入れないと足りませんよということぐらいの説明で、ぐらいというか、失礼だ

けれども、説明で、経年的に国保に入っている人たちの税率がこういうふうに変化していま

すということは、話はされていないんですね。 

  それからもう一つ、確認します。今のところ、確かに国が全部、今は、税を集めるのはそ

れは自治体でやりなさいと。でも、どれだけ医療費がかかったのか、それについてはそれぞ

れ各自治体に投げかけて、そのお金を納めなさいという形でやっているんですね、今の広域

化というのは。もう一度お尋ねしますけれども、広域化に向かって、その準備のためにとい

うことは、言っていることはわかったんだけれども、この税率は、今、それぞれの自治体の

判断でいいのかどうかをお聞きします。お願いします。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  市民部長。 

○市民部長（梅原敏男君） １つ目でございますが、運営協議会にお示しをさせている部分に

ついては、経年の部分を当然のことながらお話しさせていただいて、数字的な部分も説明は

させていただいております。そうした中で、国保が統一化され広域化されたという部分、そ

れが平成30年からでございますが、伊豆市の国保税率等の見直しについては、平成28年に改

正しております。４年ほどたつということで、状況が変化しているという部分、加入者は減

っている部分、国保税が減ると。ただし、医療等の高度化に伴って医療費がふえているとい

う部分。その部分で、県のほうからその部分の伊豆市として支払うべき事業納付金、その部

分が標準税率に基づいて示されているということで、その部分の財源としては、やはり保険

税と、ほかにも繰越金、一般会計からの繰入金、それは当然見込んでおりますけれども、ま

ず基金等の残高等も今現在２億1,000万円ほどで、また次年度の部分での基金からの繰入金

を予定せざるを得ないということで、国、県からの歳入が減っている部分を、保険税、あと

は市の単独で出せる財源、その部分で賄うというふうなことを示させていただいた上で、税

率を改正させていただくと。 

  ２点目でございますが、あくまでも県から示されているから伊豆市としてどういうふうに

考えるかという部分については、やはり今の国保の特別会計の財政状況を見ますと、その部

分で、今後の部分も見据えた上で、伊豆市としては県の標準保険税率に近づけていくべきで

あるというふうに判断をしていただいております。 

○議長（三田忠男君） 以上で木村建一議員の質疑を終わります。 

  次に、15番、森良雄議員。 

〔１５番 森 良雄君登壇〕 

○１５番（森 良雄君） 15番、森良雄です。 

  議案第65号 伊豆市国民健康保険税条例の一部改正について。 

  これは健康保険税の値上げと思いますが、市民にとっては大変な負担になります。いつか

らの実施になりますか。 
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  標準的な年金生活者、例えば厚生年金だったら標準値は150万円ぐらいだと思うんですけ

れども、どのぐらいの負担の増加になりますか。それぞれの条文についてと、合わせたもの

についてお答えください。 

○議長（三田忠男君） ただいまの質疑に答弁願います。 

  市長。 

〔市長 菊地 豊君登壇〕 

○市長（菊地 豊君） 市民部長に答弁をさせます。 

○議長（三田忠男君） それでは、市民部長。 

○市民部長（梅原敏男君） それでは、１点目の御質問でございますが、改正する条例の部分

の施行期日という部分で、令和２年４月１日というふうにしております。令和２年度からと

いうことでございます。 

  ２点目の質問でございますが、標準的な年金生活者という部分の判断をどのようにしてい

くか、いろんなケースがございますが、まず、伊豆市といたしましてある程度出ているのが、

年金収入が約130万円という部分でございます。年金ですので、130万円という部分について

は、いろいろな世帯等がございますが、試算をさせていただく上で、１人世帯という部分で

お答えをせざるを得ないのかなということでございます。 

  まず課税所得額、130万円という部分については、課税所得がゼロという判断をさせてい

ただいて、条例の改正の部分で、第21条の第１項の第１号、これは７割軽減世帯に該当する

というふうなことになると思われます。ですので、令和元年度の医療費均等割額が、２万

2,200円が１万5,540円減額されまして6,660円、平等割の１万9,200円が１万3,440円減額さ

れて5,760円になります。今期支援分の均等割と平等割それぞれ7,600円でございますが、

5,320円減額されて2,280円、合計しますと国保税は年間１万6,900円、これが令和元年度の

部分。 

  令和２年度については、均等割額が２万5,100円とさせていただいております。７割減額

されて7,530円、平等割がそのままで5,760円、後期支援分が均等割8,900円となっておりま

すので、2,670円になります。平等割が、7,600円が2,280円、合計で１万8,100円というふう

になります。 

  よって、税率改正前と改正後の差額は、130万円の年金所得者１人世帯1,200円の増という

ふうになります。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  以上で森良雄議員の質疑を終わります。 

  以上で通告による質疑を終わります。 

  ただいま議題となっております議案第65号につきましては、議案付託表のとおり所管の委

員会に付託いたします。 
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◎議案第６６号の質疑、委員会付託 

○議長（三田忠男君） 日程第10、議案第66号 伊豆市災害弔慰金の支給等に関する条例の一

部改正についてを議題といたします。 

  これより質疑に入ります。 

  質疑の通告がありませんので、質疑がないものと認め、質疑を終結いたします。 

  ただいま議題となっております議案第66号は、議案付託表のとおり所管の委員会に付託い

たします。 

 

◎議案第６７号の質疑、委員会付託 

○議長（三田忠男君） 日程第11、議案第67号 普通財産の無償及び減額譲渡についてを議題

といたします。 

  これより質疑に入ります。 

  質疑の通告がありますので、これを許します。 

  13番、西島信也議員。 

〔１３番 西島信也君登壇〕 

○１３番（西島信也君） 13番、西島信也です。 

  私は、議案第67号 普通財産の無償及び減額譲渡について質疑を行います。 

  これは、土肥の、前に教員住宅だったところですか、そこの土地建物を無償と減額で譲渡

するということですね。無償は建物、減額は土地ということでございますが、建物の評価額、

これは説明でありましたが、267万9,600円、これをゼロ、それから土地は491万円というお

話でして、これを200万円にすると、減額するというものであります。 

  それで、何で無償あるいは減額で譲渡をしなければならないのかということですけれども、

私の理解では、これは、地方自治法、それから伊豆市条例、あるいは地方自治法施行令によ

って、減額あるいは無償譲渡は厳しく禁止されていると、そう思っているわけですけれども、

何ゆえ、これを無償及び減額譲渡するについて、あくまでも法的ですよ、建物が壊れている

とか何とかそういうことじゃなくて、どういう法的根拠があって減額あるいは無償譲渡され

るのかお伺いいたします。 

○議長（三田忠男君） ただいまの質疑に答弁を願います。 

  市長。 

〔市長 菊地 豊君登壇〕 

○市長（菊地 豊君） 総務部長に答弁をさせます。 

○議長（三田忠男君） それでは、総務部長。 

○総務部長（伊郷伸之君） 御質問の旧土肥教職員住宅でございますが、提案理由の補足のと

きに申しました、まず経緯につきましては、過去２回の一般競争入札ということで売却の公
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告をしたんですが、参加者がいなかったということで、市としましても、建物つきでござい

ますので、なかなか老朽化が進む一方になるということで、今回、公募型プロポーザルによ

り、まずどういう使い方をするのか、また、希望する価格はどうなのかということで一般に

公募しました。その中で今回提案させていただく瀬尾製作所が応募してきたということで、

議員御質問のその法的根拠ということでございますが、当然、地方自治法では、市有財産、

公有財産ですね、適正な対価なくしては通常譲渡することはできません。ただ、１つには、

議会の議決による場合、また、条例による場合、これを除いては、適正な対価なくしては譲

渡できません。ですので、今回、その今回の無償譲渡と減額の譲渡、これを適法に処理する

ために議会にお諮りしているものでございます。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  西島議員。 

○１３番（西島信也君） これは、東京ラスクとかそういうところでも同じような手法でやっ

ているわけでございます。東京ラスクの場合は、譲渡じゃなくて貸し付けなんですけれども

ね。 

  それで、私は、この議案について２つ問題があると。１つは、何で随意契約にしたか。随

意契約と書いてありますよね。プロポーザルによる随意契約と書いてある。２つ目は、何で

減額あるいは無償で譲渡するのかと。そういうことなんですよ。 

  いいですか。まず最初に、随意契約ですね。何で随意契約をしたのか。だって、ここに書

いてありますけれども、売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札、指名競争入札、

随意契約、また競り売りの方法によると、こう書いてあるわけですね。これは、地方自治法

第234条、前項の指名競争入札、随意契約または競り売りは、政令で定める場合に該当する

ことに限りこれがやることができるということですよね。だから基本は、一般競争入札でや

りなさいと。それをですよ、競争入札で募集したんだけれども、応募がなかったから随意契

約にしたと。そういう理屈は通らないですよ。 

  いいですか。しからば、どういうところならば、どういうことならば随意契約にしたらよ

ろしいかと。不動産の買い入れまたは借り入れ、普通地方公共団体、施行令の167条の２を

今読んでいますけれども、物品の製造、修理、加工または納入に使用された必要な物品の売

り払いその他の契約で、その性質または目的が競争入札に適しないものとするときと。これ

はその他の契約に入るわけですよ。不動産の買い入れ、借り入れ等はそんなものじゃないか

らね、物品じゃないから。 

  目的が競争入札に適さないもの、どういうところが適さないんですか。競争入札をやった

けれども、応募がないから、だから随意契約にすると。それは、競争入札に適さないじゃな

いんですよ。何遍も競争入札をするか、それとも入札そのものをやめて売り払いをやめるか

と。どっちかですよ。随意契約にしていいなんてどこにも書いていないですよ。おかしいじ
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ゃないですか。それを１点お伺いします。それが１点、随意契約についてが１点。 

  それから、減額譲渡、それから無償譲渡の件ですけれども、いいですか、これは、地方自

治法第237条、普通地方公共団体の財産は、条例または議会の議決による場合でなければ、

これを交換し、出資の目的とし、もしくは支払い手段として使用し、または適正な対価なく

してこれを譲渡し、もしくは貸し付けてはならないと。適正な対価なくしては、これを譲渡

し、もしくは貸し付けてはならない。こう書いてあるわけですよ。適正な対価じゃないでし

ょう、減額するということは。 

  それともう一つ、あと市の条例があるわけですね、この市で定めている条例が。伊豆市条

例、伊豆市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例、こういうのがあるわけですね。こ

れは市でつくった条例ですよ。普通財産の贈与または減額譲渡ということで第３条、普通財

産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを譲与し、または時価よりも低い価格で

譲渡することができると。４つあるわけですよ。どういうときに減額していいか、無償で譲

渡していいか。 

  いいですか。１番目、他の地方公共団体その他公共団体において、公用もしくは公共用ま

たは公益事業の用に供するため、普通財産を他の地方公共団体その他公共団体に譲与または

譲渡するときと。相手方の会社は、これは地方公共団体でなければ公共団体でもないですよ

ね。これに該当しないと。 

  ２番目、他の地方公共団体その他公共団体において維持及び保存の費用を負担した、公用

または公共用に供する財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じる

普通財産その他の負担した費用の範囲内において、当該地方公共団体その他公共団体に譲与

または譲渡するという、ここも相手方は地方公共団体か公共団体ですね。 

  ３番目、公用または公共用に供する公有財産のうち、寄附に係るものの用途を廃止した場

合に、寄附ですよ、相手から寄附をもらったよと、この土地をもらったよと、相手から、寄

附、要らなくなったら返すにおいて、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその寄附者

またはその相続人その他の包括承継人に譲与または譲渡するとき。寄附でもらったものを用

途が要らなくなったからその人にお返しするときには、減額してもいい、ただでもいい、そ

ういうことです。 

  ４番目、これも公用または公共用に供する公有財産の用途にかわるべき他の財産の寄附を

受けたため、その用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を、

寄附を受けた財産の価格に相当する金額の範囲内において、当該寄附者またはその相続人の

包括承継人に譲与または譲渡する。これも寄附なんですよ。寄附された。 

  どれに該当しますか。何も該当しないじゃないですか。これは明確に地方自治法、それか

ら市条例に違反していますよ。そう思いませんか。これは全くおかしいということですね。 

  最初に戻りますけれども、随意契約の場合、その他の契約でその性質または目的が競争入

札に適さないものと、これは随意契約にしてもいいよと。どういうことか。ア、普通地方公
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共団体の行為を秘密にする必要があるとき。イ、運送または保管をさせるとき。ウ、農場、

工場、学校、試験場その他これらに準ずるものの生産に係る物品を売り払うとき。それでず

っと来ますけれども、あとは物品ですけれども、８番目に、土地建物または林野もしくはそ

の産物を特別の縁故がある者に売り払い、または貸し付けるときと。無理に適用するんだっ

たらこれですかね。市長が特別な縁故がある者、これしか考えられないんじゃないですか。

土地建物または林野もしくはその産物を特別の縁故ある者に売り払い、または貸し付けると

き。普通考えれば、そういうことは、これは教員住宅だったですから、ないと思うんですけ

れども、無理にやれば、市長さん、何とかお願いしますよと、特別の縁故がある人がやった

と、貸し付けるときと、こう考えることも可能なわけですけれどもね。 

  どういうことなんですか、これ。２つ答えてください。随意契約、そして減額、無償譲渡、

これは市長さん、お答えできますか。お答えしてくださいよ。今、私、言ったでしょう、特

別な縁故があると。それですか、お伺いします。 

○議長（三田忠男君） 再質疑ありますか。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） もう10年以上この議論を繰り返されていて、本当に西島議員お好きな

テーマだなと思うんですが、しかも法律の解釈が全く間違っていて、議会の議決によらなけ

ればと、今御自分で発言されていて、さっき総務部長から、議会の議決を求めるために議案

に出していますと言って、この同じ議論を10年間ずっと繰り返しているんですよね。これは

議会の議決によって合法的に、正統的になし得るわけです。 

  以前の、別の議員さんから、条例にしていないものは認められないという御発言があった

んですが、安定的、継続的に正当化できるものは条例にすることもあり得ます。ただ、これ

も10年以上申し上げているんですが、伊豆市は一時期は、今ちょっとデータはわかりません

けれども、数多くの、日本一老朽化施設をたくさん持っていて、一つ一つ違うので、建てた

ときの目的と異なった使い方をするので条例化できませんから、一件一件議会にお諮りしま

すということを申し上げているわけですね。ですからこれは、議会の議決によるか条例化の

うちの議会の議決を求めて合法的に処理しようとしているものです。これは法的な話。 

  次、行政的な判断について申し上げます。 

  大変残念ですけれども、相当まちの形が違う三島、沼津を除いて、熱海、伊東、それから

伊豆の国市から伊豆半島南部まで、残念ながら商業地域の地価は伊豆市が安いんですね。全

部のまちが伊豆市より安いわけではないんですが、熱海、伊東、経済構造が似ている東伊豆

町、それから下田市、伊豆の国市、伊豆市を比べると、住宅地は伊東と下田と伊豆市がほと

んど同じくらいですが、商業地は伊豆市だけが安い。つまり不動産が動いていないんですね。 

  これを動かすためには、１つには、これは別の機会にまた理事から説明してもらうべきだ

と思うんですが、何らかの形で行政も入って、ブランド力を上げるような開発をして、要す

るに土地の価値を上げていくという手法も一つは論理的にはあるでしょう。もう一つは、や
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はり動かしやすいように誘導していく、これがほかの市町でもしばしば行われている。ある

市においては、逆に補助金をつけてでも、こちらがお金を支払ってでも処理させていただく

案件も既に出始めているわけです。 

  そういった中で、タウンミーティング以外でも、いろんな市民の皆さんとこれまで数年間、

今も私が申し上げた状況の中で、市有施設を処理しなければいけないという話をしたときに、

私の直接話した市民の皆さんはいずれも、それは何らかの補助策をとってでも処理しろと、

今、議員がおっしゃったように、同じ入札を何十回繰り返すべきであるとか、あるいは入札

をやめてその古い使わない施設を市が持ち続けるべきであるとか言った市民は、一人もいら

っしゃいませんでした。私は、やはりこの状況を正確に議会に申し上げて、議会に御理解を

いただいて、そして、市有施設はなるべく速やかに適正に処理することが市民の最も公益に

かなうものであると考えております。 

  随意契約については総務部長に説明をさせます。 

○議長（三田忠男君） 総務部長。 

○総務部長（伊郷伸之君） 今回、随意契約に至った経緯につきましては、冒頭申しましたと

おり、まずは一般競争入札ということで２回の入札をした結果、全く応募者がなかったとい

う、問い合わせすらもなかった状況です。市では、そのままあと何回も何回も同じ、毎年毎

年評価が下がる鑑定価格で入札をやっても、多分もう参加者はいないだろうと。 

  そこで今回お願いするプロポーザルになったわけですが、それでは、伊豆市のために、市

になるべく貢献できる提案を求めて、じゃ、その提案者だとどういう希望の価格があるのか

というのを一般に公募しました。その結果、地元の製作会社、工場が、地元の雇用をしたり、

あと、外からも人を呼び込みたいということで、寮に使いたいという御提案をいただきまし

た。市としては、改装する費用等も勘案しまして、御提案の200万円について、地元企業の

雇用確保のためにも、市にとって有益だろうということで、今回、競争入札ではなく提案型

の採用ということで、随意契約。まさしく議員おっしゃるとおり、施行令の167条の２の２

項で、競争入札に目的がそぐわないということでございます。 

  条例についてなんですが、るる、議員、条例の説明をしていただきましたが、条例の適用

を受けないので、今回、議会にお諮りしているものでございます。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  西島議員。 

○１３番（西島信也君） 最初に市長が、条例があるんだけれども、条例か議決かというお話

がありましたよね。これは、それは解釈はあるんでしょうけれども、私の解釈では、条例が

ないときは議決で決めると、こういうことなんですよ。これは伊豆市の条例はありますけれ

ども、もとの修善寺町の条例はこれなかったですよ、修善寺町の条例には。だからこういう

条例のあるときには、条例に従うのは当然じゃないですか。それをどっちかなんて言って、
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じゃ、条例のことをどう考えるか。今、部長が言ったけれども、条例に合わないときはなん

て、そんなことがありますか。 

  全然私はおかしいと思うわけです。私は、あくまで聞いているのは、法律上のことを聞い

ているわけでして、そんな幾ら何回入札やっても来ないとか、そんな問題じゃないんですよ。

法律上のを聞いているんですよ。 

  例えば、じゃ、言いますよ。じゃ、議員の選挙をやったよと、そのときに誰も、誰もとい

うか、定数に達しなかった。そのときに何回でもやるでしょう。それは何回やっても集まら

ない。そういうときは修善寺町にもありましたよ。何回やっても集まらないというときに、

じゃ、この人を議員にしていいかと、それと同じことですよ。全く、言っていることが全然

めちゃくちゃなことを言っているわけですよ。 

  いいですか。めちゃくちゃということは、わたしもよくよくわかったから、これ以上言っ

ても無駄ですけれども、全く嘆かわしいと。これは法的に非常に問題ですから、これはもし

かしたら裁判とかそういうのになるかもしれませんけれども、そこら辺は御覚悟をしていて

ください。 

  以上で質問を終わります。 

○議長（三田忠男君） 総務部長。 

○総務部長（伊郷伸之君） 今の西島議員のその全く法律違反を前提としたお話でございまし

たが、237条をよく、当然何回もお読みになっていると思います。条例または議会の議決と

いうことでございます。これは、市の条例は、公共的団体や国や他の地方公共団体について

規定しているもので、当然、それにそぐわない民間企業とかそういう場合は、個々に条例ま

たは議会の議決、ですので、議会の議決にお諮りするということで、御自身のその法律の解

釈はどう解釈されてもいいんですが、全くその手続が違法ということについてだけは、もう

一度こちらでもしっかり法律を、解説を読んで、委員会のときに説明させていただきたいと

思います。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） 以上で西島信也議員の質疑を終わります。 

  ここで議事の都合により昼の休憩にいたします。再開は午後１時からといたします。 

 

休憩 午後 ０時０６分 

再開 午後 １時００分 

 

○議長（三田忠男君） それでは、休憩を閉じ、会議を再開いたします。 

  引き続き議案第67号の質疑に入ります。 

  15番、森良雄議員。 

〔１５番 森 良雄君登壇〕 
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○１５番（森 良雄君） 15番、森良雄です。 

  議案第67号、譲渡先の会社はどんな会社ですか、会社概要はありますか。住所と会社の名

前は書いてありますけれども、何をやっている会社か、さっぱり私にはわかりません。 

  譲渡条件について何か決めているかどうなのか。お話がありましたら何かに使いたいとい

うことなんですけれどもね。例えば、12年前、船原ホテルの跡地を売却しましたよね。あれ

は選挙の真っ最中に売却しているんだよね。これは選挙の前だと。あの船原ホテルの跡地は

立派な開発計画があったんだけれども、それでも現状は何もなされていない。そういうこと

のないような何か方策がとられているかどうか、その辺をお伺いしたいと思います。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） ただいまの質疑に答弁願います。 

  市長。 

〔市長 菊地 豊君登壇〕 

○市長（菊地 豊君） 総務部長に答弁させます。 

○議長（三田忠男君） それでは、総務部長。 

○総務部長（伊郷伸之君） 議案第67号についてでございます。 

  まず会社の概要ということでございますが、まず本社が、伊豆市の八木沢にございます。

そして、工場を今回の物件の近くの土肥にお持ちでございます。会社としまして、主に自動

車部品と油圧部品の切削加工業を営んでおります。 

  あと譲渡の条件の文書ということですが、仮契約のほうを締結してございます。その仮契

約の中に用途指定の制限がございます。特にこの中では、契約の有効になった日ですね、契

約締結日から５年間、これは従業員寮に使うという条件、また、その従業員寮の中でも新規

雇用者、ただ、この新規雇用者には、現在市外に住んでいる従業員の方がその寮に入るため

に市内に引っ越してくる場合も新規雇用者に含むということで、まずは従業員寮に使ってく

ださいという、仮契約の中で規定してございます。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  森良雄議員。 

○１５番（森 良雄君） 油圧部品かと思ったんだけれども、残念ながら私は知らなかったん

ですけれども、自動車部品。これから自動車産業は大変なんじゃないかなと思っているんだ

けれどもね。その辺、経営状況なんかは調べましたか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  総務部長。 

○総務部長（伊郷伸之君） 応募のときにいろいろ会社の決算に関する報告書も添付していた

だいております。それらも踏まえて審査のほうをしてございます。市内の業者ということで、

どれぐらい大きいか小さいかというのはちょっと尺度がわからないんですが、一応、従業員
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の方はパートも含めて30名ほどいらっしゃるというふうになっております。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  森良雄議員。 

○１５番（森 良雄君） 12年前のあれには、財産譲渡のときは、それこそバラ色の計画が出

てきているわけですね。ここのところ、今度のあれは余りにも堅実過ぎた計画しか出ていな

いんじゃないかと思うんですけれども、しっかり有効利用してくれないとできないわけです

から、前の質問者は、譲渡方法に問題ありということもおっしゃっているわけですが、私も

譲渡方法については、正しい譲渡方法だとは思っておりませんけれども、恐らくここの議会

は何でも賛成だから賛成するんでしょうけれどもね。しっかりと見守っていただきたい。 

  以上で質問を終わります。 

○議長（三田忠男君） 以上で森良雄議員の質問を終わります。 

  以上で通告による質疑を終わります。 

  ただいま議題となっております議案第67号につきましては、議案付託表のとおり所管の委

員会に付託いたします。 

 

◎議案第６８号の質疑、委員会付託 

○議長（三田忠男君） 日程第12、議案第68号 公の施設の指定管理者の指定について（修善

寺温泉駐車場）を議題といたします。 

  これより質疑に入ります。 

  質疑の通告がありますので、これを許します。 

  15番、森良雄議員。 

〔１５番 森 良雄君登壇〕 

○１５番（森 良雄君） 15番、森良雄です。 

  議案第68号、議案第69号、いずれも公の施設の指定管理者の指定についてのことですから、

同じ質問になりますので、１回しか質問しません。 

  修善寺温泉駐車場、湯の国会館。これは書いておきましたけれども、伊豆市の指定管理者

は、一度決まると変更がないんですよ。その理由を伺いたい。理由は決まっているんでしょ

うけれどもね。 

  伊豆市の衰退の大きな要因は、こういう競争がないんです。競争がないところには必ず衰

退があります。これはもう歴史が証明しているんですね。ぜひ、競争のないような、何でこ

んな競争をなくしているのか、その辺も含めて理由を伺いたいと思います。 

○議長（三田忠男君） ただいまの質疑に答弁願います。 

  市長。 

〔市長 菊地 豊君登壇〕 
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○市長（菊地 豊君） 産業部長に答弁をさせます。 

○議長（三田忠男君） それでは、産業部長。 

○産業部長（滝川正樹君） それでは、議案第68号の御質問にお答えをいたします。 

  一度決まると変更がないとの御質問でございますが、提案理由で申し上げましたとおり、

修善寺温泉駐車場につきましては、公募によらない候補者の選定としております。この公募

によらない指定管理者の指定につきましては、指定管理者の指定の手続き等に関する条例の

規定に基づきまして、施設の設置目的、機能を考慮し、また、事業の継続性という観点や、

これまでの管理実績から事業効果が期待できるものとして、一般社団法人伊豆市観光協会が

適当と判断したものでございます。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） 再質疑ありますか。 

  森良雄議員。 

○１５番（森 良雄君） 当局側の考えとしてはそうなるんでしょうけれども、競争がなきゃ

だめなんですよ。管理目的って何なんですか。例えば駐車場一つに限定してみて、何のこと

はないじゃないですか。何を管理しているんですか。ほとんど伊豆市がしているんじゃない

の、機械で料金を取っているだけで。例えばだよ。この駐車場、ここもそうだよね、滝下橋

というのは、上流側の駐車場もそうだけれども、バスの出入り、苦労しているんじゃないの、

ドライバーは。ただ金取っているだけの業務じゃないんだよ。いわゆる、これをより利用を

促進しようとしたら、やはり使いいいような駐車場にすると。それには、ここへ入りいいよ

うな駐車場にしなきゃならないと。いや、入りいいですよと言うんだったらいいですけれど

もね。伊豆市の駐車場、ここも含めて、それから上流側の駐車場も含めて、非常に入りにく

いですよ。そういう改良しようなんていう考えは全くないです。その辺どう思いますか。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  産業部長。 

○産業部長（滝川正樹君） こちらの修善寺温泉駐車場につきましては、今、森議員おっしゃ

いましたその滝下橋のたもとのところの駐車場でございます。こちらの駐車場の運営につき

ましては、当然に条例で目的を定めております。市民の利便性と観光交流という大きな２つ

の目的を持って設置した駐車場でございます。特に観光につきましては、修善寺温泉を訪れ

る観光客に向けた観光施策やイベント、催事の実施、また繁忙時の交通誘導であるとか駐車

対策、こういったものと密接に関連しているので、伊豆市観光協会がふさわしいというふう

に判断しているところでございます。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  森良雄議員。 

○１５番（森 良雄君） 観光協会がふさわしいというのは、それはいいんだけれども、やっ
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ていることは、ただお金を取っているだけだよと。滝下橋、僕はあっちのもっと下流の駐車

場かなと思っていたけれども、滝下橋のところの駐車場だったらなおさらです。恐らく観光

バスのドライバーも、二度とこんなところへ来るもんかと思って帰っていくドライバーだっ

ているはずですよ。県道からこの駐車場へ来るところ、もうちょっと出入りしやすいように

してやってくださいよ。 

  そういうのをアドバイスできるような業者をぜひ選んでもらいたい。もし答えてくれるん

だったら答えてほしい。答えられなかったら答えなくてもいい。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  産業部長。 

○産業部長（滝川正樹君） 確かに議員御指摘のとおり、県道沿いというところもありますし、

道路が多少狭いということもあって、出入りに苦労するということはありますし、実際、ゲ

ートに衝突するというような事案も起きたこともございました。 

  ただ、こちらは今現在、大型バスの駐車場として利用、活用しているところでございます

が、昨年度６月から大型バスとしての駐車場として機能しているところでございますが、年

間で約5,700台というふうな形での利用もございます。十分にバスの駐車場、修善寺温泉全

体の観光施策とリンクをした活用ができているものと考えております。 

○議長（三田忠男君） 以上で森良雄議員の質疑を終わります。 

  ただいま議題となっております議案第68号につきましては、議案付託表のとおり所管の委

員会に付託いたします。 

 

◎議案第６９号の質疑、委員会付託 

○議長（三田忠男君） 日程第13、議案第69号 公の施設の指定管理者の指定について（湯の

国会館）を議題といたします。 

  これより質疑に入ります。 

  質疑の通告がありますので、これを許します。 

  15番、森良雄議員。 

  議案が違いますので、お願いいたします。 

〔１５番 森 良雄君登壇〕 

○１５番（森 良雄君） たっての議長の御指名なもんで、15番、森良雄です。 

  議案第69号 公の施設の指定管理者の指定について（湯の国会館）。 

  伊豆市の指定管理者は、一度決まると変更がありません。その理由は今も話がありました

けれども、もし本当に伊豆市の観光をさらに促進したい、この施設の利用を促進したいと思

ったら、私は、競争させるべきだと思いますよ。競争なくして伊豆市の発展はありません。

進歩はありません。 

  以上。 
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○議長（三田忠男君） ただいまの質疑に答弁願います。 

  市長。 

〔市長 菊地 豊君登壇〕 

○市長（菊地 豊君） 産業部長に答弁をさせます。 

○議長（三田忠男君） それでは、産業部長。 

○産業部長（滝川正樹君） それでは、お答えをさせていただきます。 

  先ほどの議案第68号と同様に、指定管理者の指定に関する御質問でございますが、この議

案第69号、湯の国会館につきましては、公募により候補者を選定しております。提案理由と

重複をいたしますが、今回、７月31日から10月11日までの約２カ月間、指定管理者の募集を

行いましたが、応募されたのが、現在の指定管理者である株式会社サンアメニティ１者であ

り、この１者について、指定管理者の指定の手続きに関する条例に基づく選定手続を経て候

補者を選定したもので、結果として継続の候補者となったということでございます。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  森良雄議員。 

○１５番（森 良雄君） 公募したけれども、応募者がほかにいなかったと。ぜひ応募者がた

くさん来るような政策をやってもらいたいですよ。ほかに応募者がいない、決まった指定管

理者だ、これでは伊豆市の発展はないと思いますので、ぜひお願いしたい。 

  終わります。 

○議長（三田忠男君） 以上で森良雄議員の質疑を終わります。 

  ただいま議題となっております議案第69号につきましては、議案付託表のとおり所管の委

員会に付託いたします。 

 

◎議案第７０号の質疑、委員会付託 

○議長（三田忠男君） 日程第14、議案第70号 伊豆市建設計画の変更についてを議題といた

します。 

  これより質疑に入ります。 

  質疑の通告がありますので、これを許します。 

  13番、西島信也議員。 

〔１３番 西島信也君登壇〕 

○１３番（西島信也君） 13番、西島信也です。 

  私は、議案第70号 伊豆市建設計画の変更について質疑を行いたいと思います。 

  ここに書いてありますのは、未整備事業等はどのように執行するのかということでござい

ますが、これは、伊豆市建設計画自体が平成15年７月に合併協議会で策定したものでありま

して、もうそれから十五、六年、15年たっているわけですけれども、その中のものでやって
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あるものがあれば、やっていないものもあるということで、いろいろ計画とか一部着手して

いるものもありますけれども、私が申し上げたいのは、この載ってある主要事業概要という

のが幾つか枠で囲ってありますが、その中で全然着手もしていないし話題にも上っていない

という、そういう項目が何カ所かあるわけですけれども、ちょっと申し上げますと、例えば

194ページ、一番上の地域福祉の充実、２段目、総合福祉センター整備、それからその下、

高齢者福祉の充実、２段目、デイサービスセンター整備、生活支援ハウス整備、それから、

同じ194ページの下の段に環境衛生の充実というのがありますね。その３行目、特定地域生

活排水処理事業、こんなものはやっていないですね。それでその下、上下水道、配水池整備

事業、上水道統合整備事業、こういうのもやっていないんじゃないかと。話にものっていな

いと。 

  それで、この前、議案にも附属説明資料に、伊豆市財政シミュレーションに計上した大型

事業一覧、私が先ほどから申し上げた事業についてはここにも載っていないということで、

これはどういうことなのか。やるのかやらないのか。もうあとこれは５年間しかないわけで

すよね。それで、こういうのをやるのか。やらないだったらやらないで結構なんですけれど

も、やらないんだったら、この変更がここで上程されているわけですけれども、変更議案で

すね、何で外さなかったのか。それとも、載せてあるということは、あと５年間でこれをや

るつもりなのかどうなのか、お伺いをいたします。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） ただいまの質疑に答弁願います。 

  市長。 

〔市長 菊地 豊君登壇〕 

○市長（菊地 豊君） 総論については総合政策部長に、もしより具体的な御下問があれば、

それぞれ担当する部長から答弁をさせます。 

○議長（三田忠男君） それでは、総合政策部長。 

○総合政策部長（堀江啓一君） それでは、私から答弁させていただきます。 

  平成15年に合併協議会により策定されました伊豆市建設計画は、新市の礎を築くために必

要な具体的施策として検討されたものでございます。一般質問でもお答えしておりますが、

新市建設計画に示されているまちづくりの趣旨は、伊豆市総合計画に引き継がれながら、具

体的に施策として進めております。 

  施策については、時間の経過とともに、若干の事業内容等、変わるものもありますが、趣

旨はしっかりと引き継がれていると考えております。また、具体的な事業を実施する場合に

は、実施年度と財源をしっかり精査しながら事業を進めておりますので、今後も変わること

はありません。 

  一つ一つの事業がどれまでできているかという形で言われましたけれども、例えば社会福

祉事務所、これにつきましては、合併当初は、町から市になるということで設立するという
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ことがありました。その経緯から、機能としての総合福祉センターの整備というのが施策で

あったと思います。これにつきましては、現在では健康福祉部が福祉事務所を兼ねており、

福祉全般のサービスとか担っていますので、新市建設計画の趣旨にのっとり、事業は実施し

ているものと考えております。それぞれについても同じようなことが言えると思います。 

  以上でございます。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  西島議員。 

○１３番（西島信也君） 私、とにかくこの計画があるわけですよね、変更したということで。

今、総合福祉センターのことについて、それは何だかもうできたような、ちょっとよくわか

らなかったんですけれども、あるわけですけれども、要するにこれは、私、そのほかのこと

について聞きたいんですけれども、伊豆市建設計画というのは、平成16年から、当初はです

よ、10年間の予定、計画で、それから５年間延びて、また５年間延びて、合計21年間の計画

になったわけですね。それで、この５年間延びたことによって、それの変更だよというのが

これのわけですよ。 

  今、総合福祉センターはちょっとお話があったんですけれども、では、そのほかのことに

ついて、これはあくまでも計画ですから、これは市長がやるかやらないかです。担当が、や

るかやらないか、担当部長が、やるかやらないか、そんなの決めるわけないんですから。あ

くまでも市長の政策なんですよ、こういうのは。ですから、私は市長に伺います。 

  高齢者福祉の充実、デイサービスセンター整備、それから生活支援ハウス整備、これはや

るんですか、やらないんですか。これが１点。 

  それからその下、この言っていることがちょっとよくわからないんですけれども、194ペ

ージの下の環境衛生の充実、特定地域生活排水処理事業、これはどういうことなのかよくわ

からない。御説明いただきまして、あと５年間でやるのかやらないのか。 

  その下、配水池整備事業、何か「地」という字が違うような気もするんですけれども、こ

れは「池」じゃないかなと思うんですけれども、上下水道ですから。配水池整備事業、これ

は今までやっていないですよね、そんなことは。これをやるのかやらないのか。これは建設

部長が答えるべきものじゃないですよ。市長の計画にのっているわけですよ、もう15年前か

ら。あと５年間でやるのかやらないのか。 

  それから、上水道統合整備事業、上水道をどことどういうふうに統合するのか知りません

けれども、これをやるのかやらないのか、あと５年間で。今までやってきていないですね、

確かね。 

  ですから、私は、やらないから、やめるからけしからんとか、そんなことを言うつもりは

毛頭ありませんけれども、そこら辺を、ここに載っているから聞きたいわけなんですよ。こ

れについて、これは市長の政策ですからね。各担当部長の政策じゃないんですよ、これは。

市長がやるかやらないかって、今まで相談してきたかしてこないか、それらも含めてお答え
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願いたいと思います。別段、やらないからけしからんと言っているわけじゃない。やらなき

ゃこれから外せばいいだけの話で、載っているということは、やるんじゃないかなとこっち

は類推するわけですけれども、そこら辺いかがですか。これは市長にお伺いしていますから

ね。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  健康福祉部長。 

○健康福祉部長（右原千賀子君） 私のほうからは、地域福祉の充実の総合福祉センター事業

整備、高齢者福祉の充実のデイサービスセンター、それから生活支援ハウス整備、そのほか

にも障害者福祉の充実も含めてですけれども、ここに載っている事業につきましては今まで

も行ってきておりますが、引き続き、担当の社会福祉協議会ですとか包括支援センターです

とか協議を進めて、充実していくようにやっていく事業と考えています。 

○議長（三田忠男君） 次、特定環境。 

  市民部長。 

○市民部長（梅原敏男君） 計画の中でその事業名はうたってございますが、現在のところ、

それにかわる部分とかそういった趣旨、目的に沿った別の事業等で実施させていただいてい

るというふうな認識でおります。特定という、特定地域という部分のその事業計画について、

今のところ、私、認識しておりませんでした。申しわけありません。 

○議長（三田忠男君） 次に、建設部長。 

○建設部長（山田博治君） 上下水道の整備ということで、配水池の整備、今までも土肥地区

の配水池は整備をして、新しいものにかえております。 

  今行っています経営戦略、そして、今回追加議案でお願いする債務ですけれども、新水道

ビジョンというものをこれからちゃんと作成して、例えば配水池も、今、経営戦略では耐震

とかないものについてはこれから計画して、そして、その上下水道統合整備ということも、

全体を考えながら、可能かどうかということもこれから入っていきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） ほかの部長で関係するところはございますか。よろしいですか。 

  再質問ありますか。 

  西島議員。 

○１３番（西島信也君） 余り部長さんに答えてもらっちゃ申しわけないんですけれども、こ

れはあくまでも市長に聞いていることですからね。市長がこういうことを知らないで各部長

に振るというのは、大体においておかしいと。これはあくまでも、先ほど市長は、計画は大

事だよと、計画がなければ何もできないよというようなことをおっしゃいましたよね。だか

ら私は、計画のことですから聞いているんです。 

  これは、議会の議決を経る、重大なる変更計画ですよ。それについて、ちょっと言ってい

きますと、総合福祉センター整備とかデイサービスセンター、生活支援ハウス、やっている
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というのは、それは部長さんはしようがないからそう言っているんでしょうけれども、どこ

へどうつくったのかよくわからない。総合福祉センターは、何か社協と一緒だとさっき戦略

部長がおっしゃましたけれどもね。デイサービスセンターとか生活支援ハウス、こんな話、

聞いたことは一回もなかったです、今まで。それから、環境衛生の充実、特定地域生活排水、

これ、何かやっていると言うんですけれども、どういうふうにやっている。私、わからない

から聞いているんですよ。どういうのをやっているのか。地域生活排水処理事業ってどうい

うことを指しているのか。それをじゃ、お答えください。 

  それから、上下水道で、配水池は土肥のほうでやっているということで、私は知らなかっ

たんですけれども、やっているという話で。 

  上水道統合整備事業って、ここら辺も、こういうことは大事なことですから、せめて市長

さんが音頭をとってやらなきゃ、一部長に任せて言わせるなんて大体おかしいんですよ。そ

こら辺、どう考えていますか。これは市長さんにお伺いしたいんです。市長さんにお伺いし

ます。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） 先ほど総合政策部長からもありましたけれども、建設計画は、正直言

って、合併特例債をうまく活用するためのつくらなければいけない計画で、さらに総合計画

があって、御承知のとおり、最初に第１次総合計画は西島議員もつくられておられますから、

その発足当初の、正直言って、かなり時間がなくてばたばたつくられたようです、詰め切ら

ずに。これは合併協議もそうですけれども、合併協議と第１次総合計画の前期計画は、かな

り急いでばたばたつくったようです。さはさりながら、全体を包括的、網羅的にはつくって

あるわけですね。 

  それは、後から地方創生戦略というのが入って、これと総合計画とのわかりよさというの

は多少出てきたんですが、いずれにしても、それぞれ国の制度もあり、つくらざるを得ない

計画ではありますが、基本的には、やはり総合計画に従って進めているわけですね。総合計

画と新市建設計画と地方創生戦略は相互に矛盾しないように、多少の期間の違いとかありま

すけれども、相互に矛盾しないで、同じ目的に向かって進めなければいけないわけです。そ

れが市民の公益に対する寄与度になりますから。 

  その中で、例えば福祉事業であれば、確かに新しい建物をつくってはおりませんし、私は、

センターというその事業が、新しい施設でなくても別にそれは矛盾しないと思うんです。私

は、市長になって、新市庁舎の建設というものは、場所がこのすぐ横だったものですから、

とめました。したがって、福祉事務所も新しく建てることなく、今の生きプラにある健康福

祉部を福祉事業所として使っている。機能として整備しているわけです。御承知のとおり、

デイサービスとか小規模多機能とか、それから障害者施設とか、例えば中豆授産所の移転、

新築、民営化などは、福祉事業の総合化として具体化してきたわけです。 
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  また、生活排水についても、今の広域下水道ですね、函南町まで流しているものを加殿地

区、日向地区とつながることも、今頓挫していますけれども、計画が白紙に戻りましたので。

しかし、そういった大平から、本来は日向、加殿とつなぎたかったんですけれども、そうい

った公共下水道の整備、特環下水道の整備、それから中伊豆地区のこれからの下水道整備を

どこまでやるのか、どこでとめるのかというのも、概要を今計画化しておりますし、それか

ら上水道については、これはまさに議員御承知のとおり、まずは４年間、水道審議会、開催

されなかったものを、大変苦しい、厳しい施策でしたけれども、上水道料金を統一し、そし

て全体として、伊豆市の上水道として整備し、少なくとも私が承知している範囲内では、中

伊豆と土肥の配水地を整備し等々、こうやっているわけです。それは、八木沢、小下田の上

水道も、農業用のかんがい排水を活用することで、当初20億円と言われていたものを８億円

程度に抑えて水道整備もさせていただきました。 

  ただ、これからは、長期的に、かなり長期的に、極めて大きな、500ないし600億円の事業

費が水道ではかかりますので、そういった将来課題はありますけれども、これまでさまざま

な諸施策として具体的に進めてきた、そこは事実として議員の皆さんには御理解をいただき

たいと思います。 

○議長（三田忠男君） 以上で西島信也議員の質疑を終わります。 

  同じ70号ですね。 

  次に、16番、木村建一議員。 

〔１６番 木村建一君登壇〕 

○１６番（木村建一君） 16番、木村建一です。 

  議案第70号 伊豆市建設計画の変更について、５つお尋ねします。 

  すみません、一番最後のところ、後でまた同じように質疑を行いますが、すみませんね、

私のミスです。普通建設事業債となっているんですが、事業費の誤りでした。もしこれを、

質疑を担当する職員の皆さんには、ちょっとこの言葉、事業債という言葉がなくて戸惑った

ら申しわけないというように思っています。事業費です。 

  じゃ、入ります。 

  １つ目、地方税が減少すると想定している根拠を示してください。また、地方税のどの分

野が減るとしているのか、お願いいたします。 

  ２つ目です。人口が減ると予想している一方で、歳入合計が令和３年から200億円台にな

る計画ですが、人口と財政の関係をどう捉えているのでしょうか、お願いいたします。 

  ３点目です。地方交付税が令和３年度から徐々に増加する計画ですけれども、その根拠を

示してください。 

  ４点目です。地方債が令和３年から急激にふえていますが、その理由をお願いいたします。 

  ５点目、最後です。普通建設事業費の令和３年からの経年の説明をお願いいたします。 

  以上です。お願いいたします。 
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○議長（三田忠男君） ただいまの質疑に答弁願います。 

  市長。 

〔市長 菊地 豊君登壇〕 

○市長（菊地 豊君） 総務部長に答弁させます。 

○議長（三田忠男君） それでは、総務部長。 

○総務部長（伊郷伸之君） それでは、私から議案第70号の質疑にお答えさせていただきます。 

  まず１点目、地方税の関係でございます。地方税につきましては、特に人口減少等が見込

まれるということで、個人市民税と固定資産税の減少を見込んでおります。要因としまして

は、先ほど申した人口減少がまず第１ということと、人口減少に伴う生産年齢人口、こちら

も減少する見込みということで、個人住民税がまず影響を受けるものと試算しております。

また、固定資産税につきましても、地価の下落はずっと今続いているわけでございますが、

今後もこの傾向は続くものと見込んで、固定資産税の減額を見込んでおります。 

  また、２点目の予算規模と人口のバランスの御質問かと思います。今回の財政計画におき

まして、令和６年度までの新市建設計画の期間中にまちづくりに必要な事業が集中しており

ますので、この期間、財政規模が大きくなる見込みとなっています。人口の減少に伴う変動

要因によりまして、普通建設事業が集中することによる影響がまず大きいと。先ほど申しま

した、ある一定規模の大型事業が集中するということで、財政が一時的に大きくなっており

ます。 

  ３点目と４点目でございますが、まず３点目の交付税の増加でございますが、議員は令和

３年からということでございますが、財政計画上、１回、令和３年で減りまして、令和４年

から少しずつまた増額ということでお答えさせていただきます。 

  令和３年に落ち込むのは、まず、令和２年に国勢調査を予定しております。国勢調査によ

ります、人口が恐らく減少すると。それが令和３年度分に反映されます。よって、ここでま

ず交付税は減るということ。 

  それと、この令和３年のときに固定資産の評価替えがございます。３年に一度の評価替え

が。その年の評価替えによる税収の落ち込み、これが交付税で逆に措置されるということで、

その分は増額するんですが、ただ、令和３年は人口減少の影響がでかいということで、まず

交付税の減額。その後、人口については次の国勢調査まで一定、同じになるんですが、固定

資産税については年々少しずつ減っていくだろうと。人口減少等による減収もありますので、

地方税の減が令和３年以降も続いていくということで、その分は交付税のほうで若干補填さ

れるだろうということで、経常的な普通交付税が少しずつ令和４年以降はふえていく、そう

いう見込みになっております。 

  また、交付税は、既に借り入れた起債の償還分についての交付税措置もございます。もう

既に合併特例債等交付税措置のされる起債の償還が始まっておりますので、それが年々少し

ずつふえていくということで、トータルとして、令和４年以降は、若干でございますが交付
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税はふえていくだろうという見込みでございます。 

  それと、令和３年から地方債が急激にふえるということでございますが、やはりこれは大

型事業の一覧にも載せてありますが、特に新ごみ処理施設の起債が令和３年に大きくなって

おります。それ以外にも合併特例債を予定しておりますものが、令和３年から令和６年にか

けて新規の借り入れとして予定しておりますので、特に令和３年以降の起債額が、地方債額

が大きくなっているものでございます。 

  続いて、５点目の普通建設事業費でございます。こちらは、正直、ちょっと御質問がわか

らず、どうお答えしようかと悩んでいたところだったんですが、普通建設事業費でございま

す。当然、今回、大型事業として載せてあるもの以外に、過去から実績的に普通建設費とし

て計上してあるもの、これについて、こちらの起債も実績どおり４億円ずつぐらいを見込ん

でおります。経費的には、令和元年度、今年度の決算の見込み額を大体基準としまして、経

常的に推移していくものとして、この普通建設事業費については見ております。あと大型事

業については、それにプラスアルファする形で投資的経費として見込んでおります。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  木村建一議員。 

○１６番（木村建一君） お願いします。 

  地方税が減少するのは人口減少の影響によるということは、働く人たちも当然減ってくる

だろうからということで、個人市民税云々は、なるほどそうなのかなと思ったんですが、直

近がちょっとわからなかったんですけれども、具体的にお尋ねしましょうね。 

  固定資産税がどうなったのかなと思って、ずっと決算をこう見ていったんです。そこでお

尋ねするんですけれども、きょうも質疑の中で、なかなか建物とか土地が動かないから評価

額が下がるんだよという話を市長が述べられたんですけれども、平成25年度から平成29年度、

ずっと５年、追っかけてみました。そうすると、傾向として若干減りはするけれども、平成

25年度が24億8,000万円、その年、25億円、平成27年度24億円、その後、23億7,000万円だか

ら、ほぼほぼ24億円前後でずっと落ちついて、こう平成29年度まで固定資産税が推移してい

るんです、結果として。 

  地方税が減るであろうというところが、ちょっといまいち、確かに固定資産の評価替え

等々があるからということでしょうけれども、そうすると地域のにぎわいが、余り、残念な

がらそう簡単にとれずに、やっぱり土地の移動とか、これだけの計画を、合併特例債がどん

どん延びていって、それを活用しようということなんだけれども、令和６年度、令和７年度

までの伊豆市のまちづくりというのは、固定資産税が減るであろということになってくると、

なかなか土地も家屋も、家屋っていうのは変ですね、そういうのが、流動資産も動かないだ

ろうという予想を立てているのかどうかがわからないからお尋ねします。 

  それから、すみませんね、市長がよく言われている、人口が減っても、いろんな意味で税
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収をきちっと確保してきたと、してきているんですよと。今年度のその一般質問の中で、こ

の言葉がちょっと、すみませんね、わからなかったんだけれども、経済総生産という言葉を

使って、平成20年度と平成28年度のこの総生産を1,000億円云々ですよと。人口が、具体的

に述べましたね、平成20年度３万6,000人なんだけれども、いわゆる直近、すぐにはわから

ないですね、これ、データというのは。平成28年３万2,000人だと、減りましたと。だけれ

ども、経済総生産。国民総生産といったら何かわからないなと思いながら聞いていたんです

けれども、結局、人口減少が経済に影響を与えないように、伊豆市は未来に向かっていくん

ですよという話をされていました。それとの関係で地方税が減る。減る原因は市民税にあり

ますよと。 

  そうすると、基本的には、いわゆるその他の一般財源ということで、決算にもいろいろあ

るんだけれども、入湯税とかいろんな種類がありますよね。町民税、法人税とかあるんだけ

れども、一例にすると、あ、そうなのかなと思ったのは、法人税割が平成25年度6,800万円

だったのが、平成29年度は8,600万円、上がっているんですよ、これはどんどん。ある意味

では、給与が活性化してきたのかなというような思いもあるんですけれども、でも、そうす

ると、この新市建設計画の中で、地方税が減るというところがよく理解し切れないものです

から、もう一度お尋ねします。 

  それから、人口が減るとなると、どこの家庭、家庭に例えると余りよくないなと思いなが

らもこう考えたんですけれども、人が減ってくるならば、それだけ使うものというか、日常

的に使うもの、いろんなものを今後投資をして、豊かな生活を送りたいなと思っているとき

に、人口が減っているものだから、そんなに出費をどんどん、予算、予算というか、年間の

その家計を膨らませないですね、一般的には。今回、いわゆる延びたから、合併特例債を使

ってやる、だからふえたんだよという、説明を僕はそういうふうに受け取ったんだけれども、

そうすると、これは後年度負担するんですよね。確かに合併特例債は、どんどん借金するわ

けじゃない。でも、よく言われる、３割部分は、将来に向かってその負担が、誰かが、誰か

って、市民が、将来にわたって合併特例債の、負の遺産じゃないですね、仕組み的には３割

分は、後年度、どんどん市民の皆さんが、この四、五年の中で、特例債を使ったその事業に

よって、自前で返さなくちゃならないものがふえてくると。そうすると、本当にこれの考え

方では、人口が減る、歳入合計を若干ずつ減らすんじゃなくて、200億円台に、いわゆるさ

まざまな事業があるから、ふやすという意味合いが、いまいち私はつかみ切れないものだか

らお願いします。 

  地方交付税の変遷、増加するとか云々というのはほぼほぼわかりましたから、またもう少

し詰めながら勉強していきたいと思うんです。 

  その次に、地方債がずっとふえてくるという、それは、今回提案している財政シミュレー

ションの附属資料として、大型事業が出てきましたと。新規もある、継続もありますよとい

うことがその根拠ですと言われたんですけれども、ここでちょっと残念でしたのは、比較検
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討していいのかどうかもわからないんだけれども、比較検討します。５年ごとに区切ってみ

たんですよ。新市建設なんていうか、平成16年じゃない、平成21年度からずっと５年ごとに

追っかけていった。どのくらいの地方債がその中で、決算の中でできたのかと思ったら、平

成21年度から平成26年度までのこの間に、地方債は発行されたのは84億3,800万円です。こ

の間、84億3,800万円。その次、平成27年度から令和元年までは95億6,300万円です。95億

6,300万円、ここで、若干だけれども、ほんのわずか、10億円程度ふえました。 

  そしてその次に、ちょっと考えちゃうねというのはその次。令和２年度から令和６年度ま

でのこの地方債を全部足したら199億500万円ですよ。１番目は、平成21年、26年間の倍以上。

そうすると、特例債をやるために延長するんですか。そうじゃなくて、新市建設計画が延び

たんだから、財政状況も見ながらどうなのというところはよくわからないもので、特例債が

延びたからさあやりましょうということのスタンスじゃないとは思うんだけれども、客観的

に見てそういうふうに思わざるを得ない。別にこれがだめだとか云々じゃなくて、考え方だ

け聞かせてください。 

  それで最後に、すみません、用意していない、申しわけないんですけれども、中伊豆温泉

病院の移転事業費のこれは計画になっているんですね、令和２年度と令和４年度。ここでお

尋ねしたいのは、厚生労働省が９月26日に全国で大騒動しているんだけれども、病床数をぐ

っと減らすと。ここの伊豆市においても、２つの病院が統合しなさいという方針ですよね。

あちこち全国で今、自治体も怒る、病院も怒って、とんでもないと、頭ごなしにそんなこと

をやるなと言って来ているんですよ、地域の事情も知らないと言って。しかしながら、大臣

が地方の反発は真摯に受けとめると言いつつも、ごめんなさいね、白紙撤回するというんじ

ゃなくて、そういうふうに真摯に受けとめつつと言いながら、このリスト、いわゆる伊豆市

で言ったら２つの病院を統合するということ、閣議決定でもないけれども、方針を出したら、

それはリストを参考として今後議論していただきたいということなんですよ。 

  市長が文教ガーデンのときにも、病院は大事ですと、こちらのほうにということで、別に

私たちも、病院はどこかへ行っちゃえという立場じゃなかったんだけれども、極めて重要な、

地域医療にとって、本当に安心して過ごしていくためにはやっぱり病院が必要ですね、１つ

でいいという問題じゃないということで、そこのところは意見が僕は一致すると思うんだけ

れども、こういうことに対してこの中伊豆温泉の移転が、どういうふうに判断してやられて

いるのか。何かこう、ちょっとでも国に訴えてよという気持ちもないではないんですが。 

  それからもう一つ、小学校の改修事業、これは修善寺の、これは継続してやられているの

はわかるんですけれども、いわゆる中学校が終わったらば、今度は一番最後に残って、これ

はやれというんじゃなくて、課題として残っている修善寺地区の小学校の再編統合というの

が、令和６年度まではここに載せる必要がないと思って載せなかったのかどうかわからない

んですが、何も姿が見えないんです。 

  そうすると、どうするんですかと。いわゆるよりよい教育環境のためにって、云々と言っ
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ているんだけれども、じゃ、修善寺はもういいと。そうすると反発が来ると、ほかのところ

から。だからやれとは言いません。本当によりよい教育環境ってどうなのというところの視

点から、やっぱりこの新しい計画の中に全く触れられていないものだから、触れていてもこ

こはたまたまなかったのかわかりませんが、ちょっとその点の考え方を聞かせてください。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（菊地 豊君） まず経済について、事実、数字だけ申し上げます。 

  先般、一般質問の中でお答えしましたけれども、直近データが平成28年ですから、当時の

経済総生産、いわゆるＧＤＰと呼ばれる、国の場合には国内総生産、ＧＤＰでやっています

ので、ですから、地方の総生産も、ＧＤＰという表記をしている資料なんかもあります。伊

豆市の経済総生産が当時999億円で、平成28年が1,009億円、何か多少入れ違っていますけれ

ども、産業ごとのでこぼこはありますけれども、そういった状況。 

  ところがです。市民所得になると平成20年が850億円で、平成28年は770億円まで、市民所

得というデータをとると激減しているんです。企業所得が約10億円ふえています。ところが、

賃金・報酬、いわゆるサラリーですね、賃金・報酬が８年で100億円下がっています。約670

億円あったのが約570億円まで、賃金・報酬という市民所得のカテゴリーがこれだけ下がっ

ているんです。つまり現役世代が減っているわけですね。 

  一つには、60くらいで定年になった方がリタイアする人数と、新しくサラリーマンになる

数が圧倒的に違うんだろうと。もう一つは、大変残念ながら、30歳から35歳までの人口移動

がまた外に出ていますので、そういった意味で、ここは構造的に、何度も申し上げていると

おり、伊豆市の場合には、子育て現役世代が望む施策をやっていただかないと、ここが数字

の上でも激減しているわけです。ここはもうはっきり事実として出ていますので、したがっ

て、経済活動が反映する固定資産税は下がっていますけれども、したがって、財務でも下が

る見積もりはしていますけれども、所得のほうですね、そこが非常に厳しい状況というのは、

まず数字としてはあります。 

  それから次に、合併特例債の活用について、私も議会でも相当な数、答弁を申し上げたし、

市民の皆さんにも相当な数、申し上げたんですけれども、いや、ここまで難しいかなと。今

御質問を伺っていて、また思いました。新しいごみ焼却場は４つあるわけですね、今、伊豆

市、伊豆の国市で古いごみ焼却場が。古いごみ焼却場が４つあって、新しいごみ焼却場をつ

くるので、建設費はかかります。全くそのとおり。約、今回100億円ですけれども。しかし、

これをやれない場合には、４つのごみ焼却場を改修しなければいけないですよね。今、伊豆

市は、そのうち２つ、柏久保と土肥を持っているわけですが、この維持管理費も過去10年間

の平均が２億9,000万円、今回は合併特例債を使うので、新しいごみ焼却場をつくって、そ

して20年間運営した場合に、20年償還であれば、年間２億6,000万円くらいと試算をしてい

るわけです。15年償還だったら２億7,000万円くらい。 
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  つまり、新しい投資をしてしっかり施設を集約して、そしてその財源に国の交付金、合併

特例債を使わせていただきたいということを何度も何度も申し上げているわけです。これは

今でも、財源があるから余計なものをしたがるという声が実はしばしば聞かれるんですが、

財源があるがゆえにやろうとしているわけではなくて、もうごみ焼却場４つを一つにするこ

とはいいことだし、市民が安心して使える施設をつくるべきであるし、その財源確保だけな

んですよ。市民の負担を減らすために。 

  中学校も同じですよね。３つの中学校を残せば、順番に３つの中学校を建て直さなければ

いけない。当然、総額は100億円くらいになるわけです。それをやる選択肢もあるかもしれ

ないけれども、今、教育委員会は、新しい場所に移転をして、新しい中学校につくるべきで

あると、教育委員会の方針を財務のほうでは、最も効果的に、市民の負担が小さくなるよう

に今検討しているわけであって、そこはぜひ御理解をいただきたいと思います。 

  ちょっと話は少し広がりますが、それでも、国の税金といえども税金だから使うべきでは

ないと、実は市民の皆さんの声も、多くはないけれどもあるんですが、すみません、これは

改めてちょっと御説明したいんですが、ほかの国を知らないので、ドイツの例になって恐縮

なんですが、日本は今１億2,000万人の人口で、100兆円の国家予算です。ドイツの人口は７

割で、国家予算は43兆円なんです。つまり日本という国は、中央政府が集めて、都道府県に

も市町村にも、制度をつくって、配分、再配分する国なんです。これはもう国の形が違うか

ら、アメリカやドイツとは違うので仕方ないんですね。ドイツは連邦政府だから43兆円でや

っている。その制度の中で私たちは、財政力の小さい伊豆市として、合併特例債とか地方交

付税とか、各種施策による補助金、交付金を最大限使う。これはもう国の制度がそうなって

いるものですから、これがいい悪いではなくて、私たちはそうしないと、市民の負担が物す

ごく大きくなるので、それは国のあり方、制度の活用の仕方については、ぜひそういう国の

中にいるということは御理解をいただきたいと思います。 

  そして、最後に温泉病院ですが、これも木村議員にも申し上げたことがありますけれども、

当初はあの場所しか、伊豆市がすぐに提案できる場所はありませんでしたので、土地代の２

億円ぐらいの負担はやむを得ないだろうなということで考えていたんですが、議会のほうか

らも、ぜひ伊豆市に残すべきだということで、協議の中でおよそ15億円の補助をお約束しな

がら、何とか残っていただいた。その後で、中伊豆温泉病院と伊豆赤十字病院が名指しであ

のような発表があったわけです。 

  厚生労働省は、３つの方針、あくまで一例とは言っていますけれども、要するに、ベッド

を減らすか診療科を減らすか統合するかも含めて検討せよと言っているわけですね。も含め

てとは言っているけれども、つまり規模を小さくするか、診療科を小さくするか、病院を減

らすか、全てダウンサイジングの、つまり小さい方向への、言ってみれば指導方針を掲げて

いるわけです。 

  私が今から県も交えて国と議論をしたいと思っているのは、欠けている機能はどうするん
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ですか。伊豆保健医療センター３病院を合わせても、産婦人科がない、婦人科がない、小児

科がない、口腔外科がない、そういった機能の欠落のところを国がどう考えているのか全く

分からないまま、県も全くどうお考えなのかわからないまま、地域医療構想のあのような公

表だけが先走っているわけです。 

  ですから、病院の再編成については、病院のあり方というよりも、日本国内における医療

機能、数だけでなくて機能も担保をどのようにするかについてが、市民にとっては最も大切

なことなので、そこを軸に国と県としっかり議論をさせていただきたい。 

  以上でございます。 

○議長（三田忠男君） 市民部長。 

○市民部長（梅原敏男君） 議員御質問の地方税というか市税に関する部分の過去の実績の部

分と、それと税目ごとの部分で、今回のシミュレーションに使っている部分をお話しさせて

いただきますと、まず個人市民税につきましては、先ほど総務部長が申したとおり、人口減

少に伴う納税義務者の変動を見込んで算出しているという部分、この部分については、当然、

過去の実績を踏まえまして、その変動率に基づいて、人口減少に起因する納税義務者の減少

を見込んで算出はしております。 

  法人市民税でございますが、この部分につきましては、天城北道路建設完了による現場事

務所等の引き上げというのは見込んでおりましたが、その部分と、また税割の引き下げとい

う部分と、あと前回の税率改正後の変動率、それも見込んで、令和３年度以降は同額で推移

すると。シミュレーションを見ていただきますと、令和元年度に減る。令和２年度まで減っ

て、それ以降は同額で推移していくというふうになっております。 

  固定資産税につきましては、やはり３年に一度の評価替え、時点修正等で算出しておりま

すが、土地家屋については、やはり評価替えによる変動を見込んで、加えて土地においては、

毎年の時点修正の変動率を過去の実績の平均で見込んでおります。家屋については、令和４

年度以降の評価替え以外の年度は、人口減少率等で見込んで算出はしております。 

  償却資産については、過去10年間の平均変動率で出しております。 

  また、軽自動車税等については、過去の実績から推計した登録台数の変動を見込んで算出

していると。シミュレーションの中でうたっているとおりでございます。当然、グリーン税

制とかそういった部分の税制改革等はあろうかと思いますが、３カ年の登録台数の平均変動

率という部分で算出はさせていただいております。 

  あとたばこ税でございますが、やはりこの部分については、健康志向、喫煙抑制によりと

いうような理由がございますが、やはり申告本数は減少していくことが見込まれるというこ

とで、実際の減少率を反映して数字に近づけております。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） 総務部長。 

○総務部長（伊郷伸之君） 私からは、起債額の変動についてでございます。議員おっしゃる
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とおり、令和２年から令和６年が約200億円弱と、その過去５年前よりも100億円程度ふえて

いくという御指摘でございます。 

  今回のシミュレーションの前に、平成30年３月に第２次総合計画が見直されたときに、１

度お示しをしました。そのときのシミュレーションで、令和２年から令和６年に匹敵する期

間、約100億円程度の起債のシミュレーションをしております。そのときはまだ合併特例債

の延長の前でございました。その後、合併特例債の期間延長が決まりまして、大体、令和で

申しますと、令和４年、令和５年以降の３中学校の建てかえとか長寿命化、こちらが当時の

シミュレーションで50億円程度を見込んでおりました。それを今回、合併特例債で新中学校

ということで前寄せておりますので、当初見ておりました100億円にその約50億円が加わっ

たと。 

  それ以外、新規の事業と大型事業に合併特例債が充てられるものについては今見込んでお

りますので、トータルとしますと、やはり議員おっしゃられたような190何がしの大きな起

債の計上にはなっております。 

  それと小学校に関してですが、修善寺地区の小学校ということでよろしいでしょうか。大

型事業の一覧表に修善寺地区小学校校舎改修事業として、令和５年から令和８年の間で約

3.3億円を見込んでおります。ですので、一応、改修しないではなくて、改修しながらこの

シミュレーションでは事業費を見込んでいるということでございます。あくまでもシミュレ

ーション上の事業として見込んでいるということでございます。 

  あと人口減少に伴う予算規模でございますが、やはりここに掲げてありますシミュレーシ

ョンでお示ししました大型事業につきましては、当然、人口減少したからといって、伊豆市

に必要じゃないものではなくて、その人口減少が進むにつれても、やはり将来の伊豆市にと

って必要不可欠な、ある意味、大型事業を計上してございますので、当然、地方債ですので、

３割は伊豆市の将来の方々への負担というものは残ると思いますが、それでもやはりこれか

ら新市の、新市といいますか、これからの伊豆市にとって必要な事業を計上しているという

趣旨でございます。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  木村建一議員。 

○１６番（木村建一君） 新市建設の基本的なところ、何を考えているのかと、こう、ちょっ

と、きょう、質疑の中で、一歩前に進んで、いい悪いはおいといて、うん、なるほどなと思

ったんですが、２つ聞いておきますね。 

  小学校の修善寺の改修事業については、これは改修すると言うから、直すのかなと思うわ

けですよね。何か新たにつくるという方向じゃなくて、今ある建物、校舎を改修していきま

すよ、当然、古くなるだろうから、この間に。確認します。この中に、いわゆる新しい修善

寺小学校をつくるかどうかは、市民の声を当然聞かなくちゃなりませんが、それはこの計画

の中にあるということでよろしいでしょうか。 
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  ２つ目です。私は、別に特例債を借りたから批判的に見ているというんじゃなくて、必要

なものについては必要でしょうという立ち位置です。ただ、ちょっと気になったのは、期限

が延びたから特例債を使いましょう、じゃ、なかったらどうするのということになるわけで

すよね、ない場合は。当然、その事業費というのはちょっともっと先に延ばすとかという考

え方もあるでしょう。出てきたから特例債を借りましょうというスタンスじゃ、多分そう思

わざるを得ないものだから、かといって、市長が言うように、特例債は、部長も言うように、

３割あるから、けしからんとは思っていない。必要欠くべからざるものについては十分に精

査していかないと、後年度、それは当然負担になるもの出てくるでしょう。なぜかと。人口

が減って、先ほど言った、地方交付税もほぼほぼやるんだけれども、自主財源が減るから大

変だねということにならないように精査をしていく必要性があるのかなと思いつつ質問させ

ていただきましたので、２つ質問しましたからお答え願いたいと思います。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  総務部長。 

○総務部長（伊郷伸之君） まず小学校の改修でございますが、当然、教育環境の整備という

ことで校舎の改修費は見込んでおります。中伊豆、土肥、天城のように、新築小学校がどう

なるじゃなくて、財政計画上は、今ある修善寺地区の小学校の校舎、既に老朽化している部

分もございますので、改修費を財政計画上見ているということでございます。 

  合併特例債があるからというまた議論なんですが、先ほど申しました、平成30年３月にお

示ししましたシミュレーションの中では、2027年、平成39年ですね、あのときに起債じゃな

くて基金、財政調整基金と減債基金の合計が約26.3億円ぐらいまで減るだろうという試算を

しておりました。当然、特例債のような、全部が全部有利な起債ではございませんので、基

金を取り崩しながら事業を実施するという計画を示しております。 

  今回、特例債の期間が延びたということで、再度シミュレーションを見直しました。当時、

中伊豆温泉病院の移転のときの財源の御説明で、その26.3億円が、当時、2024年には、約、

減債と財政調整基金を合わせてプラス19.3億円、45.6億円ぐらいまで戻るだろうという数字

を示させていただいております。それは、特例債がなかったらやはり基金を取り崩して事業

を遂行していくという、そういう趣旨でしたので、今回、特例債があるから飛びつくとかそ

ういうことではなくて、財源を組み入れながら、やはり特例債を今度使うことによって、ま

た財政調整基金も、当時の平成30年３月のときのシミュレーションよりも約20億円弱はまた

残るということでございます。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） 以上で木村建一議員の質疑を終わります。 

  次に、15番、森良雄議員。 

〔１５番 森 良雄君登壇〕 

○１５番（森 良雄君） 15番、森良雄です。 
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  議案第70号 伊豆市建設計画の変更について。 

  伊豆市の人口減少のスピードを緩めているようですが、どのように人口増加を推進するつ

もりですか、伺いたい。 

  基本的施策から観光産業をどうして省いたのか伺いたい。 

  以上。 

○議長（三田忠男君） ただいまの質疑に答弁願います。 

  市長。 

〔市長 菊地 豊君登壇〕 

○市長（菊地 豊君） 総合政策部長に答弁させます。 

○議長（三田忠男君） それでは、総合政策部長。 

○総合政策部長（堀江啓一君） それでは、私から答弁させていただきます。 

  今回、新市建設計画第３章の主要指標の見通しの中で、人口等の見直しについても、計画

期間を５年延長した関係で、令和７年度までの見通しを追加させていただきました。この内

容は、現在策定中の第２期伊豆市まち・ひと・しごとの創生総合戦略における人口ビジョン

と整合を図っております。人口ビジョンにおける目標を市民の皆様と共有しながら、第２期

伊豆市まち・ひと・しごと創生総合戦略の中でしっかりと人口減少対策に取り組んでまいり

たいと考えていますので、2040年の人口目標を２万3,000人としているところでございま

す。 

  また、観光産業を省いたとの御質問でございますが、今回、そのことについては修正して

おりません。新市建設計画の第６章、新市の施策の４つ目、地域の活力を生かしたまちづく

りの（１）に観光交流産業の振興として、施策の方針や具体的施策をそのまま掲載しており

ます。 

  以上でございます。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  森良雄議員。 

○１５番（森 良雄君） 伊豆市の最大のいわゆる衰退、人口に尽きているんですよね。しか

し、2040年で２万3,000人ですか。2045年には１万5,000人ぐらいまで減っちゃうんじゃない

かと思うんですけれども、相当減少を縮めているんですけれども、この建設計画で人口減少

がそんなにいわゆるブレーキをかけられるのか、非常に疑問なんです。 

  それから、これはなぜ変更したかというと、やはり何とか伊豆市の衰退をとめたいからで

しょう。もっともっと伊豆市を発展させたいと思っているからこういう変更をしたんだと思

うけれども、伊豆市の最大の発展要因である観光産業を何も手をつけないのか、その辺、説

明していただきたいんですけれども。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  総合政策部長。 
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○総合政策部長（堀江啓一君） 今回の建設計画の変更につきましては、合併特例債を有効に

使いたいということで５年間延長しています。 

  人口減少対策につきましては、先ほど言いましたように、第２期まち・ひと・しごと創生

総合戦略の中で検討しているところでございます。その中で、やはり人口減少対策というの

は、伊豆市にとっては一番大きな課題でございますので、その戦略の中では、特化した施策

を最優先しまして、人口減少対策に取り組んでいきたいということで考えております。 

  特に若年層であるとか壮年層を中心にした定住定着の推進、また、子育て施策と教育環境

の充実、あとコンパクト・アンド・ネットワーク構想の推進という形で、それらを引き続き

施策として取り組みながら、人口減少対策を取り組んでいきたいと考えているところでござ

います。 

○議長（三田忠男君） 再質問ありますか。 

  森良雄議員。 

○１５番（森 良雄君） 観光を一つとっても、伊豆市のいわゆる観光客はふえているんです

か。私は、横ばいだと。国がインバウンドの来客数を4,000万を目標にしてやっているわけ

だけれども、伊豆市は全然観光客はふえていないんじゃないかと僕は思っているんですけれ

ども、そういう基礎的な数字というのは確認していますか、伺いたい。 

○議長（三田忠男君） 答弁願います。 

  産業部長。 

○産業部長（滝川正樹君） 観光交流の数につきましては、毎年、当然集計をしております。

今、議員御指摘のとおり、すみません、はっきりした数字で、もし間違ったら申しわけない

んですが、約350から60万で、右肩上がりでふえているというよりは、確かに微増というよ

うなイメージを持っております。今、議員御指摘のとおり、これから、来年に迫りましたオ

リ・パラを契機にして、インバウンドの対策というのは当然強化していかなければならない

と考えております。 

  先ほど新市建設計画に観光がないという答弁につきましては、総合政策部長が答弁したと

おり、既存の今現在の変更前の新市建設計画におきまして、観光交流の推進というのはしっ

かりと明記をしてございます。私どもは、これに従って今後も着実に観光客の増加、観光振

興を図っていきたいというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） 以上で森良雄議員の質疑を終わります。 

  以上で通告による質疑を終わります。 

  ただいま議題となっております議案第70号につきましては、議案付託表のとおり所管の委

員会に付託いたします。 

  ここで35分まで休憩いたします。 
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休憩 午後 ２時２１分 

再開 午後 ２時３５分 

 

○議長（三田忠男君） それでは、休憩を閉じ、会議を再開いたします。 

 

◎日程の追加 

○議長（三田忠男君） お諮りいたします。 

  お配りしてあります追加日程表のとおり、この２件を日程に追加し議題としたいと思いま

す。御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（三田忠男君） 御異議なしと認め、２件を日程に追加することに決定しました。 

 

◎議案第７１号の上程、説明、質疑、委員会付託 

○議長（三田忠男君） 追加日程第１、議案第71号 令和元年度伊豆市一般会計補正予算（第

７回）を議題といたします。 

  提出者から提案理由の説明を求めます。 

  市長。 

〔市長 菊地 豊君登壇〕 

○市長（菊地 豊君） 議案第71号について、提案理由を申し上げます。 

  本案は、10月11日から12日にかけて来襲した台風第19号による被害が市内各所で発生した

ため、その復旧のための補正となります。農地災害復旧工事に１億2,000万円、農業用施設

災害復旧工事に１億5,000万円、道路橋梁災害復旧工事に７億2,620万円、天城中学校体育館

災害復旧工事に２億4,420万円など総額13億182万円増額し、歳入歳出予算額を204億6,278万

4,000円とするものです。 

  またあわせて、災害復旧工事に伴う繰越明許費及び債務負担行為の追加並びに地方債の補

正をお願いするものです。 

  詳細について、建設部長に説明をさせます。 

○議長（三田忠男君） 補足説明の申し出がありますので、これを許します。 

  建設部長。 

〔建設部長 山田博治君登壇〕 

○建設部長（山田博治君） それでは、私から議案第71号について補足説明をさせていただき

ます。 

  補正の伊豆市マークと議案でやりますけれども、まず伊豆市マークのほうの１ページをめ

くっていただきまして、今回の補正する額13億182万円という記載があり、その下に主な内

容を記載しております。２ページにつきましては、繰越明許の追加の補正と、その下に債務
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負担行為の補正の追加、地方債の変更を記載しております。この６ページになりますけれど

も、６ページにその予算措置の一覧表として、一番右側に12月補正の追加、一番左が施設名

ということで記載してありますので、御確認をしていただきたいと思います。 

  それでは、追加議案書に入ります。 

  歳入歳出をそれぞれ13億182万円を追加しまして、総額を204億6,278万4,000円とするもの

でございます。 

  ４ページをお願いします。４ページは、繰越明許の補正の追加になります。災害復旧の農

地災害復旧事業の１億3,070万円から、最後は、文教施設の公共学校施設災害復旧事業２億

4,442万円の計６件の繰り越しをお願いするものでございます。 

  ５ページにつきましては、債務負担行為の補正の追加ということで、農業振興施設災害復

旧事業、これは修善寺の農村環境改善センターの工事になります。これにつきましては、令

和元年に200万円、令和２年に300万円、計500万円で工事を行う予定でございます。 

  ６ページ目になります。地方債の補正になります。補正前から補正後ということで変更し

てありますので、御確認ください。 

  続きまして、歳出のほうからいきます。 

  12ページ、13ページをお願いします。 

  まず、２款１項５目財産管理費の15の工事請負費、これにつきましては、旧天城湯ヶ島支

所の機材倉庫の解体工事に600万円。 

  11款１項１目農地災害復旧費の工事費１億2,000万円につきましては、農地の災害復旧工

事になります。田畦畔が32件、田んぼの崩土除去が２件、畑が10件、計44件になります。 

  次の２目の農業用施設災害復旧費、この工事費１億5,000万円になりますけれども、これ

につきましては、用排水路が15件、わさび沢の堤塘が６件、モノレールの復旧が２件、計23

件になります。 

  次の３目林業用施設災害復旧費の15の工事請負費ですけれども、これにつきましては、３

路線４カ所で1,400万円をお願いするものでございます。 

  続きまして、14ページ、15ページをお願いします。 

  道路橋梁災害復旧費につきましては、13の委託料、これは測量設計委託ということで、工

場現場の追加ボーリングと、あと分筆登記に1,000万円をお願いするものでございます。15

の工事請負費７億2,620万円につきましては、19路線22箇所になります。17の土地購入費に

つきましては、この上記の路線につきましての用地の取得のための購入費として500万円を

お願いするものでございます。 

  次の河川災害復旧費、15の工事請負費1,010万円ですが、これにつきましては、河川の復

旧１カ所、元村川になります。 

  次に、11款４項１目公立学校施設災害復旧費の15の請負工事になりますが、これにつきま

しては、天城中学校の体育館の裏ののり面の復旧になります。２億4,442万円をお願いする
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ものでございます。 

  次に、２目の社会体育施設災害復旧費の委託料になります。これにつきましては、修善寺

グラウンドの復旧のための測量設計委託料で411万円、お願いするものでございます。 

  続きまして、16ページ、17ページをお願いします。 

  11款５項１目公有財産災害復旧費の15節になります。これにつきましては、旧大東小学校

の体育館屋根の修繕に61万円をお願いするものであります。 

  次に、２目の衛生施設災害復旧費の15節でありますが、これにつきましては、年川の最終

処分場ののり面の復旧工事に797万円をお願いするものでございます。 

  ３目農業振興施設災害復旧費の15につきましては、先ほど申しました修善寺農村環境改善

センターの221万円になります。これにつきましては、21万円が土砂撤去になりまして、200

万円が、先ほど債務負担行為をお願いしました300万円と合わせまして、計500万円でお願い

するものでございます。 

  続きまして、歳入の部になります。 

  10ページ、11ページをお願いします。 

  13款２項10目農林水産業分担金になります。これは、農地災害復旧費の分担金、受益者か

らの分担金であります。10％を予定しております。1,200万円を見込んでおります。 

  15款の２項10目の災害復旧補助金、これは国からの補助金になります。農地・農業施設災

害復旧費が１億5,750万円、林業用施設災害復旧が745万円、公共土木災害復旧費が４億

9,444万6,000円、公立学校施設災害復旧費が１億6,302万8,000円になります。 

  あとは19款は、繰入金、財政調整基金の繰り入れを3,839万6,000円、そして市債になりま

す。これは、災害復旧費、市債で農林水産施設災害復旧と公共土木災害復旧費、文教災害復

旧費になります。 

  以上で補足説明を終わります。よろしくお願いします。 

○議長（三田忠男君） これより質疑に入ります。 

  質疑はございませんか。 

  よろしいですか。 

  森さん、質疑ですか。質疑ならお願いしますけれども、意見なら結構ですけれども。意見

は常任委員会でやってください。 

  じゃ、森良雄議員。 

〔１５番 森 良雄君登壇〕 

○１５番（森 良雄君） 15番、森良雄です。 

  議案第71号 令和元年度伊豆市一般会計補正予算（第７回）について質問させていただき

ます。 

  議員の皆さん、これで、どこで何が起こったかわかるんですか。 

〔発言する人あり〕 
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○１５番（森 良雄君） 何言っているんだよ、おまえは。 

○議長（三田忠男君） 「おまえ」はよしてください。 

○１５番（森 良雄君） おまえなんかに聞いていないんだよ。 

〔発言する人あり〕 

○１５番（森 良雄君） こっちに向かって言っているじゃないか。ばかなこと言うな。 

○議長（三田忠男君） 質問してください。 

○１５番（森 良雄君） 黙らせろよ。とんでもないよ。 

〔発言する人あり〕 

○議長（三田忠男君） 続けてください。 

○１５番（森 良雄君） これについても、今までと同じように、どこで何が起こったのかち

ゃんとしっかり説明して、資料を出してくださいよ。大体、歳入が国庫補助金だけしか書い

ていないよね。あとは自主財源ですよ、伊豆市の。補助金は、これからいくとあれですか、

六、七割しか出ないんですけれども、最終的にはもっと出るのか出ないのか、その辺、答え

てください。 

  それから、当然これも委員会に付託するんでしょう。委員会付託のときは、具体的にどこ

でどんな災害が起こったのかわかるようにしていただきたい。 

  以上。 

○議長（三田忠男君） 質疑のみのところの答弁を願います。 

  建設部長。 

○建設部長（山田博治君） 森議員言われたように、今回、土木債、建設部の使用が結構多い

んですけれども、位置図と場所につきましては委員会で提出いたします。ただ、それは森議

員に、すぐかどうかわからないですけれども、位置図を渡しますので、確認ください。 

  それと、補助金につきましては、市は、農地・農業施設等土木債につきましては、激甚指

定にされるという話を聞いていますので、そうなりますと、ちょっとその辺の算式とか変わ

りますので、今は定率の補助金を見込んでおります。ちなみに、農地は定率の50％、農業施

設が65％、林道施設につきましては、林道の規模によりますけれども、50から65％、公共土

木施設災害につきましては、３分の２の補助金を今収入として見込んでおります。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） 再質問よろしいですか。 

  ほかに質疑はございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○議長（三田忠男君） 他に質疑はないようですので、以上で質疑を終結いたします。 

  ただいま議題となっております議案第71号につきましては、議案付託表のとおり所管の委

員会に付託いたします。 
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◎議案第７２号の上程、説明、質疑、委員会付託 

○議長（三田忠男君） 追加日程第２、議案第72号 令和元年度伊豆市水道事業会計補正予算

（第１回）を議題といたします。 

  提出者から提案理由の説明を求めます。 

  市長。 

〔市長 菊地 豊君登壇〕 

○市長（菊地 豊君） 議案第72号について、提案理由を申し上げます。 

  本案は、水道料金等徴収業務委託や新水道ビジョン作成業務委託、水道修繕調査等業務委

託について、債務負担行為設定をお願いするものです。 

  詳細について建設部長に説明をさせます。 

○議長（三田忠男君） 補足説明の申し出がありますので、これを許します。 

  建設部長。 

〔建設部長 山田博治君登壇〕 

○建設部長（山田博治君） それでは、私から議案第72号につきまして補足説明をさせていた

だきます。 

  議案書の19ページをお願いします。 

  今回補正をお願いするものは、債務負担行為の設定をお願いするものでございます。これ

は、平成31年度当初予算の時点で債務負担を予定していたもので、債務負担調書を作成し、

特別会計予算に関する説明書にも掲載し、３月議会においても説明しておりましたが、予算

書の条文に債務負担行為の記載が抜けていたため、再度、債務負担行為をお願いするもので

ございます。 

  今後、このような間違いがないように、見落としがないように注意いたします。 

  以上でよろしくお願いします。以上で提案を終わります。 

○議長（三田忠男君） これより質疑に入ります。 

  質疑はございませんか。 

  森良雄議員。 

  ほかにはいませんか。 

  じゃ、お一人でお願いいたします。 

  森良雄議員。 

〔１５番 森 良雄君登壇〕 

○１５番（森 良雄君） 15番、森良雄です。 

  これも委員会に付託されるんだね。 

  議案第72号 令和元年度伊豆市水道事業会計補正予算。 

  補正予算が提出されたんですけれども、ざっと見てこれ、補正予算で出さなきゃならない

予算なのかどうなのかですね。市長は、これから400億円から600億円かけて水道事業を進め
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るとおっしゃっていますけれども、伊豆市の水道ってそんなにやわいものなんですか。40年

来たら壊れちゃうの。そんなものじゃないでしょう。皆さんの住宅だって、少なくとも40年

ぐらいはもちますよね。それあと、いろいろリフォームしたりなんかして、その後何十年か

もたせているわけだ。これは何ですか、全て新規に水道管を張りかえると、そういう考えじ

ゃないんですか。 

  具体的に聞きます。 

  水道料金等徴収業務、これは今までと同じか、ないしは多少は改善されているのかどうな

のか。２億3,976万円も出していると。 

  新水道ビジョン作成業務1,000万円と。自分らでつくりなさいよ、こんなの。どこをどう

したいのか。全く業者任せ。 

  水道修繕調査等業務委託、何を調査しようとしているんですか、説明していただきたい。 

○議長（三田忠男君） それでは、答弁願います。 

  建設部長。 

○建設部長（山田博治君） まず水道料金徴収業務委託でございますけれども、平成27年から

開設しまして、５年契約で今年度末に契約が終了し、更新となります。この業務につきまし

ては、料金徴収、滞納整理、非常にいろいろな面でやっていただいております。また、今回、

専用端末の機械も新しいものにかえたり、そういう事前準備もありますので、ここでお願い

するものでございます。 

  水道ビジョンにつきましては、人口の減少や災害とか、水道を取り巻く環境が非常に大き

いものですから、今後50年、100年を、将来を見据えた理想像を明示するということで作業

を進めたいと思っております。 

  あと水道の修繕調査業務委託につきましては、これは、平成29年10月に開設されました伊

豆市営水道相談センターということで、そこで漏水等を一手に連絡を受けて、そこから業者

手配をするという業務をお願いしているところでございます。それもまたことしで終わりま

すので、来年以降、２年契約をしたいと思っております。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） 再質疑ありますか。 

  森良雄議員。 

○１５番（森 良雄君） 委員会付託するということなので、委員会で詳しくお聞きしたいと

思いますけれども、少なくとも水道料金徴収業務、新しく菊地市長になってから新しい組織

をつくって外部委託しているわけだね。多少でも安くなりますよというような説明があるん

だったらいいんですけれども、ここについては委員会でぜひ、大幅に徴収料金が安くなって

いますというような説明をしてくださいよ。少なくとも、伊豆市の水道料金、高いんですよ、

ほかのまちから比べて。水道課長は安いですなんて言ったけれども、とんでもないことだ。

そんな          はもう本当に要らない。ちゃんと数字に基づいた、資料に基づ
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いた、水道料金の徴収業務、こういうふうに改善して、だからこれだけかかるんですという

ような、ぜひ報告してください。 

  新水道ビジョン作成業務委託、何ですか、これから新市建設計画によると、伊豆市の水道

もどんどん距離が延びていくんじゃないんですか。お金が幾らあったって足りないんですよ。

新しいまちをつくれば、上下水道をちゃんと整備しなきゃならないんだ。人口がこれから、

25年後が１万5,000人になるであろうと。私が言っているんですよ。あなた方は１万7,000人

ぐらいと見ているようだけれどもね。物すごい勢いで人口減少が進んでいるんですよ。そう

いうときに新水道ビジョン、全くその整合性がないです。人口減少をどういうふうに考えて

いるのか。 

  それから、水道修繕調査等業務、こんなのは、あの相談センターというのは何のためにで

きているんですか。市民の相談を受け付けるんだと言っているようだけれどもね。民間でだ

って修繕業務はやっているんですよ。相談センターは必要なんですか。山水と水道水の漏え

い状況がわからないなんて、僕はにおいをかげばわかりますよ、これが水道水なのか山水な

のか。私の鼻は当てにならないというんだったらあれだけれども、ちゃんと科学的、技術的

に、山水か水道水が漏れているのかぐらいわかる時代になってきている。そういうのを考え

て業務委託するのか。何のために業務委託するのか、私にはさっぱりわからない。わかるよ

うに説明してください。 

○議長（三田忠男君） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（山田博治君） まず、水道料金徴収業務委託の中で、水道課長が安いという話を

されましたけれども、水道課長に確認したところ、経営戦略の中で説明したときには、全国

では平均より安いという話をされたということで、ただ、この辺の県内の平均、ちょっとや

っぱり少し高いと、ぎりぎり同じぐらいかなというところで、隣の市と比べればやっぱり伊

豆市は高いということが現状でございます。 

  新水道ビジョンの作成につきましては、やっぱり人口減少とかそういうこともありますの

で、その理想的なことと、今取り組む事項、方針とかこれからの役割等を示すことが必要な

ものですから、これをしっかり策定したいと思っております。 

  修繕調査の何をやっているかという話なんですけれども、やっぱり漏水が起きて一番困る

のは市民なものですから、その市民に対して、早く漏水を直して通水してやるという手続上、

やっぱりそこへ連絡がいけば、そこからすぐ業者への手配がしっかりできますので、そこで

確認をして、すぐ漏水処理をして復旧に向けているという、そういうことと、やっぱり市民

が水道のことでいろいろ聞きたいことがある中で、そこの窓口があると非常にいろいろなこ

とが聞けるということも聞いていますので、非常に役立っていると思います。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） 最後の質問です。 
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  森良雄議員。 

○１５番（森 良雄君） 料金徴収システム、どのぐらい安くなるのか、委員会でぜひ説明し

ていただきたい。 

  新水道ビジョン、これは水道管のつけかえをやるんでしょう。どういう計画、ある程度計

画を持たないとだめですよ。全部新品にするのか。私はここで質問するのは、沼津市なんて

いうのは、いわゆる塩ビ管、こんな150ミリの塩ビ管が入っているところだってごろごろあ

るんですよ。それでもみんな大事に使っているんだよ。漏水のどうのこうのなんていうのは、

伊豆市は、漏水したらあれじゃないですか、そのまま放置して、山水かどうかわかるまで待

っている。そんなことをやっている時代ですよ、伊豆市はいまだに。そうでしょう。私の言

っていることが間違っているんだったら指摘してください。 

  もう少し、市民のためになる、金のかからないような事業を進めてくださいよ。細かくは

また委員会で。 

  それから、水道課長が伊豆市の水道が安いというのは、議員の皆さんは聞いているはずだ

からね。ぜひそれは議員の皆さん、判断してください。細かいことは委員会でぜひ説明して

いただきたい。 

○議長（三田忠男君） 以上で森良雄議員の質疑は終了いたしました。 

  ほかにございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○議長（三田忠男君） ないようなので、お諮りいたします。 

  先ほど森議員が、          と言ったような気がしたんですけれども、そう言

いましたですか。 

○１５番（森 良雄君） 言ったの。 

○議長（三田忠男君） 言いましたか。 

○１５番（森 良雄君） 知らないよ。 

○議長（三田忠男君） 知らないですか。確たる証拠があって言ったのならばよろしいんです

が、ないようでしたら不適切な発言だと議長としては理解いたしますが、取り消すつもりは

ございませんか。言ったか言わないかわからない状態ですか。 

○１５番（森 良雄君） うそをついたかどうかは、みんな知っているはずだから。 

○議長（三田忠男君） 言ったか言わないかわからない状態でしょうか。 

○１５番（森 良雄君） そんなの記憶ないよ。 

○議長（三田忠男君） 記憶ない。 

○１５番（森 良雄君） じゃ、記録を出してくださいよ。 

○議長（三田忠男君） 記憶にないそうですから、じゃ、そういった部分があったら削除する

ということで、皆さんよろしいでしょうか。 

○１５番（森 良雄君） だめだよ。この文言は削除しますと決めなさいよ、あなたは。 
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○議長（三田忠男君） そうですよ。記憶がないなんていうふうな発言がどうかなと思ったも

のですから。 

  今の議論を聞いていておわかりのとおり、記憶にございませんということですので、言っ

たつもりはないようですので、もしあったら職権で削除させていただきます。そのとおり諮

ってよろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（三田忠男君） ありがとうございます。 

  今、議題となっております議案第72号につきましては、議案付託表のとおり所管の委員会

に付託いたします。 

 

◎散会宣告 

○議長（三田忠男君） 以上をもって本日の議事は全て終了いたしました。 

  次の本会議は、12月19日午前９時30分から開催いたします。 

  本日はこれにて散会いたします。 

  お疲れさまでした。 

 

散会 午後 ３時０３分 
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令和元年伊豆市議会１２月定例会 

 

議 事 日 程（第６号） 

 

                  令和元年１２月１９日（木曜日）午前９時３０分開議 
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日程第 ８ 議案第６２号 伊豆市特別職の職員の給与に関する条例等の一部改正について 
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開議 午前 ９時３０分 

 

◎開議宣告 

○議長（三田忠男君） 皆さん、おはようございます。 

  本日の出席議員は16名であります。出席議員が定足数に達しておりますので、会議は成立

いたしました。 

  これより、令和元年伊豆市議会12月定例会６日目の会議を開きます。 

〔「議長」と言う人あり〕 

 

◎発言の申し出 

○議長（三田忠男君） ここで議会運営委員長の小長谷順二議員から発言の申し出がありまし

たので、これを許します。 

  11番、小長谷順二議員。 

〔議会運営委員会委員長 小長谷順二君登壇〕 

○議会運営委員会委員長（小長谷順二君） 皆さん、おはようございます。 

  11番、小長谷順二です。 

  議長の許可をいただきましたので、12月16日の議会運営委員会で協議した本定例会、西島

議員の一般質問における発言について報告をさせていただきます。 

  西島議員から本定例会の一般質問の中で、９月定例会と12月定例会における議会運営委員

会で市長の住所地の質問を行ってもよいとしたにもかかわらず、本定例会の議会運営委員会

が質問はだめですとしたことをおかしいといった趣旨の発言がありました。しかし、この発

言は協議結果の一部を取り上げたものであるため、議会運営委員会での協議の経過と結果に

ついて改めて報告をさせていただきます。 

  本年９月定例会の中で開催された議会運営委員会では、西島議員の質問が伊豆市議会会議

規則第62条で規定する「議員は、市の一般事務について、質問することができる」に該当す

るか協議を行い、このときに西島議員にも質問の趣旨を伺いました。結果、西島議員が一般

事務の観点から質問をすることで、会議を再開することを求めました。 

  次に、11月22日の議会運営委員会は、西島議員が提出した一般質問の発言通告書に関し、

議長から意見を求められたため開催をいたしました。こちらの協議では、９月定例会と同様

な事態となり、議会運営に支障が出る可能性があるが、西島議員に再質問の内容を確認する

ことはできないため、その判断はできない。よって、質問を認めないといった判断はできな

いといたしましたが、一般質問中にふさわしくない、議場で個人情報を発言するような事態

が発生したときには、議長に適正な議事運営をお願いする。場合によっては、一般質問中の

議会運営委員会の開催もあるとの内容で、議長に回答をいたしました。 

  残念ながら、12月３日の一般質問中に議会運営委員会を開催することになってしまい、こ
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ちらでの協議は、西島議員の質問が、地方自治法第132条の「議会は、会議において他人の

私生活にわたる言論をしてはならない」に該当するかの判断を行い、結果、個人の住所を質

問することは一般質問にはふさわしくないと判断し、本会議で報告をさせていただきました。 

  以上が議会運営委員会における西島議員の一般質問に関する協議内容となりますが、今後、

改めて地方自治法第132条並びに伊豆市議会運営規程３の「一般質問について」を遵守する

ことを求めまして、発言を終わります。 

 

◎議案第５７号～議案第７２号の委員長報告、質疑、討論、採決 

○議長（三田忠男君） 日程第１、議案第57号 令和元年度伊豆市一般会計補正予算（第６回）

から日程第７、議案第72号 令和元年度伊豆市水道事業会計補正予算（第１回）までの７議

案を一括して議題といたします。 

  本案につきましては、各常任委員会に審査を付託してありましたので、審査の経過と結果

について、各委員長に報告を求めます。 

  初めに、日程第１の議案第57号及び日程第４の議案第60号から日程第７の議案第72号の５

議案について総務経済委員会委員長、杉山武司議員、お願いします。 

〔総務経済委員会委員長 杉山武司君登壇〕 

○総務経済委員会委員長（杉山武司君） 皆様、おはようございます。総務経済委員長、杉山

武司です。 

  ただいま議長から報告を求められました議案第57号、議案第60号及び議案第61号並びに議

案第71号、議案第72号の５議案について、審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

  初めに、議案第57号 令和元年度伊豆市一般会計補正予算（第６回）、総務経済委員会の

所管科目については、初めに建設部関係の審査では、補足説明はなく、質疑を行いました。 

  主な質疑として、今回の台風被害では市内で多くの被害が発生した。８億くらいの災害復

旧事業を行うのに、最終的にどの程度の時間を要するのか。また、市内建設事業者だけで間

に合うのかとの質疑に対し、15号、19号災害の建設課所管では合計14億6,000万円の工事費

を予定しています。復旧見込みですが、月ヶ瀬の市道が最長で約１年を見込んでいます。 

  工事事業者については、沼津土木事務所の管内で相当数の被害があったため、事業者の確

保は難しい、発注しても受けてくれないのではないかとの懸念がありますが、災害協定を結

んでいる事業者を優先的に考えているとの答弁がありました。 

  次に、市道越路嵐山線改良工事の御幸橋の工事だが、継続費補正で令和２年度１億2,000

万円が、２億6,100万円と大きく増額になった理由の説明を求めたのに対し、平成28年度に

完成をした湯川橋の事業費を参考にし、人件費や資材等の上昇を見込んで平成30年度から３

年間で３億円の継続費の設定をしました。変更した理由は、下部工の形式において、直接基

礎から直接基礎杭に変更したことや、施工方法の見直し等により仮設費が追加となってしま

ったため、当初の事業費より増額になってしまったとの回答がありました。 
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  次に、総合政策部関係では、補足説明はなく、質疑を行いました。 

  主な質疑として、バス路線維持事業補助金についての説明を求めたのに対し、平成30年度

の自主運行バスの運行経費が確定したため、当初見込んでいた経費と差額が発生したため支

払うものですとの回答がありました。 

  次に、産業部の審査では、補足説明はなく、質疑を行いました。 

  主な質疑として、湯の国会館管理事業の揚湯ポンプ購入費の内容の説明を求めたのに対し、

ことしの７月に湯の国会館のポンプの揚湯量の能力が低下したため、ポンプを引き上げて調

査しましたところ、ポンプの劣化が判明しました。専門業者にポンプを見ていただいたとこ

ろ、湯の国会館の源泉はスケール、湯あかですね─がたまりやすい泉質のため、オーバー

ホールは不可能との指摘を受けました。そのため在庫ポンプを挿入したため、現在バックア

ップのポンプがないため購入するものですとの回答がありました。 

  その他、揚湯ポンプの耐久年数や保証対象期間、他のメーカーなどについての質疑があり

ました。 

  次に、総務部関係の審査では、補足説明はなく、質疑を行いました。 

  主な質疑として、ふるさと納税の関係でシステム使用料の増額は、新たにどこかのシステ

ムが加わったのかとの質疑に対し、ふるさと納税を推進するために、現在３社のサイトと契

約しています。当初は４億円の寄附額に対しての使用料を計上していましたが、これから３

月にかけての増額が見込めるため増額するものです。新たな使用料ではなく、追加の使用料

ですとの回答がありました。 

  その他、国土強靭化地域計画策定、同報無線関係の質疑がありました。 

  以上、各部ごとの審査の結果、討議はなく、反対討論１件、採決の結果、議案第57号は賛

成多数で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  次に、議案第60号 令和元年度伊豆市簡易水道事業特別会計補正予算（第１回）について

は、補足説明はなく、質疑を行いました。 

  500万円の追加の具体的な説明を求めたのに対し、人件費の増額は、人事院の勧告による

ものと、漏水対応の時間外手当の増加によるものです。電気料の増加は、漏水によるポンプ

の稼働時間の増加によるものと、八木沢・小下田地区への建設課が管理しているかんがい・

排水施設給水の電気料の負担割合を平成29年度までは建設課が60％、上下水道課が40％であ

ったが、管理水量を調査した結果、平成30年度は建設課が25％、上下水道課が75％に変更し

たため、この変更を考慮せず平成31年度の予算策定をしたため、電気料の不足が生じたため

補正をするものですとの回答がありました。 

  審査の結果、討議、討論はなく、採決の結果、議案第60号は賛成多数で原案のとおり可決

すべきものと決しました。 

  次に、議案第61号 令和元年度伊豆市下水道事業会計補正予算（第２回）については、補

足説明はなく、質疑を行いました。 
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  主な質疑として、予算をふやしたのか減らしたのか、ふやしたならどんなものをふやした

のかの質疑に対し、28万2,000円の増額となっていて、平成30年度の固定資産が確定し減価

償却費の費用が104万8,000円発生、流域下水道費の負担が76万6,000円減額で、差し引き28

万2,000円の増額となったとの回答がありました。 

  その他、貸借対照表の建設仮勘定と施設利用権の質疑があり、審査の結果、討議、討論は

なく、採決の結果、議案第61号は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  次に、議案第71号 令和元年度伊豆市一般会計補正予算（第７回）、総務経済委員会所管

科目については、建設部関係の審査は、補足説明はなく、質疑もありませんでした。 

  次に、産業部関係では、補足説明はありましたが、質疑はありませんでした。 

  次に、総務部関係では、補足説明はなく、質疑もありませんでした。 

  以上、各部ごとに審査の結果、討議はなく、反対討論１件、賛成討論１件、採決の結果、

議案第71号は賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  次に、議案第72号 令和元年度伊豆市水道事業会計補正予算（第１回）の審査は、補足説

明はなく、質疑を行いました。 

  水道料金等徴収業務委託費は現状どおりの金額なのか、新水道ビジョン作成業務委託の内

容は、さらに水道修繕調査等業務委託は何をやろうとしているのかとの説明を求めたのに対

し、水道料金等徴収業務委託費ですが、年間200万円ほどの増額になっています。新水道ビ

ジョン作成業務委託は、上水道・簡易水道を含めた今後50年、100年後を見据えた計画で、

水道の理想像を明示する計画で、今後当面の間、取り組むべき事項、方策を提示したもので

す。水道修繕調査等業務委託は、漏水の調査、業者への手配と、市民からの水道に関するふ

ぐあいの問い合わせ等の業務委託との回答がありました。 

  その他、今回の水道ビジョンは新たなものなのか、一部修正的なものなのかといった質疑

がありました。 

  審査の結果、討議はなく、反対討論１件、採決の結果、議案第72号は賛成多数で原案のと

おり可決すべきものと決しました。 

  以上で議案第57号、議案第60号及び議案第61号並びに議案第71号、議案第72号の審査の委

員長報告を終わります。 

○議長（三田忠男君） 次に、日程第１の議案第57号から日程第３の議案第59号及び日程第６

の議案第71号の４議案について、教育厚生委員会委員長、木村建一議員。 

〔教育厚生委員会委員長 木村建一君登壇〕 

○教育厚生委員会委員長（木村建一君） おはようございます。 

  ただいま議長から報告を求められました議案第57号から議案第59号まで及び議案第71号の

４議案について審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

  初めに、議案第57号 令和元年度伊豆市一般会計補正予算（第６回）、所管科目について、

当局からの補足説明はなく、質疑を行いました。 
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  主な質疑として、中伊豆室内温水プールの施設、天井部材の落下による補修工事のため、

指定管理者への営業補償金142万5,000円が提案されているが、指定管理料で賄えないのか。

また、プールが使えない期間は、全館使えないのかとの質疑に対し、基本協定で、指定管理

者の営業収入で賄えない部分を指定管理料として決めています。今回のように市の都合で営

業収入に支障があった場合は、市がその分を補償するという年間協定を結んでいます。工事

期間中は、プールは使えませんが、トレーニングルームなどは今までどおり使えますとの答

弁でした。 

  また、天城中学校体育施設の法面の災害復旧工事の内容と工事期間はとの質疑に対して、

大規模に崩れているように見えましたが、調査測量したところ、坂道の勾配ぐらいで安定す

るだろうと見ています。工事内容は、盛り土と必要な箇所にフトン篭を入れて排水を抜くこ

とを考えています。また、工事期間は２月中に準備をして、早ければ２月末またはもう少し

ずれ込めば３月中に発注となり、工期は半年ぐらいを想定しておりますとの答弁がありまし

た。 

  次に、個人番号制度事業の内容説明を求めたのに対して、申請する方が顔写真を持って来

なくても、市役所窓口で申請用の写真をパソコンで撮影し、それを印刷するためのモバイル

プリンターを購入する補正予算を計上しましたとの答弁がありました。 

  以上、審査した結果、討議、討論はなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべ

きものと決しました。 

  続いて、議案第58号 令和元年度伊豆市国民健康保険特別会計補正予算（第３回）につい

て、質疑、討議、討論ともになく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと

決しました。 

  続いて、議案第59号 令和元年度伊豆市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１回）につ

いて、質疑、討議、討論ともになく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきもの

と決しました。 

  続いて、議案第71号 令和元年度伊豆市一般会計補正予算（第７回）、所管科目について、

当局からの補足説明はなく、質疑を行いました。 

  年川の最終処分場の法面の崩土があったと説明を受けたが、処分したものが場内に流出し

たということはなかったのかとの質疑に対し、今回の崩土につきましては、埋立地のほうま

では流れてきませんので、それからその下側のほうにも調整池がありますので、外への流出

はなかったと思われます。したがって、環境影響調査・検査は行っておりませんとの回答が

ありました。 

  以上、審査した結果、討議、討論はなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべ

きものと決しました。 

  以上、議案第57号から議案第59号まで及び議案第71号の４議案について委員長報告を終わ

ります。 
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○議長（三田忠男君） 以上で委員長の報告は終わりました。 

  これより暫時休憩いたします。 

  この休憩中に、ただいまの各委員長の報告に対し、質疑、討論のある議員は、通告書を議

長に速やかに提出願います。 

 

休憩 午前 ９時４８分 

再開 午前 ９時５２分 

 

○議長（三田忠男君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  これより日程第１の議案第57号から日程第７の議案第72号までの７議案について質疑に入

ります。 

  質疑の通告がありませんので、質疑を終結いたします。 

  これより日程第１の議案第57号から日程第７の議案第72号までの７議案について、それぞ

れ討論、採決を行います。 

  初めに、議案第57号について討論、採決を行います。 

  先に反対討論を行います。 

  13番、西島信也議員。 

〔１３番 西島信也君登壇〕 

○１３番（西島信也君） 13番、西島信也です。 

  どうも、きょうはこの議場内が何か寂しいような気がするわけですけれども、私は、議案

第57号 令和元年度伊豆市一般会計補正予算（第６回）について反対の立場から討論を行い

ます。 

  議案書の25ページ、第４表、債務負担行為補正の中の防災機能を備えた公園調査検討業務

委託410万円であります。そもそも防災機能を備えた公園とは、何のことを言っているんで

しょうか。いわゆる前から言っている防災公園のことではないのかと、ここへ来て何でこう

いうふうに名前を変えたのか私は非常に疑問であると思います。防災公園の国の補助対象要

件としては、広域防災拠点は面積が50ヘクタール以上、地域防災拠点は面積が10ヘクタール

以上、避難地機能としては広域避難地が同じく面積10ヘクタール以上、一次避難地は２ヘク

タール以上となっておりますが、この一次避難地の対象ですけれども、対象区域は人口集中

区域または津波被害が想定されている地区となっておるわけであります。防災公園の設置は、

大体において大都市がその対象となっておりまして、小規模自治体がそれを要望するなどと

いうことは、国は最初から想定していないと思います。したがって、市としては、防災公園

の名前ではとても無理だから、苦し紛れに防災機能を備えた公園と、そういうふうに銘打っ

たわけではないでしょうか。 

  そして、今回のこの公園の調査検討業務とは何を目指したものなのでしょうか。皆目私に
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は見当がつきません。防災公園というのは何かというと、地震やそれに伴って火災が発生し

た場合に、住民の命や財産を守るために防災機能を発揮し、避難地、避難路、防災拠点など

の役割を持つ都市公園や緩衝緑地のことであります。大都市では有効であるはずのこの防災

公園、これを山林原野が多数存在し、耕作放棄地が次から次へと続出している伊豆市にその

まま当てはめていいのかどうなのか、疑問に感じるのは私だけではないと思います。建設部

の一握りの職員が考えてできるものでもありますまい。もっと全庁的に取り組まなければ成

功しないのは、火を見るよりも明らかであります。ただ、どこかに決めて、あとは野となれ

山となれということでは、余りにも寂しい。 

  しかし、このことについて今のように何の展望もなければ計画もないということになれば、

もし仮につくったとしても、野になったり山になったりするのは意外と簡単になるかもしれ

ません。とにかくここで唐突に何の見通しもなく、このような補正予算を提出するとは驚き

であり、私には到底容認できるものではありません。 

  よって、私の反対討論といたします。 

○議長（三田忠男君） 次に、賛成討論を行います。 

  ４番、間野みどり議員。 

〔４番 間野みどり君登壇〕 

○４番（間野みどり君） ４番、間野みどりです。 

  議案第57号 令和元年度伊豆市一般会計補正予算（第６回）について賛成討論をいたしま

す。 

  本議案の補正予算は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４億4,319万2,000円と追加

し、総額をそれぞれ191億6,096万4,000円にするものです。主な内容は、歳入歳出の予算補

正、継続費の補正、債務負担行為の補正などです。 

  歳入歳出の予算の補正では、先ほど委員長から丁寧な説明がありましたが、市民がスムー

ズにマイナンバーを取得するための業務を円滑にサポートできるための端末の購入などがあ

りました。また、債務負担行為の補正では、防災機能を備えた公園調査検討業務委託など、

これも市民に密着し、本来必要な予算が計上されていると思います。その点を考え、必要な

補正と思い、賛成といたします。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） 次に、反対討論を行います。 

  15番、森良雄議員。 

〔１５番 森 良雄君登壇〕 

○１５番（森 良雄君） 15番、森良雄です。 

  議案第57号 令和元年度伊豆市一般会計補正予算（第６回）について反対討論をいたしま

す。 

  この補正予算は、４億4,319万2,000円の追加、総額191億6,096万4,000円となる補正予算
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です。その内容ですが、大部分は災害復旧です。反対するべき予算ではないと思いますけれ

ども、この予算執行に対し、私は重大な疑問を持っている。きょうは、なぜ担当部長が出て

こないのか知りませんけれども、ぜひ担当部長に聞いてもらいたかった。誰が決めたんです

か、部長職が出てこなくていいなんて。私の反対討論を聞かせると、市政に影響がするのか

どうなのかわかりませんけれども、多分そんなところなのかなと。 

  継続費補正でも１億4,100万円の継続費補正が行われておりますが、これだけの多額の継

続費補正をしなきゃいけないと、一体何をやっているんだと。担当部長が何をやっているの

かと言いたいですね。繰越明許補正も同様です。同報無線だ、同報無線は必要なものです。

必要不可欠ではないかと思いますね。いざ災害となったら、屋外にいる人は何で情報を得る

かといったら、これしかないでしょう。まさか携帯ラジオを持って、前にいたんですね、携

帯ラジオを持って歩いている議員がいたんですけれどね、そんなことできっこないですよね。 

  災害復旧、農地復旧だ、農業用施設災害復旧だ、道路橋梁災害復旧だ、どれも急いで復旧

させてもらいたいと思いますけれども、私は、あえて反対します。理由は最後に言います。 

  同報無線などは早期に、これ一部ではなくて、全部、新しい同報無線を入れるなら入れる

と、入れてもらいたい。繰越明許で国土強靭化地域計画策定業務委託850万円なんていうの

もありますけれども、強靭化したいんだったら、どこをどうするのか、ぜひやっていただき

たい。最近、瓜生野が大分発展して10戸も新築住宅がある。新築住宅の前に農業用水が走っ

ていると。最近のあれですね、キッズゾーンというんですか、農業用水のわきを子供が歩く

なんていうのは危険ですね。市長さん、考えてやってください。 

  債務負担行為補正というのもあります。先ほど西島議員から同様の討論ありましたけれど

も、防災機能を備えた公園調査検討業務委託というのが410万円あります。これは、私毎回

言っていますけれども、伊豆市で何が問題かといったら、これは何のための業務委託をする

のかという説明がないんですよ。どこかへ業務委託するわけでしょう。何をやってくれとい

う仕様書を出さないんですか、市長。受けるほうだって困るんではないですか。お客さんか

ら仕様書もなく、仕事が舞い込んできたって。こういうことを希望しているんです、こうい

うことをやってほしいんです、そういう内容が全然ないんです。議員の皆さん、それでいい

んですか。                                   

                              。それはそうとしてだ

ね…… 

○議長（三田忠男君） 今の発言は取り消しましょう。 

○１５番（森 良雄君） お前、何で取り消しばっかりやっているんだ。幾ら市長にカナダ旅

行へ連れていってもらったからったってね、何もそこまで忖度する必要ない。 

  公園調査検討業務、ぜひ議会でこういう公園をつくりたいんだと、ぜひ説明してください、

委託する前に。ここに出ているのは、ほかに７つ出ておりますけれども、業務委託は、伊豆

市は一度決めたら、もうずっとそこへ業務委託する。私、同じようなことを何度か言ってい
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ますけれども、例え給食業務といえども、やはり委託する場合は競争原理を入れるべきです。

何も競争原理が働かないんですね、伊豆市は。この辺が伊豆市衰退の源になっているんでは

ないんですか。お金幾らかけても、発展の要因がない。人口減少をとめるなんていうのは、

もう答え出ているんでしょう。外へ出ていかないようにする、子育てをぜひ伊豆市でやって

ください。国は一生懸命やっているんです。教育の無料化なんて、そうですよね。保育園も

同様ですね。伊豆市は、プラス伊豆市はこういうことをやるんだということ、この予算書に

は何ものっていない。予算がふえれば、借金がふえるだけです。これが伊豆市のこれから、

今の若い人が20年、40年後、借金苦に陥りますよ。そういうことを皆さん考えましたか。 

  それで、災害復旧なんだけれども、市長、これどこへ発注するつもりですか。議員の皆さ

ん、どこへ発注するつもりですか。全部伊豆市の特定の業者へ発注されるんですよ。受注能

力を勘案してやっていますか。災害復旧といえども、伊豆市の仕事はどんどん後ろへ延びて

いく。災害復旧だったら、急いでやらせるべきでしょう。そのために必要なのは、きちっと

入札をして、能力のあるところへ発注すべきです。 

  沼津市は、落札率95％で職員が逮捕された。沼津市議会は特別委員会を開いて、公正な入

札を、透明な入札をしようとしている。伊豆市はいいんですか、こんなことで。特定の業者

に発注されるんですよ、災害復旧です。今、災害復旧は千葉県をごらんなさい。全国の人が

復旧に応援に来ている。幾ら自分のところの企業に発注したりしたって、企業に能力がない。

千葉県でさえそうなんですよ。私は、伊豆市の業者が能力や技術も含めて、能力があるとは

思っておりません。 

  それから、もう一つ…… 

〔発言する人あり〕 

○１５番（森 良雄君） 何だ、誰だ。ちゃんと名前名乗れ。 

○議長（三田忠男君） 森議員、後ほど数々の不適切な発言と思われることがありましたので

…… 

○１５番（森 良雄君） はっきり言っておく。 

○議長（三田忠男君） また運営委員会で協議させていただきます。 

○１５番（森 良雄君） 私は、能力のないことを指摘したことは何回もあるんだ。 

○議長（三田忠男君） その根拠たるものが示されていません。 

○１５番（森 良雄君） 土肥の小学校の体育館の…… 

○議長（三田忠男君） 57号に戻りましょう、お願いいたします。 

○１５番（森 良雄君） お前、何でそうなんだ。副市長、笑っている場合ではないぜ。 

〔「進めてください」「進行」と言う人あり〕 

○１５番（森 良雄君） お前に言われることないんだ。 

○議長（三田忠男君） お前ではないでしょう。 

  暫時休憩いたします。 
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休憩 午前１０時１１分 

再開 午前１０時１３分 

 

○議長（三田忠男君） 休憩を閉じ、会議を再開いたします。 

○１５番（森 良雄君） まだ言い足りないのが１つある。きょう、市民部長が来ていないけ

れども、市民課なんて何ですか。 

○議長（三田忠男君） それは57号と関係ありません。 

○１５番（森 良雄君）                               

                                         

   。 

  この予算書の中には、私は、非正規の一部の方にはボーナス出るのかと思ったんだけれど

も、この予算書には何も書いていないんだね。恐らく特別職、いわゆる市長とか副市長とか、

一般の職員のボーナスは、職員については、もうあれですかね、織り込み済みなのかもしれ

ないですけれども、今までボーナスの出ていなかった方にボーナスが出るということだと予

算書にしないでいいのかなと、非常にどうやってやるのかなと思って関心を持っております。 

  さて、それで災害復旧ですね。いいですか、議員の皆さん。この４億円近い予算書の大部

分は災害復旧予算です。それは特定の業者に発注される。共産党は何だ、何を笑っているん

だ。いいですか、私はじっくり見ているからね。そういうことがわかっていて、これを承認

することは到底できない。 

  以上、終わります。 

○議長（三田忠男君） 次に、賛成討論を行います。 

  ９番、青木靖議員。 

〔９番 青木 靖君登壇〕 

○９番（青木 靖君） ９番、青木靖です。 

  議案第57号 令和元年度伊豆市一般会計補正予算（第６回）について賛成の立場から討論

を行います。 

  この補正は、歳入歳出４億4,319万2,000円を増額し、総額191億6,096万4,000円とするも

のであります。その主な内容は、台風15号による農地、農業用施設、道路橋梁の災害復旧費

１億1,360万円、ふるさと伊豆市応援基金積立金の増額１億5,000万円、ふるさと納税返礼品

のシステム使用料の増など総務費6,464万円、国土強靭化地域計画策定業務委託など消防費

2,460万円などなどであります。 

  継続費を見ると、市道越路嵐山線の改良、これは御幸橋の下部工基礎工の増額になります

が、継続費の補正、それから先ほどの国土強靭化、それから災害復旧についての年度をまた

ぐ繰越明許。 
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  債務負担行為については、天城・中伊豆・修善寺の給食センターの調理の業務委託、それ

から中伊豆温水プールの天井の落下の修理に係るもの、そして防災機能を備えた公園の調査

検討業務委託など、それぞれ期間と限度額を定めるもの。 

  地方債の補正については、先ほどの農地、農業施設、道路橋梁の災害復旧についての地方

債の補正を行うものがその内容であります。 

  災害の復旧については、今57号については、主に台風15号に対する災害復旧であります。

迅速な対応を求めるものであります。繰越明許にもなっております国土強靭化地域計画につ

いては、国が行う国土強靭化計画の中にあって、防災・減災のための施策について国へ予算

を要望するための計画をつくる業務であります。 

  債務負担行為にも上がっております防災機能を備えた公園の調査検討業務委託410万円に

ついて少し述べさせていただきます。国交省では、防災公園の整備について主要な施策とし

て定め、地震災害時に復旧・復興拠点や復旧のための生活物資等の中継基地等となる防災拠

点、周辺地区からの避難者を収容し、市街地火災等から避難者の生命を保護する避難地等と

して機能する地域防災計画等に位置づけられる都市公園等について、緊急的に整備を推進す

るとしております。防災公園の補助対象要件は、先ほど西島議員もおっしゃいましたとおり

です。伊豆市に該当すると思われるものは、避難地機能の一次避難地、近隣公園、地区公園、

２ヘクタール以上の広さを要するものが該当すると思われます。その対象地域は、人口が集

中するＤＩＤ地区、そして津波被害が想定される地区とされております。 

  そして、ここで重要なのは、防災公園についてですが、その国の補助対象となる災害応急

対応施設に挙げられているものであります。この補助対象となるものは、備蓄倉庫、耐震性

のある貯水槽、放送施設、情報通信施設、ヘリポートなどが挙げられております。一次避難

地のみで防災活動拠点を有さない場合については、防災倉庫と耐震性の貯水槽だけになりま

す。 

  伊豆市にあっては、広域的な災害復旧の拠点となる施設も重要であると思います。現在、

伊豆市に欠けているこれらの不足している安心・安全の設備を今後整えていくために、こう

した国の防災公園の補助対象や緑の基本計画、それから県のあらゆる施策を勘案し、伊豆市

単独では恐らく実現不可能であろう防災機能を兼ね備えた公園の整備について、あらゆる

国・県の補助対象をしっかりと確認した上で進めるべきであると考えます。 

  今回の防災機能を備えた公園の調査検討業務については、まさにこれらの補助対象事業の

要件に当てはまる場所が伊豆市内にあるのかどうか調査するための予算であるというふうに

理解しております。ぜひこうした調査をしっかりと進めて、伊豆市に現在不足している安

心・安全のための機能をしっかりと整備することを求めて、賛成討論といたします。議員の

皆様の賛同を求めます。 

  以上です。 

○議長（三田忠男君） 議案第57号 令和元年度伊豆市一般会計補正予算（第６回）について
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採決いたします。 

  本案に対する各委員長の報告は可決であります。 

  委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立多数〕 

○議長（三田忠男君） 起立者多数。 

  よって、議案第57号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第58号について討論、採決を行います。 

  討論の通告がありませんので、直ちに採決を行います。 

  議案第58号 令和元年度伊豆市国民健康保険特別会計補正予算（第３回）について採決い

たします。 

  本案に対する委員長の報告は可決であります。 

  委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立全員〕 

○議長（三田忠男君） 起立者全員。 

  よって、議案第58号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第59号について討論、採決を行います。 

  討論の通告がありませんので、直ちに採決を行います。 

  議案第59号 令和元年度伊豆市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１回）について採決

いたします。 

  本案に対する委員長の報告は可決であります。 

  委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立全員〕 

○議長（三田忠男君） 起立者全員。 

  よって、議案第59号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第60号について討論、採決を行います。 

  討論の通告がありますので、討論を行います。 

  反対討論を行います。 

  15番、森良雄議員。 

〔１５番 森 良雄君登壇〕 

○１５番（森 良雄君） 15番、森良雄です。 

  議案第60号 令和元年度伊豆市簡易水道事業特別会計補正予算（第１回）について反対討

論をさせていただきます。 

  皆さんはあれですか、伊豆市の職員は一生懸命仕事をやっている、そう思っていらっしゃ

る。副市長、そうですね。この予算書は何ですか、これ。いかに職員がぼやっと仕事をやっ

ているかを証明しているような予算書ですよ。チコちゃんに言わせりゃ、「ボーっとしてん
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じゃねえよ」という予算ですね。漏水に気がつかないで、400万円も電気料がかかっちゃっ

たと。一体幾ら水を無駄にしたんですか。電気料400万円でモーター動いたんでしょう。こ

ういうのを職員の怠慢というんではないですか、市長。副市長に言ってもわかんないんでし

ょうけれどもね。本来だったら幹部は責任とるべきですよ。 

  そういうことで、長々と言ってもしようがないから、この辺で終わりますけれども、やは

りどこかで活を入れないと、伊豆市は再生しませんよ。そのことを述べて終わります。 

○議長（三田忠男君） 以上で討論を終結いたします。 

  議案第60号 令和元年度伊豆市簡易水道事業特別会計補正予算（第１回）について採決い

たします。 

  本案に対する委員長の報告は可決であります。 

  委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立多数〕 

○議長（三田忠男君） 起立者多数。 

  よって、議案第60号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第61号について討論、採決を行います。 

  討論の通告がありませんので、直ちに採決を行います。 

  議案第61号 令和元年度伊豆市下水道事業会計補正予算（第２回）について採決いたしま

す。 

  本案に対する委員長の報告は可決であります。 

  委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立全員〕 

○議長（三田忠男君） 起立者全員。 

  よって、議案第61号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第71号について討論、採決を行います。 

  討論の通告がありますので、討論を行います。 

  反対討論を行います。 

  15番、森良雄議員。 

〔１５番 森 良雄君登壇〕 

○１５番（森 良雄君） 15番、森良雄です。 

  議案第71号 令和元年度伊豆市一般会計補正予算（第７回）について反対討論をいたしま

す。 

  この予算も１億3,000万円の追加予算ですけれども、ほとんどは災害復旧です。災害復旧

ですから、賛成して早くやってもらいたいと…… 

〔発言する人あり〕 

○１５番（森 良雄君） ありがとう、一桁間違えました、13億円だそうです。ひょっとする
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とわざと間違えたのかな。そんなことないね。13億円の災害復旧か。議員の皆さん、笑い事

ではないですよ。これが、どこへ、どうやって発注されるかです。13億円といったら大工事

ですよ。やはり能力のあるところに、能力といったっていろいろあるんですからね、技術も

あるし、施工技術、期日までに仕事を進める能力です。災害復旧ですから、やっぱり速やか

に復旧してもらわないといけないです。それを市内だけの特定の業者で賄い切れると思いま

すか。私は、13億円の仕事を市内の業者だけでやったんでは、いつ終わるかわからないとい

うことを危惧しております。 

  今、災害復旧というのは、例えば千葉県を見なさい。全国から応援しているんでしょう、

無償有償。狩野川台風をごらんなさいよ。全国から人々が集まって災害復旧、進めてくれた

んではないですか。ところが、伊豆市は自分のところの業者でやります。それでは、そうい

う全国の皆さんの善意を踏みにじることにもなるし、仕事がいつ終わるかもわからない。先

ほども言いましたけれども、沼津市は落札率95％で職員が逮捕され、議会はあたふたと特別

委員会をつくって、これから透明化しますなんてやっているわけです。伊豆市は、初めから

透明化したいものだと思っております。 

  終わります。 

○議長（三田忠男君） 以上で討論を終結いたします。 

  議案第71号 令和元年度伊豆市一般会計補正予算（第７回）について採決いたします。 

  本案に対する各委員長の報告は可決であります。 

  委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立多数〕 

○議長（三田忠男君） 起立者多数。 

  よって、議案第71号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第72号について討論、採決を行います。 

  討論の通告がありますので、討論を行います。 

  反対討論、15番、森良雄議員。 

〔１５番 森 良雄君登壇〕 

○１５番（森 良雄君） 15番、森良雄です。 

  反対討論も疲れますね。やめたいんですけれども、しかし…… 

〔発言する人あり〕 

○１５番（森 良雄君） ごちゃごちゃ言っているんではないよ。これから発言するんだ。 

  議案第72号 令和元年度伊豆市水道事業会計補正予算（第１回）について反対討論をさせ

ていただきます。 

  これは債務負担行為が３本あるということなんですか。水道料金徴収業務委託、委託業務

ですね２億3,976万円、新水道ビジョン作成業務委託1,000万円、水道修繕調査等業務委託

4,400万円、この業務委託も一度決まると、もう永久保証ですよ。競争原理が働いていない。
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私は、この水道料金徴収業務なんていうのは、以前のほうが能率よかったんではないかと思

っています。伊豆市の人口減少は、議員の皆さんは15年後の伊豆市の人口、いやいや25年後

だったっけ、半減するのが御承知のはずですね。運営に金がかからないようにする努力を何

もしていない。人口半分になるんですよ、もう間もなくですよ、25年後なんて。私100歳ま

で生きたら、人口半減しちゃう。今月なんて、場合によってはあれですよね、2019年度は

600人ぐらい減っちゃうんですよ。使うことばっかり考えているんですね、お金。当然いい

ですよ。さっきも言ったように、国は今、一生懸命人口減少をとめようとしている。そうい

う中で、出るお金を、蛇口を締める、これは水道事業ですから、ぜひ蛇口を締めてもらいた

いです。そういう努力が全然見えない。幹部職員は、伊豆市の職員は頑張っています、そん

なことをおっしゃっているけれども、私に言わせると全然見えません。ぜひ議会の皆さんも、

蛇口を締めるような努力をしていただきたいと思います。 

  終わります。 

○議長（三田忠男君） 以上で討論を終結いたします。 

  議案第72号 令和元年度伊豆市水道事業会計補正予算（第１回）について採決いたします。 

  本案に対する委員長の報告は可決であります。 

  委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立多数〕 

○議長（三田忠男君） 起立者多数。 

  よって、議案第72号は原案のとおり可決されました。 

  ここで45分まで休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時３６分 

再開 午前１０時４６分 

 

○議長（三田忠男君） 休憩を閉じ、会議を再開いたします。 

 

◎議案第６２号～議案第６６号の委員長報告、質疑、討論、採決 

○議長（三田忠男君） 日程第８、議案第62号 伊豆市特別職の職員の給与に関する条例等の

一部改正についてから日程第12、議案第66号 伊豆市災害弔慰金の支給等に関する条例の一

部改正についての５議案を一括して議題といたします。 

  本案につきましては、各常任委員会に審査を付託してありましたので、審査の経過と結果

について委員長に報告を求めます。 

  議案第62号から議案第64号までの３議案について、総務経済委員会委員長、杉山武司議員。 

〔総務経済委員会委員長 杉山武司君登壇〕 

○総務経済委員会委員長（杉山武司君） ただいま議長から報告を求められました議案第62号、
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議案第63号及び議案第64号の３議案について、審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

  議案第62号 伊豆市特別職の職員の給与に関する条例等の一部改正については、補足説明

はなく、質疑を行いました。 

  主な質疑として、人事院勧告に基づいた特別職及び一般職の職員の給与を改正するという

もので、一般職は理解できるが、特別職は人事院勧告ではどのようになっているのかの質疑

に対し、人事院勧告は国家公務員の一般職に対する勧告で、国は一般職の改定に基づいて特

別職を改定します。地方公務員もこの人事院勧告に基づいて一般職の給与を改正したい。特

別職の期末手当は一般職の期末・勤勉手当に準じて制度設計されておりますので、今回は一

般職の勤勉手当等を引き上げるので、これに準ずるものですとの答弁がありました。 

  その他、報酬審議会で議論されたのか、人事院勧告の準拠の指導は、さらに伊豆市の今の

給与水準は妥当と考えているか等の質疑がありました。 

  審査の結果、討議はなく、反対討論２件、採決の結果、議案第62号は賛成多数で原案のと

おり可決すべきものと決しました。 

  次に、議案第63号 伊豆市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定につ

いては、補足説明はなく、質疑を行いました。 

  フルタイム会計年度任用職員及びパートタイム会計年度任用職員とはどのような職員なの

か、また、昇給・賞与はどのようになっているのか、月々の給与は変わらず賞与は支給され

るのかとの質疑に対し、このたび地方公務員法の改正で、臨時職員と非常勤職員との任用の

明確化を図るため、新たに会計年度任用職員の制度ができました。現在任用している任期付

き短時間勤務職員と臨時職員、非常勤職員の事務補助的な制度は残ります。令和２年４月１

日から会計年度任用職員の任用に統一運用するための任用の切りかえをいたします。 

  常勤と同じフルタイム勤務時間職員は給与、その他は時間額の報酬となります。今度の会

計年度任用職員は、昇給の制度を設けました。さらに期末手当のみ支給されます。年間総額

支給額が変わらないので、期末手当が新たに支給される職員は、月々の給与は下がるケース

もあるとの答弁がありました。 

  審査の結果、討議はなく、反対討論１件、採決の結果、議案第63号は賛成多数で原案のと

おり可決すべきものと決しました。 

  次に、議案第64号 伊豆市地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴

う関係条例の整理に関する条例の制定については、補足説明はなく、質疑を行いました。 

  議案書149ページの第２条第４項の中の、法第22条の２第２項の規定に基づき、任命権者

が定める任期となっているが、これはこども園の先生が該当するのでは、こども園の先生の

身分の安定をどのように考えているのか、また、この条例変更は正規職員に関する変更なの

かとの質疑に対し、任命権者が定める任期とは、病気休暇や休職の期間が３年を超えない範

囲で休職を命ずる制度です。今回の会計年度任用職員の制度にあわせ、正規職員と会計年度

任用職員の適用される部分を分ける整理条例ですとの答弁がありました。 
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  審査の結果、討議はなく、反対討論１件、採決の結果、議案第64号は賛成多数で原案のと

おり可決すべきものと決しました。 

  以上で、議案第62号、議案第63号及び議案第64号の３議案について委員長報告を終わりま

す。 

○議長（三田忠男君） 次に、議案第65号及び議案第66号の２議案について、教育厚生委員会

委員長、木村建一議員。 

〔教育厚生委員会委員長 木村建一君登壇〕 

○教育厚生委員会委員長（木村建一君） ただいま議長から報告を求められました議案第65号

及び議案第66号の２議案について、審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

  最初に、議案第65号 伊豆市国民健康保険税条例の一部改正について、当局からの補足説

明の後、質疑を行いました。 

  積立金残高、国保加入者は何世帯なのか世帯数、１世帯当たり幾らふえるのか、平均所得

額は幾らかとの質疑に対し、基金の残は２億1,000万円です。今年度の歳出予定額が１億円

ですから、予算額どおりに取り崩すとなると残高は１億円となってしまいます。来年度、税

制改正をしなければ、来年度でこの基金はゼロになるということになります。世帯数は

5,521世帯です。税率改正により8,000万円増で、１世帯当たり１万4,490円の増となります。

平均所得額は200万円から250万円ぐらいですとの答弁がありました。 

  審査の後、討議、討論はともになく、採決の結果、議案第65号 伊豆市国民健康保険税条

例の一部改正については、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  続いて、議案第66号 伊豆市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について、当局

からの補足説明はなく、質疑を行いました。 

  支給審査委員会の設置はどういうときかとの質疑に対し、死亡の原因、障害になった原因

が災害によるものかどうかが判定できなかったときに限って審査会を設置します。審査会委

員は、医師１名から４名、弁護士１名から３名、市の担当部長等を１名、そのほか大学教授

やソーシャルワーカーなどですとの答弁がありました。 

  審査の後、討議、討論はともになく、採決の結果、議案第66号 伊豆市災害弔慰金の支給

等に関する条例の一部改正については、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しまし

た。 

  以上、議案第65号及び議案第66号の２議案について委員長報告を終わります。 

○議長（三田忠男君） 以上で委員長の報告は終わりました。 

  これより暫時休憩いたします。 

  この休憩中に、ただいまの各委員長の報告に対し、質疑、討論のある議員は、通告書を議

長に速やかに提出願います。 

 

休憩 午前１０時５５分 
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再開 午前１０時５９分 

 

○議長（三田忠男君） 休憩を閉じ、会議を再開いたします。 

  これより議案第62号から議案第66号までの５議案について質疑に入ります。 

  質疑の通告がありませんので、質疑を終結いたします。 

  これより議案第62号から議案第66号の５議案について、それぞれ討論、採決を行います。 

  初めに、議案第62号について討論、採決を行います。 

  討論の通告がありますので、討論を行います。 

  先に反対討論を行います。 

  15番、森良雄議員。 

〔１５番 森 良雄君登壇〕 

○１５番（森 良雄君） 15番、森良雄です。 

  議案第62号 伊豆市特別職の職員の給与に関する条例等の一部改正について反対討論をさ

せていただきます。 

  これは特別職及び職員の賞与及び給与の増額を決めたものだと思います。この今回の議会

でも健康保険がどうも上がりそうだと、市民はもう大変だと思います。医者にかかりゃ、診

療費もどうも上がるらしい。一方、健康保険も医者にかかる前から、もう保険税が上がっち

ゃうと、そういう時代ね。市長、あなたのこの何年間ですか、12年間、伊豆市よくなりまし

たか。ああ、ちょっとこれからますます人口減少が加速化していくんです。いつも言うよう

に、伊豆市の総人口は減っていくんです、どんどん。ところが、分子に置きたい、ことし何

人減ったか、600人、これは減るというような状況ではないんですね。ふえているというの

が、恐らくことしあたりの状況だと思います。国は今、一生懸命人口をふやそうと頑張って

いるんです。外から人を呼んでくる。子供の教育費の無償化だ、保育園も無償化します。一

生懸命人口減少対策を打ち出しておりますが、伊豆市に何かありますか。市長などの特別職

の給料は、職員も含めて上がります。ボーナスが上がりますと言いながら、市民にとっては、

住みにくいまちにどんどん進化していっちゃうんですね。恐らく来年度あたりは、あれです

よね、こども園が無償化するなんていって、たくさん保育園の先生をふやしたいなんていっ

ても、伊豆市は人が集まってこないんではないですか。私は、まず幹部職員の待遇アップよ

りも、そういう本当に伊豆市で働いてくれる人の待遇アップを進めてもらいたいです。 

  その前に、伊豆市の人口減少は異常なんです、ほかのまちから比べると。議員の皆さんは、

ぜひその辺、漫画読んでいるの、その辺は。人の話は聞きなさいよ、あなた方。 

  ことしの令和元年の人口減少は、恐らく600人になるでしょう。そういうのを少しでも緩

和するような対策をぜひとってもらいたいんです。ただ、打つ手もなし、茫然としている、

議会では人の話を聞かないで何か読んでいる、これでは伊豆市はよくならないですね。給料

を上げろ、その一方でやっていることは箱物行政だ。民間だったら、あるものを使えと、あ



－363－ 

るんです、幾らでも。伊豆市の異常な人口減少をとめるような有効な対策、有効な対策は当

分出ないでしょう。しかし、少しでも伊豆市にとどまるような対策を立ててもらいたいです。

子育て支援や老人にとっても住みよい伊豆市をつくるように、私はもうはっきり言って、市

政の無策だと断言します。特別職の職員は、ボーナスは必要ありません。 

  これで反対討論を終わります。 

○議長（三田忠男君） 次に、賛成討論を行います。 

  ２番、山口繁議員。 

〔２番 山口 繁君登壇〕 

○２番（山口 繁君） おはようございます。２番、山口繁です。 

  議案第62号の伊豆市特別職の給与に関する条例等の一部改正について賛成討論を行います。 

  私は、総務経済委員会に所属をしておりまして、この議案は総務経済委員会に付託された

わけでありますけれども、その議案の審査の中でいろいろな質疑を繰り返し、最終的に採決

に至ったときに態度保留という形をとりたかったんですが、態度保留というのはなくて、こ

れはもう反対するしかない。賛成か反対しかないので、反対するしかないということで反対

を表明いたしました。今申し上げましたように、賛成討論をさせていただきます。賛否を覆

すことになりますので、改めての討論とさせていただきます。 

  今般の条例改正は、議案名として伊豆市特別職の給与に関する条例等の一部改正です。こ

の「等」ということに関しまして、３つの条例をセットでの提案にしているということで

「等」というふうに入れてあるんだろうと思います。１つは、特別職の職員の給与に関する

条例、それから職員の給与に関する条例、一般職の任期付き職員の採用等に関する条例、こ

の３条例が議案第62号としてセットになって包含されていると、こういうことでございます。 

  議案説明で、令和元年８月の人事院勧告に基づき、これら条例を改正するとありました。

人事院勧告は御案内のように、国家公務員の給与について労働基本権が制約されている代償

として、民間給与水準との均衡を図るためのものというふうにされております。地方公務員

の給与改定等に関する取り扱いについては、それに基づくんですが、10月11日に８月の人事

院勧告どおりに行うという閣議決定がなされました。同日付で総務副大臣通知という形で県

や指定政令都市の県知事であるとか首長、それから議会の議長等々、人事委員会の委員長

等々に通知が出されたわけであります。県は、それを受けてそれぞれの関係する市、人事委

員会のないところは特に、伊豆市なんかはそうなんですけれども、周知がされたというふう

になっております。 

  この地方公務員の給与改定に関する取り扱いに、特別職の処遇というのは一切触れられて

おりません。言いたいことの１点目は、今回の特別職の期末手当の支給率を変更させる条例

改正について、議案説明されたように「人事院勧告に基づき」は、正確ではないということ

であります。さらに、人事院勧告を準用する一般職の給与に関する条例については、とても

これは反対しにくいものでありまして、こういう反対しにくい条例改正にその職務の特殊性
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に応じて定めるべき特別職の給与に関する条例を抱き合わせる形で議案上程するということ

に関してはフェアではないなという、いわゆる３点セットということはフェアではないなと

いう思いであります。 

  性質の異なるものでありますから、修正により３つの条例をセットするのではなくて、分

割して再議論するべきだという声もありましたけれども、今回は賛意を表明しながら、次回

以降は分割をしてというか単独で、必要なら単独でそれぞれ提案されるように望みます。 

  ２点目ですが、その特別職の期末手当のあり方です。先ほども申し上げましたように、特

別職は、職務の特殊性から報酬等はそれに応じて決められるべきものです。月額給与につい

ては報酬審議会に諮問をし、その答申を受けて条例化することで決定されます。しかしなが

ら、期末手当については、一般職に準用するような形、つまり人事院勧告の影響を受ける一

般職の勤勉手当、期末手当の支給率を使用する方式を慣例でとっています。慣例で制度化さ

れているというような説明があったようにも思いますけれども、この一般職の支給率を準用

するということは、どこでどのように決まっているのでしょうか。この根拠を明らかにして

おくべきではないかと思います。人事院勧告に基づきという枕詞で、一般職の支給率をその

まま準用するのはおかしいと思いませんか。 

  これまでこうした形をずっと続けてこられたことだろうと思います。私も反省はあります

が、昨年の12月定例会で同様の議案が提案されております。たしか議案第99号だったと思い

ますけれども、私自身もですが、本会議で質疑もほとんどなく、それから委員会審査もほと

んどなかったんじゃないかなと思いますけれども、私自身、それを完璧にスルーしてしまっ

たということを大変今恥ずかしく思っております。それ以前も多分そうだったんではないか

なということだと思いました。 

  それはそれとしまして、気がつくのは遅くなりましたけれども、これから先を見据えて、

特別職の期末手当の根拠は明確にしておいたほうがいいんではないかなという考え方であり

ます。どういう方法があるかですが、調べてみたところ、尼崎市というところで報酬等審議

会というのに諮問をし、答申を受けたというものがありました。尼崎市の場合は、幾つかや

り方がありますよねということで、一般職の勤勉手当とそれから期末手当を採用するのか、

それか国の特別職の支給率を採用する、その２つやり方があるんで、どちらにしましょうか

ねということで、審議会では国の特別職の支給率としたようであります。これは参考の話な

んですけれども、いずれにしても、こういうような形で明確な根拠、普遍的なものを持って

おくべきではないかなというふうに思うわけであります。この際ですから、期末手当のあり

方をどこで議論するかということはありますけれども、そのものを議論してもらってもいい

と思います。定額で何カ月というふうにするのか、今採用しているように一般職の勤勉手当

プラス期末手当を準用するということをきちっと決めるのか、あるいは特別職と言われまし

ても、今お三方いるんですが、選挙で決められてきた市長と、そうでない、いわゆる議会で

決められる副市長、教育長、おのずと違うんではないかなという思いもあります。そういう
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意味では、特別職の期末手当のあり方、考えるべきいろいろな選択肢があるのではないかな

というふうにも思います。 

  以上の申し上げました２点について、実はより確実なものにするために、附帯決議にまと

めようと会派の中ではいろいろな議論を進めてきました。模索をし続けてきたんですけれど

も、しかし、今言った２点に関しては、ごくまともなものだと思いますし、執行部の皆さん

も十分に理解されているものとも解釈をして、賛成討論での意見表明という形をとることと

いたしました。 

  以上を申し上げまして、議案第62号の賛成討論といたします。 

○議長（三田忠男君） 次に、賛成討論を行います。 

  16番、木村建一議員。 

〔１６番 木村建一君登壇〕 

○１６番（木村建一君） 16番、木村建一です。 

  議案第62号 伊豆市特別職の給与に関する条例等の一部改正について賛成討論を行います。 

  山口議員が賛成討論をされまして、今、中身を聞きましたが、基本的には同じ意見であり

ます。重複する点もあるかもしれませんが、討論に参加していきたいと思います。 

  人事院勧告に直接対象とならない市長、副市長、教育長の期末手当を含んだ３つの条例が

１つになった議案として賛否が求められております。今までもこのような形で提案がされ、

私は賛成の立場をとり、そして山口議員も言われておりますけれども、議会も振り返ります

と全会一致、全員賛成でこの条例が可決されたということであります。今回もその賛成の立

場ですが、人事院勧告のそもそも論を振り返ったときに、改めるべきことがあるんではない

かなというふうに判断しております。職員の皆さんは、労働基本権が制約されて、給与など

勤務条件の改定にみずから関与できない、こういう立場にあって、その代償措置としての人

事院勧告を直接的ではないけれども、間接的にそれが地方公務員も対象となるということで、

今回、一般職の給与及び期末手当は当然のことだというふうに賛成いたします。 

  今後、改めるべきことは、改善すべきことは、職員と公務員法に適用されていない特別職

に期末手当は別々に審査し、議決することではないのかなと思っております。 

  地方公務員法、人事院勧告、どのようにやってきたのかと読みました。そして、この人事

院勧告を受けて10月11日に閣議決定しているんですが、その中身を見ますと、特別職の国家

公務員の給与については、おおむね１の趣旨、１、２とあるんですけれども、１の趣旨、い

わゆる国家公務員に対する給与問題等々についての人事院勧告というんです。それがおおむ

ね１の趣旨にのっとってやりましょうという、おおむねです。提案理由の中で、当局のほう

から制度設計されておると、これが制度設計であればちょっと考えるんですが、そういうこ

とです。だから、何も触れられていないのではなくて、特別職にも何らかの形で触れている

んですけれども、冒頭お話ししたように、その人事院勧告におおむねということで、国は閣

議決定の中であるものの、特別職は公務員法適用外なのに職員に準じる、これも提案理由の
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中に、この議会の中でやりました。準じるとはどういうことなのか、今後整理していただき

たい。職員は民間給与と比較した基準で提案しております。特別職については、職務の特殊

性に応じて定められるべきと判断しております。ぜひ前向きに対処していただくことを要求

して、賛成討論といたします。 

○議長（三田忠男君） 議案第62号 伊豆市特別職の職員の給与に関する条例等の一部改正に

ついて採決いたします。 

  本案に対する委員長の報告は可決であります。 

  委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立多数〕 

○議長（三田忠男君） 起立者多数。 

  よって、議案第62号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第63号について討論、採決を行います。 

  討論の通告がありますので、これを許します。 

  反対討論を行います。 

  15番、森良雄議員。 

〔１５番 森 良雄君登壇〕 

○１５番（森 良雄君） 15番、森良雄です。 

  議案第63号 伊豆市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定について反

対討論をさせていただきます。 

  どうもこの会計年度任用職員というのがよくわからないです。何ですか、56人ぐらいいる

んですか、それとも49人なのかな。そのほかに非常勤が75人いると。この中にはフルタイム

会計年度任用職員というのがあるんですね。それで、この方たちにはどうも報酬及び期末手

当を支給すると、期末手当が出たんですか、この方たちに。今後、補正予算ではどこに出た

のかさっぱりわからない。どこから出たのか。パートタイム会計年度任用職員、こういうの

もあるんですね。この方たちにも期末手当出たんでしょうか。 

  私、期末手当出すことについては反対はしません。大いに結構だと思います。イハラサイ

エンスなんていうのは、パートタイマーもいませんよ、全員正社員にしちゃって、給与もボ

ーナスも出すと、こういう考え方です。今の世の中、伊豆市で働いてくれる人の能力を引き

出して活用して働いてもらえない限り、伊豆市の発展はないと思います。ボーナスは上げる、

給与も上げると言いながら、どうも会計年度任用職員というのは年収幾らでは決まっている

ようだけれども、ボーナス出しちゃうと、例えばこの12月にボーナス出たら、12月末の給料

はどうなるんですか。この辺よくわからないんです。これ予算書のほうにのっていないんだ

から、恐らくボーナス出しちゃったら、その分12月分の給料から減っていっちゃうんではな

いかなと僕は危惧しているんですけれども、その辺わかるようにぜひ、どこに聞きにいった

らいいのかわからないですけれども、職員もいないし、総務部長に聞きにいけばわかるんで



－367－ 

すか。ぜひ教えてください。いろいろな職員がいる。 

  人事なんていうのは単純化したほうがいいと思いますけれども、単純化して、職員の能力

を最大限に活用すると。今はあれでしょう、企業もそうですけれども、地方自治体も地域間

競争の時代でしょう。職員の能力でもって伊豆市の将来は決まります。有能な職員を幅広く

集める。そういうふうにして、伊豆市は人口減少なんですから、伊豆市からだけ職員を採用

していたんでは、伊豆市の職員の能力はどんどん低下します。もう議会も、市長に言っても

わからないだろうけれども、そういうことをよく考えて、伊豆市の救世主になるような職員

をぜひ育てる、そのためには給料も出す、ボーナスも出す、そういうふうにしてもらいたい

んだけれども、残念ながら、この議案第63号というのは、余り理解できない条例なので反対

させていただきます。 

  終わります。 

○議長（三田忠男君） 以上で討論を終結いたします。 

  議案第63号 伊豆市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定について採

決いたします。 

  本案に対する委員長の報告は可決であります。 

  委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立多数〕 

○議長（三田忠男君） 起立者多数。 

  よって、議案第63号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第64号について討論、採決を行います。 

  討論の通告がありませんので、直ちに採決を行います。 

  議案第64号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の

整理に関する条例の制定について採決いたします。 

  本案に対する委員長の報告は可決であります。 

  委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立全員〕 

○議長（三田忠男君） 起立者全員。 

  よって、議案第64号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第65号について討論、採決を行います。 

  討論の通告がありますので、討論を行います。 

  反対討論を行います。 

  16番、木村建一議員。 

〔１６番 木村建一君登壇〕 

○１６番（木村建一君） 16番、木村建一です。 

  議案第65号 国民健康保険税条例の一部改正について反対討論を行います。 



－368－ 

  国民健康保険法第１条にこのようにあります。「この法律は、国民健康保険事業の健全な

運営を確保し、もって社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。」とあり

ます。国保は、全ての人々の受診する権利、健康になる権利、生きる権利を保障するために、

国民全てが何らかの公的医療保険制度に加入するという、国民皆保険制度の土台として整備

されてきました。戦前から戦後にかけて、人の命と健康をどう守っていくのか、さまざまな

論点があった中で、制度的には世界に冠たる本当に制度だと私は思います。そういう社会保

障という視点から意見を述べます。 

  国民健康保険を担当している職員の方には、今回の税制改正によって国保加入者の家計へ

の負担の状況をつかんでいただくために、常任委員会の審査に必要と判断して私は資料をつ

くっていただきましたが、その労苦に対して感謝しております。さまざまな角度から、いわ

ゆる年収から今回の値上げの状況について、今までとどう違っていくのかということが報告

されましたけれども、40代夫婦、それと18歳未満の子供２人という設定で報告がありました。

補足説明がありましたが、私もこの設定に基づいて討論に参加します。 

  当局の補足によりますと、所得200万円のこの世帯は、今年度の年税額は30万5,500円、そ

してこの提案が通りますと、来年度の４月１日付から年税額が33万4,600円、値上げ額は２

万9,100円となります。２万9,100円をどう見るのか、さまざまな判断があるでしょうが、国

の借金返済と社会保障のためにという触れ込みで消費税が10％に上がりました。これは国の

政策でありますが、その中で今この国保に入っていらっしゃる方も生活はしております。こ

の消費税10％に対して本当に今、国の経済がまた落ち込んでくるという、世界の有数の国の

中で伸びない、経済成長しない国として日本が、ある意味では悪い意味で評価されておりま

すけれども、今回この値上げ案によって、さらに国保税の負担がかかってきます。国保世帯

の85％が所得200万円未満を占め、そこには子供も国民健康保険を払っているという制度で

あります。値上げする理由の一つに、国保財政も大変ですという提案理由の中にありました

が、確かにそれはある意味では考えなくてはなりませんが、国保財政を維持していくために

基金の問題、私も委員長報告しましたが、なるほどそうなる可能性もあるよなと思ったんで

すが、国保財政を支えていくために、国保加入者に値上げすること、基金を取り崩すこと、

そして一般会計から法定外繰り入れを行うこと、こういう選択肢がありますが、私は、一番

最後に言った一般会計からの繰り入れによって、この国保加入者への生活をきちっとやっぱ

り面倒見ていく、保障していく、支えていくというのが大事ではないかなと思っています。 

  先ほど市職員及び三役の期末手当値上げが通りましたが、この三役の期末手当を値上げす

るに、提案するという考えに至ったときに、世帯数の４割を占める方々に家庭に身を寄せて

考えませんか。子供を持つ親の心に身を寄せませんか。私は、ぜひその点は考えていただき

たいということで、討論を終わります。 

○議長（三田忠男君） 以上で討論を終結いたします。 

  議案第65号 伊豆市国民健康保険税条例の一部改正について採決いたします。 
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  本案に対する委員長の報告は可決であります。 

  委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立多数〕 

○議長（三田忠男君） 起立者多数。 

  よって、議案第65号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第66号について討論、採決を行います。 

  討論の通告がありませんので、直ちに採決を行います。 

  議案第66号 伊豆市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について採決いたします。 

  本案に対する委員長の報告は可決であります。 

  委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立全員〕 

○議長（三田忠男君） 起立者全員。 

  よって、議案第66号は原案のとおり可決されました。 

 

◎議案第６７号の委員長報告、質疑、討論、採決 

○議長（三田忠男君） 日程第13、議案第67号 普通財産の無償及び減額譲渡についてを議題

といたします。 

  本案につきましては、総務経済委員会に審査を付託してありましたので、審査の経過と結

果について委員長に報告を求めます。 

  総務経済委員会委員長、杉山武司議員。 

〔総務経済委員会委員長 杉山武司君登壇〕 

○総務経済委員会委員長（杉山武司君） ただいま議長から報告を求められました議案第67号

について、審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

  議案第67号 普通財産の無償及び減額譲渡の審査は、補足説明の後、質疑、討議はなく、

反対討論１件、賛成討論１件、採決の結果、議案第67号は賛成多数で原案のとおり可決すべ

きものと決しました。 

  以上で、議案第67号について委員長報告を終わります。 

○議長（三田忠男君） これより暫時休憩いたします。 

  この休憩中に、ただいまの委員長の報告に対し、質疑、討論のある議員は、通告書を議長

に速やかに提出願います。 

 

休憩 午前１１時３４分 

再開 午前１１時３５分 

 

○議長（三田忠男君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 
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  これより議案第67号について質疑に入ります。 

  質疑の通告がありませんので、質疑を終結いたします。 

  これより議案第67号について討論、採決を行います。 

  討論の通告がありますので、これを許します。 

  反対討論を行います。 

  13番、西島信也議員。 

〔１３番 西島信也君登壇〕 

○１３番（西島信也君） 13番、西島信也です。 

  私は、議案第67号 普通財産の無償及び減額譲渡について反対討論を行います。 

  この議案は、伊豆市の普通財産である住宅と倉庫、計312平方メートル、評価額268万円を

無償譲渡し、同じく宅地467平方メートル、評価額491万円を200万円で先ほどの建物とあわ

せて民間会社に減額譲渡するものであります。要するに、評価額729万円の土地建物を529万

円値引きして200万円で民間会社に１社随意契約で売却しようとする案件であります。 

  このまず第１の問題点は、伊豆市の普通財産をさしたる理由もないのに、無償及び減額し

て民間会社に譲渡するということであります。地方自治法第237条には、普通地方公共団体

の財産は、適正な対価なくしてこれを譲渡し、もしくは貸し付けてはならないとあります。

これは、財産を無償または特に低廉な価格で譲渡し、または貸し付けるときは、財政の運営

上多大な損失をこうむりかねないのみならず、特定の者の利益のために運営が歪められるこ

ととなります。そして、住民の負担を増高させ、地方自治を阻害する結果となるおそれがあ

るためであります。 

  問題点の第２は、地方自治法施行令第167条の２では、予定価格30万円以上の財産の売り

払いは、競争入札で行わなければならないとあり、ただし、その性質または目的が競争入札

に適さない場合には、随意契約によることができるとしているものであります。 

  どのような事例が競争入札に適さないかといいますと、国や他の地方公共団体に公益のた

め譲渡する場合、あるいは特別の縁故がある者に売り払う場合等が競争入札に適さないとい

うことになっております。今回の場合は、そのいずれにも当てはまらず、地方自治法違反の

疑いは非常に濃厚であります。 

  このように、市民の貴重な財産を一部の者の利益のために法外な低価格で売り飛ばす、こ

んなことがまかり通っていいんでしょうか。私にはとてもではありませんが、許されざる行

為に映りますが、議員の皆さんはどうでございましょうか。 

  以上、反対討論を終わります。 

○議長（三田忠男君） 次に、賛成討論を行います。 

  10番、永岡康司議員。 

〔１０番 永岡康司君登壇〕 

○１０番（永岡康司君） 10番、永岡康司です。 
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  議案第67号 普通財産の無償及び減額譲渡について賛成討論を行います。 

  当財産は、昭和56年５月に完成し、以後は教職員住宅として使用してきましたが、平成27

年３月23日をもって教職員住宅の用途が廃止されました。以後、空き家となり、建築後38年

経過して土地・建物の売却を考えているようでした。平成29年１月、第１回公売公告、令和

元年７月、第２回目の公売公告を行いましたが、いずれも公売に参加する人はいませんでし

た。令和元年９月、伊豆市では公募型プロポーザルによる募集を行い、９月26日、瀬尾製作

所社長から事業計画書を添え、購入希望申込書が提出。10月15日に提案審査会において候補

者として選定されました。瀬尾製作所は、平成３年、地元工場の構内外注として自動車部品

及び油圧部品の切削加工工場として発足、平成９年、独立して地元八木沢に工場を設立、自

社加工を開始しました。以後、工場を増設しながら事業を拡大し、平成25年、土肥工場を稼

働させ、全ての加工機械を集約させて、事業の効率化、省力化を図ってきました。 

  最近、生産力の増強と従業員の確保が急務となり思案していましたところ、令和元年９月

に公募型プロポーザル、提案型公募を知り、早々に応募したと伺いました。旧教職員住宅は、

土肥工場から50メートル以内にあり、今後、社員寮として再利用し、市内外の新規雇用、定

住の創出による人口の増、労働力の確保、生産力の向上、外国人実習生の受け入れの強化を

することで、企業価値の向上と地域経済の活性化に貢献することが期待されます。 

  また、当地は、海抜20メートルの場所にあり、災害時の避難場所としても使用し、非常食、

保存水を備蓄し、災害時の避難場所として地域に解放し貢献するとしております。 

  当工場は、土肥地域においては必要不可欠であり、今後ますます企業価値を高めていただ

きたいと思います。 

  以上で議案第67号の賛成討論を終わります。議員の皆様、よろしくお願いします。 

○議長（三田忠男君） 次に、反対討論を行います。 

  15番、森良雄議員。 

〔１５番 森 良雄君登壇〕 

○１５番（森 良雄君） 15番、森良雄です。 

  議案第67号 普通財産の無償及び減額譲渡について反対討論をさせていただきます。 

  今の賛成討論では、業者から事業計画が出ているということなんですけれども、どういう、

文書で出ているんだったら、ぜひそのコピーを見せてもらいたいもんです。菊地市長が12年

前に市長になるときに、選挙の真っ最中に船原ホテルの跡地が売却された。ただ同然でした

ね。このときは立派な計画書が出されました。すごいですね。そんなことができるかなと思

ったんですけれども、案の定、いまだに何ら変わりはない。それが伊豆市のこの安値譲渡の

実態です。価値のないものを安く売った、業者が本気になって利用する気になるんでしょう

か。私は、この売却、本当に真剣に市の財政のために売却するんだというような感覚がある

のかどうか、非常に疑問に思う。副市長、売却前にここを掃除するぐらいのことはやりまし

たか。恐らく何もやっていないんではないかと思います。そういうものをやはりインターネ
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ットで募集したとか何とか言っても、あれではまともに買い手はつかないんではないかと私

は思います。本当にまじめで働き者の職員がいるんだったら、売却前に草刈りぐらいしてお

こうと、そのぐらいのことはやってもいいはずだ。 

  西島議員から随意契約は30万円までだと、議員の皆さん、地方自治法では30万円と決めら

れているんですよ、随意契約は。それでも合い見積もりをとりなさいと言っているんです。

伊豆市は、もうこんな30万円なんていうのは、もうなきがごとしですね。副市長、事務方の

トップだったらそのぐらいのことを徹底してください。多分これでは、正直言うと、よく買

ってくれたなと言いたいですけれども、安物はやはりしょせん安物でしかないんだ。外国人

実習生を雇いたいと言うけれども、あの建物を見たら来てくれない。土肥の皆さん、そう思

いませんか。どのぐらいこの業者がお金をかけるかにかかっていますけれども、ちょっとは

金かける気があるのかどうなのか、非常に危惧しております。 

  普通財産の無償譲渡、菊地市長は初めから最後になることは、ちょっと最後になるとは言

えないけれども、また３期の終わる節目に、またこういうただ同然の売却をするというのは、

非常にまた将来が見えるような気がします。少なくとも地方自治法ぐらい守って、それに沿

った譲渡方法をとっていただきたいと思います。 

  いいですか、議員の皆さん、先ほどから私は反対討論をしているけれども、災害復旧とい

えども特定の業者に随意契約で発注なんていうのはもってのほかです。そういう延長線にこ

れがあるということを指摘して終わりにしたいと思います。 

○議長（三田忠男君） 以上で討論を終結いたします。 

  議案第67号 普通財産の無償及び減額譲渡について採決をいたします。 

  本案に対する委員長の報告は可決であります。 

  委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立多数〕 

○議長（三田忠男君） 起立者多数。 

  よって、議案第67号は原案のとおり可決されました。 

 

◎議案第６８号及び議案第６９号の委員長報告、質疑、討論、採決 

○議長（三田忠男君） 日程第14、議案第68号 公の施設の指定管理者の指定について（修善

寺温泉駐車場）及び日程第15、議案第69号 公の施設の指定管理者の指定について（湯の国

会館）を議題といたします。 

  本案につきましては、総務経済委員会に審査を付託してありましたので、審査の経過と結

果について委員長に報告を求めます。 

  総務経済委員会委員長、杉山武司議員。 

〔総務経済委員会委員長 杉山武司君登壇〕 

○総務経済委員会委員長（杉山武司君） ただいま議長から報告を求められました議案第68号、
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議案第69号の２議案について、審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

  議案第68号 公の施設の指定管理者の指定の審査（修善寺温泉駐車場）については、補足

説明はなく、質疑を行いました。 

  主な質疑として、伊豆市観光協会が平成26年から２期３年、今回も３年と決めた理由につ

いて説明を求めたのに対し、現在改修中の御幸橋の工事完成後、こちらの駐車場も含めた形

で一度見直すために３年としたとの回答がありました。 

  討議はなく、反対討論１件、採決の結果、議案第68号は賛成多数で原案のとおり可決すべ

きものと決しました。 

  次に、議案第69号 公の施設の指定管理者の指定の審査（湯の国会館）については、補足

説明はなく、質疑を行いました。 

  主な質疑として、平成24年に公募して、平成25年から７年間の指定管理期間の説明を求め

たのに対し、平成23年度に公募し、平成25年度から指定管理制度を始め、１期目が５年、２

期目が３年の計８年で、２期目３年としたのは、公共施設の再配置の検討の必要性が生じた

ため３年としたとの回答がありました。 

  その他、湯の国会館の利用者の実績や指定管理料についての質疑がありました。 

  討議、討論はなく、採決の結果、議案第69号は賛成多数で原案のとおり可決すべきものと

決しました。 

  以上で、議案第68号、議案第69号の２議案についての委員長報告を終わります。 

○議長（三田忠男君） 以上で委員長の報告は終わりました。 

  これより暫時休憩いたします。 

  この休憩中に、ただいまの委員長の報告に対し、質疑、討論のある議員は、通告書を議長

に速やかに提出願います。 

 

休憩 午前１１時５３分 

再開 午前１１時５４分 

 

○議長（三田忠男君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  これより議案第68号及び議案第69号について質疑に入ります。 

  質疑の通告がありませんので、質疑を終結いたします。 

  次に、議案第68号について討論、採決を行います。 

  討論の通告がありませんので、直ちに採決を行います。 

  議案第68号 公の施設の指定管理者の指定について（修善寺温泉駐車場）を採決いたしま

す。 

  本案に対する委員長の報告は可決であります。 

  委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 
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〔起立多数〕 

○議長（三田忠男君） 起立者多数。 

  よって、議案第68号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第69号について討論、採決を行います。 

  討論の通告がありませんので、直ちに採決を行います。 

  議案第69号 公の施設の指定管理者の指定について（湯の国会館）を採決いたします。 

  本案に対する委員長の報告は可決であります。 

  委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立多数〕 

○議長（三田忠男君） 起立者多数。 

  よって、議案第69号は原案のとおり可決されました。 

 

◎議案第７０号の委員長報告、質疑、討論、採決 

○議長（三田忠男君） 日程第16、議案第70号 伊豆市建設計画の変更についてを議題といた

します。 

  本案につきましては、総務経済委員会に審査を付託してありましたので、審査の経過と結

果について委員長に報告を求めます。 

  総務経済委員会委員長、杉山武司議員。 

〔総務経済委員会委員長 杉山武司君登壇〕 

○総務経済委員会委員長（杉山武司君） ただいま議長から報告を求められました議案第70号

について、審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

  議案第70号 伊豆市建設計画の変更の審査は、補足説明はなく、質疑を行いました。 

  主な質疑として、伊豆市建設計画なぜ今これをやるのかとの質疑に対し、提案理由と同様

になりますが、平成30年に東日本大震災に伴う合併市町村にかかわる地方債の特例に関する

法律の一部を改正する法律が施行されたことにより、合併特例債の発効期間が５年延長され

ることとなりました。これを活用するためには、その活用のルールとしては、新市建設計画

が根拠となっているため、この新市建設計画を５年延長するとともに、所要の修正をしたと

の答弁がありました。 

  その他、こども園や住宅介護支援センター、発達支援センターなどの名称変更について、

さらに現計画を先延ばしせず総括して、新たな伊豆市建設計画を策定したらどうかや合併特

例債の活用ルールなどの質疑がありました。 

  審査の結果、委員間討議はなく、反対討論１件、賛成討論１件、採決の結果、議案第70号

は賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  以上で、議案第70号について委員長報告を終わります。 

○議長（三田忠男君） 以上で委員長の報告は終わりました。 
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  これより暫時休憩いたします。 

  この休憩中に、ただいまの委員長の報告に対し、質疑、討論のある議員は、通告書を議長

に速やかに提出願います。 

 

休憩 午前１１時５７分 

再開 午後 ０時０２分 

 

○議長（三田忠男君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  これより議案第70号について質疑に入ります。 

  質疑の通告がありませんので、質疑を終結いたします。 

  これより議案第70号について討論、採決を行います。 

  討論の通告がありますので、これを許します。 

  反対討論を行います。 

  16番、木村建一議員。 

〔１６番 木村建一君登壇〕 

○１６番（木村建一君） 議案第70号 伊豆市建設計画の変更について反対討論を行います。 

  委員会でも、それから提案理由の中にあるように、合併特例債を使う期間が延びたから、

だからそれについて反対だよという立場ではありません。趣旨は、後々述べますけれども、

本当に有権者の営業とか暮らし、生活、さまざまにかかわることがさらに５年間延ばすとい

うことですから、私は、いわゆる市民本位の市政運営について、この延びたことに対して市

民が知っているかと、手続上の問題いわゆるまちづくり計画ですから、やっぱりそこのとこ

ろが欠けているんではないだろうか。手続上に問題があるということで反対、趣旨はそこで

す。 

〔発言する人あり〕 

○１６番（木村建一君） 人の話は黙って聞きましょうね、あなたはね。 

  平成30年４月、東日本大震災に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律の一部を

改正する法律が衆議院本会議で可決されましたが、そのときに附帯決議が出され、これも全

会一致で可決されております。その中身を紹介しながら、手続上問題に入っていきたいなと

思っております。 

  すみません、ちょっと長いんですが、こういうことです。政府は、本法施行に当たり、次

の事項について、その実現に努めるべきである。その１つ、合併特例債の発行可能期間が合

併市町村の一体感を早期に醸成するために設けられた趣旨を踏まえて、今回の延長発効期間

をさらに延長することなくと書いてある。この意味がよくわからなかった。延長することな

く、合併市町村が市町村建設計画に基づく事業などを住民合意を尊重し、期間内に実施完了

できるようにするように、必要な助言を政府は行いなさいよということです。 
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  ２つ目です。基本的には同じところ。今後の人口減少などによる公共施設等の需要の変化

等の地域の実情を踏まえ、合併市町村において、ここまた出てきているんです。住民合意に

基づいて、合併特例債が効果的、計画的に活用されるように周知徹底を図りなさいよ。政府

は各自治体に望んでおります。 

  振り返ってみますと、伊豆市の新市建設計画は、平成15年度につくられましたから平成16

年度から平成31年度までのこの16カ年を計画とするよということでスタートしました。その

中で使えるのが10年間の合併特例、こういう期限なんですけれども、この間、今お話しした

ように合併特例債や地方交付税の合併算定替えなど、国からの財政措置を受けながら計画を

進めてきましたけれども、では、この15年、６年間の中でどこまで達成できたのでしょうか。

何をやり残してきたのでしょうか。軌道修正したことなどを総括をして整理してきたのでし

ょうか。特例債措置が延びたから、また改めて新市建設計画につくり直ししましょうという

提案ですが、合併特例債の再延長が住民合意に基づいて有用に使われているのかどうか、私

は調査検証すべきだというふうに思っています。 

  もう一度振り返ってみますと、伊豆市建設計画いわゆる合併の必要性の中の一つに、次の

ように書かれております。これからの自治体には、地域の創意工夫に基づく行政運営を行っ

ていくことが求められている。それには、十分な政策立案能力を備え、高度な専門性を持っ

た職員の確保は不可欠となり、そうした能力を醸成、いわゆるゆっくりと時間をかけて仕上

げていくことが醸成なんですけれども─するにふさわしい職員規模を有する自治体へ再編

することが必要になってきていますよ。当時、私も合併にかかわってきましたけれども、い

わゆる旧町単位では職員数が少なくて、あらゆることをやらなくちゃならない、大変ですと、

専門性が保てません。合併すれば、残念ながら、当初よりも、いい意味か悪いものか別にし

ても、職員数は減っている。でも、当初そういうことで合併すれば専門職を育てられますよ。

だから、新しいまちづくりがこの専門職によって必要なんですということで、合併する必要

性の一つに挙げられたんですけれども、では、そこはどうなっているのか。よくわからない。

全然わからない。 

  伊豆市の課題は、もう一つ、人口減少に特化した施策を最優先と第２期総合計画にありま

すが、この計画が当然、ひと・もの・しごと云々というのが平成20年からの５年間の計画で

すから、当然新市建設計画とオーバーラップしながらやってきているはずなんです、別の計

画ではないから。そうすると、この人口減少に特化した施策が新市建設計画のどこに反映さ

れているのか見えない。合併特例債を今後使いますよという提案、計画なんですが、財政シ

ミュレーションでは、約でいきます、合併特例債の上限が約173億円弱ですが、合併してか

ら令和元年の15年間で約68億円特例債を発行しました。そして、今回の新しい５年間の令和

２年から令和６年の５年間の建設計画変更のために、約94億円の特例債が予定されておりま

す。15年間と５年間の額をだめだというのではない、そういう比較検討はちゃんとやっぱり

やるべきでしょう。新たな市を建設するためにしか、ましてや合併特例債というのは新たな
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市を建設するためにしか、事業にしか使えない国からの支援制度であることを住民に説明し

て、理解できる時間的余裕を持って私は提案すべきだと思います。 

  文教ガーデンシティ構想のときに財政は大丈夫なのですかということで、チラシ等もここ

に持ってきていますけれども、その当時の合併特例債と文教ガーデンシティ構想の兼ね合い

で質問が出ました、市民から。そのときに、こういう素朴な意見なんです、市民から。財政

に余裕があるのならば、地区要望などに応えてもらえないのですかということなんです。当

然至極な当たり前のこと、そうすると地区要望につきまして、これに対する答えは、地区要

望につきましては一般財源等により順次対応させていただきます。一方で、今言った合併特

例債は、国が特別にした支援制度なんだから、新たな市を建設するための事業にしか充てる

ことができませんということもきちっと住民の皆さんが理解しないとだめなんではないだろ

うかと。合併特例債そのものを僕は全否定はしませんが、でも３割は自分持ちなんですね。

それらのことも含めて、やはり市民の皆さんにきちっとやっぱり理解を得るという期間が私

は必要ではないだろうかと、今議会で本当に可決していいのかなと思っていますということ

です。 

  最後に、すごく私は大事だなと思って、みずからの政治姿勢を述べます。フランスのヴォ

ルテールという思想家が18世紀にこんなことを言っています。これを最後にしますが、討論。

私は、ヴォルテールが言っている、私は、あなたの意見は賛同しない。賛同しないんだけれ

ども、私は、あなたが主張する権利は命をかけて守るという、意見が違っていたって、あな

たの権利はきちっと主張する、尊重するよと。立ち位置で私は今後、あと残された期間、議

員活動を貫いていきたいなと思っています。 

  これで反対討論を終わります。 

○議長（三田忠男君） 次に、賛成討論を行います。 

  ９番、青木靖議員。 

〔９番 青木 靖君登壇〕 

○９番（青木 靖君） ９番、青木靖です。 

  議案第70号 伊豆市建設計画の変更について賛成の立場から討論をさせていただきます。 

  本件は、市町村の合併の特例に関する法律の規定により、その計画の変更についてを提案

するものであります。 

  今回の主な変更点は、計画期間を令和６年度までの21年間に延長し、計画期間の延長に伴

い主要指標や計画の内容を修正、追加するものであります。変更の節目ですので、少し内容

の確認をしながら討論を進めさせていただきます。同じテーマですので、木村議員の討論と

内容が重複するところもありますが、御容赦ください。 

  そもそも市町村の合併の特例に関する法律とは、どのような目的で定められたか。地方分

権の進展並びに経済社会生活圏の広域化及び少子高齢化などの経済社会情勢の変化に対応し

た市町村の行政体制の整備及び確立のため、当分の間の措置として、市町村の合併について
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関係法律の特例その他の必要な措置を講ずることにより、自主的な市町村の合併の円滑化並

びに合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図り、もって合併市町村が地域にお

ける行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うことができるようにするということ

を目的に定められた法律であります。 

  そして、伊豆市建設計画つまり合併まちづくり計画（新市建設計画）でありますが、合併

まちづくり計画（新市建設計画）とは、この合併特例法により合併する市町村が合併前に作

成することになっている計画であって、新市建設していくための基本的な指針を定めるもの

で、この計画に盛り込まれた事業については、合併特例債など国から財政支援を受けること

ができるとするものでありました。 

  伊豆市においては、平成15年７月、修善寺町外３町合併協議会がこれを策定し、当初、平

成25年までの10年間とし、その後平成23年に期間を延長、さらに平成26年に期間を延長し現

在に至っています。延長の経緯については、平成24年に東日本大震災による被害を受けた合

併市町村に係る地方債の特例に関する法律の一部改正があったことによります。そして今回

は、昨年４月にその後全国の災害が相次いだことや、東京オリンピックなどの影響で公共工

事の入札が不調だったことなどから、多くの自治体が合併特例債の対象事業が完了しないと

いう事態が発生しました。そのことによって、地方自治体全国160の市町村の首長が参加す

る合併特例債の再延長を求める首長会が総務省に再延長の要望書を提出し、これを受けて総

務省が国の合併特例債の再延長を決定したものであります。 

  そもそも伊豆市においても、合併まちづくり計画はその趣旨として、修善寺町、土肥町、

天城湯ヶ島町、中伊豆町の合併後の新市を建設していくための基本的な計画を定め、この方

針に基づいた建設計画を策定し、その実現を図ることにより新市の速やかな一体化を促進し、

地域の均衡ある発展と市民福祉の向上を図るということを計画の趣旨としていました。そし

て、この合併まちづくり計画というのは、長期的な視野に立った建設計画として定められて

いるのであって、加えて具体的政策及び財政計画については、社会情勢等の変化や財政制度

の改正、今回もそうですが─など必要に応じて見直しをするものとして定められているも

のであります。 

  合併特例債の対象となる事業というのは、そもそも決められています。総務省がこのよう

に定めています。１、合併する市町村同士をつなぐ道路、橋、トンネルなど、２、住民が集

まることのできる運動公園など、３、合併する市町村の格差を埋める公共施設、４、合併す

る市町村に重複している公共施設の統合、５、合併する市町村同士が一体感を得られるよう

なイベントや事業、６、合併前の市町村単位での伝統文化や地域行事、商店街の活性化、７、

上下水道、病院などの地方公営事業などと定めています。これらに該当する事業について、

伊豆市は計画の途上であり、今回の計画の変更に伴って合併特例債の期限内にできることは

しっかり進めて、先ほど述べた計画の本来の趣旨を全うするように求めるものであります。 

  議員の皆さんの賛同をお願いして、賛成討論といたします。 
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○議長（三田忠男君） 以上で討論を終結いたします。 

  議案第70号 伊豆市建設計画の変更について採決いたします。 

  本案に対する委員長の報告は可決であります。 

  委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立多数〕 

○議長（三田忠男君） 起立者多数。 

  よって、議案第70号は原案のとおり可決されました。 

 

◎日程の追加 

○議長（三田忠男君） お諮りいたします。 

  お配りしてあります追加日程表のとおり、この２件を日程に追加し、議題にしたいと思い

ます。御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（三田忠男君） 御異議なしと認め、２件を日程に追加することに決定しました。 

 

◎報告第１２号の上程、説明、確認事項 

○議長（三田忠男君） 追加日程第１、報告第12号 専決処分の報告について（市有財産の管

理事故に伴う和解及び損害賠償の額の決定について）を議題といたします。 

  提出者から提案理由の説明を求めます。 

  市長。 

〔市長 菊地 豊君登壇〕 

○市長（菊地 豊君） 報告第12号について提案理由を申し上げます。 

  本案は、令和元年10月12日に台風19号により発生した市有財産の管理事故に伴う和解及び

損害賠償の額の決定について、本年12月12日に専決処分したので議会に報告するものでござ

います。 

  詳細について総務部長から説明させます。 

○議長（三田忠男君） 補足説明の申し出がありますので、これを許します。 

  総務部長。 

〔総務部長 伊郷伸之君登壇〕 

○総務部長（伊郷伸之君） それでは、私から報告第12号の補足説明をさせていただきます。 

  追加議案の３ページの専決処分書をお願いいたします。 

  この市有財産の管理事故についてでございますが、まず損害賠償の額３万5,200円、和解

の相手方でございますが、そちら記載の上白岩の方でございます。 

  事故の発生の年月日と場所につきましては、令和元年10月12日の午後７時ごろ、台風19号

が上陸していたころでございます。 
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  まず、事故の概要でございます。旧橘保育園内にあります大ケヤキ、これが台風19号の強

風により幹から倒れ、道路を挟んだ、市道ですね、市道を挟んだ相手方のお宅の屋根瓦と雨

どい、ひさしを破損させたものでございます。このケヤキにつきましては、橘保育園の運営

されているころから市の教育委員会指定の文化財となっておりました。ケヤキ自体の本体の

幹が空洞化が進んでおりまして、過去に太い枝が折れたこともございました。市では、その

ようなことがあったことから、直系約25センチ程度、長さ五、六メートルぐらいですか、そ

の支柱３本でやぐらを組んでワイヤーで上にある太い枝等を支えておりました。 

  ただ、今回のこの台風19号の強風で、もともと幹が空洞化していたということと、その支

柱とワイヤーで支えていたそのもの自体がやはり木の重さに耐えられなくなって、大体地面

から２メートルぐらいの高さから幹ごと倒れてしまったということで、５ページの略図を描

いてあるんですが、この大ケヤキが市道を挟んで、絵で言う左側のお宅の瓦と雨どい等を一

部破損させたということで、今回、専決処分をさせていただきました。 

  補足につきましては以上です。 

○議長（三田忠男君） 以上で補足説明を終わります。 

  ただいまの説明に対し、確認事項等がございましたら発言を許します。 

  発言はありませんか。 

〔発言する人なし〕 

○議長（三田忠男君） 発言なしと認め、以上で報告第12号は終わります。 

 

◎発議第４号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（三田忠男君） 追加日程第２、発議第４号 主要農産物の種子生産に関わる県条例制

定等の対応を求める意見書についてを議題といたします。 

  提出者から提案理由の説明を求めます。 

  総務経済委員会委員長、杉山武司議員。 

〔総務経済委員会委員長 杉山武司君登壇〕 

○総務経済委員会委員長（杉山武司君） 発議第４号 主要農産物の種子生産に関わる県条例

制定等の対応を求める意見書の提出について、総務経済委員会を代表して提案の趣旨を申し

上げます。 

  静岡県の現在の動きとしては、種子条例制定の意見書が複数提出されているにもかかわら

ず、重立った動きは見えません。現行の種子生産・普及体制を生かし、主要農産物等の優良

な種子の安定供給及び品質確保の取り組みを後退させないために条例制定を静岡県に要望す

るものです。 

  以下、意見書を朗読して提案理由の説明にかえさせていただきます。 

  主要農産物の種子生産に関わる県条例制定等の対応を求める意見書。 

  上記の議案を別紙のとおり地方自治法第109条第７項及び会議規則第14条第２項の規定に
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より提出します。 

  主要農産物の種子生産に関わる県条例制定等の対応を求める意見書。 

  平成30年４月１日、主要農産物種子法（以下種子法）が廃止された。そもそも種子法は、

昭和27年に戦後の食料増産の要請を受け、国・都道府県が主導して優良な種子の生産・普及

を進めるために制定されたものであった。静岡県においても高品質な原種・原原種の生産及

び供給や、県の主要農作物である米・麦・大豆の品種開発、品質向上など、地域農業の振興

に大きな役割を果たしてきた経緯がある。 

  今般の種子法の廃止に対しては、米・麦・大豆の種子を100％国産で賄う法的根拠と、そ

の財源を失うことや、基幹作物である米の価格安定、優良品種の維持・開発、品種の多様性

の確保など、様々な面での影響を懸念する声が上がっている。 

  又、並行して「農業競争力強化支援法」が成立したこと、その後「種苗法」が改正された

ことと相まって、多様な品種が淘汰されてしまうこと、特定企業による種子の独占が起こる

可能性があることや、種の自家採取による苗の生産できなくなることなど、今後の対応によ

っては農業生産者に混乱を来たす恐れがあることが指摘されている。 

  種子法廃止法案の可決にあたっては、種子法が主要農作物種子の国内自給及び食糧安全保

障に多大な貢献をしてきたことに鑑み、優良な種子の流通確保や引き続き都道府県が種子生

産等に取り組むための財源措置のほか、特定企業による種子の独占防止などについて、万全

を期すことを求める付帯決議がなされている。 

  静岡県においては、今後も現行の種子生産体制及び普及体制を維持し、米・麦・大豆はも

とより、本県の農業の主要農作物、そして伊豆市の主要農作物である「わさび」他の生産に

関しても、優良な種子の安定供給や品質確保の取り組みに影響を及ぼすことのないよう、又、

農業者や消費者に不安を生じさせないよう、主要農作物の種子生産に関わる条例を制定する

など、必要な対応をとることを強く要望する。 

  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 

  伊豆市議会。 

  静岡県知事殿。 

  この案件につきましては、今年７月の時点で既に北海道を初めとして10の道県で条例が制

定済みです。総務経済委員会で協議した結果、意見書の採択を賛成多数で決定をいたしまし

た。提出先は静岡県知事です。 

  以上で、議員の皆様の賛同をお願いし、提案理由とさせていただきます。 

○議長（三田忠男君） これをもって提案理由の説明を終わります。 

  これより質疑に入ります。質疑はございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○議長（三田忠男君） 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

  お諮りいたします。 
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  本案につきましては、会議規則第37条第２項の規定により、委員会付託をしないことにな

っておりますので、直ちに討論に入ります。討論はございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○議長（三田忠男君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。 

  これより発議第４号について採決いたします。 

  原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立多数〕 

○議長（三田忠男君） 起立者多数。 

  よって、発議第４号は原案のとおり可決されました。 

  なお、意見書の取り扱いにつきましては、議長に御一任願います。 

 

◎閉会宣告 

○議長（三田忠男君） 以上で本日の日程は全て終了いたしました。 

  ここで森議員に申し上げます。 

  本日の討論における議員及び市職員に対する無礼な発言がございました。地方自治法第

132条において、品位等の項目でございますが、発言の取り消しを森議員に求めますが、い

かがでしょうか。 

〔発言する人あり〕 

○議長（三田忠男君） 取り消さないようですので、皆さんにお諮りいたします。 

  議長の職権にてその旨取り消してよろしいか、皆さんにお諮りいたします。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（三田忠男君） 異議なしと認め、そのように取り扱わせていただきます。 

  なお、今定例会で議決された事件の字句及び数字、その他の整理を要するものにつきまし

ては、伊豆市議会会議規則第43条の規定に基づき、その整理を議長に委任されたいと思いま

す。これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（三田忠男君） 御異議がありませんので、そのようにさせていただきます。 

  以上で本日の日程は全て終了いたしました。 

  これをもちまして、令和元年伊豆市議会12月定例会を閉会いたします。 

  皆様におかれましては、長時間慎重に御審議いただき、まことにありがとうございました。 

  お疲れさまでした。 

 

閉会 午後 ０時３２分 
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